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ま え が き 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、休業を余儀なくされる企業等が増加し、休

業期間が長期化する中で、労基法第 26 条に定められた休業手当について、通常時の算定方

法などの制度内容とともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響等による制度変更の有無、

支払いの状況等について実態を把握することが求められている。

また、シフト制で働く労働者のなかには、新型コロナウイルス感染拡大の影響でシフトカ

ットされた場合に、休業手当が支払われない等の問題も提起され、その実態把握が求められ

ていた。これらの実態を把握するため、当機構では、企業に対してアンケート調査を実施し

た。シフト制という労働契約の在り方に対する、政策上の課題もあることから、当該シフト

制労働者の雇用管理の実態についても把握することとした。

本調査に回答いただいた企業の方々にはこの場を借りて改めて感謝申し上げたい。本報告

書が、休業の実態や休業に係わる手当の支給状況やその在り方、また、シフト制労働者のシ

フト削減に係わる休業手当の支給の在り方を始めとする労働政策をめぐる今後の議論に資す

ることができれば幸いである。
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【本調査で明らかになったこと】

１．シフト制に関する労働契約について 

●本調査における「シフト制労働者」1がいる企業の割合は 43.5％となっている。「シフト制

労働者」において、シフトを作成するにあたっての、当該労働者の希望や意見の聴取等に関

するルールの有無については、正社員、非正規雇用労働者いずれも、「シフト案を作成する前

に労働者の希望を聞く」とする企業割合が 7 割台などとなっており、ルールについて「特に

なし」とする企業割合は少数である。労働条件明示の際に、労働者の希望や意見の聴取等に

関するルールについて、当該労働者に示しているかについては、正社員、非正規雇用労働者

いずれも、「あらかじめ口頭のみで説明している」とする企業割合が 5 割程度で最も高く、次

いで、「あらかじめ文書等で明示している」は 3 割前後となっており、「あらかじめ明示して

いない」は 1 割程度となっている。 
●直近 2 年間で、シフト確定後の事業主都合によるシフトの一部又は全部のキャンセルにつ

いては、「キャンセルしたことがある」とする企業割合は、正社員で 34.5％、非正規雇用労働

者では 37.7％となっている。「キャンセルしたことがある」企業でのシフト確定後に、事業

主の都合でシフトをキャンセルする場合の代替措置としては、正社員、非正規雇用労働者い

ずれに対しても、「代わりの勤務日（シフト）を用意している」とする企業割合が最も高い（正

社員 53.9％、非正規雇用労働者 46.8％）。

●直近 2 年間の「シフト制労働者」とのトラブルの有無とトラブルの原因（複数回答）では、

「トラブルになったことはない」とする企業割合が、正社員で 69.9％、非正規雇用労働者で

66.7％と過半数を占めている。何らかのトラブルがあった割合は、正社員で 18.5％、非正規

雇用労働者で 23.4％となっている。

２．新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大期における休業等の手当の支給状況 

（1）休業等の手当の支給状況

●今般の新型コロナウイルス感染症の影響で、「休業を命じたことがある」企業割合が 68.3％、

「休業を命じたことはない」が 30.8％となっている。労働者に「休業を命じたことがある」

とする企業の休業の理由は、「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」が 50.6％と最も高

く、次いで、「売上、利用客の減少」が 31.7％、「国や地方自治体からの指示、要請への対応」

が 31.3％、「取引先の休業」が 11.9％などとなっている。

●休業させた労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況については、「全員に支払った」

1 本調査における「シフト制労働者」とは、本調査設問（問 3）で、選択肢 3「勤務日数や勤務時間数は決めてい

るが、具体的な勤務日や勤務時間は一定期間ごとのシフト表等で決める労働者」、選択肢 4「勤務日数や勤務時

間数は決めておらず、単に、具体的な勤務日や勤務時間を一定の期間ごとのシフト表等で決める労働者」、選択

肢 5「勤務するかどうかは、前日や当日等に１日単位で、会社から打診する労働者」のいずれかを選択した企業

のこと。



 

－2－ 

は 89.6％と 9 割弱を占めており、「一部の人に支払った」は 4.9％、「支払わなかった」は 5.4％
とそれぞれ少数である。 
●休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業（休業等に伴う

手当を支払った企業）における雇用調整助成金の申請状況は、「雇用調整助成金の申請を行っ

た企業」（「支払った手当の全額について申請した」（44.1％）と「一部のみ申請した」（14.0％）

の合計）の割合は 58.1％となっており、「申請しなかった」は 39.3％となっている。 
（2）シフトを削減された労働者に対する「休業等に伴う手当」の支払い状況 

●今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、2020 年 1 月以降の「シフト制労働者」

の出勤日数・時間（シフト）の削減の有無については、「シフト制労働者」がいる企業におい

て、シフトの削減が「あった」とする企業割合は、正社員で 29.3％、非正規雇用労働者で 36.5％
となっており、正社員に比べて非正規雇用労働者の方が高い。シフトを削減された労働者に

対する「休業等に伴う手当」の支払い状況については、正社員で、「全員に支払った」とする

企業割合が 88.6％と 9 割弱を占め、「一部の労働者に支払った」は 4.0％、「全く支払ってい

ない」は 4.6％とそれぞれ少数である。非正規雇用労働者では、「全員に支払った」は 77.7％
と 8 割弱を占め、「一部の労働者に支払った」は 9.0％、「全く支払っていない」は 11.3％と

なっている。 
●シフトを削減された労働者に対する休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の労働者

に支払った」とする企業での、雇用調整助成金の申請状況では、「支払った手当の全額につい

て申請した」が正社員で 59.1％、非正規雇用労働者では 53.4％、「一部のみ申請した」が正

社員で 14. 9％、非正規雇用労働者では 17.6％となっており、「申請しなかった」は、正社員

で 22.7％、非正規雇用労働者では 25.6％となっている。 
 
３．休業手当等の規定、算定方法について 

●現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）に、労基法第 26 条の休業手当について規定

があるか（以下、「労基法第 26 条の休業手当規定の有無」という）については、「規定があ

る」が 56.9％、「規定はないが支払うことがある」が 27.0％、「休業手当の支払いは想定して

おらず規定もない」が 14.7％となっている。 
●労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法は、「平均賃金の 60％以上」が 54.8％と最

も高く、次いで、「通常どおりの賃金を、減額せずに支給する」が 20.3％、「1 日当たりの賃

金額の 60％以上」が 14.1％などとなっている。これを労基法第 26 条の休業手当規定の有無

別にみると、「規定がある」企業では、「平均賃金の 60％以上」が 62.6％、「1 日当たりの賃

金額の 60％以上」が 13.8％、「通常どおりの賃金を、減額せずに支給する」が 15.1％となっ

ている。一方、「規定はないが支払うことがある」企業では、「平均賃金の 60％以上」が 38.2％、

「1 日当たりの賃金額の 60％以上」が 14.9％、「通常どおりの賃金を、減額せずに支給する」

が 31.4％となっている。 
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第 1 章 調査の概要 

 
１．調査の概要 

（1）調査の趣旨・目的 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、企業の休業等が増加、長期化する中で、企

業における労基法第 26 条の休業手当について、通常時の算定方法の定め方などの制度内容

とともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響等による制度変更の有無、支払いの状況等に

ついて実態を把握するため、企業アンケート調査を実施した。また、本調査では、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響で、シフトカットされても、休業手当が支払われない等、シフト

制という労働契約の在り方に対する、政策上の課題もあることから、当該シフト制労働者の

雇用管理の実態についても調査した。 
本調査は、厚生労働省労働基準局の要請に基づく要請研究である。 

 

（2）調査対象と調査方法 

①調査名：「新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における休業等に関する実態調査」 

②調査期間：2021 年 8 月 27 日～9 月 10 日 

③調査方法：郵送による調査票の配布・回収 

④調査対象：全国の従業員数 100 人以上の企業 20,000 社 
＊企業調査では、企業（法人）の抽出に当たって、「平成 28 年経済センサス活動調査」の

「産業」「規模」の分布に合わせて、民間信用調査機関の企業データベースから層化無作

為抽出した企業に調査票を配布した。 
⑤配布数：20,000 件 
⑥有効回収数：7,797 件（有効回収率：39.0％） 

 
２．回答企業属性 

企業調査の属性は以下の図表 1-2-1 のとおり（なお、調査内容、集計結果については、巻

末の資料（調査票、付属統計表）を参照）。 
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図表 1-2-1 企業調査の属性 2 、 3 

 
                                                
2 図表 1-2-1 の回答企業の属性の従業員規模において、100 人未満の企業が全体の 5％みられるが、これは、調

査企業対象抽出時において、データベース上は企業規模 100 人以上となっていたものが、調査実施時点（調査票

配布・回収時）で、100 人未満の回答となったものである。本報告書では、調査配布時で 100 人以上であったた

め、集計対象に含めている。 
3 調査票では、従業員の定義として、「貴社が直接雇用している、正社員 及び 非正規雇用労働者（パート、契

約、嘱託等）を指すものとします（派遣・請負労働者は含めないでください）」と注記。また、「正社員とは、

貴社に直接雇用されている無期労働契約の、いわゆる正規雇用労働者を指すものとします（非正規雇用労働者は

それ以外の労働者（パート、契約、嘱託等）を指すものとします（派遣・請負労働者は含めないでください））」、

「派遣労働者とは、労働者派遣事業者から派遣されている労働者を指します」としている。 

n ％

7,797 100.0

鉱業、採石業、砂利採取業 4 0.1

建設業 341 4.4

製造業 1,552 19.9

電気・ガス・熱供給・水道業 29 0.4

情報通信業 226 2.9

運輸業、郵便業 589 7.6

卸売業、小売業 1,104 14.2

金融業、保険業 145 1.9

不動産、物品賃貸業 67 0.9

学術研究、専門・技術サービス業 111 1.4

宿泊業、飲食サービス業 320 4.1

生活関連サービス業、娯楽業 178 2.3

教育、学習支援業 341 4.4

医療、福祉 1,815 23.3

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 97 1.2

サービス業（他に分類されないもの） 813 10.4

その他 65 0.8

１００人未満 393 5.0

１００～２９９人 4,583 58.8

３００～９９９人 2,073 26.6

１０００～４９９９人 597 7.7

５０００人以上 89 1.1

無回答 62 0.8

３０％未満 669 8.6

３０％～５０％未満 813 10.4

５０％～７０％未満 1,601 20.5

７０％～１００％未満 4,336 55.6

１００％（全員、正社員） 223 2.9

無回答 155 2.0

いる 4,425 56.8

いない 3,290 42.2

無回答 82 1.1

フルタイム契約労働者（有期） 5,607 71.9

フルタイム契約労働者（無期）（正社員以外） 3,099 39.7

パートタイム契約労働者（有期） 5,756 73.8

パートタイム契約労働者（無期） 3,194 41.0

臨時労働者 775 9.9

定年再雇用者 6,778 86.9

以上のいずれの雇用労働者もいない 80 1.0

無回答 96 1.2

フルタイム契約労働者

（有期）

フルタイム契約労働者

（無期）

パートタイム契約労働者

（有期）

パートタイム契約労働者

（無期）

臨時労働者

定年再雇用者

※１：本調査では、本調査での正社員以外の労働者の就業形態は、以下の定義としている。調査票上、定年後の再雇用者については、

就業形態や雇用期間にかかわらず、「定年再雇用者」を選択するよう注記している。

貴社に有期契約（労働期間は1ヵ月以上）で直接雇用されている労働者で、所定労働時間が正社員と

ほぼ同じ者

貴社に無期契約（契約期間の定めのない雇用）で直接雇用されている労働者で、所定労働時間が正社

員とほぼ同じ者（ただし、正社員ではない）

貴社に有期契約（労働期間は1ヵ月以上）で直接雇用されている労働者で、正社員より所定労働時間

が短いか、1週間の所定労働日数が少ない者

貴社に無期契約で直接雇用されている労働者で、正社員より所定労働時間が短いか、1週間の所定労

働日数が少ない者

貴社に有期契約（契約期間は1ヵ月未満）で直接雇用されている労働者

貴社の正社員を定年後、再雇用している労働者

問１ｄ．派遣労働者の受入れの

有無（SA）

問２．正社員以外の就業形態の

労働者の有無（MA）（※1）

企業調査
合計

問１ａ．主たる業種（SA）

問１ｂ．従業員規模（SA）

問１ｃ．従業員に占める正社員

比率（SA）
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第 2 章 調査結果の概要 

 
１．シフト制に関する労働契約について 

1-1．「シフト制労働者」の属性 

（1）本調査における「シフト制労働者」の定義とシフト制労働者がいる企業の属性 

本調査では、従業員の勤務形態の内容の設問において、以下の 5 つの働き方に該当する労

働者の有無（複数回答）を尋ねている（図表 2-1-1 参照）。 
 

図表 2-1-1 勤務形態の内容 

 
 

勤務形態 1 は、通常の固定した勤務日・勤務時間が定められている労働者である。 
勤務形態 2 は、固定した勤務日又は勤務時間が決まっているが、勤務パターンを組み合わ

せて勤務日や勤務時間を一定期間ごとに決める労働者（例えば、交代勤務等）である。 
一方、勤務形態 3 は、勤務日数や勤務時間数は決めているが、具体的な勤務日や勤務時間

は一定期間ごとのシフト表等で決める労働者。 
勤務形態 4 は、勤務日数や勤務時間数は決めておらず、単に、具体的な勤務日や勤務時間

を一定の期間ごとのシフト表等で決める労働者。勤務形態 5 は、勤務するかどうかは、前日

や当日等に１日単位で、会社から打診する労働者である。つまり、勤務形態 3→4→5 となる

ほど、よりシフトの不安定性が高い労働者といえる。 
本調査においては、勤務形態 3～5 のいずれか又は全てに該当する労働者を「シフト制労

働者」と定義し、これらの労働者がいる企業を「シフト制労働者がいる企業」とした。 
一方、勤務形態 3～5 に該当する者はいない企業（1 又は 2 に該当する労働者しかいない）

を、本調査では「シフト制労働者がいない企業」としている。 

それぞれの勤務形態の内容に該当する労働者の有無をみると（図表 2-1-2）、「1．固定した

勤務日と勤務時間が決められている労働者」がいる割合は 83.5％、「2．固定した勤務日又は

勤務時間が決まっており、その上で就業規則等に定めた勤務パターンを組み合わせて勤務日

や勤務時間を一定期間ごとに決める労働者」は 54.5％、「3．勤務日数や勤務時間数は決めて

勤務形態の内容 勤務形態の略語

1
固定した勤務日と勤務時間が決められている労働者（例：毎週月～金、8:00～17:00
勤務の労働者等）

固定した勤務日と勤務時間が決

められている労働者がいる

2
固定した勤務日又は勤務時間が決まっており、その上で就業規則等に定めた勤務パ
ターンを組み合わせて勤務日や勤務時間を一定期間ごとに決める労働者（例：①8:00
～16:30、②10:00～18:30、③14:00～22:30等の中から交代勤務する労働者等）

固定した勤務日又は勤務時間が

決まっており、一定期間ごとに

決める労働者がいる

3
勤務日数や勤務時間数は決めているが、具体的な勤務日や勤務時間は一定期間ごとの
シフト表等で決める労働者（例：１日６時間勤務だが、具体的な勤務日や始業・終業
時刻はシフトによるとしている労働者等）

勤務日数や勤務時間数が決まっ

ているシフト制労働者がいる

4
勤務日数や勤務時間数は決めておらず、単に、具体的な勤務日や勤務時間を一定の期
間ごとのシフト表等で決める労働者（例：単に、具体的な勤務日や勤務時間はシフト
によるとしている労働者等）

勤務日数や勤務時間数が決まっ

ていないシフト制労働者がいる

5 勤務するかどうかは、前日や当日等に１日単位で、会社から打診する労働者
前日等に１日単位で、会社から

打診するシフト制労働者がいる
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いるが、具体的な勤務日や勤務時間は一定期間ごとのシフト表等で決める労働者」は 40.6％、

「4．勤務日数や勤務時間数は決めておらず、単に、具体的な勤務日や勤務時間を一定の期間

ごとのシフト表等で決める労働者」は 9.3％、「5．勤務するかどうかは、前日や当日等に 1 日

単位で、会社から打診する労働者」では 2.1％となっている（以下では、図表 2-1-1 にある

「勤務形態の略語」で記載する）。シフトの不安定性が最も高い勤務形態 5「前日等に 1 日単

位で、会社から打診するシフト制労働者がいる」は、2.1％と、全体からみるとわずかであり、

また、勤務形態 4「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者がいる」も 9.3％
と多いわけではない。 

「シフト制労働者」の有無でみると、「シフト制労働者がいる企業」の割合は 43.5％とな

っている（図表 2-1-3）。 
 
図表 2-1-2 シフト制労働者に係わる勤務形態に該当する労働者の

有無（MA、単位＝％） 

図表 2-1-3 シフト制労働者の有無（単位

＝％） 

 

 
属性別にシフト制労働者の有無をみたものが図表 2-1-4 である。それによれば、勤務形態

の内容を業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、合計より 5 ポイント以上高い業種

としては、勤務形態 3「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者がいる」では、

「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業（郵便局、

農業組合など）」「医療、福祉」となっている。勤務形態 4「勤務日数や勤務時間数が決まっ

ていないシフト制労働者がいる」では、「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、

娯楽業」「複合サービス事業（郵便局、農業組合など）」となっている。勤務形態 5「前日等

に 1 日単位で、会社から打診するシフト制労働者がいる」の割合は、業種で大きな差はみら

れないが、上位の業種としては、「複合サービス事業（郵便局、農業組合など）」「運輸業、郵

シフト制労働者が

いる（３～５を選

択）, 43.5 

シフト制労働者が

いない（１又は２

のみ選択）, 52.9 

無回答, 3.6 

合計（n=7,797）

※本調査の「シフト制労働者」とは問３（複数回答）の選択

肢3～５のいずれかを選択した企業のこと。「シフト制労働

者がいる」は、問３の選択肢３～５をいずれか選択した企業
であり、「シフト制労働者がいない」は選択肢１又は２のみ

を選択した企業のこと。

83.5 

54.5 

40.6 

9.3 

2.1 

3.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

１．固定した勤務日と勤務時間が決められている労

働者

２．固定した勤務日又は勤務時間が決まっており、

その上で就業規則等に定めた勤務パターンを組み合

わせて勤務日や勤務時間を一定期間ごとに決める労
働者

３．勤務日数や勤務時間数は決めているが、具体的

な勤務日や勤務時間は一定期間ごとのシフト表等で

決める労働者

４．勤務日数や勤務時間数は決めておらず、単に、

具体的な勤務日や勤務時間を一定の期間ごとのシフ

ト表等で決める労働者

５．勤務するかどうかは、前日や当日等に１日単位

で、会社から打診する労働者

無回答 合計（n=7,797）

【問３選択肢】

↓

シフト制労働者

（３～５をいずれ

か選択）
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便業」「サービス業（他に分類されないもの）」「生活関連サービス業、娯楽業」「宿泊業、飲

食サービス業」などとなっている。 
「シフト制労働者がいる企業」の割合について従業員規模別にみると、従業員規模が大き

くなるほどその割合は高くなる。勤務形態 3、4、5 それぞれでみると、従業員規模が大きく

なるほど、いずれの勤務形態の割合もおおむね高くなる傾向にある。 
また、従業員に占める正社員比率別にみると、正社員比率が低くなるほど（すなわち、非

正規雇用労働者の割合が高くなるほど）、「シフト制労働者がいる企業」の割合が高くなる。

勤務形態 3、4、5 でみると、正社員比率が低くなるほど（すなわち、非正規雇用労働者の割

合が高くなるほど）、いずれの勤務形態の割合も高くなる傾向にある。 
 

図表 2-1-4 属性別にみたシフト制労働者の有無（単位＝％） 

 
  

選択肢 1 2 3 4 5
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務

時
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が

決
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勤
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は

勤
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時
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が
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等
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な
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時

間
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定

期

間

ご
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の

シ

フ

ト

表

等

で

決

め

る

労

働

者

勤

務

日

数

や

勤

務

時

間

数

は

決

め
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、

単
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の
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の
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等

で

決

め

る

労
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者

勤

務

す
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か

ど

う

か

は

、

前

日

や

当

日

等

に

１

日

単

位

で

、

会

社

か

ら

打

診

す

る

労

働

者

無

回

答

n

シ

フ

ト

制

労

働

者

が

い

る
（

３
～

５

を

選

択
）

シ

フ

ト

制

労

働

者

が

い

な

い
（

１

又

は

２

の

み

選

択
）

無

回

答

合計 7,797 83.5 54.5 40.6 9.3 2.1 3.6 7,797 43.5 52.9 3.6

＜業種＞（※2）

鉱業、採石業、砂利採取業 4 100.0 75.0 - - - - 4 - 100.0 -

建設業 341 90.0 29.6 12.0 2.3 0.6 6.5 341 13.2 80.4 6.5

製造業 1,552 89.6 61.7 16.7 2.4 1.1 3.4 1,552 18.2 78.4 3.4

電気・ガス・熱供給・水道業 29 96.6 62.1 13.8 3.4 3.4 - 29 20.7 79.3 -

情報通信業 226 88.5 38.1 20.4 4.0 1.3 7.5 226 22.6 69.9 7.5

運輸業、郵便業 589 82.7 52.5 43.5 10.4 5.4 4.1 589 48.6 47.4 4.1

卸売業、小売業 1,104 80.7 34.8 37.5 7.7 0.8 4.2 1,104 40.2 55.6 4.2

金融業、保険業 145 89.7 33.1 23.4 1.4 - 4.1 145 24.1 71.7 4.1

不動産、物品賃貸業 67 91.0 40.3 40.3 6.0 1.5 3.0 67 40.3 56.7 3.0

学術研究、専門・技術サービス業 111 86.5 27.0 19.8 3.6 1.8 7.2 111 20.7 72.1 7.2

宿泊業、飲食サービス業 320 53.8 45.3 83.8 34.4 4.4 2.5 320 89.4 8.1 2.5

生活関連サービス業、娯楽業 178 74.2 51.7 68.5 24.2 4.5 1.7 178 72.5 25.8 1.7

教育、学習支援業 341 90.0 49.9 33.7 11.4 - 2.3 341 39.3 58.4 2.3

医療、福祉 1,815 79.2 73.5 61.0 10.9 1.5 2.8 1,815 63.3 33.9 2.8

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 97 94.8 52.6 62.9 15.5 6.2 - 97 69.1 30.9 -

サービス業（他に分類されないもの） 813 88.1 56.9 44.6 12.5 5.2 4.1 813 49.7 46.2 4.1

その他 65 87.7 50.8 33.8 7.7 - 3.1 65 36.9 60.0 3.1

＜従業員規模＞

１００人未満 393 76.6 44.3 36.6 8.4 1.3 4.6 393 40.5 55.0 4.6

１００～２９９人 4,583 83.9 50.7 35.8 7.5 1.9 3.9 4,583 38.4 57.7 3.9

３００～９９９人 2,073 84.3 61.6 46.9 11.0 2.7 2.9 2,073 50.3 46.8 2.9

１０００人以上 686 83.1 63.7 56.0 16.0 2.5 2.8 686 59.3 37.9 2.8

＜従業員に占める正社員比率＞

３０％未満 669 78.0 54.9 60.5 20.3 4.8 2.4 669 67.6 30.0 2.4

３０％～５０％未満 813 81.4 65.2 60.3 19.3 4.2 2.1 813 64.8 33.1 2.1

５０％～７０％未満 1,601 80.9 62.3 53.9 12.4 2.1 2.8 1,601 56.3 40.8 2.8

７０％以上 4,559 85.7 49.7 29.6 4.7 1.3 4.3 4,559 31.8 63.9 4.3

※1：本調査の「シフト制労働者」とは問3（複数回答）の選択肢3～5のいずれかを選択した企業のこと。「シフト制労働者がいる」は、問3の選択肢3～5を

いずれか選択した企業であり、「シフト制労働者がいない」は選択肢1又は2のみを選択した企業のこと（以下、同じ）。

※2：表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において、①勤務形態の内容の選択肢3，4，5で、また、②シフト制労働者の有無の「シフト制労働者がいる」

で、合計より5ポイント以上高い数値に網。

①勤務形態の内容(MA) ②シフト制労働者の有無

（勤務形態の内容の集約）（※1）
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（2）シフト制労働者の属性とシフト制を採用する理由 

従業員（正社員や非正規雇用労働者を含む全従業員）のうち、「シフト制労働者」の割合に

ついてまとめたものが図表 2-1-5 である。「シフト制労働者」の割合が「3 割未満」（「1 割未

満」「1 割～2 割未満」「2 割～3 割未満」の合計）の企業が 35.3％、「3 割～6 割未満」（「3 割

～4 割未満」「4 割～5 割未満」「5 割～6 割未満」の合計）が 15.9％、「6 割～8 割未満」（「6
割～7 割未満」「7 割～8 割未満」の合計）が 16.8％。「8 割以上」（「8 割～9 割未満」「9 割～

10 割未満」「10 割（全員）」の合計）が 30.9％となっている。 
「シフト制労働者」の割合が「8 割以上」と高い企業について業種別（n=30 以上、「その

他」除く）にみると、合計より 5 ポイント以上「8 割以上」の割合が高い業種としては、「宿

泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「卸売業、小売業」となっている。 
従業員規模別にみると、「シフト制労働者」が「8 割以上」とする企業割合は、従業員規模

が大きくなるほどおおむね高い。 
従業員に占める正社員比率でみると、正社員比率が低くなるほど（すなわち、非正規雇用

労働者の割合が高くなるほど）、「8 割以上」とする企業割合が高くなる傾向にある。 
なお、前出（図表 2-1-4）の勤務形態の内容（複数回答）では、選択肢 3「勤務日数や勤務

時間数は決めているが、具体的な勤務日や勤務時間は一定期間ごとのシフト表等で決める労

働者」、選択肢 4「勤務日数や勤務時間数は決めておらず、単に、具体的な勤務日や勤務時間

を一定の期間ごとのシフト表等で決める労働者」、選択肢 5「勤務するかどうかは、前日や当

日等に 1 日単位で、会社から打診する労働者」となっているが、本設問は複数回答であるこ

とから、重複選択を単一選択化するため、シフト制労働者の区分として次の 3 区分の変数を

作成した。具体的には、選択肢 3 単独の形態である「勤務日数や勤務時間数が決まっている

シフト制労働者のみがいる企業」（選択肢 3 のみ回答）と、選択肢 4 と 5 のみを選択した形

態である「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」（選択肢

4 のみ回答、選択肢 4 と 5 のみ回答、選択肢 5 のみ回答の合計）を作成し、それ以外の両者

のいずれの要素もある形態として、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていない

いずれのシフト制労働者もいる企業」（選択肢 3 と 4 のみ回答、選択肢 3 と 5 のみ回答、選

択肢 3 と 4 と 5 を回答の合計）を作成した（以下、「シフト制労働者の区分」という）。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合をシフト制労働者の区分別にみると、「勤務日数や

勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」では、その割合が「1 割未満」

において、43.9％と最も高くなっている。集約した分布でみると、「3 割未満」では、「勤務日

数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」が 60.0％である一方で、

「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる企業」が 34.8％、「勤務

日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働者もいる企業」が

27.5％と 3 割前後となっている。「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者の

みがいる企業」「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労
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働者もいる企業」はおおむね同様の分布をしているが、「8 割以上」の割合は、「勤務日数や

勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働者もいる企業」が 36.2％、

「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる企業」が 31.1％となって

おり、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働者もい

る企業」の方がやや高い。 
 

図表 2-1-5 従業員に占めるシフト制労働者の割合（SA、単位＝％） 

 
 

調査では、シフト制労働者の就業形態（複数回答）を尋ねている。就業形態別にシフト制

労働者がいるとする企業割合をみると、「正社員」で 72.9％と最も高く、次いで、「パートタ

イム契約労働者（有期）」は 69.8％、「フルタイム契約労働者（有期）」は 53.4％、「定年再雇

用者」では 51.3％などとなっている（図表 2-1-6）。  
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合計 3,392 18.2 9.6 7.5 6.4 4.3 5.2 7.5 9.3 12.0 10.6 8.3 1.1 35.3 15.9 16.8 30.9

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 - - - - - - - - - - - - - - - - -

建設業 45 60.0 6.7 8.9 - - 6.7 6.7 2.2 4.4 - 2.2 2.2 75.6 6.7 8.9 6.6

製造業 283 35.7 16.3 10.2 7.4 7.8 4.2 3.5 3.2 2.8 3.5 3.2 2.1 62.2 19.4 6.7 9.5

電気・ガス・熱供給・水道業 6 50.0 16.7 16.7 16.7 - - - - - - - - 83.4 16.7 0.0 0.0

情報通信業 51 43.1 19.6 15.7 5.9 - 3.9 2.0 3.9 3.9 2.0 - - 78.4 9.8 5.9 5.9

運輸業、郵便業 286 19.2 6.3 9.1 6.6 2.4 5.2 6.6 12.2 16.8 8.7 5.2 1.4 34.6 14.2 18.8 30.7

卸売業、小売業 444 16.4 9.0 7.4 5.9 2.7 4.7 7.0 8.3 11.5 11.3 15.5 0.2 32.8 13.3 15.3 38.3

金融業、保険業 35 37.1 28.6 8.6 8.6 - 2.9 - 2.9 - - 11.4 - 74.3 11.5 2.9 11.4

不動産、物品賃貸業 27 22.2 11.1 11.1 7.4 11.1 3.7 11.1 - 11.1 7.4 3.7 - 44.4 22.2 11.1 22.2

学術研究、専門・技術サービス業 23 34.8 13.0 8.7 4.3 8.7 4.3 8.7 4.3 4.3 8.7 - - 56.5 17.3 13.0 13.0

宿泊業、飲食サービス業 286 2.8 3.1 4.5 4.2 3.8 3.1 4.5 9.4 21.0 23.8 18.2 1.4 10.4 11.1 13.9 63.0

生活関連サービス業、娯楽業 129 7.8 3.1 5.4 4.7 3.9 7.0 9.3 8.5 14.7 23.3 12.4 - 16.3 15.6 17.8 50.4

教育、学習支援業 134 41.0 12.7 12.7 6.7 7.5 3.0 3.7 3.0 2.2 4.5 1.5 1.5 66.4 17.2 6.7 8.2

医療、福祉 1,148 10.5 7.1 5.1 6.6 4.9 7.1 11.0 11.9 13.7 12.0 8.6 1.5 22.7 18.6 22.9 34.3

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 67 35.8 29.9 16.4 10.4 1.5 - - - - 3.0 1.5 1.5 82.1 11.9 0.0 4.5

サービス業（他に分類されないもの） 404 22.0 13.4 9.2 7.4 3.7 3.7 6.9 11.6 12.4 6.2 3.0 0.5 44.6 14.8 18.5 21.6

その他 24 20.8 20.8 - 8.3 8.3 - 4.2 12.5 12.5 8.3 4.2 - 41.6 16.6 16.7 25.0

＜従業員規模＞

１００人未満 159 22.0 12.6 7.5 6.3 1.9 5.7 6.9 10.1 8.8 7.5 10.1 0.6 42.1 13.9 17.0 26.4

１００～２９９人 1,759 19.0 9.8 8.0 5.8 3.9 5.5 7.8 8.7 11.5 10.3 8.5 1.3 36.8 15.2 16.5 30.3

３００～９９９人 1,043 17.7 9.3 7.3 8.1 5.3 5.2 7.6 8.9 12.0 10.1 7.7 1.0 34.3 18.6 16.5 29.8

１０００人以上 407 14.7 7.6 6.1 5.4 4.7 3.9 5.9 12.3 15.0 15.0 8.4 1.0 28.4 14.0 18.2 38.4

＜従業員に占める正社員比率＞

３０％未満 452 9.7 4.6 5.8 6.4 3.1 4.4 8.6 12.8 15.5 18.1 10.4 0.4 20.1 13.9 21.4 44.0

３０％～５０％未満 527 9.3 9.9 8.3 11.0 7.4 8.2 8.3 6.5 9.9 11.6 8.7 0.9 27.5 26.6 14.8 30.2

５０％～７０％未満 902 14.7 10.0 8.3 8.4 4.5 4.2 8.4 9.0 12.2 10.3 8.2 1.7 33.0 17.1 17.4 30.7

７０％以上 1,449 26.6 10.8 7.1 3.7 3.5 4.8 6.1 9.3 11.6 8.1 7.3 1.0 44.5 12.0 15.4 27.0

＜シフト制労働者の区分(※2）＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制

労働者のみがいる企業
2,573 17.6 9.9 7.2 6.6 4.2 5.5 7.9 8.7 11.9 10.5 8.7 1.1 34.8 16.4 16.6 31.1

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっ

ていないいずれのシフト制労働者もいる企業
589 10.9 8.0 8.7 6.1 5.4 3.9 7.0 13.1 14.6 13.4 8.1 0.8 27.5 15.4 20.0 36.2

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト

制労働者のみがいる企業
230 43.9 9.1 7.0 4.8 2.6 4.3 4.8 6.1 7.0 4.8 3.9 1.7 60.0 11.7 10.9 15.7

従業員に占めるシフト制労働者の割合 集約

※1:シフト制労働者がいる企業を対象に集計。「３割未満」は、「１割未満」「１割～２割未満」「２割～３割未満」の合計。「３割～６割未満」は、「３割～４

割未満」「４割～５割未満」「５割～６割未満」の合計。「６割～８割未満」は、「６割～７割未満」「７割～８割未満」の合計。「８割以上」は、「８割～９割

未満」「９割～１０割未満」「１０割（全員）」の合計。表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において、「８割以上」で、合計より5ポイント以上高い数値に

網。

※2：クロス集計の表側の「シフト制労働者の区分」については、問3（勤務形態の内容(MA)）を3区分している。具体的には、選択肢3（「勤務日数や勤務時間数は

決めているが、具体的な勤務日や勤務時間は一定期間ごとのシフト表等で決める労働者」）のみを選択した企業を「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制

労働者のみがいる企業」とした。一方、選択肢4、選択肢5（「勤務日数や勤務時間数は決めておらず、単に、具体的な勤務日や勤務時間を一定の期間ごとのシフト

表等で決める労働者」「勤務するかどうかは、前日や当日等に1日単位で、会社から打診する労働者」）のみを選択した企業を「勤務日数や勤務時間数が決まってい

ないシフト制労働者のみがいる企業」とした。それら以外の選択肢3、4、5いずれかを選択している企業（選択肢3と4のみ回答、選択肢3と5のみ回答、選択肢3と4と

5を回答の合計）を「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働者もいる企業」とした（以下同じ）。
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図表 2-1-6 就業形態別にみたシフト制労働者がいるとする企業割合（MA、単位＝％） 

 
 
シフト制を採用している理由（複数回答）としては、正社員、非正規雇用労働者いずれも、

「営業日が多い又は営業時間が長いことから、シフト制によって人手を確保するため」が最

も高く、次いで、「曜日、時間帯によって業務の繁閑が激しいことから、繁閑に応じた人員配

置を行うため」などとなっている。就業形態間を比較すると、非正規雇用労働者に比べ正社

員の方が「営業日が多い又は営業時間が長いことから、シフト制によって人手を確保するた

め」の割合が高い。一方、正社員に比べ非正規雇用労働者の方が「曜日、時間帯によって業

務の繁閑が激しいことから、繁閑に応じた人員配置を行うため」の割合が高くなっている（図

表 2-1-7）。 
 

図表 2-1-7 シフト制を採用している理由（MA、単位＝％） 
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フルタイム契約労働者（有期）

フルタイム契約労働者（無期）

パートタイム契約労働者（有期）

パートタイム契約労働者（無期）

臨時労働者

定年再雇用者

その他

無回答

合計（n=3,392）

※シフト制労働者がいる企業を対象に集計。
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人手を確保するため

曜日、時間帯によって業務の繁閑が激しいことから、繁閑に応

じた人員配置を行うため

募集時にシフト制と言うと応募が多くなりやすいから

労働者からシフトで働きたいと希望があったため

その他

無回答

正社員（n=2,472）

非正規雇用労働者（n=3,187）

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。
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1-2．シフト制労働者のシフト制の状況 

（1）シフトを決める単位 

①シフトを決める単位 

調査では、シフト制の労働契約の締結内容について、シフトを決める単位やシフト制での

労働条件設定のルールなどについて尋ねている。 
シフト制労働者のシフトを決める単位（最も多いもの 1 つを選択）は、正社員、非正規雇

用労働者いずれも、「1 か月」とする企業割合が 8 割台と最も高い（正社員 89.3％、非正規雇

用労働者 84.2％）。少数ではあるが、「1 週間」（正社員 3.9％、非正規雇用労働者 5.9％）、「仕

事の状況を踏まえて前日や当日などに 1 日単位で勤務を打診する（以下、「1 日単位で勤務を

打診」という）」（正社員 0.6％、非正規雇用労働者 1.8％）とする割合も存在する。就業形態

間を比較すると、正社員に比べ非正規雇用労働者の方が「1 週間」「1 日単位で勤務を打診」

とする企業割合がやや高い（図表 2-1-8）。 
 

図表 2-1-8 シフトを決める単位（SA、単位＝％） 

 
 

参考として、これを属性別にみたものが図表 2-1-9 である。これを業種別にみると、いず

れの業種（n=30 以上、「その他」除く）においても、正社員、非正規雇用労働者ともに、「1
か月」とする企業割合が最も高くなっている。「1 週間」の割合は、正社員、非正規雇用労働

者いずれも、「製造業」「宿泊業、飲食サービス業」などで他よりも高くなっている。「1 日単

位で勤務を打診」は、一部の業種にみられるが、とくに非正規雇用労働者で、「情報通信業」

「運輸業、郵便業」「製造業」「サービス業（他に分類されないもの）」「建設業」などでわず

かに高くなっている。 
従業員規模別にみると、いずれの規模においても、「1 か月」とする企業割合は、正社員で

は 9 割前後、非正規雇用労働者では 8 割程度と最も割合が高く、規模において大きな差はみ

られない。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員では、シフト制労働者の比率が

低くなるほど、「1 か月」とする企業割合がわずかに低下し、「1 週間」とする企業割合はわず

かに高くなる。非正規雇用労働者では、シフト制労働者の比率が低い企業ほど、「1 か月」と

する企業割合がわずかに低下し、「1 週間」「1 日単位で勤務を打診」の割合がわずかに高くな
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正社員（n=2,472）

非正規雇用労働者（n=3,187）

１か月 １週間 仕事の状況を踏まえて前日や当日などに１日単位で勤務を打診する（日雇契約をしている者は除く） その他 無回答

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。
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る傾向にある。 
シフト制労働者の区分別にみると、いずれの区分においても、正社員、非正規雇用労働者

ともに、「1 か月」の割合が最も高いものの、その割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっ

ているシフト制労働者のみがいる企業」で最も高く、次いで、「勤務日数や勤務時間数が決ま

っている・決まっていないいずれのシフト制労働者もいる企業」となり、「勤務日数や勤務時

間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」で最も低くなっている。「勤務日数や

勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」では、正社員、非正規雇用労

働者ともに、「1 週間」「1 日単位で勤務を打診」の割合が他の区分に比べて高く、とくに非正

規雇用労働者において、「1 日単位で勤務を打診」の割合（15.9％）が他の区分に比べて高い。 
 

図表 2-1-9 シフトを決める単位（SA、単位＝％） 
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合計 2,472 89.3 3.9 0.6 2.8 3.3 3,187 84.2 5.9 1.8 2.9 5.2

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 - - - - - - - - - - - -

建設業 27 85.2 3.7 - 7.4 3.7 40 80.0 2.5 2.5 10.0 5.0

製造業 190 71.6 15.3 1.1 6.8 5.3 237 71.3 13.5 3.8 5.9 5.5

電気・ガス・熱供給・水道業 2 50.0 - - 50.0 - 6 66.7 16.7 - 16.7 -

情報通信業 32 84.4 3.1 - 6.3 6.3 45 82.2 - 6.7 2.2 8.9

運輸業、郵便業 220 82.7 6.8 2.3 4.5 3.6 253 74.7 5.5 6.7 4.0 9.1

卸売業、小売業 324 91.7 2.5 0.3 2.8 2.8 426 89.7 3.3 0.9 3.1 3.1

金融業、保険業 20 85.0 - - 10.0 5.0 33 90.9 3.0 - 3.0 3.0

不動産、物品賃貸業 15 100.0 - - - - 27 96.3 3.7 - - -

学術研究、専門・技術サービス業 12 100.0 - - - - 22 77.3 4.5 4.5 - 13.6

宿泊業、飲食サービス業 240 78.3 10.8 0.4 5.0 5.4 282 63.8 19.9 1.4 7.8 7.1

生活関連サービス業、娯楽業 99 93.9 2.0 1.0 2.0 1.0 126 84.9 7.1 1.6 1.6 4.8

教育、学習支援業 57 87.7 5.3 - 1.8 5.3 130 80.0 8.5 - 7.7 3.8

医療、福祉 919 95.9 0.9 0.1 0.8 2.4 1,086 92.4 2.3 0.4 0.5 4.4

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 46 91.3 2.2 - 2.2 4.3 67 86.6 4.5 1.5 3.0 4.5

サービス業（他に分類されないもの） 250 90.4 1.2 2.0 2.4 4.0 385 84.9 4.2 2.6 1.8 6.5

その他 19 94.7 - - 5.3 - 22 86.4 9.1 - 4.5 -

＜従業員規模＞

１００人未満 103 90.3 4.9 1.0 1.9 1.9 149 81.9 7.4 3.4 2.7 4.7

１００～２９９人 1,305 87.7 4.7 0.8 3.1 3.8 1,620 83.5 5.8 2.1 2.8 5.8

３００～９９９人 737 90.6 2.6 0.7 2.7 3.4 1,003 85.6 5.4 1.3 3.3 4.4

１０００人以上 311 92.6 3.2 - 2.3 1.9 394 84.8 6.6 1.0 2.5 5.1

＜従業員に占めるシフト制労働者の割合＞

３割未満 525 80.8 8.0 0.8 4.4 6.1 1,101 79.4 7.4 3.8 3.7 5.7

３割～６割未満 420 90.2 4.0 1.0 2.6 2.1 489 85.5 6.7 0.8 1.6 5.3

６割～８割未満 500 91.6 3.0 1.0 2.0 2.4 540 87.0 4.6 0.9 1.9 5.6

８割以上 1,005 92.4 2.1 0.3 2.5 2.7 1,026 87.7 4.3 0.4 3.3 4.3

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働

者のみがいる企業
1,948 90.2 4.0 0.3 2.4 3.1 2,389 87.4 5.2 0.5 2.5 4.4

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まってい

ないいずれのシフト制労働者もいる企業
445 88.1 2.9 1.3 4.3 3.4 578 79.1 6.9 1.6 4.0 8.5

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労

働者のみがいる企業
79 73.4 7.6 6.3 5.1 7.6 220 64.1 10.0 15.9 4.5 5.5

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。
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②「1 日単位で勤務を打診する」場合の次の打診までの平均的な期間 

「仕事の状況を踏まえて前日や当日などに 1 日単位で勤務を打診する」場合の〔1〕当該労

働者の契約期間、〔2〕仕事の打診から次の打診までの平均的な期間をまとめたものが図表 2-
1-10 である。 

〔1〕当該労働者の契約期間では、非正規雇用労働者の場合、「有期」とする企業割合が

60.7％を占めており、「無期」は 33.9％となっている（図表 2-1-10〔1〕）。 
〔2〕仕事の打診から次の打診までの平均的な期間については、非正規雇用労働者の場合、

「1 日以上 1 週間未満」（50.0％）、「毎日勤務を打診している」（17.9％）の割合が高く、仕

事の状況を踏まえて 1 日単位で勤務を打診する場合には、次の打診までの期間では、毎日か

1 週間未満とする企業が大半を占めているようである（図表 2-1-10〔2〕）。 
 

図表 2-1-10 「仕事の状況を踏まえて前日や当日などに１日単位で勤務を打診する」場合の〔1〕当該労働者の契約期

間、〔2〕仕事の打診から次の打診までの平均的な期間（非正規雇用労働者、単位＝％） 

 
 

（2）シフトを作成するにあたってのルールの有無 

①「最低勤務時間数」又は「最低勤務日数」に関するルールの有無 

シフト制での労働条件を決めるにあたり、シフトを作成するにあたっての「最低勤務時間

数」又は「最低勤務日数」に関するルール（例：「毎月●日以上勤務」、「毎月●日～■日勤務」

など）については、正社員の場合、「「最低勤務時間数」「最低勤務日数」の双方を決めている」

が 57.8％、「「最低勤務日数」のみを決めている」が 10.4％、「「最低勤務時間数」のみを決め

ている」が 6.3％となっている。「いずれも決めていない」は 20.8％である。一方、非正規雇

用労働者の場合、「「最低勤務時間数」「最低勤務日数」の双方を決めている」が 42.8％、「「最

低勤務日数」のみを決めている」が 9.3％、「「最低勤務時間数」のみを決めている」が 7.2％
となっている。「いずれも決めていない」は 35.6％である。 

就業形態間を比較すると、「「最低勤務時間数」または「最低勤務日数」を決めている企業」

の割合（「「最低勤務時間数」「最低勤務日数」の双方を決めている」「「最低勤務時間数」のみ

を決めている」「「最低勤務日数」のみを決めている」の合計）は、正社員が 74.5％、非正規

雇用労働者が 59.3％である一方、「いずれも決めていない」割合は、正社員が 20.8％、非正

規雇用労働者が 35.6％となっている。「いずれも決めていない」割合は、正社員に比べ、非正
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答

非正規雇用労働者 56 60.7 33.9 5.4 56 8.9 10.7 12.5 50.0 17.9 -

「仕事の状況を踏まえて前日や当日などに１日単位で勤務を打診する」場合

〔1〕当該労働者の契約期間(SA) 〔2〕仕事の打診から次の打診までの平均的な期間(SA)

※〔1〕、〔2〕いずれも、非正規雇用労働者のシフト制労働者がいる企業において、「シフトを決める単位」について、「仕事の状況を踏ま

えて前日や当日などに１日単位で勤務を打診する」とする企業を対象に集計。
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規雇用労働者の方が高い。なお、「「最低勤務時間数」「最低勤務日数」の双方を決めている」

とする割合は、正社員が 57.8％、非正規雇用労働者が 42.8％となっており、正社員の方が高

い（図表 2-1-11）。 
「「最低勤務時間数」または「最低勤務日数」を決めている企業」（「「最低勤務時間数」「最

低勤務日数」の双方を決めている」「「最低勤務時間数」のみを決めている」「「最低勤務日数」

のみを決めている」を選択した企業）に対して、最低勤務日数または最低労働時間数を当該

労働者に示しているかを尋ねたところ、「あらかじめ文書等 4で明示している」企業割合は、

正社員、非正規雇用労働者いずれも 9 割台となっている。「最低勤務時間数」または「最低勤

務日数」を決めている企業では、このルールについて、そのほとんどが文書等で明示してい

る（図表 2-1-12）。 
 
図表 2-1-11 シフト制の労働条件決定における、シフト作

成の際の「最低勤務時間数」又は「最低勤務日数」に関す

るルール（SA、単位＝％） 

図表 2-1-12 最低勤務日数または最低労働時間数を

シフト制労働者に示しているか（SA、単位＝％） 

 
 

 
これを従業員規模別にみると、いずれの規模においても、「「最低勤務時間数」または「最

低勤務日数」を決めている企業」の割合が、正社員で 7 割台、非正規雇用労働者では 5～6 割

程度と最も割合が高くなっている。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、そ

の割合が低くなるほど、「いずれも決めていない」割合がやや高くなっている。 

                                                
4 調査票では、「本調査での「文書等」とは、ファックス、電子メール、就業規則などを含みます（以下の設問

において同じ）。なお、求人広告で「週○日以上勤務」等を求人条件として示しているのみで雇入れ後示してい

ない場合は、含みません」と注記している。 

57.8 

42.8 

6.3 

7.2 

10.4 

9.3 

20.8 

35.6 

4.7 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員（n=2,472）

非正規雇用労働者

（n=3,187）

「最低勤務時間数」「最低勤務日数」の双方を決めている

「最低勤務時間数」のみを決めている

「最低勤務日数」のみを決めている

いずれも決めていない

無回答

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者が

いる企業を対象に集計。

94.6 

93.8 

3.9 

5.0 

0.9 

0.8 

0.6 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員（n=1,844）

非正規雇用労働者

（n=1,889）

あらかじめ文書等で明示している

あらかじめ口頭のみで説明している

あらかじめ明示していない

無回答

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者

がいる企業のうち、シフトを作成するにあたっての「最低勤務時

間数」又は「最低勤務日数」に関するルールについて、「「最低

勤務時間数」「最低勤務日数」の双方を決めている」「「最低勤

務時間数」のみを決めている」「「最低勤務日数」のみを決めて

いる」と回答した企業を対象に集計。
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シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「いずれも決めてい

ない」の割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」

で最も高く、次いで、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフ

ト制労働者もいる企業」「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる

企業」の順で低くなっている。「いずれも決めていない」の割合は、とくに非正規雇用労働者

の「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」において、

75.0％と最も高くなっている。 
シフトの単位別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「1 か月」「1 週間」に比べて

「1 日単位で勤務を打診」とする企業で、「いずれも決めていない」の割合が最も高い。とく

に非正規雇用労働者では、「いずれも決めていない」の割合は、「1 か月」（34.2％）、「1 週間」

（47.6％）であり、「1 日単位で勤務を打診」では 67.9％と高くなっている（図表 2-1-13）。 
 
図表 2-1-13 シフト制の労働条件決定における、シフト作成の際の「最低勤務時間数」又は「最低勤務日数」に関するル

ール（SA、単位＝％） 

 

 
最低勤務日数または最低労働時間数をシフト制労働者に明示しているかについて、当該ル

ールの内容別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、いずれのルールの内容において
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数
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合計 2,472 57.8 6.3 10.4 20.8 4.7 74.5 3,187 42.8 7.2 9.3 35.6 5.1 59.3

＜従業員規模＞

１００人未満 103 55.3 2.9 17.5 21.4 2.9 75.7 149 36.2 7.4 16.1 36.2 4.0 59.7

１００～２９９人 1,305 57.1 6.5 10.5 20.8 5.1 74.1 1,620 42.2 7.0 9.5 35.3 6.0 58.7

３００～９９９人 737 60.2 5.6 11.0 18.9 4.3 76.8 1,003 45.3 7.4 9.1 34.4 3.9 61.8

１０００人以上 311 54.7 8.7 6.8 25.4 4.5 70.2 394 40.4 7.9 6.3 40.6 4.8 54.6

＜従業員に占めるシフト制労働者の

割合＞

３割未満 525 54.5 7.0 8.4 22.7 7.4 69.9 1,101 38.2 7.6 8.1 41.1 5.0 53.9

３割～６割未満 420 57.9 5.7 10.0 22.4 4.0 73.6 489 43.8 7.6 11.5 32.3 4.9 62.9

６割～８割未満 500 58.4 5.6 12.0 20.6 3.4 76.0 540 45.7 6.1 9.8 32.6 5.7 61.6

８割以上 1,005 59.4 6.6 10.9 19.3 3.8 76.9 1,026 45.7 7.1 9.5 33.0 4.7 62.3

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まってい

るシフト制労働者のみがいる企業
1,948 58.1 6.2 11.0 19.9 4.8 75.3 2,389 48.3 6.6 10.1 29.7 5.4 65.0

勤務日数や勤務時間数が決まってい

る・決まっていないいずれのシフト

制労働者もいる企業

445 60.2 5.6 8.5 22.0 3.6 74.4 578 33.6 9.2 7.6 45.2 4.5 50.3

勤務日数や勤務時間数が決まってい

ないシフト制労働者のみがいる企業
79 39.2 12.7 6.3 34.2 7.6 58.2 220 7.7 8.6 4.5 75.0 4.1 20.9

＜シフトの単位＞

１か月 2,208 59.2 6.4 10.7 20.6 3.0 76.4 2,685 46.1 7.3 9.8 34.2 2.5 63.3

１週間 97 54.6 9.3 7.2 26.8 2.1 71.1 187 36.4 9.1 4.3 47.6 2.7 49.7

１日単位で勤務を打診 16 50.0 - 12.5 31.3 6.3 62.5 56 14.3 10.7 7.1 67.9 - 32.1

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。「「最低勤務時間数」または「最低勤務日数」を決めてい

る企業」は、「「最低勤務時間数」「最低勤務日数」の双方を決めている」「「最低勤務時間数」のみを決めている」「「最低勤務日数」のみを決め

ている」の合計。表側の「シフトの単位」の「その他」は記載割愛（以下同じ）。
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も、「あらかじめ文書等で明示している」とする企業割合が 9 割台と最も高くなっている。 
なお、シフト制労働者の区分別にみると、いずれの区分においても、正社員、非正規雇用

労働者ともに、「あらかじめ文書等で明示している」の割合が最も高いものの、その割合は、

「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる企業」で最も高く、次い

で、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働者もいる

企業」「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」の順となっ

ている。一方、「あらかじめ口頭のみで説明している」の割合は、「勤務日数や勤務時間数が

決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」において、他の区分に比べて高い（図表 2-
1-14）。 

 
図表 2-1-14 最低勤務日数または最低労働時間数をシフト制労働者に示しているか（SA、単位＝％） 

 
 
②シフトを入れることができる時間数又は日数に関するルールの有無 

シフト制において、シフトを入れることができる時間数、または日数に関するルール（例：

「毎週月、水、金曜日勤務」、「毎月●日～■日勤務」、「月最大▲日」など）については、正

社員の場合、「シフトを入れることができる時間数、日数の双方を決めている」企業が 54.8％、

「シフトを入れることができる日数のみを決めている」企業が 11.7％、「シフトを入れるこ

とができる時間数のみを決めている」が 4.2％となっている。「いずれも決めていない」は

19.5％である。一方、非正規雇用労働者の場合、「シフトを入れることができる時間数、日数

の双方を決めている」企業が 52.3％、「シフトを入れることができる日数のみを決めている」

が 9.7％、「シフトを入れることができる時間数のみを決めている」が 5.8％となっている。

「いずれも決めていない」は 25.1％である。 
就業形態間を比較すると、「シフトの時間数、または日数を決めている企業」の割合（「シ

フトを入れることができる時間数、日数の双方を決めている」「シフトを入れることができる
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合計 1,844 94.6 3.9 0.9 0.6 1,889 93.8 5.0 0.8 0.4

＜シフト作成での「最低勤務時間数」又は「最低勤務日

数」に関するルールの内容＞

「最低勤務時間数」「最低勤務日数」の双方を決めている 1,430 95.0 3.5 0.8 0.6 1,365 94.8 3.9 0.9 0.4

「最低勤務時間数」のみを決めている 156 94.9 3.8 0.6 0.6 229 90.8 8.3 0.4 0.4

「最低勤務日数」のみを決めている 258 92.2 6.2 1.2 0.4 295 91.5 7.5 0.7 0.3

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみ

がいる企業
1,467 95.0 3.4 1.0 0.5 1,552 94.4 4.2 0.9 0.5

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないい

ずれのシフト制労働者もいる企業
331 94.6 4.8 - 0.6 291 91.8 8.2 - -

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者の

みがいる企業
46 82.6 13.0 2.2 2.2 46 87.0 10.9 2.2 -

非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業のうち、シフトを作成するにあたっての「最低勤務時間数」又は「最低勤務日

数」に関するルールについて、「「最低勤務時間数」「最低勤務日数」の双方を決めている」「「最低勤務時間数」のみを決めている」「「最低勤務日数」

のみを決めている」と回答した企業を対象に集計。

正社員
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時間数のみを決めている」「シフトを入れることができる日数のみを決めている」の合計）は、

正社員が 70.7％、非正規雇用労働者が 67.8％と、7 割前後を占める一方で、「いずれも決め

ていない」企業は、正社員が 19.5％、非正規雇用労働者が 25.1％となっている。「いずれも

決めていない」企業割合は、正社員に比べ、非正規雇用労働者の方がやや高い（図表 2-1-15）。 
「シフトの時間数、または日数を決めている企業」（「シフトを入れることができる時間数、

日数の双方を決めている」「シフトを入れることができる時間数のみを決めている」「シフト

を入れることができる日数のみを決めている」を選択した企業）に対して、このルールにつ

いて当該労働者に示しているか尋ねたところ、「あらかじめ文書等で明示している」の割合は、

正社員、非正規雇用労働者いずれも 9 割程度となっている（図表 2-1-16）。 
 
図表 2-1-15 シフトを入れることができる時間数又は日

数に関するルール（SA、単位＝％） 

図表 2-1-16 シフトを入れることができる時間数又は日数

に関するルールをシフト制労働者に示しているか（SA、単

位＝％） 

  

 
シフトを入れることができる時間数又は日数に関するルールについて属性別にみたもの

が図表 2-1-17 である。これを従業員規模別にみると、いずれの規模においても、「シフトの

時間数、または日数を決めている企業」の割合は、正社員が 7 割前後、非正規雇用労働者が

6～7 割となっており、規模において大きな差はみられない。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、割

合が低くなるほど、「いずれも決めていない」割合がやや高くなっている。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「いずれも決めてい

ない」の割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」

で最も高く、次いで、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフ

ト制労働者もいる企業」「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる

54.8 

52.3 

4.2 

5.8 

11.7 

9.7 

19.5 

25.1 

9.8 

7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員（n=2,472）

非正規雇用労働者

（n=3,187）

シフトを入れることができる時間数、日数の双方を決めている

シフトを入れることができる時間数のみを決めている

シフトを入れることができる日数のみを決めている

いずれも決めていない

無回答

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がい

る企業を対象に集計。

91.1 

89.9 

7.6 

8.8 

0.9 

0.9 

0.5 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員

（n=1,746）

非正規雇用労働者

（n=2,159）

あらかじめ文書等で明示している

あらかじめ口頭のみで説明している

あらかじめ明示していない

無回答

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる

企業のうち、シフトを入れることができる時間数又は日数に関するルー

ルについて、「シフトを入れることができる時間数、日数の双方を決め

ている」「 シフトを入れることができる時間数のみを決めている」「シ

フトを入れることができる日数のみを決めている」と回答した企業を対

象に集計。
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企業」の順で低くなっている。「いずれも決めていない」の割合は、とくに非正規雇用労働者

の「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」において、

57.3％と最も高くなっている。 
シフトを入れることができる時間数又は日数に関するルールについて、シフトの単位別に

みると、とくに非正規雇用労働者では、「いずれも決めていない」企業割合は、「1 か月」で

23.9％、「1 週間」は 32.6％であり、「1 日単位で勤務を打診」では 62.5％と高くなっている。  
 

図表 2-1-17 シフトを入れることができる時間数又は日数に関するルール（SA、単位＝％） 

 

 
シフトを入れることができる時間数又は日数をシフト制労働者に明示しているかについ

て、当該ルールの内容別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、いずれのルールの内

容においても、「あらかじめ文書等で明示している」の割合が 8～9 割と最も高いものの、「シ

フトを入れることができる日数のみを決めている」では、「あらかじめ口頭のみで説明してい

る」の割合が、正社員で 15.3％、非正規雇用労働者で 17.8％と他のルールよりも高くなって

いる。 
なお、シフト制労働者の区分別にみると、いずれの区分においても、正社員、非正規雇用

労働者ともに、「あらかじめ文書等で明示している」の割合が最も高いものの、区分間を比較

すると、その割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企

業」で、他の区分に比べてやや低くなっている。その一方で、「あらかじめ口頭のみで説明し

ている」の割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」
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、
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は

日

数

を

決

め

て

い

る

企

業

合計 2,472 54.8 4.2 11.7 19.5 9.8 70.7 3,187 52.3 5.8 9.7 25.1 7.1 67.8

＜従業員規模＞

１００人未満 103 57.3 - 13.6 21.4 7.8 70.9 149 51.7 3.4 13.4 25.5 6.0 68.5

１００～２９９人 1,305 53.0 3.7 12.6 20.1 10.6 69.3 1,620 50.5 5.0 10.6 25.9 8.0 66.1

３００～９９９人 737 55.8 4.9 12.2 18.5 8.7 72.9 1,003 54.4 6.9 9.5 23.6 5.6 70.8

１０００人以上 311 57.6 6.1 5.8 19.9 10.6 69.5 394 53.0 7.1 5.1 26.4 8.4 65.2

＜従業員に占めるシフト制労働者の割合＞

３割未満 525 53.1 3.2 10.7 22.1 10.9 67.0 1,101 49.0 5.8 9.4 28.8 7.0 64.2

３割～６割未満 420 54.5 3.6 11.4 21.4 9.0 69.5 489 54.0 4.9 9.2 24.1 7.8 68.1

６割～８割未満 500 53.6 4.4 11.6 20.2 10.2 69.6 540 52.6 5.6 10.0 23.3 8.5 68.2

８割以上 1,005 56.7 4.7 12.3 17.2 9.1 73.7 1,026 54.9 6.2 10.2 22.5 6.1 71.3

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフ

ト制労働者のみがいる企業
1,948 55.9 4.1 12.2 18.8 9.1 72.1 2,389 56.4 5.2 10.0 20.8 7.6 71.6

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決

まっていないいずれのシフト制労働者もい

る企業

445 54.8 3.1 9.0 20.4 12.6 67.0 578 47.6 6.9 9.0 30.8 5.7 63.5

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシ

フト制労働者のみがいる企業
79 29.1 11.4 13.9 32.9 12.7 54.4 220 20.0 8.6 8.6 57.3 5.5 37.3

＜シフトの単位＞

１か月 2,208 56.7 4.4 11.7 18.8 8.4 72.8 2,685 55.2 5.8 10.1 23.9 5.0 71.1

１週間 97 42.3 2.1 15.5 30.9 9.3 59.8 187 47.1 6.4 9.1 32.6 4.8 62.6

１日単位で勤務を打診 16 37.5 0.0 25.0 25.0 12.5 62.5 56 12.5 12.5 10.7 62.5 1.8 35.7

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。「シフトの時間数、または日数を決めている企業」は、「シフトを入れることが

できる時間数、日数の双方を決めている」「 シフトを入れることができる時間数のみを決めている」「シフトを入れることができる日数のみを決めている」の合計。
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において、他の区分に比べてやや高くなっている（図表 2-1-18）。 
 

図表 2-1-18 シフトを入れることができる時間数又は日数に関するルールをシフト制労働者に示しているか（SA、単位

＝％） 

 

 
③シフトの作成・提示の期限に関するルールの有無 

シフト制において、シフトの作成・提示の期限に関するルールについては、正社員の場合、

「期日を決めている」企業が 78.6％、「期日を決めていない」が 14.2％となっており、非正

規雇用労働者の場合、「期日を決めている」企業が 74.2％、「期日を決めていない」が 19.6％
となっている。就業形態間を比較すると、正社員に比べ非正規雇用労働者の方が「期日を決

めている」割合がやや低い（図表 2-1-19）。 
「期日を決めている」とする企業に対して、このルールについて当該労働者に示している

か尋ねたところ（以下、「シフトの作成・提示の期限に関するルールの労働者への明示」とい

う）、「あらかじめ文書等で明示している」の割合は、正社員、非正規雇用労働者いずれも、

6 割前後であり、「あらかじめ口頭のみで説明している」は 3 割台となっており、「あらかじ

め明示していない」は 3％程度となっている（図表 2-1-20）。 
また、「期日を決めている」とする企業に対して、当該シフト制において、決められている

期日はシフト初日のどのぐらい前としているかを尋ねたところ（以下、「決められている期日」

という）、正社員、非正規雇用労働者いずれに対しても、「1 週間～2 週間未満」が約 4 割と

最も割合が高く、次いで、「1 週間未満」が 3 割弱などとなっている。「2 週間未満」（「1 週間

未満」「1 週間～2 週間未満」の合計）の割合は、正社員、非正規雇用労働者いずれも 7 割弱

となっている（図表 2-1-21）。 
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答

合計 1,746 91.1 7.6 0.9 0.5 2,159 89.9 8.8 0.9 0.4

＜シフトを入れることができる時間数又は日数に関するルール

の内容＞

シフトを入れることができる時間数、日数の双方を決めている 1,355 92.6 6.1 0.8 0.5 1,666 91.7 7.2 0.8 0.3

シフトを入れることができる時間数のみを決めている 103 91.3 5.8 1.9 1.0 184 89.1 8.7 1.1 1.1

シフトを入れることができる日数のみを決めている 288 83.7 15.3 1.0 0.0 309 80.6 17.8 1.3 0.3

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがい

る企業
1,405 91.3 7.3 1.0 0.4 1,710 90.9 7.8 1.0 0.3

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれ

のシフト制労働者もいる企業
298 91.3 7.0 0.7 1.0 367 86.4 12.0 0.8 0.8

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみが

いる企業
43 81.4 18.6 - - 82 84.1 15.9 - -

非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業のうち、シフトを入れることができる時間数又は日数に関するルールに

ついて、「シフトを入れることができる時間数、日数の双方を決めている」「 シフトを入れることができる時間数のみを決めている」「シフトを入

れることができる日数のみを決めている」と回答した企業を対象に集計。

正社員
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図表 2-1-19 シフトの作成・提示の期限に関するルール（SA、単位＝％） 

 
 

図表 2-1-20 シフトの作成・提示の期限に関するルールをシフト制労働者に示しているか（SA、単位＝％） 

 
 

図表 2-1-21 決められている期日はシフト初日のどのぐらい前か（SA、単位＝％） 

 

 
参考として、シフトの作成・提示の期限に関するルールを属性別にみたものが図表 2-1-22

である。それによれば、業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、正社員、非正規雇

用労働者ともに、いずれの業種においても、「期日を決めている」とする割合が 6～7 割程度

と高いことに違いはない。「期日を決めていない」とする割合について、合計より 5 ポイント

以上高い業種をみると、正社員では、「複合サービス事業（郵便局、農業組合など）」「教育、

学習支援業」「運輸業、郵便業」「製造業」となっており、非正規雇用労働者では、「金融業、

保険業」「教育、学習支援業」「複合サービス事業（郵便局、農業組合など）」「製造業」「運輸

業、郵便業」となっている。 
従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、規模が小さくなるほど、「期日

を決めていない」とする割合はやや高くなっている。 
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14.2 
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6.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員（n=2,472）

非正規雇用労働者（n=3,187）

期日を決めている 期日を決めていない 無回答

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。

60.8 

58.3 

35.1 

37.5 

3.9 

3.7 

0.3 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員（n=1,943）

非正規雇用労働者（n=2,364）

あらかじめ文書等で明示している あらかじめ口頭のみで説明している あらかじめ明示していない 無回答

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業のうち、シフトの作成・提示の期限に関するルールの有無

において、「期日を決めている」とする企業を対象に集計。

27.6 

26.3 

40.8 

41.5 

11.1 

11.5 

7.2 

8.4 

11.9 

10.7 

1.3

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員（n=1,943）

非正規雇用労働者

（n=2,364）

１週間未満 １週間～２週間未満 ２週間～３週間未満 ３週間～１か月未満 １か月以上 無回答

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業のうち、シフトの作成・提示の期限に関す

るルールの有無において、「期日を決めている」とする企業を対象に集計。
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従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、シ

フト制労働者の割合が低くなるほど、「期日を決めていない」とする割合は高くなる傾向にあ

る。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「期日を決めていな

い」の割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」で

最も高く、次いで、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト

制労働者もいる企業」「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる企

業」の順で低くなっている。「期日を決めていない」の割合は、とくに非正規雇用労働者の「勤

務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」で 40.5％と最も高い。 
シフトの単位別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、シフトの単位が短くなる

ほど、「期日を決めていない」とする割合が高くなる傾向にある。 
 

図表 2-1-22 シフトの作成・提示の期限に関するルール（SA、単位＝％） 
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合計 2,472 78.6 14.2 7.2 3,187 74.2 19.6 6.2

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 - - - - - - - -

建設業 27 85.2 11.1 3.7 40 72.5 20.0 7.5

製造業 190 68.4 22.6 8.9 237 64.1 29.1 6.8

電気・ガス・熱供給・水道業 2 50.0 - 50.0 6 66.7 16.7 16.7

情報通信業 32 78.1 18.8 3.1 45 68.9 24.4 6.7

運輸業、郵便業 220 68.2 24.5 7.3 253 63.2 28.5 8.3

卸売業、小売業 324 79.0 12.0 9.0 426 77.0 16.2 6.8

金融業、保険業 20 70.0 25.0 5.0 33 54.5 42.4 3.0

不動産、物品賃貸業 15 100.0 - - 27 77.8 18.5 3.7

学術研究、専門・技術サービス業 12 83.3 16.7 - 22 68.2 27.3 4.5

宿泊業、飲食サービス業 240 77.9 16.3 5.8 282 78.4 17.0 4.6

生活関連サービス業、娯楽業 99 76.8 17.2 6.1 126 77.0 19.0 4.0

教育、学習支援業 57 66.7 24.6 8.8 130 53.8 41.5 4.6

医療、福祉 919 85.1 8.3 6.6 1,086 81.4 12.2 6.4

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 46 60.9 28.3 10.9 67 59.7 32.8 7.5

サービス業（他に分類されないもの） 250 76.4 15.2 8.4 385 71.4 22.3 6.2

その他 19 89.5 10.5 - 22 86.4 13.6 -

＜従業員規模＞

１００人未満 103 79.6 16.5 3.9 149 72.5 22.8 4.7

１００～２９９人 1,305 77.1 15.1 7.8 1,620 72.7 20.2 7.2

３００～９９９人 737 79.5 13.7 6.8 1,003 75.3 19.2 5.5

１０００人以上 311 82.3 10.6 7.1 394 77.9 16.8 5.3

＜従業員に占めるシフト制労働者の割合＞

３割未満 525 69.1 21.7 9.1 1,101 62.9 30.9 6.2

３割～６割未満 420 79.8 14.3 6.0 489 77.1 16.4 6.5

６割～８割未満 500 80.4 13.2 6.4 540 78.7 14.6 6.7

８割以上 1,005 82.4 10.7 6.9 1,026 82.7 11.5 5.8

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制

労働者のみがいる企業
1,948 79.8 13.5 6.7 2,389 76.4 17.1 6.5

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっ

ていないいずれのシフト制労働者もいる企業
445 76.0 16.4 7.6 578 72.7 21.8 5.5

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト

制労働者のみがいる企業
79 64.6 19.0 16.5 220 54.1 40.5 5.5

＜シフトの単位＞

１か月 2,208 81.7 12.8 5.4 2,685 79.0 17.0 4.1

１週間 97 64.9 28.9 6.2 187 61.0 36.4 2.7

１日単位で勤務を打診 16 25.0 50.0 25.0 56 21.4 76.8 1.8

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。表側の業種(n=30以

上)において、各項目について合計より5ポイント以上高い数値に網。
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期日を決めている企業における「シフトの作成・提示の期限に関するルールの労働者への

明示」について、従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、規模が大きく

なるほど「あらかじめ文書等で明示している」企業割合が高くなる一方で、規模が小さくな

るほど、「あらかじめ口頭のみで説明している」とする割合が上昇する。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、

シフト制労働者の割合によって、分布に大きな差はみられない。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、「あらかじめ文書

等で明示している」の割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみが

いる企業」で最も高く、次いで、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないい

ずれのシフト制労働者もいる企業」「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働

者のみがいる企業」の順となっている（図表 2-1-23）。 
 

図表 2-1-23 シフトの作成・提示の期限に関するルールをシフト制労働者に示しているか（SA、単位＝％） 

 
 
また、期日を決めている企業における「決められている期日」について従業員規模別にみ

ると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、規模によって、決められている期日の分布に大

きな差はみられない。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、シ

フト制労働者の割合が高くなるほど、決められている期日はシフト初日のどのくらい前かに

ついて、「1 週間未満」とする企業割合が高くなる傾向にある。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、区分によって、

決められている期日の分布に大きな差はみられない（図表 2-1-24）。 
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合計 1,943 60.8 35.1 3.9 0.3 2,364 58.3 37.5 3.7 0.5

＜従業員規模＞

１００人未満 82 50.0 46.3 2.4 1.2 108 50.9 45.4 1.9 1.9

１００～２９９人 1,006 58.8 36.9 4.0 0.3 1,177 57.0 38.7 3.7 0.5

３００～９９９人 586 63.0 33.8 3.2 - 755 57.9 38.5 3.4 0.1

１０００人以上 256 68.0 26.2 5.5 0.4 307 67.4 27.0 4.9 0.7

＜従業員に占めるシフト制労働者の割合＞

３割未満 363 61.7 33.6 4.1 0.6 693 57.3 38.5 3.6 0.6

３割～６割未満 335 58.2 33.7 7.5 0.6 377 54.9 38.2 6.1 0.8

６割～８割未満 402 57.7 40.0 2.0 0.2 425 56.9 40.2 2.4 0.5

８割以上 828 62.8 33.9 3.3 - 848 61.4 34.8 3.4 0.4

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制

労働者のみがいる企業
1,554 61.8 34.2 3.7 0.3 1,825 59.3 36.6 3.5 0.5

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっ

ていないいずれのシフト制労働者もいる企業
338 57.4 37.6 4.7 0.3 420 55.2 40.7 3.6 0.5

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト

制労働者のみがいる企業
51 51.0 45.1 3.9 - 119 52.9 40.3 6.7 -

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業のうち、シフトの作成・提示の期限に関するルール

の有無において、「期日を決めている」とする企業を対象に集計。
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図表 2-1-24 決められている期日はシフト初日のどのぐらい前か（SA、単位＝％） 

 
 

（3）シフトを作成するにあたって、当該労働者の希望や意見の聴取等に関するルールの有無 

シフトを作成するにあたっての、当該労働者の希望や意見の聴取等に関するルールの有無

（複数回答）については、正社員、非正規雇用労働者いずれも、「シフト案を作成する前に労

働者の希望を聞く」とする企業割合が 7 割台であり、「シフト案を作成後、シフトを確定する

前に、労働者にシフト案を示し、意見を聴いている」が 3 割程度、「シフトが確定した後でも

異議があれば申し出ることができるようにしている」が 4 割弱などとなっている。「使用者

側が一方的にシフトを決定し、労働者側が意見を述べる機会や確認、調整を行う機会はない」

とする企業割合は正社員が 0.5％、非正規雇用労働者が 0.3％とわずかである。ルールについ

て「特になし」とする企業割合は、正社員が 3.9％、非正規雇用労働者が 4.8％と少数である

（図表 2-1-25）。 
 
図表 2-1-25 シフトを作成するにあたって、当該労働者の希望や意見の聴取等に関するルールの有無（MA、単位＝％） 
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合計 1,943 27.6 40.8 11.1 7.2 11.9 1.3 2,364 26.3 41.5 11.5 8.4 10.7 1.6

＜従業員規模＞

１００人未満 82 20.7 52.4 6.1 7.3 13.4 - 108 22.2 50.0 9.3 7.4 9.3 1.9

１００～２９９人 1,006 27.3 41.1 11.8 7.3 10.9 1.6 1,177 26.6 42.6 11.9 7.9 9.4 1.6

３００～９９９人 586 29.2 38.6 9.7 7.7 13.5 1.4 755 26.4 38.8 10.9 9.9 12.2 1.9

１０００人以上 256 27.7 41.8 12.5 5.5 11.7 0.8 307 26.7 41.7 11.1 6.8 12.4 1.3

＜従業員に占めるシフト制労働者の割合＞

３割未満 363 20.7 37.2 8.8 8.8 21.8 2.8 693 21.1 40.3 9.8 9.8 16.3 2.7

３割～６割未満 335 23.3 40.3 12.8 9.3 13.7 0.6 377 21.2 42.2 11.9 10.6 13.0 1.1

６割～８割未満 402 29.9 39.3 11.9 6.7 10.7 1.5 425 28.7 40.0 12.7 8.7 8.2 1.6

８割以上 828 31.3 43.2 11.1 6.0 7.4 1.0 848 31.4 43.3 12.0 6.3 6.0 1.1

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制

労働者のみがいる企業
1,554 26.8 42.0 11.3 7.0 11.7 1.2 1,825 25.2 42.5 12.0 8.1 10.8 1.4

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっ

ていないいずれのシフト制労働者もいる企業
338 32.0 36.1 9.5 8.3 12.1 2.1 420 30.5 37.1 9.3 10.0 10.5 2.6

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト

制労働者のみがいる企業
51 25.5 35.3 15.7 5.9 15.7 2.0 119 27.7 42.9 10.9 8.4 8.4 1.7

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業のうち、シフトの作成・提示の期限に関するルールの有無において、「期日を決め

ている」とする企業を対象に集計。
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１．シフト案を作成する前に労働者の希望を聞く

２．シフト案を作成後、シフトを確定する前に、労働者にシフト案を示し、意見

を聴いている

３．シフトが確定した後でも異議があれば申し出ることができるようにしている

４．使用者側が一方的にシフトを決定し、労働者側が意見を述べる機会や確認、

調整を行う機会はない

５．その他

６．特になし

無回答

正社員（n=2,472）

非正規雇用労働者（n=3,187）

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。
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シフトを作成するにあたって、当該労働者の希望や意見の聴取等に関するルールの有無

（前掲図表 2-1-25）について、属性別にみたものが図表 2-1-26 である。 
これを業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、合計より 5 ポイント以上高い業種

としては、「シフト案を作成する前に労働者の希望を聞く」企業では、正社員では、「医療、

福祉」であり、非正規雇用労働者では、「医療、福祉」「生活関連サービス業、娯楽業」「宿泊

業、飲食サービス業」となっている。 
「シフト案を作成後、シフトを確定する前に、労働者にシフト案を示し、意見を聴いてい

る」企業は、正社員では、「複合サービス事業（郵便局、農業組合など）」「情報通信業」「サ

ービス業（他に分類されないもの）」「卸売業、小売業」であり、非正規雇用労働者では、「情

報通信業」「サービス業（他に分類されないもの）」「宿泊業、飲食サービス業」「金融業、保

険業」となっている。 
「シフトが確定した後でも異議があれば申し出ることができるようにしている」企業は、

正社員では、「複合サービス事業（郵便局、農業組合など）」「サービス業（他に分類されない

もの）」であり、非正規雇用労働者では、「金融業、保険業」「複合サービス事業（郵便局、農

業組合など）」となっている。 
従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、規模が大きくなるほど、「シフ

ト案を作成後、シフトを確定する前に、労働者にシフト案を示し、意見を聴いている」「シフ

トが確定した後でも異議があれば申し出ることができるようにしている」とする企業割合が

高くなる傾向にある。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、シ

フト制労働者の割合が高くなるほど、「シフト案を作成する前に労働者の希望を聞く」企業の

割合が高くなる傾向にある。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、「勤務日数や勤務

時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」において、「シフト案を作成する前

に労働者の希望を聞く」「シフト案を作成後、シフトを確定する前に、労働者にシフト案を示

し、意見を聴いている」の割合が最も低い。ルールについて「特になし」はいずれの区分も

少数ではあるが、正社員、非正規雇用労働者ともに、「勤務日数や勤務時間数が決まっていな

いシフト制労働者のみがいる企業」において、他の区分に比べやや高くなっている。 
シフトの単位別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、「1 か月」とする企業に比

べて、「1 週間」「1 日単位で勤務を打診」の方が、「シフト案を作成する前に労働者の希望を

聞く」の割合が低い（図表 2-1-26）。 
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業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

建
設
業

2
7

6
6
.
7

2
9
.
6

1
8
.
5

3
.
7

3
.
7

7
.
4

3
.
7

4
0

5
7
.
5

2
2
.
5

2
2
.
5

2
.
5

5
.
0

1
2
.
5

1
2
.
5

製
造
業

1
9
0

4
8
.
4

3
0
.
5

3
5
.
8

1
.
6

3
.
2

8
.
4

6
.
3

2
3
7

5
4
.
4

2
8
.
7

3
8
.
4

0
.
8

1
.
7

1
1
.
0

7
.
2

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

2
5
0
.
0

1
0
0
.
0

5
0
.
0

-
-

-
-

6
3
3
.
3

5
0
.
0

5
0
.
0

-
-

-
-

情
報
通
信
業

3
2

5
0
.
0

4
0
.
6

2
8
.
1

3
.
1

3
.
1

9
.
4

3
.
1

4
5

5
3
.
3

4
2
.
2

3
5
.
6

2
.
2

2
.
2

4
.
4

1
1
.
1

運
輸
業
、
郵
便
業

2
2
0

5
4
.
5

2
9
.
1

4
0
.
0

1
.
4

1
.
4

1
1
.
4

9
.
1

2
5
3

5
5
.
3

2
9
.
2

3
4
.
4

0
.
4

0
.
8

1
2
.
3

9
.
1

卸
売
業
、
小
売
業

3
2
4

7
7
.
5

3
6
.
1

3
9
.
8

-
1
.
5

3
.
4

6
.
2

4
2
6

7
7
.
0

3
5
.
9

4
0
.
4

-
1
.
6

4
.
7

5
.
6

金
融
業
、
保
険
業

2
0

7
0
.
0

2
5
.
0

4
0
.
0

-
-

1
5
.
0

5
.
0

3
3

6
0
.
6

3
6
.
4

4
5
.
5

-
-

1
5
.
2

6
.
1

不
動
産
、
物
品
賃
貸
業

1
5

9
3
.
3

3
3
.
3

5
3
.
3

-
-

-
6
.
7

2
7

8
5
.
2

4
8
.
1

5
1
.
9

-
-

-
7
.
4

学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

1
2

7
5
.
0

3
3
.
3

3
3
.
3

-
-

8
.
3

8
.
3

2
2

6
3
.
6

2
7
.
3

2
7
.
3

-
-

9
.
1

9
.
1

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

2
4
0

7
8
.
8

3
4
.
6

3
9
.
2

0
.
4

0
.
4

2
.
1

6
.
3

2
8
2

8
1
.
9

3
6
.
5

4
1
.
5

-
0
.
4

1
.
8

5
.
3

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業

9
9

7
6
.
8

3
1
.
3

3
6
.
4

1
.
0

1
.
0

6
.
1

4
.
0

1
2
6

8
3
.
3

3
2
.
5

3
9
.
7

-
-

3
.
2

4
.
0

教
育
、
学
習
支
援
業

5
7

7
0
.
2

3
3
.
3

4
2
.
1

-
-

5
.
3

8
.
8

1
3
0

6
4
.
6

3
5
.
4

4
3
.
8

1
.
5

2
.
3

1
0
.
0

5
.
4

医
療
、
福
祉

9
1
9

8
6
.
6

2
3
.
8

3
5
.
5

0
.
2

1
.
2

1
.
5

5
.
9

1
,
0
8
6

8
5
.
7

2
6
.
1

3
7
.
8

0
.
1

1
.
1

1
.
7

6
.
9

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
郵
便
局
、
農
業
組
合
な
ど
）

4
6

5
6
.
5

4
1
.
3

4
7
.
8

-
-

2
.
2

8
.
7

6
7

6
5
.
7

3
4
.
3

4
4
.
8

-
-

9
.
0

6
.
0

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

2
5
0

6
8
.
4

3
8
.
0

4
4
.
0

-
1
.
6

2
.
0

8
.
8

3
8
5

6
7
.
5

3
6
.
9

4
3
.
6

0
.
3

2
.
1

3
.
9

6
.
5

そ
の
他

1
9

6
3
.
2

3
1
.
6

2
6
.
3

-
-

5
.
3

-
2
2

7
2
.
7

3
1
.
8

4
0
.
9

-
-

4
.
5

-

＜
従
業
員
規
模
＞

１
０
０
人
未
満

1
0
3

7
0
.
9

3
1
.
1

3
2
.
0

-
-

2
.
9

5
.
8

1
4
9

7
1
.
1

2
5
.
5

2
5
.
5

-
2
.
0

6
.
0

8
.
1

１
０
０
～
２
９
９
人

1
,
3
0
5

7
3
.
8

2
7
.
6

3
6
.
8

0
.
5

1
.
8

4
.
0

7
.
2

1
,
6
2
0

7
3
.
8

2
8
.
5

3
8
.
4

0
.
2

1
.
4

5
.
2

7
.
5

３
０
０
～
９
９
９
人

7
3
7

7
8
.
4

3
2
.
4

3
9
.
8

0
.
4

0
.
4

2
.
6

5
.
8

1
,
0
0
3

7
7
.
0

3
5
.
0

4
1
.
6

0
.
2

0
.
9

3
.
5

5
.
6

１
０
０
０
人
以
上

3
1
1

7
0
.
4

3
7
.
3

4
0
.
5

1
.
0

1
.
9

7
.
1

5
.
5

3
9
4

7
2
.
1

3
7
.
6

4
3
.
4

1
.
0

1
.
3

6
.
6

5
.
3

＜
従
業
員
に
占
め
る
シ
フ
ト
制
労
働
者
の
割
合
＞

３
割
未
満

5
2
5

6
1
.
7

3
5
.
0

3
8
.
1

0
.
8

1
.
9

5
.
7

8
.
0

1
,
1
0
1

6
7
.
3

3
4
.
1

4
0
.
5

0
.
5

1
.
6

7
.
5

6
.
9

３
割
～
６
割
未
満

4
2
0

7
4
.
0

2
9
.
8

3
7
.
9

0
.
5

1
.
0

5
.
0

5
.
2

4
8
9

7
3
.
8

3
0
.
5

3
9
.
3

-
1
.
2

4
.
5

6
.
3

６
割
～
８
割
未
満

5
0
0

7
6
.
8

2
6
.
8

3
6
.
0

0
.
4

1
.
4

2
.
6

8
.
2

5
4
0

7
6
.
3

2
9
.
1

3
8
.
0

0
.
2

0
.
7

2
.
4

9
.
3

８
割
以
上

1
,
0
0
5

8
0
.
6

2
9
.
7

3
8
.
8

0
.
4

1
.
1

3
.
1

5
.
3

1
,
0
2
6

8
1
.
7

3
0
.
4

3
9
.
2

0
.
2

1
.
1

3
.
0

5
.
2

＜
シ
フ
ト
制
労
働
者
の
区
分
＞

勤
務
日
数
や
勤
務
時
間
数
が
決
ま
っ
て
い
る
シ
フ
ト
制
労
働

者
の
み
が
い
る
企
業

1
,
9
4
8

7
4
.
7

2
9
.
7

3
7
.
0

0
.
6

1
.
4

3
.
7

6
.
0

2
,
3
8
9

7
4
.
4

3
0
.
7

3
8
.
3

0
.
3

1
.
4

4
.
3

6
.
9

勤
務
日
数
や
勤
務
時
間
数
が
決
ま
っ
て
い
る
・
決
ま
っ
て
い

な
い
い
ず
れ
の
シ
フ
ト
制
労
働
者
も
い
る
企
業

4
4
5

7
5
.
1

3
3
.
9

4
3
.
6

0
.
2

1
.
1

3
.
8

7
.
9

5
7
8

7
7
.
5

3
5
.
5

4
5
.
7

-
0
.
7

4
.
8

5
.
5

勤
務
日
数
や
勤
務
時
間
数
が
決
ま
っ
て
い
な
い
シ
フ
ト
制
労

働
者
の
み
が
い
る
企
業

7
9

6
9
.
6

2
2
.
8

2
9
.
1

-
-

8
.
9

1
1
.
4

2
2
0

6
7
.
7

2
9
.
1

3
5
.
0

0
.
9

0
.
9

1
0
.
5

6
.
4

＜
シ
フ
ト
の
単
位
＞

１
か
月

2
,
2
0
8

7
7
.
2

3
0
.
7

3
8
.
5

0
.
4

1
.
3

3
.
3

5
.
4

2
,
6
8
5

7
7
.
5

3
2
.
0

4
0
.
0

0
.
2

1
.
2

3
.
9

4
.
9

１
週
間

9
7

5
7
.
7

3
0
.
9

3
9
.
2

-
2
.
1

9
.
3

3
.
1

1
8
7

6
4
.
7

3
5
.
8

4
3
.
9

0
.
5

2
.
1

1
0
.
2

3
.
7

１
日
単
位
で
勤
務
を
打
診

1
6

5
6
.
3

2
5
.
0

3
7
.
5

-
0
.
0

6
.
3

1
8
.
8

5
6

5
3
.
6

3
2
.
1

3
3
.
9

-
1
.
8

1
2
.
5

7
.
1

図
表
2
-
1
-
2
6
　
シ
フ
ト
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
該
労
働
者
の
希
望
や
意
見
の
聴
取
等
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
有
無
（
M
A
、
単
位
＝
％
）

正
社
員

非
正
規
雇
用
労
働
者

※
正
社
員
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る
企
業
を
対
象
に
集
計
。
表
側
の
業
種
(
n
=
3
0
以
上
)
に
お
い
て
、
「
シ
フ
ト
案
を
作
成
す
る
前
に
労
働
者
の
希
望
を
聞
く
」
「
シ
フ
ト
案
を
作
成
後
、
シ
フ
ト
を
確
定
す
る
前
に
、
労
働
者
に
シ
フ

ト
案
を
示
し
、
意
見
を
聴
い
て
い
る
」
「
シ
フ
ト
が
確
定
し
た
後
で
も
異
議
が
あ
れ
ば
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
」
「
使
用
者
側
が
一
方
的
に
シ
フ
ト
を
決
定
し
、
労
働
者
側
が
意
見
を
述
べ
る
機
会
や
確
認
、
調
整
を
行
う
機
会
は
な
い
」
の
ル
ー
ル
の
各
項
目

に
つ
い
て
、
合
計
よ
り
5
ポ
イ
ン
ト
以
上
高
い
数
値
に
網
。
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労働条件明示の際に、労働者の希望や意見の聴取等に関するルールがある企業（選択肢 1
～5 のいずれかを選択した企業（「6．特になし」以外を選択した企業））に対して、労働条件

明示の際に、労働者の希望や意見の聴取等に関するルールについて、当該労働者に示してい

るかを尋ねたところ、正社員、非正規雇用労働者いずれに対しても、「あらかじめ口頭で明示

している」とする企業割合が 5 割程度で最も高く、次いで、「あらかじめ文書等で明示してい

る」は 3 割前後となっており、「あらかじめ明示していない」は 1 割程度となっている。 
これをシフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、区分によ

って、分布に大きな差はみられない（図表 2-1-27）。 
 

図表 2-1-27 労働条件明示の際に、労働者の希望や意見の聴取等に関するルールについて、当該労働者に示している

か（SA、単位＝％） 

 

 
（4）シフト制に関するルールについての就業規則等の記載状況 

調査では、「当該シフト制において、シフト制に関するルール（最低労働時間数、シフトを

入れることができる時間数、シフト作成期日、労働者からの意見聴取など）について、これ

らは就業規則等にも記載されているか」と尋ねている。それによれば、「ある（決められてい

る）と回答したルールについては、全部又は一部が記載されている」とする企業割合は、正

社員で 68.9％、非正規雇用労働者で 59.4％となっている。就業形態間を比較すると、正社員

に比べ非正規雇用労働者の方が、「ある（決められている）と回答したルールについては、全

部又は一部が記載されている」とする企業割合が低くなっている。 
これを従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、「ある（決められてい

る）と回答したルールについては、全部又は一部が記載されている」とする企業割合は、規

模によって大きな差はみられない。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、シ

フト制労働者の割合が高くなるほど、「ある（決められている）と回答したルールについては、

全部又は一部が記載されている」とする企業割合が高くなる傾向にある。 

n

あ

ら

か
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文

書

等

で

明

示
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明
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て
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あ

ら

か

じ

め

文

書

等

で

明

示

し

て

い

る

あ

ら

か

じ

め

口

頭

で

明

示

し

て
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る

あ

ら

か

じ

め

明

示

し

て

い

な

い

無

回

答

合計 2,215 29.7 51.5 13.4 5.5 2,822 30.0 52.6 12.9 4.5

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働

者のみがいる企業
1,759 29.8 51.4 13.0 5.7 2,121 30.6 52.2 12.7 4.4

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まってい

ないいずれのシフト制労働者もいる企業
393 27.7 52.4 15.5 4.3 518 26.8 54.2 14.1 4.8

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労

働者のみがいる企業
63 36.5 47.6 9.5 6.3 183 31.1 51.9 12.0 4.9

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業のうち、シフトを作成するにあたって、当該労働者の希望や意見の聴取等に関す

るルールの有無において、「１．シフト案を作成する前に労働者の希望を聞く」「２．シフト案を作成後、シフトを確定する前に、労働者にシフト案を示

し、意見を聴いている」「３．シフトが確定した後でも異議があれば申し出ることができるようにしている」「４．使用者側が一方的にシフトを決定し、労

働者側が意見を述べる機会や確認、調整を行う機会はない」「５．その他」いずれか選択した企業（「６．特になし」以外を選択した企業）を対象に集計。
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シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「いずれも記載され

ていない（いずれのルールもないと回答した場合を含む）」の割合は、「勤務日数や勤務時間

数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」において、他の区分に比べて最も高く

なっており、とくに非正規雇用労働者では 40.5％と最も高い（図表 2-1-28）。 
 

図表 2-1-28 シフト制に関するルールについて、就業規則等の記載状況（SA、単位＝％） 

 

 
シフト制に関するルール（最低労働時間数、シフトを入れることができる時間数、シフト

作成期日、労働者からの意見聴取）ごとにクロス集計したものが、図表 2-1-29 である 5。そ

れによれば、正社員、非正規雇用労働者いずれも、最低労働時間数、シフトを入れることが

できる時間数、シフト作成期日、労働者からの意見聴取のいずれのルールにおいても、それ

ぞれのルールを決めていない企業に比べて、決めている企業の方が、「ある（決められている）

と回答したルールについては、全部又は一部が記載されている」とする割合が高い。 
  

                                                
5 本設問は、ルールごとに、個別に就業規則等の記載の有無を聴いているわけではないこと、また、記載内容に

ついても、「全部又は一部」の記載であり、どの程度記載しているかまでは聴いていないことに留意。 
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合計 2,472 68.9 19.6 2.3 9.2 3,187 59.4 27.6 3.8 9.3

＜従業員規模＞

１００人未満 103 74.8 17.5 - 7.8 149 59.7 28.9 2.0 9.4

１００～２９９人 1,305 67.0 19.5 3.0 10.5 1,620 57.8 27.0 4.4 10.7

３００～９９９人 737 70.4 19.9 1.6 8.0 1,003 59.6 29.4 3.0 8.0

１０００人以上 311 70.7 20.9 1.0 7.4 394 65.0 25.1 3.0 6.9

＜従業員に占めるシフト制労働者の割合＞

３割未満 525 60.8 25.3 3.8 10.1 1,101 47.1 37.5 6.4 9.0

３割～６割未満 420 65.0 22.6 1.4 11.0 489 57.9 29.2 2.5 10.4

６割～８割未満 500 68.2 19.6 1.8 10.4 540 62.2 23.3 1.9 12.6

８割以上 1,005 75.3 15.3 2.1 7.3 1,026 72.0 18.4 2.3 7.2

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制

労働者のみがいる企業
1,948 69.4 19.5 2.3 8.9 2,389 61.2 26.2 3.2 9.4

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっ

ていないいずれのシフト制労働者もいる企業
445 69.2 18.7 2.5 9.7 578 59.7 28.2 4.0 8.1

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト

制労働者のみがいる企業
79 55.7 29.1 - 15.2 220 39.5 40.5 9.5 10.5

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。
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図表 2-1-29 シフト制に関するルールについて、就業規則等の記載状況（SA、単位＝％） 

 
 

（5）シフトのキャンセルに関するルール 

①労働者にシフトのキャンセルを通知する期日に関するルールの有無 

労働者にシフトのキャンセルを通知する期日に関するルールの有無については、正社員の

場合、「期日を決めている」とする企業割合が 17.6％、「期日を決めていない」が 74.8％とな

っており、非正規雇用労働者の場合、「期日を決めている」とする企業割合 16.8％、「期日を

決めていない」が 75.8％となっている。 
シフト制労働者の区分別にみると、労働者にシフトのキャンセルを通知する期日に関する

ルールについて、「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」

において、「期日を決めている」とする割合が、正社員で 22.8％と他の区分に比べてやや高

いものの、正社員、非正規雇用労働者いずれも、1～2 割程度と全体に占める割合は高いわけ

ではなく、区分間で分布に大きな差はみられない（図表 2-1-30）。 
「期日を決めている」とする企業に対して、労働条件明示の際に、シフトのキャンセルの

期日について、労働者に示しているか尋ねたところ、「あらかじめ文書等で明示している」企

業の割合は、正社員、非正規雇用労働者ともに 5 割弱、「あらかじめ口頭で明示している」も

5 割弱となっており、「あらかじめ明示していない」は 5％前後となっている。 
これをシフト制労働者の区分別にみると、正社員では、「あらかじめ文書等で明示している」

の割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる企業」で最も高

く、次いで、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働

者もいる企業」「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」の
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合計 2,472 68.9 19.6 2.3 9.2 3,187 59.4 27.6 3.8 9.3

＜最低労働時間数＞

「最低勤務時間数」「最低勤務日数」の双方を決めている 1,430 73.8 17.2 1.7 7.3 1,365 67.7 22.1 2.8 7.4

「最低勤務時間数」のみを決めている 156 81.4 10.3 1.3 7.1 229 70.3 23.6 2.6 3.5

「最低勤務日数」のみを決めている 258 70.2 19.0 3.1 7.8 295 66.8 24.4 3.1 5.8

いずれも決めていない 513 57.9 31.6 4.1 6.4 1,135 49.2 38.7 5.4 6.8

＜シフトを入れることができる時間数＞

シフトを入れることができる時間数、日数の双方を決めている 1,355 75.4 17.0 1.5 6.0 1,666 67.8 23.9 2.5 5.7

シフトを入れることができる時間数のみを決めている 103 81.6 14.6 - 3.9 184 73.9 21.2 1.6 3.3

シフトを入れることができる日数のみを決めている 288 66.3 23.3 4.5 5.9 309 57.6 31.7 4.5 6.1

いずれも決めていない 483 58.8 30.4 4.1 6.6 801 46.1 39.7 7.1 7.1

＜シフト作成期日＞

期日を決めている 1,943 73.6 19.3 1.6 5.5 2,364 65.9 25.9 2.5 5.7

期日を決めていない 351 61.3 28.2 6.8 3.7 624 45.5 40.7 9.6 4.2

＜労働者からの意見聴取(MA)＞

シフト案を作成する前に労働者の希望を聞く 1,845 73.7 20.4 2.3 3.6 2,374 64.7 28.3 3.4 3.6

シフト案を作成後、シフトを確定する前に、労働者にシフト案

を示し、意見を聴いている
748 75.0 18.9 2.3 3.9 1,002 65.2 27.3 3.7 3.8

シフトが確定した後でも異議があれば申し出ることができるよ

うにしている
937 73.4 20.8 1.9 3.8 1,255 64.8 28.0 4.0 3.3

特になし 96 66.7 29.2 4.2 - 154 46.8 40.9 11.7 0.6

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。「労働者からの意見聴取」ルールの「使用者側が一方的にシフトを決定し、労働

者側が意見を述べる機会や確認、調整を行う機会はない」「その他」はn数が少ないため記載を割愛。
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順となっている（n 数が少ないことに留意）。一方、非正規雇用労働者では、区分によって、

分布に大きな差はみられない（図表 2-1-31）。 
 

図表 2-1-30 シフト制労働者にシフトのキャンセルを通知する期日に関するルール（SA、単位＝％） 

 
 

図表 2-1-31 労働者にシフトのキャンセルを通知する期日を決めている場合、労働条件明示の際に、シフトのキャンセル

の期日について、労働者に示しているか（SA、単位＝％） 

 
 

②直近 2 年間でのシフト確定後の事業主都合によるシフトのキャンセル 

直近 2 年間で、シフト確定後の事業主都合によるシフトの一部又は全部のキャンセルにつ

いては、「キャンセルしたことがある」とする企業割合は、正社員で 34.5％、非正規雇用労働

者では 37.7％となっている（図表 2-1-32）。 
 

図表 2-1-32 直近 2 年間で、シフト確定後の事業主都合によるシフトの一部又は全部のキャンセルの有無（SA、単位

＝％） 
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合計 2,472 17.6 74.8 7.6 3,187 16.8 75.8 7.4

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労

働者のみがいる企業
1,948 17.7 75.1 7.2 2,389 16.8 75.4 7.7

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まって

いないいずれのシフト制労働者もいる企業
445 16.4 75.5 8.1 578 17.5 76.5 6.1

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制

労働者のみがいる企業
79 22.8 64.6 12.7 220 15.0 78.2 6.8

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。
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合計 436 48.6 45.9 5.3 0.2 536 46.1 49.1 4.5 0.4

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労

働者のみがいる企業
345 49.0 45.5 5.5 - 402 46.3 48.8 5.0 -

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まって

いないいずれのシフト制労働者もいる企業
73 47.9 47.9 2.7 1.4 101 45.5 50.5 2.0 2.0

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制

労働者のみがいる企業
18 44.4 44.4 11.1 - 33 45.5 48.5 6.1 -

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれにおいて、労働者にシフトのキャンセルを通知する期日に関するルールについて、「期日を決めている」と

回答した企業を対象に集計。

34.5 

37.7 

57.3 

54.3 

8.2 

8.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員（n=2,472）

非正規雇用労働者（n=3,187）

キャンセルしたことがある キャンセルしたことはない 無回答

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。
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「キャンセルしたことがある」とする割合について属性別にみたものが図表 2-1-33 であ

る。業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、合計より 5 ポイント以上高い業種は、

正社員で、「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「製造業」となってお

り、非正規雇用労働者では、「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教

育、学習支援業」となっている。 
従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、規模が大きくなるほど、「キャ

ンセルしたことがある」とする企業割合は高くなっている。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、シ

フト制労働者の割合がおおむね高くなるほど、「キャンセルしたことがある」とする企業割合

は高くなる傾向にある。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「キャンセルしたこ

とがある」とする企業割合は、他の区分に比べて、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・

決まっていないいずれのシフト制労働者もいる企業」で 4 割台と最も高い。 
 

図表 2-1-33 直近 2 年間で、シフト確定後の事業主都合によるシフトの一部又は全部のキャンセルの有無（SA、単位

＝％） 
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合計 2,472 34.5 57.3 8.2 3,187 37.7 54.3 8.0

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 - - - - - - - -

建設業 27 29.6 66.7 3.7 40 30.0 60.0 10.0

製造業 190 39.5 50.5 10.0 237 38.8 52.3 8.9

電気・ガス・熱供給・水道業 2 - 100.0 - 6 16.7 83.3 -

情報通信業 32 34.4 59.4 6.3 45 31.1 55.6 13.3

運輸業、郵便業 220 38.2 51.8 10.0 253 36.8 52.2 11.1

卸売業、小売業 324 34.9 56.8 8.3 426 37.6 55.2 7.3

金融業、保険業 20 5.0 85.0 10.0 33 9.1 81.8 9.1

不動産、物品賃貸業 15 33.3 60.0 6.7 27 55.6 33.3 11.1

学術研究、専門・技術サービス業 12 16.7 66.7 16.7 22 9.1 77.3 13.6

宿泊業、飲食サービス業 240 66.3 26.7 7.1 282 69.5 24.5 6.0

生活関連サービス業、娯楽業 99 48.5 45.5 6.1 126 48.4 45.2 6.3

教育、学習支援業 57 26.3 66.7 7.0 130 46.2 49.2 4.6

医療、福祉 919 24.9 67.4 7.7 1,086 28.8 63.0 8.2

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 46 19.6 71.7 8.7 67 23.9 70.1 6.0

サービス業（他に分類されないもの） 250 34.8 55.6 9.6 385 41.0 50.6 8.3

その他 19 31.6 63.2 5.3 22 27.3 68.2 4.5

＜従業員規模＞

１００人未満 103 26.2 65.0 8.7 149 24.8 65.1 10.1

１００～２９９人 1,305 31.9 59.0 9.1 1,620 34.0 56.9 9.1

３００～９９９人 737 36.2 56.4 7.3 1,003 40.5 52.6 6.9

１０００人以上 311 44.4 49.2 6.4 394 51.3 42.9 5.8

＜従業員に占めるシフト制労働者の割合＞

３割未満 525 29.0 60.2 10.9 1,101 32.2 59.2 8.5

３割～６割未満 420 32.4 59.3 8.3 489 39.3 52.8 8.0

６割～８割未満 500 32.8 58.0 9.2 540 37.2 52.2 10.6

８割以上 1,005 39.4 54.4 6.2 1,026 43.6 50.1 6.3

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制

労働者のみがいる企業
1,948 32.3 59.8 8.0 2,389 35.1 56.4 8.5

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっ

ていないいずれのシフト制労働者もいる企業
445 45.2 46.3 8.5 578 49.7 43.8 6.6

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト

制労働者のみがいる企業
79 27.8 59.5 12.7 220 35.0 58.2 6.8

正社員 非正規雇用労働者

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。表側の業種(n=30以上)において、各項目について合

計より5ポイント以上高い数値に網。
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「キャンセルしたことがある」企業を対象に、当該シフト制において、シフト確定後に、

事業主の都合でシフトをキャンセルする場合に何らかの代替措置は行っていたか（直近 2 年

間に講じた対応で、最も多いもの）を尋ねたところ、正社員、非正規雇用労働者いずれに対

しても、「代わりの勤務日（シフト）を用意している」とする企業割合が最も高い（正社員

53.9％、非正規雇用労働者 46.8％）。次いで、正社員では、「キャンセルされた勤務日相当の

賃金全額を支給している」（21.5％）、「キャンセルされた勤務日相当の賃金の 6 割以上 10 割

未満の手当を支給している」（16.9％）などが続き、非正規雇用労働者では、「キャンセルさ

れた勤務日相当の賃金の 6 割以上 10 割未満の手当を支給している」（22.8％）、「キャンセル

された勤務日相当の賃金全額を支給している」（17.4％）などが続いている。代替措置は「特

になし」は正社員が 2.1％、非正規雇用労働者が 5.7％と少数である。 
就業形態間を比較すると、非正規雇用労働者に比べ正社員の方が「代わりの勤務日（シフ

ト）を用意している」「キャンセルされた勤務日相当の賃金全額を支給している」企業の割合

が高い。一方、正社員に比べ非正規雇用労働者の方が「キャンセルされた勤務日相当の賃金

の 6 割以上 10 割未満の手当を支給している」「特になし」とする企業割合が高くなっている

（図表 2-1-34）。 
 
図表 2-1-34 当該シフト制において、シフト確定後に、事業主の都合でシフトをキャンセルする場合の代替措置の実施の

有無（SA（最も多いもの 1 つ）、単位＝％） 

 
 

これを従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、規模が小さくなるほど、

「代わりの勤務日（シフト）を用意している」企業割合が高くなる。一方、規模がおおむね

大きくなるほど、正社員では、「キャンセルされた勤務日相当の賃金全額を支給している」「キ

ャンセルされた勤務日相当の賃金の 6 割以上 10 割未満の手当を支給している」企業割合が

21.5 

16.9 

0.2 

53.9 

2.6 

2.1 

2.8 

17.4 

22.8 

0.4 

46.8 

3.1 

5.7 

3.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

キャンセルされた勤務日相当の賃金全額を支給している

キャンセルされた勤務日相当の賃金の６割以上１０割未満の手当を支給

している

キャンセルされた勤務日相当の賃金の６割未満の手当を支給している

代わりの勤務日（シフト）を用意している

その他

特になし

無回答

正社員（n=852）

非正規雇用労働者（n=1,202）

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業のうち、当該シフト制において、直近２年間でシ

フト確定後に、事業主の都合でシフトの一部又は全部を「キャンセルしたことがある」とする企業を対象に集計。
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高くなる傾向にあり、非正規雇用労働者の場合、規模が大きくなるほど、「キャンセルされた

勤務日相当の賃金の 6 割以上 10 割未満の手当を支給している」企業の割合が高くなる傾向

にある。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、シ

フト制労働者の割合が低くなるほど、「代わりの勤務日（シフト）を用意している」とする企

業割合が高くなる。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員では、「勤務日数や勤務時間数が決まっていない

シフト制労働者のみがいる企業」において、他の区分に比べて、「代わりの勤務日（シフト）

を用意している」の割合が低い一方で、「キャンセルされた勤務日相当の賃金全額を支給して

いる」の割合が高くなっている。非正規雇用労働者では、「勤務日数や勤務時間数が決まって

いないシフト制労働者のみがいる企業」において、他の区分に比べて、「代わりの勤務日（シ

フト）を用意している」の割合が低い一方で、代替措置が「特になし」の割合が高くなって

いる（図表 2-1-35）。 
 
図表 2-1-35 当該シフト制において、シフト確定後に、事業主の都合でシフトをキャンセルする場合の代替措置の実施の

有無（SA（最も多いもの 1 つ）、単位＝％） 
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合計 852 21.5 16.9 0.2 53.9 2.6 2.1 2.8 1,202 17.4 22.8 0.4 46.8 3.1 5.7 3.9

＜従業員規模＞

１００人未満 27 18.5 14.8 - 59.3 3.7 3.7 - 37 18.9 16.2 - 51.4 2.7 8.1 2.7

１００～２９９人 416 21.2 13.7 0.2 56.3 3.4 2.6 2.6 551 18.0 20.1 0.4 48.6 3.6 6.4 2.9

３００～９９９人 267 20.6 20.6 0.4 53.6 1.5 0.7 2.6 406 17.5 23.4 0.5 46.6 2.7 4.9 4.4

１０００人以上 138 24.6 20.3 - 45.7 2.2 2.9 4.3 202 15.3 29.7 0.5 41.1 2.5 5.0 5.9

＜従業員に占めるシフト制労働者の

割合＞

３割未満 152 15.1 10.5 - 64.5 3.9 3.3 2.6 355 14.6 17.7 - 52.1 3.9 8.2 3.4

３割～６割未満 136 20.6 18.4 0.7 56.6 0.7 1.5 1.5 192 18.2 23.4 1.6 48.4 1.6 4.7 2.1

６割～８割未満 164 25.0 8.5 - 54.9 3.7 2.4 5.5 201 19.9 18.4 0.5 45.3 3.5 5.0 7.5

８割以上 396 23.0 22.5 0.3 48.0 2.3 1.8 2.3 447 18.1 28.9 0.2 41.8 2.9 4.5 3.6

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まってい

るシフト制労働者のみがいる企業
629 21.9 16.4 0.3 55.0 2.5 1.6 2.2 838 18.9 22.8 0.2 48.6 2.4 3.7 3.5

勤務日数や勤務時間数が決まってい

る・決まっていないいずれのシフト

制労働者もいる企業

201 18.4 18.4 - 52.2 2.5 3.5 5.0 287 13.9 23.3 1.0 45.3 3.8 7.0 5.6

勤務日数や勤務時間数が決まってい

ないシフト制労働者のみがいる企業
22 36.4 18.2 - 36.4 4.5 4.5 - 77 14.3 20.8 - 32.5 7.8 22.1 2.6

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業のうち、当該シフト制において、直近２年間でシフト確定後に、事業主の都合でシフトの

一部又は全部を「キャンセルしたことがある」とする企業を対象に集計。

正社員 非正規雇用労働者
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（6）直近 2 年間における「シフト制労働者」とのトラブルの有無、原因 

調査では、直近 2 年間における、「シフト制労働者」とのトラブルの有無とトラブルの原因

（複数回答）について尋ねている。それによれば、「トラブルになったことはない」とする企

業割合が、正社員で 69.9％、非正規雇用労働者で 66.7％と過半数を占めている。何らかのト

ラブルがあった割合（具体的なトラブル（選択肢 1～8）のいずれかを選択した企業。以下同

じ）は、正社員で 18.5％、非正規雇用労働者で 23.4％となっており、非正規雇用労働者の方

が、トラブルがあったとする割合が高い。 
具体的なトラブルの原因（複数回答）をみると、正社員では、「シフト表が確定しているに

もかかわらず、勤務予定日間際に労働者都合でシフトをキャンセルされた」が 10.1％でトッ

プ、次いで、「確定したシフト表について、会社都合でシフトを変更（増加・変更含む）しよ

うとしたところ、労働者から当該シフト変更について不満が出た」（7.2％）、「次のシフトを

作成するにあたって、労働者の都合で普段よりもシフトを増やす又は減らすよう要求された」

（5.0％）、「次のシフトを作成するにあたって、会社都合で労働者に普段よりもシフトを増や

す又は減らすことを打診したところ、不満が出た」（4.7％）などとなっている。 
非正規雇用労働者では、「シフト表が確定しているにもかかわらず、勤務予定日間際に労働

者都合でシフトをキャンセルされた」が 13.8％と最も高く、次いで、「次のシフトを作成す

るにあたって、労働者の都合で普段よりもシフトを増やす又は減らすよう要求された」

（10.4％）、「次のシフトを作成するにあたって、会社都合で労働者に普段よりもシフトを増

やす又は減らすことを打診したところ、不満が出た」（7.8％）、「確定したシフト表について、

会社都合でシフトを変更（増加・変更含む）しようとしたところ、労働者から当該シフト変

更について不満が出た」（7.1％）、「希望したシフトと違うとして、次のシフト期間開始間際

になって労働者から確定したシフトの変更を要求された」（4.0％）などとなっている。 
就業形態間を比較すると、具体的なトラブルの原因では労働者都合でいずれの項目も大き

な差はみられないものの、正社員より非正規雇用労働者の方が、「次のシフトを作成するにあ

たって、労働者の都合で普段よりもシフトを増やす又は減らすよう要求された」「シフト表が

確定しているにもかかわらず、勤務予定日間際に労働者都合でシフトをキャンセルされた」

「次のシフトを作成するにあたって、会社都合で労働者に普段よりもシフトを増やす又は減

らすことを打診したところ、不満が出た」などの割合がやや高い（図表 2-1-36）。 
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図表 2-1-36 直近 2 年間における「シフト制労働者」との間でトラブルの有無、原因（MA、単位＝％） 

 

 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員では、シフト制労働者の割合が

3 割以上で「トラブルがあった」割合は 2 割程度であり、3 割未満では「トラブルがあった」

割合は約 1 割と低く、一方、非正規雇用労働者の場合、シフト制労働者の割合が高くなるほ

ど、「トラブルがあった」割合が高くなる傾向にある。具体的なトラブルの原因をみると、非

正規雇用労働者では、シフト制労働者の割合が高くなるほど、「シフト表が確定しているにも

かかわらず、勤務予定日間際に労働者都合でシフトをキャンセルされた」「次のシフトを作成

するにあたって、労働者の都合で普段よりもシフトを増やす又は減らすよう要求された」「次

のシフトを作成するにあたって、会社都合で労働者に普段よりもシフトを増やす又は減らす

ことを打診したところ、不満が出た」などの割合がやや高くなっている（図表 2-1-37）。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「トラブルがあった」

とする割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労

働者もいる企業」において、他の区分に比べて最も高くなっている。具体的なトラブルの原

因をみると、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働

者もいる企業」では、他の区分に比べて、正社員では、「シフト表が確定しているにもかかわ

らず、勤務予定日間際に労働者都合でシフトをキャンセルされた」「確定したシフト表につい

て、会社都合でシフトを変更（増加・変更含む）しようとしたところ、労働者から当該シフ

ト変更について不満が出た」などの割合がやや高く、非正規雇用労働者では、「シフト表が確

定しているにもかかわらず、勤務予定日間際に労働者都合でシフトをキャンセルされた」「次

のシフトを作成するにあたって、労働者の都合で普段よりもシフトを増やす又は減らすよう
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

１．確定したシフト表について、会社都合でシフトを変更（増加・変更含む）

しようとしたところ、労働者から当該シフト変更について不満が出た

２．次のシフトを作成するにあたって、会社都合で労働者に普段よりもシフト

を増やす又は減らすことを打診したところ、不満が出た

３．シフト作成のルールとして説明を受けていた内容が守られていないと労働

者から不満が出た

４．会社都合でシフトをキャンセルしたときに、代替措置がないことについて

労働者から不満が出た

５．シフト表が確定しているにもかかわらず、勤務予定日間際に労働者都合で

シフトをキャンセルされた

６．次のシフトを作成するにあたって、労働者の都合で普段よりもシフトを増

やす又は減らすよう要求された

７．希望したシフトと違うとして、次のシフト期間開始間際になって労働者か

ら確定したシフトの変更を要求された

８．その他

９．トラブルになったことはない

無回答

正社員（n=2,472）

非正規雇用労働者（n=3,187）

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。
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要求された」「次のシフトを作成するにあたって、会社都合で労働者に普段よりもシフトを増

やす又は減らすことを打診したところ、不満が出た」「確定したシフト表について、会社都合

でシフトを変更（増加・変更含む）しようとしたところ、労働者から当該シフト変更につい

て不満が出た」などの割合がやや高い（図表 2-1-38）。 
 

図表 2-1-37 直近 2 年間における「シフト制労働者」との間でトラブルの有無、原因（MA、単位＝％） 

 
 

図表 2-1-38 直近 2 年間における「シフト制労働者」との間でトラブルの有無、原因（MA、単位＝％） 
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正社員 計 2,472 7.2 4.7 1.4 0.6 10.1 5.0 3.3 1.2 69.9 11.6 18.5

３割未満 525 4.6 4.0 0.4 0.4 6.1 3.6 1.7 1.0 76.8 11.0 12.2

３割～６割未満 420 9.3 5.7 2.4 0.7 11.4 5.0 3.3 1.2 68.8 11.2 20.0

６割～８割未満 500 6.8 5.0 1.2 0.6 11.2 7.0 3.4 1.0 68.0 11.8 20.2

８割以上 1,005 8.0 4.5 1.6 0.8 11.2 4.7 4.1 1.4 67.9 11.7 20.4

非正規雇用労働者　計 3,187 7.1 7.8 1.5 1.2 13.8 10.4 4.0 1.0 66.7 9.9 23.4

３割未満 1,101 4.5 4.8 0.4 0.7 7.5 6.9 1.7 0.5 75.4 9.6 15.0

３割～６割未満 489 8.2 7.4 2.2 0.8 15.7 10.2 4.3 1.0 65.6 9.8 24.6

６割～８割未満 540 7.2 8.9 1.3 1.9 15.9 12.6 3.7 1.3 61.9 12.4 25.7

８割以上 1,026 9.4 10.7 2.5 1.5 18.7 13.1 6.6 1.4 60.3 9.1 30.6
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※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。「トラブルがあった」割合は、具体的なトラブル（選択肢１～8）のいずれか
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を
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又
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に
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こ
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ラ

ブ

ル

が

あ
っ

た

正社員 計 2,472 7.2 4.7 1.4 0.6 10.1 5.0 3.3 1.2 69.9 11.6 18.5

勤務日数や勤務時間数が決まっている

シフト制労働者のみがいる企業
1,948 6.5 4.2 1.2 0.7 8.9 4.3 3.2 1.2 71.5 11.3 17.2

勤務日数や勤務時間数が決まってい

る・決まっていないいずれのシフト制

労働者もいる企業

445 10.3 6.7 1.8 0.4 15.3 7.2 3.6 1.3 62.9 12.4 24.7

勤務日数や勤務時間数が決まっていな

いシフト制労働者のみがいる企業
79 6.3 6.3 2.5 - 10.1 10.1 5.1 1.3 69.6 13.9 16.5

非正規雇用労働者　計 3,187 7.1 7.8 1.5 1.2 13.8 10.4 4.0 1.0 66.7 9.9 23.4

勤務日数や勤務時間数が決まっている

シフト制労働者のみがいる企業
2,389 6.4 7.0 1.4 1.0 12.5 9.4 3.9 0.9 68.1 10.3 21.6

勤務日数や勤務時間数が決まってい

る・決まっていないいずれのシフト制

労働者もいる企業

578 10.7 11.9 2.2 2.2 19.9 14.4 5.4 1.4 58.3 8.8 32.9

勤務日数や勤務時間数が決まっていな

いシフト制労働者のみがいる企業
220 4.1 5.0 0.5 0.5 12.7 10.5 2.3 1.4 74.1 8.2 17.7

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。「トラブルがあった」割合は、具体的なトラブル（選択肢１～8）のいずれか

を選択した企業のこと。
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ト
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労

働

者

の

区

分
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直近 2 年間での事業主都合によるシフトのキャンセルの有無別にみると、正社員、非正規

雇用労働者いずれも、キャンセルをした経験がある企業の方が「トラブルがあった」割合が

高い。具体的なトラブルの原因をみても、いずれの項目においてもキャンセルをした経験が

ある企業の方が高く、とくに「確定したシフト表について、会社都合でシフトを変更（増加・

変更含む）しようとしたところ、労働者から当該シフト変更について不満が出た」「次のシフ

トを作成するにあたって、会社都合で労働者に普段よりもシフトを増やす又は減らすことを

打診したところ、不満が出た」などで高くなっている（図表 2-1-39）。 
 

図表 2-1-39 直近 2 年間における「シフト制労働者」との間でトラブルの有無、原因（MA、単位＝％） 

 
 
「シフト制労働者」との間でトラブルの有無について、労働者の希望や意見の聴取等に関

するルールの明示別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、ルールを「あらかじめ

明示していない」よりも、「あらかじめ口頭で明示している」「あらかじめ文書等で明示して

いる」の順で、「トラブルになったことはない」割合が高くなっている（図表 2-1-40）。 
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ル
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正社員 計 2,472 7.2 4.7 1.4 0.6 10.1 5.0 3.3 1.2 69.9 11.6 18.5

キャンセルしたことがある 852 12.6 8.0 2.3 1.4 11.7 6.2 4.2 1.5 67.6 7.0 25.4

キャンセルしたことはない 1,417 4.9 3.3 1.0 0.3 10.2 5.0 3.2 1.2 79.3 4.0 16.7

非正規雇用労働者　計 3,187 7.1 7.8 1.5 1.2 13.8 10.4 4.0 1.0 66.7 9.9 23.4

キャンセルしたことがある 1,202 12.6 13.4 2.6 2.5 17.6 13.8 5.6 1.5 62.5 5.5 32.0

キャンセルしたことはない 1,729 4.1 4.9 1.0 0.5 13.0 9.4 3.6 0.8 77.8 2.0 20.2

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。「トラブルがあった」割合は、具体的なトラブル（選択肢１～8）の

いずれかを選択した企業のこと。
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図表 2-1-40 労働者の希望や意見の聴取等に関するルールの明示別にみた直近 2 年間における「シフト制労働者」と

の間でトラブルの有無（単位＝％） 

 

 
２．新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大期における休業等の手当の支給状況 

2-1．労基法第 26 条（休業手当）に対する認知度 

調査では、「労働基準法（以下「労基法」）第 26 条で、使用者の責に帰すべき事由による休

業の場合、使用者は労働者に休業手当を支払わなければならないことを知っていますか」と

尋ねている。なお、調査票では以下のように注記している。 
 

※労基法第 26 条では、以下のように規定されています。 

(休業手当) 

第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、

その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 

※労基法第 12 条では、平均賃金について次のように定義されています。 

第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し

支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。（以下略（最低保障額について規定）） 

 
図表 2-2-1 によれば、「内容を十分に理解している」企業割合が 70.3％と最も高く、次い

で、「ある程度理解している」が 25.1％、「聞いたことがある」が 2.5％、「知らない」が 0.2％
となっている。「理解している」割合（「内容を十分に理解している」と「ある程度理解して

いる」の合計）は 95.4％となっており、ほとんどの企業が理解している。 
「内容を十分に理解している」企業割合を業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、

合計より 5 ポイント以上高い業種としては、「製造業」「宿泊業、飲食サービス業」「学術研

究、専門・技術サービス業」「情報通信業」「生活関連サービス業、娯楽業」となっている。 

n
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ブ

ル
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ル
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こ

と
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い

無

回

答

正社員 計 2,472 18.5 69.9 11.6

当該労働者の希望や意見の聴取等に関する

ルールがある　計
2,215 20.5 73.4 6.1

＜ルールの明示＞

　あらかじめ文書等で明示している 657 18.2 75.6 6.2

　あらかじめ口頭で明示している 1,140 21.3 73.3 5.4

　あらかじめ明示していない 296 22.0 72.3 5.7

非正規雇用労働者　計 3,187 23.4 66.7 9.9

当該労働者の希望や意見の聴取等に関する

ルールがある　計
2,822 26.0 69.6 4.4

＜ルールの明示＞

　あらかじめ文書等で明示している 846 22.2 72.6 5.2

　あらかじめ口頭で明示している 1,483 26.3 69.7 4.0

　あらかじめ明示していない 365 29.8 66.6 3.6

※正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、シフト制労働者がいる企業を対象に集計。「トラ

ブルがあった」割合は、具体的なトラブル（選択肢１～8）のいずれかを選択した企業のこと。
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従業員規模別にみると、規模が大きくなるほど、「内容を十分に理解している」とする割合

が高くなる傾向にある。その一方で、規模が小さくなるほど、「ある程度理解している」とす

る割合が高くなる傾向にあり、「聞いたことがある」「知らない」とする割合も規模が小さく

なるほどやや高くなる傾向にある。 
 

図表 2-2-1 労基法第 26 条（休業手当）に対する認知度（SA、単位＝％） 

 
 

2-2．新型コロナウイルス感染症の発生、感染拡大期 6における休業の状況 

（1）新型コロナウイルス感染拡大による、労働者に休業を命じたことの有無 

①労働者に休業を命じたことの有無と休業の理由 

調査では、「今般の新型コロナウイルス感染症の影響 7によって、労働者に休業 8を命じた

ことはありますか（一度でも休業を命じたことがある場合、休業を命じたことがあるとして）」

と尋ねている。 
それによれば、「休業を命じたことがある」企業割合が 68.3％、「休業を命じたことはない」

が 30.8％となっている（図表 2-2-2）。 

                                                
6 調査票では、新型コロナウイルス感染症の発生、感染拡大期として、2020 年 1 月～調査時点（2021 年 8 月 1
日現在）で尋ねている。 
7 調査票では、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた利用客の減少、取引先の休業をはじめ、新型コロナ

ウイルス感染症が関係したあらゆる事情を含み、間接的な影響も含みます」と注記している。 
8 調査票では、「「休業」とは、労働契約上労働者に労働義務がある日とされていた日について、仕事を休ませ

た場合をいい、労働義務がある日の一部の時間について仕事を休ませた場合を含みます。問 3 の「シフト制」の

従業員については、シフトが作成され、労働日として確定していた日を「労働契約上労働者に労働義務があると

されていた日」として御回答ください」と注記している。 

n
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容
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理

解
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ら

な

い

無

回

答

合計 7,797 70.3 25.1 2.5 0.2 1.9

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 4 100.0 - - - -

建設業 341 70.1 24.0 3.8 0.6 1.5

製造業 1,552 80.5 17.6 0.8 0.1 1.0

電気・ガス・熱供給・水道業 29 72.4 20.7 3.4 - 3.4

情報通信業 226 76.5 19.9 1.8 - 1.8

運輸業、郵便業 589 74.7 20.7 1.4 0.2 3.1

卸売業、小売業 1,104 69.3 25.5 3.0 0.4 1.8

金融業、保険業 145 62.8 31.7 4.8 - 0.7

不動産、物品賃貸業 67 70.1 22.4 3.0 - 4.5

学術研究、専門・技術サービス業 111 77.5 19.8 1.8 - 0.9

宿泊業、飲食サービス業 320 77.8 18.1 1.3 - 2.8

生活関連サービス業、娯楽業 178 75.8 19.7 2.2 - 2.2

教育、学習支援業 341 60.7 34.3 3.8 - 1.2

医療、福祉 1,815 60.3 33.2 3.5 0.4 2.6

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 97 48.5 47.4 3.1 - 1.0

サービス業（他に分類されないもの） 813 73.3 22.3 2.2 - 2.2

その他 65 55.4 36.9 4.6 1.5 1.5

＜従業員規模＞

１００人未満 393 62.1 29.8 3.3 0.8 4.1

１００～２９９人 4,583 67.1 27.7 2.9 0.2 2.1

３００～９９９人 2,073 74.1 22.8 1.7 0.1 1.3

１０００人以上 686 84.4 12.4 1.2 0.1 1.9

※表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において、「内容を十分に理解している」について合計より

5ポイント以上高い数値に網。
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労働者に「休業を命じたことがある」とする企業に対して、休業の理由（休業が複数回あ

る場合は、最も休業者が多かったケース。以下同じ）について尋ねたところ、「従業員に感染

者や濃厚接触者が出たため」が 50.6％と最も高く、次いで、「売上、利用客の減少」が 31.7％、

「国や地方自治体からの指示、要請への対応」が 31.3％、「取引先の休業」が 11.9％などと

なっている（図表 2-2-3）。 
 

図表 2-2-2 今般の新型コロナウイルス感染症の

影響による、労働者に休業を命じたことの有無

（SA、単位＝％） 

図表 2-2-3 休業の理由（MA、単位＝％） 

  

 
労働者に休業を命じたことの有無と休業の理由について、属性別に集計したものが図表 2-

2-4 である。それによれば、「休業を命じたことがある」企業割合を業種別（n=30 以上、「そ

の他」除く）にみると、「宿泊業、飲食サービス業」が 97.2％と最も高く、次いで、「生活関

連サービス業、娯楽業」（91.6％）、「製造業」（72.9％）、「運輸業、郵便業」（71.1％）、「医療、

福祉」（70.1％）などが続く。 
従業員規模別にみると、規模が大きくなるほど、労働者に「休業を命じたことがある」企

業の割合が高くなる傾向にある（図表 2-2-4①）。 
図表 2-2-4②において、休業理由（複数回答）を業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみ

ると、「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」で、合計より 5 ポイント以上高い業種は、

「金融業、保険業」「複合サービス事業（郵便局、農業組合など）」「医療、福祉」「建設業」

「卸売業、小売業」となっている。 
「国や地方自治体からの指示、要請への対応」では、合計より 5 ポイント以上高い業種は、

「教育、学習支援業」「宿泊業、飲食サービス業」「不動産、物品賃貸業」「生活関連サービス

業、娯楽業」「金融業、保険業」「卸売業、小売業」となっている。 

31.3 

31.7 

11.9 

50.6 

9.8 
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国や地方自治体からの指示、要請へ

の対応

売上、利用客の減少

取引先の休業

従業員に感染者や濃厚接触者が出た

ため

その他

無回答

合計（n=5,322）

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことがあ

る」企業を対象に集計。
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る, 68.3 
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はない, 

30.8 

無回答, 

0.9 

合計（n=7,797）
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「売上、利用客の減少」では、合計より 5 ポイント以上高い業種は、「宿泊業、飲食サービ

ス業」「製造業」「運輸業、郵便業」「生活関連サービス業、娯楽業」となっている。 
「取引先の休業」では、合計より 5 ポイント以上高い業種は、「サービス業（他に分類され

ないもの）」「運輸業、郵便業」「情報通信業」「製造業」「学術研究、専門・技術サービス業」

となっている。 
従業員規模別にみると、規模が大きくなるほど「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」

「国や地方自治体からの指示、要請への対応」の割合が高くなる傾向にあり、その一方で、

規模が小さくなるほど「売上、利用客の減少」の割合が高くなる傾向にある。 
総じていえば、規模が大きくなるほど、労働者に休業を命じた割合は高くなる。休業理由

としては、規模が大きいほど、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者が出たことや、国

等の休業要請が、休業を命じる理由となっている。業種では、休業を命じた割合が高い「宿

泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」では、国等の休業要請や売上、利用

客の減少が休業理由となっている。「製造業」や「運輸業、郵便業」では、売上、利用客の減

少や取引先の休業が主たる休業理由となっている。 
 

図表 2-2-4 労働者に休業を命じたことの有無と休業の理由（単位＝％） 

 
 

n

休

業

を

命

じ

た

こ

と

が

あ

る

休

業

を

命

じ

た

こ

と

は

な

い

無

回

答

n

国

や

地

方

自

治

体

か

ら

の

指

示
、

要

請

へ

の

対

応

売

上
、

利

用

客

の

減

少

取

引

先

の

休

業

従

業

員

に

感

染

者

や

濃

厚

接

触

者

が

出

た

た

め

そ

の

他

無

回

答

合計 7,797 68.3 30.8 0.9 5,322 31.3 31.7 11.9 50.6 9.8 0.2

＜業種＞（※2）（※3）

鉱業、採石業、砂利採取業 4 25.0 75.0 - 1 - 100.0 - 100.0 - -

建設業 341 50.1 49.3 0.6 171 33.9 11.1 4.1 66.1 11.1 -

製造業 1,552 72.9 26.4 0.6 1,132 16.7 58.0 18.8 34.2 6.2 0.3

電気・ガス・熱供給・水道業 29 51.7 44.8 3.4 15 20.0 6.7 - 73.3 6.7 -

情報通信業 226 38.9 58.4 2.7 88 31.8 22.7 20.5 38.6 11.4 -

運輸業、郵便業 589 71.1 28.5 0.3 419 17.4 54.9 23.2 38.4 5.5 -

卸売業、小売業 1,104 66.5 32.8 0.7 734 40.3 26.2 11.2 56.8 8.9 0.1

金融業、保険業 145 60.7 39.3 - 88 42.0 4.5 2.3 78.4 13.6 -

不動産、物品賃貸業 67 49.3 47.8 3.0 33 63.6 15.2 3.0 48.5 9.1 -

学術研究、専門・技術サービス業 111 51.4 45.9 2.7 57 26.3 26.3 17.5 45.6 12.3 -

宿泊業、飲食サービス業 320 97.2 1.9 0.9 311 67.5 69.1 5.5 26.4 1.3 -

生活関連サービス業、娯楽業 178 91.6 8.4 - 163 54.6 54.0 9.2 28.2 5.5 -

教育、学習支援業 341 58.9 39.9 1.2 201 72.6 6.0 0.5 32.3 11.9 0.5

医療、福祉 1,815 70.1 28.7 1.3 1,272 22.4 6.0 0.8 76.7 17.5 0.2

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 97 60.8 38.1 1.0 59 30.5 10.2 - 78.0 8.5 -

サービス業（他に分類されないもの） 813 66.9 32.3 0.7 544 34.0 24.8 28.5 42.1 8.1 0.2

その他 65 52.3 46.2 1.5 34 44.1 26.5 17.6 44.1 11.8 -

＜従業員規模＞

１００人未満 393 59.3 39.4 1.3 233 27.5 42.5 15.9 32.6 8.6 0.4

１００～２９９人 4,583 65.0 34.0 1.0 2,978 27.7 35.0 12.4 46.5 11.6 0.1

３００～９９９人 2,073 73.7 25.7 0.6 1,528 34.2 26.0 9.8 58.0 7.9 0.2

１０００人以上 686 78.4 20.7 0.9 538 44.8 24.3 14.5 60.0 5.9 0.2

①今般の新型コロナウイルス
感染症の影響によって、労働
者に休業を命じたことの有無

(SA）

【休業を命じたことがある企業】
②休業の理由（MA）（※1）

※1:「②休業の理由」は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことがある」企業を対象に集計。

※2：①の表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において、「休業を命じたことがある」とする上位5位の業種に網。

※3：②の表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において、各項目で合計より5ポイント以上高い数値に網。
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②休業させる労働者を決定するに当たっての考慮要素 

調査では、休業させる労働者を決定するに当たって、どのような要素を考慮したか尋ねて

いる。それによれば、「特段の要素を考慮せず、全ての労働者を対象とした」とする企業割合

が 47.3％と最も高く、半数弱を占めている。逆に、「休業対象の考慮要素があった企業」（「特

段の要素を考慮せず、全ての労働者を対象とした」企業以外）は、52.1％となっている。休

業対象を決定する際の具体的な要素があった場合では、「所属する部署・部門」が 27.9％と

最も高く、次いで、「職種、業務内容（雇用形態による場合を除く）」（25.8％）、「雇用形態」

（14.0％）などが続く（図表 2-2-5）。 
 

図表 2-2-5 休業させる労働者を決定するに当たっての考慮要素（MA、単位＝％） 

 

 
休業対象を決定する際の具体的な要素について、属性別に集計したものが図表 2-2-6 であ

る。これを業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、「宿泊業、飲食サービス業」では、

休業対象の考慮要素として合計より 5 ポイント以上高い項目は、「職種、業務内容（雇用形態

による場合を除く）」「雇用形態」「所属する部署・部門」「休業予定日の勤務の状況」「役職」

となっている。 
「生活関連サービス業、娯楽業」では、休業対象の考慮要素として合計より 5 ポイント以

上高い項目は、「所属する部署・部門」「職種、業務内容（雇用形態による場合を除く）」「雇

用形態」となっている。 
「不動産、物品賃貸業」では、休業対象の考慮要素として合計より 5 ポイント以上高い項

目は、「所属する部署・部門」「雇用形態」となっている。 
「情報通信業」「運輸業、郵便業」「製造業」では、休業対象の考慮要素として合計より 5

ポイント以上高い項目は、「職種、業務内容（雇用形態による場合を除く）」となっている。

また、「サービス業（他に分類されないもの）」では、「所属する部署・部門」となっており、

「教育、学習支援業」「学術研究、専門・技術サービス業」では、「雇用形態」となっている。 
従業員規模別にみると、「特段の要素を考慮せず、全ての労働者を対象とした」とする企業
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無回答

合計（n=5,322）

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことがある」企業を対象に集計。
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割合は、100 人以上では 5 割弱となっているが、100 人未満は 4 割弱とやや低くなっている。

具体的な考慮要素としては、いずれの規模においても、「所属する部署・部門」「職種、業務

内容（雇用形態による場合を除く）」「雇用形態」が上位であることはおおむね変わりはない。 
従業員に占める正社員比率別にみると、正社員比率が高いほど、「特段の要素を考慮せず、

全ての労働者を対象とした」とする割合が高い。一方、正社員比率が低い（すなわち、非正

規雇用労働者の比率が高い）ほど、具体的な考慮要素として、「雇用形態」の割合がやや高く

なる傾向にある。 
休業の理由（複数回答）別にみると、「特段の要素を考慮せず、全ての労働者を対象とした」

とする割合は、「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」（59.1％）が最も高く、次いで、

「国や地方自治体からの指示、要請への対応」（40.5％）も高くなっており、「売上、利用客

の減少」「取引先の休業」は 3 割程度となっている。 
 

図表 2-2-6 休業させる労働者を決定するに当たっての考慮要素（MA、単位＝％） 
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合計 5,322 14.0 25.8 27.9 4.6 0.4 0.8 0.4 7.5 7.9 47.3 0.6 52.1

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 1 - - - - - - - - - 100.0 - 0.0

建設業 171 5.3 19.3 22.2 4.1 - 1.2 2.3 6.4 12.3 52.0 0.6 47.4

製造業 1,132 7.9 31.2 37.6 5.5 0.3 0.4 0.2 7.3 5.7 44.2 0.3 55.5

電気・ガス・熱供給・水道業 15 6.7 13.3 20.0 6.7 - - - 6.7 13.3 60.0 - 40.0

情報通信業 88 14.8 36.4 21.6 - - 1.1 1.1 3.4 12.5 36.4 - 63.6

運輸業、郵便業 419 16.7 33.9 24.8 3.3 1.2 2.1 0.5 11.0 5.7 42.5 0.7 56.8

卸売業、小売業 734 11.7 17.8 25.3 4.5 - 0.4 0.1 6.0 7.6 53.8 0.7 45.5

金融業、保険業 88 4.5 15.9 15.9 3.4 - 1.1 1.1 6.8 10.2 65.9 - 34.1

不動産、物品賃貸業 33 24.2 30.3 33.3 9.1 - - - 9.1 6.1 51.5 - 48.5

学術研究、専門・技術サービス業 57 19.3 24.6 19.3 1.8 - - - 1.8 3.5 54.4 - 45.6

宿泊業、飲食サービス業 311 36.7 37.9 36.7 10.6 1.6 1.6 1.0 19.3 2.3 33.1 0.3 66.6

生活関連サービス業、娯楽業 163 31.9 41.1 42.3 8.6 1.8 1.8 1.2 10.4 2.5 29.4 - 70.6

教育、学習支援業 201 27.9 29.4 21.4 7.0 0.5 1.0 - 5.0 7.0 40.8 0.5 58.7

医療、福祉 1,272 10.5 16.8 18.9 2.7 0.2 0.6 0.1 5.6 12.6 56.4 0.8 42.8

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 59 8.5 16.9 22.0 3.4 - - - 5.1 11.9 54.2 1.7 44.1

サービス業（他に分類されないもの） 544 15.6 30.0 33.6 4.0 0.4 0.7 0.4 7.5 6.8 39.5 0.9 59.6

その他 34 29.4 38.2 32.4 5.9 - 2.9 - - 8.8 29.4 2.9 67.7

＜従業員規模＞

１００人未満 233 17.6 29.2 27.5 6.4 0.4 0.4 0.9 11.2 11.2 36.5 0.4 63.1

１００～２９９人 2,978 12.1 25.7 27.9 4.4 0.4 0.8 0.3 7.0 7.8 48.0 0.6 51.4

３００～９９９人 1,528 15.4 25.9 28.8 5.1 0.5 1.0 0.3 7.5 7.0 48.6 0.6 50.8

１０００人以上 538 19.3 25.7 26.2 3.7 0.2 0.2 0.4 8.7 9.9 44.2 0.4 55.4

＜従業員に占める正社員比率＞

３０％未満 534 23.2 26.2 30.0 3.7 0.9 0.9 0.7 11.6 7.9 38.2 0.9 60.9

３０％～５０％未満 619 23.9 31.0 31.5 5.3 0.5 1.1 0.2 8.6 6.9 39.1 0.6 60.3

５０％～７０％未満 1,141 16.0 24.8 26.7 4.8 0.4 1.0 0.1 8.2 7.3 48.3 0.5 51.2

７０％以上 2,912 9.5 25.3 27.3 4.5 0.3 0.7 0.4 6.2 8.2 50.4 0.5 49.1

＜休業の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 1,668 23.3 33.3 31.5 7.1 0.5 1.1 0.7 8.8 5.1 40.5 0.3 59.2

売上、利用客の減少 1,685 20.3 41.8 44.0 8.2 0.8 1.2 0.4 11.8 2.2 33.4 0.1 66.5

取引先の休業 634 14.8 39.3 44.8 4.4 0.5 0.3 0.5 12.8 3.9 30.1 0.5 69.4

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 2,693 10.2 15.5 19.7 3.2 0.1 0.7 0.1 6.2 10.6 59.1 0.7 40.1

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことがある」企業を対象に集計。「休業対象の考慮要素があった企業」は休業対象の考慮

要素があった企業（選択肢１～9を選択した企業（「特段の要素を考慮せず、全ての労働者を対象とした」企業以外）。表側の業種(n=30以上、「その他」除く)

において、各項目について合計より5ポイント以上高い数値に網。
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（2）休業させた労働者に対する「休業等に伴う手当」の支払い状況 

①休業させた労働者に対する「休業等に伴う手当」の支払い状況 

調査では、休業を命じたことがある企業において、休業させた労働者に対する休業等に伴

う手当の支払い状況についても尋ねている。調査票では、「休業等に伴う手当」について、次

のように定義している（以下、同じ）。 
※ここでの「休業等に伴う手当」とは、労基法第 26 条の休業手当に限りません。名称の如何を問わず、労

働者を休業させた場合の補償として支払われる手当を指します（労基法第 26 条で規定するもの以外の支給

要件や計算方法で支払われたもの（企業の判断で支払う手当）も含みます）。 

休業させた労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況については、「全員に支払った」

は 89.6％と 9 割弱を占めている。「一部の人に支払った」は 4.9％、「支払わなかった」は 5.4％
とそれぞれ少数である（図表 2-2-7）。 

 
図表 2-2-7 休業させた労働者に対する「休業等に伴う手当」の支払い状況（SA、単位＝％） 

 
 

休業させた労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況について、属性別に集計したも

のが図表 2-2-8 である。 
業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、「全員に支払った」とする割合は、ほぼ全

ての業種で約 8 割以上と大半を占めており、業種で大きな差はみられない。「全員に支払っ

た」企業割合で合計より 5 ポイント以上高い業種は、「情報通信業」（100.0％）、「製造業」

（97.2％）、「生活関連サービス業、娯楽業」（95.1％）となっている。 
従業員規模別にみると、いずれの規模においても、休業等に伴う手当を「全員に支払った」

とする割合は 9 割前後あり大きな差はみられないものの、規模が大きくなるほど、「一部の

人に支払った」とする割合がわずかではあるが高くなっている。 
従業員に占める正社員比率別にみると、正社員比率が高いほど、「全員に支払った」とする

割合が高くなる一方で、正社員比率が低い（すなわち、非正規雇用労働者の比率が高い）ほ

ど、「一部の人に支払った」とする割合がやや高くなる傾向にある。 

全員に支払った, 

89.6 

一部の人に支

払った, 4.9 

支払わなかった, 5.4 無回答, 0.1

合計（n=5,322）

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことが

ある」企業を対象に集計。



 

－44－ 

休業の理由（複数回答）別にみると、休業等に伴う手当を「支払わなかった」とする割合

は、いずれの理由でも大きな差はみられないものの、「従業員に感染者や濃厚接触者が出たた

め」（7.6％）、「国や地方自治体からの指示、要請への対応」（4.3％）で他の理由よりもやや高

くなっている。 
 

図表 2-2-8 休業させた労働者に対する「休業等に伴う手当」の支払い状況（SA、単位＝％） 

 
 
②休業等に伴う手当を「支払わなかった」理由 

休業等に伴う手当を「支払わなかった」理由（複数回答）は、「法律上支払義務がないから」

が 15.0％、「社内規定等に支払に関する規定がないから」が 13.2％となっている。今般の新

型コロナウイルスの影響で生じた休業について、休業等に伴う手当を支払わなかった理由と

して、支払い義務がないことや社内規定がないことを理由に不支給とした企業はそれぞれ 1
割強と多いわけではない。「支払わないことについて労働者と合意したから」とする企業は

7.7％と 1 割に満たない。「会社の経営が厳しかったから」を理由にあげる企業は 1.7％とわ

n

全

員

に

支

払
っ

た

一

部

の

人

に

支

払
っ

た

支

払

わ

な

か
っ

た

無

回

答

合計 5,322 89.6 4.9 5.4 0.1

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 1 100.0 - - -

建設業 171 89.5 1.8 8.8 -

製造業 1,132 97.2 1.6 1.1 0.1

電気・ガス・熱供給・水道業 15 93.3 - 6.7 -

情報通信業 88 100.0 - - -

運輸業、郵便業 419 93.1 3.1 3.8 -

卸売業、小売業 734 90.1 4.6 5.3 -

金融業、保険業 88 86.4 - 13.6 -

不動産、物品賃貸業 33 93.9 6.1 - -

学術研究、専門・技術サービス業 57 91.2 1.8 7.0 -

宿泊業、飲食サービス業 311 84.9 12.2 2.9 -

生活関連サービス業、娯楽業 163 95.1 2.5 2.5 -

教育、学習支援業 201 81.1 8.0 10.9 -

医療、福祉 1,272 83.5 7.5 8.8 0.2

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 59 79.7 5.1 13.6 1.7

サービス業（他に分類されないもの） 544 88.4 6.1 5.5 -

その他 34 94.1 - 5.9 -

＜従業員規模＞

１００人未満 233 91.0 3.9 5.2 -

１００～２９９人 2,978 90.3 4.1 5.5 0.0

３００～９９９人 1,528 88.9 5.6 5.4 0.1

１０００人以上 538 87.4 8.0 4.6 -

＜従業員に占める正社員比率＞

３０％未満 534 82.8 10.9 6.4 -

３０％～５０％未満 619 87.4 7.1 5.5 -

５０％～７０％未満 1,141 88.2 5.8 6.0 -

７０％以上 2,912 92.1 2.9 4.9 0.1

＜休業の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 1,668 89.1 6.3 4.3 0.2

売上、利用客の減少 1,685 96.6 2.6 0.8 -

取引先の休業 634 94.0 3.8 2.2 -

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 2,693 86.6 5.7 7.6 0.1

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことがある」企業を対象に

集計。表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において、各項目について合計より5ポイント以

上高い数値に網。
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ずかである。「労働者自身で休業支援金を請求してもらうこととしたから」は 18.1％となっ

ている。 
本設問では、「その他」が 59.2％（170 件）と 6 割弱を占めている。記述内容では、「手当

はないが、コロナ関連での休業は通常出勤扱いとした」「休業となった日数分を振替出勤で対

応したため」「休業＝特別休暇とし、通常の賃金として支払った」「年休及び特別休暇とした

から」「有給対応とした。休業手当（6 割）より有利のため」「休業手当より、対象者本人が

有休処理を望んだから」などの記述が目立つ。 
そこで、その他（自由記述）をアフターコーディングすることで選択肢化をして、「有給（特

別休暇、年休）」「出勤扱い」「振替出勤」などの記述を抽出したところ、「有給休暇取得（特

別休暇、年休（出勤扱い、振替出勤含む））」との回答は 151 件（52.6％）だった。休業等に

伴う手当を「支払わなかった」理由の約半数は、休業等に伴う手当を支払ってはいないが、

出勤扱い、有給休暇扱い等により、事実上、現給保障した企業と考えられる（図表 2-2-9）。 
 

図表 2-2-9 休業等に伴う手当を「支払わなかった」理由（MA、単位＝％） 

 
 

③休業等に伴う手当を「一部の人に支払った」企業の支払った対象者を区別した基準 

休業等に伴う手当を「一部の人に支払った」企業の支払った対象者を区別した基準（複数

回答）は、「雇用形態」が 31.8％と最も高く、次いで、「休業させた日数」「職種、業務内容

（雇用形態による場合を除く）」「所属する部署・部門」などが続く。 
本設問では、「その他」が 52.5％（137 件）と 5 割超を占めている。記述内容では、「休業

手当を支払う前提で、本人の希望で有給休暇に切り替えた」「本人が有休取得を希望したため

休業手当にしなかった」「年次有給休暇希望者には、使用を認めた」「当事者に有休の残日数

がなかったため欠勤となり、最低保障部分を支払う」などの記述があった。そこで、アフタ

ーコーディング（その他（自由記述）の選択肢化）をしたところ、「本人の選択（年休、有給

休暇等）」による基準は 69 件（26.4％）だった。 

15.0 

13.2 

7.7 

1.7 

18.1 

59.2 

52.6 

0.0 20.0 40.0 60.0

法律上支払義務がないから

社内規定等に支払に関する規定がないから

支払わないことについて労働者と合意したから

会社の経営が厳しかったから

労働者自身で休業支援金を請求してもらうこととしたから

その他

【その他の内容（※2）】

有給休暇取得（特別休暇、年休（出勤扱い、振替出勤含む））

※1：今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことがある」企業のうち、休業させた労働者に、休業等に伴う手当を「支払わなかった」と

する企業を対象に集計。

※2：【その他内容】は、「その他」（n=151）の自由記述内容のうち、有給休暇取得（特別休暇、年休）や出勤扱い、振替出勤など、現給保障の記述内容をまとめ
た（「有給休暇取得（特別休暇、年休（出勤扱い、振替出勤含む）」と記載）。

合計(n=287）
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それ以外に多かった記述内容として、「コロナによる休業（陽性または濃厚接触）について、

保健所の指示かどうか」「出勤停止が行政措置（濃厚接触者の指定）によるものかどうか」「感

染者と濃厚接触で外出を禁じられた人には支払いをしない。熱がでた時、回復後の数日を会

社指示で休ませた場合は支払う」「プライベートによる接触か、会社内における接触か」「発

生源が仕事によるものか、それ以外（家族が陽性か濃厚接触者）」「濃厚接触者疑いで PCR 検

査が陰性だった場合」「発生状況により会社の責か否かを都度協議決定」などの記述もみられ

た。業務上の感染かどうかや、感染者か、濃厚接触者（陽性、濃厚接触者疑い、PCR 検査陰

性等の感染理由を含む）で支給基準を設けている企業がみられたようだ。そこで、アフター

コーディングの選択肢化をしたところ、これらの「コロナ患者・濃厚接触者の感染経路等の

基準」は 42 件（16.1％）だった（図表 2-2-10）。 
 

図表 2-2-10 休業等に伴う手当を「一部の人に支払った」企業の支払った対象者を区別した基準（MA、単位＝％） 

 
 
④「労基法第 26 条の休業手当」としての支給に対する認識 

休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業（休業等に伴う

手当を支払った企業）に対して、「労基法第 26 条の休業手当」として支払ったかについて尋

ねたところ、「「労基法第 26 条の休業手当」の認識を持って払った」割合が 74.0％と最も高

く、次いで、「「労基法第 26 条の休業手当」の可能性もあるものとして支払った」が 8.5％、

「明確に「労基法第 26 条の休業手当」ではないものとして支払った」が 7.6％などとなって

いる。 
これを休業等に伴う手当の支払い状況別にみると、「一部の人に支払った」に比べて「全員

に支払った」とする企業の方が「「労基法第 26 条の休業手当」の認識を持って払った」とす

る割合が高い一方で、「全員に支払った」に比べて「一部の人に支払った」の方が「「労基法

31.8 

10.3 

6.9 

1.5 

0.4 

0.0 

1.5 

11.1 

52.5 

26.4 

16.1 

1.9 

0.0 20.0 40.0 60.0

雇用形態

職種、業務内容（上記の雇用形態による場合を除く）

所属する部署・部門

役職

勤務成績

年齢

勤続年数

休業させた日数

その他

本人の選択（年休、有給休暇等）

コロナ患者・濃厚接触者の感染経路等の基準

無回答

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことがある」企業のうち、休業させた労働者に、休業等に伴う手当を「一部の人

に支払った」とする企業を対象に集計。

※2：【その他の内容】は、「その他」（n=137）の自由記述内容のうち、「本人の選択（年休、有給休暇等）」（年休取得するかを本人が選択）と
「コロナ患者・濃厚接触者の感染経路等の基準」の記述内容をまとめた。

【その他の内容

（※2）】
合計(n=261）
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第 26 条の休業手当」の可能性もあるものとして支払った」の割合が高い。 
休業の理由（複数回答）別にみると、「「労基法第 26 条の休業手当」の認識を持って払っ

た」とする割合は、「売上、利用客の減少」「取引先の休業」で 9 割弱と高い一方で、「国や地

方自治体からの指示、要請への対応」「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」では 7 割前

後となっている。一方、「国や地方自治体からの指示、要請への対応」「従業員に感染者や濃

厚接触者が出たため」では、「「労基法第 26 条の休業手当」の可能性もあるものとして支払っ

た」「明確に「労基法第 26 条の休業手当」ではないものとして支払った」の割合が、「売上、

利用客の減少」「取引先の休業」に比べて高い（図表 2-2-11）。 
 

図表 2-2-11 休業等に伴う手当を支払った企業における「労基法第 26 条の休業手当」としての支給に対する認識（SA、

単位＝％） 

 

 
（3）雇用調整助成金の申請と特例措置の影響 

①雇用調整助成金の申請と特例措置の影響 

休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業（休業等に伴う

手当を支払った企業）における雇用調整助成金の申請 9については、「雇用調整助成金の申請

を行った企業」（「支払った手当の全額について申請した」（44.1％）と「一部のみ申請した」

（14.0％）の合計）の割合は 58.1％となっており、「申請しなかった」は 39.3％となってい

る（図表 2-2-12）。 
雇用調整助成金を「支払った手当の全額について申請した」「一部のみ申請した」とする企

業（雇用調整助成金の申請を行った企業）に対して、休業等に伴う手当の労働者への支払に

関して、雇用調整助成金の特例措置が講じられていることはどの程度影響したかを尋ねたと

                                                
9 調査票では、「雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当を支払う場合、その一部を助成する制度で、特

例措置により助成率及び上限額の引き上げを行っています」と注記（本調査の依頼状の裏面で「緊急対応期間中

の雇用調整助成金の特例措置の内容」も参照のため記載（当該記載内容は本報告書の 104 頁に収録）。 
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合計 5,031 74.0 8.5 7.6 7.1 0.8 0.1 1.9

＜休業等に伴う手当の支払い状況＞

全員に支払った 4,770 74.9 7.9 7.8 7.1 0.8 0.1 1.4

一部の人に支払った 261 58.6 19.2 4.6 6.1 0.8 0.0 10.7

＜休業の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 1,592 72.9 11.2 7.0 6.1 0.9 0.2 1.7

売上、利用客の減少 1,671 89.1 4.2 1.9 3.1 0.7 0.1 0.9

取引先の休業 620 88.2 5.6 2.3 1.8 0.5 0.2 1.5

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 2,486 65.4 11.1 11.1 9.3 0.8 0.1 2.3

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことがある」企業のうち、休業させた労働者に、休業等に

伴う手当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業を対象に集計。
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ころ（以下、「雇用調整助成金の特例措置の影響」という）、「手当の支払は元々実施する予定

であり、特例措置の有無や内容に影響された部分はない」が 51.3％と半数を占める一方で、

「特例措置が実施されたことによって、支払額や支払対象者が増加した部分がある」とする

企業が 40.7％あり、「特例措置が実施されていなければ、そもそも手当の支払をする予定は

なかった」とする企業も 5.8％ある（図表 2-2-13）。 
 
図表 2-2-12 雇用調整助成金の申請状況（SA、単

位＝％） 

図表 2-2-13 雇用調整助成金の申請を行った企業における

雇用調整助成金の特例措置の影響（SA、単位＝％） 

  
 
②雇用調整助成金の申請状況 

雇用調整助成金の申請状況を属性別にみたものが図表 2-2-14 である。それによれば、雇用

調整助成金の申請を行った企業の割合を業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、合

計より 5 ポイント以上高い業種としては、「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、

娯楽業」「製造業」「運輸業、郵便業」「不動産、物品賃貸業」となっている。 
従業員規模別にみると、規模が小さくなるほど「支払った手当の全額について申請した」

とする割合が高くなる一方で、規模が大きくなるほど「一部のみ申請した」の割合が高くな

る傾向にある。「申請しなかった」とする割合は、100 人未満で最も低く、100 人以上では 4
割前後となっている。 

休業等に伴う手当の支払い状況別にみると、「一部の人に支払った」に比べて「全員に支払

った」とする企業の方が「支払った手当の全額について申請した」とする割合が高い。その

一方で、「全員に支払った」に比べて「一部の人に支払った」の方が「申請しなかった」「一

部のみ申請した」の割合が高い。 
休業の理由（複数回答）別にみると、雇用調整助成金の申請を行った企業の割合は、「売上、

支払った手当の

全額について申

請した, 44.1 

一部のみ申請した, 

14.0 

申請しなかっ

た, 39.3 

無回答, 

2.5

合計（n=5,031）

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じ

たことがある」企業のうち、休業させた労働者に、休業等に伴う手

当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業を対象
に集計。

手当の支払は

元々実施する予

定であり、特例

措置の有無や内

容に影響された

部分はない, 

51.3 

特例措置が実施された

ことによって、支払額

や支払対象者が増加し

た部分がある, 40.7 

特例措置が実施され

ていなければ、そも

そも手当の支払をす

る予定はなかった, 

5.8 

無回答, 2.2

合計（n=2,925）

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことが

ある」企業で、休業させた労働者に、休業等に伴う手当を「全員に支払っ

た」「一部の人に支払った」とする企業のうち、雇用調整助成金の申請につ
いて「支払った手当の全額について申請した」「一部のみ申請した」とする

企業を対象に集計。
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利用客の減少」「取引先の休業」で 9 割前後と高い一方で、「国や地方自治体からの指示、要

請への対応」が 7 割弱、「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」では 4 割弱と低くなっ

ている。雇用調整助成金を「申請しなかった」とする割合は、「売上、利用客の減少」「取引

先の休業」に比べて、「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」が 60.5％、「国や地方自治

体からの指示、要請への対応」で 29.1％と高くなっている。 
 

図表 2-2-14 雇用調整助成金の申請状況（SA、単位＝％） 

 
 
③雇用調整助成金の申請を行った企業における雇用調整助成金の特例措置の影響 

雇用調整助成金の申請を行った企業における雇用調整助成金の特例措置の影響を属性別

にみたものが図表 2-2-15 である。 
業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、「特例措置が実施されたことによって、支

払額や支払対象者が増加した部分がある」で合計より 5 ポイント以上高い業種としては、「宿

泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「製造業」となっている。「特例措置

が実施されていなければ、そもそも手当の支払をする予定はなかった」で合計より 5 ポイン

ト以上高い業種（n=30 以上、「その他」除く）としては、「運輸業、郵便業」となっている。 
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合計 5,031 44.1 14.0 39.3 2.5 58.1

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 1 100.0 - - - 100.0

建設業 156 26.3 10.3 58.3 5.1 36.6

製造業 1,118 62.3 15.1 19.6 3.0 77.4

電気・ガス・熱供給・水道業 14 21.4 7.1 71.4 - 28.5

情報通信業 88 43.2 14.8 39.8 2.3 58.0

運輸業、郵便業 403 63.8 13.2 20.6 2.5 77.0

卸売業、小売業 695 43.9 16.7 37.4 2.0 60.6

金融業、保険業 76 23.7 14.5 57.9 3.9 38.2

不動産、物品賃貸業 33 42.4 27.3 24.2 6.1 69.7

学術研究、専門・技術サービス業 53 37.7 17.0 45.3 - 54.7

宿泊業、飲食サービス業 302 77.5 17.9 3.3 1.3 95.4

生活関連サービス業、娯楽業 159 74.8 18.9 6.3 - 93.7

教育、学習支援業 179 18.4 9.5 70.4 1.7 27.9

医療、福祉 1,158 17.5 8.1 71.3 3.0 25.6

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 50 6.0 16.0 76.0 2.0 22.0

サービス業（他に分類されないもの） 514 42.4 19.5 36.0 2.1 61.9

その他 32 50.0 15.6 31.3 3.1 65.6

＜従業員規模＞

１００人未満 221 59.7 9.5 29.0 1.8 69.2

１００～２９９人 2,812 47.4 11.6 38.3 2.7 59.0

３００～９９９人 1,444 38.3 15.9 43.2 2.6 54.2

１０００人以上 513 35.3 25.0 38.0 1.8 60.3

＜休業等に伴う手当の支払い状況＞

全員に支払った 4,770 45.0 13.9 38.6 2.5 89.0

一部の人に支払った 261 28.0 16.1 53.3 2.7 36.2

＜休業の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 1,592 50.9 17.9 29.1 2.0 68.8

売上、利用客の減少 1,671 78.5 17.5 2.8 1.1 96.1

取引先の休業 620 64.8 24.2 9.0 1.9 89.0

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 2,486 23.1 13.2 60.5 3.2 36.2

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことがある」企業のうち、休業させた労働

者に、休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業を対象に集計。「雇用調整助

成金の申請を行った企業」は、「支払った手当の全額について申請した」「一部のみ申請した」の合計。表側の

業種(n=30以上、「その他」除く)において、「全額・一部申請」について合計より5ポイント以上高い数値に網。
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従業員規模別にみると、「特例措置が実施されたことによって、支払額や支払対象者が増加

した部分がある」とする割合は、規模が小さくなるほど高くなる傾向にある。 
雇用調整助成金の申請状況別にみると、「一部のみ申請した」に比べて「支払った手当の全

額について申請した」とする企業の方が、「特例措置が実施されたことによって、支払額や支

払対象者が増加した部分がある」の割合がやや高い。 
休業の理由（複数回答）別にみると、「特例措置が実施されたことによって、支払額や支払

対象者が増加した部分がある」の割合は、「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」「国や

地方自治体からの指示、要請への対応」が 4 割弱であるのに比べて、「売上、利用客の減少」

「取引先の休業」の方が 5 割前後と高くなっている。 
 
図表 2-2-15 雇用調整助成金の申請を行った企業における雇用調整助成金の特例措置の影響（SA、単位＝％） 
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合計 2,925 51.3 40.7 5.8 2.2

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 1 100.0 - - -

建設業 57 71.9 26.3 - 1.8

製造業 866 49.7 46.1 3.1 1.2

電気・ガス・熱供給・水道業 4 50.0 50.0 - -

情報通信業 51 56.9 39.2 2.0 2.0

運輸業、郵便業 310 44.2 41.6 11.9 2.3

卸売業、小売業 421 56.3 36.1 5.9 1.7

金融業、保険業 29 86.2 13.8 - -

不動産、物品賃貸業 23 69.6 26.1 4.3 -

学術研究、専門・技術サービス業 29 48.3 48.3 3.4 -

宿泊業、飲食サービス業 288 34.4 56.3 6.3 3.1

生活関連サービス業、娯楽業 149 41.6 47.7 8.7 2.0

教育、学習支援業 50 52.0 40.0 4.0 4.0

医療、福祉 297 61.6 27.9 7.1 3.4

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 11 72.7 18.2 9.1 -

サービス業（他に分類されないもの） 318 56.9 32.7 6.3 4.1

その他 21 47.6 33.3 14.3 4.8

＜従業員規模＞

１００人未満 153 41.8 47.1 7.2 3.9

１００～２９９人 1,658 50.2 41.5 6.3 2.0

３００～９９９人 782 53.6 39.6 4.5 2.3

１０００人以上 309 57.6 34.6 5.5 2.3

＜雇用調整助成金の申請状況＞

支払った手当の全額について申請した 2,220 49.4 42.1 6.2 2.3

一部のみ申請した 705 57.3 36.3 4.5 1.8

＜休業の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 1,096 53.7 37.9 6.1 2.3

売上、利用客の減少 1,605 41.7 50.5 6.3 1.6

取引先の休業 552 49.5 44.6 4.0 2.0

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 901 56.4 35.7 5.5 2.3

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、「休業を命じたことがある」企業で、休業させた労働

者に、休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業のうち、雇用調整助成金

の申請について「支払った手当の全額について申請した」「一部のみ申請した」とする企業を対象に集計。

表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において、「特例措置が実施されたことによって、支払額や支払対

象者が増加した部分がある」「特例措置が実施されていなければ、そもそも手当の支払をする予定はなかっ

た」について合計より5ポイント以上高い数値に網。
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2-3．新型コロナウイルス感染症の発生、感染拡大期におけるシフト制労働者のシフトの状況 

（1）新型コロナウイルス感染症の発生、感染拡大期におけるシフト制労働者のシフトの状況 

調査では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、2020 年 1 月以降に、「シフ

ト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）の削減（例：2019 年同時期に比べてシフト制労働

者のシフト表上の出勤日数、労働時間数が減った、2020 年以降、新型コロナウイルスの影響

で確定していたシフトをキャンセルすることがあったなど）の有無について尋ねている。 
選択肢「「シフト制労働者」がいない」及び無回答を除き集計（すなわち、シフト制労働者

がいる企業を対象に集計）したところ、シフトの削減が「あった」とする企業割合は、正社

員で 29.3％、非正規雇用労働者で 36.5％となっており、正社員に比べて非正規雇用労働者の

方が高い（図表 2-2-16）。 
 

図表 2-2-16 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、2020 年 1 月以降に、シフト制労働者の出勤日数・時間（シフ

ト）を削減したことの有無（シフト制労働者がいる企業対象、SA、単位＝％） 

 
 

これを属性別にみたものが図表 2-2-17 である。シフトの削減が「あった」とする割合を業

種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、正社員の場合、合計より 5 ポイント以上高い

業種としては、「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「運輸業、郵便業」

となっている。非正規雇用労働者の場合、「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、

娯楽業」「教育、学習支援業」「不動産、物品賃貸業」「サービス業（他に分類されないもの）」

となっている。 
従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、シフトの削減が「あった」と

する割合は、規模が大きくなるほど高くなっている。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、シフト制労働者の割合が高くなるほど、

シフトの削減が「あった」とする割合が高くなる傾向にある。 
シフト制労働者の区分別 10にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、シフトの削減

                                                
10 シフト制労働者の区分は、本調査において、調査時点でのシフト制労働者に係わる勤務形態に該当する労働者

の有無（問 3）から作成している。一方、本設問（問 6）では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、2020
年 1 月以降の期間におけるシフト制労働者の出勤日数・時間（シフト）を削減状況について尋ねた設問であるこ

とに留意（以下同じ）。 

29.3 
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63.5 
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正社員（n=3,873）

非正規雇用労働者（n=4,317）

あった なかった

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフ

ト）を削減したことがありますか」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、選択肢「「シフト制労働

者」がいない」及び無回答を除き集計（すなわち、シフト制労働者がいる企業を対象に集計）。
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が「あった」とする割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれ

のシフト制労働者もいる企業」において、他の区分に比べて最も高くなっている。とくに非

正規雇用労働者においては、シフトの削減が「あった」とする割合は、「勤務日数や勤務時間

数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働者もいる企業」が 58.9％と最も高

く、次いで、「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」が

47.1％、「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる企業が 40.8％の

順となっている。 
 
図表 2-2-17 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、2020 年 1 月以降に、シフト制労働者の出勤日数・時間（シフ

ト）を削減したことの有無（シフト制労働者がいる企業対象、SA、単位＝％） 
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合計 3,873 29.3 70.7 4,317 36.5 63.5

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 2 50.0 50.0 2 50.0 50.0

建設業 106 9.4 90.6 98 16.3 83.7

製造業 511 25.4 74.6 507 26.8 73.2

電気・ガス・熱供給・水道業 9 22.2 77.8 12 16.7 83.3

情報通信業 83 14.5 85.5 87 19.5 80.5

運輸業、郵便業 322 36.0 64.0 331 37.8 62.2

卸売業、小売業 503 32.2 67.8 584 37.7 62.3

金融業、保険業 42 23.8 76.2 54 20.4 79.6

不動産、物品賃貸業 21 23.8 76.2 31 48.4 51.6

学術研究、専門・技術サービス業 27 22.2 77.8 35 25.7 74.3

宿泊業、飲食サービス業 275 82.2 17.8 299 89.0 11.0

生活関連サービス業、娯楽業 120 55.0 45.0 141 66.0 34.0

教育、学習支援業 91 22.0 78.0 161 51.6 48.4

医療、福祉 1,270 17.6 82.4 1,374 23.9 76.1

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 53 20.8 79.2 72 23.6 76.4

サービス業（他に分類されないもの） 411 32.1 67.9 499 45.5 54.5

その他 27 11.1 88.9 30 30.0 70.0

＜従業員規模＞

１００人未満 188 29.8 70.2 212 31.6 68.4

１００～２９９人 2,188 26.8 73.2 2,318 32.2 67.8

３００～９９９人 1,063 31.6 68.4 1,288 39.6 60.4

１０００人以上 405 37.0 63.0 467 51.6 48.4

＜従業員に占めるシフト制労働者の割合＞

３割未満 595 30.8 69.2 1,061 36.7 63.3

３～６割未満 419 32.5 67.5 485 44.7 55.3

６～８割未満 506 35.6 64.4 526 47.0 53.0

８割以上 1,000 44.8 55.2 1,000 51.9 48.1

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働

者のみがいる企業
1,979 34.9 65.1 2,329 40.8 59.2

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まってい

ないいずれのシフト制労働者もいる企業
466 49.1 50.9 567 58.9 41.1

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労

働者のみがいる企業
101 34.7 65.3 210 47.1 52.9

正社員 非正規雇用労働者

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフ

ト）を削減したことがありますか」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、選択肢「「シフト制労働

者」がいない」及び無回答を除き集計（すなわち、シフト制労働者がいる企業を対象に集計）。表側の業種(n=30以上、「そ

の他」除く)において、「あった」について合計より5ポイント以上高い数値に網。
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シフトのキャンセル期日の明示別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、「あらか

じめ文書等で明示している」「あらかじめ口頭で明示している」とする企業に比べて、「あら

かじめ明示していない」とする企業で、シフトの削減が「あった」とする割合が最も高くな

っている。 
 
図表 2-2-18 シフトのキャンセル期日の明示別にみたシフト制労働者の出勤日数・時間（シフト）を削減したことの有無

（シフト制労働者がいる企業対象、SA、単位＝％） 

 
 
（2）シフト削減の状況 

①シフトの削減を行った理由 

シフトの削減を行った理由（複数回答）は、正社員、非正規雇用労働者ともに、「売上、利

用客の減少」が 5 割弱と最も高く、次いで、「国や地方自治体からの指示、要請への対応」が

4 割台、「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」が 3 割前後、「取引先の休業」が 1 割台

などとなっている（図表 2-2-19）。 
 

図表 2-2-19 シフトの削減を行った理由（MA、単位＝％） 
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合計 3,873 29.3 70.7 4,317 36.5 63.5

シフトのキャンセル期日を決めている　計 426 42.7 55.0 529 49.5 50.5

＜シフトのキャンセル期日の明示＞

　あらかじめ文書等で明示している 206 43.2 56.8 244 47.5 52.5

　あらかじめ口頭で明示している 197 42.6 57.4 261 49.4 50.6

　あらかじめ明示していない 22 59.1 40.9 23 69.6 30.4

正社員 非正規雇用労働者

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シ

フト）を削減したことがありますか」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、選択肢「「シフト制

労働者」がいない」及び無回答を除き集計（すなわち、シフト制労働者がいる企業を対象に集計）。

44.1 

49.6 

15.8 

31.4 

6.3 

2.6 

45.6 

48.5 

16.2 

27.6 

8.1 

1.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

国や地方自治体からの指示、要請への対応

売上、利用客の減少

取引先の休業

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため

その他

無回答

正社員（n=1,136）

非正規雇用労働者（n=1,576）

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフ

ト）を削減したことがありますか」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、「あった」と回答した企

業を対象に集計。
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シフト削減理由を属性別にみたものが図表 2-2-20 である。業種別（n=30 以上、「その他」

除く）にみると、正社員、非正規雇用労働者ともにおおむね同様の傾向であり、具体的には、

「国や地方自治体からの指示、要請への対応」では、合計より 5 ポイント以上高い業種は、

正社員の場合、「宿泊業、飲食サービス業」「卸売業、小売業」「生活関連サービス業、娯楽業」

となっており、非正規雇用労働者は、「宿泊業、飲食サービス業」「教育、学習支援業」「卸売

業、小売業」となっている。「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」で合計より 5 ポイン

ト以上高い業種は、正社員、非正規雇用労働者ともに「医療、福祉」となっている。 
「売上、利用客の減少」では、合計より 5 ポイント以上高い業種は、正社員、非正規雇用

労働者ともに、「運輸業、郵便業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」

「製造業」となっている。 
「取引先の休業」では、合計より 5 ポイント以上高い業種は、正社員、非正規雇用労働者

ともに、「サービス業（他に分類されないもの）」「製造業」「運輸業、郵便業」となっている。 
従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、規模が大きくなるほど「従業

員に感染者や濃厚接触者が出たため」「国や地方自治体からの指示、要請への対応」の割合が

高くなる傾向にあり、その一方で、おおむね規模が小さくなるほど「売上、利用客の減少」

の割合が高くなる傾向にある。 
 

図表 2-2-20 シフトの削減を行った理由（MA、単位＝％） 
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の
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感

染
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や
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厚

接

触
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た

め

そ

の

他

無

回

答

合計 1,136 44.1 49.6 15.8 31.4 6.3 2.6 1,576 45.6 48.5 16.2 27.6 8.1 1.7

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 1 - 100.0 - - - - 1 - 100.0 - - - -

建設業 10 70.0 30.0 10.0 20.0 10.0 10.0 16 68.8 43.8 12.5 18.8 6.3 -

製造業 130 17.7 64.6 33.8 16.9 3.8 2.3 136 24.3 65.4 32.4 15.4 4.4 2.2

電気・ガス・熱供給・水道業 2 50.0 - - 100.0 - - 2 50.0 - - 100.0 - -

情報通信業 12 25.0 25.0 50.0 - 16.7 - 17 41.2 35.3 23.5 - 17.6 -

運輸業、郵便業 116 20.7 81.9 22.4 16.4 2.6 1.7 125 20.0 80.8 24.8 15.2 1.6 1.6

卸売業、小売業 162 64.8 35.8 18.5 30.2 7.4 0.6 220 62.3 40.0 20.5 27.7 9.1 0.5

金融業、保険業 10 70.0 - 20.0 20.0 10.0 10.0 11 63.6 9.1 9.1 18.2 9.1 9.1

不動産、物品賃貸業 5 100.0 60.0 - 40.0 - - 15 86.7 33.3 - 33.3 6.7 -

学術研究、専門・技術サービス業 6 16.7 50.0 16.7 50.0 16.7 - 9 33.3 66.7 22.2 44.4 11.1 -

宿泊業、飲食サービス業 226 69.5 76.5 3.1 20.4 0.9 1.3 266 66.9 77.8 3.8 20.7 1.5 1.1

生活関連サービス業、娯楽業 66 56.1 66.7 15.2 25.8 1.5 - 93 49.5 73.1 15.1 21.5 1.1 -

教育、学習支援業 20 65.0 25.0 - 35.0 10.0 5.0 83 66.3 24.1 1.2 19.3 16.9 1.2

医療、福祉 224 28.6 15.6 0.4 64.3 13.8 5.4 329 33.4 21.6 1.8 52.3 16.4 2.7

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 11 45.5 9.1 - 45.5 9.1 9.1 17 47.1 29.4 - 35.3 5.9 -

サービス業（他に分類されないもの） 132 36.4 40.9 38.6 28.0 6.8 3.8 227 35.2 37.4 41.9 21.6 7.0 3.1

その他 3 33.3 66.7 33.3 - 33.3 - 9 55.6 55.6 11.1 - 22.2 -

＜従業員規模＞

１００人未満 56 33.9 51.8 19.6 19.6 5.4 1.8 67 38.8 53.7 14.9 22.4 6.0 -

１００～２９９人 586 36.2 54.3 15.4 26.5 7.2 2.6 747 38.8 52.5 15.9 22.5 9.2 1.3

３００～９９９人 336 50.6 47.0 14.9 36.3 5.7 3.9 510 48.6 46.9 14.9 30.2 7.5 2.5

１０００人以上 150 62.7 35.3 19.3 43.3 4.7 0.7 241 61.4 37.3 21.2 39.0 5.8 1.7

正社員 非正規雇用労働者

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減したことがあります

か」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、「あった」と回答した企業を対象に集計。表側の業種(n=30以上、「その他」除く)におい

て、各項目で合計より5ポイント以上高い数値に網。
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②出勤日数、労働時間の削減の状況 

調査では、出勤日数、労働時間の削減をしたのは、「シフト制労働者」のうち、どの程度の

人数かを尋ねている。それによれば、正社員は「9 割以上」が最も高く、次いで「1 割未満」

が高くなっており、非正規雇用労働者は「1 割未満」が最も高く、次いで「9 割以上」が高く

なっており、削減人数が少ない企業と多い企業の 2 極が存在する。削減人数が少ない「3 割

未満・計」（「1 割未満」「1 割～3 割未満」の合計）は正社員で 42.7％、非正規雇用労働者で

は 45.3％であり、削減人数が多い「7 割以上・計」（「7 割～9 割」「9 割以上」の合計）は、

正社員で 36.1％、非正規雇用労働者では 33.5％となっている。 
これをシフト削減理由別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、削減人数が少な

い「3 割未満・計」の割合は、「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」が 6 割台と高くな

っている（「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」では、正社員、非正規雇用労働者とも

に、「1 割未満」の割合が最も高い）。削減人数が多い「7 割以上・計」で高いのは、「売上、

利用客の減少」（正社員 52.7％、非正規雇用労働者 45.1％）であり、「国や地方自治体からの

指示、要請への対応」（正社員 42.3％、非正規雇用労働者 39.9％）も高い（図表 2-2-21）。 
 

図表 2-2-21 出勤日数、労働時間の削減をした「シフト制労働者」の削減人数割合（SA、単位＝％） 

 

 
調査では、「シフト制労働者」の出勤日数、労働時間数の削減は最大でどの程度行ったかを

尋ねている。それによれば、正社員、非正規雇用労働者いずれも、「1 割～3 割未満」が最も

割合が高く、次いで、正社員は「1 割未満」、非正規雇用労働者は「9 割以上」が高くなって

いる。 
「3 割未満・計」（「1 割未満」「1 割～3 割未満」の合計）でみると、正社員で 50.4％、非

正規雇用労働者では 47.3％であり、約半数の企業を占めている。削減割合が高い「7 割以上・

n
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１
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３
割
未
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３
割
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５
割
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割
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７
割
未
満
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割
～

９
割
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満
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割
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上

無
回
答

３
割
未
満
・
計

３
～

７
割
未
満
・
計

７
割
以
上
・
計

合計（正社員） 1,136 25.2 17.5 9.2 6.3 9.5 26.6 5.8 42.7 15.4 36.1

＜シフト削減の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 501 17.8 16.4 12.2 8.0 11.2 31.1 3.4 34.1 20.2 42.3

売上、利用客の減少 564 7.8 17.7 9.6 8.5 15.2 37.4 3.7 25.5 18.1 52.7

取引先の休業 180 21.7 21.7 11.1 6.7 8.9 26.1 3.9 43.3 17.8 35.0

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 357 45.9 18.8 6.4 4.2 5.9 16.0 2.8 64.7 10.6 21.8

合計（非正規雇用労働者） 1,576 26.6 18.7 10.3 7.0 9.5 24.0 3.9 45.3 17.3 33.5

＜シフト削減の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 719 19.1 17.8 12.8 9.0 11.8 28.1 1.4 36.9 21.8 39.9

売上、利用客の減少 765 12.4 19.1 10.8 9.7 12.5 32.5 2.9 31.5 20.5 45.1

取引先の休業 256 24.2 26.6 10.2 7.0 9.0 20.7 2.3 50.8 17.2 29.7

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 435 45.7 19.5 7.1 4.4 7.4 14.0 1.8 65.3 11.5 21.4

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減した

ことがありますか」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、「あった」と回答した企業を対象に集計。「３割未満・

計」は、「１割未満」「１割～３割未満」の合計。「３～７割未満・計」は、「３割～５割未満」「５割～７割未満」の合計。「７割以上・

計」は「７割～９割」「９割以上」の合計。
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計」（「7 割～9 割」「9 割以上」の合計）でみると、正社員で 20.3％、非正規雇用労働者では

26.9％となっている。 
これをシフト削減理由別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、削減人数が少な

い「3 割未満・計」の割合は、「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」が 6 割前後と高く

なっている（「従業員に感染者や濃厚接触者が出たため」では、正社員、非正規雇用労働者と

もに、「1 割未満」の割合が最も高い）。削減人数が多い「7 割以上・計」で高いのは、「国や

地方自治体からの指示、要請への対応」「売上、利用客の減少」となっている（図表 2-2-22）。 
 

図表 2-2-22 「シフト制労働者」の出勤日数、労働時間数の削減割合（最大）（SA、単位＝％） 

 
 

〔1〕出勤日数、労働時間の削減をした「シフト制労働者」の削減人数割合、〔2〕「シフト

制労働者」の出勤日数、労働時間数の削減割合（最大）について、属性別にみたものが図表

2-2-23 である。 
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７
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合計（正社員） 1,136 23.2 27.3 14.8 8.4 5.3 15.1 6.1 50.4 23.2 20.3

＜シフト削減の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 501 17.6 25.9 15.6 10.4 6.4 21.8 2.4 43.5 25.9 28.1

売上、利用客の減少 564 11.3 31.9 16.7 8.7 8.2 19.3 3.9 43.3 25.4 27.5

取引先の休業 180 16.1 34.4 14.4 11.1 5.6 14.4 3.9 50.6 25.6 20.0

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 357 37.0 24.9 12.9 5.6 3.6 11.5 4.5 61.9 18.5 15.1

合計（非正規雇用労働者） 1,576 20.1 27.2 13.8 8.1 5.1 21.8 4.0 47.3 21.8 26.9

＜シフト削減の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 719 14.2 23.6 14.5 10.6 6.5 29.3 1.3 37.8 25.0 35.9

売上、利用客の減少 765 10.6 30.7 14.4 8.9 7.1 25.2 3.1 41.3 23.3 32.3

取引先の休業 256 14.8 30.9 17.6 7.4 4.7 22.3 2.3 45.7 25.0 27.0

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 435 33.1 25.1 13.3 7.1 3.7 15.2 2.5 58.2 20.5 18.9

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減した

ことがありますか」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、「あった」と回答した企業を対象に集計。「３割未満・

計」は、「１割未満」「１割～３割未満」の合計。「３～７割未満・計」は、「３割～５割未満」「５割～７割未満」の合計。「７割以上・

計」は「７割～９割」「９割以上」の合計。
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〔1〕出勤日数、労働時間の削減をした「シフト制労働者」の削減人数割合について、削減

人数が多い「7 割以上・計」の割合を業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、正社

員では、合計より 5 ポイント以上高い業種は、「運輸業、郵便業」「宿泊業、飲食サービス業」

「製造業」「卸売業、小売業」であり、非正規雇用労働者では、「宿泊業、飲食サービス業」

「運輸業、郵便業」「製造業」となっている。 
従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、規模が大きくなるほど「3 割

未満・計」の割合が高くなる一方で、規模が小さくなるほどおおむね「7 割以上・計」の割

合が高くなる傾向にある。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、

シフト制労働者の割合が 8 割以上において、「7 割以上・計」の割合が最も高い。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員では、「7 割以上・計」の割合は、「勤務日数や

勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」が 42.9％と最も高いが（n 数

が少ないことに留意）、いずれの区分も 4 割前後であり、区分間で大きな差はみられない。一

方、非正規雇用労働者では、「7 割以上・計」の割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まって

いる・決まっていないいずれのシフト制労働者もいる企業」で最も高くなっている。 
〔2〕「シフト制労働者」の出勤日数、労働時間数の削減割合（最大）について、削減割合

が高い「7 割以上・計」の割合を業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、正社員で

は、合計より 5 ポイント以上高い業種は、「宿泊業、飲食サービス業」であり、非正規雇用労

働者では、「宿泊業、飲食サービス業」「教育、学習支援業」となっている。 
従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、規模が大きくなるほど「3 割

未満・計」の割合が高くなる。 
従業員に占めるシフト制労働者の割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、

シフト制労働者の割合が低くなるほど、「3 割未満・計」の割合がおおむね高くなる一方で、

シフト制労働者の割合が高くなるほど、「7 割以上・計」の割合がおおむね高くなる傾向にあ

る。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「7 割以上・計」の

割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働者も

いる企業」で、他の区分に比べてやや高くなっている。 
 
（3）シフトを削減された労働者に対する「休業等に伴う手当」の支払い状況 

①シフトを削減された労働者に対する「休業等に伴う手当」の支払い状況 

調査では、「このシフトを削減された労働者に対して、休業等に伴う手当を支払いましたか」

と尋ねている。それによれば、休業等に伴う手当の支払い状況については、正社員で、「全員

に支払った」とする企業割合が 88.6％と 9 割弱を占め、「一部の労働者に支払った」は 4.0％、

「全く支払っていない」は 4.6％とそれぞれ少数である。非正規雇用労働者では、「全員に支
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払った」は 77.7％と 8 割弱を占め、「一部の労働者に支払った」は 9.0％、「全く支払ってい

ない」は 11.3％となっている。就業形態間を比較すると、正社員に比べ非正規雇用労働者の

方が、「全員に支払った」とする割合が低い一方で、「全く支払っていない」「一部の労働者に

支払った」の割合が高くなっている（図表 2-2-24）。 
 

図表 2-2-24 シフトを削減された労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況（SA、単位＝％） 

 
 

これを属性別にみたものが図表 2-2-25 である。シフト削減の理由別にみると、正社員、非

正規雇用労働者ともに、休業等に伴う手当を「全員に支払った」とする割合が最も高いこと

に違いはないものの、「全く支払っていない」「一部の労働者に支払った」の割合は、「従業員

に感染者や濃厚接触者が出たため」「国や地方自治体からの指示、要請への対応」で他の理由

よりもやや高くなっている。 
従業員規模別にみると、いずれの規模においても、休業等に伴う手当を「全員に支払った」

とする割合が最も高いことに違いはないが、1,000 人以上において「一部の労働者に支払っ

た」とする割合がやや高くなっている。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員では、区分間で休業等に伴う手当の支払い状況

の分布に大きな差はみられないが、非正規雇用労働者では、「全く支払っていない」の割合は、

「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」で 29.3％と最も

高くなっている。 
「シフト制労働者」の削減人数割合別にみると、削減人数割合が高いほど、正社員、非正

規雇用労働者いずれも、「全員に支払った」とする割合が高くなる傾向にある。 
「シフト制労働者」の出勤日数、労働時間数の削減割合別にみると、削減割合が高くなる

ほど、「全員に支払った」とする割合が高くなる傾向にある。 
なお、参考として、休業させた労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況別にみると、

正社員、非正規雇用労働者ともに、休業等に伴う手当を「全員に支払った」とする企業の 9
割前後が、シフトを削減された労働者に対しても休業等に伴う手当を「全員に支払った」と

していた。 
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11.3 

2.7 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員（n=1,136）

非正規雇用労働者（n=1,576）

全員に支払った 一部の労働者に支払った 全く支払っていない（全員に支払っていない場合に限る） 無回答

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）

を削減したことがありますか」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、「あった」と回答した企業を対象

に集計。
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図表 2-2-25 シフトを削減された労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況（SA、単位＝％） 

 

 
②シフトを削減された労働者に休業等に伴う手当を支払わなかった理由 

調査では、休業等に伴う手当を支払わなかった企業（「一部の労働者に支払った」「全く支

払っていない」を選択した企業）に対して、シフトを削減された労働者に休業等に伴う手当

を支払わなかった理由（複数回答）を尋ねている。 
それによれば、休業等に伴う手当を支払わなかった理由は、正社員では、「年次有給休暇を

取得してもらったから」とする企業割合が 56.1％と最も高く、次いで、「支払義務がないか

ら（シフトを削減した上でシフトを確定させたので、休業は発生していないと判断したから）」

が 19.4％、「支払わないことについて労働者と合意したから」が 10.2％、「ごく短期間の休業

だったから」が 8.2％などとなっている。 
一方、非正規雇用労働者は、「支払義務がないから（シフトを削減した上でシフトを確定さ

n
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回

答

合計 1,136 88.6 4.0 4.6 2.7 1,576 77.7 9.0 11.3 2.0

＜シフト削減の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 501 90.2 4.6 3.6 1.6 719 80.3 11.0 8.2 0.6

売上、利用客の減少 564 94.7 2.7 1.8 0.9 765 80.5 8.9 9.7 0.9

取引先の休業 180 91.7 2.8 3.9 1.7 256 80.9 10.2 7.8 1.2

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 357 85.7 8.1 5.3 0.8 435 76.1 12.6 10.3 0.9

＜従業員規模＞

１００人未満 56 85.7 1.8 5.4 7.1 67 71.6 7.5 17.9 3.0

１００～２９９人 586 89.9 3.1 4.3 2.7 747 79.8 6.8 11.4 2.0

３００～９９９人 336 89.3 3.0 5.1 2.7 510 77.3 8.0 12.4 2.4

１０００人以上 150 82.7 11.3 4.7 1.3 241 73.0 18.7 7.1 1.2

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働

者のみがいる企業
691 89.4 4.6 4.9 1.0 950 80.7 8.2 9.9 1.2

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まってい

ないいずれのシフト制労働者もいる企業
229 88.2 4.8 4.8 2.2 334 73.4 13.8 12.3 0.6

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労

働者のみがいる企業
35 85.7 2.9 5.7 5.7 99 61.6 9.1 29.3 -

＜出勤日数、労働時間の削減をした「シフト制労働

者」の削減人数割合＞

３割未満 485 83.5 7.4 8.5 0.6 714 73.2 10.1 16.1 0.6

３割～７割未満 175 95.4 2.9 1.7 - 272 77.9 9.6 12.5 -

７割以上 410 98.3 0.5 1.2 - 528 86.7 8.1 5.1 -

＜「シフト制労働者」の出勤日数、労働時間数の削

減割合（最大）＞

３割未満 573 86.9 6.1 6.8 0.2 745 74.6 9.5 15.6 0.3

３割～７割未満 263 95.1 2.3 2.7 - 344 81.4 8.1 10.5 -

７割以上 231 97.8 1.3 0.9 - 424 84.4 9.7 5.9 -

＜休業させた労働者に対する「休業等に伴う手当」

の支払い状況（※2）＞

全員に支払った 992 93.8 1.7 1.4 3.1 1,306 87.4 4.8 5.7 2.1

一部の人に支払った 71 53.5 38.0 8.5 - 111 21.6 64.9 12.6 0.9

支払わなかった 20 5.0 5.0 90.0 - 55 5.5 7.3 87.3 -

※2：表側の「休業させた労働者に対する「休業等に伴う手当」の支払い状況」は、新型コロナウイルス感染症の発生、感染拡大期（2020年1月

～調査時点）における労働者に休業を命じたことがある企業における、休業させた労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況(問5付問3)で

クロス集計している。

正社員 非正規雇用労働者

※1：「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減した

ことがありますか」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、「あった」と回答した企業を対象に集計。
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せたので、休業は発生していないと判断したから）」とする企業割合が 50.9％と最も高く、

次いで、「年次有給休暇を取得してもらったから」が 32.8％、「支払わないことについて労働

者と合意したから」が 12.5％、「ごく短期間の休業だったから 」が 9.1％などとなっている。 
就業形態間を比較すると、非正規雇用労働者に比べ正社員の方が、「年次有給休暇を取得し

てもらったから」の割合が高く、正社員に比べ非正規雇用労働者の方が、「支払義務がないか

ら（シフトを削減した上でシフトを確定させたので、休業は発生していないと判断したから）」

の割合が高い（図表 2-2-26）。 
これをシフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「支払義務が

ないから（シフトを削減した上でシフトを確定させたので、休業は発生していないと判断し

たから）」の割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる企業」

で最も低くなっている。一方、とくに非正規雇用労働者において、「支払義務がないから（シ

フトを削減した上でシフトを確定させたので、休業は発生していないと判断したから）」の割

合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働者もい

る企業」「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」で 5 割

台と高くなっている。また、「年次有給休暇を取得してもらったから」は、正社員、非正規雇

用労働者ともに、「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる企業」で

最も割合が高い（n 数が少ないことに留意）（図表 2-2-27）。 
 

図表 2-2-26 シフトを削減された労働者に休業等に伴う手当を支払わなかった理由（MA、単位＝％） 

 

 

19.4 

10.2 

3.1 

0.0 

0.0 

3.1 

8.2 

56.1 

28.6 

5.1 

50.9 

12.5 

5.6 

2.5 

2.5 

2.8 

9.1 

32.8 

20.3 

2.5 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

支払義務がないから（シフトを削減した上でシフトを確定させたので、休業は

発生していないと判断したから）

支払わないことについて労働者と合意したから

会社の経営が厳しいから

シフト制労働者は、家計補助者が大半だから

シフト制労働者は、自社の仕事だけで生計を立てている人が少ないから

他の代償措置を講じたから（ボーナスの上乗せなど）

ごく短期間の休業だったから

年次有給休暇を取得してもらったから

その他

無回答
正社員（n=98）

非正規雇用労働者（n=320）

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減したことがありますか」の

設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、「あった」と回答した企業のうち、シフトを削減された労働者に対して、休業等に伴う手当の支払い

を「一部の労働者に支払った」「全く支払っていない（全員に支払っていない場合に限る」と回答した企業を対象に集計。
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図表 2-2-27 シフトを削減された労働者に休業等に伴う手当を支払わなかった理由（MA、単位＝％） 

 
 
（4）シフトを削減された労働者に対して休業等に伴う手当を支払った企業における雇用調整助成金

の申請状況 

①雇用調整助成金の申請状況と雇用調整助成金の特例措置の影響 

シフトを削減された労働者に対する休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の労働者

に支払った」とする企業（シフトを削減された労働者に対して休業等に伴う手当を支払った

企業）に雇用調整助成金の申請 11状況を尋ねたところ、「支払った手当の全額について申請し

た」が正社員で 59.1％、非正規雇用労働者では 53.4％、「一部のみ申請した」が正社員で 14.9％、

非正規雇用労働者では 17.6％となっており、「申請しなかった」は、正社員で 22.7％、非正

規雇用労働者では 25.6％となっている。「雇用調整助成金の申請を行った企業」（「支払った

手当の全額について申請した」と「一部のみ申請した」の合計）は、正社員で 74.0％、非正

規雇用労働者では 71.0％となっている。 
就業形態間を比較すると、非正規雇用労働者に比べ正社員の方が「支払った手当の全額に

ついて申請した」の割合がやや高い一方で、正社員に比べ非正規雇用労働者の方が「一部の

み申請した」「申請しなかった」の割合がわずかに高い（図表 2-2-28）。 
雇用調整助成金を「支払った手当の全額について申請した」「一部のみ申請した」とする企

業（雇用調整助成金の申請を行った企業）に対して、休業等に伴う手当の労働者への支払に

関して、雇用調整助成金の特例措置が講じられていることはどの程度影響したかを尋ねたと

ころ（以下、「雇用調整助成金の特例措置の影響」という）、正社員、非正規雇用労働者とも

に、「特例措置が実施されたことによって、支払額や支払対象者が増加した部分がある」とす

                                                
11 調査票では、「雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当を支払う場合、その一部を助成する制度で、特

例措置により助成率及び上限額の引き上げを行っています」と注記（本調査の依頼状の裏面で「緊急対応期間中

の雇用調整助成金の特例措置の内容」も参照のため記載（当該記載内容は本報告書の 104 頁に収録）。 
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正社員 計 98 19.4 10.2 3.1 - - 3.1 8.2 56.1 28.6 5.1

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制

労働者のみがいる企業
66 18.2 12.1 3.0 - - 1.5 7.6 59.1 34.8 0.0

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっ

ていないいずれのシフト制労働者もいる企業
22 22.7 4.5 4.5 - - 9.1 13.6 50.0 13.6 13.6

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト

制労働者のみがいる企業
3 33.3 - - - - - - 33.3 - 33.3

非正規雇用労働者　計 320 50.9 12.5 5.6 2.5 2.5 2.8 9.1 32.8 20.3 2.5

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制

労働者のみがいる企業
172 46.5 14.0 4.7 1.2 2.9 2.9 9.9 37.8 23.8 1.2

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっ

ていないいずれのシフト制労働者もいる企業
87 57.5 6.9 9.2 3.4 2.3 3.4 6.9 28.7 12.6 5.7

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト

制労働者のみがいる企業
38 55.3 18.4 - 7.9 2.6 - 7.9 21.1 18.4 2.6

シ

フ

ト

制

労

働

者

の

区

分

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減したことがありますか」の設問において、

正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、「あった」と回答した企業のうち、シフトを削減された労働者に対して、休業等に伴う手当の支払いを「一部の労働者に支払った」

「全く支払っていない（全員に支払っていない場合に限る」と回答した企業を対象に集計。
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る企業が 5 割弱と最も割合が高い。「特例措置が実施されなければ、そもそも手当の支払を

する予定はなかった」とする企業も正社員が 6.2％、非正規雇用労働者が 7.2％あった。「手

当の支払は元々実施する予定であり、特例措置の有無や内容に影響された部分はない」は 4
割程度だった（図表 2-2-29）。 
 
図表 2-2-28 シフトを削減された労働者に対して休業等

に伴う手当を支払った企業における雇用調整助成金の

申請状況（SA、単位＝％） 

図表 2-2-29 雇用調整助成金の申請を行った企業にお

ける雇用調整助成金の特例措置の影響（SA、単位＝％） 

 

 
 
②属性別にみた雇用調整助成金の申請状況 

雇用調整助成金の申請状況を属性別にみたものが図表 2-2-30 である。それによれば、シフ

ト削減の理由（複数回答）別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、雇用調整助成金

の申請を行った企業の割合（「支払った手当の全額について申請した」と「一部のみ申請した」

の合計）は、「売上、利用客の減少」が 9 割程度と高い一方で、「従業員に感染者や濃厚接触

者が出たため」では 5 割程度と低くなっている。 
従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、規模が小さくなるほど、「支払

った手当の全額について申請した」の割合が高くなる一方で、規模が大きくなるほど「一部

のみ申請した」の割合が高くなる傾向にある。 
シフト制労働者の区分別にみると、正社員では、「支払った手当の全額について申請した」

の割合は、「勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制労働者のみがいる企業」で最も

59.1 

53.4 

14.9 

17.6 

22.7 

25.6 

3.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員

（n=1,053）

非正規雇用労働者

（n=1,366）

支払った手当の全額について申請した

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月

以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減したこ

とがありますか」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれ

について、「あった」と回答した企業のうち、シフトを削減された労働

者に対して、休業等に伴う手当の支払いを「全員に支払った」「一部の

労働者に支払った」と回答した企業を対象に集計。

42.4 

43.8 

49.7 

47.6 

6.2 

7.2 

1.8 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員（n=779）

非正規雇用労働者

（n=969）

手当の支払は元々実施する予定であり、特例措置の有無や内容に影

響された部分はない

特例措置が実施されたことによって、支払額や支払対象者が増加し

た部分がある

特例措置が実施されなければ、そもそも手当の支払をする予定はな

かった

無回答

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１

月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減し

たことがありますか」の設問において、正社員、非正規雇用労働者そ

れぞれについて、「あった」と回答した企業のうち、シフトを削減さ

れた労働者に対して、休業等に伴う手当の支払いを「全員に支払っ

た」「一部の労働者に支払った」と回答した企業で、この休業等に伴

う手当の支払いに際して、雇用調整助成金の申請を「支払った手当の

全額について申請した」「一部のみ申請した」を対象に集計。
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高く、次いで、「勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労

働者もいる企業」「勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労働者のみがいる企業」の

順となっている。一方、非正規雇用労働者では、「支払った手当の全額について申請した」の

割合は、いずれも 5 割台であり、区分によって、分布に大きな差はみられない。 
「シフト制労働者」の削減人数割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、削

減人数割合が高いほど、「支払った手当の全額について申請した」とする割合が高くなる一方

で、「申請しなかった」の割合が低くなる傾向にある。また、「シフト制労働者」の出勤日数、

労働時間数の削減割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、削減割合が高くなる

ほど、「支払った手当の全額について申請した」とする割合が高くなる一方で、「申請しなか

った」の割合が低くなる傾向にある。 
 

図表 2-2-30 シフトを削減された労働者に対して休業等に伴う手当を支払った企業における雇用調整助成金の申請状

況（SA、単位＝％） 

 
 
③雇用調整助成金の申請を行った企業における雇用調整助成金の特例措置の影響 

雇用調整助成金の特例措置の影響を属性別にみたものが図表 2-2-31 である。 
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合計 1,053 59.1 14.9 22.7 3.3 74.0 1,366 53.4 17.6 25.6 3.4 71.0

＜シフト削減の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 475 63.8 17.9 14.7 3.6 81.7 656 55.3 19.8 21.6 3.2 75.1

売上、利用客の減少 549 77.4 16.2 4.4 2.0 93.6 684 70.6 18.4 8.3 2.6 89.0

取引先の休業 170 62.9 19.4 14.1 3.5 82.3 233 54.9 25.8 15.5 3.9 80.7

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 335 37.3 14.3 43.3 5.1 51.6 386 37.6 18.7 38.6 5.2 56.3

＜従業員規模＞

１００人未満 49 69.4 6.1 22.4 2.0 75.5 53 62.3 7.5 28.3 1.9 69.8

１００～２９９人 545 62.4 12.3 21.8 3.5 74.7 647 58.6 13.9 23.5 4.0 72.5

３００～９９９人 310 57.7 15.2 24.8 2.3 72.9 435 49.9 18.6 29.2 2.3 68.5

１０００人以上 141 45.4 27.7 22.0 5.0 73.1 221 42.1 29.0 24.9 4.1 71.1

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制

労働者のみがいる企業
650 58.2 12.9 26.0 2.9 71.1 845 54.1 14.9 27.7 3.3 69.0

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まっ

ていないいずれのシフト制労働者もいる企業
213 62.9 21.1 12.7 3.3 84.0 291 52.6 25.1 19.9 2.4 77.7

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト

制労働者のみがいる企業
31 71.0 25.8 - 3.2 96.8 70 51.4 22.9 22.9 2.9 74.3

＜出勤日数、労働時間の削減をした「シフト制

労働者」の削減人数割合＞

３割未満 441 37.4 15.2 42.9 4.5 52.6 595 34.8 17.3 43.2 4.7 52.1

３割～７割未満 172 65.7 19.8 11.0 3.5 85.5 238 63.9 22.7 12.2 1.3 86.6

７割以上 405 79.8 12.8 5.4 2.0 92.6 501 70.3 16.0 10.8 3.0 86.3

＜「シフト制労働者」の出勤日数、労働時間数

の削減割合（最大）＞

３割未満 533 48.4 15.2 33.4 3.0 63.6 627 43.1 15.9 36.8 4.1 59.0

３割～７割未満 256 65.2 15.6 14.5 4.7 80.8 308 59.1 17.9 19.8 3.2 77.0

７割以上 229 78.2 14.8 4.8 2.2 93.0 399 64.7 20.6 12.3 2.5 85.3

正社員 非正規雇用労働者

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減したことがあります

か」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、「あった」と回答した企業のうち、シフトを削減された労働者に対して、休業等に伴う

手当の支払いを「全員に支払った」「一部の労働者に支払った」と回答した企業を対象に集計。「雇用調整助成金の申請を行った企業の割合」は、「支払っ

た手当の全額について申請した」と「一部のみ申請した」の合計
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シフト削減の理由（複数回答）別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「特例措置

が実施されたことによって、支払額や支払対象者が増加した部分がある」とする企業割合は、

「売上、利用客の減少」で 55％程度と最も高くなっている。 
 

図表 2-2-31 雇用調整助成金の申請を行った企業における雇用調整助成金の特例措置の影響（SA、単位＝％） 

 
 
従業員規模別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、「特例措置が実施されたこと

によって、支払額や支払対象者が増加した部分がある」とする割合は、「300～999 人」「100
～299 人」で他の規模に比べて 5 割前後で最も高い。 

シフト制労働者の区分別にみると、正社員、非正規雇用労働者ともに、「特例措置が実施さ

れたことによって、支払額や支払対象者が増加した部分がある」「特例措置が実施されなけれ

ば、そもそも手当の支払をする予定はなかった」とする企業割合は、「勤務日数や勤務時間数

が決まっている・決まっていないいずれのシフト制労働者もいる企業」において、他の区分

に比べてやや高くなっている。 
雇用調整助成金の申請状況別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、「一部のみ申
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合計 779 42.4 49.7 6.2 1.8 969 43.8 47.6 7.2 1.4

＜シフト削減の理由（MA）＞

国や地方自治体からの指示、要請への対応 388 42.3 50.3 5.4 2.1 493 43.6 48.5 6.5 1.4

売上、利用客の減少 514 35.6 55.1 7.6 1.8 609 36.0 55.2 7.6 1.3

取引先の休業 140 48.6 47.9 2.9 0.7 188 50.5 41.0 8.0 0.5

従業員に感染者や濃厚接触者が出たため 173 44.5 45.1 7.5 2.9 217 47.9 43.3 6.0 2.8

＜従業員規模＞

１００人未満 37 40.5 45.9 5.4 8.1 37 45.9 37.8 10.8 5.4

１００～２９９人 407 41.0 50.4 7.1 1.5 469 42.0 47.8 8.7 1.5

３００～９９９人 226 41.6 52.2 4.9 1.3 298 42.3 53.0 4.0 0.7

１０００人以上 103 49.5 43.7 5.8 1.0 157 50.3 40.1 8.3 1.3

＜シフト制労働者の区分＞

勤務日数や勤務時間数が決まっているシフト制労

働者のみがいる企業
462 43.9 49.6 5.6 0.9 583 45.5 46.8 7.0 0.7

勤務日数や勤務時間数が決まっている・決まって

いないいずれのシフト制労働者もいる企業
179 35.8 52.5 8.9 2.8 226 36.7 52.2 9.3 1.8

勤務日数や勤務時間数が決まっていないシフト制

労働者のみがいる企業
30 46.7 43.3 3.3 6.7 52 42.3 50.0 3.8 3.8

＜雇用調整助成金の申請状況＞

支払った手当の全額について申請した 622 40.0 51.4 6.6 1.9 729 41.4 49.5 7.4 1.6

一部のみ申請した 157 51.6 42.7 4.5 1.3 240 50.8 41.7 6.7 0.8

＜出勤日数、労働時間の削減をした「シフト制労

働者」の削減人数割合＞

３割未満 232 53.9 38.4 5.6 2.2 310 53.2 38.1 7.1 1.6

３割～７割未満 147 46.3 45.6 7.5 0.7 206 50.5 40.8 7.8 1.0

７割以上 375 33.3 58.9 6.4 1.3 432 33.8 57.6 7.4 1.2

＜「シフト制労働者」の出勤日数、労働時間数の

削減割合（最大）＞

３割未満 339 47.2 44.5 6.2 2.1 370 50.3 40.5 7.6 1.6

３割～７割未満 207 43.0 49.8 7.2 - 237 45.1 48.1 6.8 -

７割以上 213 33.3 59.2 5.2 2.3 340 35.9 55.9 7.1 1.2

正社員 非正規雇用労働者

※「今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減したことがあります

か」の設問において、正社員、非正規雇用労働者それぞれについて、「あった」と回答した企業のうち、シフトを削減された労働者に対して、休業等に伴う

手当の支払いを「全員に支払った」「一部の労働者に支払った」と回答した企業で、この休業等に伴う手当の支払いに際して、雇用調整助成金の申請を「支

払った手当の全額について申請した」「一部のみ申請した」を対象に集計。



 

－66－ 

請した」に比べて「支払った手当の全額について申請した」とする企業の方が、「特例措置が

実施されたことによって、支払額や支払対象者が増加した部分がある」の割合がやや高い。 
「シフト制労働者」の削減人数割合別にみると、正社員、非正規雇用労働者いずれも、削

減人数割合が高いほど、「特例措置が実施されたことによって、支払額や支払対象者が増加し

た部分がある」とする割合が高い。 
「シフト制労働者」の出勤日数、労働時間数の削減割合別にみると、正社員、非正規雇用

労働者いずれも、削減割合が高くなるほど、「特例措置が実施されたことによって、支払額や

支払対象者が増加した部分がある」とする割合が高い。 
 
３．休業手当等の規定、算定方法について 

3-1．休業手当等の規定について 

現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）に、労基法第 26 条の休業手当 12について

規定があるか（以下、「労基法第 26 条の休業手当規定の有無」という）については、「規定が

ある」が 56.9％、「規定はないが支払うことがある」が 27.0％、「休業手当の支払いは想定し

ておらず規定もない」が 14.7％となっている（図表 2-3-1）。 
労基法第 26 条の休業手当について、「規定がある」「規定はないが支払うことがある」とす

る企業に対して、労基法第 26 条の休業手当について、どのような場合に支払うことになっ

ているか（複数回答、以下、「休業手当を支払う事由」という）を尋ねたところ、「使用者の

都合により労働者を休業させた場合」が 91.8％とほとんどの企業が支払い事由としており、

次いで、「事業運営上の事情 13により労働者を休業させた場合」が 50.1％と半数を占め、「天

候不良や災害などによって営業ができず、労働者を休業させた場合」は 34.0％となっている

（図表 2-3-2）。 
労基法第 26 条の休業手当規定の有無について属性別にみたものが図表 2-3-3 である。 
従業員規模別にみると、労基法第 26 条の休業手当の「規定がある」とする割合は、いずれ

の規模においても 5 割台である。従業員規模が大きくなるほど、「規定はないが支払うこと

がある」の割合はやや高くなり、規模が小さくなるほど「休業手当の支払いは想定しておら

ず規定もない」の割合がやや高くなる。 
「規定がある」とする割合を業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、合計より 5

ポイント以上高い業種は、「製造業」「建設業」「運輸業、郵便業」「サービス業（他に分類さ

れないもの）」となっている。 

                                                
12 調査票では、「「労働基準法第 26 条の休業手当」とは「使用者の責に帰すべき事由」により休業となった場

合に労働者に対する手当の支払について定めているものを指します。労働者を休業させた場合に手当を支給する

規定があり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合も含まれているような場合には、「規定がある」

に御回答ください」と注記している。 
13 調査票では、「「事業運営上の事情」とは、例えば原材料の不足、取引先や顧客の事情、利用客の減少といっ

た、事業の運営上の都合は全て該当します」と注記している。 



 

－67－ 

図表 2-3-1 現在の就業規則（賃金規程など別規程含

む）における労基法第 26 条の休業手当についての規

定状況（SA、単位＝％） 

図表 2-3-2 労基法第 26 条の休業手当を支払う事由

（MA、単位＝％） 

 

 

 

 

図表 2-3-3 現在の就業規則（賃金規程など別規程含む）における労基法第 26 条の休業手当についての規定状況

（SA、単位＝％） 
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「規定はないが支払うことがある」とする企業を対象に集計。
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合計 7,797 56.9 27.0 14.7 1.4

＜従業員規模＞

１００人未満 393 55.5 23.2 20.1 1.3

１００～２９９人 4,583 57.2 25.7 15.6 1.5

３００～９９９人 2,073 56.4 29.1 13.0 1.5

１０００人以上 686 56.7 30.6 12.0 0.7

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 4 25.0 50.0 - 25.0

建設業 341 63.6 18.8 16.1 1.5

製造業 1,552 67.9 23.9 6.8 1.4

電気・ガス・熱供給・水道業 29 51.7 17.2 31.0 -

情報通信業 226 59.7 19.9 17.3 3.1

運輸業、郵便業 589 63.3 23.4 11.2 2.0

卸売業、小売業 1,104 59.2 26.3 13.0 1.4

金融業、保険業 145 38.6 24.8 34.5 2.1

不動産、物品賃貸業 67 53.7 22.4 23.9 -

学術研究、専門・技術サービス業 111 56.8 21.6 21.6 -

宿泊業、飲食サービス業 320 60.6 30.9 6.6 1.9

生活関連サービス業、娯楽業 178 56.2 33.1 10.1 0.6

教育、学習支援業 341 26.7 36.1 36.7 0.6

医療、福祉 1,815 48.3 32.3 18.1 1.3

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 97 36.1 37.1 25.8 1.0

サービス業（他に分類されないもの） 813 61.9 24.1 12.5 1.5

その他 65 46.2 20.0 33.8 -

※表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において、「規定がある」で、合計より5ポイント以上高い数値

に網。



 

－68－ 

また、労基法第 26 条の休業手当を支払う事由について属性別にみたものが図表 2-3-4 で

ある。労基法第 26 条の休業手当規定の有無別にみると、規定の有無にかかわらず、「使用者

の都合により労働者を休業させた場合」が 9 割、「事業運営上の事情により労働者を休業さ

せた場合」が 5 割前後、「天候不良や災害などによって営業ができず、労働者を休業させた場

合」が 3 割台となっている。両者を比較すると、「規定がある」に比べて、「規定はないが支

払うことがある」とする企業の方が「事業運営上の事情により労働者を休業させた場合」「天

候不良や災害などによって営業ができず、労働者を休業させた場合」の割合がわずかに高い。 
従業員規模別にみると、「天候不良や災害などによって営業ができず、労働者を休業させた

場合」は、100 人以上に比べて 100 人未満の方が割合は低い。 
業種（n=30 以上、「その他」除く）別にみると、各項目で合計より 5 ポイント以上高い業

種では、「事業運営上の事情により労働者を休業させた場合」が「製造業」「生活関連サービ

ス業、娯楽業」となっている。「天候不良や災害などによって営業ができず、労働者を休業さ

せた場合」では、「金融業、保険業」「卸売業、小売業」「製造業」「複合サービス事業（郵便

局、農業組合など）」｢学術研究、専門・技術サービス業｣となっている。 
 

図表 2-3-4 労基法第 26 条の休業手当を支払う事由（MA、単位＝％） 
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答

合計 6,535 91.8 50.1 34.0 0.9 0.8 2.0 2.4

＜労基法第26条の休業手当規定の有無＞

規定がある 4,433 92.5 47.9 32.5 0.7 0.8 1.9 2.6

規定はないが支払うことがある 2,102 90.4 54.6 37.3 1.1 0.9 2.1 1.9

＜従業員規模＞

１００人未満 309 84.1 49.2 25.9 0.6 0.3 2.6 3.9

１００～２９９人 3,801 92.2 50.4 34.4 0.7 0.6 2.1 2.0

３００～９９９人 1,773 92.3 48.7 34.5 1.1 1.1 2.0 2.5

１０００人以上 599 92.7 54.3 35.4 1.3 2.0 0.5 3.0

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 3 100.0 33.3 66.7 - - - -

建設業 281 90.0 46.6 37.0 0.4 0.4 2.1 2.8

製造業 1,425 92.9 61.8 40.8 0.4 0.4 1.3 2.2

電気・ガス・熱供給・水道業 20 100.0 55.0 40.0 - - 5.0 -

情報通信業 180 96.7 55.0 36.7 0.6 0.6 2.2 2.2

運輸業、郵便業 511 89.4 50.1 28.0 0.6 0.2 1.8 2.7

卸売業、小売業 944 93.1 48.0 40.9 1.1 0.8 1.7 2.1

金融業、保険業 92 91.3 34.8 41.3 - 1.1 3.3 3.3

不動産、物品賃貸業 51 92.2 47.1 33.3 - - 3.9 -

学術研究、専門・技術サービス業 87 92.0 48.3 39.1 - - 4.6 4.6

宿泊業、飲食サービス業 293 92.8 51.2 28.0 4.4 3.4 1.0 1.4

生活関連サービス業、娯楽業 159 93.7 59.7 36.5 0.6 1.3 0.6 -

教育、学習支援業 214 88.8 42.1 37.9 2.8 2.3 3.7 2.3

医療、福祉 1,462 89.9 39.5 24.5 0.3 0.8 2.8 2.6

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 71 93.0 38.0 40.8 2.8 1.4 - 5.6

サービス業（他に分類されないもの） 699 92.6 54.2 32.0 1.1 1.3 1.6 2.6

その他 43 93.0 55.8 30.2 - - 2.3 2.3

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）において、労基法第26条の休業手当規定の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが支払うこ

とがある」とする企業を対象に集計。表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において、各項目で合計より5ポイント以上高い数値に網。
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調査では、「労基法第 26 条の休業手当について、例えば 1 か月間などのまとまった期間休

業させる場合に、本来所定労働日ではない休日（シフト制の場合でシフトが作成されておら

ず、所定労働日として決まっていない日を含む）も含めて、休業手当を支払うことになって

いるかを尋ねており、これをまとめたものが図表 2-3-5 である。 
それによれば、「所定労働日ではない休日は、労基法第 26 条の休業手当の支払対象となる

ことはない」が 75.3％とほとんどを占め、次いで、「所定労働日ではない休日でも、労基法第

26 条の休業手当の支払対象となる場合がある」が 12.1％、「所定労働日ではない休日につい

ても、一律に労基法第 26 条の休業手当を支払っている」が 6.7％となっている。 
これを労基法第 26 条の休業手当規定の有無別にみると、規定の有無によって、所定労働

日ではない休日を支払対象とするかについてほとんど差はみられず、いずれも、「所定労働日

ではない休日は、労基法第 26 条の休業手当の支払対象となることはない」が 7 割台と最も

高くなっている。 
従業員規模別にみても、「所定労働日ではない休日は、労基法第 26 条の休業手当の支払対

象となることはない」が 7 割台と最も高く、規模によって分布に大きな差はみられない。 
 

図表 2-3-5 労基法第 26 条の休業手当について、本来所定労働日ではない休日も含めて、休業手当を支払うことにな

っているか（SA、単位＝％） 

 
 

3-2．労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法 

調査では、労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法の規定状況（複数の算定方法が

ある場合は、正社員の就業規則等の規定）について尋ねている。また、規定内容（「1．平均

賃金の 60％以上」の場合、「2．1 日当たりの賃金額の 60％以上」の場合）ごとに規定されて

いる具体的な割合についても尋ねている（選択肢 1、2 については、次のように調査票で注記

している）。 
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合計 6,535 75.3 12.1 6.7 5.9

＜労基法第26条の休業手当規定の有無＞

規定がある 4,433 74.5 11.9 7.8 5.8

規定はないが支払うことがある 2,102 77.1 12.5 4.2 6.2

＜従業員規模＞

１００人未満 309 76.7 11.0 6.5 5.8

１００～２９９人 3,801 74.6 12.5 7.2 5.7

３００～９９９人 1,773 75.3 12.1 6.4 6.1

１０００人以上 599 79.5 10.9 3.8 5.8

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）において、労基法第26条の休業手当規定の有無について、

「規定がある」、または、「規定はないが支払うことがある」とする企業を対象に集計。
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【選択肢 1、2】については、以下の注をご覧ください。 

※1：選択肢１の「平均賃金」とは、労基法第 12 条の「平均賃金」（過去 3 か月分の賃金）を基に、 基本

的には暦日数で除して算出したものです。 

※2：選択肢２の「1 日当たりの賃金額」とは、実際に労働した場合に支払われる賃金や、実際に支払われ

た賃金を労働日数で除して算出したものです。 

 
以下の集計では、労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法の規定状況をみたものが

図表 2-3-6 であり、「平均賃金の 60％以上」の場合の具体的割合を示したものが図表 2-3-7、
「1 日当たりの賃金額の 60％以上」の場合の具体的割合を示したものが図表 2-3-8 である。 

図表 2-3-6 によれば、労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法は、「平均賃金の 60％
以上」が 54.8％と最も高く、次いで、「通常どおりの賃金を、減額せずに支給する」が 20.3％、

「1 日当たりの賃金額の 60％以上」が 14.1％などとなっている。 
これを労基法第 26 条の休業手当規定の有無別にみると、「規定がある」企業では、「平均賃

金の 60％以上」が 62.6％、「1 日当たりの賃金額の 60％以上」が 13.8％、「通常どおりの賃

金を、減額せずに支給する」が 15.1％となっている。一方、「規定はないが支払うことがあ

る」企業では、「平均賃金の 60％以上」が 38.2％、「1日当たりの賃金額の 60％以上」が 14.9％、

「通常どおりの賃金を、減額せずに支給する」が 31.4％となっている。 
両者を比較すると、「規定はないが支払うことがある」に比べて「規定がある」の方が「平

均賃金の 60％以上」の割合が高い。一方、「規定がある」に比べて、「規定はないが支払うこ

とがある」とする企業の方が「通常どおりの賃金を、減額せずに支給する」の割合が高い。 
調査では、「平均賃金の 60％以上」の場合と「1 日当たりの賃金額の 60％以上」の場合の

具体的な数値回答を求めている。 
「平均賃金の 60％以上」の場合の具体的な割合としては、「60～70％未満」が 84.3％と最

も割合が高く、大半を占めている（平均値 62.5％、中央値 60％）。これを労基法第 26 条の

休業手当規定の有無別にみても、規定の有無で分布に差はみられない（「規定がある」（平均

値 62.3％、中央値 60％）、「規定はないが支払うことがある」（平均値 63.3％、中央値 60％））

（図表 2-3-7）。 
「1 日当たりの賃金額の 60％以上」の場合の具体的な割合としては、「60～70％未満」が

58.3％、「80～90％未満」が 17.7％、「90～100％」が 12.8％、「70～80％未満」が 4.6％とな

っている（平均値 69.4％、中央値 60％）。これを労基法第 26 条の休業手当規定の有無別に

みても、規定の有無で分布に差はみられない（「規定がある」（平均値 68.7％、中央値 60％）、

「規定はないが支払うことがある」（平均値 70.7％、中央値 60％））（図表 2-3-8。参考とし

て、これらの労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法について、属性別に集計したも

のが図表 2-3-9）。 
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図表 2-3-6 労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法の規定状況（SA、単位＝％） 

 
 

図表 2-3-7 労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法の具体的な割合〈平均賃金の 60％以上の場合〉（単位

＝％） 

 
 

図表 2-3-8 労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法の具体的な割合〈1 日当たりの賃金額の 60％以上の場

合〉（単位＝％） 
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14.1 

13.8 

14.9 
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15.1 

31.4 

4.0 

2.4 

7.3 

6.8 

6.1 

8.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（n=6,535）

＜労基法第26条の休業手当規定の有無＞

規定がある（n=4,433）

規定はないが支払うことがある

（n=2,102）

平均賃金の６０％以上 １日当たりの賃金額の６０％以上 通常どおりの賃金を、減額せずに支給する その他 無回答

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）において、労基法第26条の休業手当規定の有無について、「規定がある」、または、「規定は

ないが支払うことがある」とする企業を対象に集計。

84.3 

85.0 

81.8 

1.1 

1.1 

1.4 

3.2 

3.2 

3.0 

4.1 

3.6 

5.7 

7.4 

7.1 

8.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（n=3,578）

【平均値62.5％、中央値60％】

＜労基法第26条の休業手当規定の有無＞

規定がある（n=2,775）

【平均値62.3％、中央値60％】

規定はないが支払うことがある（n=803）

【平均値63.3％、中央値60％】

６０～７０％未満 ７０～８０％未満 ８０～９０％未満 ９０～１００％ 無回答

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）において、労基法第26条の休業手当規定の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが

支払うことがある」とする企業のうち、労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法が「平均賃金の６０％以上」とする企業を対象に集計。

58.3 

59.0 

56.9 

4.6 

4.1 

5.4 

17.7 

18.0 

16.9 

12.8 

10.8 

16.6 

6.7 

8.0 

4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（n=923）

【平均値69.4％、中央値60％】

＜労基法第26条の休業手当規定の有無＞

規定がある（n=610）

【平均値68.7％、中央値60％】

規定はないが支払うことがある（n=313）

【平均値70.7％、中央値60％】

６０～７０％未満 ７０～８０％未満 ８０～９０％未満 ９０～１００％ 無回答

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）において、労基法第26条の休業手当規定の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが

支払うことがある」とする企業のうち、労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法が「１日当たりの賃金額の６０％以上」とする企業を対象に集

計。
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７ ０ ～ ８ ０ ％ 未 満
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手
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額
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算

定
方
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（
単

位
＝

％
）

①
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基
法

第
２

６
条

の
休

業
手

当
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支
払

額
の
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定

方
法

の
具

体
的
な
割
合

〈
平

均
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の
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％
以

上
の

場
合

〉

②
労
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２
６
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休
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手
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の
支
払
額
の
算
定
方
法
の
具
体
的
な
割
合

〈
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当
た
り
の
賃
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額
の
６
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％
以
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合
〉

※
「
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基
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第
2
6
条
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休
業
手
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支
払
額
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算
定
方
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」
は
、
現
在
の
就
業
規

則
（

賃
金

規
程

な
ど

別
規

程
を

含
む

）
に

お
い

て
、

労
基

法
第

2
6
条

の
休

業
手

当
規

定
の

有
無

に
つ

い
て

、
「

規
定
が
あ
る
」
、
ま
た
は
、
「
規
定
は
な
い
が
支
払
う
こ
と
が
あ
る
」
と
す
る
企
業
を
対
象
に
集

計
。
①
は
、
そ
の
算
定
方
法
が
「
平
均
賃
金
の
６
０
％
以
上
」
と
す
る
企
業
を
対

象
に

集
計

。
②

は
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そ
の
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定

方
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が
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当
た

り
の

賃
金

額
の

６
０

％
以

上
」

と
す

る
企

業
を

対
象

に
集
計
。

労
基
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２
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の

休
業

手
当

の
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払
額

の
算

定
方

法

(
S
A
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3-3．労基法第 26 条の休業手当で非正規雇用労働者を対象とした規定 

調査では、労基法第 26 条の休業手当に関する規定では、正社員とは別に、非正規雇用労働

者（有期契約労働者、短時間労働者等）を対象とした規定があるかについても尋ねている。

それによれば、「正社員と非正規雇用労働者に同じ内容の規定が適用される（正社員の規定が

準拠される場合を含む）」が 61.2％であり、「非正規雇用労働者を対象とした規定はない」が

18.8％、「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定がある」が

12.2％となっている（図表 2-3-10）。 
 

図表 2-3-10 労基法第 26 条の休業手当で非正規雇用労働者を対象とした規定の有無（SA、単位＝％） 

 
 

「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定がある」場合の非正

規雇用労働者を対象とする労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法の規定状況をみた

ものが図表 2-3-11 である。また、規定内容（「1．平均賃金の 60％以上」の場合、「2．1 日当

たりの賃金額の 60％以上」の場合）ごとに規定されている具体的な割合についても尋ねてお

り、「平均賃金の 60％以上」の場合の具体的割合を示したものが図表 2-3-12、「1 日当たりの

賃金額の 60％以上」の場合の具体的割合を示したものが図表 2-3-13 である。 
図表 2-3-11 によれば、非正規雇用労働者のみを対象とした労基法第 26 条の休業手当の支

払額の算定方法は、「平均賃金の 60％以上」が 49.4％と最も高く、次いで、「1 日当たりの賃

金額の 60％以上」が 19.7％、「通常どおりの賃金を、減額せずに支給する」が 17.5％などと

なっている。 
これを労基法第 26 条の休業手当規定の有無別にみると、「規定がある」企業では、「平均賃

金の 60％以上」が 54.0％、「1 日当たりの賃金額の 60％以上」が 19.6％、「通常どおりの賃

金を、減額せずに支給する」が 14.0％となっている。一方、「規定はないが支払うことがあ

る」企業では、「平均賃金の 60％以上」が 35.4％、「1日当たりの賃金額の 60％以上」が 20.2％、

正社員と非正規

雇用労働者に同

じ内容の規定が

適用される（正

社員の規定が準

拠される場合を

含む）, 61.2 

正社員とは内容の異な

る、非正規雇用労働者の

みを対象とした規定があ

る, 12.2 

非正規雇用労働者を対

象とした規定はない, 

18.8 

もともと非正規

雇用労働者がい

ないため、規定

もない, 2.8 

無回答, 5.0 

合計（n=6,535）

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）において、労基法第26条の休業手当規定

の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが支払うことがある」とする企

業を対象に集計。
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「通常どおりの賃金を、減額せずに支給する」が 27.8％となっている。 
両者を比較すると、「規定はないが支払うことがある」に比べて「規定がある」の方が「平

均賃金の 60％以上」の割合が高い。一方、「規定がある」に比べて、「規定はないが支払うこ

とがある」とする企業の方が「通常どおりの賃金を、減額せずに支給する」の割合が高い。 
「平均賃金の 60％以上」の場合の具体的な割合としては、「60～70％未満」が 86.0％と最

も割合が高く、大半を占めている（平均値 61.6％、中央値 60％）。これを労基法第 26 条の

休業手当規定の有無別にみても、規定の有無で分布に差はみられない（「規定がある」（平均

値 61.4％、中央値 60％）、「規定はないが支払うことがある」（平均値 62.8％、中央値 60％））

（図表 2-3-12）。 
「1 日当たりの賃金額の 60％以上」の場合の具体的な割合としては、「60～70％未満」が

69.4％、「80～90％未満」が 12.7％、「90～100％」が 8.9％、「70～80％未満」が 3.2％とな

っている（平均値 66.6％、中央値 60％）。これを労基法第 26 条の休業手当規定の有無別に

みても、規定の有無で分布に大きな差はみられない（「規定がある」（平均値 65.9％、中央値

60％）、「規定はないが支払うことがある」（平均値 68.7％、中央値 60％））（図表 2-3-13。な

お、参考として、非正規雇用労働者のみを対象とした労基法第 26 条の休業手当の支払額の

算定方法について、属性別に集計したものが図表 2-3-14 である。業種別のクロス表では、n
数が少ないことに留意）。 

 
図表 2-3-11 非正規雇用労働者のみを対象とした労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法の規定状況（SA、

単位＝％） 

 
  

49.4 

54.0 

35.4 

19.7 

19.6 

20.2 

17.5 

14.0 

27.8 

7.5 

6.7 

10.1 

5.9 

5.7 

6.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（n=796）

＜労基法第26条の休業手当規定の有無＞

規定がある（n=598）

規定はないが支払うことがある（n=198）

平均賃金の６０％以上 １日当たりの賃金額の６０％以上 通常どおりの賃金を、減額せずに支給する その他 無回答

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）で労基法第26条の休業手当規定の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが支

払うことがある」とする企業のうち、「労基法第26条の休業手当に関する規定で、正社員とは別に、非正規雇用労働者（有期契約労働者、短時

間労働者等）を対象とした規定の有無」の設問で、「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定がある」とする企業を

対象に集計。
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図表 2-3-12 非正規雇用労働者のみを対象とした労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法の具体的な割合

〈平均賃金の 60％以上の場合〉（単位＝％） 

 

 

図表 2-3-13 非正規雇用労働者のみを対象とした労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法の具体的な割合 

〈1 日当たりの賃金額の 60％以上の場合〉（単位＝％） 

 

86.0 

86.7 

82.9 

1.5 

1.5 

1.4 

1.5 

0.9 

4.3 

2.8 

2.5 

4.3 

8.1 

8.4 

7.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（n=393）

【平均値61.6％、中央値60％】

＜労基法第26条の休業手当規定の有無＞

規定がある（n=323）

【平均値61.4％、中央値60％】

規定はないが支払うことがある（n=70）

【平均値62.8％、中央値60％】

６０～７０％未満 ７０～８０％未満 ８０～９０％未満 ９０～１００％ 無回答

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）で労基法第26条の休業手当規定の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが支払うこ

とがある」とする企業のうち、「労基法第26条の休業手当に関する規定で、正社員とは別に、非正規雇用労働者（有期契約労働者、短時間労働者等）

を対象とした規定の有無」の設問で、「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定がある」とする企業において、問７付問4－

1の労基法第26条の休業手当の算定方法「平均賃金の60％以上の場合」を集計。

69.4 

70.9 

65.0 

3.2 

3.4 

2.5 

12.7 

12.0 

15.0 

8.9 

7.7 

12.5 

5.7 

6.0 

5.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（n=157）

【平均値66.6％、中央値60％】

＜労基法第26条の休業手当規定の有無＞

規定がある（n=117）

【平均値65.9％、中央値60％】

規定はないが支払うことがある（n=40）

【平均値68.7％、中央値60％】

６０～７０％未満 ７０～８０％未満 ８０～９０％未満 ９０～１００％ 無回答

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）で労基法第26条の休業手当規定の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが支払うこ

とがある」とする企業のうち、「労基法第26条の休業手当に関する規定で、正社員とは別に、非正規雇用労働者（有期契約労働者、短時間労働者等）

を対象とした規定の有無」の設問で、「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定がある」とする企業において、問７付問4－

1の労基法第26条の休業手当の算定方法「1日当たりの賃金額の60％以上の場合」を集計。
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１ 日 当 た り の 賃 金 額 の
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そ の 他

無 回 答
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平 均
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2
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就
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規
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賃
金
規
程
な
ど
別
規
程
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含
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労
基
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第
2
6
条
の
休
業
手
当
規
定
の
有
無
に
つ
い
て
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「
規
定
が
あ
る
」
、
ま
た
は
、
「
規
定
は
な
い
が
支
払
う
こ
と
が
あ
る
」
と
す
る
企
業
の
う
ち
、
「
労
基
法
第
2
6
条
の
休
業
手

当
に
関
す
る
規
定
で
、
正
社
員
と
は
別
に
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
（
有
期
契
約
労
働
者
、
短
時
間
労
働
者
等
）
を
対
象
と
し
た
規
定
の
有
無
」
の
設
問
で
、
「
正
社
員
と
は
内
容
の
異
な
る
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
み
を
対
象
と
し
た
規
定
が
あ
る
」
と
す
る
企
業
を
対
象
に
集
計
。
①
は
、
そ
の
算
定
方

法
が
「
平
均
賃
金
の
６
０
％
以
上
」
と
す
る
企
業
を
対
象
に
集
計
。
②
は
、
そ
の
算
定
方
法
が
「
１
日
当
た
り
の
賃
金
額
の
６
０
％
以
上
」
と
す
る
企
業
を
対
象
に
集
計
。

労
基
法
第
２
６
条
の
休
業
手
当
の
支
払
額
の
算
定
方
法

(
S
A
)図

表
2
-
3
-
1
4
　
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
み
を
対
象
と
し
た
労
基
法
第
2
6
の
休
業
手
当
の
支
払
額
の
算
定
方
法
（
単
位
＝
％
）
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3-4．労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法の比較 

労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法について、(1)正社員の就業規則等の場合と、

(2)非正規雇用労働者のみを対象とした場合（「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者

のみを対象とした規定がある」の算定方法）について比較したものが、図表 2-3-15 である。

以下では、正社員と非正規雇用労働者の規定状況に着目するため、「規定がある」企業につい

て記述する。 
 
図表 2-3-15 労基法第 26 条の休業手当の算定方法について、正社員の就業規則等の規定と非正規雇用労働者のみ

を対象とした規定の比較（単位＝％） 

 

①労基法第26条の休業手当の算定方法（SA)

n

平

均

賃

金

の

６

０

％

以

上 １

日

当

た

り

の

賃

金

額

の

６

０

％

以

上

通

常

ど

お

り

の

賃

金

を
、

減

額

せ

ず

に

支

給

す

る

そ

の

他

無

回

答

n

平

均

賃

金

の

６

０

％

以

上 １

日

当

た

り

の

賃

金

額

の

６

０

％

以

上

通

常

ど

お

り

の

賃

金

を
、

減

額

せ

ず

に

支

給

す

る

そ

の

他

無

回

答

合計 6,535 54.8 14.1 20.3 4.0 6.8 796 49.4 19.7 17.5 7.5 5.9

＜労基法第26条の休業手当規定

の有無＞

規定がある 4,433 62.6 13.8 15.1 2.4 6.1 598 54.0 19.6 14.0 6.7 5.7

規定はないが支払うことがある 2,102 38.2 14.9 31.4 7.3 8.2 198 35.4 20.2 27.8 10.1 6.6

②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている割合

n

６

０
～

７

０

％

未

満 ７

０
～

８

０

％

未

満 ８

０
～

９

０

％

未

満 ９

０
～

１

０

０

％

無

回

答

平

均

中

央

値

標

本

標

準

偏

差

n

６

０
～

７

０

％

未

満 ７

０
～

８

０

％

未

満 ８

０
～

９

０

％

未

満 ９

０
～

１

０

０

％

無

回

答

平

均

中

央

値

標

本

標

準

偏

差

合計 3,578 84.3 1.1 3.2 4.1 7.4 62.5 60.0 8.7 393 86.0 1.5 1.5 2.8 8.1 61.6 60.0 6.9

＜労基法第26条の休業手当規定

の有無＞

規定がある 2,775 85.0 1.1 3.2 3.6 7.1 62.3 60.0 8.3 323 86.7 1.5 0.9 2.5 8.4 61.4 60.0 6.4

規定はないが支払うことがある 803 81.8 1.4 3.0 5.7 8.1 63.3 60.0 10.0 70 82.9 1.4 4.3 4.3 7.1 62.8 60.0 8.8

③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている割合

n

６

０
～

７

０

％

未

満 ７

０
～

８

０

％

未

満 ８

０
～

９

０

％

未

満 ９

０
～

１

０

０

％

無

回

答

平

均

中

央

値

標

本

標

準

偏

差

n

６

０
～

７

０

％

未

満 ７

０
～

８

０

％

未

満 ８

０
～

９

０

％

未

満 ９

０
～

１

０

０

％

無

回

答

平

均

中

央

値

標

本

標

準

偏

差

合計 923 58.3 4.6 17.7 12.8 6.7 69.4 60.0 13.4 157 69.4 3.2 12.7 8.9 5.7 66.6 60.0 12.1

＜労基法第26条の休業手当規定

の有無＞

規定がある 610 59.0 4.1 18.0 10.8 8.0 68.7 60.0 12.7 117 70.9 3.4 12.0 7.7 6.0 65.9 60.0 11.3

規定はないが支払うことがある 313 56.9 5.4 16.9 16.6 4.2 70.7 60.0 14.5 40 65.0 2.5 15.0 12.5 5.0 68.7 60.0 14.1

(1)正社員の就業規則等の場合 (2)非正規雇用労働者のみを対象とした規定

労基法第26条の休業手当の算定方法

（※1）

【問7付問3】

正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者

のみを対象とした規定がある（※2）

【問7付問4-1】

(1)正社員の就業規則等の場合 (2)非正規雇用労働者のみを対象とした規定

労基法第26条の休業手当の算定方法

（※1）【問7付問3】

正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定が

ある（※2）【問7付問4-1】

※2：①労基法第26条の休業手当の算定方法は、現在の就業規則等で労基法第26条の休業手当の規定の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが支払うことがあ

る」とする企業のうち、問７付問４「労基法第２６条の休業手当に関する規定で、正社員とは別に、非正規雇用労働者（有期契約労働者、短時間労働者等）を対象とした規定

の有無」の設問で、「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定がある」とする企業において、問７付問4－1の労基法第26条の休業手当の算定方法の

回答結果を集計。②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている割合は、問７付問4-1で「平均賃金の60％以上」の具体的な割合を集計。③１日当たりの賃金額の６０％以上

の場合の規定されている割合は、問７付問4-1で「１日当たりの賃金額の６０％以上」の具体的割合を集計。

(1)正社員の就業規則等の場合 (2)非正規雇用労働者のみを対象とした規定

労基法第26条の休業手当の算定方法

（※1）【問7付問3】

正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定が

ある（※2）【問7付問4-1】

※1：①労基法第26条の休業手当の算定方法は、現在の就業規則等で労基法第26条の休業手当の規定の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが支払うことがあ

る」とする企業を対象に、問７付問３「労基法第26条の休業手当の支払額の算定方法」の回答結果を集計。②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている割合は、問７付問

３で「平均賃金の60％以上」の具体的な割合を集計。③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている割合は、問７付問３で「１日当たりの賃金額の６０％以上」

の具体的割合を集計。
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それによれば、①労基法第 26 条の休業手当の算定方法（「規定がある」企業）では、正社

員の就業規則等の場合、「平均賃金の 60％以上」が 62.6％と最も高く、次いで、「通常どおり

の賃金を、減額せずに支給する」が 15.1％、「1 日当たりの賃金額の 60％以上」が 13.8％な

どとなっている。一方、非正規雇用労働者のみを対象とした規定では、「平均賃金の 60％以

上」が 54.0％と最も高く、次いで、「1 日当たりの賃金額の 60％以上」が 19.6％、「通常どお

りの賃金を、減額せずに支給する」が 14.0％などとなっている。両者を比較すると、正社員

の就業規則等の場合に比べ非正規雇用労働者のみを対象とした規定の方が、「平均賃金の

60％以上」の割合が低くなる一方で、「1 日当たりの賃金額の 60％以上」の割合がやや高く

なっている。 
②平均賃金の 60％以上の場合の規定されている割合（「規定がある」企業）については、

正社員の就業規則等の場合、「60～70％未満」の割合は 85.0％（平均値 62.3％）であり、非

正規雇用労働者のみを対象とした規定で 86.7％（平均値 61.4％）と、最も割合が高いことで

違いはない。 
③1 日当たりの賃金額の 60％以上の場合の規定されている割合（「規定がある」企業）に

ついては、正社員の就業規則等の場合、「60～70％未満」が 59.0％と最も高く、次いで、「80
～90％未満」が 18.0％、「90～100％」が 10.8％などとなっている（平均値 68.7％）。一方、

非正規雇用労働者のみを対象とした規定では、「60～70％未満」が 70.9％と最も高く、次い

で、「80～90％未満」が 12.0％、「90～100％」が 7.7％などとなっている（平均値 65.9％）。

両者を比較すると、1 日当たりの賃金額では、正社員の就業規則等の場合に比べ非正規雇用

労働者のみを対象とした規定の方が、「60～70％未満」の割合が高くなっている（ただし、非

正規雇用労働者のみを対象とした規定は n 数が少ないことに留意）。 
 
3-5．労基法第 26 条の休業手当が必要でない場合の労働者の休業に対する補償を支払う規定 

調査では、「現在、貴社の就業規則（賃金規程など、別規程となっているものを含む）に、

労基法第 26 条の休業手当の支払いが必要でない場合 14でも、労働者の休業に対する補償と

して手当を支払う規定はありますか」（以下、「労基法第 26 条の休業手当以外の規定」とい

う）と尋ねている。また、「規定がある」「規定はないが支払うことがある」と回答した企業

について、そのような手当の支払額の算定方法について、労基法第 26 条の休業手当の算定

方法と同じか異なるかについても尋ねている。それらをまとめたものが図表 2-3-16 である。 
労基法第 26 条の休業手当以外の規定については、「規定がある」が 18.2％、「規定はない

が支払うことがある」が 26.8％、「そのような手当を支払うことは想定しておらず、規定も

ない」が 49.6％となっている。 

                                                
14 調査票では、「「労働基準法第 26 条の休業手当」と別々に規定されていない場合でも、「使用者の責に帰す

べき事由による」休業でない場合に手当を支給する規定がある場合には、「規定がある」に御回答ください」と

注記している。 
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手当の支払額の算定方法については、「労基法第 26 条の休業手当の算定方法と同じ」が

73.5％、「労基法第 26 条の休業手当の算定方法とは異なる」が 22.1％となっている。 
  
図表 2-3-16 労基法第 26 条の休業手当が必要でない場合の労働者の休業に対する補償を支払う規定（単位＝％） 

 

 
調査では、「労基法第 26 条の休業手当の算定方法とは異なる」とする企業の具体的な算定

方法について自由記述による回答を求めている。 
記述内容を分類すると、算定方法では、「全額支給（特別休暇等）」が最も多く、次いで、

「給与の一定割合を支給」もみられた。また、少数ではあるが、「給与から一定率を控除」も

みられた。つまり、特別休暇等の規定などで全額支給するか（給与減額なし）、給与に一定割

合などの減額による支給（例：60～100％の範囲で支給）がみられる。「手当、補償等」があ

る企業も少数ではあるがあった（以下、自由記述内容の代表例について図表 2-3-17 にまとめ

た）。 
今般の新型コロナの発生・感染拡大という突発的な事象に対応する際に、労基法第 26 条

の休業手当の規定以外の方法（既存の規定で適用可能な方法や新型コロナに対応した新規の

方法）を検討していた企業もあったようだ。記述内容のなかには、算定方法の具体的な記述

はないものの、「個別対応」「その都度判断」「労使交渉で決定」などの記述も多い。新型コロ

ナの感染拡大という特別な事情に対して、労使等による個別判断で対応していた現状がうか

がえる。 
代表的な記述内容としては、「全額支給（特別休暇等）」では、例えば、有給休暇とは別に

特別休暇の制度があり、本人の責によらない事象（災害等）や結婚・忌引等の場合、全額支

給の休暇規定があることから、これを適用しているケースがあったようだ。また、「新型コロ

ナウイルスに感染し休業を行う場合には、100％の休業手当を支給する」ケースや、「積立年

n

規

定
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あ

る

規

定

は
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い

が

支

払

う

こ

と

が
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そ
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う

な
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う

こ

と

は
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し

て

お

ら

ず
、

規

定

も

な

い

無

回

答

n

労

基

法

第

２

６

条

の

休

業

手

当

の

算

定

方

法

と

同

じ

労

基

法

第

２

６

条

の

休

業

手

当

の

算

定

方

法

と

は

異

な

る

無

回

答

合計 7,797 18.2 26.8 49.6 5.5 3,504 73.5 22.1 4.4

＜労基法第26条の休業手当規定の有無＞

規定がある 4,433 27.2 20.9 47.5 4.5 2,129 76.4 19.5 4.1

規定はないが支払うことがある 2,102 5.9 50.4 40.0 3.8 1,183 71.1 24.3 4.6

休業手当の支払いは想定しておらず規定もない 1,150 6.7 6.7 77.9 8.7 154 50.0 46.1 3.9

＜従業員規模＞

１００人未満 393 19.3 19.1 53.9 7.6 151 82.1 13.9 4.0

１００～２９９人 4,583 17.3 26.3 50.9 5.5 1,999 74.1 20.7 5.2

３００～９９９人 2,073 18.6 28.5 47.7 5.2 977 73.0 23.5 3.5

１０００人以上 686 21.0 29.2 44.9 5.0 344 66.3 31.4 2.3

①労基法第２６条の休業手当の支払いが
必要でない場合でも、労働者の休業に対
する補償として手当を支払う規定(SA)

②支払額の算定方法（SA）

※②は、現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）に、労基法第26条の休業手当の支払いが必要でない場合でも、労働者の休業に対する

補償として手当を支払う規定の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが支払うことがある」とする企業を対象に集計。
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休の利用を認めた」ケースもあった。 
「給与の一定割合を支給」では、「コロナによる休業 80％（平均賃金）」や「雇用調整助成

金があり助成金 8 割支給の場合、80％にて支払った」ケースなど、コロナ対応で特別に支給

割合を決定していると思われる企業もある。 
「手当、補償等」では、コロナ感染による休職に対して傷病見舞金を支給するケースや、

パート社員など勤務日数が少ない労働者の休業期間の補償として、大型連休手当を適用した

ケースもみられたようだ。労働者側の休業による給与の低下に対して、既存の制度を利用し

て補償している企業もあったようだ。 
 

図表 2-3-17 「労基法第 26 条の休業手当の算定方法とは異なる」とする企業の記述例 

 
 

記述内容 記述例（一部を記載）
件数

(n=776)
％

全額支給（特別休暇等）減額せずに通常どおりの賃金で支給。 484 62.4

１日当たりの賃金額の１００％を支払う。

天災等の場合は無事故扱いとして全額支給する。

有給休暇とは別に特別休暇の制度があり、本人の責によらない事象（災害等）や結婚・忌引等の場

合、全額支給の休暇を設けている（一事案につき、上限あり）。

慶弔時などの特別休暇。通常の給料を支給する。

特別休暇として、１日１００％の賃金を１日当り支払う計算。

特別休暇規定を改正（有給消化とせず、給与を減額せず全額支給）。

法人が認めた場合は有給の特別休暇となり、１００％支給される。

インフルエンザに感染した際は、５日間の特別休暇とする。全額の有給で支給。

コロナワクチン関連及びコロナウイルス感染時の休業については１００％支給。

新型コロナウイルスに感染し休業を行う場合には、１００％の休業手当を支給する。

特別休暇として許可した場合、通常どおりの賃金を減額せずに支給する。例：小学校の休校に伴う休

業。介護施設の休所に伴う休業など。

積立年休の利用を認める（年休と同じ計算）→規程にある疾病休業４日以上の場合４日目から、規程

にないが、濃厚接触者、上記当初３日間、３７．５℃以上発熱の日など。

給与の一定割合を支給 コロナによる休業８０％（平均賃金）。 151 19.5

欠勤の場合、８割は支払うこととしている。

事由（心身の故障など）により、１００／１００～６０／１００の範囲で支給。

年棒÷１２÷２０×６０％休業日数。

新型コロナの非常事態宣言により経営者判断で支給率を上げた。２０２０年４月～８月平均賃金１０

０％。２０２０年９月～２０２１年３月平均賃金８０％。２０２１年４月以降は６０％。

災害等による出勤困難→１０割分の給与（特別休暇）。私傷病による休職→８割分の給与等（１年間

まで）。

今回のコロナ休業では、１か月４日まで平均賃金８０％、５日以上は平均賃金９０％の日額で計算し

ている。（規定は最低基準）。病者の就業禁止、及び天災地変等の休業＝基本給÷２０×０．６×休

業日数。

最低額は、６０％支払ですが、今回のように雇用調整助成金があり助成金８割支給の場合、８０％に

て支払。

給与から一定率を控除 休業１日につき、平均賃金の１％を控除。 8 1.0

基本給日額の４０％以内を控除する。

休業事由により、１時間あたり０．１～０．６％を基本給から控除する方法で計算。

職員が業務上の傷病もしくは疾病により又は通勤により負傷し、もしくは疾病により就業規則に掲げ

る理由に該当して休職されたときは、その休職期間中、その者に給与の全額を支給する。ただし労災

法の規定に基づく休職補償を受けるときはその受ける額をそれぞれ給与から控除する。

病休賞与で日額単価×日数×０．３、減。

基準賃金につき、０．５時間あたり０．１２８％を賃金カット。

手当、補償等 １か月１６０時間補償している（現場が雨等で中止の場合）。 19 2.4

休職者には原則として賃金を支給しない。但し、休職期間中、本人が傷病手当金の受給資格を喪失し

ている場合、所定内賃金の４割相当の見舞金を支給。

連続７日以上の傷病による休業５，０００円。

傷病見舞金。勤続６か月以上の職員が、私傷病により療養のため、休養する場合、支給する。（１）

３０日以上勤務不能の場合１０，０００円。（２）６０日以上勤務不能の場合、さらに１０，０００

円。

例えばパート社員については大型連休の場合、手当を支給する（パート社員は時給なので、連休で収

入が減るため）。

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む。）に、労基法第26条の休業手当の支払いが必要でない場合でも、労働者の休業に対する補償として手

当を支払う規の有無について、「規定がある」、または、「規定はないが支払うことがある」とする企業のうち、「労基法第26条の休業手当の算定方

法とは異なる」と回答した企業（776件）が対象。記述内容の区分において、重複がある。また、記述内容では、回答欄の無記入や不明等で類型でき

ないものもある。
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４．新型コロナウイルス感染症の発生前における休業手当等の規定、算定方法について 

4-1．新型コロナウイルス感染症の発生前における休業手当等の規定状況 

（1）新型コロナウイルス感染症の発生前における休業手当等の規定状況 

調査では、新型コロナウイルス感染症の発生前（2019 年 12 月以前）における労働者に対

する休業の規定状況についても尋ねている（以下では、新型コロナウイルス感染症について

は、「新型コロナ」、新型コロナ発生前後を比較する場合は、「コロナ発生前後」「コロナ発生

前」「コロナ発生後」と表記する（設問文、選択肢の用語については調査票表記に合わせてい

る））。 
コロナ発生前における労基法第 26 条の休業手当の支払についての就業規則等での規定に

ついては、「規定があった」が 54.9％、「規定はなかった」が 43.8％となっている（図表 2-4-
1）。 

先述のとおり、調査では、現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）での労基法第 26
条の休業手当の規定の有無も尋ねている。これをコロナ発生前の休業手当の規定状況別にみ

ると、コロナ発生前に「規定はなかった」とする企業のうち、コロナ発生後、「規定がある」

は 9.0％、「規定はないが支払うことがある」は 56.7％、「休業手当の支払いは想定しておら

ず規定もない」が 32.9％となっている（図表 2-4-2）。 
調査対象企業全体に占めるコロナ発生前・コロナ発生後の規定の変化の状況をまとめたも

のが図表 2-4-3 である。それによれば、「コロナ発生前から規定がある」が 52.3％と最も高

く、次いで、「コロナ発生前には規定はないが、コロナ発生後は規定はないが支払うことがあ

る」が 24.9％、「コロナ発生前・コロナ発生後いずれも規定はない」が 14.4％、「コロナ発生

前には規定はないが、コロナ発生後に規定がある」が 4.0％などとなっている。 
   
図表 2-4-1 新型コロナウイルス感染症の

発生前における、労基法第 26 条の休業手

当の支払の規定状況（SA、単位＝％） 

図表 2-4-2 現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）に、労基法

第 26 条の休業手当についての規定の有無（SA、単位＝％） 

  

規定が

あった, 

54.9 

規定はな

かった, 

43.8 

無回答, 

1.3 

合計（n=7,797）

56.9 

95.3 

9.0 

27.0 

3.3 

56.7 

14.7 

0.  

32.9 

 

0  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100

合計（n=7,797）

＜コロナ発生前の休業手当の規

定状況（※）＞

規定があった（n=4,277）

規定はなかった（n=3,416）

規定がある

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定もない

無回答

※「コロナ発生前」とは、新型コロナウイルス感染症の発生前（2019年12月以前）のこと。
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図表 2-4-3 コロナ発生前・コロナ発生後の規定の変化の状況（SA、単位＝％） 

 
 
（2）コロナ発生前から規定がある企業における現行の規定内容との異同 

コロナ発生前における労基法第 26 条の休業手当の支払について、就業規則等で「規定が

あった」とする企業（以下、「コロナ発生前の規定企業」という）に対して、「規定の内容は、

現在（新型コロナウイルス感染症の影響後）の規定内容と異なりますか、それとも同じ（元

の規定内容のまま）ですか」と尋ねところ、「同じ（元の規定内容のまま）」とする企業が 94.4％
とほとんどであり、「異なる（新型コロナウイルス感染症の影響後、規定内容を変更した）」

は 5.3％と少ない（図表 2-4-4）。 
「異なる（新型コロナウイルス感染症の影響後、規定内容を変更した）」企業（以下、「規

定内容変更企業」という）における、新型コロナの発生の前後で変更した内容（複数回答）

については、「支払う金額やその算定方法」が 65.6％と最も高く、次いで、「支払対象となる

労働者」（24.2％）、「支払対象となる日」（18.5％）などとなっている（図表 2-4-5）。 
 
図表 2-4-4 コロナ発生前の規定企業におけ

る現行の規定内容の異同（SA、単位＝％） 

図表 2-4-5 新型コロナウイルス感染症の発生の前後で変更した内

容（MA、単位＝％） 

 

 

52.3 

1.8 

0.2 

4.0 

24.9 

14.4 

2.4 

0.0 20.0 40.0 60.0

コロナ発生前から規定がある

コロナ発生前から規定があるが、コロナ発生後は規定はないが支払うことがある

コロナ発生前から規定があるが、コロナ発生後は規定はない

コロナ発生前には規定はないが、コロナ発生後に規定がある

コロナ発生前には規定はないが、コロナ発生後は規定はないが支払うことがある

コロナ発生前・コロナ発生後いずれも規定はない

無回答

合計（n=7,797）

※現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）に、労基法第26条の休業手当について規定の有無（問７）及び、コロナ発生前の労基法第26条の休業手当の支払いの規定状況（問

９）を組み合わせて作成。

異なる（新型

コロナウイル

ス感染症の影

響後、規定内

容を変更し

た）, 5.3 

同じ（元の

規定内容の

まま）, 

94.4 

無回答, 

0.3 

合計（n=4,277）

※コロナ発生前の労基法第26条の休業手当の支払いの

規定状況において、「規定があった」とする企業を対

象に集計。

65.6 

24.2 

18.5 

8.4 

2.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

支払う金額やその算定方法

支払対象となる労働者

支払対象となる日

その他

無回答

合計（n=277）

※コロナ発生前の労基法第26条の休業手当の支払いの規定状況において、「規定が

あった」とする企業のうち、「現在の規定内容と異なる（新型コロナウイルス感染

症の影響後、規定内容を変更した）」とする企業を対象に集計。
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（3）規定内容変更企業におけるコロナ発生前の労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法 

調査では、規定内容変更企業におけるコロナ発生前の労基法第 26 条の休業手当の支払額

の算定方法（問 9 付問 1-2）を尋ねている。また、コロナ前の労基法第 26 条の休業手当に関

する規定で、「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定があった」

場合の「非正規雇用労働者を対象とする労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法」（問

9 付問 2-1）についても尋ねている。 
規定内容変更企業におけるコロナ発生前の労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法

をみたものが図表 2-4-6〔1〕（コロナ発生前：上段）である（参考として、コロナ発生後の算

定方法（コロナ発生後：下段）も記載。同様に、〔2〕は、「正社員とは内容の異なる、非正規

雇用労働者のみを対象とした規定がある」とする企業における「労基法第 26 条の休業手当

の算定方法」を記載した。図表 2-4-6〔2〕は、n 数が少ないことに留意）。以下、図表 2-4-6
〔1〕の内容について記載する）。 

 
図表 2-4-6 規定内容変更企業におけるコロナ発生前の労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法（単位＝％） 

 

n

平

均

賃

金

の

６

０

％

以

上

１

日

当

た

り

の

賃

金

額

の

６

０

％

以

上

通

常

ど

お

り

の

賃

金

を
、

減

額

せ

ず

に

支

給

す

る

そ

の

他

無

回

答

n

６

０
～

７

０

％

未

満

７

０
～

８

０

％

未

満

８

０
～

９

０

％

未

満

９

０
～

１

０

０

％

無

回

答

平

均

中

央

値

標

本

標

準

偏

差 n

６

０
～

７

０

％

未

満

７

０
～

８

０

％

未

満

８

０
～

９

０

％

未

満

９

０
～

１

０

０

％

無

回

答

平

均

中

央

値

標

本

標

準

偏

差

227 50.7 17.2 23.8 2.2 6.2 115 77.4 2.6 4.3 7.8 7.8 64.4 60.0 11.0 39 43.6 - 20.5 15.4 20.5 71.8 60.0 14.2

217 51.6 17.5 23.5 1.8 5.5 112 76.8 0.9 10.7 4.5 7.1 64.4 60.0 10.3 38 39.5 7.9 26.3 21.1 5.3 74.6 77.5 14.4

n

平

均

賃

金

の

６

０

％

以

上

１

日

当

た

り

の

賃

金

額

の

６

０

％

以

上

通

常

ど

お

り

の

賃

金

を
、

減

額

せ

ず

に

支

給

す

る

そ

の

他

無

回

答

n

６

０
～

７

０

％

未

満

７

０
～

８

０

％

未

満

８

０
～

９

０

％

未

満

９

０
～

１

０

０

％

無

回

答

平

均

中

央

値

標

本

標

準

偏

差
n

６

０
～

７

０

％

未

満

７

０
～

８

０

％

未

満

８

０
～

９

０

％

未

満

９

０
～

１

０

０

％

無

回

答

平

均

中

央

値

標

本

標

準

偏

差

26 42.3 15.4 30.8 3.8 7.7 11 54.5 27.3 - 9.1 9.1 67.5 60.0 12.7 4 75.0 - - - 25.0 60.0 60.0 0.0

21 38.1 19.0 23.8 - 19.0 8 87.5 - - 12.5 - 65.0 60.0 14.1 4 50.0 25.0 - 25.0 - 70.0 65.0 14.1

〔1〕新型コロナウイルス感染症の発生前（2019年12月以前）に労基法第26条の休業手当の支払で就業規則等に「規定があった企業」の「現在の規定内容と異
なる（新型コロナウイルス感染症の影響後、規定内容を変更した）」企業における「労基法第26条の休業手当の算定方法」（上段がコロナ発生前、下段がコロ
ナ発生後、単位＝％）

①労基法第26条の休業手当の算定方法(SA) ②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている割合
③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている

割合

①労基法第26条の休業手当の算定方法(SA) ②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている割合
③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている

割合

コロナ発生前(※1）

コロナ発生後(※2）

コロナ発生前(※1）

コロナ発生後(※2）

※1（コロナ発生前）：①は、コロナ発生前の労基法第26条の休業手当の支払いの規定状況（問９）において、「規定があった」とする企業のうち、問９付問１「現在の規定内容と異な

る（新型コロナウイルス感染症の影響後、規定内容を変更した）」とする企業を対象に、問９付問1-2の「労基法第26条の休業手当の算定方法」の回答結果を集計。②平均賃金の６０％

以上の場合の規定されている割合は、問９付問1-2での「平均賃金の６０％以上」の具体的な割合を集計。③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている割合は、問９付問

1-2での「１日当たりの賃金額の６０％以上」の具体的割合を集計。

※2（コロナ発生後）：①は、コロナ発生前に労基法第26条の休業手当の支払いの規定状況で「規定があった」企業のうち、問９付問１「現在の規定内容と異なる（新型コロナウイルス

感染症の影響後、規定内容を変更した）」とする企業に限定して、現在（コロナ発生後）、労基法２６条の休業手当の支払いの規定状況で「規定がある」とする企業における、問７付問

３の「労基法第26条の休業手当の算定方法」の回答結果を集計。②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている割合は、①の条件の下、問７付問３での「平均賃金の60％以上」の具体

的な割合を集計。同様に、③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている割合は、問７付問３での「１日当たりの賃金額の６０％以上」の具体的割合を集計。

〔2〕新型コロナウイルス感染症の発生前（2019年12月以前）に労基法第26条の休業手当の支払で就業規則等に「規定があった企業」の「現在の規定内容と異
なる（新型コロナウイルス感染症の影響後、規定内容を変更した）」企業のなかで、「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定があ
る」とする企業の「労基法第26条の休業手当の算定方法」（上段がコロナ発生前、下段がコロナ発生後、単位＝％）

※1（コロナ発生前）：①は、コロナ発生前の労基法第26条の休業手当の支払いの規定状況（問９）において、「規定があった」とする企業のうち、問９付問１「現在の規定内容と異な

る（新型コロナウイルス感染症の影響後、規定内容を変更した）」とする企業において、問９付問２「労基法第26条の休業手当に関する規定で、正社員とは別に、非正規雇用労働者（有

期契約労働者、短時間労働者等）を対象とした規定の有無」の設問で、「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定がある」とする企業において、問９付問2-1

での「労基法第26条の休業手当の算定方法」の回答結果を集計。②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている割合は、問９付問2-1での「平均賃金の６０％以上」の具体的な割合を

集計。③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている割合は、問９付問2-1で「１日当たりの賃金額の６０％以上」の具体的割合を集計。

※2（コロナ発生後）：①は、コロナ発生前に労基法第26条の休業手当の支払いの規定状況で「規定があった」企業のうち、問９付問１「現在の規定内容と異なる（新型コロナウイルス

感染症の影響後、規定内容を変更した）」及び、問９付問２「労基法第２６条の休業手当に関する規定で、正社員とは別に、非正規雇用労働者（有期契約労働者、短時間労働者等）を対

象とした規定の有無」の設問で、「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定がある」とする企業に限定して、現在（コロナ発生後）、労基法第26条の休業手当

の支払いの規定状況で「規定がある」とする企業における、問７付問4-1の「労基法第26条の休業手当の算定方法」の回答結果を集計。②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている

割合は、①の条件の下、問７付問３での「平均賃金の６０％以上」の具体的な割合を集計。同様に、③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている割合は、問７付問4-1で

の「１日当たりの賃金額の６０％以上」の具体的割合を集計。
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図表 2-4-6〔1〕によれば、規定内容変更企業では、コロナ発生前後で、①労基法第 26 条

の休業手当の算定方法の分布に大きな差はみられない。②平均賃金の 60％以上の場合の規定

されている割合においても分布に大きな差はみられないが、「80～90％未満」でコロナ発生

前に比べコロナ発生後の方が割合はやや高い。③1 日当たりの賃金額の 60％以上の場合の規

定されている割合では、コロナ発生前に比べコロナ発生後の方が、「60～70％未満」の割合

が低下する一方で、「70～80％未満」「80～90％未満」「90～100％」の割合が高い（平均値は

コロナ発生前 71.8％、コロナ発生後 74.6％。ただし、n 数が少ないことに留意）。 
 

4-2．コロナ発生前後における労基法第 26 条の休業手当の規定企業の休業手当の支払額の算定

方法の比較 

前掲図表 2-4-6 では、規定内容変更企業におけるコロナ発生前の労基法第 26 条の休業手

当の支払額の算定方法を示している。コロナ発生前の規定企業において「同じ（元の規定内

容のまま）」とする企業について、コロナ発生後の規定内容と同一とみなすことで、規定内容

変更企業のデータにこれを加えることで、コロナ発生前の規定内容をまとめたものが図表 2-
4-7 である 15（(1)正社員の就業規則等の規定、及び、(2)非正規雇用労働者のみを対象とした

規定（「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定がある場合」）に

分けて、休業手当規定企業における、コロナ発生前の休業手当の支払額の算定方法を記載し

た（上段）。参考として、コロナ発生後の休業手当の支払額の算定方法も記載している（下

段））。以下では、(1)正社員の就業規則等の場合と(2)非正規雇用労働者のみを対象とした規定

に分けて、コロナ発生前後を比較する。 
①コロナ発生前において、労基法第 26 条の休業手当の算定方法は、正社員の就業規則等

の場合、「平均賃金の 60％以上」が 63.5％と最も高く、次いで、「通常どおりの賃金を、減額

せずに支給する」が 15.3％「1 日当たりの賃金額の 60％以上」が 13.7％、などとなってい

る。一方、非正規雇用労働者のみを対象とした規定では、「平均賃金の 60％以上」が 54.5％
と最も高く、次いで、「1 日当たりの賃金額の 60％以上」が 19.7％、「通常どおりの賃金を、

減額せずに支給する」が 14.8％などとなっている。コロナ発生前後を比較すると、いずれも、

分布に大きな差はみられない。 
②コロナ発生前において、平均賃金の 60％以上の場合の規定されている割合については、

正社員の就業規則等の場合、「60～70％未満」の割合が 85.5％（平均値 62.1％）と最も高く、

非正規雇用労働者のみを対象とした規定でも「60～70％未満」が 86.5％（平均値 61.3％）

と、最も割合が高くなっている。コロナ発生前後を比較すると、いずれも、分布に大きな差

                                                
15 コロナ発生前の規定企業において、労基法第 26 条の休業手当の支払額の算定方法については、「現在の規定

内容と異なる（新型コロナウイルス感染症の影響後、規定内容を変更した）」とする企業の回答に加え、「同じ

（元の規定内容のまま）」とする回答企業について、コロナ発生後の「労基法第 26 条の休業手当の支払額の算

定方法」の設問の回答結果を移管して作成している（図表 2-4-7 の上段。比較として、コロナ発生後の規定企業

の集計結果は下段参照。以上の集計方法の詳細については、当該図表注参照）。 
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はみられない。 
③コロナ発生前において、1 日当たりの賃金額の 60％以上の場合の規定されている割合に

ついては、正社員の就業規則等の場合、「60～70％未満」が 59.8％、「80～90％未満」が 16.7％、

「90～100％」が 9.2％、「70～80％未満」が 3.0％となっている（平均値 67.8％）。一方、非

正規雇用労働者のみを対象とした規定では、「60～70％未満」が 74.3％、「80～90％未満」が

10.6％、「90～100％」が 8.0％、「70～80％未満」が 1.8％となっている（平均値 65.6％）。

コロナ発生前後を比較すると、いずれも分布に大きな差はみられない。 
 

図表 2-4-7 コロナ発生前、コロナ発生後の労基法第 26 条の休業手当の規定企業における労基法第 26 条の休業手当

の支払額の算定方法（正社員の就業規則等の規定及び、非正規雇用労働者のみを対象とした規定）（単位＝％） 

 
  

①労基法第26条の休業手当の算定方法（SA)
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コロナ発生前（※1） 4,207 63.5 13.7 15.3 2.3 5.2 573 54.5 19.7 14.8 6.5 4.5

コロナ発生後（※2） 4,433 62.6 13.8 15.1 2.4 6.1 598 54.0 19.6 14.0 6.7 5.7

②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている割合
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コロナ発生前（※1） 2,672 85.5 1.1 2.6 3.4 7.4 62.1 60.0 8.0 312 86.5 2.6 1.0 1.9 8.0 61.3 60.0 5.9

コロナ発生後（※2） 2,775 85.0 1.1 3.2 3.6 7.1 62.3 60.0 8.3 323 86.7 1.5 0.9 2.5 8.4 61.4 60.0 6.4

③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている割合
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コロナ発生前（※1） 575 59.8 3.0 16.7 9.2 11.3 67.8 60.0 12.2 113 74.3 1.8 10.6 8.0 5.3 65.6 60.0 11.5

コロナ発生後（※2） 610 59.0 4.1 18.0 10.8 8.0 68.7 60.0 12.7 117 70.9 3.4 12.0 7.7 6.0 65.9 60.0 11.3

(1)正社員の就業規則等の規定 【正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者の

みを対象とした規定がある】（※3）

【正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定があ

る】（※3）

(1)正社員の就業規則等の規定 【正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定があ

る】（※3）

(1)正社員の就業規則等の規定

(2)非正規雇用労働者のみを対象とした規定

(2)非正規雇用労働者のみを対象とした規定

(2)非正規雇用労働者のみを対象とした規定

※1：「コロナ発生前」は、①労基法第26条の休業手当の算定方法については、コロナ発生前の労基法第26条の休業手当の支払いの規定状況（問９）において、「規定があっ

た」企業（以下、「コロナ発生前の規定企業」という）を対象とし、「現在の規定内容と異なる（新型コロナウイルス感染症の影響後、規定内容を変更した）」とする企業

の回答（問９付問1-2）に加え、「同じ（元の規定内容のまま）」とする回答企業については、「労基法第26条の休業手当の支払額の算定方法」の設問の回答結果を移管して

作成（以下、「コロナ発生前の労基法第26条の休業手当の支払額の算定方法」という）。①の集計の下で、②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている割合は、「労基

法第26条の休業手当の支払額の算定方法」設問の「平均賃金の６０％以上」の具体的な割合を集計。③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている割合は、

「労基法第26条の休業手当の支払額の算定方法」設問の「１日当たりの賃金額の６０％以上」の具体的割合を集計。

※2：「コロナ発生後」は、①労基法第26条の休業手当の算定方法については、現在の就業規則（賃金規程など別規程を含む）での労基法第26条の休業手当についての規定の

有無（問７）について、「規定がある」企業（以下、「コロナ発生後の規定企業」という）を対象に集計。②平均賃金の６０％以上の場合の規定されている割合は、「平均

賃金の６０％以上」の具体的な割合を集計。③１日当たりの賃金額の６０％以上の場合の規定されている割合は、「１日当たりの賃金額の６０％以上」の具体的割合を集

計。

※3：非正規雇用労働者のみを対象とした規定【正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみを対象とした規定がある】は、「コロナ発生前の規定企業」「コロナ発生後

の規定企業」ぞれぞれについて、上記※1、※2で作成した集計結果の下で、「労基法第26条の休業手当に関する規定で、正社員とは別に、非正規雇用労働者（有期契約労働

者、短時間労働者等）を対象とした規定の有無」の設問（コロナ発生前は問７付問４、コロナ発生後は問９付問２）で、「正社員とは内容の異なる、非正規雇用労働者のみ

を対象とした規定がある」とする企業について、労基法第26条の休業手当の算定方法（①②③それぞれ）を集計した。
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５．コロナ発生前のおおむね 5 年間の休業の状況 

5-1．コロナ発生前のおおむね 5 年間の休業の状況 

（1）コロナ発生前のおおむね 5 年間の休業の状況と休業理由 

調査では、新型コロナウイルス感染症の発生前（2019 年 12 月以前）のおおむね 5 年間に

おいて、所定労働日に、労働者に休業を命じたことがあるかを尋ね、休業を命じた企業に対

して休業理由を尋ねている。これをまとめたものが図表 2-5-1 である。 
 

図表 2-5-1 コロナ発生前のおおむね 5 年間の休業の状況と休業理由（単位＝％） 

 
 

それによれば、「休業を命じたことがある」が 14.5％、「休業を命じたことはない」が 83.5％
となっている。従業員規模別にみると、規模が大きくなるほど、「休業を命じたことがある」

とする割合は高くなる（図表 2-5-1①）。 
労働者に「休業を命じたことがある」とする企業に対して、休業の理由（複数回、休業を

命じたことがある場合、直近の休業。以下同じ）について尋ねたところ（複数回答）、「地震

や大雨、火災等により会社を運営できなかったため」が 53.1％と最も割合が高く、次いで、

「取引先の事情」（13.8％）、「経営不振による休業（需要の低下、製品が売れない、資金調達

が困難など）」（9.2％）、「会社の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業」（5.4％）などと

なっている 16。従業員規模別にみると、規模が小さくなるほど、「経営不振による休業（需要

の低下、製品が売れない、資金調達が困難など）」の割合が高くなる傾向にある（図表 2-5-1
②）。 
 
（2）休業させる労働者を決定するに当たっての考慮要素 

調査では、休業に関して、休業させる労働者を決定するに当たって、どのような要素を考

慮したか尋ねており（複数回答）、これをまとめたものが図表 2-5-2 である。 

                                                
16 休業理由の「その他」が 316 件あるが、記述内容では、「インフルエンザまん延防止等」「同居家族のインフ

ルエンザ、ノロウイルス罹患により濃厚接触と判断する場合」などが目立つ（インフルエンザ等の病気・感染症

関連の記述は、149 件）。 
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合計 7,797 14.5 83.5 2.0 1,129 53.1 9.2 5.4 13.8 0.8 28.0 0.3

＜従業員規模＞

１００人未満 393 8.4 87.5 4.1 33 60.6 15.2 9.1 24.2 - 12.1 -

１００～２９９人 4,583 12.5 85.6 1.9 575 49.2 10.4 4.9 14.1 1.2 29.4 0.2

３００～９９９人 2,073 15.5 82.6 1.9 322 57.8 8.7 4.7 9.9 0.6 28.9 0.3

１０００人以上 686 28.1 70.0 1.9 193 56.5 5.2 7.8 17.6 - 24.9 0.5

※「②休業の理由」は、コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者に「休業を命じたことがある」とする企業を対象に集計。

①コロナ前のおおむね５年間
における、所定労働日に労働
者に休業を命じたことの有無

(SA）

【休業を命じたことがある企業】
②休業の理由（MA）
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図表 2-5-2 コロナ発生前における休業させる労働者を決定するに当たっての考慮要素（MA、単位＝％） 

 

 
それによれば、「特段の要素を考慮せず、全ての労働者を対象とした」とする割合が 47.9％

と最も高く、半数弱を占めている。逆に、「休業対象の考慮要素があった企業」（「特段の要素

を考慮せず、全ての労働者を対象とした」企業以外）は、51.6％となっている。休業対象を

決定する際の具体的な要素があった場合では、「所属する部署・部門」が 26.0％と最も高く、

次いで、「職種、業務内容（雇用形態による場合を除く）」（23.7％）、「雇用形態」（14.3％）

などが続く。 
これを従業員規模別にみると、「特段の要素を考慮せず、全ての労働者を対象とした」とす

る割合は、規模が小さくなるほど高くなる傾向にある。 
従業員に占める正社員比率別にみると、正社員比率が低い（すなわち、非正規雇用労働者

の比率が高い）ほど、具体的な考慮要素として、「雇用形態」の割合がやや高くなる傾向にあ

る。 
休業の理由（複数回答）別にみると、「特段の要素を考慮せず、全ての労働者を対象とした」

とする割合は、「地震や大雨、火災等により会社を運営できなかったため」で半数強と最も高

くなっている。「経営不振による休業」「会社の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業」

では、「所属する部署・部門」の割合が高くなっている。 
  

n

雇

用

形

態
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種
、
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務
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容
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用
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）

所

属
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部

署

・

部

門

役

職

勤

務

成

績

年

齢

勤

続

年

数

休

業

予

定

日

の

勤

務

の

状

況 そ

の

他

特

段

の

要

素

を

考

慮

せ

ず
、

全

て

の

労

働

者

を

対

象

と

し

た

無

回

答

合計 1,129 14.3 23.7 26.0 5.4 0.4 0.3 0.3 6.0 8.1 47.9 0.5

＜従業員規模＞

１００人未満 33 15.2 21.2 18.2 3.0 - - - - 9.1 51.5 3.0

１００～２９９人 575 9.0 23.0 24.3 4.0 - 0.3 0.5 6.1 7.8 50.4 0.3

３００～９９９人 322 18.3 24.2 30.1 8.7 0.9 0.3 - 5.3 8.4 46.3 0.9

１０００人以上 193 22.8 25.4 24.9 4.7 0.5 - - 8.3 8.8 42.5 -

＜従業員に占める正社員比率＞

３０％未満 154 26.0 22.7 31.2 4.5 0.6 - - 7.1 8.4 38.3 0.6

３０％～５０％未満 148 23.0 25.7 28.4 5.4 1.4 - - 11.5 9.5 39.2 -

５０％～７０％未満 239 13.4 19.2 22.6 5.9 0.4 - - 6.7 9.6 52.3 0.4

７０％以上 566 9.4 25.8 25.3 5.7 - 0.5 0.5 3.7 7.2 50.9 0.5

＜休業の理由（MA）＞

地震や大雨、火災等により会社を運営できなかったため 600 15.7 22.2 27.3 8.3 0.3 0.0 0.2 5.3 4.2 52.2 0.5

経営不振による休業 104 15.4 46.2 48.1 3.8 1.0 1.9 0.0 6.7 0.0 30.8 0.0

会社の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業 61 27.9 36.1 52.5 11.5 1.6 0.0 0.0 13.1 0.0 31.1 0.0

取引先の事情 156 16.0 38.5 38.5 1.9 0.0 0.0 0.0 10.9 4.5 30.1 0.0

※コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者に「休業を命じたことがある」とする企業を対象に集計。表側の「休業の理由」では、n数が

少ない「従業員不足による休業」及び「その他」は記載割愛（以下同じ）。
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（3）休業させた労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況 

①休業させた労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況 

調査では、コロナ発生前のおおむね 5 年間に、労働者に「休業を命じたことがある」と回

答した企業において、休業させた労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況についても

尋ねている。これをまとめたものが図表 2-5-3 である。 
休業させた労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況については、「全員に支払った」

企業割合は 81.9％と 8 割強を占めている。「一部の人に支払った」は 6.5％、「支払っていな

い」は 11.1％となっている。 
これを従業員規模別にみると、規模が小さくなるほど、休業等に伴う手当を「全員に支払

った」とする割合が高くなる傾向にある。 
従業員に占める正社員比率別にみると、正社員比率が高いほど、「全員に支払った」とする

割合が高くなる一方で、正社員比率が低い（すなわち、非正規雇用労働者の比率が高い）ほ

ど、「支払っていない」「一部の人に支払った」とする割合が高くなる傾向にある。 
休業の理由（複数回答）別にみると、休業等に伴う手当を「全員に支払った」とする割合

はいずれの理由においても 8 割以上となっている。「支払っていない」とする割合は、「地震

や大雨、火災等により会社を運営できなかったため」で最も高い。 
 

図表 2-5-3 コロナ発生前における休業させた労働者に対する「休業等に伴う手当」の支払い状況（SA、単位＝％） 

 

 
②休業等に伴う手当を「支払っていない」理由と休業等に伴う手当を「一部の人に支払った」企業

の支払った対象者を区別した基準 

休業等に伴う手当を「支払っていない」企業において、支払っていない理由（複数回答）

を尋ねたところ、「年次有給休暇を取得してもらったため」が 54.4％と最も高く、次いで、

n

全

員

に

支

払
っ

た

一

部

の

人

に

支

払
っ

た

支

払
っ

て

い

な

い

無

回

答

合計 1,129 81.9 6.5 11.1 0.5

＜従業員規模＞

１００人未満 33 87.9 6.1 6.1 -

１００～２９９人 575 83.3 5.2 11.1 0.3

３００～９９９人 322 80.1 6.8 12.4 0.6

１０００人以上 193 79.8 9.3 9.8 1.0

＜従業員に占める正社員比率＞

３０％未満 154 70.1 13.0 16.9 -

３０％～５０％未満 148 73.6 10.1 15.5 0.7

５０％～７０％未満 239 79.5 8.4 11.7 0.4

７０％以上 566 88.9 3.0 7.4 0.7

＜休業の理由（MA）＞

地震や大雨、火災等により会社を運営できなかったため 600 81.5 7.2 10.8 0.5

経営不振による休業 104 91.3 4.8 3.8 0.0

会社の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業 61 82.0 9.8 8.2 0.0

取引先の事情 156 85.3 7.1 7.7 0.0

※コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者に「休業を命じたことがある」とする企業を

対象に集計。
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「法律上支払義務がないから」（16.8％）、「ごく短期間の休業だったため」（14.4％）、「社内

規定等に支払に関する規定がなかったから」（11.2％）などが続く（図表 2-5-4）。 
休業等に伴う手当を「一部の人に支払った」企業の支払った対象者を区別した基準（複数

回答）を尋ねたところ、「雇用形態」が 52.1％と最も高く、次いで、「所属する部署・部門」

が 17.8％、「職種、業務内容（雇用形態による場合を除く）」が 15.1％などとなっている（図

表 2-5-5）。 
 
図表 2-5-4 休業等に伴う手当を「支払っていない」理由

（MA、単位＝％） 

図表 2-5-5 コロナ発生前における休業等に伴う手当を

「一部の人に支払った」企業の支払った対象者を区別し

た基準（MA、単位＝％） 

 

 

 
③雇用調整助成金の申請 

休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業（休業等に伴う

手当を支払った企業）における雇用調整助成金の申請については、「雇用調整助成金の申請を

行った企業」（「支払った手当の全額について申請した」（11.0％）と「一部のみ申請した」（4.8％）

の合計）の割合は 15.8％となっており、「申請しなかった」は 70.4％となっている。 
従業員規模別にみると、規模が小さくなるほど「支払った手当の全額について申請した」

とする割合が高くなる。 
従業員に占める正社員比率別にみると、正社員比率が高いほど、「支払った手当の全額につ

16.8 

11.2 

4.8 

0.0 

3.2 

14.4 

54.4 

25.6 

0.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

法律上支払義務がないから

社内規定等に支払に関する規定が

なかったから

支払わないことについて労働者と

合意したから

会社の経営が厳しかったから

他の代償措置を講じたから（ボー

ナスの上乗せなど）

ごく短期間の休業だったため

年次有給休暇を取得してもらった

ため

その他

無回答

合計（n=125）

※コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者に「休業を

命じたことがある」とする企業のうち、休業等に伴う手当を「支払って

いない」とする企業を対象に集計。

52.1 

15.1 

17.8 

5.5 

0.0 

0.0 

0.0 

11.0 

28.8 

1.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

雇用形態

職種、業務内容（雇用形態

による場合を除く）

所属する部署・部門

役職

勤務成績

年齢

勤続年数

休業させた日数

その他

無回答

合計（n=73）

※コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者

に「休業を命じたことがある」とする企業のうち、休業等に

伴う手当を「一部の人に支払った」とする企業を対象に集
計。
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いて申請した」の割合がわずかに高くなる。 
休業の理由（複数回答）別にみると、「経営不振による休業」で「支払った手当の全額につ

いて申請した」の割合が最も高い。「申請しなかった」の割合は、「地震や大雨、火災等によ

り会社を運営できなかったため」で最も高い（図表 2-5-6）。 
 

図表 2-5-6 雇用調整助成金の申請状況（SA、単位＝％） 

 
 
5-2．コロナ発生前後における休業の状況の比較 

（1）コロナ発生前後における休業の状況 

以下では、コロナ発生前とコロナ発生後の設問で比較可能なものについて、記述する（コ

ロナ発生前は、2019 年 12 月以前（新型コロナ発生前）のおおむね 5 年間の休業の状況（複

数回の場合は直近の休業）であるのに対して、コロナ発生後は、新型コロナの発生、感染拡

大期（2020 年 1 月～調査時点（2021 年 8 月 1 日現在）の休業の状況（休業が複数回ある場

合は、最も休業者が多かったケース）であることに留意されたい）。 
コロナ発生前・コロナ発生後の休業の状況についてみると、コロナ発生前（2019 年 12 月

以前）のおおむね 5 年間において、「休業を命じたことがある」が 14.5％であるのに対して、

コロナ発生後では、「休業を命じたことがある」が 68.3％となっている（図表 2-5-7）。 
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用
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請

を

行
っ
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企

業

合計 998 11.0 4.8 70.4 13.7 15.8

＜従業員規模＞

１００人未満 31 19.4 - 58.1 22.6 19.4

１００～２９９人 509 12.6 4.3 69.2 13.9 16.9

３００～９９９人 280 10.7 4.3 71.8 13.2 15.0

１０００人以上 172 5.2 8.1 73.8 12.8 13.3

＜従業員に占める正社員比率＞

３０％未満 128 2.3 7.8 72.7 17.2 10.1

３０％～５０％未満 124 6.5 3.2 80.6 9.7 9.7

５０％～７０％未満 210 8.6 3.3 72.4 15.7 11.9

７０％以上 520 15.2 5.2 66.7 12.9 20.4

＜休業の理由（MA）＞

地震や大雨、火災等により会社を運営できなかったため 532 7.1 4.3 73.1 15.4 11.5

経営不振による休業 100 53.0 15.0 24.0 8.0 68.0

会社の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業 56 7.1 12.5 64.3 16.1 19.6

取引先の事情 144 19.4 8.3 60.4 11.8 27.8

※コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者に「休業を命じたことがある」とする企業を対

象に集計。「雇用調整助成金の申請を行った企業」は、「支払った手当の全額について申請した」「一部の

み申請した」の合計。
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図表 2-5-7 コロナ発生前後における休業の状況（SA、単位＝％） 

 
 
（2）コロナ発生前後における休業させる労働者を決定するに当たっての考慮要素 

休業させる労働者を決定するに当たって、どのような要素を考慮したか（複数回答）につ

いては、コロナ発生前とコロナ発生後いずれも、「特段の要素を考慮せず、全ての労働者を対

象とした」とする割合が半数弱を占め、次いで、休業対象を決定する際の具体的な要素があ

った場合として、「所属する部署・部門」「職種、業務内容（雇用形態による場合を除く）」が

2 割台、「雇用形態」が 1 割台などとなっている。コロナ発生前後を比較すると、コロナ発生

前に比べてコロナ発生後の方が、「職種、業務内容（雇用形態による場合を除く）」「所属する

部署・部門」の割合がやや高い（図表 2-5-8）。 
 

図表 2-5-8 コロナ発生前後における休業させる労働者を決定するに当たっての考慮要素（MA、単位＝％） 

 
 
（3）コロナ発生前後における休業させた労働者への休業等に伴う手当の支払い状況 

休業させた労働者に対する休業等に伴う手当の支払い状況については、コロナ発生前では、

「全員に支払った」は 81.9％、「一部の人に支払った」は 6.5％、「支払っていない」は 11.1％
となっており、コロナ発生後は、「全員に支払った」は 89.6％、「一部の人に支払った」は 4.9％、

「支払っていない」は 5.4％となっている。 
コロナ発生前後を比較すると、コロナ発生前、コロナ発生後いずれも、休業等に伴う手当

を「全員に支払った」とする企業が 8 割台であり、大半の企業が全員に支払っていることに

14.5 

68.3 

83.5 

30.8 

2.0 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

コロナ発生前（n=7,797）

コロナ発生後（n=7,797）

休業を命じたことがある 休業を命じたことはない 無回答

※コロナ発生前は、2019年12月以前（新型コロナウイルス発生前）のおおむね5年間の休業の状況（複数回の場合は直近の休業）であるの

に対して、コロナ発生後は、新型コロナウイルスの発生、感染拡大期（2020年1月～調査時点（2021年8月1日現在））の休業の状況（休業

が複数回ある場合は、最も休業者が多かったケース）であることに留意されたい（以下同じ）。
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役
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成
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せ

ず
、

全

て

の

労

働

者

を

対

象

と
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た

無

回

答

コロナ発生前 1,129 14.3 23.7 26.0 5.4 0.4 0.3 0.3 6.0 8.1 47.9 0.5

コロナ発生後 5,322 14.0 25.8 27.9 4.6 0.4 0.8 0.4 7.5 7.9 47.3 0.6

※「コロナ発生前」は、コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者に「休業を命じたことがあ

る」企業を対象に集計。「コロナ発生後」は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって（2020年1月～調

査時点（2021年8月1日現在））、「休業を命じたことがある」企業を対象に集計。
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大きな違いはない。両者を比べると、コロナ発生前に比べてコロナ発生後の方が「全員に支

払った」とする割合が高くなる一方で、「支払っていない」とする割合が低くなっている（図

表 2-5-9）。 
 

図表 2-5-9 コロナ発生前後における休業させた労働者への休業等に伴う手当の支払い状況（SA、単位＝％） 

 
 
（4）休業等に伴う手当を支払っていない理由 

休業等に伴う手当を支払っていない理由（複数回答）については、コロナ発生前（問 10 付

問 3-1）とコロナ発生後（問 5 付問 3-1）で、両設問が複数回答であることから、同一の選択

肢のみを比較した。なお、コロナ発生前の選択肢には、「年次有給休暇を取得してもらったた

め」があるが、コロナ発生後については、当該選択肢はないものの、「その他」自由記述のア

フターコーディングにより、「有給休暇取得（特別休暇、年休（出勤扱い、振替出勤含む））」

を設けたため、これを参考で記載している。これをまとめたものが図表 2-5-10 である。 
 

図表 2-5-10 休業等に伴う手当を支払っていない理由（MA、単位＝％） 

 

 

81.9 

89.6 
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5.4 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

コロナ発生前（n=1,129）

コロナ発生後（n=5,322）

全員に支払った 一部の人に支払った 支払っていない 無回答

※1:「コロナ発生前」は、コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者に「休業を命じたことがある」とする企業を対象に集

計。「コロナ発生後」は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって（2020年1月～調査時点（2021年8月1日現在））、「休業を命じた

ことがある」とする企業を対象に集計。

※2：設問では、コロナ発生前（問10付問3）の選択肢「全員に支払った」「一部の人に支払った」「支払っていない」であり、コロナ発生後

（問5付問3）の選択肢「全員に支払った」「一部の人に支払った」「支払わなかった」であるが、同義であることから、図表では「支払って

いない」で統一表記している。

その他内容

n

法

律

上

支

払

義

務

が

な

い

か

ら

社

内

規

定

等

に

支

払

に

関

す

る

規

定

が

な

い

か

ら

支

払

わ

な

い

こ

と

に

つ

い

て

労

働

者

と

合

意

し

た

か

ら

会

社

の

経

営

が

厳

し

か
っ

た

か

ら

年

次

有

給

休

暇

を

取

得

し

て

も

ら
っ

た

た

め 有

給

休

暇

取

得
（

特

別

休

暇
、

年

休
（

出

勤

扱

い
、

振

替

出

勤

含

む
）

）

(

※

３
）

コロナ発生前 125 16.8 11.2 4.8 - 54.4

コロナ発生後 287 15.0 13.2 7.7 1.7 52.6

選択肢（※2）

※1：「コロナ発生前」は、コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者に「休業を命じたことがある」企業のうち、休業

等に伴う手当を「支払っていない」とする企業を対象に集計。「コロナ発生後」は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって

（2020年1月～調査時点（2021年8月1日現在））、「休業を命じたことがある」企業のうち、休業等に伴う手当を「支払わなかった」と

する企業を対象に集計。

※2、※3：本設問は複数回答であることから、コロナ発生前（問10付問3-1）とコロナ発生後（問5付問3-1）で同一の選択肢のみを記載

した。なお、コロナ発生前の選択肢には、「年次有給休暇を取得してもらったため」があるが、コロナ発生後には、当該選択肢がない

（選択肢がないものについては「／］で表記）。コロナ発生後については、「その他」自由記述のアフターコーディングにより、「有

給休暇取得（特別休暇、年休（出勤扱い、振替出勤含む））」を設けたため、これを参考で記載した。両設問で同一の選択肢がないこ

と等により記載割愛したものとしては、コロナ発生前で「他の代償措置を講じたから（ボーナスの上乗せなど）」「ごく短期間の休業

だったため」「その他」、コロナ発生後で「労働者自身で休業支援金を請求してもらうこととしたから」「その他」となっている。
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それによれば、コロナ発生前後を比較すると、コロナ発生前の「年次有給休暇を取得して

もらったため」、コロナ発生後の「有給休暇取得（特別休暇、年休（出勤扱い、振替出勤含む））」

はいずれも 5 割台と最も高くなっている。その他の選択肢では、コロナ発生前、コロナ発生

後いずれも、「法律上支払義務がないから」が 1 割台、「社内規定等に支払に関する規定がな

いから」が 1 割強となっており、両者でほとんど差はみられない（n 数が少ないことに留意）。 
 

（5）休業等に伴う手当を「一部の人に支払った」企業における支払った対象を区別した基準 

休業等に伴う手当を「一部の人に支払った」企業の支払った対象者を区別した基準（複数

回答）は、コロナ発生前では、「雇用形態」が 52.1％と最も高く、次いで、「所属する部署・

部門」が 17.8％、「職種、業務内容（雇用形態による場合を除く）」が 15.1％、「休業させた

日数」が 11.0％などとなっている。コロナ発生後では、「雇用形態」が 31.8％と最も高く、

次いで、「休業させた日数」が 11.1％、「職種、業務内容（雇用形態による場合を除く）」が

10.3％、「所属する部署・部門」が 6.9％などとなっている 17。コロナ発生前後を比較すると、

コロナ発生前に比べてコロナ発生後の方が、「雇用形態」「所属する部署・部門」「職種、業務

内容（雇用形態による場合を除く）」などの割合が低くなっている（n 数が少ないことに留意）。 
 

図表 2-5-11 休業等に伴う手当を「一部の人に支払った」企業における支払った対象を区別した基準（MA、単位＝％） 

 

 
（6）休業等に伴う手当を支払った企業における雇用調整助成金の申請状況 

休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業（休業等に伴う

手当を支払った企業）における雇用調整助成金の申請については、コロナ発生前では、「雇用

調整助成金の申請を行った企業」（「支払った手当の全額について申請した」（11.0％）と「一

部のみ申請した」（4.8％）の合計）の割合は 15.8％となっており、「申請しなかった」は 70.4％
となっている。 
                                                
17 先述のとおり（本報告書 46 頁、図表 2-2-10）、コロナ発生後では、「その他」が 52.5％あるが、自由記述内

容では、「本人の選択（年休）」「コロナ患者・濃厚接触者の感染経路等の基準」等のコロナ特有の基準が含ま

れていた。本節では、コロナ発生前とコロナ発生後を比較していることから、選択肢で比較可能なもののみの記

述にとどめている。 

n
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用

形

態
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種
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容
（

左

記
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に
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合
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所

属

す

る
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・

部

門

役

職

勤

務

成

績

年

齢

勤

続

年

数

休

業

さ

せ

た

日

数

そ

の

他

無

回

答

コロナ発生前 73 52.1 15.1 17.8 5.5 - - - 11.0 28.8 1.4

コロナ発生後 261 31.8 10.3 6.9 1.5 0.4 - 1.5 11.1 52.5 1.9

※「コロナ発生前」は、コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者に「休業を命じたことが

ある」企業のうち、休業等に伴う手当を「一部の人に支払った」とする企業を対象に集計。「コロナ発生

後」は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって（2020年1月～調査時点（2021年8月1日現在））、

「休業を命じたことがある」企業のうち、休業等に伴う手当を「一部の人に支払った」とする企業を対象に

集計。
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一方、コロナ発生後では、「雇用調整助成金の申請を行った企業」（「支払った手当の全額に

ついて申請した」（44.1％）と「一部のみ申請した」（14.0％）の合計）の割合は 58.1％とな

っており、「申請しなかった」は 39.3％となっている。 
コロナ発生前後を比較すると、コロナ発生前に比べてコロナ発生後の方が、「支払った手当

の全額について申請した」「一部のみ申請した」の割合が高い一方で、「申請しなかった」の

割合が低下している。 
 

図表 2-5-12 休業等に伴う手当を支払った企業における雇用調整助成金の申請状況（SA、単位＝％） 

 
 

６．労基法上の「休業手当」について 

6-1．労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」基準に対する認識 

調査では、労基法上の「休業手当」に対する認識について、調査時点現在における認識を

尋ねている。 
労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」という基準に対する認識につ

いては、「適当」が 80.7％と大部分を占め、「低い」は 12.7％であり、「高い」は 5.6％と少数

である。 
これを業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、いずれの業種においても、「適当」

が 8 割前後と最も高いことに違いはない。「高い」とする割合は業種でほとんど差はみられ

ない。「低い」とする割合が比較的高い業種（n=30 以上、「その他」除く）としては、「宿泊

業、飲食サービス業」「製造業」などとなっている。 
従業員規模別にみると、規模が小さくなるほど、「低い」とする割合は高くなる傾向にある。 
コロナ発生後の休業の有無別にみると、休業の有無にかかわらず「適当」が 8 割前後と最

も高いことに違いはないものの、「休業を命じたことはない」企業に比べて、「休業を命じた

ことがある」企業の方が「低い」とする割合が高い（図表 2-6-1）。 
  

11.0 

44.1 

4.8 

14.0 

70.4 

39.3 

13.7 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

コロナ発生前（n=998）

コロナ発生後（n=5,031）

支払った手当の全額について申請した 一部のみ申請した 申請しなかった 無回答

※「コロナ発生前」は、コロナ前のおおむね５年間における、所定労働日に労働者に「休業を命じたことがある」企業のうち、

休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業を対象に集計。「コロナ発生後」は、今般の新型コ

ロナウイルス感染症の影響によって（2020年1月～調査時点（2021年8月1日現在））、「休業を命じたことがある」企業のう

ち、休業等に伴う手当を「全員に支払った」「一部の人に支払った」とする企業を対象に集計。
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図表 2-6-1 労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」という基準に対する認識（SA、単位＝％） 

 
 
労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」基準を「高い」と考える理由

（複数回答）については、「売上げや収益がない場合があり、企業の支払い負荷が高すぎるか

ら」が 76.1％と最も高く、次いで、「災害などの理由により休業期間が長期化する場合、企業

の支払能力を超えることもあるから」が 70.4％、「労働者は実際に働いてないから」が 47.6％、

「労働者の生活保障は、本来企業が負担するものではないと思うから」が 18.7％、「民法の

規定 18があれば十分であり、罰則付きの義務にする必要はないと思うから」が 6.4％などと

なっている 19。 
「高い」と考える理由について従業員規模別にみると、規模が小さくなるほど、「売上げや

収益がない場合があり、企業の支払い負荷が高すぎるから」「災害などの理由により休業期間

が長期化する場合、企業の支払能力を超えることもあるから」の割合が高くなる傾向にある。

                                                
18 調査票では、民法の規定について、「民法第 536 条第 2 項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履

行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない」と注記している（以下

同じ）。 
19 高いと考える理由の「その他」は 21 件あり、自由記述の内容の例としては以下のとおり。「災害は使用者の

責めではない」「一概に判断はできず難しい」「今までは適当と考えていたが、コロナのような長期におよぶと

企業の支払い能力を超える」「経営側の目線なら収益がない場合の負荷が大きい。従業員目線なら妥当とも思う」

「休業している職員の代替を別で雇用する必要があり、人件費が 1.6 倍となる（コロナ対応）」「年休で対応で

きるため」「現在は、有給制度を促進しており、二重負担である」「欠員により他者に残業、欠員補充が必要と

なり、二重に負担増」「休む職員が増えると、業務に支障がある」「平均賃金が高い人もいれば低い人もおり、

60％という基準が必ずしも適切とは限らない」「生活保障の観点より、上限を設けるべき」「企業が倒産したら

意味が無い。小さい企業になれば倒産する」「公機関の補助も必要」など。 

n

高

い

適

当

低

い

無

回

答

合計 7,797 5.6 80.7 12.7 0.9

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 4 - 100.0 - -

建設業 341 3.5 84.2 11.4 0.9

製造業 1,552 2.7 80.3 16.1 0.8

電気・ガス・熱供給・水道業 29 - 93.1 6.9 -

情報通信業 226 2.7 85.4 11.1 0.9

運輸業、郵便業 589 6.5 79.5 12.9 1.2

卸売業、小売業 1,104 4.6 81.8 12.8 0.8

金融業、保険業 145 2.8 85.5 11.0 0.7

不動産、物品賃貸業 67 1.5 88.1 10.4 -

学術研究、専門・技術サービス業 111 7.2 80.2 11.7 0.9

宿泊業、飲食サービス業 320 4.7 73.4 20.6 1.3

生活関連サービス業、娯楽業 178 7.9 77.5 14.0 0.6

教育、学習支援業 341 9.1 83.6 6.2 1.2

医療、福祉 1,815 8.1 79.7 11.2 0.9

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 97 4.1 86.6 9.3 -

サービス業（他に分類されないもの） 813 7.6 80.4 11.2 0.7

その他 65 6.2 78.5 12.3 3.1

＜従業員規模＞

１００人未満 393 5.6 77.6 14.5 2.3

１００～２９９人 4,583 5.4 80.6 13.2 0.8

３００～９９９人 2,073 5.7 81.6 11.9 0.8

１０００人以上 686 6.7 80.8 11.8 0.7

＜コロナ発生後の休業の有無＞

休業を命じたことがある 5,322 5.7 79.3 14.3 0.6

休業を命じたことはない 2,403 5.3 84.3 9.0 1.4
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その一方で、規模が大きくなるほど、「労働者は実際に働いてないから」の割合が高い。 
コロナ発生後の休業の有無別にみると、「休業を命じたことはない」企業に比べて、「休業

を命じたことがある」企業の方が「労働者は実際に働いてないから」とする割合が高い。そ

の一方で、「休業を命じたことがある」企業に比べて、「休業を命じたことはない」企業の方

が「売上げや収益がない場合があり、企業の支払い負荷が高すぎるから」「災害などの理由に

より休業期間が長期化する場合、企業の支払能力を超えることもあるから」の割合が高い（図

表 2-6-2）。 
 

図表 2-6-2 労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」基準を「高い」と考える理由（MA、単位＝％） 

 
 
一方、労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」基準を「低い」と考え

る理由（複数回答）については、「その金額では生活できないだろうと思うから」が 75.9％と

最も高く、次いで、「「使用者の責に帰すべき事由による」休業なのだから、もっと使用者が

責任を負うべきだから」が 39.8％、「企業が果たす社会的責任などを考えれば、より多くの

負担があってもよいと思うから」が 23.0％などとなっている 20。 
                                                
20 「低い」と考える理由の「その他」は 39 件あった。その中では平均賃金の計算方法に関する記述が目立つ。

具体的には、「60％の休業補償では生活できなくなる者も増える」「法律上、暦日数を使用しているので、土日

休みなら通常賃金×約４割の支払い＝平均賃金の 60％になっているから」「支給額は 60％程度になっても、控除

額は減額されない（社会保険料等）ことで、想定以上に手取り額が少なくなるため」「特に日給制、時給制の方

は、額の 6 割が平均賃金で更にその 6 割を支給するので実質 3 割 6 分しか支払わないですむから相当低くなる」

「6 割が適当と思うが、月給者は暦日数で割る部分が疑問、休日を挟むと 60％より下がる」「休業が長期化（コ

ロナ）すると、平均賃金は下がり続けるから」「期間も加味した方がよい」などの記述があった。また、他の社

会保障制度等とのバランスを考慮した記述もあった。具体的には、「病気休業時等の傷病手当金とは異なり、従

業員に課税されるため実質的効用が減じるため」「傷病手当金より低くする理由が無いと思うので」「雇用調整

助成金とのバランスを考えて両方とも低いと思う」。さらに、休業手当の支給額が労働者側のモチベーションに

影響を与えることをあげる企業もあった。具体的には、「平均賃金の詳細を知らない労働者は給与の 60％を想像

するが、実際に法定どおりで計算すると 60％にならず、誤解を生じる」「実際の給与額の 60％にならず不満の

声が多い」「納得せずに退職者が増え、事業運営に支障がでる」「従業員のモチベーション維持のためには少な

い」「労使間のトラブルを防ぐため」「労働者の休業への同意が得難いと思われる」。そのような背景があるた
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に

す
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必

要
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な

い

と
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う

か

ら

そ

の

他

無

回

答

合計 439 76.1 70.4 47.6 18.7 6.4 4.8 -

＜従業員規模＞

１００人未満 22 90.9 86.4 40.9 18.2 9.1 - -

１００～２９９人 246 80.9 73.6 45.1 20.7 8.1 2.8 -

３００～９９９人 119 70.6 64.7 47.1 12.6 3.4 10.9 -

１０００人以上 46 63.0 60.9 67.4 21.7 2.2 2.2 -

＜コロナ発生後の休業の有無＞

休業を命じたことがある 306 74.2 68.0 48.7 18.0 6.9 6.2 -

休業を命じたことはない 127 79.5 75.6 44.1 18.1 5.5 1.6 -

※「労基法第２６条の休業手当について、「平均賃金の１００分の６０以上」という基準は適当だと思いますか」との設問につい

て、「高い」と回答した企業を対象に集計。
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「低い」と考える理由について従業員規模別にみると、「その金額では生活できないだろう

と思うから」の割合は「1,000 人以上」で最も低くなっているのに比べて、1,000 人未満（「100
人未満」「100～299 人」「300～999 人」）では 7 割以上と高くなっている。 

コロナ発生後の休業の有無別にみると、「休業を命じたことはない」企業に比べて、「休業

を命じたことがある」企業の方が「その金額では生活できないだろうと思うから」とする割

合がやや高い。その一方で、「休業を命じたことがある」企業に比べて、「休業を命じたこと

はない」企業の方が「「使用者の責に帰すべき事由による」休業なのだから、もっと使用者が

責任を負うべきだから」の割合が高い（図表 2-6-3）。 
 

図表 2-6-3 労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」基準を「低い」と考える理由（MA、単位＝％） 

 

 
6-2．労基法第 26 条の休業手当の計算方法の複雑さに対する認識 

調査では、「労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」という計算方法

は複雑だと思いますか」（以下、「計算方法の複雑さ」という）と尋ねている。それによれば、

計算方法の複雑さについて、「特に思わない」が 50.2％と半数を占めるものの、「そう思う・

計」（「そう思う」（12.2％）と「ややそう思う」（33.7％）の合計）も 45.9％と半数弱存在す

る。 
「そう思う・計」の割合について業種別（n=30 以上、「その他」除く）にみると、合計よ

り 5 ポイント以上高い業種は、「宿泊業、飲食サービス業」となっている。 
従業員規模別にみると、規模が大きくなるほど、「そう思う・計」の割合が高くなる傾向に

ある。 
                                                
めか、年次有給休暇や現給保障、支給率の引上げなど独自の対応をとっている企業もみられた。具体的には、「年

次有給休暇は 100％であり、支払うケースになると選択することになる」「比較して有給休暇を取得することに

なるから」「コロナ下では低いため、別途休業協定で減額しない旨締結した」「従業員の生活を守るため、60％
以上を支払っている」「今回、コロナ対応での支給が 100％での支給で行ったため」などの記述があった。 
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を
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が
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定
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じ

に

す
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き

だ

か

ら

そ

の

他

無

回

答

合計 993 75.9 39.8 23.0 3.5 3.9 0.1

＜従業員規模＞

１００人未満 57 78.9 38.6 19.3 - 1.8 -

１００～２９９人 605 74.0 42.3 23.8 4.5 3.0 -

３００～９９９人 246 82.5 33.3 23.6 1.6 6.1 -

１０００人以上 81 66.7 40.7 16.0 3.7 6.2 1.2

＜コロナ発生後の休業の有無＞

休業を命じたことがある 761 77.5 38.1 22.1 2.9 4.2 0.1

休業を命じたことはない 217 71.0 44.7 24.9 5.1 2.8 -

※「労基法第２６条の休業手当について、「平均賃金の１００分の６０以上」という基準は適当だと思いますか」と

の設問について、「低い」と回答した企業を対象に集計。
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コロナ発生後の休業の有無別にみると、計算方法の複雑さについて、「そう思う・計」の割

合は、「休業を命じたことがある」が 49.7％、「休業を命じたことはない」が 37.8％となって

おり、「休業を命じたことがある」の方が高い（図表 2-6-4）。 
 

図表 2-6-4 労基法第 26 条の休業手当の計算方法の複雑さに対する認識（SA、単位＝％） 

 
 

6-3．労基法第 26 条の休業手当の計算方法の見直しに関する認識 

（1）労基法第 26 条の休業手当の計算方法の見直しに関する認識 

調査では、労基法第 26 条の休業手当の計算方法について、見直しを行うべきかについて

尋ねている。これをまとめたものが図表 2-6-5 である。 
  

n

そ

う

思

う

や

や

そ

う

思

う

特

に

思

わ

な

い

無

回

答

そ

う

思

う

・

計

合計 7,797 12.2 33.7 50.2 3.9 45.9

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 4 - 50.0 50.0 - 50.0

建設業 341 8.2 28.4 59.5 3.8 36.6

製造業 1,552 11.9 34.7 50.5 2.9 46.6

電気・ガス・熱供給・水道業 29 10.3 27.6 58.6 3.4 37.9

情報通信業 226 13.7 35.0 46.5 4.9 48.7

運輸業、郵便業 589 10.5 32.8 52.8 3.9 43.3

卸売業、小売業 1,104 14.0 33.0 49.4 3.6 47.0

金融業、保険業 145 7.6 26.9 60.0 5.5 34.5

不動産、物品賃貸業 67 13.4 23.9 59.7 3.0 37.3

学術研究、専門・技術サービス業 111 15.3 29.7 48.6 6.3 45.0

宿泊業、飲食サービス業 320 16.9 34.4 44.7 4.1 51.3

生活関連サービス業、娯楽業 178 16.3 32.6 49.4 1.7 48.9

教育、学習支援業 341 12.6 37.0 46.0 4.4 49.6

医療、福祉 1,815 12.8 34.9 47.8 4.5 47.7

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 97 5.2 35.1 53.6 6.2 40.3

サービス業（他に分類されないもの） 813 10.3 34.4 51.4 3.8 44.7

その他 65 7.7 30.8 56.9 4.6 38.5

＜従業員規模＞

１００人未満 393 9.7 29.8 55.7 4.8 39.5

１００～２９９人 4,583 11.0 33.5 51.5 4.0 44.5

３００～９９９人 2,073 13.6 35.1 47.6 3.8 48.7

１０００人以上 686 17.8 33.8 45.9 2.5 51.6

＜コロナ発生後の休業の有無＞

休業を命じたことがある 5,322 13.9 35.8 47.5 2.8 49.7

休業を命じたことはない 2,403 8.5 29.3 56.2 6.0 37.8

※「そう思う・計」は、「そう思う」「ややそう思う」の合計。表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において

「そう思う・計」で合計より5ポイント以上高い数値に網。
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図表 2-6-5 労基法第 26 条の休業手当の計算方法の見直しに関する認識（SA、単位＝％） 

 
 
それによれば、労基法第 26 条の休業手当の計算方法について、「見直しは必要ない」が

74.4％と大多数を占めており、「見直しを行うべき」（20.6％）を大きく上回っている。 
計算方法について「見直しを行うべき」の割合を業種別（n=30 以上、「その他」除く）に

みると、合計より 5 ポイント以上高い業種は、「宿泊業、飲食サービス業」となっている。 
従業員規模別にみると、規模が大きくなるほど、「見直しを行うべき」とする割合がやや高

くなる傾向にある。 
コロナ発生後の休業の有無別にみると、「休業を命じたことはない」企業に比べて、「休業

を命じたことがある」企業の方が「見直しを行うべき」の割合がやや高い。 
労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」基準に対する認識別にみる

と、「見直しを行うべき」の割合は、現行の基準が「低い」とする企業で 58.8％、「高い」と

する企業で 43.1％となっている。 
労基法第 26 条の休業手当の計算方法「平均賃金の 100 分の 60 以上」の複雑さに対する認

識別にみると、複雑さを感じている企業ほど、「見直しを行うべき」とする割合が高くなる傾

向にある。 

n

見

直

し

は

必

要

な

い

見

直

し

を

行

う

べ

き

無

回

答

合計 7,797 74.4 20.6 5.0

＜業種＞

鉱業、採石業、砂利採取業 4 75.0 - 25.0

建設業 341 78.0 16.7 5.3

製造業 1,552 75.4 20.9 3.7

電気・ガス・熱供給・水道業 29 72.4 27.6 -

情報通信業 226 72.1 20.8 7.1

運輸業、郵便業 589 74.7 20.7 4.6

卸売業、小売業 1,104 75.0 21.0 4.0

金融業、保険業 145 78.6 16.6 4.8

不動産、物品賃貸業 67 77.6 19.4 3.0

学術研究、専門・技術サービス業 111 71.2 22.5 6.3

宿泊業、飲食サービス業 320 66.6 27.2 6.3

生活関連サービス業、娯楽業 178 68.5 25.3 6.2

教育、学習支援業 341 77.1 15.8 7.0

医療、福祉 1,815 73.4 20.7 6.0

複合サービス事業（郵便局、農業組合など） 97 74.2 22.7 3.1

サービス業（他に分類されないもの） 813 75.6 19.4 4.9

その他 65 72.3 15.4 12.3

＜従業員規模＞

１００人未満 393 75.3 19.6 5.1

１００～２９９人 4,583 74.4 20.0 5.6

３００～９９９人 2,073 75.4 20.2 4.4

１０００人以上 686 70.6 26.7 2.8

＜コロナ発生後の休業の有無＞

休業を命じたことがある 5,322 73.1 22.7 4.1

休業を命じたことはない 2,403 77.4 15.7 6.9

＜労基法第26条の休業手当の「平均賃金の100分の

60以上」基準に対する認識＞

高い 439 53.5 43.1 3.4

適当 6,295 81.7 13.1 5.2

低い 993 40.3 58.8 0.9

＜労基法第26条の休業手当の計算方法「平均賃金

の100分の60以上」の複雑さに対する認識＞

そう思う 953 32.6 66.0 1.4

ややそう思う 2,630 72.2 26.0 1.9

特に思わない 3,911 90.4 7.0 2.6

※表側の業種(n=30以上、「その他」除く)において「見直しを行うべき」で合計より5ポイント

以上高い数値に網。
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（2）労基法第 26 条の休業手当の計算方法の「見直しが必要ない理由」及び「見直し方法」 

調査では、労基法第 26 条の休業手当の計算方法で「見直しは必要ない」と考える企業に対

して、「見直しは必要ない」と思う理由（複数回答）を尋ね、「見直しを行うべき」と考える

企業に対して、どのようにすべきか（複数回答。以下、「見直し方法」という）を尋ねている。

①見直しが必要ない理由と②見直し方法をまとめたものが図表 2-6-6 である。 
 
図表 2-6-6 労基法第 26 条の休業手当の計算方法において、①見直しが必要ない理由、②見直し方法（単位＝％） 

 
 
①見直しが必要ない理由（複数回答）については、「今の算定方法は問題がないと思うから」

が 51.3％と最も高く、次いで、「他に適切な算定方法が思いつかないから」が 36.4％、「現在

の算定方法を下回らない形で、各企業で簡便な算定方法を用いればよいだけだから」が

18.9％となっている 21。 
                                                
21 「見直しは必要ない」と考える理由の「その他」は 53 件あった。その中では、法律で最低ラインを決めてお

り、それ以上は各企業の判断に委ねるべきとの指摘が目立つ。具体的には、「休業手当をいくらにするかは、各

企業の財政状態等も考慮して弾力的に決定すべきであり、法律で最低限度を上げるべきではない」「仮に 60％を

超える賃金を支払うつもりであれば、独自に定めれば良い。また計算方法は客観性の観点から仕方がないと考え

る」「100 分の 60 以上なので、60 にこだわらず 70、80 でもよいことから見直しの必要はない」「就業規則に

「その他会社が必要と認めた場合は、給与の一部又は全額を支給することがある」と規定しているから」「60％
を最低ラインとし、あとは各企業の判断に任せれば良いと感じたため」「会社負担を考えると、非常時の場合の

最低保障と考える」「今回のような国から助成金をもらえる場合は、別途労組と話し合いをもつから」「支払う

体力がない企業もある、仕事をしていない日に 6 割もらえれば十分」「ノーワーク、ノーペイの考え」「特別な
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n
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次
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給
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金
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選

択
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に

す
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金
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時
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け

で

な

く
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日
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払

い
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す
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て
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き

そ

の

他

無

回

答

合計 5,800 51.3 36.4 18.9 0.9 1.5 1,604 68.2 13.2 18.0 6.7 1.3

＜従業員規模＞

１００人未満 296 53.4 29.1 22.3 1.0 1.4 77 67.5 16.9 13.0 5.2 3.9

１００～２９９人 3,411 51.3 36.2 19.0 0.9 1.6 915 68.0 14.5 17.9 6.1 1.2

３００～９９９人 1,563 50.9 37.2 17.4 1.0 1.4 419 68.5 11.7 18.4 7.2 1.2

１０００人以上 484 51.7 38.8 21.9 0.6 1.0 183 69.4 8.7 19.1 9.3 0.5

＜コロナ発生後の休業の有無＞

休業を命じたことがある 3,892 50.7 36.4 19.8 0.9 1.5 1,210 68.3 12.6 18.9 6.8 1.3

休業を命じたことはない 1,860 52.4 36.2 17.1 0.9 1.4 378 68.0 14.8 15.3 6.9 1.1

＜労基法第26条の休業手当の「平均賃金の

100分の60以上」基準に対する認識＞

高い 235 30.6 60.0 13.6 1.3 3.0 189 53.4 5.3 29.6 13.8 3.2

適当 5,142 53.3 35.2 18.3 0.8 1.4 827 68.9 11.7 18.1 5.3 1.2

低い 400 38.3 38.0 30.0 1.8 1.5 584 72.1 18.0 14.0 6.3 0.9

＜労基法第26条の休業手当の計算方法「平

均賃金の100分の60以上」の複雑さ＞

そう思う 311 19.6 62.7 20.6 1.9 1.3 629 64.7 10.5 26.2 5.7 1.1

ややそう思う 1,898 32.9 52.0 21.4 0.5 1.9 683 71.6 14.3 14.1 5.9 1.3

特に思わない 3,535 64.0 25.8 17.4 1.0 1.2 275 68.4 16.7 9.5 10.9 1.5

【「見直しは必要ない」回答企業】

①「見直しは必要ない」理由(MA)

【「見直しを行うべき」回答企業】

②見直し方法（MA）

※①は、「労基法第２６条の休業手当の計算方法について、見直しを行うべきだと思いますか」との設問について、「見直しは必要ない」と回答した企

業を対象に集計。

※②は、「労基法第２６条の休業手当の計算方法について、見直しを行うべきだと思いますか」との設問について、「見直しを行うべき」と回答した企

業を対象に集計。
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これを従業員規模別にみると、規模が大きくなるほど、「他に適切な算定方法が思いつかな

いから」の割合がやや高い。 
コロナ発生後の休業の有無別にみると、いずれの理由も大きな差はみられない。 
労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」基準に対する認識別にみる

と、現行の基準が「低い」とする企業で「現在の算定方法を下回らない形で、各企業で簡便

な算定方法を用いればよいだけだから」の割合が最も高い。 
労基法第 26 条の休業手当の計算方法「平均賃金の 100 分の 60 以上」の複雑さに対する認

識別にみると、複雑さを感じている企業ほど、「他に適切な算定方法が思いつかないから」と

する割合が高くなる傾向にある（図表 2-6-6①）。 
一方、②見直し方法（複数回答）としては、「年次有給休暇取得時の賃金のように、「通常

の賃金」などとの選択制にするべき」が 68.2％と最も高く、次いで、「算定に当たって平均賃

金を使うことをやめるべき」が 18.0％、「平均賃金の算定時と同様に、労働日だけでなく休

日も支払い対象とすべき」が 13.2％となっている。 
見直し方法について、従業員規模別にみると、規模が小さくなるほど、「平均賃金の算定時

と同様に、労働日だけでなく休日も支払い対象とすべき」とする割合が高くなる。一方、規

模が大きくなるほど、「算定に当たって平均賃金を使うことをやめるべき」の割合がやや高い。 
コロナ発生後の休業の有無別にみると、いずれの方法も大きな差はみられない。 
労基法第 26 条の休業手当の「平均賃金の 100 分の 60 以上」基準に対する認識別にみる

と、現行の基準が「低い」と感じている企業ほど、「年次有給休暇取得時の賃金のように、「通

常の賃金」などとの選択制にするべき」「平均賃金の算定時と同様に、労働日だけでなく休日

も支払い対象とすべき」とする割合が高くなる傾向にある。 
労基法第 26 条の休業手当の計算方法「平均賃金の 100 分の 60 以上」の複雑さに対する認

識別にみると、複雑さを感じている企業ほど、「算定に当たって平均賃金を使うことをやめる

べき」とする割合が高くなる傾向にある（図表 2-6-6②）。 
なお、調査では、労基法第 26 条の休業手当の計算方法の見直しを行うべきと考えている

企業のうち、「算定に当たって平均賃金を使うことをやめるべき」を選択した企業に対して、

「平均賃金を使わない代わりに具体的にどうすべきか」を自由記述で尋ねている（図表 2-6-
7）。 

記述内容としては、休業手当の計算方法で、平均賃金の使用が複雑さや労働者の誤解を招

くこと等から、平均賃金の代わりに、「通常の賃金」や「基本給」「標準報酬月額」を算出根

拠にあげる意見が目立つ（少数ながら、「最低賃金」をあげる企業もあった）。また、平均賃

                                                
事情には特別な方法・期間で対応すればよい」など。その他、適した制度見直しの困難さや企業の制度・システ

ム改訂の負担をあげる企業もあった。具体的には、「平均賃金は、予告手当や年休、休業補償等、様々な場面で

扱われている。該当する全てを見直すのなら理解できるが、休業手当の計算のみ見直すのは、場当たりとなるた

め」「システムの改修が必要になる」「就業規則、賃金規定を改定しなければならなくなる」「見直しをすると

混乱するから」などがあった。 
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金の算出で総暦日数ではなく実労働日数で除する方法についての指摘も多い。平均賃金は、

残業代等の手当で変動することから、これらの諸手当を除いた額を平均賃金とすることなど、

平均賃金自体ついての指摘もあった。現行の平均賃金の計算では、個々人での算出や、時期

により変動することもあり、より簡素な計算方法を求めているようだ。 
 

図表 2-6-7 労基法第 26 条の休業手当の計算方法の「算定に当たって平均賃金を使うことをやめるべき」とする企業の

自由意見 

 
  

記述内容例
＜「通常の賃金」「基本給」「標準報酬月額」などの算出方法＞

「平均賃金」を「通常の賃金」と思う人が多いから「通常の賃金」の60％程度が適当だと思う。

年次有給休暇取得時と同様の通常の賃金の６割。

通常の賃金を基準として、その60％／平均賃金との選択制。

選択制ではなく「通常の賃金」にする。選択制ではまた複雑になるだけ。

基本給等の固定給を基準とするべき。残業ありきの計算は必要ない。仕事が無い時に残業等の変動する部分を保障する事はノーワー

クノーペイとは矛盾している。

変動要素が少ない基本給から算出した日額を支給基準にする。

基本給を使用、基本給は年１回しか変動しないため。

健保、厚生年金の標準報酬月額（日額）を平均賃金とみなす等、算定方法を簡便に統一していただけると良い。

社保の標準報酬月額を使う。支給対象が複数の場合、一人一人3か月平均を算出するのは手間と時間もかかる。

厚生年金、健康保険の標準報酬月額を休業手当の基礎算定額として使用する方が、事務処理も簡素化できるかと思う。

エリア毎の最低賃金をベースにする（60％は高すぎる）。

＜実労働日数などで算出＞

暦日での算出を止め、その月の所定労働日数で算出すべき。

歴日による平均ではなく所定勤務日数による平均とすべき。労使ともに労働により給与が発生すると考えるため、月給の所定労働日

数平均を利用した方が、違和感が少ない。

休日を含めずに、算出する方が、労使共に、わかりやすい。

所定日数を分母にして労働日分を支給とか、歴日数を分母にして休日も含めて支給とするかの選択制。

平均賃金は、過去３か月分の賃金を暦日数で除したものだが、暦日数ではなく、実労働日数にすれば、一般職員にもわかりやすい。

現在の算定方法だと実質40％（下限で）になってしまうため、暦日数ではなく、所定労働日数で平均賃金を算出すべき。

１日の単価×60％の金額で固定すべき。平均賃金は変動するので適当ではない。

１日当たりの賃金×60％で一本化。

時間外手当は暦日数を使わず所定労働時間で割るので、休業手当も実労働時間又は実労働日数で割ってはどうか。

時間外労働を行った場合の割増賃金の計算根拠である「時間単価」×所定労働時間をベースにしたらよいと思う。

月給を時給換算して、休業した時間分支払う。

１時間あたりの単価×時間。これでは少なくなるので80／100などにするのが適当では（残業・歩合・手当も含めると面倒）。

＜平均賃金について＞

残業のあり、なしで算定額が大きく変わるので、残業代を含まない平均賃金で算定する。

個人毎の３か月の給与の平均額では、同じ基本給でも残業を行った人と行わなかった人の平均には大きな差がある。残業代を除いた

３か月の平均額を、社保のような月額標準表を作成し、給与の金額の幅ごとに○％以上はこの金額という表が欲しい。

月給制のため大幅な変動ないものの支給総額に疑問が残る。通勤手当他不要と思われる支給を控除した後の平均なら納得できる。

平均賃金を使うとコロナが長期化しており平均賃金が毎月下ってしまう。雇用を守れと言うが、本人にとっては、生活の維持が困難

になってくる。

100分の60を基本とし、最低保障額などを考えるべき。

※設問では、労基法26条の休業手当の計算方法について「見直しを行うべき」とする企業のうち、「算定に当たって平均賃金を使う

ことをやめるべき」を選択した企業（289件）に対して、「平均賃金を使わない代わりに具体的にどうすべきか」を自由記述で尋ね

ている。掲載事例はその抜粋である。



資料１ 

調査票 

（本調査の依頼状記載の雇用調整助成金の特例措置の内容について

は次頁に記載）
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雇用調整助成金の特例措置の内容

※以下は、本調査実施時に依頼状（裏面）に付した雇用調整助成金の特例措置の内容の説明文

本調査では、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合に、その一部を助成する雇用調整助成金についても聞い

ています。以下が、新型コロナウイルスが発生・感染拡大してからの緊急対応期間中の雇用調整助成金の特例措置

の内容です。

【支給対象となる事業主】

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  １．新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

２．最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比５％以上減少している(※) 

※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

  ３．労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

【助成対象となる労働者】

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。

学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。（雇用調

整助成金と同様に申請できます）
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toyama
下線
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と
し

ま
す

（派
遣

・請
負

労
働

者
は

含
め

な
い

で
く

だ
さ

い
）。

 
2  
正
社
員
と
は
、
貴
社
に
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
る
無
期
労
働
契
約
の
、
い
わ
ゆ
る
正
規
雇
用
労
働
者
を
指
す
も
の
と
し
ま
す
（
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

は
そ
れ
以
外
の
労
働
者
（
パ
ー
ト
、
契
約
、
嘱
託
等
）
を
指
す
も
の
と
し
ま
す
（
派
遣
・
請
負
労
働
者
は
含
め
な
い
で
く
だ
さ
い
））
。
 

3  
派
遣
労
働
者
と
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
者
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
労
働
者
を
指
し
ま
す
。

 
2 

問
２

．
貴
社

で
は

、
以

下
の

労
働

者
（

※
1）

を
雇

用
し
て

い
ま

す
か

。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）

 

１
．

フ
ル

タ
イ

ム
契

約
労

働
者

（
有

期
）
 

５
．

臨
時

労
働

者
 

２
．
フ

ル
タ

イ
ム

契
約

労
働
者
（

無
期

）（
正

社
員

以
外

） 
６

．
定

年
再

雇
用
者

（
※

2
）

 

３
．

パ
ー

ト
タ

イ
ム

契
約

労
働

者
（

有
期

）
 

７
．

１
～

６
い

ず
れ

の
雇

用
労

働
者

も
い

な
い

 

４
．

パ
ー

ト
タ

イ
ム

契
約

労
働

者
（

無
期

）
 

※
1：

本
調
査
で
の
正
社
員
以
外
の
労
働
者
の
就
業
形
態
は
、
以
下
の
定
義
に
よ
り
ま
す
。

フ
ル
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
（
有
期
）
 

貴
社
に
有
期
契
約
（
労
働
期
間
は

1
ヵ
月
以
上

）
で
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
で
、
 

所
定
労
働
時
間
が
正
社
員
と
ほ
ぼ
同
じ
者
 

フ
ル
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
（
無
期
）
 

貴
社
に
無
期
契
約
（
契
約
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
）
で
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
で
、

所
定
労
働
時
間
が
正
社
員
と
ほ
ぼ
同
じ
者
（
た

だ
し
、
正
社
員
で
は
な
い
）
 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
（
有
期
）
 

貴
社
に
有
期
契
約
（
労
働
期
間
は

1
ヵ
月
以
上

）
で
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
で
、
 

正
社
員
よ
り
所
定
労
働
時
間
が
短
い
か
、
1
週
間
の
所
定
労
働
日
数
が
少
な
い
者
 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
（
無
期
）
 

貴
社
に
無
期
契
約
で
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
る
労

働
者
で
、
正
社
員
よ
り
所
定
労
働
時
間
が
 

短
い
か
、
1
週
間
の
所
定
労
働
日
数

が
少
な
い
者
 

臨
時
労
働
者
 

貴
社
に
有
期
契
約
（
契
約
期
間
は

1
ヵ
月
未
満

）
で
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
 

定
年
再
雇
用
者
 

貴
社
の
正
社
員
を
定
年
後
、
再
雇
用
し
て
い
る

労
働
者
 

※
2：
「
定
年
再
雇
用
者
」
に
つ
い
て
は
、
就
業
形
態
や
雇
用
期
間
（
選
択
肢
１
～
５
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
択
肢
６
を
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

Ⅱ
 

シ
フ
ト

制
に

関
す

る
労
働

契
約

に
つ
い

て
 

以
下

の
設

問
は

、
貴
社

に
お

け
る

シ
フ

ト
制

の
労
働

契
約

の
締

結
内

容
に

つ
い

て
、
調

査
時

点
現

在
に

お
け

る
状
況

を
お

聞
き
し

ま
す

。
 

問
３

．
貴
社

の
従

業
員

の
中

に
以

下
に

該
当

す
る
労

働
者

は
い
ま

す
か

。
（
該

当
す

べ
て

に
○
）

 

選
択

肢

↓
 

勤
務

形
態

の
内

容
 

１
 

固
定

し
た

勤
務

日
と

勤
務

時
間
が

決
め

ら
れ

て
い
る

労
働

者
（

例
：

毎
週

月
～

金
、

8:
00
～

1
7:

00
勤

務
の

労
働

者
等

）
 

２
 

固
定

し
た

勤
務

日
又

は
勤

務
時
間

が
決

ま
っ

て
お
り

、
そ

の
上

で
就

業
規

則
等

に
定

め
た

勤
務
パ

タ
ー

ン
を

組
み

合
わ

せ
て

勤
務

日
や

勤
務

時
間

を
一

定
期

間
ご

と
に

決
め

る
労

働
者

（
例

：
①

8
:0

0
～

1
6
:
3
0、

②
1
0
:0

0～
1
8
:3
0
、

③
1
4
:
0
0
～

22
:
30

等
の

中
か

ら
交

代
勤

務
す

る
労

働
者

等
）

３
 

勤
務

日
数

や
勤

務
時

間
数

は
決
め

て
い

る
が

、
具

体
的
な

勤
務

日
や

勤
務

時
間

は
一

定
期

間
ご
と

の
シ

フ
ト

表
等

で
決

め
る

労
働

者
（
例
：
１

日
６

時
間

勤
務

だ
が

、
具

体
的

な
勤

務
日

や
始

業
・

終
業

時
刻

は
シ

フ
ト

に
よ

る
と

し
て

い
る
労

働
者

等
）

４
 

勤
務

日
数

や
勤

務
時

間
数

は
決
め

て
お

ら
ず

、
単

に
、
具

体
的

な
勤

務
日

や
勤

務
時

間
を

一
定
の

期
間

ご
と

の
シ

フ
ト

表
等

で
決

め
る
労

働
者
（

例
：
単

に
、
具

体
的

な
勤

務
日

や
勤

務
時

間
は

シ
フ
ト

に
よ

る
と

し
て

い
る

労
働

者
等

）
 

５
 

勤
務

す
る

か
ど

う
か

は
、

前
日
や

当
日

等
に

１
日
単

位
で

、
会

社
か

ら
打

診
す

る
労

働
者
 

選
択

肢
３

～
５

の
い

ず
れ

か
又

は
全

て
に

該
当

す
る

労
働

者
が

い
る

 
 

選
択

肢
３

～
５

に
該

当
す

る
者
は

い
な

い
 

（
１

又
は

２
に

該
当

す
る

労
働
者

し
か

い
な

い
）

問
４

（
７

頁
）

へ
 

（
以

下
の

問
で

は
、

問
３

の
選
択

肢
３

～
５

の
い
ず

れ
か

に
当
て

は
ま

る
労

働
者

を
、
「

シ
フ
ト

制
労

働
者

」
と
い

い
ま

す
。）

付
問

１
．

貴
社

で
働

く
従

業
員

（
正

社
員

や
非

正
規

雇
用

労
働

者
を

含
む

全
従

業
員

）
の

う
ち

、
「

シ
フ

ト
制

労
働

者
」
（

問
３

の

選
択

肢
３

～
５

の
い

ず
れ

か
に
当

て
は

ま
る

労
働
者

）
の

割
合

は
ど

の
程

度
で

す
か

。
（

１
つ
に

○
）

 

１
．

１
割

未
満
 

４
．

３
割

～
４

割
未

満
 

７
．

６
割

～
７

割
未

満
 

1
0
．

9
割

～
1
0
割

未
満
 

２
．

１
割

～
２

割
未

満
 

５
．

４
割

～
５

割
未

満
 

８
．

７
割

～
８

割
未

満
 

1
1
．

1
0
割

（
全

員
）
 

３
．

２
割

～
３

割
未

満
 

６
．

５
割

～
６

割
未

満
 

９
．

８
割

～
９

割
未

満
 

－105－



3 

付
問

２
．
「

シ
フ

ト
制

労
働

者
」
（

問
３

の
選

択
肢

３
～

５
の

い
ず

れ
か

に
当

て
は

ま
る

労
働

者
）

に
は

、
以

下
の

就
業

形
態

の
者

が
い

ま
す

か
。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）
 

選
択

肢
 

↓
 

正
社

員
１

 

正 社 員 以 外 （ 非 正 規 雇 用 労 働 者 ）

フ
ル

タ
イ

ム
契

約
労

働
者

（
有
期

）
２

 

フ
ル

タ
イ

ム
契

約
労

働
者

（
無
期

）
３

 

パ
ー

ト
タ

イ
ム

契
約

労
働

者
（
有

期
）

 
４

 

パ
ー

ト
タ

イ
ム

契
約

労
働

者
（
無

期
）

 
５

 

臨
時

労
働

者
 

６
 

定
年

再
雇

用
者
 

７
 

そ
の

他
（

）
 

８
 

以
下

の
設

問
で

は
、

付
問

２
で
、

選
択

肢
１

を
選
択

し
た

企
業

は
、
「

正
社

員
」

の
欄

に
、

正
社

員
以

外
の

非
正

規
雇

用
労

働
者

（
選

択
肢

２
～

８
の

い
ず

れ
か
）

を
選

択
さ

れ
た
企

業
は

、
「
非

正
規

雇
用

労
働
者

」
の

欄
に
お

答
え

く
だ

さ
い

。
「

正
社

員
」

「
非

正
規

雇
用

労
働

者
」

の
い
ず

れ
も

該
当

す
る
場

合
は

、
両

方
の

回
答

欄
に

お
答

え
く

だ
さ
い

。
該

当
す

る
就
業

形
態

が
な

い
場

合
は

空
欄

で
か

ま
い

ま
せ
ん

。
 

＜
回

答
要

領
＞
 

例
え

ば
、

付
問

２
で

、
「
シ

フ
ト

制
労

働
者
」
（

問
３

の
選

択
肢

３
～

５
の

い
ず

れ
か

に
当

て
は

ま
る

労
働

者
）
の

な
か

に
、

「
１

．
正

社
員

」
及

び
、「

３
．

フ
ル

タ
イ

ム
契

約
労

働
者

（
無

期
）
」
「

４
．

パ
ー

ト
タ

イ
ム
労

働
者

（
有

期
）
」

が
い

た
場

合
、

以
下

の
設

問
で

は
、

該
当
者

が
い

る
社

員
区
分

の
欄

の
数

字
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。
該

当
す

る
社

員
区
分

が
な

い
場

合
は

空
欄

で
か

ま
い

ま
せ

ん
。
 

付
問

３
．

貴
社

に
お

い
て

、
当
該

シ
フ

ト
制

（
問
３

の
選

択
肢

３
～

５
の

い
ず

れ
か

に
当

て
は
ま

る
シ

フ
ト

制
）
を

採
用

し
て
い

 

る
理

由
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）
 

正
社
員
 

↓
 

非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

営
業

日
が
多
い
又
は
営
業
時
間
が
長
い
こ
と
か
ら

、
シ
フ
ト
制
に
よ
っ
て
人
手
を

確
保
す
る
た
め
 

１
 

１
 

曜
日
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
業
務
の
繁
閑
が
激
し
い
こ
と
か
ら
、
繁
閑
に
応
じ
た
 

人
員
配
置
を
行
う
た
め
 

２
 

２
 

募
集
時
に
シ
フ
ト
制
と
言
う
と
応
募
が
多
く
な
り
や
す
い
か
ら
 

３
 

３
 

労
働
者
か
ら
シ
フ
ト
で
働
き
た
い
と
希
望
が
あ
っ
た
た
め
 

４
 

４
 

そ
の
他
（
 

）
 

５
 

５
 

選
択

肢
 

↓
 

正
社

員
１

 

正 社 員 以 外

（ 非 正 規 雇 用 労 働 者 ）

フ
ル
タ

イ
ム

契
約
労

働
者

（
有

期
）

２

フ
ル
タ

イ
ム

契
約
労

働
者

（
無

期
）

３

パ
ー
ト

タ
イ

ム
契
約

労
働

者
（

有
期

）
４

パ
ー
ト

タ
イ

ム
契
約

労
働

者
（

無
期

）
５

臨
時
労

働
者

６

定
年
再

雇
用

者
７

そ
の
他

（
）

８

付
問

4-
2．

仕
事

の
状

況
を

踏
ま

え
て

前
日
や

当
日

な
ど

に
1
日
単

位
で
勤

務
を
打

診
す

る
場
合

の
仕

事
の

打
診
か

ら
次

の
打

診

ま
で

の
平

均
的
な

期
間

は
ど
の

程
度

で
す

か
。
（

最
も

多
い

も
の

１
つ
に

○
）
 

正
社
員

↓
 

非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

１
か
月

超
 

１
 

１
 

２
週
間

～
１

か
月

 
２

 
２
 

１
週
間

～
２

週
間

未
満

 
３

 
３
 

１
日
以

上
１

週
間

未
満

 
４

 
４
 

毎
日
勤

務
を

打
診

し
て

い
る

 
５

 
５
 

左
記
の
回
答
例
で
は
、「

シ
フ
ト
制
労

働
者
」
に
正
社
員
が
い
る
場
合
、
正

社
員
に
つ
い
て
回
答
し
て
お
り
、
非

正
規
雇
用
労
働
者
も
い
る
た
め
、
非

正
規
雇
用
労
働
者
の
回
答
欄
に
も
回

答
し
て
い
ま
す
。

4 

付
問

４
．

当
該

シ
フ

ト
制

（
問
３

の
選

択
肢

３
～
５

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
シ

フ
ト

制
）
で

の
、

シ
フ

ト
を
決

め
る

単
位
を

 

教
え

て
く

だ
さ

い
。
（

最
も

多
い

も
の

１
つ

に
○

）
 

正
社
員

↓
 

非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

１
か
月
 

１
 

１
 

 
 

 

１
週
間
 

２
 

２
 

仕
事
の

状
況
を
踏
ま

え
て
前
日
や
当
日

な
ど

に
１
日
単
位
で

勤
務
を
打
診
す
る
（
日
雇
契
約
を
し
て
い
る
者
は
除
く
）
 

３
 

３
 

そ
の
他
（
 

 
）
 

４
 

４
 

→
付

問
５

 
へ

（
付

問
４

で
「

３
．

仕
事

の
状

況
を

踏
ま

え
て
前

日
や

当
日
な

ど
に

1
日

単
位

で
勤

務
を

打
診

す
る

」
を

選
択

し
た

企
業

に
お

聞
き

し
ま

す
。

そ
れ

以
外

の
企
業

は
付

問
５

へ
）
 

 
付

問
4
-
1．

そ
の

よ
う

な
労
働

者
の

契
約

期
間
に

つ
い

て
教
え

て
く

だ
さ

い
。
（

最
も

多
い
も

の
１

つ
に

○
）
 

正
社
員

↓
 

非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

有
期
（
契
約
期
間
の
定
め
あ
り
、
た
だ
し
、
日
雇
契
約
を
し
て

い
る
者
は
除
く
）
 

１
 

１
 

無
期
（
契
約
期
間
の
定
め
な
し
）
 

２
 

２
 

付
問

4
-
2
．

仕
事

の
状
況

を
踏

ま
え

て
前

日
や

当
日

な
ど

に
1
日

単
位

で
勤

務
を
打

診
す

る
場
合

の
仕

事
の

打
診
か

ら
次

の
打

診
ま

で
の

平
均

的
な

期
間

は
ど
の

程
度

で
す

か
。
（

最
も

多
い
も

の
１

つ
に

○
）
 

正
社
員
 

↓
 

非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

１
か
月
超
 

１
 

１
 

２
週
間
～
１
か
月
 

２
 

２
 

１
週
間
～
２
週
間
未
満
 

３
 

３
 

１
日
以
上
１
週
間
未
満
 

４
 

４
 

毎
日
勤
務
を
打
診
し
て
い
る
 

５
 

５
 

付
問

５
．

当
該

シ
フ

ト
制

（
問

３
の

選
択

肢
３

～
５

の
い

ず
れ
か

に
当

て
は

ま
る
シ

フ
ト

制
）

で
の

労
働

条
件

を
決

め
る

に
あ
た

 

り
、

シ
フ

ト
を

作
成

す
る

に
当
た

っ
て

の
「

最
低
勤

務
時

間
数

」
又

は
「

最
低

勤
務

日
数

」
に

関
す

る
ル

ー
ル

は
あ

り
 

ま
す

か
。
（

例
：
「

毎
月

●
日

以
上

勤
務

」、
「

毎
月
●

日
～

■
日

勤
務

」
な

ど
、

最
も

多
い

も
の

１
つ

に
○

）
 

正
社
員
 

↓
 

非
正
規

雇
用
労
働
者
 

↓
 

「
最
低
勤
務
時
間
数
」「

最
低
勤
務
日
数
」
の
双
方
を

決
め
て
い
る
 

１
 

１
 

「
最
低
勤
務
時
間
数
」
の
み
を
決
め
て
い
る
 

２
 

２
 

 
付

問
5-
1
へ

 

「
最
低
勤
務
日
数
」
の
み
を
決
め
て
い
る
 

３
 

３
 

い
ず
れ
も
決
め
て
い
な
い
 

４
 

４
 

→
付

問
６
（

５
頁

）
へ

（
付

問
５

で
、

選
択

肢
１

～
３

を
選

択
し

た
企

業
に

お
聞

き
し
ま

す
。
）
 

付
問

5
-
1
．

最
低

勤
務

日
数

ま
た

は
最

低
労

働
時
間

数
を

当
該
労

働
者

に
示

し
て
い

ま
す

か
。（

最
も

多
い

も
の
１

つ
に

○
）
 

正
社
員

↓
 

非
正
規

雇
用
労
働
者
 

↓
 

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
（
※
）
で
明
示
し
て
い
る
 

１
 

１
 

あ
ら
か
じ
め
口
頭
の
み
で
説
明
し
て
い
る
 

２
 

２
 

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い
 

３
 

３
 

※
本

調
査

で
の

「
文

書
等

」
と

は
、
フ

ァ
ッ

ク
ス

、
電

子
メ

ー
ル

、
就

業
規

則
な

ど
を

含
み

ま
す

（
以

下
の

設
問

に
お

い
て

同
じ

）。

な
お
、
求
人

広
告
で

「
週
○

日
以
上
勤
務
」

等
を
求
人

条
件
と
し
て
示

し
て
い

る
の
み

で
雇
入
れ

後
示
し

て
い
な

い
場
合

は
、
含

み
ま
せ
ん

。

付
問

５
へ

－106－
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付
問

６
．

当
該

シ
フ

ト
制

（
問

３
の

選
択

肢
３

～
５

の
い

ず
れ
か

に
当

て
は

ま
る
シ

フ
ト

制
）

に
お

い
て

、
シ

フ
ト

を
入

れ
る
こ

 

と
が

で
き

る
時

間
数

又
は

日
数

に
関

す
る

ル
ー

ル
は

あ
り

ま
す
か

。
 

 
 

 
 
（

例
：「

毎
週

月
、

水
、

金
曜

日
勤

務
」、
「

毎
月

●
日

～
■

日
勤

務
」、
「

月
最

大
▲

日
」

な
ど

。）
 

（
最

も
多

い
も

の
１

つ
に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

 

シ
フ
ト
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数
、日

数

の
双
方
を
決
め
て
い
る
 

１
 

１
 

 

シ
フ

ト
を
入

れ
る
こ

と
が

で
き

る
時

間
数

の
み

を
決
め
て
い
る
 

２
 

２
 

 
 
付

問
6
-
1
へ

 

シ
フ

ト
を
入

れ
る
こ

と
が

で
き

る
日

数
の

み
を

決
め
て
い
る
 

３
 

３
 

 

い
ず
れ
も
決
め
て
い
な
い
 

４
 

４
 

 →
 
付

問
７

へ
 

 

（
付

問
６

で
、

選
択

肢
１

～
３

を
選

択
し

た
企

業
に

お
聞

き
し
ま

す
。
）
 

付
問

6-
1．

こ
の

ル
ー
ル

に
つ

い
て

当
該

労
働

者
に

示
し

て
い
ま

す
か

。
（
最

も
多

い
も
の

１
つ

に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し
て
い
る
 

１
 

１
 

あ
ら
か
じ
め
口
頭
の
み
で
説
明
し
て
い
る
 

２
 

２
 

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い
 

３
 

３
 

  

付
問

７
．

当
該

シ
フ

ト
制

（
問

３
の

選
択

肢
３

～
５

の
い

ず
れ
か

に
当

て
は

ま
る
シ

フ
ト

制
）

に
お

い
て

、
シ

フ
ト

の
作

成
・
提

示

の
期

限
に

関
す

る
ル

ー
ル

は
あ
り

ま
す

か
（

例
：「

シ
フ
ト

初
日

の
○

日
前

ま
で
」

な
ど
）
。
（
最

も
多

い
も

の
１
つ

に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

 

期
日
を
決
め
て
い
る
 

１
 

１
 

→
 
付

問
7
-
1
 へ

 

期
日
を
決
め
て
い
な
い
 

２
 

２
 

→
 
付

問
８

（
６

頁
）

へ
 

 

（
付

問
７

で
、
「

１
．

期
日

を
決

め
て

い
る

」
を
選

択
し

た
企
業

に
お

聞
き

し
ま
す

。
）

 

付
問

7
-
1
．

こ
の

ル
ー
ル

に
つ
い

て
当

該
労

働
者

に
示

し
て

い
ま

す
か

。
（

最
も

多
い

も
の

１
つ

に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し
て
い
る
 

１
 

１
 

あ
ら
か
じ
め
口
頭
の
み
で
説
明
し
て
い
る
 

２
 

２
 

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い
 

３
 

３
 

 

 
付

問
7
-
2．

当
該

シ
フ

ト
制
（

問
３

の
選

択
肢
３

～
５

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
シ

フ
ト
制

）
に

お
い

て
、
決

め
ら

れ
て
い

る

期
日

は
シ

フ
ト

初
日

の
ど

の
ぐ

ら
い

前
と

し
て

い
ま

す
か
。
（

最
も

多
い

も
の

１
つ

に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

１
週
間
未
満
 

１
 

１
 

１
週
間
～
２
週
間
未
満
 

２
 

２
 

２
週
間
～
３
週
間
未
満
 

３
 

３
 

３
週
間
～
１
か
月
未
満
 

４
 

４
 

１
か
月
以
上
 

５
 

５
 

           

6 

付
問

８
．

当
該

シ
フ

ト
制

（
問

３
の

選
択

肢
３

～
５

の
い

ず
れ
か

に
当

て
は

ま
る
シ

フ
ト

制
）

に
お

い
て

、
シ

フ
ト

を
作

成
す
る

 

に
あ

た
っ

て
、

当
該

労
働

者
の
希

望
や

意
見

の
聴
取

等
に

関
す

る
ル

ー
ル

は
あ

り
ま

す
か
。
（
該

当
す

べ
て

に
○
）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
 

労
働
者
 

↓
 

 

シ
フ
ト
案
を
作
成
す
る
前
に
労
働
者
の
希
望
を
聞
く
 

１
 

１
 

 

シ
フ
ト
案
を
作
成
後
、
シ
フ
ト
を
確
定
す
る
前
に
、
労
働
者

に

シ
フ
ト
案
を
示
し
、
意
見
を
聴
い
て
い
る
 

２
 

２
 

 

シ
フ
ト
が
確
定
し
た
後
で
も
異
議
が
あ
れ
ば
申
し
出
る
こ
と

が

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
 

３
 

３
 

 
付

問
8
-
1
 
へ

 

使
用
者
側
が
一
方
的
に
シ
フ
ト
を
決
定
し
、
労
働
者
側
が
意

見

を
述
べ
る
機
会
や
確
認
、
調
整
を
行
う
機
会
は
な
い
 

４
 

４
 

 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

５
 

５
 

 

特
に
な
し
 

６
 

６
 

→
 
付

問
９

 
へ

 

 （
付

問
８
で

、
選

択
肢

１
～

５
の

い
ず

れ
か

を
選
択

し
た

企
業
（
「

６
．

特
に

な
し

」
以

外
を
選

択
し

た
企

業
）
に

お
聞

き
し

ま
す

。
）

 

付
問

8
-
1
．

労
働

条
件
明

示
の
際

に
、

労
働

者
の

希
望

や
意

見
の

聴
取

等
に

関
す
る

ル
ー

ル
に
つ

い
て

、
当

該
労
働

者
に

示
し

ま
 

し
た

か
。（

最
も

多
い
も

の
１

つ
に

○
）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し
て
い
る
 

１
 

１
 

あ
ら
か
じ
め
口
頭
で
明
示
し
て
い
る
 

２
 

２
 

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い
 

３
 

３
 

 付
問

９
．

当
該

シ
フ

ト
制

（
問
３

の
選

択
肢

３
～
５

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
シ

フ
ト

制
）
に

お
い

て
、

シ
フ
ト

制
に

関
す
る

 

ル
ー

ル
（

付
問

５
～

８
、

最
低

労
働

時
間

数
、

シ
フ

ト
を

入
れ
る

こ
と

が
で

き
る
時

間
数

、
シ
フ

ト
作

成
期

日
、

労
働
 

者
か

ら
の

意
見

聴
取

な
ど

）
に

つ
い

て
、

こ
れ

ら
は

就
業

規
則
等

に
も

記
載

さ
れ
て

い
ま

す
か
。
（

１
つ

に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

あ
る
（
決
め
ら
れ
て
い
る
）
と
回
答
し
た
ル
ー
ル
に
つ
い
て

は
、
全
部
又
は
一
部
が
記
載
さ
れ
て
い
る
 

１
 

１
 

い
ず
れ
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
 

（
い
ず
れ
の
ル
ー
ル
も
な
い
と
回
答
し
た
場
合
を
含
む
）
 

２
 

２
 

就
業
規
則
等
を
作
成
し
て
い
な
い
 

３
 

３
 

 

付
問

10
．

当
該

シ
フ

ト
制

（
問
３

の
選

択
肢

３
～
５

の
い

ず
れ
か

に
当

て
は

ま
る

シ
フ

ト
制

）
に

お
い

て
、

労
働
者

に
シ

フ
ト

の
キ

ャ
ン

セ
ル

を
通

知
す

る
期

日
に

関
し

て
、

ル
ー

ル
は

あ
り
ま

す
か

。
（
最

も
多

い
も
の

１
つ

に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

 

期
日
を
決
め
て
い
る
 

１
 

１
 

→
 
付

問
1
0
-
1
 
へ
 

期
日
を
決
め
て
い
な
い
 

２
 

２
 

→
 
付

問
1
1
へ

 

 （
付

問
1
0
で

、
選

択
肢
１

「
期

日
を

決
め

て
い

る
」

を
選

択
し

た
企

業
に

お
聞
き

し
ま

す
。
）

 

付
問

1
0
-
1．

労
働

条
件

明
示
の

際
に

、
シ

フ
ト

の
キ

ャ
ン

セ
ル
の

期
日

に
つ

い
て
、

労
働

者
に

示
し

ま
し

た
か

。
 

 
 

 
  
 
（

最
も

多
い
も

の
１

つ
に

○
）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し
て
い
る
 

１
 

１
 

あ
ら
か
じ
め
口
頭
で
明
示
し
て
い
る
 

２
 

２
 

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い
 

３
 

３
 

 付
問

1
1．

当
該

シ
フ

ト
制

（
問

３
の

選
択

肢
３

～
５

の
い

ず
れ
か

に
当

て
は

ま
る
シ

フ
ト

制
）
に

お
い

て
、

直
近

２
年

間
で

シ
フ

ト

確
定

後
に

、
事

業
主

の
都

合
で
シ

フ
ト

の
一

部
又
は

全
部

を
キ

ャ
ン

セ
ル

し
た

こ
と

は
あ

り
ま
す

か
。
（

１
つ

に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

 

キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
こ
と
が
あ
る
 

１
 

１
 

→
付

問
1
2
（

７
頁

）
へ
 

キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
こ
と
は
な
い
 

２
 

２
 

→
付

問
1
3
（

７
頁

）
へ
 

－107－
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（
付

問
1
1
で

、
選

択
肢

１
「
キ

ャ
ン

セ
ル

し
た
こ

と
が

あ
る

」
を

選
択

し
た

企
業

に
お

聞
き
し

ま
す

。
）
 

付
問

1
2
．

当
該

シ
フ

ト
制

（
問

３
の

選
択

肢
３

～
５

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
シ

フ
ト

制
）

に
お

い
て

、
シ

フ
ト

確
定

後
に

、

事
業

主
の

都
合

で
シ

フ
ト

を
キ

ャ
ン

セ
ル

す
る

場
合

に
何

ら
か

の
代

替
措

置
は

行
っ

て
い

ま
す

か
。
（

直
近

２
年

間
に

講
じ

た
対

応
で

、
最

も
多

い
も

の
１

つ
に

○
）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
 

労
働
者
 

↓
 

キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
勤
務
日
相
当
の
賃
金
全
額
を
支
給
し
て
い
る
 

１
 

１
 

キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
勤
務
日
相
当
の
賃
金
の
６
割
以
上

10
割
未
満
の
手
当
を
支
給

し
て
い
る
 

２
 

２
 

キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
勤
務
日
相
当
の
賃
金
の
６
割
未
満
の
手
当
を
支
給
し
て
い
る
 

３
 

３
 

代
わ
り
の
勤
務
日
（
シ
フ
ト
）
を
用
意
し
て
い
る
 

４
 

４
 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

５
 

５
 

特
に
な
し
 

６
 

６
 

 

付
問

1
3
．

直
近

２
年

間
に

お
い
て

、
「

シ
フ
ト

制
労

働
者

」
（

問
３

の
選

択
肢

３
～

５
の

い
ず

れ
か

に
当

て
は

ま
る
労

働
者

）
と

の
間

 

で
ト

ラ
ブ

ル
と

な
っ

た
こ

と
は
あ

り
ま

す
か

。
ま
た

、
そ

の
ト
ラ

ブ
ル

の
原

因
は

何
で

す
か

。（
該

当
す

べ
て

に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
 

労
働
者
 

↓
 

確
定
し
た
シ
フ
ト
表
に
つ
い
て
、
会
社
都
合
で
シ
フ
ト
を
変
更
（
増
加
・
変
更
含
む
）

し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
労
働
者
か
ら
当
該
シ
フ
ト
変
更
に
つ
い
て
不
満
が
出
た
 

１
 

１
 

次
の
シ
フ
ト
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
会
社
都
合
で
労
働
者
に
普
段
よ
り
も
シ
フ
ト

を
増
や
す
又
は
減
ら
す
こ
と
を
打
診
し
た
と
こ
ろ
、
不
満
が
出
た
 

２
 

２
 

シ
フ
ト
作
成
の
ル
ー
ル
と
し
て
説
明
を
受
け
て
い
た
内
容
が
守
ら
れ
て
い
な
い
と
 

労
働
者
か
ら
不
満
が
出
た
 

３
 

３
 

会
社
都
合
で
シ
フ
ト
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
と
き
に
、
代
替
措
置
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て

労
働
者
か
ら
不
満
が
出
た
 

４
 

４
 

シ
フ
ト
表
が
確
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
予
定
日
間
際
に
労
働
者
都
合
で

シ
フ
ト
を
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
 

５
 

５
 

次
の
シ
フ
ト
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
労
働
者
の
都
合
で
普
段
よ
り
も
シ
フ
ト
を
 

増
や
す
又
は
減
ら
す
よ
う
要
求
さ
れ
た
 

６
 

 
６

 

希
望
し
た
シ
フ
ト
と
違
う
と
し
て
、
次
の
シ
フ
ト
期
間
開
始
間
際
に
な
っ
て
労
働
者
か

ら
確
定
し
た
シ
フ
ト
の
変
更
を
要
求
さ
れ
た
 

７
 

 
７

 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

８
 

８
 

ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
 

９
 

９
 

 Ⅲ
 

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス
感

染
症

の
発
生

・
感

染
拡
大

期
に

お
け
る

休
業

等
の
手

当
の

支
給
状

況
 

（
す

べ
て

の
企

業
に

お
聞

き
し
ま

す
。
）
 

 問
４

．
労

働
基

準
法
（

以
下
「
労

基
法

」
と

い
い
ま

す
。）

第
26

条
（

※
）
で

、
使

用
者

の
責

に
帰

す
べ

き
事

由
に
よ

る
休

業
の
場

合
、

使
用

者
は

労
働

者
に

休
業

手
当
を

支
払

わ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
こ

と
を

知
っ

て
い

ま
す

か
。
（
１

つ
に

○
）
 

 
 

１
．

内
容

を
十

分
に

理
解

し
て
い

る
 

３
．

聞
い

た
こ

と
が

あ
る
 

２
．

あ
る

程
度

理
解

し
て

い
る
 

４
．

知
ら

な
い
 

 
 

※
労

基
法

第
2
6
条

で
は
、

以
下

の
よ

う
に

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

(
休

業
手

当
)
 

第
二

十
六

条
 

使
用

者
の

責
に
帰

す
べ

き
事

由
に
よ

る
休

業
の

場
合

に
お

い
て

は
、

使
用

者
は
、

休
業

期
間

中
当
該

労
働

者
に
、

そ
の

平
均

賃
金

の
百

分
の

六
十
以

上
の

手
当

を
支
払

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

※
労

基
法

第
1
2
条

で
は
、

平
均

賃
金

に
つ

い
て

次
の

よ
う

に
定

義
さ

れ
て

い
ま
す

。
 

第
十

二
条

 
こ

の
法

律
で

平
均
賃

金
と

は
、
こ
れ

を
算

定
す
べ

き
事

由
の

発
生

し
た

日
以

前
三
箇

月
間

に
そ

の
労
働

者
に

対
し

支

払
わ

れ
た

賃
金

の
総

額
を

、
そ
の

期
間

の
総

日
数
で

除
し

た
金

額
を

い
う

。
（

以
下

略
（
最

低
保

障
額

に
つ

い
て

規
定

）
）
 

 

8 

以
下

の
設

問
は
、
新

型
コ

ロ
ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症
の

発
生

、
感
染

拡
大

期
（

2
0
20

年
1
月

～
調
査

時
点

）
に

お
け

る
、
貴
社

に
お

け
る

労
働

者
に

対
す

る
休

業
の

状
況

に
つ

い
て

、
お

聞
き

し
ま
す

。
 

 問
５

．
今

般
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の
影

響
（

※
1
）
に

よ
っ

て
、
労

働
者

に
休

業
（

※
2
）
を

命
じ

た
こ

と
は

あ
り

ま
す

か
。

 

一
度

で
も

休
業

を
命

じ
た

こ
と
が

あ
る

場
合

、
休
業

を
命

じ
た

こ
と

が
あ

る
と

し
て

、
ご

回
答
く

だ
さ

い
。（

１
つ

に
○
）

 

 

１
．

休
業

を
命

じ
た

こ
と

が
あ
る

 
２

．
休

業
を

命
じ

た
こ

と
は

な
い

 
→

 
問

６
（

９
頁

）
 
へ
 

  

※
１

：
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

を
受

け
た

利
用

客
の

減
少

、
取

引
先

の
休

業
を

は
じ

め
、

新
型

コ
ロ

ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
が

関
係

し
た

あ
ら

ゆ
る

事
情

を
含

み
、

間
接
的

な
影

響
も

含
み
ま

す
。

 

※
２
：「

休
業

」
と
は

、
労

働
契

約
上

労
働

者
に

労
働

義
務

が
あ
る

日
と

さ
れ

て
い
た

日
に

つ
い

て
、
仕

事
を

休
ま

せ
た

場
合

を
い

い
、

労
働

義
務

が
あ

る
日

の
一

部
の

時
間

に
つ

い
て

仕
事

を
休

ま
せ

た
場

合
を

含
み

ま
す

。
問

３
の

「
シ

フ
ト

制
」
の

従
業

員
に

つ
い

て
は

、
シ

フ
ト

が
作

成
さ

れ
、
労

働
日

と
し

て
確

定
し
て

い
た

日
を
「

労
働

契

約
上

労
働

者
に

労
働

義
務

が
あ

る
と

さ
れ

て
い

た
日

」
と

し
て
御

回
答

く
だ

さ
い
。

 

 （
労

働
者
に
「

休
業

を
命

じ
た

こ
と

が
あ

る
」
と

す
る

企
業

に
お

聞
き

し
ま

す
。

以
下

で
は
、
休

業
が

複
数

回
あ
る

場
合

は
、
最

も

休
業

者
が

多
か

っ
た

ケ
ー

ス
に
つ

い
て

お
答

え
く
だ

さ
い
。
）

 

 
付

問
１
．

休
業

の
理

由
は

何
で

す
か

。
（
該

当
す

べ
て
に

○
）

 
 

１
．

国
や

地
方

自
治

体
か

ら
の
指

示
、

要
請

へ
の

対
応

 
 

４
．

従
業

員
に

感
染

者
や

濃
厚
接

触
者

が
出

た
た

め
 

２
．

売
上

、
利

用
客

の
減

少
 

５
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

３
．

取
引

先
の

休
業

 
 

  
付

問
２
．

休
業

さ
せ

る
労

働
者

を
決

定
す

る
に
当

た
っ

て
、
ど

の
よ

う
な

要
素

を
考

慮
し

ま
し

た
か

。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）

 
 

１
．

雇
用

形
態

（
例

：
正

社
員
／

非
正

規
雇

用
労

働
者

、
フ

ル
タ

イ
ム

／
パ

ー
ト
な

ど
）
 

 

２
．

職
種

、
業

務
内

容
（

１
．
の

雇
用

形
態

に
よ

る
場

合
を

除
く

）
 

 

３
．

所
属

す
る

部
署

・
部

門
 

 

４
．

役
職

（
例

：
管

理
職

／
非
管

理
職

な
ど

）
 

 

５
．

勤
務

成
績
 

 

６
．

年
齢
 

 

７
．

勤
続

年
数
 

 

８
．

休
業

予
定

日
の

勤
務

の
状
況

 
 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

）
 

 

1
0．

特
段

の
要

素
を

考
慮

せ
ず
、

全
て

の
労

働
者

を
対

象
と

し
た

 
 

  
付

問
３
．

休
業

さ
せ

た
労

働
者

に
、

休
業

等
に
伴

う
手

当
（
※

）
を

支
払

い
ま

し
た

か
。
（
１

つ
に

○
）
 

１
．

全
員

に
支

払
っ

た
 

→
 付

問
3-

3 
（

９
頁

）
へ
 

２
．

一
部

の
人

に
支

払
っ

た
 

→
 付

問
3-

2 
（

９
頁

）
へ
 

３
．

支
払

わ
な

か
っ

た
 

→
 付

問
3-

1 
へ

 

 

※
こ

こ
で

の
「

休
業

等
に

伴
う

手
当

」
と

は
、

労
基

法
第

2
6
条

の
休

業
手

当
に

限
り

ま
せ

ん
。

 

 
名

称
の

如
何

を
問

わ
ず

、
労

働
者

を
休

業
さ

せ
た

場
合

の
補
償

と
し

て
支

払
わ
れ

る
手

当
を

指
し

ま
す

。
 

（
労

基
法

第
26

条
で

規
定

す
る

も
の

以
外

の
支
給

要
件

や
計

算
方

法
で

支
払

わ
れ

た
も

の
（

企
業

の
判

断
で
 

 
支

払
う

手
当

）
も

含
み

ま
す

）
。
 

  
 

 
 
（
「

３
．

支
払
わ

な
か

っ
た

」
と

す
る

企
業

に
お

聞
き

し
ま

す
。

以
下
の

付
問

3
-1

に
回

答
）

 

付
問

3
-
1
．

支
払

わ
な
か

っ
た

理
由

は
何

で
す

か
。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）

 
 
１

．
法

律
上

支
払
義

務
が

な
い
か

ら
 

 

２
．

社
内

規
定

等
に

支
払

に
関
す

る
規

定
が

な
い

か
ら
 

 

３
．

支
払

わ
な

い
こ

と
に

つ
い
て

労
働

者
と

合
意

し
た

か
ら
 

 

４
．

会
社

の
経

営
が

厳
し

か
っ
た

か
ら

 
 

５
．

労
働

者
自

身
で

休
業

支
援
金

を
請

求
し

て
も

ら
う

こ
と

と
し

た
か

ら
 

 

６
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
）

 
 

（
付

問
3
-1

に
回

答
後

、
問

６
（

９
頁

）
へ

）
 

－108－



9 

 
 

（
「

２
．

一
部

の
人
に

支
払

っ
た

」
と

す
る

企
業

に
お

聞
き

し
ま

す
。
）
 

付
問

3-
2．

支
払

っ
た
対

象
者

を
区

別
し

た
基

準
は

何
で

す
か
。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）
 

１
．

雇
用

形
態

（
例

：
正

社
員
／

非
正

規
雇

用
労

働
者

、
フ

ル
タ

イ
ム

／
パ

ー
ト
な

ど
）
 

 

２
．

職
種

、
業

務
内

容
（

１
．
の

雇
用

形
態

に
よ

る
場

合
を

除
く

）
 

 

３
．

所
属

す
る

部
署

・
部

門
 

 

４
．

役
職

（
例

：
管

理
職

／
非
管

理
職

な
ど

）
 

 

５
．

勤
務

成
績
 

 

６
．

年
齢

（
例

：
「

40
歳

以
上

に
支

払
う

」
「

3
0
歳

未
満

は
支
給

し
な

い
」

な
ど
）
 

 

７
．

勤
続

年
数
 

 

８
．

休
業

さ
せ

た
日

数
（

例
：「

休
業

が
○
日

以
上

の
場

合
」
な

ど
）

 
 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

 

（
「

１
．
全
員

に
支

払
っ

た
」「

２
．
一

部
の

人
に

支
払

っ
た

」
と

す
る

企
業
（

休
業

等
に

伴
う
手

当
を

支
払

っ
た
企

業
）
に

お

聞
き

し
ま

す
。
）

 

付
問

3-
3．
「

労
基

法
第

26
条

の
休

業
手

当
」

と
し

て
支

払
い
ま

し
た

か
。（

１
つ

に
○
）

 
 

１
．
「

労
基
法

第
26

条
の

休
業
手

当
」

の
認

識
を

持
っ

て
払

っ
た

 
 

２
．
「

労
基
法

第
26

条
の

休
業
手

当
」

の
可

能
性

も
あ

る
も

の
と

し
て

支
払

っ
た
 

 

３
．

明
確

に
「

労
基

法
第

26
条

の
休

業
手

当
」
で

は
な

い
も
の

と
し

て
支

払
っ
た
 

 

４
．

特
に

意
識

せ
ず

支
払

っ
た
 

 

５
．

わ
か

ら
な

い
 

 

６
．
「

労
基
法

第
26

条
の

休
業
手

当
」

を
知

ら
な

か
っ

た
 

 

 

付
問

3-
4．

雇
用

調
整
助

成
金

（
※

）
の

申
請

を
行

い
ま

し
た
か

。
（

１
つ
に

○
）
 

（
※

）
雇

用
調
整

助
成

金
は
、
事

業
主

が
労

働
者

に
休

業
手

当
を

支
払

う
場

合
、
そ

の
一

部
を

助
成

す
る

制
度

で
、
特

例
措

置
 

に
よ

り
助

成
率

及
び

上
限

額
の

引
き

上
げ

を
行

っ
て

い
ま

す
。
特

例
措

置
に

つ
い
て

は
、
依

頼
状

の
裏

面
で
「

緊
急

対
 

応
期

間
中

の
雇

用
調

整
助

成
金

の
特

例
措

置
の

内
容

」
を

掲
載
し

て
い

ま
す

。
 

 
１

．
支

払
っ

た
手
当

の
全

額
に
つ

い
て

申
請

し
た

 
 

２
．

一
部

の
み

申
請

し
た

 
 

３
．

申
請

し
な

か
っ

た
 

→
 問

６
 へ

 
 

 

（
「

１
．
支

払
っ

た
手

当
の

全
額

に
つ

い
て

申
請

し
た

」「
２
．

一
部

の
み

申
請

し
た

」
と

す
る

企
業
（

雇
用

調
整

助
成

金
の

申
請

を
行

っ
た

企
業

）
に

お
聞

き
し

ま
す

。
）
 

付
問

3
-
4
-
1
．

休
業

等
に

伴
う
手

当
の

労
働

者
へ
の

支
払

に
関
し

て
、

雇
用

調
整
助

成
金

の
特

例
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
  

こ
と

は
ど

の
程

度
影

響
し

ま
し
た

か
。
（

１
つ

に
○

）
 

 
１

．
手

当
の

支
払
は

元
々

実
施
す

る
予

定
で

あ
り

、
特

例
措

置
の

有
無

や
内

容
に
影

響
さ

れ
た
部

分
は

な
い
 

２
．

特
例

措
置

が
実

施
さ

れ
た
こ

と
に

よ
っ

て
、

支
払

額
や

支
払

対
象

者
が

増
加
し

た
部

分
が
あ

る
 

３
．

特
例

措
置

が
実

施
さ

れ
て
い

な
け

れ
ば

、
そ

も
そ

も
手

当
の

支
払

を
す

る
予
定

は
な

か
っ
た

 

  （
す

べ
て

の
企

業
に

お
聞

き
し
ま

す
。
）
 

問
６

．
今

般
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の
影

響
を

受
け
て

、
2
0
2
0
年

1
月

以
降

に
、
「

シ
フ

ト
制

労
働

者
」
（

問
３

（
２

頁
）

の
選

択
肢

３
～

５
の

い
ず

れ
か

に
当

て
は

ま
る

労
働

者
）
の

出
勤

日
数

・
時

間
（

シ
フ

ト
）
を
削

減
し

た
こ

と
が
あ

り
ま

す

か
。
（
例
：
20
19

年
同
時
期
に
比
べ
て
シ
フ
ト
制
労
働
者
の
シ
フ
ト
表
上
の
出
勤
日
数
、
労
働
時
間
数
が
減
っ
た
、
20
20

年
以
降
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
確
定
し
て
い
た
シ
フ
ト
を
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ど
） （

１
つ

に
〇

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

あ
っ

た
 

１
 

１
 

な
か

っ
た
 

２
 

２
 

「
シ

フ
ト

制
労

働
者

」（
問

３
の

選
択

肢
３

～
５

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
労

働
者
）

が
い

な
い
 

３
 

３
 

    

付
問

3-
4
-1

へ
 

問
７
（

11
頁
）
へ

 

→
 付

問
1（

10
頁
）
へ

 

10
 

（
今

般
の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響
を

受
け

て
、
2
0
2
0
年

1
月

以
降

に
、
「

シ
フ
ト

制
労

働
者
」
（

問
３

の
選

択
肢

３

～
５

の
い
ず

れ
か

に
当

て
は

ま
る

労
働

者
）

の
出
勤

日
数

・
時
間

（
シ

フ
ト

）
の

削
減

し
た

こ
と

が
「

あ
っ

た
」
企

業
に

お
聞
き

し
ま

す
。
以

下
で

は
、
「
シ

フ
ト

制
労

働
者

」
の

出
勤

日
数

・
時

間
（

シ
フ

ト
）
の

削
減

が
複
数

回
あ

る
場

合
は
、

最
も

削
減

し
た

人
数

が
多
か

っ
た

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
お

答
え

く
だ
さ

い
。
）
 

付
問

１
．

シ
フ

ト
の

削
減

を
行
っ

た
理

由
は

何
で
す

か
。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

国
や
地
方
自
治
体
か
ら
の
指
示
、
要
請
へ
の
対
応
 

１
 

１
 

売
上
、
利
用
客
の
減
少
 

２
 

２
 

取
引
先
の
休
業
 

３
 

３
 

従
業
員
に
感
染
者
や
濃
厚
接
触
者
が
出
た
た
め
 

４
 

４
 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

５
 

５
 

 付
問

２
．

出
勤

日
数

、
労

働
時
間

の
削

減
を

し
た
の

は
、「

シ
フ

ト
制

労
働

者
」
（

問
３
の

選
択

肢
３

～
５

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
労

働
者

）
の

う
ち

、
ど

の
程

度
の

人
数

で
す

か
。（

１
つ

に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

１
割
未
満
 

１
 

１
 

１
割
～
３
割
未
満
 

２
 

２
 

３
割
～
５
割
未
満
 

３
 

３
 

５
割
～
７
割
未
満
 

４
 

４
 

７
割
～
９
割
未
満
 

５
 

５
 

９
割
以
上
 

６
 

６
 

 付
問

３
．
「

シ
フ

ト
制

労
働

者
」
（

問
３

の
選

択
肢
３

～
５

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
労

働
者
）

の
出

勤
日

数
、
労

働
時

間
数

の
削

減
は

最
大

で
ど

の
程

度
行

い
ま

し
た

か
。
（

最
も

出
勤

日
数

、
労

働
時

間
数

を
削

減
し

た
労

働
者

に
お

け
る
出

勤

日
数

、
労

働
時

間
の

削
減

割
合

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
）
（

１
つ
に

○
）

 
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

１
割
未
満
 

１
 

１
 

１
割
～
３
割
未
満
 

２
 

２
 

３
割
～
５
割
未
満
 

３
 

３
 

５
割
～
７
割
未
満
 

４
 

４
 

７
割
～
９
割
未
満
 

５
 

５
 

９
割
以
上
 

６
 

６
 

 付
問

４
．

こ
の

シ
フ

ト
を

削
減
さ

れ
た

労
働

者
に
対

し
て

、
休

業
等

に
伴

う
手

当
（

※
）

を
支
払

い
ま

し
た

か
。
（

最
も
近

い
も

 

の
１

つ
に

○
）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
 

労
働
者
 

↓
 

全
員
に
支
払
っ
た
 

１
 

１
 

一
部
の
労
働
者
に
支
払
っ
た
 

２
 

２
 

全
く
支
払
っ
て
い
な
い
（
全
員
に
支
払
っ
て
い
な
い
場
合
に
限
る
）
 

３
 

３
 

 

※
こ

こ
で

の
「

休
業

等
に

伴
う
手

当
」

と
は

、
労
基

法
第

26
条

の
休

業
手

当
に
限

り
ま

せ
ん
。

 

 
名

称
の

如
何

を
問

わ
ず

、
労
働

者
を

休
業

さ
せ
た

場
合

の
補

償
と

し
て

支
払

わ
れ

る
手

当
を
指

し
ま

す
。
 

（
労

基
法

第
2
6
条

で
規
定

す
る

も
の

以
外

の
支

給
要

件
や

計
算

方
法

で
支

払
わ
れ

た
も

の
（
企

業
の

判
断

で
 

 
支

払
う

手
当

）
も

含
み

ま
す
）
。
 

  

→
 付

問
4-
2（
11

頁
）

付
問

4
-1
 

（
11

頁
）
へ

 

－109－
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（
付

問
４

で
「

２
．

一
部

の
労
働

者
に

支
払

っ
た
」
「

３
．

全
く

支
払

っ
て

い
な
い

」
を

選
択
し

た
企

業
に

お
聞
き

し
ま

す
。）

 

付
問

4
-
1
．

支
払

わ
な

か
っ

た
理

由
は

何
で

す
か
。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

支
払
義
務
が
な
い
か
ら
（
シ
フ
ト
を
削
減
し
た
上
で
シ
フ
ト
を
確
定
さ
せ
た
の
で
、
 

休
業
は
発
生
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
）
 

１
 

１
 

支
払
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
労
働
者
と
合
意
し
た
か
ら
 

２
 

２
 

会
社
の
経
営
が
厳
し
い
か
ら
 

３
 

３
 

シ
フ
ト
制
労
働
者
は
、
家
計
補
助
者
が
大
半
だ
か
ら
 

４
 

４
 

シ
フ
ト
制
労
働
者
は
、
当
社
の
仕
事
だ
け
で
生
計
を
立
て
て
い
る
人
が
少
な
い
か
ら
 

５
 

５
 

他
の
代
償
措
置
を
講
じ
た
か
ら
（
ボ
ー
ナ
ス
の
上
乗
せ
な
ど
）
 

６
 

 
６

 

ご
く
短
期
間
の
休
業
だ
っ
た
か
ら
 

７
 

 
７

 

年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
て
も
ら
っ
た
か
ら
 

８
 

８
 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

９
 

９
 

 （
付

問
４

で
「

１
．

全
員

に
支
払

っ
た

」
「
２

．
一

部
の
労

働
者

に
支

払
っ

た
」
と

回
答

さ
れ
た

企
業

に
お

聞
き
し

ま
す

。
付

問
４

で
「

３
．

全
く

支
払

っ
て

い
な
い

」
を

選
択

し
た
企

業
は

問
７
へ

。
）

 

付
問

4
-
2
．

こ
の

休
業

等
に

伴
う

手
当

の
支

払
い
に

際
し

て
、

雇
用

調
整

助
成

金
の

申
請

を
行

い
ま

し
た

か
。
（

１
つ

に
○

）
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用
労
働
者
 

↓
 

支
払
っ
た
手
当
の
全
額
に
つ
い
て
申
請
し
た
 

１
 

１
 

一
部
の
み
申
請
し
た
 

２
 

２
 

申
請
し
な
か
っ
た
 

３
 

３
 

 （
「

１
．
支

払
っ

た
手

当
の

全
額

に
つ

い
て

申
請
し

た
」「

２
．
一

部
の

み
申

請
し

た
」
と

す
る
企

業
（

雇
用

調
整

助
成

金
の
申

請

を
行

っ
た

企
業

）
に

お
聞

き
し
ま

す
。
）
 

付
問

4
-
2
-
1．

休
業

等
に

伴
う
手

当
の

支
払

に
関
し

て
、

雇
用
調

整
助

成
金

の
特

例
措

置
（

※
）

が
講

じ
ら

れ
て
い

る
こ

と
は
、

ど
の

程
度

影
響

し
ま

し
た

か
。（

１
つ

に
○

）
 

（
※

）
雇

用
調

整
助

成
金

は
、
事

業
主

が
労

働
者
に

休
業

手
当
を

支
払

う
場

合
、
そ

の
一

部
を
助

成
す

る
制

度
で

、
特

例
措
置

に

よ
り

助
成

率
及

び
上

限
額

の
引
き

上
げ

を
行

っ
て
い

ま
す

。
特

例
措

置
に

つ
い

て
は

、
依
頼

状
の

裏
面

で
「

緊
急

対
応

期

間
中

の
雇

用
調

整
助

成
金

の
特
例

措
置

の
内

容
」
を

掲
載

し
て
い

ま
す

。
 

 
 

正
社
員
 

↓
 

 
非
正
規
雇
用

労
働
者
 

↓
 

手
当
の
支
払
は
元
々
実
施
す
る
予
定
で
あ
り
、
特
例
措
置
の
有
無
や
内
容
に
影
響
さ
れ
た

部
分
は
な
い
 

１
 

１
 

特
例
措
置
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
払
額
や
支
払
対
象
者
が
増
加
し
た
部
分
が

あ
る
 

２
 

２
 

特
例
措
置
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
手
当
の
支
払
を
す
る
予
定
は
な
か
っ
た
 

３
 

３
 

 Ⅳ
 

貴
社

の
休
業

手
当

等
の
規

定
、

算
定
方

法
に

つ
い
て

 

（
す

べ
て

の
企

業
に

お
聞

き
し
ま

す
。
）
 

問
７

．
現

在
、

貴
社

の
就

業
規
則

（
賃

金
規

程
な
ど

別
規

程
と
な

っ
て

い
る

も
の

を
含

む
。
）
に

、
 
労

働
基

準
法

第
26

条
の
休

業
手

当
に

つ
い

て
規

定
は

あ
り

ま
す

か
。
（

１
つ
に

○
）
 

１
．

規
定

が
あ

る
 

２
．

規
定

は
な

い
が

支
払

う
こ

と
が

あ
る
 

３
．

休
業

手
当

の
支

払
い

は
想

定
し

て
お

ら
ず

 

 
 

規
定

も
な

い
 

 
→

 
問
８

（
13

頁
）

 
へ

 

 

※
「

労
働

基
準

法
第

26
条

の
休

業
手

当
」
と

は
「

使
用

者
の

責
に

帰
す

べ
き

事
由

」
に

よ
り

休
業

と
な

っ
た

場
合

に
労

働
者

に
対

す
る

手
当

の
支

払
に

つ
い

て
定

め
て

い
る

も
の

を
指

し
ま

す
。

労
働

者
を

休
業

さ
せ

た
場

合
に

手

当
を

支
給

す
る

規
定

が
あ

り
、「

使
用

者
の

責
に

帰
す

べ
き

事
由
に

よ
る

休
業

」
の
場

合
も

含
ま
れ

て
い

る
よ

う
な

場
合

に
は

、
「

規
定

が
あ

る
」
に

御
回

答
く

だ
さ
い

。
 

  
 

付
問

１
（

1
2
頁

）
へ

 

付
問

4
-2
-1

へ
 

→
 
問
７
へ
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（
「

１
．

規
定

が
あ

る
」
「

２
．
規

定
は

な
い

が
支
払

う
こ

と
が

あ
る

」
と

す
る

企
業

に
お

聞
き
し

ま
す

。
）
 

付
問

１
．

貴
社

で
は

、
労

基
法
第

26
条

の
休

業
手

当
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

な
場

合
に

支
払
う

こ
と

に
な

っ
て
い

ま
す

か
。（

該

当
す

べ
て

に
○

）
 

１
．

使
用

者
の

都
合

に
よ

り
労
働

者
を

休
業

さ
せ

た
場

合
 

２
．

事
業

運
営

上
の

事
情

（
※
）

に
よ

り
労

働
者

を
休

業
さ

せ
た

場
合
 

３
．

天
候

不
良

や
災

害
な

ど
に
よ

っ
て

営
業

が
で

き
ず

、
労

働
者

を
休

業
さ

せ
た
場

合
 

４
．

所
定

労
働

日
数

等
が

決
ま
っ

て
い

な
い

シ
フ

ト
制

の
労

働
者

に
つ

い
て

、
前
月

や
前

年
同
月

等
と

比
較

し
て
、
 

 
 

シ
フ

ト
を

入
れ

る
日

数
を
減

ら
し

た
場

合
 

５
．

所
定

労
働

日
数

等
が

決
ま
っ

て
い

な
い

シ
フ

ト
制

の
労

働
者

に
つ

い
て

、
週
ご

と
や

月
ご
と

の
所

定
労

働
日
数

や
 

 
 

所
定

労
働

時
間

よ
り

も
少
な

い
シ

フ
ト

し
か

入
れ

な
か

っ
た

場
合
 

６
．
所

定
労

働
日

で
あ

る
が

、
労

働
者

か
ら

の
申

し
出

に
よ

り
、
休

み
に

し
た

場
合
（

労
働

者
が

年
次

有
給

休
暇

、
特

別
 

 
 

休
暇

を
取

得
し

た
場

合
は
含

ま
な

い
）

 

 

 
 
※
「
事
業
運
営
上
の
事
情
」
と
は
、
例
え
ば
原
材
料
の
不
足
、
取
引
先
や
顧
客
の
事
情
、
利
用
客
の
減
少
と
い
っ
た
、
事
業
の
運
営
上

の
都
合
は
全
て
該
当
し
ま
す
。
 

 

 

付
問

２
．
貴

社
で

は
、
労

基
法
第

26
条

の
休

業
手

当
に
つ

い
て

、
例

え
ば

１
か

月
間

な
ど

の
ま

と
ま

っ
た

期
間

休
業

さ
せ

る
場

合
 

に
、
本

来
所

定
労

働
日

で
は

な
い

休
日
（

シ
フ

ト
制
の

場
合

で
シ

フ
ト

が
作

成
さ

れ
て

お
ら

ず
、
所

定
労

働
日

と
し
て

決
 

ま
っ

て
い

な
い

日
を

含
む
。
）
も

含
め

て
、

休
業
手

当
を

支
払

う
こ

と
に

な
っ

て
い

ま
す

か
。
（

１
つ

に
○

）
 

  
１

．
所

定
労

働
日

で
は

な
い

休
日

は
、

労
基

法
第

26
条

の
休

業
手

当
の

支
払

対
象

と
な

る
こ
と

は
な

い
 

２
．

所
定

労
働

日
で

は
な

い
休

日
で

も
、

労
基

法
第

26
条

の
休

業
手

当
の

支
払

対
象

と
な

る
場

合
が

あ
る
 

３
．

所
定

労
働

日
で

は
な

い
休

日
に

つ
い

て
も

、
一

律
に

労
基
法

第
26

条
の

休
業

手
当
を

支
払

っ
て

い
る
 

  
付

問
３
．
労

基
法

第
2
6
条

の
休

業
手

当
の

支
払
額

の
算

定
方

法
は

、
ど

の
よ

う
に

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

か
。
複

数
の

算
定

方
法

が
 

あ
る

場
合

は
、
正

社
員

の
就

業
規

則
等

の
規

定
に
つ

い
て

お
答
え

く
だ

さ
い
（

１
つ

に
○

）
。
ま

た
、
選

択
肢
「

１
．
平
 

均
賃

金
の

60
％

以
上

」「
２

．
1
日

当
た

り
の

賃
金

額
の

6
0％

以
上

」
を

選
択
さ

れ
た

場
合
、
規

定
さ

れ
て

い
る

具
体

的
 

な
割

合
（

60
％

で
あ

る
場

合
に

は
6
0
％

、
6
0
％

を
超

え
る

場
合
に

は
そ

の
具

体
的
な

数
値

）
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。
 

１
．

平
均

賃
金
の

6
0
％

以
上

（
※

1）
 

（
 

 
 

 
 

）
％

 
 

 
回

答
例

 
（

６
０

）
％
 

２
．

1
日

当
た

り
の

賃
金

額
の

6
0
％

以
上

（
※

2
）

 
（

 
 

 
 

 
）
％

 
 

 
回

答
例

 
（

８
０

）
％
 

３
．

通
常

ど
お

り
の

賃
金

を
、
減

額
せ

ず
に

支
給

す
る
 

４
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

 

【
選

択
肢

１
，

２
】

に
つ

い
て
は

、
以

下
の

注
を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

 

※
1：

選
択

肢
１

の
「

平
均

賃
金

」
と

は
、

労
基

法
第

1
2
条
の

「
平

均
賃

金
」
（

過
去

3
か
月

分
の

賃
金

）
を
基

に
、

 

 
 

 基
本

的
に

は
暦

日
数

で
除

し
て

算
出

し
た
も

の
で

す
。

 

※
2：

選
択

肢
２

の
「

1
日

当
た

り
の

賃
金

額
」

と
は

、
実

際
に
労

働
し

た
場

合
に
支

払
わ

れ
る

賃
金

や
、

実
際

に
支

払

わ
れ

た
賃

金
を

労
働

日
数

で
除

し
て

算
出

し
た

も
の

で
す

。
 

   
付

問
４
．
労

基
法

第
2
6
条

の
休

業
手

当
に

関
す

る
規

定
で

は
、
正

社
員

と
は

別
に

、
非

正
規
雇

用
労

働
者
（

有
期

契
約

労
働
者

、

短
時

間
労

働
者

等
）

を
対

象
と
し

た
規

定
が

あ
り
ま

す
か

。
（

１
つ

に
○

）
 

１
．
正

社
員

と
非
正

規
雇

用
労
働

者
に

同
じ

内
容
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る
（

正
社

員
の
 

 
 

規
定

が
準

拠
さ

れ
る

場
合

を
含

む
）
 

→
 
問

８
（

1
3
頁

）
へ

 

２
．
正

社
員

と
は
内

容
の

異
な
る

、
非

正
規

雇
用
労

働
者

の
み
を

対
象

と
し

た
規

定
が
 

 
 

あ
る

 

→
 
付

問
4
-
1（

1
3
頁

）
 
へ

 

３
．

非
正

規
雇

用
労

働
者

を
対

象
と

し
た

規
定

は
な

い
 

 

４
．

も
と

も
と

非
正

規
雇

用
労

働
者

が
い

な
い

た
め

、
規

定
も
な

い
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

問
８
（
1
3
頁
）
へ

－110－
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（

付
問

４
で

、
労

基
法
第

2
6
条

の
休

業
手

当
に

関
す

る
規
定

で
、
正

社
員

と
非

正
規

雇
用
労

働
者

で
規

定
に
「

２
．
正

社
員

と
は

内
容

の
異

な
る

、
非

正
規
雇

用
労

働
者

の
み
を

対
象

と
し

た
規

定
が

あ
る

」
と
回

答
さ

れ
た

企
業

に
お

聞
き

し
ま

す
）
。 

付
問

4
-
1
．

非
正

規
雇

用
労

働
者

を
対

象
と

す
る
労

基
法

第
26

条
の

休
業

手
当

の
支

払
額

の
算

定
方

法
は

、
ど
の

よ
う

に
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
か

。
複
数

の
算

定
方

法
が
あ

る
場

合
は
、
主

た
る

雇
用
形

態
に

つ
い

て
お

答
え

く
だ

さ
い

。（
１
つ

に
○

）
ま
た

、
選
択

肢
「

１
．
平

均
賃

金
の

60
％

以
上

」「
２

．
1
日

当
た

り
の

賃
金

額
の

6
0
％

以
上

」
を

選
択
さ

れ
た

場
合
、
規

定
さ

れ
て

い
る

具
体

的
な

割
合
（

60
％

で
あ

る
場

合
に
は

6
0
％

、
6
0％

を

超
え

る
場

合
に

は
そ

の
具

体
的

な
数

値
）

を
ご

記
入

く
だ

さ
い
。

 

１
．

平
均

賃
金
の

6
0
％

以
上

 
（

 
 

 
 

 
）
％

 
 

 
回

答
例

 
（

６
０

）
％
 

２
．

1
日

当
た

り
の

賃
金

額
の

6
0
％

以
上

 
（

 
 

 
 

 
）
％

 
 

 
回

答
例

 
（

８
０

）
％
 

３
．

通
常

ど
お

り
の

賃
金

を
、
減

額
せ

ず
に

支
給

す
る
 

４
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

 （
す

べ
て

の
企

業
に

お
聞

き
し
ま

す
。
）
 

問
８

．
現

在
、
貴

社
の

就
業

規
則
（

賃
金

規
程

な
ど
、
別

規
程
と

な
っ

て
い

る
も
の

を
含

む
。
）
に

、
労

働
基

準
法

第
2
6
条
の

休
業

手
 

当
の

支
払

い
が

必
要

で
な

い
場

合
で

も
、

労
働

者
の

休
業

に
対
す

る
補

償
と

し
て
手

当
を

支
払
う

規
定

は
あ

り
ま
す

か
。
（

１
 

つ
に

○
）

 

１
．

規
定

が
あ

る
 

２
．

規
定

は
な

い
が

支
払

う
こ

と
が

あ
る
 

３
．

そ
の

よ
う

な
手

当
を

支
払

う
こ

と
は

想
定

 

 
 

し
て

お
ら

ず
、

規
定

も
な

い
 

→
 
問

９
へ
 

 

※
「

労
働

基
準

法
第

26
条

の
休

業
手

当
」

と
別
々

に
規

定
さ
れ

て
い

な
い

場
合

で
も

、
「

使
用

者
の

責
に

帰
す
べ

き
事

由
に

よ
る

」
休

業
で

な
い
場

合
に

手
当

を
支
給

す
る

規
定

が
あ

る
場

合
に

は
、「

規
定

が
あ

る
」
に

御
回

答
く

だ
さ

い
。

 

 

（
「

１
．

規
定

が
あ

る
」
「

２
．
規

定
は

な
い

が
支
払

う
こ

と
が

あ
る

」
と

す
る

企
業

に
お

聞
き
し

ま
す

。
）
 

付
問

．
問

８
の

手
当

に
つ

い
て
、

支
払

額
の

算
定
方

法
は

ど
の

よ
う

に
な

っ
て

い
ま

す
か
。
（
１

つ
に

○
）

 

１
．

労
基

法
第

2
6
条

の
休

業
手

当
の

算
定

方
法

と
同

じ
 

→
 問

９
 
へ

 
 

２
．

労
基

法
第

2
6
条

の
休

業
手

当
の

算
定

方
法

と
は

異
な

る
 

 

 

「
２

．
労

基
法
第

26
条

の
休

業
手

当
の

算
定

方
法

と
は

異
な

る
」
場

合
の

具
体
的

な
算

定
方
法

を
御

記
載

く
だ

さ
い

。 

     

 Ⅴ
 

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス
感

染
症

の
発
生

前
に

お
け
る

休
業

手
当
等

の
規

定
、
算

定
方

法
に
つ

い
て
 

（
す

べ
て

の
企

業
に

お
聞

き
し
ま

す
。
）
 

  
以

下
の

設
問

は
、
新

型
コ

ロ
ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症
の

発
生

前
（

2
0
1
9
年

12
月

以
前

）
に

お
け
る

、
貴

社
に

お
け

る
労

働
者
に

対

す
る

休
業

の
規

定
状

況
に

つ
い

て
、

お
聞

き
し

ま
す

。
 

 問
９

．
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス
感

染
症

の
発

生
前
（

2
0
1
9
年

1
2
月

以
前

）
に

、
労

基
法

第
2
6
条

の
休

業
手

当
の
支

払
に

つ
い

て
、

就
業

規
則

等
に

規
定

は
あ

り
ま
し

た
か

。
（
１

つ
に

○
）

 

１
．

規
定

が
あ

っ
た
 

２
．

規
定

は
な

か
っ

た
 

→
 問

10
（

15
頁

）
 
へ

 

   
付

問
１

．
規

定
の

内
容

は
、
現

在
（

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス
感

染
症

の
影

響
後

）
の

規
定

内
容

と
異

な
り

ま
す
か

、
そ

れ
と
も

 

 
 

 
 

 
同

じ
（

元
の

規
定
内

容
の

ま
ま

）
で
す

か
。
（

１
つ

に
○

）
 

 
１

．
異

な
る
（

新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の
影

響
後

、
規
定

内
容

を
変

更
し
た

）
→

付
問

1
－

1（
1
4
頁

）
へ

 
 

２
．

同
じ

（
元

の
規

定
内

容
の
ま

ま
）

 
 

→
 
問

1
0
（

1
5
頁

）
へ
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以
下

で
は

、「
１

．
異

な
る
（

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
後

、
規

定
内

容
を

変
更

し
た

）
」
と

す
る
企

業
に

お
聞

き
し

ま
す

。
「

２
．

同
じ

（
元
の

規
定

内
容

の
ま
ま

）
」
と

回
答

し
た

企
業

は
、
問

10
（

1
5
頁

）
へ
 

な
お

、
以

下
の

付
問

1
－

1
か
ら

2
－

1
は

、
す

べ
て

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
発

生
前
（

2
0
1
9
年

1
2
月

以
前

。
以

下
「

コ
ロ

ナ
前

」
と

い
い

ま
す

。
）

に
お

け
る

規
定

の
内
容

に
関

す
る

質
問

で
す

。
 

 

付
問

1-
1．

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

発
生

の
前

後
で
変

更
し

た
内

容
は
何

で
す

か
。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）
 

１
．

支
払

対
象

と
な

る
労

働
者
 

 

２
．

支
払

う
金

額
や

そ
の

算
定
方

法
 

 

３
．

支
払

対
象

と
な

る
日

 
 

４
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
）

 
 

 

 
（

コ
ロ

ナ
前

の
労

基
法

第
26

条
の

休
業

手
当

に
関

す
る

規
定

に
つ

い
て

お
聞
き

し
ま

す
。
）

 

付
問

1
-
2．

コ
ロ

ナ
前

の
労

基
法

第
2
6
条

の
休

業
手

当
の
支

払
額

の
算

定
方

法
は

、
ど

の
よ
う

に
規

定
さ

れ
て
い

ま
し

た
か
。

複
数

の
算

定
方

法
が

あ
っ

た
場

合
は

、
正

社
員

の
就

業
規

則
等

の
規

定
で

お
答

え
く

だ
さ

い
。（

１
つ

に
○

）
ま

た
、

選
択

肢
「

１
．

平
均

賃
金

の
6
0
％

以
上

」
「

２
．

1
日

当
た

り
の
賃

金
額

の
60
％

以
上

」
を

選
択

さ
れ

た
場

合
、

規
定

さ
れ

て
い

た
具

体
的

な
割

合
（

6
0％

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
6
0％

、
6
0
％

を
超

え
る

場
合

に
は

そ
の

具
体

的

な
数

値
）

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

１
．

平
均

賃
金
の

6
0
％

以
上

（
※

1）
 

（
 

 
 

 
 

）
％

 
 

 
回

答
例

 
（

６
０

）
％
 

２
．

1
日

当
た

り
の

賃
金

額
の

6
0
％

以
上

（
※

2
）

 
（

 
 

 
 

 
）
％

 
 

 
回

答
例

 
（

８
０

）
％
 

３
．

通
常

ど
お

り
の

賃
金

を
、
減

額
せ

ず
に

支
給

す
る
 

４
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

 

【
選

択
肢

１
，

２
】

に
つ

い
て
は

、
以

下
の

注
を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

 

※
1：

選
択

肢
１

の
「

平
均

賃
金

」
と

は
、

労
基

法
第

1
2
条
の

「
平

均
賃

金
」
（

過
去

3
か
月

分
の

賃
金

）
を
基

に
、

 

 
 

 基
本

的
に

は
暦

日
数

で
除

し
て

算
出

し
た
も

の
で

す
。

 

※
2：

選
択

肢
２

の
「

1
日

当
た

り
の

賃
金

額
」

と
は

、
実

際
に
労

働
し

た
場

合
に
支

払
わ

れ
る

賃
金

や
、

実
際

に
支

払

わ
れ

た
賃

金
を

労
働

日
数

で
除

し
て

算
出

し
た

も
の

で
す

。
 

  
付

問
２

．
コ

ロ
ナ

前
の

労
基

法
第

2
6
条

の
休

業
手

当
に

関
す

る
規

定
で

は
、
正

社
員

と
は

別
に

、
非

正
規

雇
用

労
働

者
を
対

象
と
 

し
た

規
定

が
あ

り
ま

し
た

か
。
（

１
つ

に
○

）
 

１
．

正
社

員
と

非
正

規
雇

用
労

働
者

に
同

じ
内

容
の

規
定

が
適
用

さ
れ

て
い

た
 

 
（

正
社

員
の

規
定

が
準

拠
さ

れ
る

等
を

含
む

）
 

→
 
問

1
0（

15
頁

）
へ
 

 

２
．
正

社
員

と
は

内
容

の
異

な
る

、
非

正
規
雇

用
労

働
者

の
み
を

対
象

と
し

た
規
定

 

が
あ

っ
た
 

→
 
付

問
2
-
1
へ

 
 

３
．

非
正

規
雇

用
労

働
者

を
対

象
と

し
た

規
定

は
な

か
っ

た
 

 
 

４
．

も
と

も
と

非
正

規
雇

用
労

働
者

が
い

な
か

っ
た

た
め

、
規
定

も
な

か
っ

た
 

 
 

  

 
（

付
問

２
で

、
労

基
法
第

26
条

の
休

業
手

当
に

関
す

る
規

定
で

、
正

社
員

と
非

正
規
雇

用
労

働
者

で
規

定
に
「

２
．
正

社
員

と

は
内

容
の

異
な

る
、

非
正

規
雇

用
労

働
者

の
み

を
対

象
と

し
た

規
定

が
あ

っ
た

」
と

回
答

さ
れ

た
企

業
に

お
聞

き
し

ま
す

）
。 

付
問

2
-
1
．
 
コ

ロ
ナ

前
に

非
正

規
雇

用
労

働
者

を
対

象
と

す
る
労

基
法

第
2
6
条

の
休

業
手

当
の

支
払

額
の

算
定

方
法

は
、
ど

の
 

よ
う

に
規

定
さ

れ
て

い
ま

し
た

か
。

複
数

の
算

定
方

法
が

あ
る
場

合
は

、
主

た
る
雇

用
形

態
に

つ
い

て
お

答
え

く
 

だ
さ

い
。
（
１

つ
に

○
）

ま
た
、

選
択

肢
「

１
．
平

均
賃

金
の

6
0％

以
上

」「
２

．
1
日

当
た
り

の
賃

金
額

の
6
0
％
 

以
上

」
を

選
択

さ
れ

た
場

合
、

規
定

さ
れ

て
い

る
具

体
的

な
割
合

（
6
0
％

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
6
0
％

、
6
0
％

を
 

超
え

る
場

合
に

は
そ

の
具

体
的

な
数

値
）

を
ご

記
入

く
だ

さ
い
。

 

１
．

平
均

賃
金
の

6
0
％

以
上

 
（

 
 

 
 

 
）
％

 
 

 
回

答
例

 
（

６
０

）
％
 

２
．

1
日

当
た

り
の

賃
金

額
の

6
0
％

以
上

 
（

 
 

 
 

 
）
％

 
 

 
回

答
例

 
（

８
０

）
％
 

３
．

通
常

ど
お

り
の

賃
金

を
、
減

額
せ

ず
に

支
給

す
る
 

４
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

 

問
1
0
（

1
5
頁

）
へ

－111－
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（
す

べ
て

の
企

業
に

お
聞

き
し
ま

す
。
）
 

以
下

の
設

問
は

、
新

型
コ

ロ
ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症
の

発
生

前
（

2
0
19

年
12

月
以

前
。
以

下
「

コ
ロ

ナ
前

」
と

い
い

ま
す

。
）
の
お

お
む

ね
5
年

間
に
お

け
る

、
貴

社
に

お
け

る
労

働
者

に
対

す
る
休

業
の

状
況

に
つ
い

て
、

お
聞
き

し
ま

す
。

 

問
1
0．

コ
ロ

ナ
前

の
お

お
む
ね

5
年

間
に

、
所
定

労
働

日
に
、

労
働

者
に

休
業
を

命
じ

た
こ

と
は

あ
り

ま
す

か
。
 

一
度

で
も

休
業

を
命

じ
た

こ
と

が
あ

る
場

合
、

休
業

を
命

じ
た
こ

と
が

あ
る

と
し
て

、
ご

回
答

く
だ

さ
い

。
（

１
つ

に
○

）
 

１
．

休
業

を
命

じ
た

こ
と

が
あ
る

 
２

．
休

業
を

命
じ

た
こ

と
は

な
い

 
 

→
 
問

1
1（

1
6
頁

）
へ

 

 

（
コ

ロ
ナ

前
の

お
お

む
ね

5
年

間
に

、
労

働
者

に
「

休
業

を
命

じ
た

こ
と

が
あ

る
」
と
回

答
し

た
企

業
に

お
聞

き
し
ま

す
。

以
下

の
設

問
で

は
、

複
数

回
、

休
業

を
命

じ
た

こ
と

が
あ

る
場
合

、
直

近
の

休
業
に

つ
い

て
お

答
え

く
だ

さ
い

。
）
 

 付
問

１
．

休
業

の
理

由
は

何
で

す
か

。
（

該
当

す
べ

て
に
○

）
 

１
．

地
震

や
大

雨
、

火
災

等
に
よ

り
会

社
を

運
営

で
き

な
か

っ
た

た
め
 

４
．

取
引

先
の

事
情
 

２
．

経
営

不
振

に
よ

る
休

業
（
需

要
の

低
下

、
製

品
が

売
れ

な
い

、
 

資
金

調
達

が
困

難
な

ど
）
 

５
．

従
業

員
不

足
に

よ
る

休
業

 

６
．

そ
の

他
 

３
．

会
社

の
設

備
、

工
場

の
機
械

の
不

備
・

欠
陥

に
よ

る
休

業
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

）
 

 

付
問

２
．
付
問

１
の

休
業
に

関
し

て
、
休

業
さ

せ
る

労
働
者

を
決

定
す

る
に

当
た
っ

て
、
ど

の
よ

う
な

要
素

を
考
慮

し
ま

し
た

か
。

（
該

当
す

べ
て

に
○

）
 

１
．

雇
用

形
態

（
例

：
正

社
員
／

非
正

規
雇

用
労

働
者

、
フ

ル
タ

イ
ム

／
パ

ー
ト
な

ど
）
 

 

２
．

職
種

、
業

務
内

容
（

１
．
の

雇
用

形
態

に
よ

る
場

合
を

除
く

）
 

 

３
．

所
属

す
る

部
署

・
部

門
 

 

４
．

役
職

（
例

：
管

理
職

／
非
管

理
職

な
ど

）
 

 

５
．

勤
務

成
績
 

 

６
．

年
齢
 

 

７
．

勤
続

年
数
 

 

８
．

休
業

予
定

日
の

勤
務

の
状
況

 
 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

）
 

 

1
0．

特
段

の
要

素
を

考
慮

せ
ず
、

全
て

の
労

働
者

を
対

象
と

し
た

 
 

 

（
コ

ロ
ナ

前
の

お
お

む
ね

5
年
間

に
、

労
働
者

に
「
休

業
を

命
じ

た
こ

と
が

あ
る

」
と

回
答

し
た

企
業

に
お

聞
き
し

ま
す

。
以
下

の

設
問

で
は

、
複

数
回

、
休

業
を

命
じ

た
こ

と
が

あ
る

場
合

、
直
近

の
休

業
に

つ
い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。
）

 

付
問

３
．

休
業

さ
せ

た
労

働
者

に
、

休
業

等
に

伴
う

手
当

を
支
払

い
ま

し
た

か
。
（

１
つ

に
○
）

 

１
．

全
員

に
支

払
っ

た
 

→
 
付

問
3
-
3
（

1
6
頁

）
へ
 

２
．

一
部

の
人

に
支

払
っ

た
 

→
 
付

問
3
-
2
 
へ

 

３
．

支
払

っ
て

い
な

い
 

→
 
付

問
3
-
1
 
へ

 

  
 

（
「

３
．

支
払

っ
て
い

な
い

」
と

す
る

企
業

に
お

聞
き

し
ま

す
。

以
下

の
付
問

3-
1
に

回
答

）
 

付
問

3
-
1
．

支
払

っ
て
い

な
い
理

由
は

何
で

す
か

。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）
 

１
．

法
律

上
支

払
義

務
が

な
い
か

ら
 

 

２
．

社
内

規
定

等
に

支
払

に
関
す

る
規

定
が

な
か

っ
た

か
ら
 

 

３
．

支
払

わ
な

い
こ

と
に

つ
い
て

労
働

者
と

合
意

し
た

か
ら
 

 

４
．

会
社

の
経

営
が

厳
し

か
っ
た

か
ら

 
 

５
．

他
の

代
償

措
置

を
講

じ
た
か

ら
（

ボ
ー

ナ
ス

の
上

乗
せ

な
ど

）
 

 

６
．

ご
く

短
期

間
の

休
業

だ
っ
た

た
め

 
 

７
．

年
次

有
給

休
暇

を
取

得
し
て

も
ら

っ
た

た
め

 
 

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
）
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

（
「

２
．

一
部

の
人

に
支
払

っ
た

」
と

す
る

企
業

に
お

聞
き

し
ま

す
。
）
 

付
問

3
-
2
．

支
払

っ
た
対

象
を
区

別
し

た
基

準
は

何
で

す
か
。
（

該
当

す
べ

て
に
○

）
 

１
．

雇
用

形
態

（
正

社
員

／
非
正

規
雇

用
労

働
者

、
フ

ル
タ

イ
ム

／
パ

ー
ト

な
ど
）

 
 

２
．

職
種

、
業

務
内

容
 
（

１
．

の
雇

用
形

態
に
よ

る
場

合
を
除

く
）

 
 

３
．

所
属

す
る

部
署

・
部

門
 

 

４
．

役
職

（
例

：
管

理
職

／
非
管

理
職

な
ど

）
 

 

５
．

勤
務

成
績
 

 

６
．

年
齢

（
例

：
「

40
歳

以
上

に
支

払
う

」
「

3
0
歳

未
満

は
支
給

し
な

い
」

な
ど
）
 

 

７
．

勤
続

年
数
 

 

８
．

休
業

さ
せ

た
日

数
（
「

休
業

が
○

日
以

上
の
場

合
」

な
ど
）

 
 

 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

（
付

問
3
-1

に
回

答
後

、
問

1
1（

16
頁

）
へ

）
 

（
付

問
3-
2
に

回
答

後
、

付
問

3
-3
（

1
6
頁

）
へ

）
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（
「

１
．
全
員

に
支

払
っ

た
」「

２
．
一

部
の

人
に

支
払

っ
た

」
と

す
る

企
業
（

休
業

等
に

伴
う
手

当
を

支
払

っ
た
企

業
）
に

お
聞

き
し

ま
す

。
）
 

付
問

3-
3．

雇
用

調
整
助

成
金

の
申

請
を

行
い

ま
し

た
か
。
（
１

つ
に

○
）

 

１
．

支
払

っ
た

手
当

の
全

額
に
つ

い
て

申
請

し
た

 
２

．
一

部
の

み
申

請
し

た
 

３
．

申
請

し
な

か
っ

た
 

 Ⅵ
 

労
基
法

上
の

「
休

業
手
当

」
に

つ
い
て
 

（
す

べ
て
の

企
業

に
お

聞
き

し
ま

す
。
）
 

 以
下

の
設

問
は

、
労

基
法

上
の

「
休

業
手

当
」

に
対

す
る

認
識
に

つ
い

て
、

調
査
時

点
現

在
に
お

け
る

認
識

を
お
聞

き
し

ま
す

。

問
1
1
．

労
基

法
第

26
条

の
休
業

手
当

に
つ

い
て
、
「

平
均

賃
金

の
1
0
0
分

の
6
0
以

上
」

と
い

う
基

準
は

適
当

だ
と

思
い

ま
す

か
。

（
１

つ
に

○
）
 

１
．

高
い
 

２
．

適
当
 

３
．

低
い

 

  
付

問
１
．
「

高
い

」
と
考

え
る

理
由

は
何

で
す

か
。
（

該
当
す

べ
て

に
○

）
 

１
．

売
上

げ
や

収
益

が
な

い
場
合

が
あ

り
、

企
業

の
支

払
い

負
荷

が
高

す
ぎ

る
か
ら

 
 

２
．

災
害

な
ど

の
理

由
に

よ
り
休

業
期

間
が

長
期

化
す

る
場

合
、

企
業

の
支

払
能
力

を
超

え
る
こ

と
も

あ
る

か
ら
 

 

３
．

労
働

者
は

実
際

に
働

い
て
な

い
か

ら
 
 

 

４
．

労
働

者
の

生
活

保
障

は
、
本

来
企

業
が

負
担

す
る

も
の

で
は

な
い

と
思

う
か
ら

 
 

５
．

民
法

の
規

定
(
※

)が
あ

れ
ば

十
分

で
あ

り
、

罰
則

付
き

の
義

務
に

す
る

必
要
は

な
い

と
思
う

か
ら

 
 

６
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
）
 

 

(※
) 
民
法
第

53
6
条
第

2
項
 
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
債
権
者
は
、

反
対
給
付
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
以
下
略
）
 

  
付

問
２
．
「

低
い

」
と
考

え
る

企
業

に
お

聞
き

し
ま

す
。
「
低

い
」

と
考

え
る
理

由
は

何
で

す
か

。
（

該
当

す
べ

て
に

○
）
 

１
．

そ
の

金
額

で
は

生
活

で
き
な

い
だ

ろ
う

と
思

う
か

ら
 

 

２
．「

使
用

者
の

責
に

帰
す

べ
き

事
由

に
よ

る
」
休

業
な

の
だ

か
ら

、
も

っ
と

使
用

者
が

責
任

を
負

う
べ

き
だ

か
ら

 
 

３
．

企
業

が
果

た
す

社
会

的
責
任

な
ど

を
考

え
れ

ば
、

よ
り

多
く

の
負

担
が

あ
っ
て

も
よ

い
と
思

う
か

ら
 

 

４
．

民
法

の
規

定
（

※
）

と
同
じ

に
す

べ
き

だ
か

ら
 

 

５
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
）
 

 

 問
1
2．

労
基

法
第

2
6
条

の
休

業
手

当
の
「

平
均
賃

金
の

1
0
0
分

の
6
0
以

上
」
と

い
う
計

算
方

法
は

複
雑

だ
と

思
い

ま
す

か
。（

１
つ

に
○

）
 

１
．

そ
う

思
う
 

２
．

や
や

そ
う

思
う
 

３
．

特
に

思
わ

な
い
 

 問
1
3．

労
基

法
第

2
6
条

の
休
業

手
当

の
計

算
方
法

に
つ

い
て

、
見

直
し

を
行

う
べ

き
だ

と
思
い

ま
す

か
。（

１
つ

に
○
）

 

１
．

見
直

し
は

必
要

な
い
 

２
．

見
直

し
を

行
う

べ
き
 

 

 付
問

１
．
「
１

．
見

直
し
は

必
要

な
い

」
と

考
え

る
企

業
に

お
聞

き
し

ま
す

。
な
ぜ

「
見

直
し

が
必

要
な

い
」

と
思

い
ま

す
か
。

 

 
 

 
 
（

該
当

す
べ

て
に

○
）

 

１
．

今
の

算
定

方
法

は
問

題
が
な

い
と

思
う

か
ら

 
 

２
．

他
に

適
切

な
算

定
方

法
が
思

い
つ

か
な

い
か

ら
 

 

３
．

現
在

の
算

定
方

法
を

下
回
ら

な
い

形
で

、
各

企
業

で
簡

便
な

算
定

方
法

を
用
い

れ
ば

よ
い
だ

け
だ

か
ら
 

 

４
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
）
 

 

 付
問

２
．「

２
．
見

直
し

を
行

う
べ

き
」
と

考
え

る
企

業
に
お

聞
き

し
ま

す
。
ど

の
よ

う
に
す

べ
き

と
考

え
ま

す
か

。（
該

当
す

べ
て

に
○

）
 

１
．

年
次

有
給

休
暇

取
得

時
の
賃

金
の

よ
う

に
、
「

通
常

の
賃
金

」
な

ど
と

の
選
択

制
に

す
る

べ
き

 
 

２
．

平
均

賃
金

の
算

定
時

と
同
様

に
、

労
働

日
だ

け
で

な
く

休
日

も
支

払
い

対
象
と

す
べ

き
 

 

３
．

算
定

に
当

た
っ

て
平

均
賃
金

を
使

う
こ

と
を

や
め

る
べ

き
 

 

４
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

「
３

．
算

定
に

当
た

っ
て

平
均
賃
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使
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こ
と
を

や
め

る
べ

き
」
を

選
ん

だ
方

に
お

聞
き

し
ま

す
。
平

均
賃

金
を

使

わ
な

い
代

わ
り

に
具

体
的

に
ど
う

す
べ

き
と

考
え

ま
す

か
。
（
自

由
記

述
）
 

    

★
★

ご
回

答
い

た
だ

き
、

誠
に
有

り
難

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

★
★

 

添
付

の
返

信
用

封
筒

（
切

手
不

要
）

へ
入

れ
、

２
０

２
１

年
９
月

１
０

日
（

金
）
ま

で
に

ポ
ス
ト

に
ご

投
函

く
だ
さ

い
。
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資料 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属統計表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

統計利用上の注意 

１．調査結果の合計には業種、規模等が不明の企業を含む。 

２．上段には実数、下段には構成比を掲載した。 

３．―は回答者がないもの。 

４．構成比は、表章単位未満を四捨五入してあるので、内容の合計が総計に一致しないこと

もある。 
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合
計

鉱
業
、

採
石
業
、

砂
利
採
取
業

建
設
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道

業 情
報
通
信
業

運
輸
業
、

郵
便
業

卸
売
業
、

小
売
業

金
融
業
、

保
険
業

不
動
産
、

物
品
賃
貸
業

学
術
研
究
、

専
門
・
技
術
サ
ー

ビ
ス
業

宿
泊
業
、

飲
食
サ
ー

ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業
、

娯
楽

業 教
育
、

学
習
支
援
業

医
療
、

福
祉

複
合
サ
ー

ビ
ス
事
業
（

郵
便

局
、

農
業
組
合
な
ど
）

サ
ー

ビ
ス
業
（

他
に
分
類
さ
れ

な
い
も
の
）

そ
の
他

無
回
答

7,797 4 341 1,552 29 226 589 1,104 145 67 111 320 178 341 1,815 97 813 65 -
100.0 0.1 4.4 19.9 0.4 2.9 7.6 14.2 1.9 0.9 1.4 4.1 2.3 4.4 23.3 1.2 10.4 0.8 -

問１ａ 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
100.0 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
341 - 341 - - - - - - - - - - - - - - - -
100.0 - 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,552 - - 1,552 - - - - - - - - - - - - - - -
100.0 - - 100.0 - - - - - - - - - - - - - - -
29 - - - 29 - - - - - - - - - - - - - -

100.0 - - - 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
226 - - - - 226 - - - - - - - - - - - - -
100.0 - - - - 100.0 - - - - - - - - - - - - -
589 - - - - - 589 - - - - - - - - - - - -
100.0 - - - - - 100.0 - - - - - - - - - - - -
1,104 - - - - - - 1,104 - - - - - - - - - - -
100.0 - - - - - - 100.0 - - - - - - - - - - -
145 - - - - - - - 145 - - - - - - - - - -
100.0 - - - - - - - 100.0 - - - - - - - - - -
67 - - - - - - - - 67 - - - - - - - - -

100.0 - - - - - - - - 100.0 - - - - - - - - -
111 - - - - - - - - - 111 - - - - - - - -
100.0 - - - - - - - - - 100.0 - - - - - - - -
320 - - - - - - - - - - 320 - - - - - - -
100.0 - - - - - - - - - - 100.0 - - - - - - -
178 - - - - - - - - - - - 178 - - - - - -
100.0 - - - - - - - - - - - 100.0 - - - - - -
341 - - - - - - - - - - - - 341 - - - - -
100.0 - - - - - - - - - - - - 100.0 - - - - -
1,815 - - - - - - - - - - - - - 1,815 - - - -
100.0 - - - - - - - - - - - - - 100.0 - - - -
97 - - - - - - - - - - - - - - 97 - - -

100.0 - - - - - - - - - - - - - - 100.0 - - -
813 - - - - - - - - - - - - - - - 813 - -
100.0 - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 - -
65 - - - - - - - - - - - - - - - - 65 -

100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 -
問１ｂ 393 - 14 61 - 10 48 33 3 4 4 15 17 15 81 1 75 12 -

100.0 - 3.6 15.5 - 2.5 12.2 8.4 0.8 1.0 1.0 3.8 4.3 3.8 20.6 0.3 19.1 3.1 -
4,583 3 238 1,042 21 149 370 586 94 35 67 154 87 158 1,085 33 430 31 -
100.0 0.1 5.2 22.7 0.5 3.3 8.1 12.8 2.1 0.8 1.5 3.4 1.9 3.4 23.7 0.7 9.4 0.7 -
2,073 - 72 345 3 54 121 324 34 21 25 88 49 116 537 49 221 14 -
100.0 - 3.5 16.6 0.1 2.6 5.8 15.6 1.6 1.0 1.2 4.2 2.4 5.6 25.9 2.4 10.7 0.7 -
686 1 16 94 5 13 42 154 14 6 10 60 21 49 101 12 80 8 -
100.0 0.1 2.3 13.7 0.7 1.9 6.1 22.4 2.0 0.9 1.5 8.7 3.1 7.1 14.7 1.7 11.7 1.2 -
62 - 1 10 - - 8 7 - 1 5 3 4 3 11 2 7 - -

100.0 - 1.6 16.1 - - 12.9 11.3 - 1.6 8.1 4.8 6.5 4.8 17.7 3.2 11.3 - -
問３ 4,123 4 274 1,217 23 158 279 614 104 38 80 26 46 199 616 30 376 39 -

100.0 0.1 6.6 29.5 0.6 3.8 6.8 14.9 2.5 0.9 1.9 0.6 1.1 4.8 14.9 0.7 9.1 0.9 -
3,392 - 45 283 6 51 286 444 35 27 23 286 129 134 1,148 67 404 24 -
100.0 - 1.3 8.3 0.2 1.5 8.4 13.1 1.0 0.8 0.7 8.4 3.8 4.0 33.8 2.0 11.9 0.7 -
282 - 22 52 - 17 24 46 6 2 8 8 3 8 51 - 33 2 -
100.0 - 7.8 18.4 - 6.0 8.5 16.3 2.1 0.7 2.8 2.8 1.1 2.8 18.1 - 11.7 0.7 -

問３付問１ 1,196 - 34 176 5 40 99 146 26 12 13 30 21 89 260 55 180 10 -
100.0 - 2.8 14.7 0.4 3.3 8.3 12.2 2.2 1.0 1.1 2.5 1.8 7.4 21.7 4.6 15.1 0.8 -
539 - 3 55 1 5 41 59 4 6 4 32 20 23 214 8 60 4 -
100.0 - 0.6 10.2 0.2 0.9 7.6 10.9 0.7 1.1 0.7 5.9 3.7 4.3 39.7 1.5 11.1 0.7 -
569 - 4 19 - 3 54 68 1 3 3 40 23 9 263 - 75 4 -
100.0 - 0.7 3.3 - 0.5 9.5 12.0 0.2 0.5 0.5 7.0 4.0 1.6 46.2 - 13.2 0.7 -
1,050 - 3 27 - 3 88 170 4 6 3 180 65 11 394 3 87 6 -
100.0 - 0.3 2.6 - 0.3 8.4 16.2 0.4 0.6 0.3 17.1 6.2 1.0 37.5 0.3 8.3 0.6 -
38 - 1 6 - - 4 1 - - - 4 - 2 17 1 2 - -

100.0 - 2.6 15.8 - - 10.5 2.6 - - - 10.5 - 5.3 44.7 2.6 5.3 - -
問５ 5,322 1 171 1,132 15 88 419 734 88 33 57 311 163 201 1,272 59 544 34 -

100.0 0.0 3.2 21.3 0.3 1.7 7.9 13.8 1.7 0.6 1.1 5.8 3.1 3.8 23.9 1.1 10.2 0.6 -
2,403 3 168 410 13 132 168 362 57 32 51 6 15 136 520 37 263 30 -
100.0 0.1 7.0 17.1 0.5 5.5 7.0 15.1 2.4 1.3 2.1 0.2 0.6 5.7 21.6 1.5 10.9 1.2 -
72 - 2 10 1 6 2 8 - 2 3 3 - 4 23 1 6 1 -

100.0 - 2.8 13.9 1.4 8.3 2.8 11.1 - 2.8 4.2 4.2 - 5.6 31.9 1.4 8.3 1.4 -
問５付問３ 4,770 1 153 1,100 14 88 390 661 76 31 52 264 155 163 1,062 47 481 32 -

100.0 0.0 3.2 23.1 0.3 1.8 8.2 13.9 1.6 0.6 1.1 5.5 3.2 3.4 22.3 1.0 10.1 0.7 -
261 - 3 18 - - 13 34 - 2 1 38 4 16 96 3 33 - -
100.0 - 1.1 6.9 - - 5.0 13.0 - 0.8 0.4 14.6 1.5 6.1 36.8 1.1 12.6 - -
287 - 15 13 1 - 16 39 12 - 4 9 4 22 112 8 30 2 -
100.0 - 5.2 4.5 0.3 - 5.6 13.6 4.2 - 1.4 3.1 1.4 7.7 39.0 2.8 10.5 0.7 -
4 - - 1 - - - - - - - - - - 2 1 - - -

100.0 - - 25.0 - - - - - - - - - - 50.0 25.0 - - -
問5付問3-4 2,220 1 41 697 3 38 257 305 18 14 20 234 119 33 203 3 218 16 -

100.0 0.0 1.8 31.4 0.1 1.7 11.6 13.7 0.8 0.6 0.9 10.5 5.4 1.5 9.1 0.1 9.8 0.7 -
705 - 16 169 1 13 53 116 11 9 9 54 30 17 94 8 100 5 -
100.0 - 2.3 24.0 0.1 1.8 7.5 16.5 1.6 1.3 1.3 7.7 4.3 2.4 13.3 1.1 14.2 0.7 -
1,979 - 91 219 10 35 83 260 44 8 24 10 10 126 826 38 185 10 -
100.0 - 4.6 11.1 0.5 1.8 4.2 13.1 2.2 0.4 1.2 0.5 0.5 6.4 41.7 1.9 9.3 0.5 -
127 - 8 33 - 2 10 14 3 2 - 4 - 3 35 1 11 1 -
100.0 - 6.3 26.0 - 1.6 7.9 11.0 2.4 1.6 - 3.1 - 2.4 27.6 0.8 8.7 0.8 -

問７ 4,433 1 217 1,054 15 135 373 654 56 36 63 194 100 91 876 35 503 30 -
100.0 0.0 4.9 23.8 0.3 3.0 8.4 14.8 1.3 0.8 1.4 4.4 2.3 2.1 19.8 0.8 11.3 0.7 -
2,102 2 64 371 5 45 138 290 36 15 24 99 59 123 586 36 196 13 -
100.0 0.1 3.0 17.6 0.2 2.1 6.6 13.8 1.7 0.7 1.1 4.7 2.8 5.9 27.9 1.7 9.3 0.6 -
1,150 - 55 105 9 39 66 144 50 16 24 21 18 125 329 25 102 22 -
100.0 - 4.8 9.1 0.8 3.4 5.7 12.5 4.3 1.4 2.1 1.8 1.6 10.9 28.6 2.2 8.9 1.9 -
112 1 5 22 - 7 12 16 3 - - 6 1 2 24 1 12 - -
100.0 0.9 4.5 19.6 - 6.3 10.7 14.3 2.7 - - 5.4 0.9 1.8 21.4 0.9 10.7 - -

教育、学習支援業

問１ａ．主たる業種（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった
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合
計

１
０
０
人
未
満

１
０
０
～

２
９
９
人

３
０
０
～

９
９
９
人

１
０
０
０
～

４
９
９
９
人

５
０
０
０
人
以
上

無
回
答

7,797 393 4,583 2,073 597 89 62
100.0 5.0 58.8 26.6 7.7 1.1 0.8

問１ａ 4 - 3 - 1 - -
100.0 - 75.0 - 25.0 - -
341 14 238 72 14 2 1
100.0 4.1 69.8 21.1 4.1 0.6 0.3
1,552 61 1,042 345 83 11 10
100.0 3.9 67.1 22.2 5.3 0.7 0.6
29 - 21 3 4 1 -

100.0 - 72.4 10.3 13.8 3.4 -
226 10 149 54 13 - -
100.0 4.4 65.9 23.9 5.8 - -
589 48 370 121 35 7 8
100.0 8.1 62.8 20.5 5.9 1.2 1.4
1,104 33 586 324 126 28 7
100.0 3.0 53.1 29.3 11.4 2.5 0.6
145 3 94 34 12 2 -
100.0 2.1 64.8 23.4 8.3 1.4 -
67 4 35 21 6 - 1

100.0 6.0 52.2 31.3 9.0 - 1.5
111 4 67 25 7 3 5
100.0 3.6 60.4 22.5 6.3 2.7 4.5
320 15 154 88 52 8 3
100.0 4.7 48.1 27.5 16.3 2.5 0.9
178 17 87 49 17 4 4
100.0 9.6 48.9 27.5 9.6 2.2 2.2
341 15 158 116 43 6 3
100.0 4.4 46.3 34.0 12.6 1.8 0.9
1,815 81 1,085 537 91 10 11
100.0 4.5 59.8 29.6 5.0 0.6 0.6
97 1 33 49 12 - 2

100.0 1.0 34.0 50.5 12.4 - 2.1
813 75 430 221 75 5 7
100.0 9.2 52.9 27.2 9.2 0.6 0.9
65 12 31 14 6 2 -

100.0 18.5 47.7 21.5 9.2 3.1 -
問１ｂ 393 393 - - - - -

100.0 100.0 - - - - -
4,583 - 4,583 - - - -
100.0 - 100.0 - - - -
2,073 - - 2,073 - - -
100.0 - - 100.0 - - -
686 - - - 597 89 -
100.0 - - - 87.0 13.0 -
62 - - - - - 62

100.0 - - - - - 100.0
問３ 4,123 216 2,643 970 230 30 34

100.0 5.2 64.1 23.5 5.6 0.7 0.8
3,392 159 1,759 1,043 352 55 24
100.0 4.7 51.9 30.7 10.4 1.6 0.7
282 18 181 60 15 4 4
100.0 6.4 64.2 21.3 5.3 1.4 1.4

問３付問１ 1,196 67 648 358 103 13 7
100.0 5.6 54.2 29.9 8.6 1.1 0.6
539 22 266 193 52 5 1
100.0 4.1 49.4 35.8 9.6 0.9 0.2
569 27 290 172 62 12 6
100.0 4.7 51.0 30.2 10.9 2.1 1.1
1,050 42 533 310 132 24 9
100.0 4.0 50.8 29.5 12.6 2.3 0.9
38 1 22 10 3 1 1

100.0 2.6 57.9 26.3 7.9 2.6 2.6
問５ 5,322 233 2,978 1,528 466 72 45

100.0 4.4 56.0 28.7 8.8 1.4 0.8
2,403 155 1,557 533 126 16 16
100.0 6.5 64.8 22.2 5.2 0.7 0.7
72 5 48 12 5 1 1

100.0 6.9 66.7 16.7 6.9 1.4 1.4
問５付問３ 4,770 212 2,689 1,359 407 63 40

100.0 4.4 56.4 28.5 8.5 1.3 0.8
261 9 123 85 41 2 1
100.0 3.4 47.1 32.6 15.7 0.8 0.4
287 12 165 82 18 7 3
100.0 4.2 57.5 28.6 6.3 2.4 1.0
4 - 1 2 - - 1

100.0 - 25.0 50.0 - - 25.0
問5付問3-4 2,220 132 1,333 553 164 17 21

100.0 5.9 60.0 24.9 7.4 0.8 0.9
705 21 325 229 104 24 2
100.0 3.0 46.1 32.5 14.8 3.4 0.3
1,979 64 1,078 624 172 23 18
100.0 3.2 54.5 31.5 8.7 1.2 0.9
127 4 76 38 8 1 -
100.0 3.1 59.8 29.9 6.3 0.8 -

問７ 4,433 218 2,622 1,169 337 52 35
100.0 4.9 59.1 26.4 7.6 1.2 0.8
2,102 91 1,179 604 186 24 18
100.0 4.3 56.1 28.7 8.8 1.1 0.9
1,150 79 713 269 69 13 7
100.0 6.9 62.0 23.4 6.0 1.1 0.6
112 5 69 31 5 - 2
100.0 4.5 61.6 27.7 4.5 - 1.8

教育、学習支援業

問１ｂ．従業員規模（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった
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合
計

３
０
％
未
満

３
０
％
～

５
０
％
未
満

５
０
％
～

７
０
％
未
満

７
０
％
～

１
０
０
％
未
満

１
０
０
％
（

全
員
、

正
社
員
）

無
回
答

7,797 669 813 1,601 4,336 223 155
100.0 8.6 10.4 20.5 55.6 2.9 2.0

問１ａ 4 - - - 4 - -
100.0 - - - 100.0 - -
341 5 3 27 266 33 7
100.0 1.5 0.9 7.9 78.0 9.7 2.1
1,552 39 69 211 1,155 47 31
100.0 2.5 4.4 13.6 74.4 3.0 2.0
29 2 - 1 25 1 -

100.0 6.9 - 3.4 86.2 3.4 -
226 6 3 16 180 17 4
100.0 2.7 1.3 7.1 79.6 7.5 1.8
589 28 45 117 365 24 10
100.0 4.8 7.6 19.9 62.0 4.1 1.7
1,104 144 73 130 704 34 19
100.0 13.0 6.6 11.8 63.8 3.1 1.7
145 6 3 22 112 1 1
100.0 4.1 2.1 15.2 77.2 0.7 0.7
67 7 7 13 36 3 1

100.0 10.4 10.4 19.4 53.7 4.5 1.5
111 2 8 18 63 13 7
100.0 1.8 7.2 16.2 56.8 11.7 6.3
320 92 72 83 61 2 10
100.0 28.8 22.5 25.9 19.1 0.6 3.1
178 42 38 36 52 6 4
100.0 23.6 21.3 20.2 29.2 3.4 2.2
341 34 93 117 87 2 8
100.0 10.0 27.3 34.3 25.5 0.6 2.3
1,815 57 268 623 824 5 38
100.0 3.1 14.8 34.3 45.4 0.3 2.1
97 3 5 42 44 - 3

100.0 3.1 5.2 43.3 45.4 - 3.1
813 189 121 136 325 30 12
100.0 23.2 14.9 16.7 40.0 3.7 1.5
65 13 5 9 33 5 -

100.0 20.0 7.7 13.8 50.8 7.7 -
問１ｂ 393 49 33 80 194 36 1

100.0 12.5 8.4 20.4 49.4 9.2 0.3
4,583 212 375 924 2,843 165 64
100.0 4.6 8.2 20.2 62.0 3.6 1.4
2,073 212 299 484 1,028 19 31
100.0 10.2 14.4 23.3 49.6 0.9 1.5
686 196 106 109 264 2 9
100.0 28.6 15.5 15.9 38.5 0.3 1.3
62 - - 4 7 1 50

100.0 - - 6.5 11.3 1.6 80.6
問３ 4,123 201 269 654 2,734 179 86

100.0 4.9 6.5 15.9 66.3 4.3 2.1
3,392 452 527 902 1,424 25 62
100.0 13.3 15.5 26.6 42.0 0.7 1.8
282 16 17 45 178 19 7
100.0 5.7 6.0 16.0 63.1 6.7 2.5

問３付問１ 1,196 91 145 298 637 9 16
100.0 7.6 12.1 24.9 53.3 0.8 1.3
539 63 140 155 173 2 6
100.0 11.7 26.0 28.8 32.1 0.4 1.1
569 97 78 157 218 5 14
100.0 17.0 13.7 27.6 38.3 0.9 2.5
1,050 199 159 277 382 9 24
100.0 19.0 15.1 26.4 36.4 0.9 2.3
38 2 5 15 14 - 2

100.0 5.3 13.2 39.5 36.8 - 5.3
問５ 5,322 534 619 1,141 2,790 122 116

100.0 10.0 11.6 21.4 52.4 2.3 2.2
2,403 135 181 440 1,510 100 37
100.0 5.6 7.5 18.3 62.8 4.2 1.5
72 - 13 20 36 1 2

100.0 - 18.1 27.8 50.0 1.4 2.8
問５付問３ 4,770 442 541 1,006 2,567 115 99

100.0 9.3 11.3 21.1 53.8 2.4 2.1
261 58 44 66 83 2 8
100.0 22.2 16.9 25.3 31.8 0.8 3.1
287 34 34 69 138 5 7
100.0 11.8 11.8 24.0 48.1 1.7 2.4
4 - - - 2 - 2

100.0 - - - 50.0 - 50.0
問5付問3-4 2,220 210 247 425 1,218 67 53

100.0 9.5 11.1 19.1 54.9 3.0 2.4
705 117 77 127 365 13 6
100.0 16.6 10.9 18.0 51.8 1.8 0.9
1,979 163 253 490 996 34 43
100.0 8.2 12.8 24.8 50.3 1.7 2.2
127 10 8 30 71 3 5
100.0 7.9 6.3 23.6 55.9 2.4 3.9

問７ 4,433 389 416 827 2,565 154 82
100.0 8.8 9.4 18.7 57.9 3.5 1.8
2,102 193 256 495 1,079 34 45
100.0 9.2 12.2 23.5 51.3 1.6 2.1
1,150 81 130 259 620 34 26
100.0 7.0 11.3 22.5 53.9 3.0 2.3
112 6 11 20 72 1 2
100.0 5.4 9.8 17.9 64.3 0.9 1.8

教育、学習支援業

問１ｃ．従業員に占める正社員比率（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－116－



合
計

い
る

い
な
い

無
回
答

7,797 4,425 3,290 82
100.0 56.8 42.2 1.1

問１ａ 4 3 1 -
100.0 75.0 25.0 -
341 215 123 3
100.0 63.0 36.1 0.9
1,552 1,144 393 15
100.0 73.7 25.3 1.0
29 24 5 -

100.0 82.8 17.2 -
226 174 51 1
100.0 77.0 22.6 0.4
589 280 303 6
100.0 47.5 51.4 1.0
1,104 697 392 15
100.0 63.1 35.5 1.4
145 82 63 -
100.0 56.6 43.4 -
67 48 17 2

100.0 71.6 25.4 3.0
111 84 22 5
100.0 75.7 19.8 4.5
320 113 201 6
100.0 35.3 62.8 1.9
178 63 112 3
100.0 35.4 62.9 1.7
341 204 135 2
100.0 59.8 39.6 0.6
1,815 819 983 13
100.0 45.1 54.2 0.7
97 57 38 2

100.0 58.8 39.2 2.1
813 383 422 8
100.0 47.1 51.9 1.0
65 35 29 1

100.0 53.8 44.6 1.5
問１ｂ 393 131 261 1

100.0 33.3 66.4 0.3
4,583 2,353 2,215 15
100.0 51.3 48.3 0.3
2,073 1,397 661 15
100.0 67.4 31.9 0.7
686 536 146 4
100.0 78.1 21.3 0.6
62 8 7 47

100.0 12.9 11.3 75.8
問３ 4,123 2,535 1,541 47

100.0 61.5 37.4 1.1
3,392 1,735 1,625 32
100.0 51.1 47.9 0.9
282 155 124 3
100.0 55.0 44.0 1.1

問３付問１ 1,196 698 489 9
100.0 58.4 40.9 0.8
539 288 249 2
100.0 53.4 46.2 0.4
569 268 294 7
100.0 47.1 51.7 1.2
1,050 454 583 13
100.0 43.2 55.5 1.2
38 27 10 1

100.0 71.1 26.3 2.6
問５ 5,322 2,940 2,325 57

100.0 55.2 43.7 1.1
2,403 1,451 929 23
100.0 60.4 38.7 1.0
72 34 36 2

100.0 47.2 50.0 2.8
問５付問３ 4,770 2,676 2,042 52

100.0 56.1 42.8 1.1
261 120 138 3
100.0 46.0 52.9 1.1
287 142 143 2
100.0 49.5 49.8 0.7
4 2 2 -

100.0 50.0 50.0 -
問5付問3-4 2,220 1,182 1,010 28

100.0 53.2 45.5 1.3
705 432 269 4
100.0 61.3 38.2 0.6
1,979 1,109 848 22
100.0 56.0 42.8 1.1
127 73 53 1
100.0 57.5 41.7 0.8

問７ 4,433 2,566 1,813 54
100.0 57.9 40.9 1.2
2,102 1,190 893 19
100.0 56.6 42.5 0.9
1,150 608 535 7
100.0 52.9 46.5 0.6
112 61 49 2
100.0 54.5 43.8 1.8

教育、学習支援業

問１ｄ．派遣労働者の受入れの有無（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－117－



合
計

労
働
組
合
が
あ
る

労
働
組
合
が
な
い

無
回
答

7,797 2,404 5,316 77
100.0 30.8 68.2 1.0

問１ａ 4 3 1 -
100.0 75.0 25.0 -
341 100 239 2
100.0 29.3 70.1 0.6
1,552 651 891 10
100.0 41.9 57.4 0.6
29 16 13 -

100.0 55.2 44.8 -
226 64 162 -
100.0 28.3 71.7 -
589 320 259 10
100.0 54.3 44.0 1.7
1,104 426 666 12
100.0 38.6 60.3 1.1
145 63 82 -
100.0 43.4 56.6 -
67 15 50 2

100.0 22.4 74.6 3.0
111 26 80 5
100.0 23.4 72.1 4.5
320 59 254 7
100.0 18.4 79.4 2.2
178 22 153 3
100.0 12.4 86.0 1.7
341 171 166 4
100.0 50.1 48.7 1.2
1,815 240 1,564 11
100.0 13.2 86.2 0.6
97 70 25 2

100.0 72.2 25.8 2.1
813 138 666 9
100.0 17.0 81.9 1.1
65 20 45 -

100.0 30.8 69.2 -
問１ｂ 393 50 343 -

100.0 12.7 87.3 -
4,583 1,183 3,381 19
100.0 25.8 73.8 0.4
2,073 769 1,294 10
100.0 37.1 62.4 0.5
686 398 286 2
100.0 58.0 41.7 0.3
62 4 12 46

100.0 6.5 19.4 74.2
問３ 4,123 1,442 2,638 43

100.0 35.0 64.0 1.0
3,392 881 2,479 32
100.0 26.0 73.1 0.9
282 81 199 2
100.0 28.7 70.6 0.7

問３付問１ 1,196 379 810 7
100.0 31.7 67.7 0.6
539 132 404 3
100.0 24.5 75.0 0.6
569 109 451 9
100.0 19.2 79.3 1.6
1,050 246 792 12
100.0 23.4 75.4 1.1
38 15 22 1

100.0 39.5 57.9 2.6
問５ 5,322 1,637 3,636 49

100.0 30.8 68.3 0.9
2,403 748 1,628 27
100.0 31.1 67.7 1.1
72 19 52 1

100.0 26.4 72.2 1.4
問５付問３ 4,770 1,508 3,217 45

100.0 31.6 67.4 0.9
261 62 196 3
100.0 23.8 75.1 1.1
287 66 220 1
100.0 23.0 76.7 0.3
4 1 3 -

100.0 25.0 75.0 -
問5付問3-4 2,220 754 1,440 26

100.0 34.0 64.9 1.2
705 220 480 5
100.0 31.2 68.1 0.7
1,979 565 1,397 17
100.0 28.5 70.6 0.9
127 31 96 -
100.0 24.4 75.6 -

問７ 4,433 1,322 3,065 46
100.0 29.8 69.1 1.0
2,102 659 1,423 20
100.0 31.4 67.7 1.0
1,150 386 756 8
100.0 33.6 65.7 0.7
112 37 72 3
100.0 33.0 64.3 2.7

教育、学習支援業

問１ｅ．労働組合の有無（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－118－



合
計

フ
ル
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
（

有

期
）

フ
ル
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
（

無

期
）
（

正
社
員
以
外
）

パ
ー

ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者

（

有
期
）

パ
ー

ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者

（

無
期
）

臨
時
労
働
者

定
年
再
雇
用
者

左
記
い
ず
れ
の
雇
用
労
働
者
も

い
な
い

無
回
答

7,797 5,607 3,099 5,756 3,194 775 6,778 80 96
100.0 71.9 39.7 73.8 41.0 9.9 86.9 1.0 1.2

問１ａ 4 2 2 3 - - 4 - -
100.0 50.0 50.0 75.0 - - 100.0 - -
341 243 101 188 81 27 301 7 4
100.0 71.3 29.6 55.1 23.8 7.9 88.3 2.1 1.2
1,552 1,082 615 1,028 564 102 1,425 14 12
100.0 69.7 39.6 66.2 36.3 6.6 91.8 0.9 0.8
29 24 15 20 8 1 28 - 1

100.0 82.8 51.7 69.0 27.6 3.4 96.6 - 3.4
226 168 76 115 35 9 168 10 2
100.0 74.3 33.6 50.9 15.5 4.0 74.3 4.4 0.9
589 375 188 389 197 76 530 7 8
100.0 63.7 31.9 66.0 33.4 12.9 90.0 1.2 1.4
1,104 780 422 819 435 108 986 8 14
100.0 70.7 38.2 74.2 39.4 9.8 89.3 0.7 1.3
145 110 51 109 53 9 129 - -
100.0 75.9 35.2 75.2 36.6 6.2 89.0 - -
67 49 24 45 20 7 61 2 1

100.0 73.1 35.8 67.2 29.9 10.4 91.0 3.0 1.5
111 74 41 70 33 9 96 3 1
100.0 66.7 36.9 63.1 29.7 8.1 86.5 2.7 0.9
320 228 134 262 176 45 262 3 4
100.0 71.3 41.9 81.9 55.0 14.1 81.9 0.9 1.3
178 125 84 134 99 20 127 5 2
100.0 70.2 47.2 75.3 55.6 11.2 71.3 2.8 1.1
341 299 144 323 133 52 287 2 2
100.0 87.7 42.2 94.7 39.0 15.2 84.2 0.6 0.6
1,815 1,289 750 1,508 961 165 1,597 5 32
100.0 71.0 41.3 83.1 52.9 9.1 88.0 0.3 1.8
97 92 63 90 40 32 93 - -

100.0 94.8 64.9 92.8 41.2 33.0 95.9 - -
813 620 360 612 344 106 636 9 13
100.0 76.3 44.3 75.3 42.3 13.0 78.2 1.1 1.6
65 47 29 41 15 7 48 5 -

100.0 72.3 44.6 63.1 23.1 10.8 73.8 7.7 -
問１ｂ 393 196 101 218 117 24 250 22 5

100.0 49.9 25.7 55.5 29.8 6.1 63.6 5.6 1.3
4,583 3,052 1,521 3,165 1,622 343 3,936 48 64
100.0 66.6 33.2 69.1 35.4 7.5 85.9 1.0 1.4
2,073 1,721 1,026 1,722 986 254 1,909 7 20
100.0 83.0 49.5 83.1 47.6 12.3 92.1 0.3 1.0
686 591 426 605 444 148 633 - 5
100.0 86.2 62.1 88.2 64.7 21.6 92.3 - 0.7
62 47 25 46 25 6 50 3 2

100.0 75.8 40.3 74.2 40.3 9.7 80.6 4.8 3.2
問３ 4,123 2,829 1,481 2,738 1,421 279 3,615 59 27

100.0 68.6 35.9 66.4 34.5 6.8 87.7 1.4 0.7
3,392 2,647 1,560 2,901 1,708 481 2,988 10 2
100.0 78.0 46.0 85.5 50.4 14.2 88.1 0.3 0.1
282 131 58 117 65 15 175 11 67
100.0 46.5 20.6 41.5 23.0 5.3 62.1 3.9 23.8

問３付問１ 1,196 956 571 1,028 555 190 1,078 1 -
100.0 79.9 47.7 86.0 46.4 15.9 90.1 0.1 -
539 407 252 462 299 86 485 1 -
100.0 75.5 46.8 85.7 55.5 16.0 90.0 0.2 -
569 456 262 493 275 72 501 1 1
100.0 80.1 46.0 86.6 48.3 12.7 88.0 0.2 0.2
1,050 804 459 890 560 124 892 7 -
100.0 76.6 43.7 84.8 53.3 11.8 85.0 0.7 -
38 24 16 28 19 9 32 - 1

100.0 63.2 42.1 73.7 50.0 23.7 84.2 - 2.6
問５ 5,322 3,919 2,197 4,091 2,346 553 4,660 38 62

100.0 73.6 41.3 76.9 44.1 10.4 87.6 0.7 1.2
2,403 1,641 870 1,618 816 217 2,058 40 30
100.0 68.3 36.2 67.3 34.0 9.0 85.6 1.7 1.2
72 47 32 47 32 5 60 2 4

100.0 65.3 44.4 65.3 44.4 6.9 83.3 2.8 5.6
問５付問３ 4,770 3,519 1,951 3,655 2,072 496 4,192 36 53

100.0 73.8 40.9 76.6 43.4 10.4 87.9 0.8 1.1
261 189 125 211 145 28 220 1 3
100.0 72.4 47.9 80.8 55.6 10.7 84.3 0.4 1.1
287 208 121 223 128 29 245 1 6
100.0 72.5 42.2 77.7 44.6 10.1 85.4 0.3 2.1
4 3 - 2 1 - 3 - -

100.0 75.0 - 50.0 25.0 - 75.0 - -
問5付問3-4 2,220 1,579 869 1,647 922 218 1,930 18 22

100.0 71.1 39.1 74.2 41.5 9.8 86.9 0.8 1.0
705 547 321 545 323 80 618 2 10
100.0 77.6 45.5 77.3 45.8 11.3 87.7 0.3 1.4
1,979 1,491 827 1,584 907 213 1,762 16 23
100.0 75.3 41.8 80.0 45.8 10.8 89.0 0.8 1.2
127 91 59 90 65 13 102 1 1
100.0 71.7 46.5 70.9 51.2 10.2 80.3 0.8 0.8

問７ 4,433 3,146 1,775 3,210 1,799 433 3,833 49 61
100.0 71.0 40.0 72.4 40.6 9.8 86.5 1.1 1.4
2,102 1,561 829 1,631 946 226 1,878 8 17
100.0 74.3 39.4 77.6 45.0 10.8 89.3 0.4 0.8
1,150 822 453 843 410 103 975 21 12
100.0 71.5 39.4 73.3 35.7 9.0 84.8 1.8 1.0
112 78 42 72 39 13 92 2 6
100.0 69.6 37.5 64.3 34.8 11.6 82.1 1.8 5.4

教育、学習支援業

問２．正社員以外の労働者の就業形態（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－119－



合
計

固
定
し
た
勤
務
日
と
勤
務
時
間

が
決
め
ら
れ
て
い
る
労
働
者

固

定

し

た

勤

務

日

又

は

勤

務

時

間

が

決

ま
っ

て

お

り
、

そ

の

上

で

就

業

規

則

等

に

定

め

た

勤

務

パ

タ
ー

ン

を

組

み

合

わ

せ

て

勤

務

日

や

勤

務

時

間

を

一

定

期

間

ご

と

に

決

め

る

労

働

者

勤

務

日

数

や

勤

務

時

間

数

は

決

め

て

い

る

が
、

具

体

的

な

勤

務

日

や

勤

務

時

間

は

一

定

期

間

ご

と

の

シ

フ

ト

表

等

で

決

め

る

労

働

者

勤

務

日

数

や

勤

務

時

間

数

は

決

め

て

お

ら

ず
、

単

に
、

具

体

的

な

勤

務

日

や

勤

務

時

間

を

一

定

の

期

間

ご

と

の

シ

フ

ト

表

等

で

決

め

る

労

働

者

勤
務
す
る
か
ど
う
か
は
、

前
日

や
当
日
等
に
１
日
単
位
で
、

会

社
か
ら
打
診
す
る
労
働
者

無
回
答

7,797 6,509 4,252 3,162 723 165 282
100.0 83.5 54.5 40.6 9.3 2.1 3.6

問１ａ 4 4 3 - - - -
100.0 100.0 75.0 - - - -
341 307 101 41 8 2 22
100.0 90.0 29.6 12.0 2.3 0.6 6.5
1,552 1,391 958 259 37 17 52
100.0 89.6 61.7 16.7 2.4 1.1 3.4
29 28 18 4 1 1 -

100.0 96.6 62.1 13.8 3.4 3.4 -
226 200 86 46 9 3 17
100.0 88.5 38.1 20.4 4.0 1.3 7.5
589 487 309 256 61 32 24
100.0 82.7 52.5 43.5 10.4 5.4 4.1
1,104 891 384 414 85 9 46
100.0 80.7 34.8 37.5 7.7 0.8 4.2
145 130 48 34 2 - 6
100.0 89.7 33.1 23.4 1.4 - 4.1
67 61 27 27 4 1 2

100.0 91.0 40.3 40.3 6.0 1.5 3.0
111 96 30 22 4 2 8
100.0 86.5 27.0 19.8 3.6 1.8 7.2
320 172 145 268 110 14 8
100.0 53.8 45.3 83.8 34.4 4.4 2.5
178 132 92 122 43 8 3
100.0 74.2 51.7 68.5 24.2 4.5 1.7
341 307 170 115 39 - 8
100.0 90.0 49.9 33.7 11.4 - 2.3
1,815 1,438 1,334 1,108 198 28 51
100.0 79.2 73.5 61.0 10.9 1.5 2.8
97 92 51 61 15 6 -

100.0 94.8 52.6 62.9 15.5 6.2 -
813 716 463 363 102 42 33
100.0 88.1 56.9 44.6 12.5 5.2 4.1
65 57 33 22 5 - 2

100.0 87.7 50.8 33.8 7.7 - 3.1
問１ｂ 393 301 174 144 33 5 18

100.0 76.6 44.3 36.6 8.4 1.3 4.6
4,583 3,844 2,324 1,640 345 85 181
100.0 83.9 50.7 35.8 7.5 1.9 3.9
2,073 1,747 1,278 972 227 57 60
100.0 84.3 61.6 46.9 11.0 2.7 2.9
686 570 437 384 110 17 19
100.0 83.1 63.7 56.0 16.0 2.5 2.8
62 47 39 22 8 1 4

100.0 75.8 62.9 35.5 12.9 1.6 6.5
問３ 4,123 3,833 2,384 - - - -

100.0 93.0 57.8 - - - -
3,392 2,676 1,868 3,162 723 165 -
100.0 78.9 55.1 93.2 21.3 4.9 -
282 - - - - - 282
100.0 - - - - - 100.0

問３付問１ 1,196 1,089 767 1,058 244 74 -
100.0 91.1 64.1 88.5 20.4 6.2 -
539 470 345 512 112 28 -
100.0 87.2 64.0 95.0 20.8 5.2 -
569 496 337 544 129 25 -
100.0 87.2 59.2 95.6 22.7 4.4 -
1,050 592 396 1,014 232 35 -
100.0 56.4 37.7 96.6 22.1 3.3 -
38 29 23 34 6 3 -

100.0 76.3 60.5 89.5 15.8 7.9 -
問５ 5,322 4,395 3,057 2,432 587 136 174

100.0 82.6 57.4 45.7 11.0 2.6 3.3
2,403 2,058 1,156 699 129 28 102
100.0 85.6 48.1 29.1 5.4 1.2 4.2
72 56 39 31 7 1 6

100.0 77.8 54.2 43.1 9.7 1.4 8.3
問５付問３ 4,770 3,940 2,725 2,120 492 117 159

100.0 82.6 57.1 44.4 10.3 2.5 3.3
261 209 161 175 56 11 5
100.0 80.1 61.7 67.0 21.5 4.2 1.9
287 243 168 137 39 8 10
100.0 84.7 58.5 47.7 13.6 2.8 3.5
4 3 3 - - - -

100.0 75.0 75.0 - - - -
問5付問3-4 2,220 1,810 1,249 996 260 62 70

100.0 81.5 56.3 44.9 11.7 2.8 3.2
705 560 387 350 110 28 24
100.0 79.4 54.9 49.6 15.6 4.0 3.4
1,979 1,675 1,169 921 172 35 62
100.0 84.6 59.1 46.5 8.7 1.8 3.1
127 104 81 28 6 3 8
100.0 81.9 63.8 22.0 4.7 2.4 6.3

問７ 4,433 3,692 2,447 1,751 416 96 174
100.0 83.3 55.2 39.5 9.4 2.2 3.9
2,102 1,754 1,161 962 209 50 56
100.0 83.4 55.2 45.8 9.9 2.4 2.7
1,150 983 596 409 91 19 40
100.0 85.5 51.8 35.6 7.9 1.7 3.5
112 80 48 40 7 - 12
100.0 71.4 42.9 35.7 6.3 - 10.7

教育、学習支援業

問３．労働者の勤務形態（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－120－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

１
割
未
満

１
割
～

２
割
未
満

２
割
～

３
割
未
満

３
割
～

４
割
未
満

４
割
～

５
割
未
満

５
割
～

６
割
未
満

６
割
～

７
割
未
満

７
割
～

８
割
未
満

８
割
～

９
割
未
満

９
割
～

１
０
割
未
満

１
０
割
（

全
員
）

無
回
答

3,392 619 324 253 218 146 175 254 315 407 361 282 38
100.0 18.2 9.6 7.5 6.4 4.3 5.2 7.5 9.3 12.0 10.6 8.3 1.1

問１ａ - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
45 27 3 4 - - 3 3 1 2 - 1 1

100.0 60.0 6.7 8.9 - - 6.7 6.7 2.2 4.4 - 2.2 2.2
283 101 46 29 21 22 12 10 9 8 10 9 6
100.0 35.7 16.3 10.2 7.4 7.8 4.2 3.5 3.2 2.8 3.5 3.2 2.1
6 3 1 1 1 - - - - - - - -

100.0 50.0 16.7 16.7 16.7 - - - - - - - -
51 22 10 8 3 - 2 1 2 2 1 - -

100.0 43.1 19.6 15.7 5.9 - 3.9 2.0 3.9 3.9 2.0 - -
286 55 18 26 19 7 15 19 35 48 25 15 4
100.0 19.2 6.3 9.1 6.6 2.4 5.2 6.6 12.2 16.8 8.7 5.2 1.4
444 73 40 33 26 12 21 31 37 51 50 69 1
100.0 16.4 9.0 7.4 5.9 2.7 4.7 7.0 8.3 11.5 11.3 15.5 0.2
35 13 10 3 3 - 1 - 1 - - 4 -

100.0 37.1 28.6 8.6 8.6 - 2.9 - 2.9 - - 11.4 -
27 6 3 3 2 3 1 3 - 3 2 1 -

100.0 22.2 11.1 11.1 7.4 11.1 3.7 11.1 - 11.1 7.4 3.7 -
23 8 3 2 1 2 1 2 1 1 2 - -

100.0 34.8 13.0 8.7 4.3 8.7 4.3 8.7 4.3 4.3 8.7 - -
286 8 9 13 12 11 9 13 27 60 68 52 4
100.0 2.8 3.1 4.5 4.2 3.8 3.1 4.5 9.4 21.0 23.8 18.2 1.4
129 10 4 7 6 5 9 12 11 19 30 16 -
100.0 7.8 3.1 5.4 4.7 3.9 7.0 9.3 8.5 14.7 23.3 12.4 -
134 55 17 17 9 10 4 5 4 3 6 2 2
100.0 41.0 12.7 12.7 6.7 7.5 3.0 3.7 3.0 2.2 4.5 1.5 1.5
1,148 120 81 59 76 56 82 126 137 157 138 99 17
100.0 10.5 7.1 5.1 6.6 4.9 7.1 11.0 11.9 13.7 12.0 8.6 1.5
67 24 20 11 7 1 - - - - 2 1 1

100.0 35.8 29.9 16.4 10.4 1.5 - - - - 3.0 1.5 1.5
404 89 54 37 30 15 15 28 47 50 25 12 2
100.0 22.0 13.4 9.2 7.4 3.7 3.7 6.9 11.6 12.4 6.2 3.0 0.5
24 5 5 - 2 2 - 1 3 3 2 1 -

100.0 20.8 20.8 - 8.3 8.3 - 4.2 12.5 12.5 8.3 4.2 -
問１ｂ 159 35 20 12 10 3 9 11 16 14 12 16 1

100.0 22.0 12.6 7.5 6.3 1.9 5.7 6.9 10.1 8.8 7.5 10.1 0.6
1,759 335 173 140 102 68 96 137 153 203 181 149 22
100.0 19.0 9.8 8.0 5.8 3.9 5.5 7.8 8.7 11.5 10.3 8.5 1.3
1,043 185 97 76 84 55 54 79 93 125 105 80 10
100.0 17.7 9.3 7.3 8.1 5.3 5.2 7.6 8.9 12.0 10.1 7.7 1.0
407 60 31 25 22 19 16 24 50 61 61 34 4
100.0 14.7 7.6 6.1 5.4 4.7 3.9 5.9 12.3 15.0 15.0 8.4 1.0
24 4 3 - - 1 - 3 3 4 2 3 1

100.0 16.7 12.5 - - 4.2 - 12.5 12.5 16.7 8.3 12.5 4.2
問３ - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
3,392 619 324 253 218 146 175 254 315 407 361 282 38
100.0 18.2 9.6 7.5 6.4 4.3 5.2 7.5 9.3 12.0 10.6 8.3 1.1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

問３付問１ 1,196 619 324 253 - - - - - - - - -
100.0 51.8 27.1 21.2 - - - - - - - - -
539 - - - 218 146 175 - - - - - -
100.0 - - - 40.4 27.1 32.5 - - - - - -
569 - - - - - - 254 315 - - - -
100.0 - - - - - - 44.6 55.4 - - - -
1,050 - - - - - - - - 407 361 282 -
100.0 - - - - - - - - 38.8 34.4 26.9 -
38 - - - - - - - - - - - 38

100.0 - - - - - - - - - - - 100.0
問５ 2,592 423 235 207 164 101 131 190 240 336 303 232 30

100.0 16.3 9.1 8.0 6.3 3.9 5.1 7.3 9.3 13.0 11.7 9.0 1.2
766 189 84 44 53 44 42 63 72 67 56 44 8
100.0 24.7 11.0 5.7 6.9 5.7 5.5 8.2 9.4 8.7 7.3 5.7 1.0
34 7 5 2 1 1 2 1 3 4 2 6 -

100.0 20.6 14.7 5.9 2.9 2.9 5.9 2.9 8.8 11.8 5.9 17.6 -
問５付問３ 2,253 373 199 184 142 90 115 157 208 293 258 209 25

100.0 16.6 8.8 8.2 6.3 4.0 5.1 7.0 9.2 13.0 11.5 9.3 1.1
186 22 16 14 13 4 12 20 13 26 29 15 2
100.0 11.8 8.6 7.5 7.0 2.2 6.5 10.8 7.0 14.0 15.6 8.1 1.1
153 28 20 9 9 7 4 13 19 17 16 8 3
100.0 18.3 13.1 5.9 5.9 4.6 2.6 8.5 12.4 11.1 10.5 5.2 2.0
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

問5付問3-4 1,066 158 89 84 72 46 54 56 92 173 123 107 12
100.0 14.8 8.3 7.9 6.8 4.3 5.1 5.3 8.6 16.2 11.5 10.0 1.1
373 55 34 28 16 15 21 30 39 43 52 38 2
100.0 14.7 9.1 7.5 4.3 4.0 5.6 8.0 10.5 11.5 13.9 10.2 0.5
972 176 90 84 66 33 50 88 84 100 111 77 13
100.0 18.1 9.3 8.6 6.8 3.4 5.1 9.1 8.6 10.3 11.4 7.9 1.3
28 6 2 2 1 - 2 3 6 3 1 2 -

100.0 21.4 7.1 7.1 3.6 - 7.1 10.7 21.4 10.7 3.6 7.1 -
問７ 1,887 346 187 154 117 83 97 131 186 222 179 167 18

100.0 18.3 9.9 8.2 6.2 4.4 5.1 6.9 9.9 11.8 9.5 8.9 1.0
1,019 180 80 69 65 36 54 86 87 127 133 90 12
100.0 17.7 7.9 6.8 6.4 3.5 5.3 8.4 8.5 12.5 13.1 8.8 1.2
445 86 52 27 35 26 22 34 40 51 47 20 5
100.0 19.3 11.7 6.1 7.9 5.8 4.9 7.6 9.0 11.5 10.6 4.5 1.1
41 7 5 3 1 1 2 3 2 7 2 5 3

100.0 17.1 12.2 7.3 2.4 2.4 4.9 7.3 4.9 17.1 4.9 12.2 7.3

教育、学習支援業

問３付問１．従業員（正社員や非正規雇用労働者を含む全従業員）のうち、「シフト制労働者」の割合はどの程度ですか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－121－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

正
社
員

フ
ル
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
（

有

期
）

フ
ル
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
（

無

期
）

パ
ー

ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者

（

有
期
）

パ
ー

ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者

（

無
期
）

臨
時
労
働
者

定
年
再
雇
用
者

そ
の
他

無
回
答

3,392 2,472 1,813 993 2,369 1,267 286 1,740 21 14
100.0 72.9 53.4 29.3 69.8 37.4 8.4 51.3 0.6 0.4

問１ａ - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
45 27 20 9 23 8 4 17 1 -

100.0 60.0 44.4 20.0 51.1 17.8 8.9 37.8 2.2 -
283 190 113 74 143 78 22 109 4 1
100.0 67.1 39.9 26.1 50.5 27.6 7.8 38.5 1.4 0.4
6 2 2 1 4 1 1 2 - -

100.0 33.3 33.3 16.7 66.7 16.7 16.7 33.3 - -
51 32 17 7 30 8 2 14 1 1

100.0 62.7 33.3 13.7 58.8 15.7 3.9 27.5 2.0 2.0
286 220 139 51 156 52 30 157 4 2
100.0 76.9 48.6 17.8 54.5 18.2 10.5 54.9 1.4 0.7
444 324 264 161 340 200 51 219 3 1
100.0 73.0 59.5 36.3 76.6 45.0 11.5 49.3 0.7 0.2
35 20 12 2 24 10 1 14 - -

100.0 57.1 34.3 5.7 68.6 28.6 2.9 40.0 - -
27 15 17 7 24 9 2 13 - -

100.0 55.6 63.0 25.9 88.9 33.3 7.4 48.1 - -
23 12 12 6 16 5 3 10 - -

100.0 52.2 52.2 26.1 69.6 21.7 13.0 43.5 - -
286 240 184 115 225 154 35 177 2 2
100.0 83.9 64.3 40.2 78.7 53.8 12.2 61.9 0.7 0.7
129 99 80 56 102 65 12 67 - -
100.0 76.7 62.0 43.4 79.1 50.4 9.3 51.9 - -
134 57 44 15 116 25 8 30 - -
100.0 42.5 32.8 11.2 86.6 18.7 6.0 22.4 - -
1,148 919 616 334 814 482 61 675 3 5
100.0 80.1 53.7 29.1 70.9 42.0 5.3 58.8 0.3 0.4
67 46 49 24 54 23 12 33 2 -

100.0 68.7 73.1 35.8 80.6 34.3 17.9 49.3 3.0 -
404 250 230 122 280 143 41 188 1 2
100.0 61.9 56.9 30.2 69.3 35.4 10.1 46.5 0.2 0.5
24 19 14 9 18 4 1 15 - -

100.0 79.2 58.3 37.5 75.0 16.7 4.2 62.5 - -
問１ｂ 159 103 55 27 93 44 8 57 - -

100.0 64.8 34.6 17.0 58.5 27.7 5.0 35.8 - -
1,759 1,305 865 432 1,134 572 123 855 13 7
100.0 74.2 49.2 24.6 64.5 32.5 7.0 48.6 0.7 0.4
1,043 737 617 350 799 425 92 570 6 4
100.0 70.7 59.2 33.6 76.6 40.7 8.8 54.7 0.6 0.4
407 311 261 178 325 217 60 246 2 1
100.0 76.4 64.1 43.7 79.9 53.3 14.7 60.4 0.5 0.2
24 16 15 6 18 9 3 12 - 2

100.0 66.7 62.5 25.0 75.0 37.5 12.5 50.0 - 8.3
問３ - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
3,392 2,472 1,813 993 2,369 1,267 286 1,740 21 14
100.0 72.9 53.4 29.3 69.8 37.4 8.4 51.3 0.6 0.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

問３付問１ 1,196 525 371 203 801 332 98 318 13 3
100.0 43.9 31.0 17.0 67.0 27.8 8.2 26.6 1.1 0.3
539 420 279 159 331 207 43 279 1 2
100.0 77.9 51.8 29.5 61.4 38.4 8.0 51.8 0.2 0.4
569 500 390 193 387 211 46 355 3 1
100.0 87.9 68.5 33.9 68.0 37.1 8.1 62.4 0.5 0.2
1,050 1,005 758 429 832 503 92 776 4 3
100.0 95.7 72.2 40.9 79.2 47.9 8.8 73.9 0.4 0.3
38 22 15 9 18 14 7 12 - 5

100.0 57.9 39.5 23.7 47.4 36.8 18.4 31.6 - 13.2
問５ 2,592 1,911 1,428 799 1,872 1,024 220 1,366 14 11

100.0 73.7 55.1 30.8 72.2 39.5 8.5 52.7 0.5 0.4
766 534 364 180 473 228 64 358 7 3
100.0 69.7 47.5 23.5 61.7 29.8 8.4 46.7 0.9 0.4
34 27 21 14 24 15 2 16 - -

100.0 79.4 61.8 41.2 70.6 44.1 5.9 47.1 - -
問５付問３ 2,253 1,669 1,252 681 1,622 864 189 1,194 12 11

100.0 74.1 55.6 30.2 72.0 38.3 8.4 53.0 0.5 0.5
186 143 102 69 140 97 16 99 - -
100.0 76.9 54.8 37.1 75.3 52.2 8.6 53.2 - -
153 99 74 49 110 63 15 73 2 -
100.0 64.7 48.4 32.0 71.9 41.2 9.8 47.7 1.3 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

問5付問3-4 1,066 788 587 336 759 419 94 548 7 8
100.0 73.9 55.1 31.5 71.2 39.3 8.8 51.4 0.7 0.8
373 274 232 124 276 160 47 200 1 1
100.0 73.5 62.2 33.2 74.0 42.9 12.6 53.6 0.3 0.3
972 731 514 280 705 370 63 530 4 2
100.0 75.2 52.9 28.8 72.5 38.1 6.5 54.5 0.4 0.2
28 19 21 10 22 12 1 15 - -

100.0 67.9 75.0 35.7 78.6 42.9 3.6 53.6 - -
問７ 1,887 1,371 1,002 573 1,300 721 173 959 14 7

100.0 72.7 53.1 30.4 68.9 38.2 9.2 50.8 0.7 0.4
1,019 748 572 296 746 398 79 565 5 3
100.0 73.4 56.1 29.0 73.2 39.1 7.8 55.4 0.5 0.3
445 319 218 113 298 133 31 198 2 2
100.0 71.7 49.0 25.4 67.0 29.9 7.0 44.5 0.4 0.4
41 34 21 11 25 15 3 18 - 2

100.0 82.9 51.2 26.8 61.0 36.6 7.3 43.9 - 4.9

教育、学習支援業

問３付問２．「シフト制労働者」の就業形態（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－122－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

営
業
日
が
多
い
又
は
営
業
時
間

が
長
い
こ
と
か
ら
、

シ
フ
ト
制

に
よ
っ

て
人
手
を
確
保
す
る
た

め 曜
日
、

時
間
帯
に
よ
っ

て
業
務

の
繁
閑
が
激
し
い
こ
と
か
ら
、

繁
閑
に
応
じ
た
人
員
配
置
を
行

う
た
め

募
集
時
に
シ
フ
ト
制
と
言
う
と

応
募
が
多
く
な
り
や
す
い
か
ら

労
働
者
か
ら
シ
フ
ト
で
働
き
た

い
と
希
望
が
あ
っ

た
た
め

そ
の
他

無
回
答

2,472 1,690 1,177 12 60 390 34
100.0 68.4 47.6 0.5 2.4 15.8 1.4

問１ａ - - - - - - -
- - - - - - -
27 16 9 - 2 7 -

100.0 59.3 33.3 - 7.4 25.9 -
190 92 85 - 6 48 1
100.0 48.4 44.7 - 3.2 25.3 0.5
2 1 - - - 1 -

100.0 50.0 - - - 50.0 -
32 18 10 - 2 9 -

100.0 56.3 31.3 - 6.3 28.1 -
220 138 102 1 11 36 2
100.0 62.7 46.4 0.5 5.0 16.4 0.9
324 248 220 - 6 10 5
100.0 76.5 67.9 - 1.9 3.1 1.5
20 14 11 - 1 2 -

100.0 70.0 55.0 - 5.0 10.0 -
15 11 6 - - 2 -

100.0 73.3 40.0 - - 13.3 -
12 9 7 - - 1 -

100.0 75.0 58.3 - - 8.3 -
240 169 207 2 5 6 2
100.0 70.4 86.3 0.8 2.1 2.5 0.8
99 71 73 1 - 7 1

100.0 71.7 73.7 1.0 - 7.1 1.0
57 43 27 - 1 5 1

100.0 75.4 47.4 - 1.8 8.8 1.8
919 640 271 4 19 212 15
100.0 69.6 29.5 0.4 2.1 23.1 1.6
46 37 23 - - 2 -

100.0 80.4 50.0 - - 4.3 -
250 169 121 4 7 39 7
100.0 67.6 48.4 1.6 2.8 15.6 2.8
19 14 5 - - 3 -

100.0 73.7 26.3 - - 15.8 -
問１ｂ 103 62 38 - 5 19 3

100.0 60.2 36.9 - 4.9 18.4 2.9
1,305 846 539 6 26 244 17
100.0 64.8 41.3 0.5 2.0 18.7 1.3
737 534 367 4 15 108 13
100.0 72.5 49.8 0.5 2.0 14.7 1.8
311 240 222 2 13 19 -
100.0 77.2 71.4 0.6 4.2 6.1 -
16 8 11 - 1 - 1

100.0 50.0 68.8 - 6.3 - 6.3
問３ - - - - - - -

- - - - - - -
2,472 1,690 1,177 12 60 390 34
100.0 68.4 47.6 0.5 2.4 15.8 1.4
- - - - - - -
- - - - - - -

問３付問１ 525 310 232 1 23 93 10
100.0 59.0 44.2 0.2 4.4 17.7 1.9
420 273 168 2 10 85 5
100.0 65.0 40.0 0.5 2.4 20.2 1.2
500 343 215 4 12 91 7
100.0 68.6 43.0 0.8 2.4 18.2 1.4
1,005 752 552 5 13 114 12
100.0 74.8 54.9 0.5 1.3 11.3 1.2
22 12 10 - 2 7 -

100.0 54.5 45.5 - 9.1 31.8 -
問５ 1,911 1,327 989 10 45 277 26

100.0 69.4 51.8 0.5 2.4 14.5 1.4
534 345 174 2 15 109 7
100.0 64.6 32.6 0.4 2.8 20.4 1.3
27 18 14 - - 4 1

100.0 66.7 51.9 - - 14.8 3.7
問５付問３ 1,669 1,154 873 9 39 243 22

100.0 69.1 52.3 0.5 2.3 14.6 1.3
143 102 77 1 4 19 2
100.0 71.3 53.8 0.7 2.8 13.3 1.4
99 71 39 - 2 15 2

100.0 71.7 39.4 - 2.0 15.2 2.0
- - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 788 538 499 6 20 86 12
100.0 68.3 63.3 0.8 2.5 10.9 1.5
274 209 150 3 9 25 2
100.0 76.3 54.7 1.1 3.3 9.1 0.7
731 494 292 1 12 150 10
100.0 67.6 39.9 0.1 1.6 20.5 1.4
19 15 9 - 2 1 -

100.0 78.9 47.4 - 10.5 5.3 -
問７ 1,371 919 687 10 40 223 22

100.0 67.0 50.1 0.7 2.9 16.3 1.6
748 531 369 1 9 99 7
100.0 71.0 49.3 0.1 1.2 13.2 0.9
319 220 106 1 9 62 4
100.0 69.0 33.2 0.3 2.8 19.4 1.3
34 20 15 - 2 6 1

100.0 58.8 44.1 - 5.9 17.6 2.9

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問３．当該シフト制を採用している理由を教えてください（ＭＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－123－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

営
業
日
が
多
い
又
は
営
業
時
間

が
長
い
こ
と
か
ら
、

シ
フ
ト
制

に
よ
っ

て
人
手
を
確
保
す
る
た

め 曜
日
、

時
間
帯
に
よ
っ

て
業
務

の
繁
閑
が
激
し
い
こ
と
か
ら
、

繁
閑
に
応
じ
た
人
員
配
置
を
行

う
た
め

募
集
時
に
シ
フ
ト
制
と
言
う
と

応
募
が
多
く
な
り
や
す
い
か
ら

労
働
者
か
ら
シ
フ
ト
で
働
き
た

い
と
希
望
が
あ
っ

た
た
め

そ
の
他

無
回
答

3,187 1,879 1,738 94 385 443 81
100.0 59.0 54.5 2.9 12.1 13.9 2.5

問１ａ - - - - - - -
- - - - - - -
40 16 15 3 9 9 2

100.0 40.0 37.5 7.5 22.5 22.5 5.0
237 103 114 5 45 52 5
100.0 43.5 48.1 2.1 19.0 21.9 2.1
6 1 2 1 - 3 -

100.0 16.7 33.3 16.7 - 50.0 -
45 15 26 2 6 10 2

100.0 33.3 57.8 4.4 13.3 22.2 4.4
253 133 130 6 22 36 10
100.0 52.6 51.4 2.4 8.7 14.2 4.0
426 294 287 18 54 20 4
100.0 69.0 67.4 4.2 12.7 4.7 0.9
33 13 22 - 8 4 -

100.0 39.4 66.7 - 24.2 12.1 -
27 15 16 - 3 4 -

100.0 55.6 59.3 - 11.1 14.8 -
22 11 10 - 7 4 1

100.0 50.0 45.5 - 31.8 18.2 4.5
282 188 254 14 29 4 4
100.0 66.7 90.1 5.0 10.3 1.4 1.4
126 90 98 4 11 6 5
100.0 71.4 77.8 3.2 8.7 4.8 4.0
130 62 74 2 13 21 3
100.0 47.7 56.9 1.5 10.0 16.2 2.3
1,086 649 431 20 123 211 32
100.0 59.8 39.7 1.8 11.3 19.4 2.9
67 50 39 1 4 4 -

100.0 74.6 58.2 1.5 6.0 6.0 -
385 224 212 18 48 52 13
100.0 58.2 55.1 4.7 12.5 13.5 3.4
22 15 8 - 3 3 -

100.0 68.2 36.4 - 13.6 13.6 -
問１ｂ 149 68 62 5 25 24 5

100.0 45.6 41.6 3.4 16.8 16.1 3.4
1,620 889 789 38 199 258 49
100.0 54.9 48.7 2.3 12.3 15.9 3.0
1,003 630 575 31 106 132 20
100.0 62.8 57.3 3.1 10.6 13.2 2.0
394 278 299 20 53 28 6
100.0 70.6 75.9 5.1 13.5 7.1 1.5
21 14 13 - 2 1 1

100.0 66.7 61.9 - 9.5 4.8 4.8
問３ - - - - - - -

- - - - - - -
3,187 1,879 1,738 94 385 443 81
100.0 59.0 54.5 2.9 12.1 13.9 2.5
- - - - - - -
- - - - - - -

問３付問１ 1,101 469 594 37 240 162 25
100.0 42.6 54.0 3.4 21.8 14.7 2.3
489 295 248 18 55 81 15
100.0 60.3 50.7 3.7 11.2 16.6 3.1
540 358 274 12 37 80 19
100.0 66.3 50.7 2.2 6.9 14.8 3.5
1,026 743 607 26 48 110 22
100.0 72.4 59.2 2.5 4.7 10.7 2.1
31 14 15 1 5 10 -

100.0 45.2 48.4 3.2 16.1 32.3 -
問５ 2,448 1,499 1,428 76 287 313 52

100.0 61.2 58.3 3.1 11.7 12.8 2.1
705 360 292 18 98 124 28
100.0 51.1 41.4 2.6 13.9 17.6 4.0
34 20 18 - - 6 1

100.0 58.8 52.9 - - 17.6 2.9
問５付問３ 2,122 1,298 1,252 63 244 270 45

100.0 61.2 59.0 3.0 11.5 12.7 2.1
179 115 110 6 23 18 5
100.0 64.2 61.5 3.4 12.8 10.1 2.8
147 86 66 7 20 25 2
100.0 58.5 44.9 4.8 13.6 17.0 1.4
- - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 1,005 618 670 35 116 93 21
100.0 61.5 66.7 3.5 11.5 9.3 2.1
360 247 225 12 43 33 7
100.0 68.6 62.5 3.3 11.9 9.2 1.9
908 531 449 21 104 160 20
100.0 58.5 49.4 2.3 11.5 17.6 2.2
28 17 18 1 4 2 2

100.0 60.7 64.3 3.6 14.3 7.1 7.1
問７ 1,761 1,023 989 70 237 234 47

100.0 58.1 56.2 4.0 13.5 13.3 2.7
972 600 558 20 91 124 16
100.0 61.7 57.4 2.1 9.4 12.8 1.6
417 239 174 4 55 78 16
100.0 57.3 41.7 1.0 13.2 18.7 3.8
37 17 17 - 2 7 2

100.0 45.9 45.9 - 5.4 18.9 5.4

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問３．当該シフト制を採用している理由を教えてください（ＭＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－124－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

１
か
月

１
週
間

仕
事
の
状
況
を
踏
ま
え
て
前
日

や
当
日
な
ど
に
１
日
単
位
で
勤

務
を
打
診
す
る
（

日
雇
契
約
を

し
て
い
る
者
は
除
く
）

そ
の
他

無
回
答

2,472 2,208 97 16 69 82
100.0 89.3 3.9 0.6 2.8 3.3

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
27 23 1 - 2 1

100.0 85.2 3.7 - 7.4 3.7
190 136 29 2 13 10
100.0 71.6 15.3 1.1 6.8 5.3
2 1 - - 1 -

100.0 50.0 - - 50.0 -
32 27 1 - 2 2

100.0 84.4 3.1 - 6.3 6.3
220 182 15 5 10 8
100.0 82.7 6.8 2.3 4.5 3.6
324 297 8 1 9 9
100.0 91.7 2.5 0.3 2.8 2.8
20 17 - - 2 1

100.0 85.0 - - 10.0 5.0
15 15 - - - -

100.0 100.0 - - - -
12 12 - - - -

100.0 100.0 - - - -
240 188 26 1 12 13
100.0 78.3 10.8 0.4 5.0 5.4
99 93 2 1 2 1

100.0 93.9 2.0 1.0 2.0 1.0
57 50 3 - 1 3

100.0 87.7 5.3 - 1.8 5.3
919 881 8 1 7 22
100.0 95.9 0.9 0.1 0.8 2.4
46 42 1 - 1 2

100.0 91.3 2.2 - 2.2 4.3
250 226 3 5 6 10
100.0 90.4 1.2 2.0 2.4 4.0
19 18 - - 1 -

100.0 94.7 - - 5.3 -
問１ｂ 103 93 5 1 2 2

100.0 90.3 4.9 1.0 1.9 1.9
1,305 1,145 61 10 40 49
100.0 87.7 4.7 0.8 3.1 3.8
737 668 19 5 20 25
100.0 90.6 2.6 0.7 2.7 3.4
311 288 10 - 7 6
100.0 92.6 3.2 - 2.3 1.9
16 14 2 - - -

100.0 87.5 12.5 - - -
問３ - - - - - -

- - - - - -
2,472 2,208 97 16 69 82
100.0 89.3 3.9 0.6 2.8 3.3
- - - - - -
- - - - - -

問３付問１ 525 424 42 4 23 32
100.0 80.8 8.0 0.8 4.4 6.1
420 379 17 4 11 9
100.0 90.2 4.0 1.0 2.6 2.1
500 458 15 5 10 12
100.0 91.6 3.0 1.0 2.0 2.4
1,005 929 21 3 25 27
100.0 92.4 2.1 0.3 2.5 2.7
22 18 2 - - 2

100.0 81.8 9.1 - - 9.1
問５ 1,911 1,703 76 11 55 66

100.0 89.1 4.0 0.6 2.9 3.5
534 482 19 5 14 14
100.0 90.3 3.6 0.9 2.6 2.6
27 23 2 - - 2

100.0 85.2 7.4 - - 7.4
問５付問３ 1,669 1,490 63 9 48 59

100.0 89.3 3.8 0.5 2.9 3.5
143 128 7 - 4 4
100.0 89.5 4.9 - 2.8 2.8
99 85 6 2 3 3

100.0 85.9 6.1 2.0 3.0 3.0
- - - - - -
- - - - - -

問5付問3-4 788 681 45 4 29 29
100.0 86.4 5.7 0.5 3.7 3.7
274 244 8 1 10 11
100.0 89.1 2.9 0.4 3.6 4.0
731 675 16 4 13 23
100.0 92.3 2.2 0.5 1.8 3.1
19 18 1 - - -

100.0 94.7 5.3 - - -
問７ 1,371 1,226 53 3 41 48

100.0 89.4 3.9 0.2 3.0 3.5
748 666 33 10 20 19
100.0 89.0 4.4 1.3 2.7 2.5
319 286 10 3 8 12
100.0 89.7 3.1 0.9 2.5 3.8
34 30 1 - - 3

100.0 88.2 2.9 - - 8.8

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問４．当該シフト制での、シフトを決める単位を教えてください（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－125－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

１
か
月

１
週
間

仕
事
の
状
況
を
踏
ま
え
て
前
日

や
当
日
な
ど
に
１
日
単
位
で
勤

務
を
打
診
す
る
（

日
雇
契
約
を

し
て
い
る
者
は
除
く
）

そ
の
他

無
回
答

3,187 2,685 187 56 93 166
100.0 84.2 5.9 1.8 2.9 5.2

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
40 32 1 1 4 2

100.0 80.0 2.5 2.5 10.0 5.0
237 169 32 9 14 13
100.0 71.3 13.5 3.8 5.9 5.5
6 4 1 - 1 -

100.0 66.7 16.7 - 16.7 -
45 37 - 3 1 4

100.0 82.2 - 6.7 2.2 8.9
253 189 14 17 10 23
100.0 74.7 5.5 6.7 4.0 9.1
426 382 14 4 13 13
100.0 89.7 3.3 0.9 3.1 3.1
33 30 1 - 1 1

100.0 90.9 3.0 - 3.0 3.0
27 26 1 - - -

100.0 96.3 3.7 - - -
22 17 1 1 - 3

100.0 77.3 4.5 4.5 - 13.6
282 180 56 4 22 20
100.0 63.8 19.9 1.4 7.8 7.1
126 107 9 2 2 6
100.0 84.9 7.1 1.6 1.6 4.8
130 104 11 - 10 5
100.0 80.0 8.5 - 7.7 3.8
1,086 1,004 25 4 5 48
100.0 92.4 2.3 0.4 0.5 4.4
67 58 3 1 2 3

100.0 86.6 4.5 1.5 3.0 4.5
385 327 16 10 7 25
100.0 84.9 4.2 2.6 1.8 6.5
22 19 2 - 1 -

100.0 86.4 9.1 - 4.5 -
問１ｂ 149 122 11 5 4 7

100.0 81.9 7.4 3.4 2.7 4.7
1,620 1,353 94 34 45 94
100.0 83.5 5.8 2.1 2.8 5.8
1,003 859 54 13 33 44
100.0 85.6 5.4 1.3 3.3 4.4
394 334 26 4 10 20
100.0 84.8 6.6 1.0 2.5 5.1
21 17 2 - 1 1

100.0 81.0 9.5 - 4.8 4.8
問３ - - - - - -

- - - - - -
3,187 2,685 187 56 93 166
100.0 84.2 5.9 1.8 2.9 5.2
- - - - - -
- - - - - -

問３付問１ 1,101 874 81 42 41 63
100.0 79.4 7.4 3.8 3.7 5.7
489 418 33 4 8 26
100.0 85.5 6.7 0.8 1.6 5.3
540 470 25 5 10 30
100.0 87.0 4.6 0.9 1.9 5.6
1,026 900 44 4 34 44
100.0 87.7 4.3 0.4 3.3 4.3
31 23 4 1 - 3

100.0 74.2 12.9 3.2 - 9.7
問５ 2,448 2,051 152 42 72 131

100.0 83.8 6.2 1.7 2.9 5.4
705 605 34 14 21 31
100.0 85.8 4.8 2.0 3.0 4.4
34 29 1 - - 4

100.0 85.3 2.9 - - 11.8
問５付問３ 2,122 1,783 127 38 61 113

100.0 84.0 6.0 1.8 2.9 5.3
179 147 14 1 7 10
100.0 82.1 7.8 0.6 3.9 5.6
147 121 11 3 4 8
100.0 82.3 7.5 2.0 2.7 5.4
- - - - - -
- - - - - -

問5付問3-4 1,005 810 81 24 37 53
100.0 80.6 8.1 2.4 3.7 5.3
360 289 26 8 13 24
100.0 80.3 7.2 2.2 3.6 6.7
908 809 32 7 18 42
100.0 89.1 3.5 0.8 2.0 4.6
28 22 2 - - 4

100.0 78.6 7.1 - - 14.3
問７ 1,761 1,480 103 32 54 92

100.0 84.0 5.8 1.8 3.1 5.2
972 827 63 15 26 41
100.0 85.1 6.5 1.5 2.7 4.2
417 347 20 8 13 29
100.0 83.2 4.8 1.9 3.1 7.0
37 31 1 1 - 4

100.0 83.8 2.7 2.7 - 10.8

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問４．当該シフト制での、シフトを決める単位を教えてください（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－126－



仕
事
の
状
況
を
踏
ま
え
て
前
日

や
当
日
な
ど
に
１
日
単
位
で
勤

務
を
打
診
す
る

計

有
期
（

契
約
期
間
の
定
め
あ

り
、

た
だ
し
、

日
雇
契
約
を
し

て
い
る
者
は
除
く
）

無
期
（

契
約
期
間
の
定
め
な

し
）

無
回
答

16 4 12 -
100.0 25.0 75.0 -

問１ａ - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 - 2 -

100.0 - 100.0 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5 1 4 -

100.0 20.0 80.0 -
1 1 - -

100.0 100.0 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - 1 -

100.0 - 100.0 -
1 1 - -

100.0 100.0 - -
- - - -
- - - -
1 1 - -

100.0 100.0 - -
- - - -
- - - -
5 - 5 -

100.0 - 100.0 -
- - - -
- - - -

問１ｂ 1 - 1 -
100.0 - 100.0 -
10 2 8 -

100.0 20.0 80.0 -
5 2 3 -

100.0 40.0 60.0 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

問３ - - - -
- - - -
16 4 12 -

100.0 25.0 75.0 -
- - - -
- - - -

問３付問１ 4 1 3 -
100.0 25.0 75.0 -
4 2 2 -

100.0 50.0 50.0 -
5 1 4 -

100.0 20.0 80.0 -
3 - 3 -

100.0 - 100.0 -
- - - -
- - - -

問５ 11 1 10 -
100.0 9.1 90.9 -
5 3 2 -

100.0 60.0 40.0 -
- - - -
- - - -

問５付問３ 9 1 8 -
100.0 11.1 88.9 -
- - - -
- - - -
2 - 2 -

100.0 - 100.0 -
- - - -
- - - -

問5付問3-4 4 - 4 -
100.0 - 100.0 -
1 - 1 -

100.0 - 100.0 -
4 1 3 -

100.0 25.0 75.0 -
- - - -
- - - -

問７ 3 1 2 -
100.0 33.3 66.7 -
10 1 9 -

100.0 10.0 90.0 -
3 2 1 -

100.0 66.7 33.3 -
- - - -
- - - -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問４－１．そのような労働者の契約期間について教えてください（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－127－



仕
事
の
状
況
を
踏
ま
え
て
前
日

や
当
日
な
ど
に
１
日
単
位
で
勤

務
を
打
診
す
る

計

有
期
（

契
約
期
間
の
定
め
あ

り
、

た
だ
し
、

日
雇
契
約
を
し

て
い
る
者
は
除
く
）

無
期
（

契
約
期
間
の
定
め
な

し
）

無
回
答

56 34 19 3
100.0 60.7 33.9 5.4

問１ａ - - - -
- - - -
1 1 - -

100.0 100.0 - -
9 5 3 1

100.0 55.6 33.3 11.1
- - - -
- - - -
3 3 - -

100.0 100.0 - -
17 10 5 2

100.0 58.8 29.4 11.8
4 1 3 -

100.0 25.0 75.0 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 1 - -

100.0 100.0 - -
4 3 1 -

100.0 75.0 25.0 -
2 1 1 -

100.0 50.0 50.0 -
- - - -
- - - -
4 1 3 -

100.0 25.0 75.0 -
1 1 - -

100.0 100.0 - -
10 7 3 -

100.0 70.0 30.0 -
- - - -
- - - -

問１ｂ 5 4 - 1
100.0 80.0 - 20.0
34 19 13 2

100.0 55.9 38.2 5.9
13 9 4 -

100.0 69.2 30.8 -
4 2 2 -

100.0 50.0 50.0 -
- - - -
- - - -

問３ - - - -
- - - -
56 34 19 3

100.0 60.7 33.9 5.4
- - - -
- - - -

問３付問１ 42 25 14 3
100.0 59.5 33.3 7.1
4 3 1 -

100.0 75.0 25.0 -
5 4 1 -

100.0 80.0 20.0 -
4 2 2 -

100.0 50.0 50.0 -
1 - 1 -

100.0 - 100.0 -
問５ 42 22 17 3

100.0 52.4 40.5 7.1
14 12 2 -

100.0 85.7 14.3 -
- - - -
- - - -

問５付問３ 38 20 15 3
100.0 52.6 39.5 7.9
1 1 - -

100.0 100.0 - -
3 1 2 -

100.0 33.3 66.7 -
- - - -
- - - -

問5付問3-4 24 11 10 3
100.0 45.8 41.7 12.5
8 6 2 -

100.0 75.0 25.0 -
7 4 3 -

100.0 57.1 42.9 -
- - - -
- - - -

問７ 32 21 9 2
100.0 65.6 28.1 6.3
15 9 5 1

100.0 60.0 33.3 6.7
8 4 4 -

100.0 50.0 50.0 -
1 - 1 -

100.0 - 100.0 -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問４－１．そのような労働者の契約期間について教えてください（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－128－



仕
事
の
状
況
を
踏
ま
え
て
前
日

や
当
日
な
ど
に
１
日
単
位
で
勤

務
を
打
診
す
る

計

１
か
月
超

２
週
間
～

１
か
月

１
週
間
～

２
週
間
未
満

１
日
以
上
１
週
間
未
満

毎
日
勤
務
を
打
診
し
て
い
る

無
回
答

16 2 - - 5 9 -
100.0 12.5 - - 31.3 56.3 -

問１ａ - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2 1 - - - 1 -

100.0 50.0 - - - 50.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5 - - - 2 3 -

100.0 - - - 40.0 60.0 -
1 - - - - 1 -

100.0 - - - - 100.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1 - - - 1 - -

100.0 - - - 100.0 - -
1 - - - 1 - -

100.0 - - - 100.0 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - -

100.0 100.0 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5 - - - 1 4 -

100.0 - - - 20.0 80.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問１ｂ 1 - - - - 1 -
100.0 - - - - 100.0 -
10 1 - - 4 5 -

100.0 10.0 - - 40.0 50.0 -
5 1 - - 1 3 -

100.0 20.0 - - 20.0 60.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

問３ - - - - - - -
- - - - - - -
16 2 - - 5 9 -

100.0 12.5 - - 31.3 56.3 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問３付問１ 4 - - - 1 3 -
100.0 - - - 25.0 75.0 -
4 1 - - 2 1 -

100.0 25.0 - - 50.0 25.0 -
5 1 - - 1 3 -

100.0 20.0 - - 20.0 60.0 -
3 - - - 1 2 -

100.0 - - - 33.3 66.7 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問５ 11 1 - - 4 6 -
100.0 9.1 - - 36.4 54.5 -
5 1 - - 1 3 -

100.0 20.0 - - 20.0 60.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問５付問３ 9 - - - 4 5 -
100.0 - - - 44.4 55.6 -
- - - - - - -
- - - - - - -
2 1 - - - 1 -

100.0 50.0 - - - 50.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 4 - - - 1 3 -
100.0 - - - 25.0 75.0 -
1 - - - 1 - -

100.0 - - - 100.0 - -
4 - - - 2 2 -

100.0 - - - 50.0 50.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問７ 3 - - - - 3 -
100.0 - - - - 100.0 -
10 1 - - 4 5 -

100.0 10.0 - - 40.0 50.0 -
3 1 - - 1 1 -

100.0 33.3 - - 33.3 33.3 -
- - - - - - -
- - - - - - -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問４－２．仕事の状況を踏まえて前日や当日などに１日単位で勤務を打診する場合の仕事の打診から次の打診までの平均的な期間はどの程度ですか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－129－



仕
事
の
状
況
を
踏
ま
え
て
前
日

や
当
日
な
ど
に
１
日
単
位
で
勤

務
を
打
診
す
る

計

１
か
月
超

２
週
間
～

１
か
月

１
週
間
～

２
週
間
未
満

１
日
以
上
１
週
間
未
満

毎
日
勤
務
を
打
診
し
て
い
る

無
回
答

56 5 6 7 28 10 -
100.0 8.9 10.7 12.5 50.0 17.9 -

問１ａ - - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - -

100.0 100.0 - - - - -
9 - - - 8 1 -

100.0 - - - 88.9 11.1 -
- - - - - - -
- - - - - - -
3 - - 2 1 - -

100.0 - - 66.7 33.3 - -
17 1 2 2 9 3 -

100.0 5.9 11.8 11.8 52.9 17.6 -
4 1 2 - - 1 -

100.0 25.0 50.0 - - 25.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - -

100.0 100.0 - - - - -
4 - - 2 2 - -

100.0 - - 50.0 50.0 - -
2 - - - 2 - -

100.0 - - - 100.0 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
4 1 - - 3 - -

100.0 25.0 - - 75.0 - -
1 - - - 1 - -

100.0 - - - 100.0 - -
10 - 2 1 2 5 -

100.0 - 20.0 10.0 20.0 50.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問１ｂ 5 1 1 1 1 1 -
100.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -
34 3 4 3 18 6 -

100.0 8.8 11.8 8.8 52.9 17.6 -
13 1 - 2 7 3 -

100.0 7.7 - 15.4 53.8 23.1 -
4 - 1 1 2 - -

100.0 - 25.0 25.0 50.0 - -
- - - - - - -
- - - - - - -

問３ - - - - - - -
- - - - - - -
56 5 6 7 28 10 -

100.0 8.9 10.7 12.5 50.0 17.9 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問３付問１ 42 4 5 5 22 6 -
100.0 9.5 11.9 11.9 52.4 14.3 -
4 1 - - 2 1 -

100.0 25.0 - - 50.0 25.0 -
5 - - - 3 2 -

100.0 - - - 60.0 40.0 -
4 - - 2 1 1 -

100.0 - - 50.0 25.0 25.0 -
1 - 1 - - - -

100.0 - 100.0 - - - -
問５ 42 3 5 5 22 7 -

100.0 7.1 11.9 11.9 52.4 16.7 -
14 2 1 2 6 3 -

100.0 14.3 7.1 14.3 42.9 21.4 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問５付問３ 38 3 5 4 20 6 -
100.0 7.9 13.2 10.5 52.6 15.8 -
1 - - 1 - - -

100.0 - - 100.0 - - -
3 - - - 2 1 -

100.0 - - - 66.7 33.3 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 24 2 2 4 12 4 -
100.0 8.3 8.3 16.7 50.0 16.7 -
8 1 2 - 5 - -

100.0 12.5 25.0 - 62.5 - -
7 - 1 1 3 2 -

100.0 - 14.3 14.3 42.9 28.6 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問７ 32 2 4 5 19 2 -
100.0 6.3 12.5 15.6 59.4 6.3 -
15 1 1 2 5 6 -

100.0 6.7 6.7 13.3 33.3 40.0 -
8 2 1 - 4 1 -

100.0 25.0 12.5 - 50.0 12.5 -
1 - - - - 1 -

100.0 - - - - 100.0 -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問４－２．仕事の状況を踏まえて前日や当日などに１日単位で勤務を打診する場合の仕事の打診から次の打診までの平均的な期間はどの程度ですか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－130－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

「

最
低
勤
務
時
間
数
」
「

最
低

勤
務
日
数
」

の
双
方
を
決
め
て

い
る

「

最
低
勤
務
時
間
数
」

の
み
を

決
め
て
い
る

「

最
低
勤
務
日
数
」

の
み
を
決

め
て
い
る

い
ず
れ
も
決
め
て
い
な
い

無
回
答

2,472 1,430 156 258 513 115
100.0 57.8 6.3 10.4 20.8 4.7

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
27 18 3 1 4 1

100.0 66.7 11.1 3.7 14.8 3.7
190 109 10 13 49 9
100.0 57.4 5.3 6.8 25.8 4.7
2 - - - 1 1

100.0 - - - 50.0 50.0
32 18 4 1 8 1

100.0 56.3 12.5 3.1 25.0 3.1
220 117 10 35 49 9
100.0 53.2 4.5 15.9 22.3 4.1
324 200 28 31 48 17
100.0 61.7 8.6 9.6 14.8 5.2
20 13 3 2 1 1

100.0 65.0 15.0 10.0 5.0 5.0
15 10 - 3 2 -

100.0 66.7 - 20.0 13.3 -
12 8 - 2 2 -

100.0 66.7 - 16.7 16.7 -
240 162 8 19 41 10
100.0 67.5 3.3 7.9 17.1 4.2
99 68 5 6 18 2

100.0 68.7 5.1 6.1 18.2 2.0
57 32 3 3 15 4

100.0 56.1 5.3 5.3 26.3 7.0
919 512 51 105 210 41
100.0 55.7 5.5 11.4 22.9 4.5
46 22 4 10 8 2

100.0 47.8 8.7 21.7 17.4 4.3
250 127 27 26 53 17
100.0 50.8 10.8 10.4 21.2 6.8
19 14 - 1 4 -

100.0 73.7 - 5.3 21.1 -
問１ｂ 103 57 3 18 22 3

100.0 55.3 2.9 17.5 21.4 2.9
1,305 745 85 137 272 66
100.0 57.1 6.5 10.5 20.8 5.1
737 444 41 81 139 32
100.0 60.2 5.6 11.0 18.9 4.3
311 170 27 21 79 14
100.0 54.7 8.7 6.8 25.4 4.5
16 14 - 1 1 -

100.0 87.5 - 6.3 6.3 -
問３ - - - - - -

- - - - - -
2,472 1,430 156 258 513 115
100.0 57.8 6.3 10.4 20.8 4.7
- - - - - -
- - - - - -

問３付問１ 525 286 37 44 119 39
100.0 54.5 7.0 8.4 22.7 7.4
420 243 24 42 94 17
100.0 57.9 5.7 10.0 22.4 4.0
500 292 28 60 103 17
100.0 58.4 5.6 12.0 20.6 3.4
1,005 597 66 110 194 38
100.0 59.4 6.6 10.9 19.3 3.8
22 12 1 2 3 4

100.0 54.5 4.5 9.1 13.6 18.2
問５ 1,911 1,135 113 198 377 88

100.0 59.4 5.9 10.4 19.7 4.6
534 278 42 57 131 26
100.0 52.1 7.9 10.7 24.5 4.9
27 17 1 3 5 1

100.0 63.0 3.7 11.1 18.5 3.7
問５付問３ 1,669 1,012 94 168 316 79

100.0 60.6 5.6 10.1 18.9 4.7
143 74 12 17 34 6
100.0 51.7 8.4 11.9 23.8 4.2
99 49 7 13 27 3

100.0 49.5 7.1 13.1 27.3 3.0
- - - - - -
- - - - - -

問5付問3-4 788 492 47 75 141 33
100.0 62.4 6.0 9.5 17.9 4.2
274 171 17 24 49 13
100.0 62.4 6.2 8.8 17.9 4.7
731 414 40 81 158 38
100.0 56.6 5.5 11.1 21.6 5.2
19 9 2 5 2 1

100.0 47.4 10.5 26.3 10.5 5.3
問７ 1,371 808 101 140 260 62

100.0 58.9 7.4 10.2 19.0 4.5
748 439 34 81 159 35
100.0 58.7 4.5 10.8 21.3 4.7
319 164 19 33 89 14
100.0 51.4 6.0 10.3 27.9 4.4
34 19 2 4 5 4

100.0 55.9 5.9 11.8 14.7 11.8

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問５．当該シフト制での労働条件を決めるにあたり、シフトを作成するに当たっての「最低勤務時間数」又は「最低勤務日数」に関するルールはありますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－131－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

「

最
低
勤
務
時
間
数
」
「

最
低

勤
務
日
数
」

の
双
方
を
決
め
て

い
る

「

最
低
勤
務
時
間
数
」

の
み
を

決
め
て
い
る

「

最
低
勤
務
日
数
」

の
み
を
決

め
て
い
る

い
ず
れ
も
決
め
て
い
な
い

無
回
答

3,187 1,365 229 295 1,135 163
100.0 42.8 7.2 9.3 35.6 5.1

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
40 14 5 6 12 3

100.0 35.0 12.5 15.0 30.0 7.5
237 108 22 22 74 11
100.0 45.6 9.3 9.3 31.2 4.6
6 2 1 - 2 1

100.0 33.3 16.7 - 33.3 16.7
45 14 5 1 22 3

100.0 31.1 11.1 2.2 48.9 6.7
253 99 20 33 84 17
100.0 39.1 7.9 13.0 33.2 6.7
426 187 32 41 144 22
100.0 43.9 7.5 9.6 33.8 5.2
33 19 2 3 8 1

100.0 57.6 6.1 9.1 24.2 3.0
27 14 - 5 8 -

100.0 51.9 - 18.5 29.6 -
22 10 - 3 8 1

100.0 45.5 - 13.6 36.4 4.5
282 102 18 22 125 15
100.0 36.2 6.4 7.8 44.3 5.3
126 57 13 9 43 4
100.0 45.2 10.3 7.1 34.1 3.2
130 31 8 5 81 5
100.0 23.8 6.2 3.8 62.3 3.8
1,086 511 62 94 361 58
100.0 47.1 5.7 8.7 33.2 5.3
67 28 5 9 22 3

100.0 41.8 7.5 13.4 32.8 4.5
385 156 36 41 134 18
100.0 40.5 9.4 10.6 34.8 4.7
22 13 - 1 7 1

100.0 59.1 - 4.5 31.8 4.5
問１ｂ 149 54 11 24 54 6

100.0 36.2 7.4 16.1 36.2 4.0
1,620 683 113 154 572 98
100.0 42.2 7.0 9.5 35.3 6.0
1,003 454 74 91 345 39
100.0 45.3 7.4 9.1 34.4 3.9
394 159 31 25 160 19
100.0 40.4 7.9 6.3 40.6 4.8
21 15 - 1 4 1

100.0 71.4 - 4.8 19.0 4.8
問３ - - - - - -

- - - - - -
3,187 1,365 229 295 1,135 163
100.0 42.8 7.2 9.3 35.6 5.1
- - - - - -
- - - - - -

問３付問１ 1,101 421 84 89 452 55
100.0 38.2 7.6 8.1 41.1 5.0
489 214 37 56 158 24
100.0 43.8 7.6 11.5 32.3 4.9
540 247 33 53 176 31
100.0 45.7 6.1 9.8 32.6 5.7
1,026 469 73 97 339 48
100.0 45.7 7.1 9.5 33.0 4.7
31 14 2 - 10 5

100.0 45.2 6.5 - 32.3 16.1
問５ 2,448 1,051 183 221 864 129

100.0 42.9 7.5 9.0 35.3 5.3
705 296 46 72 259 32
100.0 42.0 6.5 10.2 36.7 4.5
34 18 - 2 12 2

100.0 52.9 - 5.9 35.3 5.9
問５付問３ 2,122 930 158 198 723 113

100.0 43.8 7.4 9.3 34.1 5.3
179 65 14 14 77 9
100.0 36.3 7.8 7.8 43.0 5.0
147 56 11 9 64 7
100.0 38.1 7.5 6.1 43.5 4.8
- - - - - -
- - - - - -

問5付問3-4 1,005 433 87 88 342 55
100.0 43.1 8.7 8.8 34.0 5.5
360 149 31 25 138 17
100.0 41.4 8.6 6.9 38.3 4.7
908 402 52 94 313 47
100.0 44.3 5.7 10.4 34.5 5.2
28 11 2 5 7 3

100.0 39.3 7.1 17.9 25.0 10.7
問７ 1,761 772 144 167 581 97

100.0 43.8 8.2 9.5 33.0 5.5
972 421 59 87 365 40
100.0 43.3 6.1 9.0 37.6 4.1
417 157 23 36 178 23
100.0 37.6 5.5 8.6 42.7 5.5
37 15 3 5 11 3

100.0 40.5 8.1 13.5 29.7 8.1

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問５．当該シフト制での労働条件を決めるにあたり、シフトを作成するに当たっての「最低勤務時間数」又は「最低勤務日数」に関するルールはありますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－132－



最
低
勤
務
時
間
数
、

ま
た
は
、

最
低
勤
務
日
数
を
決
め
て
い
る

計 あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し

て
い
る

あ
ら
か
じ
め
口
頭
の
み
で
説
明

し
て
い
る

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い

無
回
答

1,844 1,745 72 16 11
100.0 94.6 3.9 0.9 0.6

問１ａ - - - - -
- - - - -
22 20 2 - -

100.0 90.9 9.1 - -
132 122 8 2 -
100.0 92.4 6.1 1.5 -
- - - - -
- - - - -
23 22 1 - -

100.0 95.7 4.3 - -
162 150 8 3 1
100.0 92.6 4.9 1.9 0.6
259 250 4 2 3
100.0 96.5 1.5 0.8 1.2
18 17 - - 1

100.0 94.4 - - 5.6
13 10 3 - -

100.0 76.9 23.1 - -
10 10 - - -

100.0 100.0 - - -
189 174 14 1 -
100.0 92.1 7.4 0.5 -
79 74 3 1 1

100.0 93.7 3.8 1.3 1.3
38 36 - 2 -

100.0 94.7 - 5.3 -
668 638 20 5 5
100.0 95.5 3.0 0.7 0.7
36 35 1 - -

100.0 97.2 2.8 - -
180 174 6 - -
100.0 96.7 3.3 - -
15 13 2 - -

100.0 86.7 13.3 - -
問１ｂ 78 71 6 - 1

100.0 91.0 7.7 - 1.3
967 911 38 11 7
100.0 94.2 3.9 1.1 0.7
566 539 22 2 3
100.0 95.2 3.9 0.4 0.5
218 211 4 3 -
100.0 96.8 1.8 1.4 -
15 13 2 - -

100.0 86.7 13.3 - -
問３ - - - - -

- - - - -
1,844 1,745 72 16 11
100.0 94.6 3.9 0.9 0.6
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 367 339 20 5 3
100.0 92.4 5.4 1.4 0.8
309 288 15 5 1
100.0 93.2 4.9 1.6 0.3
380 366 6 4 4
100.0 96.3 1.6 1.1 1.1
773 737 31 2 3
100.0 95.3 4.0 0.3 0.4
15 15 - - -

100.0 100.0 - - -
問５ 1,446 1,365 61 12 8

100.0 94.4 4.2 0.8 0.6
377 361 10 4 2
100.0 95.8 2.7 1.1 0.5
21 19 1 - 1

100.0 90.5 4.8 - 4.8
問５付問３ 1,274 1,201 56 9 8

100.0 94.3 4.4 0.7 0.6
103 100 3 - -
100.0 97.1 2.9 - -
69 64 2 3 -

100.0 92.8 2.9 4.3 -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 614 578 30 4 2
100.0 94.1 4.9 0.7 0.3
212 201 9 2 -
100.0 94.8 4.2 0.9 -
535 506 20 3 6
100.0 94.6 3.7 0.6 1.1
16 16 - - -

100.0 100.0 - - -
問７ 1,049 994 40 8 7

100.0 94.8 3.8 0.8 0.7
554 524 22 4 4
100.0 94.6 4.0 0.7 0.7
216 204 8 4 -
100.0 94.4 3.7 1.9 -
25 23 2 - -

100.0 92.0 8.0 - -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問５－１．最低勤務日数または最低労働時間数を当該労働者に示していますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－133－



最
低
勤
務
時
間
数
、

ま
た
は
、

最
低
勤
務
日
数
を
決
め
て
い
る

計 あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し

て
い
る

あ
ら
か
じ
め
口
頭
の
み
で
説
明

し
て
い
る

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い

無
回
答

1,889 1,772 94 15 8
100.0 93.8 5.0 0.8 0.4

問１ａ - - - - -
- - - - -
25 21 4 - -

100.0 84.0 16.0 - -
152 139 9 3 1
100.0 91.4 5.9 2.0 0.7
3 3 - - -

100.0 100.0 - - -
20 18 2 - -

100.0 90.0 10.0 - -
152 141 5 5 1
100.0 92.8 3.3 3.3 0.7
260 244 13 2 1
100.0 93.8 5.0 0.8 0.4
24 24 - - -

100.0 100.0 - - -
19 15 4 - -

100.0 78.9 21.1 - -
13 12 1 - -

100.0 92.3 7.7 - -
142 128 14 - -
100.0 90.1 9.9 - -
79 71 6 - 2

100.0 89.9 7.6 - 2.5
44 44 - - -

100.0 100.0 - - -
667 645 17 3 2
100.0 96.7 2.5 0.4 0.3
42 40 2 - -

100.0 95.2 4.8 - -
233 213 17 2 1
100.0 91.4 7.3 0.9 0.4
14 14 - - -

100.0 100.0 - - -
問１ｂ 89 82 5 1 1

100.0 92.1 5.6 1.1 1.1
950 892 44 8 6
100.0 93.9 4.6 0.8 0.6
619 580 35 3 1
100.0 93.7 5.7 0.5 0.2
215 205 7 3 -
100.0 95.3 3.3 1.4 -
16 13 3 - -

100.0 81.3 18.8 - -
問３ - - - - -

- - - - -
1,889 1,772 94 15 8
100.0 93.8 5.0 0.8 0.4
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 594 556 27 6 5
100.0 93.6 4.5 1.0 0.8
307 279 24 4 -
100.0 90.9 7.8 1.3 -
333 317 11 3 2
100.0 95.2 3.3 0.9 0.6
639 604 32 2 1
100.0 94.5 5.0 0.3 0.2
16 16 - - -

100.0 100.0 - - -
問５ 1,455 1,353 84 12 6

100.0 93.0 5.8 0.8 0.4
414 399 10 3 2
100.0 96.4 2.4 0.7 0.5
20 20 - - -

100.0 100.0 - - -
問５付問３ 1,286 1,193 76 12 5

100.0 92.8 5.9 0.9 0.4
93 87 6 - -

100.0 93.5 6.5 - -
76 73 2 - 1

100.0 96.1 2.6 - 1.3
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 608 550 49 7 2
100.0 90.5 8.1 1.2 0.3
205 191 10 3 1
100.0 93.2 4.9 1.5 0.5
548 522 22 2 2
100.0 95.3 4.0 0.4 0.4
18 17 1 - -

100.0 94.4 5.6 - -
問７ 1,083 1,014 58 7 4

100.0 93.6 5.4 0.6 0.4
567 534 27 6 -
100.0 94.2 4.8 1.1 -
216 204 7 2 3
100.0 94.4 3.2 0.9 1.4
23 20 2 - 1

100.0 87.0 8.7 - 4.3

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問５－１．最低勤務日数または最低労働時間数を当該労働者に示していますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－134－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

シ
フ
ト
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
数
、

日
数
の
双
方
を
決

め
て
い
る

シ
フ
ト
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
数
の
み
を
決
め
て
い
る

シ
フ
ト
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
日
数
の
み
を
決
め
て
い
る

い
ず
れ
も
決
め
て
い
な
い

無
回
答

2,472 1,355 103 288 483 243
100.0 54.8 4.2 11.7 19.5 9.8

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
27 15 3 3 5 1

100.0 55.6 11.1 11.1 18.5 3.7
190 105 3 22 46 14
100.0 55.3 1.6 11.6 24.2 7.4
2 1 - 1 - -

100.0 50.0 - 50.0 - -
32 17 3 2 8 2

100.0 53.1 9.4 6.3 25.0 6.3
220 103 5 30 59 23
100.0 46.8 2.3 13.6 26.8 10.5
324 168 14 46 53 43
100.0 51.9 4.3 14.2 16.4 13.3
20 12 1 1 5 1

100.0 60.0 5.0 5.0 25.0 5.0
15 8 1 2 4 -

100.0 53.3 6.7 13.3 26.7 -
12 7 - 2 1 2

100.0 58.3 - 16.7 8.3 16.7
240 131 5 19 50 35
100.0 54.6 2.1 7.9 20.8 14.6
99 60 4 12 19 4

100.0 60.6 4.0 12.1 19.2 4.0
57 35 3 2 11 6

100.0 61.4 5.3 3.5 19.3 10.5
919 521 40 114 167 77
100.0 56.7 4.4 12.4 18.2 8.4
46 30 3 5 4 4

100.0 65.2 6.5 10.9 8.7 8.7
250 133 17 23 48 29
100.0 53.2 6.8 9.2 19.2 11.6
19 9 1 4 3 2

100.0 47.4 5.3 21.1 15.8 10.5
問１ｂ 103 59 - 14 22 8

100.0 57.3 - 13.6 21.4 7.8
1,305 692 48 165 262 138
100.0 53.0 3.7 12.6 20.1 10.6
737 411 36 90 136 64
100.0 55.8 4.9 12.2 18.5 8.7
311 179 19 18 62 33
100.0 57.6 6.1 5.8 19.9 10.6
16 14 - 1 1 -

100.0 87.5 - 6.3 6.3 -
問３ - - - - - -

- - - - - -
2,472 1,355 103 288 483 243
100.0 54.8 4.2 11.7 19.5 9.8
- - - - - -
- - - - - -

問３付問１ 525 279 17 56 116 57
100.0 53.1 3.2 10.7 22.1 10.9
420 229 15 48 90 38
100.0 54.5 3.6 11.4 21.4 9.0
500 268 22 58 101 51
100.0 53.6 4.4 11.6 20.2 10.2
1,005 570 47 124 173 91
100.0 56.7 4.7 12.3 17.2 9.1
22 9 2 2 3 6

100.0 40.9 9.1 9.1 13.6 27.3
問５ 1,911 1,054 72 231 355 199

100.0 55.2 3.8 12.1 18.6 10.4
534 281 29 55 126 43
100.0 52.6 5.4 10.3 23.6 8.1
27 20 2 2 2 1

100.0 74.1 7.4 7.4 7.4 3.7
問５付問３ 1,669 920 60 196 315 178

100.0 55.1 3.6 11.7 18.9 10.7
143 81 7 19 23 13
100.0 56.6 4.9 13.3 16.1 9.1
99 53 5 16 17 8

100.0 53.5 5.1 16.2 17.2 8.1
- - - - - -
- - - - - -

問5付問3-4 788 447 26 81 151 83
100.0 56.7 3.3 10.3 19.2 10.5
274 146 10 31 50 37
100.0 53.3 3.6 11.3 18.2 13.5
731 397 30 99 135 70
100.0 54.3 4.1 13.5 18.5 9.6
19 11 1 4 2 1

100.0 57.9 5.3 21.1 10.5 5.3
問７ 1,371 749 63 147 279 133

100.0 54.6 4.6 10.7 20.4 9.7
748 424 19 94 130 81
100.0 56.7 2.5 12.6 17.4 10.8
319 165 20 44 67 23
100.0 51.7 6.3 13.8 21.0 7.2
34 17 1 3 7 6

100.0 50.0 2.9 8.8 20.6 17.6

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問６．当該シフト制において、シフトを入れることができる時間数又は日数に関するルールはありますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－135－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

シ
フ
ト
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
数
、

日
数
の
双
方
を
決

め
て
い
る

シ
フ
ト
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
数
の
み
を
決
め
て
い
る

シ
フ
ト
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
日
数
の
み
を
決
め
て
い
る

い
ず
れ
も
決
め
て
い
な
い

無
回
答

3,187 1,666 184 309 801 227
100.0 52.3 5.8 9.7 25.1 7.1

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
40 14 3 8 11 4

100.0 35.0 7.5 20.0 27.5 10.0
237 118 8 27 67 17
100.0 49.8 3.4 11.4 28.3 7.2
6 4 - 1 1 -

100.0 66.7 - 16.7 16.7 -
45 18 5 3 16 3

100.0 40.0 11.1 6.7 35.6 6.7
253 109 12 34 71 27
100.0 43.1 4.7 13.4 28.1 10.7
426 215 19 43 116 33
100.0 50.5 4.5 10.1 27.2 7.7
33 15 1 5 10 2

100.0 45.5 3.0 15.2 30.3 6.1
27 17 1 4 5 -

100.0 63.0 3.7 14.8 18.5 -
22 11 1 1 6 3

100.0 50.0 4.5 4.5 27.3 13.6
282 151 12 17 85 17
100.0 53.5 4.3 6.0 30.1 6.0
126 68 7 13 34 4
100.0 54.0 5.6 10.3 27.0 3.2
130 60 19 4 41 6
100.0 46.2 14.6 3.1 31.5 4.6
1,086 629 60 95 228 74
100.0 57.9 5.5 8.7 21.0 6.8
67 37 6 8 13 3

100.0 55.2 9.0 11.9 19.4 4.5
385 192 27 41 94 31
100.0 49.9 7.0 10.6 24.4 8.1
22 8 3 5 3 3

100.0 36.4 13.6 22.7 13.6 13.6
問１ｂ 149 77 5 20 38 9

100.0 51.7 3.4 13.4 25.5 6.0
1,620 818 81 172 420 129
100.0 50.5 5.0 10.6 25.9 8.0
1,003 546 69 95 237 56
100.0 54.4 6.9 9.5 23.6 5.6
394 209 28 20 104 33
100.0 53.0 7.1 5.1 26.4 8.4
21 16 1 2 2 -

100.0 76.2 4.8 9.5 9.5 -
問３ - - - - - -

- - - - - -
3,187 1,666 184 309 801 227
100.0 52.3 5.8 9.7 25.1 7.1
- - - - - -
- - - - - -

問３付問１ 1,101 540 64 103 317 77
100.0 49.0 5.8 9.4 28.8 7.0
489 264 24 45 118 38
100.0 54.0 4.9 9.2 24.1 7.8
540 284 30 54 126 46
100.0 52.6 5.6 10.0 23.3 8.5
1,026 563 64 105 231 63
100.0 54.9 6.2 10.2 22.5 6.1
31 15 2 2 9 3

100.0 48.4 6.5 6.5 29.0 9.7
問５ 2,448 1,300 145 228 604 171

100.0 53.1 5.9 9.3 24.7 7.0
705 342 38 80 190 55
100.0 48.5 5.4 11.3 27.0 7.8
34 24 1 1 7 1

100.0 70.6 2.9 2.9 20.6 2.9
問５付問３ 2,122 1,121 119 201 532 149

100.0 52.8 5.6 9.5 25.1 7.0
179 98 17 14 38 12
100.0 54.7 9.5 7.8 21.2 6.7
147 81 9 13 34 10
100.0 55.1 6.1 8.8 23.1 6.8
- - - - - -
- - - - - -

問5付問3-4 1,005 525 64 83 260 73
100.0 52.2 6.4 8.3 25.9 7.3
360 179 23 32 97 29
100.0 49.7 6.4 8.9 26.9 8.1
908 502 48 97 205 56
100.0 55.3 5.3 10.7 22.6 6.2
28 13 1 3 8 3

100.0 46.4 3.6 10.7 28.6 10.7
問７ 1,761 922 92 167 456 124

100.0 52.4 5.2 9.5 25.9 7.0
972 532 56 90 227 67
100.0 54.7 5.8 9.3 23.4 6.9
417 191 35 50 110 31
100.0 45.8 8.4 12.0 26.4 7.4
37 21 1 2 8 5

100.0 56.8 2.7 5.4 21.6 13.5

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問６．当該シフト制において、シフトを入れることができる時間数又は日数に関するルールはありますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－136－



シ
フ
ト
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
数
、

ま
た
は
、

日
数
を

決
め
て
い
る

計

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し

て
い
る

あ
ら
か
じ
め
口
頭
の
み
で
説
明

し
て
い
る

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い

無
回
答

1,746 1,590 132 16 8
100.0 91.1 7.6 0.9 0.5

問１ａ - - - - -
- - - - -
21 17 4 - -

100.0 81.0 19.0 - -
130 111 15 3 1
100.0 85.4 11.5 2.3 0.8
2 2 - - -

100.0 100.0 - - -
22 20 2 - -

100.0 90.9 9.1 - -
138 127 10 1 -
100.0 92.0 7.2 0.7 -
228 210 15 2 1
100.0 92.1 6.6 0.9 0.4
14 14 - - -

100.0 100.0 - - -
11 9 2 - -

100.0 81.8 18.2 - -
9 9 - - -

100.0 100.0 - - -
155 141 11 1 2
100.0 91.0 7.1 0.6 1.3
76 73 3 - -

100.0 96.1 3.9 - -
40 39 1 - -

100.0 97.5 2.5 - -
675 616 50 7 2
100.0 91.3 7.4 1.0 0.3
38 36 2 - -

100.0 94.7 5.3 - -
173 154 15 2 2
100.0 89.0 8.7 1.2 1.2
14 12 2 - -

100.0 85.7 14.3 - -
問１ｂ 73 67 4 2 -

100.0 91.8 5.5 2.7 -
905 814 79 8 4
100.0 89.9 8.7 0.9 0.4
537 499 33 3 2
100.0 92.9 6.1 0.6 0.4
216 198 13 3 2
100.0 91.7 6.0 1.4 0.9
15 12 3 - -

100.0 80.0 20.0 - -
問３ - - - - -

- - - - -
1,746 1,590 132 16 8
100.0 91.1 7.6 0.9 0.5
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 352 307 39 3 3
100.0 87.2 11.1 0.9 0.9
292 262 23 6 1
100.0 89.7 7.9 2.1 0.3
348 321 23 2 2
100.0 92.2 6.6 0.6 0.6
741 687 47 5 2
100.0 92.7 6.3 0.7 0.3
13 13 - - -

100.0 100.0 - - -
問５ 1,357 1,239 100 11 7

100.0 91.3 7.4 0.8 0.5
365 329 30 5 1
100.0 90.1 8.2 1.4 0.3
24 22 2 - -

100.0 91.7 8.3 - -
問５付問３ 1,176 1,071 90 9 6

100.0 91.1 7.7 0.8 0.5
107 100 5 1 1
100.0 93.5 4.7 0.9 0.9
74 68 5 1 -

100.0 91.9 6.8 1.4 -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 554 504 44 3 3
100.0 91.0 7.9 0.5 0.5
187 172 13 1 1
100.0 92.0 7.0 0.5 0.5
526 482 37 4 3
100.0 91.6 7.0 0.8 0.6
16 13 1 2 -

100.0 81.3 6.3 12.5 -
問７ 959 875 69 8 7

100.0 91.2 7.2 0.8 0.7
537 494 41 2 -
100.0 92.0 7.6 0.4 -
229 202 20 6 1
100.0 88.2 8.7 2.6 0.4
21 19 2 - -

100.0 90.5 9.5 - -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問６－１．このルールについて当該労働者に示していますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－137－



シ
フ
ト
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
数
、

ま
た
は
、

日
数
を

決
め
て
い
る

計

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し

て
い
る

あ
ら
か
じ
め
口
頭
の
み
で
説
明

し
て
い
る

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い

無
回
答

2,159 1,940 191 20 8
100.0 89.9 8.8 0.9 0.4

問１ａ - - - - -
- - - - -
25 20 5 - -

100.0 80.0 20.0 - -
153 131 18 2 2
100.0 85.6 11.8 1.3 1.3
5 5 - - -

100.0 100.0 - - -
26 24 2 - -

100.0 92.3 7.7 - -
155 139 13 2 1
100.0 89.7 8.4 1.3 0.6
277 252 23 2 -
100.0 91.0 8.3 0.7 -
21 21 - - -

100.0 100.0 - - -
22 18 4 - -

100.0 81.8 18.2 - -
13 12 1 - -

100.0 92.3 7.7 - -
180 161 15 2 2
100.0 89.4 8.3 1.1 1.1
88 75 13 - -

100.0 85.2 14.8 - -
83 77 6 - -

100.0 92.8 7.2 - -
784 719 57 8 -
100.0 91.7 7.3 1.0 -
51 44 6 1 -

100.0 86.3 11.8 2.0 -
260 226 28 3 3
100.0 86.9 10.8 1.2 1.2
16 16 - - -

100.0 100.0 - - -
問１ｂ 102 92 9 1 -

100.0 90.2 8.8 1.0 -
1,071 958 99 12 2
100.0 89.4 9.2 1.1 0.2
710 639 64 4 3
100.0 90.0 9.0 0.6 0.4
257 236 15 3 3
100.0 91.8 5.8 1.2 1.2
19 15 4 - -

100.0 78.9 21.1 - -
問３ - - - - -

- - - - -
2,159 1,940 191 20 8
100.0 89.9 8.8 0.9 0.4
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 707 629 69 6 3
100.0 89.0 9.8 0.8 0.4
333 293 35 5 -
100.0 88.0 10.5 1.5 -
368 333 30 2 3
100.0 90.5 8.2 0.5 0.8
732 666 57 7 2
100.0 91.0 7.8 1.0 0.3
19 19 - - -

100.0 100.0 - - -
問５ 1,673 1,502 149 16 6

100.0 89.8 8.9 1.0 0.4
460 414 40 4 2
100.0 90.0 8.7 0.9 0.4
26 24 2 - -

100.0 92.3 7.7 - -
問５付問３ 1,441 1,292 130 14 5

100.0 89.7 9.0 1.0 0.3
129 113 13 2 1
100.0 87.6 10.1 1.6 0.8
103 97 6 - -
100.0 94.2 5.8 - -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 672 595 70 4 3
100.0 88.5 10.4 0.6 0.4
234 205 26 2 1
100.0 87.6 11.1 0.9 0.4
647 590 46 9 2
100.0 91.2 7.1 1.4 0.3
17 15 1 1 -

100.0 88.2 5.9 5.9 -
問７ 1,181 1,048 115 11 7

100.0 88.7 9.7 0.9 0.6
678 626 48 4 -
100.0 92.3 7.1 0.6 -
276 244 26 5 1
100.0 88.4 9.4 1.8 0.4
24 22 2 - -

100.0 91.7 8.3 - -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問６－１．このルールについて当該労働者に示していますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－138－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

期
日
を
決
め
て
い
る

期
日
を
決
め
て
い
な
い

無
回
答

2,472 1,943 351 178
100.0 78.6 14.2 7.2

問１ａ - - - -
- - - -
27 23 3 1

100.0 85.2 11.1 3.7
190 130 43 17
100.0 68.4 22.6 8.9
2 1 - 1

100.0 50.0 - 50.0
32 25 6 1

100.0 78.1 18.8 3.1
220 150 54 16
100.0 68.2 24.5 7.3
324 256 39 29
100.0 79.0 12.0 9.0
20 14 5 1

100.0 70.0 25.0 5.0
15 15 - -

100.0 100.0 - -
12 10 2 -

100.0 83.3 16.7 -
240 187 39 14
100.0 77.9 16.3 5.8
99 76 17 6

100.0 76.8 17.2 6.1
57 38 14 5

100.0 66.7 24.6 8.8
919 782 76 61
100.0 85.1 8.3 6.6
46 28 13 5

100.0 60.9 28.3 10.9
250 191 38 21
100.0 76.4 15.2 8.4
19 17 2 -

100.0 89.5 10.5 -
問１ｂ 103 82 17 4

100.0 79.6 16.5 3.9
1,305 1,006 197 102
100.0 77.1 15.1 7.8
737 586 101 50
100.0 79.5 13.7 6.8
311 256 33 22
100.0 82.3 10.6 7.1
16 13 3 -

100.0 81.3 18.8 -
問３ - - - -

- - - -
2,472 1,943 351 178
100.0 78.6 14.2 7.2
- - - -
- - - -

問３付問１ 525 363 114 48
100.0 69.1 21.7 9.1
420 335 60 25
100.0 79.8 14.3 6.0
500 402 66 32
100.0 80.4 13.2 6.4
1,005 828 108 69
100.0 82.4 10.7 6.9
22 15 3 4

100.0 68.2 13.6 18.2
問５ 1,911 1,507 271 133

100.0 78.9 14.2 7.0
534 415 76 43
100.0 77.7 14.2 8.1
27 21 4 2

100.0 77.8 14.8 7.4
問５付問３ 1,669 1,308 243 118

100.0 78.4 14.6 7.1
143 119 16 8
100.0 83.2 11.2 5.6
99 80 12 7

100.0 80.8 12.1 7.1
- - - -
- - - -

問5付問3-4 788 603 131 54
100.0 76.5 16.6 6.9
274 215 37 22
100.0 78.5 13.5 8.0
731 594 90 47
100.0 81.3 12.3 6.4
19 15 1 3

100.0 78.9 5.3 15.8
問７ 1,371 1,102 168 101

100.0 80.4 12.3 7.4
748 573 123 52
100.0 76.6 16.4 7.0
319 246 53 20
100.0 77.1 16.6 6.3
34 22 7 5

100.0 64.7 20.6 14.7

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問７．当該シフト制において、シフトの作成・提示の期限に関するルールはありますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－139－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

期
日
を
決
め
て
い
る

期
日
を
決
め
て
い
な
い

無
回
答

3,187 2,364 624 199
100.0 74.2 19.6 6.2

問１ａ - - - -
- - - -
40 29 8 3

100.0 72.5 20.0 7.5
237 152 69 16
100.0 64.1 29.1 6.8
6 4 1 1

100.0 66.7 16.7 16.7
45 31 11 3

100.0 68.9 24.4 6.7
253 160 72 21
100.0 63.2 28.5 8.3
426 328 69 29
100.0 77.0 16.2 6.8
33 18 14 1

100.0 54.5 42.4 3.0
27 21 5 1

100.0 77.8 18.5 3.7
22 15 6 1

100.0 68.2 27.3 4.5
282 221 48 13
100.0 78.4 17.0 4.6
126 97 24 5
100.0 77.0 19.0 4.0
130 70 54 6
100.0 53.8 41.5 4.6
1,086 884 132 70
100.0 81.4 12.2 6.4
67 40 22 5

100.0 59.7 32.8 7.5
385 275 86 24
100.0 71.4 22.3 6.2
22 19 3 -

100.0 86.4 13.6 -
問１ｂ 149 108 34 7

100.0 72.5 22.8 4.7
1,620 1,177 327 116
100.0 72.7 20.2 7.2
1,003 755 193 55
100.0 75.3 19.2 5.5
394 307 66 21
100.0 77.9 16.8 5.3
21 17 4 -

100.0 81.0 19.0 -
問３ - - - -

- - - -
3,187 2,364 624 199
100.0 74.2 19.6 6.2
- - - -
- - - -

問３付問１ 1,101 693 340 68
100.0 62.9 30.9 6.2
489 377 80 32
100.0 77.1 16.4 6.5
540 425 79 36
100.0 78.7 14.6 6.7
1,026 848 118 60
100.0 82.7 11.5 5.8
31 21 7 3

100.0 67.7 22.6 9.7
問５ 2,448 1,832 465 151

100.0 74.8 19.0 6.2
705 507 152 46
100.0 71.9 21.6 6.5
34 25 7 2

100.0 73.5 20.6 5.9
問５付問３ 2,122 1,595 398 129

100.0 75.2 18.8 6.1
179 136 33 10
100.0 76.0 18.4 5.6
147 101 34 12
100.0 68.7 23.1 8.2
- - - -
- - - -

問5付問3-4 1,005 743 203 59
100.0 73.9 20.2 5.9
360 263 69 28
100.0 73.1 19.2 7.8
908 705 154 49
100.0 77.6 17.0 5.4
28 20 5 3

100.0 71.4 17.9 10.7
問７ 1,761 1,347 302 112

100.0 76.5 17.1 6.4
972 706 211 55
100.0 72.6 21.7 5.7
417 289 101 27
100.0 69.3 24.2 6.5
37 22 10 5

100.0 59.5 27.0 13.5

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問７．当該シフト制において、シフトの作成・提示の期限に関するルールはありますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－140－



期
日
を
決
め
て
い
る

計

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し

て
い
る

あ
ら
か
じ
め
口
頭
の
み
で
説
明

し
て
い
る

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い

無
回
答

1,943 1,181 682 75 5
100.0 60.8 35.1 3.9 0.3

問１ａ - - - - -
- - - - -
23 14 9 - -

100.0 60.9 39.1 - -
130 84 31 15 -
100.0 64.6 23.8 11.5 -
1 1 - - -

100.0 100.0 - - -
25 16 9 - -

100.0 64.0 36.0 - -
150 111 36 3 -
100.0 74.0 24.0 2.0 -
256 175 75 5 1
100.0 68.4 29.3 2.0 0.4
14 10 4 - -

100.0 71.4 28.6 - -
15 10 5 - -

100.0 66.7 33.3 - -
10 6 4 - -

100.0 60.0 40.0 - -
187 124 54 8 1
100.0 66.3 28.9 4.3 0.5
76 46 26 4 -

100.0 60.5 34.2 5.3 -
38 28 6 3 1

100.0 73.7 15.8 7.9 2.6
782 411 340 29 2
100.0 52.6 43.5 3.7 0.3
28 16 11 1 -

100.0 57.1 39.3 3.6 -
191 122 63 6 -
100.0 63.9 33.0 3.1 -
17 7 9 1 -

100.0 41.2 52.9 5.9 -
問１ｂ 82 41 38 2 1

100.0 50.0 46.3 2.4 1.2
1,006 592 371 40 3
100.0 58.8 36.9 4.0 0.3
586 369 198 19 -
100.0 63.0 33.8 3.2 -
256 174 67 14 1
100.0 68.0 26.2 5.5 0.4
13 5 8 - -

100.0 38.5 61.5 - -
問３ - - - - -

- - - - -
1,943 1,181 682 75 5
100.0 60.8 35.1 3.9 0.3
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 363 224 122 15 2
100.0 61.7 33.6 4.1 0.6
335 195 113 25 2
100.0 58.2 33.7 7.5 0.6
402 232 161 8 1
100.0 57.7 40.0 2.0 0.2
828 520 281 27 -
100.0 62.8 33.9 3.3 -
15 10 5 - -

100.0 66.7 33.3 - -
問５ 1,507 931 519 53 4

100.0 61.8 34.4 3.5 0.3
415 237 156 21 1
100.0 57.1 37.6 5.1 0.2
21 13 7 1 -

100.0 61.9 33.3 4.8 -
問５付問３ 1,308 819 438 47 4

100.0 62.6 33.5 3.6 0.3
119 69 46 4 -
100.0 58.0 38.7 3.4 -
80 43 35 2 -

100.0 53.8 43.8 2.5 -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 603 404 171 26 2
100.0 67.0 28.4 4.3 0.3
215 140 68 6 1
100.0 65.1 31.6 2.8 0.5
594 332 242 19 1
100.0 55.9 40.7 3.2 0.2
15 12 3 - -

100.0 80.0 20.0 - -
問７ 1,102 698 366 36 2

100.0 63.3 33.2 3.3 0.2
573 324 221 25 3
100.0 56.5 38.6 4.4 0.5
246 142 93 11 -
100.0 57.7 37.8 4.5 -
22 17 2 3 -

100.0 77.3 9.1 13.6 -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問７－１．このルールについて当該労働者に示していますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－141－



期
日
を
決
め
て
い
る

計

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し

て
い
る

あ
ら
か
じ
め
口
頭
の
み
で
説
明

し
て
い
る

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い

無
回
答

2,364 1,378 887 87 12
100.0 58.3 37.5 3.7 0.5

問１ａ - - - - -
- - - - -
29 19 9 1 -

100.0 65.5 31.0 3.4 -
152 83 52 16 1
100.0 54.6 34.2 10.5 0.7
4 2 1 1 -

100.0 50.0 25.0 25.0 -
31 18 12 1 -

100.0 58.1 38.7 3.2 -
160 120 38 2 -
100.0 75.0 23.8 1.3 -
328 201 117 7 3
100.0 61.3 35.7 2.1 0.9
18 13 5 - -

100.0 72.2 27.8 - -
21 11 10 - -

100.0 52.4 47.6 - -
15 9 6 - -

100.0 60.0 40.0 - -
221 136 73 11 1
100.0 61.5 33.0 5.0 0.5
97 53 40 4 -

100.0 54.6 41.2 4.1 -
70 48 18 3 1

100.0 68.6 25.7 4.3 1.4
884 467 385 29 3
100.0 52.8 43.6 3.3 0.3
40 20 18 2 -

100.0 50.0 45.0 5.0 -
275 171 92 9 3
100.0 62.2 33.5 3.3 1.1
19 7 11 1 -

100.0 36.8 57.9 5.3 -
問１ｂ 108 55 49 2 2

100.0 50.9 45.4 1.9 1.9
1,177 671 456 44 6
100.0 57.0 38.7 3.7 0.5
755 437 291 26 1
100.0 57.9 38.5 3.4 0.1
307 207 83 15 2
100.0 67.4 27.0 4.9 0.7
17 8 8 - 1

100.0 47.1 47.1 - 5.9
問３ - - - - -

- - - - -
2,364 1,378 887 87 12
100.0 58.3 37.5 3.7 0.5
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 693 397 267 25 4
100.0 57.3 38.5 3.6 0.6
377 207 144 23 3
100.0 54.9 38.2 6.1 0.8
425 242 171 10 2
100.0 56.9 40.2 2.4 0.5
848 521 295 29 3
100.0 61.4 34.8 3.4 0.4
21 11 10 - -

100.0 52.4 47.6 - -
問５ 1,832 1,084 676 63 9

100.0 59.2 36.9 3.4 0.5
507 278 203 23 3
100.0 54.8 40.0 4.5 0.6
25 16 8 1 -

100.0 64.0 32.0 4.0 -
問５付問３ 1,595 953 578 55 9

100.0 59.7 36.2 3.4 0.6
136 81 51 4 -
100.0 59.6 37.5 2.9 -
101 50 47 4 -
100.0 49.5 46.5 4.0 -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 743 466 240 31 6
100.0 62.7 32.3 4.2 0.8
263 164 90 8 1
100.0 62.4 34.2 3.0 0.4
705 391 294 18 2
100.0 55.5 41.7 2.6 0.3
20 13 5 2 -

100.0 65.0 25.0 10.0 -
問７ 1,347 816 485 39 7

100.0 60.6 36.0 2.9 0.5
706 389 281 31 5
100.0 55.1 39.8 4.4 0.7
289 156 119 14 -
100.0 54.0 41.2 4.8 -
22 17 2 3 -

100.0 77.3 9.1 13.6 -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問７－１．このルールについて当該労働者に示していますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－142－



期
日
を
決
め
て
い
る

計

１
週
間
未
満

１
週
間
～

２
週
間
未
満

２
週
間
～

３
週
間
未
満

３
週
間
～

１
か
月
未
満

１
か
月
以
上

無
回
答

1,943 537 793 216 140 231 26
100.0 27.6 40.8 11.1 7.2 11.9 1.3

問１ａ - - - - - - -
- - - - - - -
23 5 8 2 2 6 -

100.0 21.7 34.8 8.7 8.7 26.1 -
130 30 40 13 13 30 4
100.0 23.1 30.8 10.0 10.0 23.1 3.1
1 - - - - 1 -

100.0 - - - - 100.0 -
25 7 7 3 2 6 -

100.0 28.0 28.0 12.0 8.0 24.0 -
150 43 49 15 13 28 2
100.0 28.7 32.7 10.0 8.7 18.7 1.3
256 79 99 26 11 39 2
100.0 30.9 38.7 10.2 4.3 15.2 0.8
14 3 6 - 1 3 1

100.0 21.4 42.9 - 7.1 21.4 7.1
15 6 5 2 1 - 1

100.0 40.0 33.3 13.3 6.7 - 6.7
10 5 3 - 1 1 -

100.0 50.0 30.0 - 10.0 10.0 -
187 65 67 23 14 14 4
100.0 34.8 35.8 12.3 7.5 7.5 2.1
76 25 28 7 5 10 1

100.0 32.9 36.8 9.2 6.6 13.2 1.3
38 6 15 6 2 9 -

100.0 15.8 39.5 15.8 5.3 23.7 -
782 210 361 97 54 52 8
100.0 26.9 46.2 12.4 6.9 6.6 1.0
28 5 16 1 2 4 -

100.0 17.9 57.1 3.6 7.1 14.3 -
191 44 81 18 19 26 3
100.0 23.0 42.4 9.4 9.9 13.6 1.6
17 4 8 3 - 2 -

100.0 23.5 47.1 17.6 - 11.8 -
問１ｂ 82 17 43 5 6 11 -

100.0 20.7 52.4 6.1 7.3 13.4 -
1,006 275 413 119 73 110 16
100.0 27.3 41.1 11.8 7.3 10.9 1.6
586 171 226 57 45 79 8
100.0 29.2 38.6 9.7 7.7 13.5 1.4
256 71 107 32 14 30 2
100.0 27.7 41.8 12.5 5.5 11.7 0.8
13 3 4 3 2 1 -

100.0 23.1 30.8 23.1 15.4 7.7 -
問３ - - - - - - -

- - - - - - -
1,943 537 793 216 140 231 26
100.0 27.6 40.8 11.1 7.2 11.9 1.3
- - - - - - -
- - - - - - -

問３付問１ 363 75 135 32 32 79 10
100.0 20.7 37.2 8.8 8.8 21.8 2.8
335 78 135 43 31 46 2
100.0 23.3 40.3 12.8 9.3 13.7 0.6
402 120 158 48 27 43 6
100.0 29.9 39.3 11.9 6.7 10.7 1.5
828 259 358 92 50 61 8
100.0 31.3 43.2 11.1 6.0 7.4 1.0
15 5 7 1 - 2 -

100.0 33.3 46.7 6.7 - 13.3 -
問５ 1,507 427 612 167 110 168 23

100.0 28.3 40.6 11.1 7.3 11.1 1.5
415 103 176 46 29 58 3
100.0 24.8 42.4 11.1 7.0 14.0 0.7
21 7 5 3 1 5 -

100.0 33.3 23.8 14.3 4.8 23.8 -
問５付問３ 1,308 376 519 143 97 153 20

100.0 28.7 39.7 10.9 7.4 11.7 1.5
119 28 58 17 6 7 3
100.0 23.5 48.7 14.3 5.0 5.9 2.5
80 23 35 7 7 8 -

100.0 28.8 43.8 8.8 8.8 10.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 603 170 231 69 48 75 10
100.0 28.2 38.3 11.4 8.0 12.4 1.7
215 63 84 26 13 23 6
100.0 29.3 39.1 12.1 6.0 10.7 2.8
594 167 256 63 41 60 7
100.0 28.1 43.1 10.6 6.9 10.1 1.2
15 4 6 2 1 2 -

100.0 26.7 40.0 13.3 6.7 13.3 -
問７ 1,102 315 429 116 83 138 21

100.0 28.6 38.9 10.5 7.5 12.5 1.9
573 151 256 62 41 59 4
100.0 26.4 44.7 10.8 7.2 10.3 0.7
246 65 100 35 15 30 1
100.0 26.4 40.7 14.2 6.1 12.2 0.4
22 6 8 3 1 4 -

100.0 27.3 36.4 13.6 4.5 18.2 -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問７－２．当該シフト制において、決められている期日はシフト初日のどのぐらい前としていますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－143－



期
日
を
決
め
て
い
る

計

１
週
間
未
満

１
週
間
～

２
週
間
未
満

２
週
間
～

３
週
間
未
満

３
週
間
～

１
か
月
未
満

１
か
月
以
上

無
回
答

2,364 621 982 271 199 252 39
100.0 26.3 41.5 11.5 8.4 10.7 1.6

問１ａ - - - - - - -
- - - - - - -
29 6 10 4 2 7 -

100.0 20.7 34.5 13.8 6.9 24.1 -
152 32 49 15 17 34 5
100.0 21.1 32.2 9.9 11.2 22.4 3.3
4 - 2 - 1 1 -

100.0 - 50.0 - 25.0 25.0 -
31 7 12 5 3 4 -

100.0 22.6 38.7 16.1 9.7 12.9 -
160 48 52 16 14 27 3
100.0 30.0 32.5 10.0 8.8 16.9 1.9
328 97 128 34 21 45 3
100.0 29.6 39.0 10.4 6.4 13.7 0.9
18 3 9 1 1 3 1

100.0 16.7 50.0 5.6 5.6 16.7 5.6
21 7 7 2 2 2 1

100.0 33.3 33.3 9.5 9.5 9.5 4.8
15 7 6 - - 1 1

100.0 46.7 40.0 - - 6.7 6.7
221 74 87 27 17 9 7
100.0 33.5 39.4 12.2 7.7 4.1 3.2
97 26 37 15 8 9 2

100.0 26.8 38.1 15.5 8.2 9.3 2.1
70 10 28 9 7 14 2

100.0 14.3 40.0 12.9 10.0 20.0 2.9
884 226 418 112 66 54 8
100.0 25.6 47.3 12.7 7.5 6.1 0.9
40 9 20 2 4 5 -

100.0 22.5 50.0 5.0 10.0 12.5 -
275 65 107 27 36 35 5
100.0 23.6 38.9 9.8 13.1 12.7 1.8
19 4 10 2 - 2 1

100.0 21.1 52.6 10.5 - 10.5 5.3
問１ｂ 108 24 54 10 8 10 2

100.0 22.2 50.0 9.3 7.4 9.3 1.9
1,177 313 501 140 93 111 19
100.0 26.6 42.6 11.9 7.9 9.4 1.6
755 199 293 82 75 92 14
100.0 26.4 38.8 10.9 9.9 12.2 1.9
307 82 128 34 21 38 4
100.0 26.7 41.7 11.1 6.8 12.4 1.3
17 3 6 5 2 1 -

100.0 17.6 35.3 29.4 11.8 5.9 -
問３ - - - - - - -

- - - - - - -
2,364 621 982 271 199 252 39
100.0 26.3 41.5 11.5 8.4 10.7 1.6
- - - - - - -
- - - - - - -

問３付問１ 693 146 279 68 68 113 19
100.0 21.1 40.3 9.8 9.8 16.3 2.7
377 80 159 45 40 49 4
100.0 21.2 42.2 11.9 10.6 13.0 1.1
425 122 170 54 37 35 7
100.0 28.7 40.0 12.7 8.7 8.2 1.6
848 266 367 102 53 51 9
100.0 31.4 43.3 12.0 6.3 6.0 1.1
21 7 7 2 1 4 -

100.0 33.3 33.3 9.5 4.8 19.0 -
問５ 1,832 487 760 208 156 188 33

100.0 26.6 41.5 11.4 8.5 10.3 1.8
507 127 215 60 40 59 6
100.0 25.0 42.4 11.8 7.9 11.6 1.2
25 7 7 3 3 5 -

100.0 28.0 28.0 12.0 12.0 20.0 -
問５付問３ 1,595 432 653 178 133 169 30

100.0 27.1 40.9 11.2 8.3 10.6 1.9
136 31 60 19 13 10 3
100.0 22.8 44.1 14.0 9.6 7.4 2.2
101 24 47 11 10 9 -
100.0 23.8 46.5 10.9 9.9 8.9 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 743 202 283 87 69 86 16
100.0 27.2 38.1 11.7 9.3 11.6 2.2
263 70 106 34 19 26 8
100.0 26.6 40.3 12.9 7.2 9.9 3.0
705 187 317 73 55 64 9
100.0 26.5 45.0 10.4 7.8 9.1 1.3
20 4 7 3 3 3 -

100.0 20.0 35.0 15.0 15.0 15.0 -
問７ 1,347 362 536 147 114 154 34

100.0 26.9 39.8 10.9 8.5 11.4 2.5
706 175 319 78 64 66 4
100.0 24.8 45.2 11.0 9.1 9.3 0.6
289 78 119 43 20 28 1
100.0 27.0 41.2 14.9 6.9 9.7 0.3
22 6 8 3 1 4 -

100.0 27.3 36.4 13.6 4.5 18.2 -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問７－２．当該シフト制において、決められている期日はシフト初日のどのぐらい前としていますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－144－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

シ
フ
ト
案
を
作
成
す
る
前
に
労

働
者
の
希
望
を
聞
く

シ
フ
ト
案
を
作
成
後
、

シ
フ
ト

を
確
定
す
る
前
に
、

労
働
者
に

シ
フ
ト
案
を
示
し
、

意
見
を
聴

い
て
い
る

シ
フ
ト
が
確
定
し
た
後
で
も
異

議
が
あ
れ
ば
申
し
出
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る

使
用
者
側
が
一
方
的
に
シ
フ
ト

を
決
定
し
、

労
働
者
側
が
意
見

を
述
べ
る
機
会
や
確
認
、

調
整

を
行
う
機
会
は
な
い

そ
の
他

特
に
な
し

無
回
答

2,472 1,845 748 937 12 33 96 161
100.0 74.6 30.3 37.9 0.5 1.3 3.9 6.5

問１ａ - - - - - - - -
- - - - - - - -
27 18 8 5 1 1 2 1

100.0 66.7 29.6 18.5 3.7 3.7 7.4 3.7
190 92 58 68 3 6 16 12
100.0 48.4 30.5 35.8 1.6 3.2 8.4 6.3
2 1 2 1 - - - -

100.0 50.0 100.0 50.0 - - - -
32 16 13 9 1 1 3 1

100.0 50.0 40.6 28.1 3.1 3.1 9.4 3.1
220 120 64 88 3 3 25 20
100.0 54.5 29.1 40.0 1.4 1.4 11.4 9.1
324 251 117 129 - 5 11 20
100.0 77.5 36.1 39.8 - 1.5 3.4 6.2
20 14 5 8 - - 3 1

100.0 70.0 25.0 40.0 - - 15.0 5.0
15 14 5 8 - - - 1

100.0 93.3 33.3 53.3 - - - 6.7
12 9 4 4 - - 1 1

100.0 75.0 33.3 33.3 - - 8.3 8.3
240 189 83 94 1 1 5 15
100.0 78.8 34.6 39.2 0.4 0.4 2.1 6.3
99 76 31 36 1 1 6 4

100.0 76.8 31.3 36.4 1.0 1.0 6.1 4.0
57 40 19 24 - - 3 5

100.0 70.2 33.3 42.1 - - 5.3 8.8
919 796 219 326 2 11 14 54
100.0 86.6 23.8 35.5 0.2 1.2 1.5 5.9
46 26 19 22 - - 1 4

100.0 56.5 41.3 47.8 - - 2.2 8.7
250 171 95 110 - 4 5 22
100.0 68.4 38.0 44.0 - 1.6 2.0 8.8
19 12 6 5 - - 1 -

100.0 63.2 31.6 26.3 - - 5.3 -
問１ｂ 103 73 32 33 - - 3 6

100.0 70.9 31.1 32.0 - - 2.9 5.8
1,305 963 360 480 6 24 52 94
100.0 73.8 27.6 36.8 0.5 1.8 4.0 7.2
737 578 239 293 3 3 19 43
100.0 78.4 32.4 39.8 0.4 0.4 2.6 5.8
311 219 116 126 3 6 22 17
100.0 70.4 37.3 40.5 1.0 1.9 7.1 5.5
16 12 1 5 - - - 1

100.0 75.0 6.3 31.3 - - - 6.3
問３ - - - - - - - -

- - - - - - - -
2,472 1,845 748 937 12 33 96 161
100.0 74.6 30.3 37.9 0.5 1.3 3.9 6.5
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問３付問１ 525 324 184 200 4 10 30 42
100.0 61.7 35.0 38.1 0.8 1.9 5.7 8.0
420 311 125 159 2 4 21 22
100.0 74.0 29.8 37.9 0.5 1.0 5.0 5.2
500 384 134 180 2 7 13 41
100.0 76.8 26.8 36.0 0.4 1.4 2.6 8.2
1,005 810 298 390 4 11 31 53
100.0 80.6 29.7 38.8 0.4 1.1 3.1 5.3
22 16 7 8 - 1 1 3

100.0 72.7 31.8 36.4 - 4.5 4.5 13.6
問５ 1,911 1,429 594 730 9 28 72 124

100.0 74.8 31.1 38.2 0.5 1.5 3.8 6.5
534 393 145 194 3 5 22 37
100.0 73.6 27.2 36.3 0.6 0.9 4.1 6.9
27 23 9 13 - - 2 -

100.0 85.2 33.3 48.1 - - 7.4 -
問５付問３ 1,669 1,231 522 642 8 25 66 113

100.0 73.8 31.3 38.5 0.5 1.5 4.0 6.8
143 116 46 53 1 3 3 5
100.0 81.1 32.2 37.1 0.7 2.1 2.1 3.5
99 82 26 35 - - 3 6

100.0 82.8 26.3 35.4 - - 3.0 6.1
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 788 546 250 301 5 10 39 57
100.0 69.3 31.7 38.2 0.6 1.3 4.9 7.2
274 210 86 117 - 6 6 18
100.0 76.6 31.4 42.7 - 2.2 2.2 6.6
731 576 227 269 4 12 23 41
100.0 78.8 31.1 36.8 0.5 1.6 3.1 5.6
19 15 5 8 - - 1 2

100.0 78.9 26.3 42.1 - - 5.3 10.5
問７ 1,371 1,010 429 514 7 19 55 85

100.0 73.7 31.3 37.5 0.5 1.4 4.0 6.2
748 581 211 290 2 10 27 46
100.0 77.7 28.2 38.8 0.3 1.3 3.6 6.1
319 235 98 122 3 4 13 23
100.0 73.7 30.7 38.2 0.9 1.3 4.1 7.2
34 19 10 11 - - 1 7

100.0 55.9 29.4 32.4 - - 2.9 20.6

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問８．当該シフト制において、シフトを作成するにあたって、当該労働者の希望や意見の聴取等に関するルールはありますか（ＭＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－145－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

シ
フ
ト
案
を
作
成
す
る
前
に
労

働
者
の
希
望
を
聞
く

シ
フ
ト
案
を
作
成
後
、

シ
フ
ト

を
確
定
す
る
前
に
、

労
働
者
に

シ
フ
ト
案
を
示
し
、

意
見
を
聴

い
て
い
る

シ
フ
ト
が
確
定
し
た
後
で
も
異

議
が
あ
れ
ば
申
し
出
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る

使
用
者
側
が
一
方
的
に
シ
フ
ト

を
決
定
し
、

労
働
者
側
が
意
見

を
述
べ
る
機
会
や
確
認
、

調
整

を
行
う
機
会
は
な
い

そ
の
他

特
に
な
し

無
回
答

3,187 2,374 1,002 1,255 9 40 154 211
100.0 74.5 31.4 39.4 0.3 1.3 4.8 6.6

問１ａ - - - - - - - -
- - - - - - - -
40 23 9 9 1 2 5 5

100.0 57.5 22.5 22.5 2.5 5.0 12.5 12.5
237 129 68 91 2 4 26 17
100.0 54.4 28.7 38.4 0.8 1.7 11.0 7.2
6 2 3 3 - - - -

100.0 33.3 50.0 50.0 - - - -
45 24 19 16 1 1 2 5

100.0 53.3 42.2 35.6 2.2 2.2 4.4 11.1
253 140 74 87 1 2 31 23
100.0 55.3 29.2 34.4 0.4 0.8 12.3 9.1
426 328 153 172 - 7 20 24
100.0 77.0 35.9 40.4 - 1.6 4.7 5.6
33 20 12 15 - - 5 2

100.0 60.6 36.4 45.5 - - 15.2 6.1
27 23 13 14 - - - 2

100.0 85.2 48.1 51.9 - - - 7.4
22 14 6 6 - - 2 2

100.0 63.6 27.3 27.3 - - 9.1 9.1
282 231 103 117 - 1 5 15
100.0 81.9 36.5 41.5 - 0.4 1.8 5.3
126 105 41 50 - - 4 5
100.0 83.3 32.5 39.7 - - 3.2 4.0
130 84 46 57 2 3 13 7
100.0 64.6 35.4 43.8 1.5 2.3 10.0 5.4
1,086 931 283 411 1 12 19 75
100.0 85.7 26.1 37.8 0.1 1.1 1.7 6.9
67 44 23 30 - - 6 4

100.0 65.7 34.3 44.8 - - 9.0 6.0
385 260 142 168 1 8 15 25
100.0 67.5 36.9 43.6 0.3 2.1 3.9 6.5
22 16 7 9 - - 1 -

100.0 72.7 31.8 40.9 - - 4.5 -
問１ｂ 149 106 38 38 - 3 9 12

100.0 71.1 25.5 25.5 - 2.0 6.0 8.1
1,620 1,195 462 622 3 23 84 121
100.0 73.8 28.5 38.4 0.2 1.4 5.2 7.5
1,003 772 351 417 2 9 35 56
100.0 77.0 35.0 41.6 0.2 0.9 3.5 5.6
394 284 148 171 4 5 26 21
100.0 72.1 37.6 43.4 1.0 1.3 6.6 5.3
21 17 3 7 - - - 1

100.0 81.0 14.3 33.3 - - - 4.8
問３ - - - - - - - -

- - - - - - - -
3,187 2,374 1,002 1,255 9 40 154 211
100.0 74.5 31.4 39.4 0.3 1.3 4.8 6.6
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問３付問１ 1,101 741 375 446 6 18 83 76
100.0 67.3 34.1 40.5 0.5 1.6 7.5 6.9
489 361 149 192 - 6 22 31
100.0 73.8 30.5 39.3 - 1.2 4.5 6.3
540 412 157 205 1 4 13 50
100.0 76.3 29.1 38.0 0.2 0.7 2.4 9.3
1,026 838 312 402 2 11 31 53
100.0 81.7 30.4 39.2 0.2 1.1 3.0 5.2
31 22 9 10 - 1 5 1

100.0 71.0 29.0 32.3 - 3.2 16.1 3.2
問５ 2,448 1,842 802 980 8 29 108 155

100.0 75.2 32.8 40.0 0.3 1.2 4.4 6.3
705 505 189 258 1 11 44 55
100.0 71.6 26.8 36.6 0.1 1.6 6.2 7.8
34 27 11 17 - - 2 1

100.0 79.4 32.4 50.0 - - 5.9 2.9
問５付問３ 2,122 1,583 707 850 6 26 96 134

100.0 74.6 33.3 40.1 0.3 1.2 4.5 6.3
179 147 55 73 2 2 4 11
100.0 82.1 30.7 40.8 1.1 1.1 2.2 6.1
147 112 40 57 - 1 8 10
100.0 76.2 27.2 38.8 - 0.7 5.4 6.8
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 1,005 719 336 393 2 13 50 70
100.0 71.5 33.4 39.1 0.2 1.3 5.0 7.0
360 272 115 157 1 5 8 25
100.0 75.6 31.9 43.6 0.3 1.4 2.2 6.9
908 720 303 361 5 10 40 45
100.0 79.3 33.4 39.8 0.6 1.1 4.4 5.0
28 19 8 12 - - 2 5

100.0 67.9 28.6 42.9 - - 7.1 17.9
問７ 1,761 1,314 553 667 7 20 84 116

100.0 74.6 31.4 37.9 0.4 1.1 4.8 6.6
972 748 306 408 2 11 42 53
100.0 77.0 31.5 42.0 0.2 1.1 4.3 5.5
417 292 133 170 - 8 26 35
100.0 70.0 31.9 40.8 - 1.9 6.2 8.4
37 20 10 10 - 1 2 7

100.0 54.1 27.0 27.0 - 2.7 5.4 18.9

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問８．当該シフト制において、シフトを作成するにあたって、当該労働者の希望や意見の聴取等に関するルールはありますか（ＭＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－146－



当
該
労
働
者
の
希
望
や
意
見
の

聴
取
等
に
関
す
る
ル
ー

ル
が
あ

る

計

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し

て
い
る

あ
ら
か
じ
め
口
頭
で
明
示
し
て

い
る

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い

無
回
答

2,215 657 1,140 296 122
100.0 29.7 51.5 13.4 5.5

問１ａ - - - - -
- - - - -
24 6 9 6 3

100.0 25.0 37.5 25.0 12.5
162 53 73 29 7
100.0 32.7 45.1 17.9 4.3
2 1 1 - -

100.0 50.0 50.0 - -
28 10 12 4 2

100.0 35.7 42.9 14.3 7.1
175 61 82 26 6
100.0 34.9 46.9 14.9 3.4
293 94 128 53 18
100.0 32.1 43.7 18.1 6.1
16 5 10 - 1

100.0 31.3 62.5 - 6.3
14 5 9 - -

100.0 35.7 64.3 - -
10 3 4 2 1

100.0 30.0 40.0 20.0 10.0
220 64 106 34 16
100.0 29.1 48.2 15.5 7.3
89 22 49 12 6

100.0 24.7 55.1 13.5 6.7
49 13 27 7 2

100.0 26.5 55.1 14.3 4.1
851 233 488 84 46
100.0 27.4 57.3 9.9 5.4
41 14 20 4 3

100.0 34.1 48.8 9.8 7.3
223 66 115 32 10
100.0 29.6 51.6 14.3 4.5
18 7 7 3 1

100.0 38.9 38.9 16.7 5.6
問１ｂ 94 23 55 8 8

100.0 24.5 58.5 8.5 8.5
1,159 328 623 149 59
100.0 28.3 53.8 12.9 5.1
675 214 337 87 37
100.0 31.7 49.9 12.9 5.5
272 84 121 51 16
100.0 30.9 44.5 18.8 5.9
15 8 4 1 2

100.0 53.3 26.7 6.7 13.3
問３ - - - - -

- - - - -
2,215 657 1,140 296 122
100.0 29.7 51.5 13.4 5.5
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 453 131 219 75 28
100.0 28.9 48.3 16.6 6.2
377 110 194 47 26
100.0 29.2 51.5 12.5 6.9
446 135 227 53 31
100.0 30.3 50.9 11.9 7.0
921 272 491 121 37
100.0 29.5 53.3 13.1 4.0
18 9 9 - -

100.0 50.0 50.0 - -
問５ 1,715 507 874 240 94

100.0 29.6 51.0 14.0 5.5
475 143 254 52 26
100.0 30.1 53.5 10.9 5.5
25 7 12 4 2

100.0 28.0 48.0 16.0 8.0
問５付問３ 1,490 448 759 202 81

100.0 30.1 50.9 13.6 5.4
135 42 57 28 8
100.0 31.1 42.2 20.7 5.9
90 17 58 10 5

100.0 18.9 64.4 11.1 5.6
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 692 232 322 98 40
100.0 33.5 46.5 14.2 5.8
250 71 116 45 18
100.0 28.4 46.4 18.0 7.2
667 183 369 85 30
100.0 27.4 55.3 12.7 4.5
16 4 9 2 1

100.0 25.0 56.3 12.5 6.3
問７ 1,231 391 605 158 77

100.0 31.8 49.1 12.8 6.3
675 173 371 97 34
100.0 25.6 55.0 14.4 5.0
283 85 152 37 9
100.0 30.0 53.7 13.1 3.2
26 8 12 4 2

100.0 30.8 46.2 15.4 7.7

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問８－１．労働条件明示の際に、労働者の希望や意見の聴取等に関するルールについて、当該労働者に示しましたか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－147－



当
該
労
働
者
の
希
望
や
意
見
の

聴
取
等
に
関
す
る
ル
ー

ル
が
あ

る

計

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し

て
い
る

あ
ら
か
じ
め
口
頭
で
明
示
し
て

い
る

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い

無
回
答

2,822 846 1,483 365 128
100.0 30.0 52.6 12.9 4.5

問１ａ - - - - -
- - - - -
30 10 13 6 1

100.0 33.3 43.3 20.0 3.3
194 64 97 30 3
100.0 33.0 50.0 15.5 1.5
6 1 5 - -

100.0 16.7 83.3 - -
38 15 19 3 1

100.0 39.5 50.0 7.9 2.6
199 78 83 30 8
100.0 39.2 41.7 15.1 4.0
382 113 187 59 23
100.0 29.6 49.0 15.4 6.0
26 8 16 1 1

100.0 30.8 61.5 3.8 3.8
25 5 18 1 1

100.0 20.0 72.0 4.0 4.0
18 4 10 3 1

100.0 22.2 55.6 16.7 5.6
262 77 131 36 18
100.0 29.4 50.0 13.7 6.9
117 30 67 15 5
100.0 25.6 57.3 12.8 4.3
110 33 55 18 4
100.0 30.0 50.0 16.4 3.6
992 281 567 100 44
100.0 28.3 57.2 10.1 4.4
57 19 30 5 3

100.0 33.3 52.6 8.8 5.3
345 101 176 55 13
100.0 29.3 51.0 15.9 3.8
21 7 9 3 2

100.0 33.3 42.9 14.3 9.5
問１ｂ 128 35 74 10 9

100.0 27.3 57.8 7.8 7.0
1,415 417 760 181 57
100.0 29.5 53.7 12.8 4.0
912 271 491 108 42
100.0 29.7 53.8 11.8 4.6
347 114 150 65 18
100.0 32.9 43.2 18.7 5.2
20 9 8 1 2

100.0 45.0 40.0 5.0 10.0
問３ - - - - -

- - - - -
2,822 846 1,483 365 128
100.0 30.0 52.6 12.9 4.5
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 942 300 476 132 34
100.0 31.8 50.5 14.0 3.6
436 123 233 53 27
100.0 28.2 53.4 12.2 6.2
477 143 251 55 28
100.0 30.0 52.6 11.5 5.9
942 270 510 124 38
100.0 28.7 54.1 13.2 4.0
25 10 13 1 1

100.0 40.0 52.0 4.0 4.0
問５ 2,185 647 1,139 297 102

100.0 29.6 52.1 13.6 4.7
606 189 329 64 24
100.0 31.2 54.3 10.6 4.0
31 10 15 4 2

100.0 32.3 48.4 12.9 6.5
問５付問３ 1,892 572 976 253 91

100.0 30.2 51.6 13.4 4.8
164 47 83 29 5
100.0 28.7 50.6 17.7 3.0
129 28 80 15 6
100.0 21.7 62.0 11.6 4.7
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 885 282 435 122 46
100.0 31.9 49.2 13.8 5.2
327 90 164 54 19
100.0 27.5 50.2 16.5 5.8
823 243 447 104 29
100.0 29.5 54.3 12.6 3.5
21 4 13 2 2

100.0 19.0 61.9 9.5 9.5
問７ 1,561 506 781 198 76

100.0 32.4 50.0 12.7 4.9
877 221 495 122 39
100.0 25.2 56.4 13.9 4.4
356 109 195 41 11
100.0 30.6 54.8 11.5 3.1
28 10 12 4 2

100.0 35.7 42.9 14.3 7.1

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問８－１．労働条件明示の際に、労働者の希望や意見の聴取等に関するルールについて、当該労働者に示しましたか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－148－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

あ
る
（

決
め
ら
れ
て
い
る
）

と

回
答
し
た
ル
ー

ル
に
つ
い
て

は
、

全
部
又
は
一
部
が
記
載
さ

れ
て
い
る

い
ず
れ
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い

（

い
ず
れ
の
ル
ー

ル
も
な
い
と

回
答
し
た
場
合
を
含
む
）

就
業
規
則
等
を
作
成
し
て
い
な

い 無
回
答

2,472 1,703 485 56 228
100.0 68.9 19.6 2.3 9.2

問１ａ - - - - -
- - - - -
27 19 5 - 3

100.0 70.4 18.5 - 11.1
190 125 38 10 17
100.0 65.8 20.0 5.3 8.9
2 2 - - -

100.0 100.0 - - -
32 24 5 2 1

100.0 75.0 15.6 6.3 3.1
220 148 45 4 23
100.0 67.3 20.5 1.8 10.5
324 237 56 4 27
100.0 73.1 17.3 1.2 8.3
20 17 1 1 1

100.0 85.0 5.0 5.0 5.0
15 11 3 - 1

100.0 73.3 20.0 - 6.7
12 8 2 1 1

100.0 66.7 16.7 8.3 8.3
240 181 31 5 23
100.0 75.4 12.9 2.1 9.6
99 71 20 2 6

100.0 71.7 20.2 2.0 6.1
57 32 20 1 4

100.0 56.1 35.1 1.8 7.0
919 633 181 18 87
100.0 68.9 19.7 2.0 9.5
46 29 11 2 4

100.0 63.0 23.9 4.3 8.7
250 153 63 6 28
100.0 61.2 25.2 2.4 11.2
19 13 4 - 2

100.0 68.4 21.1 - 10.5
問１ｂ 103 77 18 - 8

100.0 74.8 17.5 - 7.8
1,305 875 254 39 137
100.0 67.0 19.5 3.0 10.5
737 519 147 12 59
100.0 70.4 19.9 1.6 8.0
311 220 65 3 23
100.0 70.7 20.9 1.0 7.4
16 12 1 2 1

100.0 75.0 6.3 12.5 6.3
問３ - - - - -

- - - - -
2,472 1,703 485 56 228
100.0 68.9 19.6 2.3 9.2
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 525 319 133 20 53
100.0 60.8 25.3 3.8 10.1
420 273 95 6 46
100.0 65.0 22.6 1.4 11.0
500 341 98 9 52
100.0 68.2 19.6 1.8 10.4
1,005 757 154 21 73
100.0 75.3 15.3 2.1 7.3
22 13 5 - 4

100.0 59.1 22.7 - 18.2
問５ 1,911 1,338 358 41 174

100.0 70.0 18.7 2.1 9.1
534 345 122 14 53
100.0 64.6 22.8 2.6 9.9
27 20 5 1 1

100.0 74.1 18.5 3.7 3.7
問５付問３ 1,669 1,168 305 39 157

100.0 70.0 18.3 2.3 9.4
143 100 31 2 10
100.0 69.9 21.7 1.4 7.0
99 70 22 - 7

100.0 70.7 22.2 - 7.1
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 788 564 134 20 70
100.0 71.6 17.0 2.5 8.9
274 203 48 1 22
100.0 74.1 17.5 0.4 8.0
731 489 152 19 71
100.0 66.9 20.8 2.6 9.7
19 12 2 1 4

100.0 63.2 10.5 5.3 21.1
問７ 1,371 966 254 28 123

100.0 70.5 18.5 2.0 9.0
748 509 154 19 66
100.0 68.0 20.6 2.5 8.8
319 208 72 7 32
100.0 65.2 22.6 2.2 10.0
34 20 5 2 7

100.0 58.8 14.7 5.9 20.6

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問９．当該シフト制において、シフト制に関するルールについて、就業規則等にも記載されていますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－149－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

あ
る
（

決
め
ら
れ
て
い
る
）

と

回
答
し
た
ル
ー

ル
に
つ
い
て

は
、

全
部
又
は
一
部
が
記
載
さ

れ
て
い
る

い
ず
れ
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い

（

い
ず
れ
の
ル
ー

ル
も
な
い
と

回
答
し
た
場
合
を
含
む
）

就
業
規
則
等
を
作
成
し
て
い
な

い 無
回
答

3,187 1,893 879 120 295
100.0 59.4 27.6 3.8 9.3

問１ａ - - - - -
- - - - -
40 18 14 1 7

100.0 45.0 35.0 2.5 17.5
237 124 74 18 21
100.0 52.3 31.2 7.6 8.9
6 4 - 2 -

100.0 66.7 - 33.3 -
45 24 13 3 5

100.0 53.3 28.9 6.7 11.1
253 147 72 7 27
100.0 58.1 28.5 2.8 10.7
426 267 114 12 33
100.0 62.7 26.8 2.8 7.7
33 23 7 1 2

100.0 69.7 21.2 3.0 6.1
27 17 8 - 2

100.0 63.0 29.6 - 7.4
22 14 4 1 3

100.0 63.6 18.2 4.5 13.6
282 196 53 11 22
100.0 69.5 18.8 3.9 7.8
126 75 38 5 8
100.0 59.5 30.2 4.0 6.3
130 53 60 8 9
100.0 40.8 46.2 6.2 6.9
1,086 668 275 32 111
100.0 61.5 25.3 2.9 10.2
67 37 23 3 4

100.0 55.2 34.3 4.5 6.0
385 214 116 16 39
100.0 55.6 30.1 4.2 10.1
22 12 8 - 2

100.0 54.5 36.4 - 9.1
問１ｂ 149 89 43 3 14

100.0 59.7 28.9 2.0 9.4
1,620 937 438 72 173
100.0 57.8 27.0 4.4 10.7
1,003 598 295 30 80
100.0 59.6 29.4 3.0 8.0
394 256 99 12 27
100.0 65.0 25.1 3.0 6.9
21 13 4 3 1

100.0 61.9 19.0 14.3 4.8
問３ - - - - -

- - - - -
3,187 1,893 879 120 295
100.0 59.4 27.6 3.8 9.3
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 1,101 519 413 70 99
100.0 47.1 37.5 6.4 9.0
489 283 143 12 51
100.0 57.9 29.2 2.5 10.4
540 336 126 10 68
100.0 62.2 23.3 1.9 12.6
1,026 739 189 24 74
100.0 72.0 18.4 2.3 7.2
31 16 8 4 3

100.0 51.6 25.8 12.9 9.7
問５ 2,448 1,475 670 85 218

100.0 60.3 27.4 3.5 8.9
705 395 202 34 74
100.0 56.0 28.7 4.8 10.5
34 23 7 1 3

100.0 67.6 20.6 2.9 8.8
問５付問３ 2,122 1,286 570 74 192

100.0 60.6 26.9 3.5 9.0
179 107 55 4 13
100.0 59.8 30.7 2.2 7.3
147 82 45 7 13
100.0 55.8 30.6 4.8 8.8
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 1,005 618 267 35 85
100.0 61.5 26.6 3.5 8.5
360 227 94 8 31
100.0 63.1 26.1 2.2 8.6
908 537 259 31 81
100.0 59.1 28.5 3.4 8.9
28 11 5 4 8

100.0 39.3 17.9 14.3 28.6
問７ 1,761 1,086 451 62 162

100.0 61.7 25.6 3.5 9.2
972 563 293 34 82
100.0 57.9 30.1 3.5 8.4
417 224 128 21 44
100.0 53.7 30.7 5.0 10.6
37 20 7 3 7

100.0 54.1 18.9 8.1 18.9

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問９．当該シフト制において、シフト制に関するルールについて、就業規則等にも記載されていますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－150－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

期
日
を
決
め
て
い
る

期
日
を
決
め
て
い
な
い

無
回
答

2,472 436 1,849 187
100.0 17.6 74.8 7.6

問１ａ - - - -
- - - -
27 10 16 1

100.0 37.0 59.3 3.7
190 31 142 17
100.0 16.3 74.7 8.9
2 - 2 -

100.0 - 100.0 -
32 9 22 1

100.0 28.1 68.8 3.1
220 36 163 21
100.0 16.4 74.1 9.5
324 58 243 23
100.0 17.9 75.0 7.1
20 4 15 1

100.0 20.0 75.0 5.0
15 2 12 1

100.0 13.3 80.0 6.7
12 3 8 1

100.0 25.0 66.7 8.3
240 51 175 14
100.0 21.3 72.9 5.8
99 22 73 4

100.0 22.2 73.7 4.0
57 11 42 4

100.0 19.3 73.7 7.0
919 151 698 70
100.0 16.4 76.0 7.6
46 3 39 4

100.0 6.5 84.8 8.7
250 42 184 24
100.0 16.8 73.6 9.6
19 3 15 1

100.0 15.8 78.9 5.3
問１ｂ 103 11 84 8

100.0 10.7 81.6 7.8
1,305 216 981 108
100.0 16.6 75.2 8.3
737 131 556 50
100.0 17.8 75.4 6.8
311 75 216 20
100.0 24.1 69.5 6.4
16 3 12 1

100.0 18.8 75.0 6.3
問３ - - - -

- - - -
2,472 436 1,849 187
100.0 17.6 74.8 7.6
- - - -
- - - -

問３付問１ 525 82 395 48
100.0 15.6 75.2 9.1
420 79 309 32
100.0 18.8 73.6 7.6
500 92 367 41
100.0 18.4 73.4 8.2
1,005 176 766 63
100.0 17.5 76.2 6.3
22 7 12 3

100.0 31.8 54.5 13.6
問５ 1,911 356 1,412 143

100.0 18.6 73.9 7.5
534 75 416 43
100.0 14.0 77.9 8.1
27 5 21 1

100.0 18.5 77.8 3.7
問５付問３ 1,669 313 1,226 130

100.0 18.8 73.5 7.8
143 30 107 6
100.0 21.0 74.8 4.2
99 13 79 7

100.0 13.1 79.8 7.1
- - - -
- - - -

問5付問3-4 788 173 553 62
100.0 22.0 70.2 7.9
274 44 209 21
100.0 16.1 76.3 7.7
731 120 561 50
100.0 16.4 76.7 6.8
19 6 10 3

100.0 31.6 52.6 15.8
問７ 1,371 262 1,011 98

100.0 19.1 73.7 7.1
748 127 565 56
100.0 17.0 75.5 7.5
319 43 249 27
100.0 13.5 78.1 8.5
34 4 24 6

100.0 11.8 70.6 17.6

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問１０．当該シフト制において、労働者にシフトのキャンセルを通知する期日に関して、ルールはありますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－151－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

期
日
を
決
め
て
い
る

期
日
を
決
め
て
い
な
い

無
回
答

3,187 536 2,416 235
100.0 16.8 75.8 7.4

問１ａ - - - -
- - - -
40 7 29 4

100.0 17.5 72.5 10.0
237 32 186 19
100.0 13.5 78.5 8.0
6 1 5 -

100.0 16.7 83.3 -
45 13 27 5

100.0 28.9 60.0 11.1
253 43 187 23
100.0 17.0 73.9 9.1
426 66 335 25
100.0 15.5 78.6 5.9
33 5 26 2

100.0 15.2 78.8 6.1
27 4 20 3

100.0 14.8 74.1 11.1
22 1 19 2

100.0 4.5 86.4 9.1
282 61 206 15
100.0 21.6 73.0 5.3
126 23 96 7
100.0 18.3 76.2 5.6
130 16 108 6
100.0 12.3 83.1 4.6
1,086 176 821 89
100.0 16.2 75.6 8.2
67 6 57 4

100.0 9.0 85.1 6.0
385 78 276 31
100.0 20.3 71.7 8.1
22 4 18 -

100.0 18.2 81.8 -
問１ｂ 149 21 113 15

100.0 14.1 75.8 10.1
1,620 252 1,231 137
100.0 15.6 76.0 8.5
1,003 176 766 61
100.0 17.5 76.4 6.1
394 83 290 21
100.0 21.1 73.6 5.3
21 4 16 1

100.0 19.0 76.2 4.8
問３ - - - -

- - - -
3,187 536 2,416 235
100.0 16.8 75.8 7.4
- - - -
- - - -

問３付問１ 1,101 167 853 81
100.0 15.2 77.5 7.4
489 89 363 37
100.0 18.2 74.2 7.6
540 98 392 50
100.0 18.1 72.6 9.3
1,026 172 788 66
100.0 16.8 76.8 6.4
31 10 20 1

100.0 32.3 64.5 3.2
問５ 2,448 431 1,842 175

100.0 17.6 75.2 7.1
705 99 547 59
100.0 14.0 77.6 8.4
34 6 27 1

100.0 17.6 79.4 2.9
問５付問３ 2,122 377 1,593 152

100.0 17.8 75.1 7.2
179 35 133 11
100.0 19.6 74.3 6.1
147 19 116 12
100.0 12.9 78.9 8.2
- - - -
- - - -

問5付問3-4 1,005 209 718 78
100.0 20.8 71.4 7.8
360 50 284 26
100.0 13.9 78.9 7.2
908 148 707 53
100.0 16.3 77.9 5.8
28 5 17 6

100.0 17.9 60.7 21.4
問７ 1,761 322 1,314 125

100.0 18.3 74.6 7.1
972 156 751 65
100.0 16.0 77.3 6.7
417 53 325 39
100.0 12.7 77.9 9.4
37 5 26 6

100.0 13.5 70.3 16.2

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問１０．当該シフト制において、労働者にシフトのキャンセルを通知する期日に関して、ルールはありますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－152－



期
日
を
決
め
て
い
る

計

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し

て
い
る

あ
ら
か
じ
め
口
頭
で
明
示
し
て

い
る

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い

無
回
答

436 212 200 23 1
100.0 48.6 45.9 5.3 0.2

問１ａ - - - - -
- - - - -
10 6 3 1 -

100.0 60.0 30.0 10.0 -
31 16 12 3 -

100.0 51.6 38.7 9.7 -
- - - - -
- - - - -
9 5 3 1 -

100.0 55.6 33.3 11.1 -
36 22 12 2 -

100.0 61.1 33.3 5.6 -
58 35 19 4 -

100.0 60.3 32.8 6.9 -
4 2 2 - -

100.0 50.0 50.0 - -
2 2 - - -

100.0 100.0 - - -
3 1 1 1 -

100.0 33.3 33.3 33.3 -
51 24 21 6 -

100.0 47.1 41.2 11.8 -
22 7 14 1 -

100.0 31.8 63.6 4.5 -
11 8 3 - -

100.0 72.7 27.3 - -
151 67 82 2 -
100.0 44.4 54.3 1.3 -
3 1 2 - -

100.0 33.3 66.7 - -
42 15 24 2 1

100.0 35.7 57.1 4.8 2.4
3 1 2 - -

100.0 33.3 66.7 - -
問１ｂ 11 6 4 1 -

100.0 54.5 36.4 9.1 -
216 107 97 11 1
100.0 49.5 44.9 5.1 0.5
131 53 70 8 -
100.0 40.5 53.4 6.1 -
75 45 27 3 -

100.0 60.0 36.0 4.0 -
3 1 2 - -

100.0 33.3 66.7 - -
問３ - - - - -

- - - - -
436 212 200 23 1
100.0 48.6 45.9 5.3 0.2
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 82 38 37 7 -
100.0 46.3 45.1 8.5 -
79 35 38 6 -

100.0 44.3 48.1 7.6 -
92 43 45 3 1

100.0 46.7 48.9 3.3 1.1
176 90 79 7 -
100.0 51.1 44.9 4.0 -
7 6 1 - -

100.0 85.7 14.3 - -
問５ 356 169 166 21 -

100.0 47.5 46.6 5.9 -
75 40 32 2 1

100.0 53.3 42.7 2.7 1.3
5 3 2 - -

100.0 60.0 40.0 - -
問５付問３ 313 148 148 17 -

100.0 47.3 47.3 5.4 -
30 14 12 4 -

100.0 46.7 40.0 13.3 -
13 7 6 - -

100.0 53.8 46.2 - -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 173 84 74 15 -
100.0 48.6 42.8 8.7 -
44 22 20 2 -

100.0 50.0 45.5 4.5 -
120 53 63 4 -
100.0 44.2 52.5 3.3 -
6 3 3 - -

100.0 50.0 50.0 - -
問７ 262 134 114 14 -

100.0 51.1 43.5 5.3 -
127 55 65 7 -
100.0 43.3 51.2 5.5 -
43 21 19 2 1

100.0 48.8 44.2 4.7 2.3
4 2 2 - -

100.0 50.0 50.0 - -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問１０－１．労働条件明示の際に、シフトのキャンセルの期日について、労働者に示しましたか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－153－



期
日
を
決
め
て
い
る

計

あ
ら
か
じ
め
文
書
等
で
明
示
し

て
い
る

あ
ら
か
じ
め
口
頭
で
明
示
し
て

い
る

あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
な
い

無
回
答

536 247 263 24 2
100.0 46.1 49.1 4.5 0.4

問１ａ - - - - -
- - - - -
7 4 2 1 -

100.0 57.1 28.6 14.3 -
32 16 14 2 -

100.0 50.0 43.8 6.3 -
1 1 - - -

100.0 100.0 - - -
13 8 4 1 -

100.0 61.5 30.8 7.7 -
43 24 16 2 1

100.0 55.8 37.2 4.7 2.3
66 34 28 4 -

100.0 51.5 42.4 6.1 -
5 3 2 - -

100.0 60.0 40.0 - -
4 4 - - -

100.0 100.0 - - -
1 - 1 - -

100.0 - 100.0 - -
61 28 27 6 -

100.0 45.9 44.3 9.8 -
23 8 13 2 -

100.0 34.8 56.5 8.7 -
16 10 6 - -

100.0 62.5 37.5 - -
176 75 97 4 -
100.0 42.6 55.1 2.3 -
6 2 4 - -

100.0 33.3 66.7 - -
78 28 47 2 1

100.0 35.9 60.3 2.6 1.3
4 2 2 - -

100.0 50.0 50.0 - -
問１ｂ 21 9 11 1 -

100.0 42.9 52.4 4.8 -
252 121 117 13 1
100.0 48.0 46.4 5.2 0.4
176 72 97 6 1
100.0 40.9 55.1 3.4 0.6
83 44 36 3 -

100.0 53.0 43.4 3.6 -
4 1 2 1 -

100.0 25.0 50.0 25.0 -
問３ - - - - -

- - - - -
536 247 263 24 2
100.0 46.1 49.1 4.5 0.4
- - - - -
- - - - -

問３付問１ 167 71 87 9 -
100.0 42.5 52.1 5.4 -
89 35 48 6 -

100.0 39.3 53.9 6.7 -
98 45 49 2 2

100.0 45.9 50.0 2.0 2.0
172 88 77 7 -
100.0 51.2 44.8 4.1 -
10 8 2 - -

100.0 80.0 20.0 - -
問５ 431 196 213 21 1

100.0 45.5 49.4 4.9 0.2
99 48 47 3 1

100.0 48.5 47.5 3.0 1.0
6 3 3 - -

100.0 50.0 50.0 - -
問５付問３ 377 169 189 18 1

100.0 44.8 50.1 4.8 0.3
35 16 16 3 -

100.0 45.7 45.7 8.6 -
19 11 8 - -

100.0 57.9 42.1 - -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 209 100 96 13 -
100.0 47.8 45.9 6.2 -
50 23 25 2 -

100.0 46.0 50.0 4.0 -
148 59 82 6 1
100.0 39.9 55.4 4.1 0.7
5 3 2 - -

100.0 60.0 40.0 - -
問７ 322 157 153 12 -

100.0 48.8 47.5 3.7 -
156 64 81 10 1
100.0 41.0 51.9 6.4 0.6
53 23 27 2 1

100.0 43.4 50.9 3.8 1.9
5 3 2 - -

100.0 60.0 40.0 - -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問１０－１．労働条件明示の際に、シフトのキャンセルの期日について、労働者に示しましたか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－154－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

キ
ャ

ン
セ
ル
し
た
こ
と
が
あ
る

キ
ャ

ン
セ
ル
し
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

2,472 852 1,417 203
100.0 34.5 57.3 8.2

問１ａ - - - -
- - - -
27 8 18 1

100.0 29.6 66.7 3.7
190 75 96 19
100.0 39.5 50.5 10.0
2 - 2 -

100.0 - 100.0 -
32 11 19 2

100.0 34.4 59.4 6.3
220 84 114 22
100.0 38.2 51.8 10.0
324 113 184 27
100.0 34.9 56.8 8.3
20 1 17 2

100.0 5.0 85.0 10.0
15 5 9 1

100.0 33.3 60.0 6.7
12 2 8 2

100.0 16.7 66.7 16.7
240 159 64 17
100.0 66.3 26.7 7.1
99 48 45 6

100.0 48.5 45.5 6.1
57 15 38 4

100.0 26.3 66.7 7.0
919 229 619 71
100.0 24.9 67.4 7.7
46 9 33 4

100.0 19.6 71.7 8.7
250 87 139 24
100.0 34.8 55.6 9.6
19 6 12 1

100.0 31.6 63.2 5.3
問１ｂ 103 27 67 9

100.0 26.2 65.0 8.7
1,305 416 770 119
100.0 31.9 59.0 9.1
737 267 416 54
100.0 36.2 56.4 7.3
311 138 153 20
100.0 44.4 49.2 6.4
16 4 11 1

100.0 25.0 68.8 6.3
問３ - - - -

- - - -
2,472 852 1,417 203
100.0 34.5 57.3 8.2
- - - -
- - - -

問３付問１ 525 152 316 57
100.0 29.0 60.2 10.9
420 136 249 35
100.0 32.4 59.3 8.3
500 164 290 46
100.0 32.8 58.0 9.2
1,005 396 547 62
100.0 39.4 54.4 6.2
22 4 15 3

100.0 18.2 68.2 13.6
問５ 1,911 750 1,006 155

100.0 39.2 52.6 8.1
534 93 394 47
100.0 17.4 73.8 8.8
27 9 17 1

100.0 33.3 63.0 3.7
問５付問３ 1,669 664 865 140

100.0 39.8 51.8 8.4
143 61 76 6
100.0 42.7 53.1 4.2
99 25 65 9

100.0 25.3 65.7 9.1
- - - -
- - - -

問5付問3-4 788 363 357 68
100.0 46.1 45.3 8.6
274 135 117 22
100.0 49.3 42.7 8.0
731 220 459 52
100.0 30.1 62.8 7.1
19 7 8 4

100.0 36.8 42.1 21.1
問７ 1,371 505 755 111

100.0 36.8 55.1 8.1
748 253 436 59
100.0 33.8 58.3 7.9
319 85 207 27
100.0 26.6 64.9 8.5
34 9 19 6

100.0 26.5 55.9 17.6

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問１１．当該シフト制において、直近２年間でシフト確定後に、事業主の都合でシフトの一部又は全部をキャンセルしたことはありますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－155－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

キ
ャ

ン
セ
ル
し
た
こ
と
が
あ
る

キ
ャ

ン
セ
ル
し
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

3,187 1,202 1,729 256
100.0 37.7 54.3 8.0

問１ａ - - - -
- - - -
40 12 24 4

100.0 30.0 60.0 10.0
237 92 124 21
100.0 38.8 52.3 8.9
6 1 5 -

100.0 16.7 83.3 -
45 14 25 6

100.0 31.1 55.6 13.3
253 93 132 28
100.0 36.8 52.2 11.1
426 160 235 31
100.0 37.6 55.2 7.3
33 3 27 3

100.0 9.1 81.8 9.1
27 15 9 3

100.0 55.6 33.3 11.1
22 2 17 3

100.0 9.1 77.3 13.6
282 196 69 17
100.0 69.5 24.5 6.0
126 61 57 8
100.0 48.4 45.2 6.3
130 60 64 6
100.0 46.2 49.2 4.6
1,086 313 684 89
100.0 28.8 63.0 8.2
67 16 47 4

100.0 23.9 70.1 6.0
385 158 195 32
100.0 41.0 50.6 8.3
22 6 15 1

100.0 27.3 68.2 4.5
問１ｂ 149 37 97 15

100.0 24.8 65.1 10.1
1,620 551 921 148
100.0 34.0 56.9 9.1
1,003 406 528 69
100.0 40.5 52.6 6.9
394 202 169 23
100.0 51.3 42.9 5.8
21 6 14 1

100.0 28.6 66.7 4.8
問３ - - - -

- - - -
3,187 1,202 1,729 256
100.0 37.7 54.3 8.0
- - - -
- - - -

問３付問１ 1,101 355 652 94
100.0 32.2 59.2 8.5
489 192 258 39
100.0 39.3 52.8 8.0
540 201 282 57
100.0 37.2 52.2 10.6
1,026 447 514 65
100.0 43.6 50.1 6.3
31 7 23 1

100.0 22.6 74.2 3.2
問５ 2,448 1,069 1,186 193

100.0 43.7 48.4 7.9
705 121 522 62
100.0 17.2 74.0 8.8
34 12 21 1

100.0 35.3 61.8 2.9
問５付問３ 2,122 928 1,027 167

100.0 43.7 48.4 7.9
179 91 77 11
100.0 50.8 43.0 6.1
147 50 82 15
100.0 34.0 55.8 10.2
- - - -
- - - -

問5付問3-4 1,005 483 435 87
100.0 48.1 43.3 8.7
360 199 133 28
100.0 55.3 36.9 7.8
908 329 523 56
100.0 36.2 57.6 6.2
28 8 13 7

100.0 28.6 46.4 25.0
問７ 1,761 699 923 139

100.0 39.7 52.4 7.9
972 384 517 71
100.0 39.5 53.2 7.3
417 107 270 40
100.0 25.7 64.7 9.6
37 12 19 6

100.0 32.4 51.4 16.2

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問１１．当該シフト制において、直近２年間でシフト確定後に、事業主の都合でシフトの一部又は全部をキャンセルしたことはありますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－156－



キ
ャ

ン
セ
ル
し
た
こ
と
が
あ
る

計 キ
ャ

ン
セ
ル
さ
れ
た
勤
務
日
相

当
の
賃
金
全
額
を
支
給
し
て
い

る キ
ャ

ン
セ
ル
さ
れ
た
勤
務
日
相

当
の
賃
金
の
６
割
以
上
１
０
割

未
満
の
手
当
を
支
給
し
て
い
る

キ
ャ

ン
セ
ル
さ
れ
た
勤
務
日
相

当
の
賃
金
の
６
割
未
満
の
手
当

を
支
給
し
て
い
る

代
わ
り
の
勤
務
日
（

シ
フ
ト
）

を
用
意
し
て
い
る

そ
の
他

特
に
な
し

無
回
答

852 183 144 2 459 22 18 24
100.0 21.5 16.9 0.2 53.9 2.6 2.1 2.8

問１ａ - - - - - - - -
- - - - - - - -
8 - - - 8 - - -

100.0 - - - 100.0 - - -
75 11 7 - 47 2 2 6

100.0 14.7 9.3 - 62.7 2.7 2.7 8.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
11 3 1 - 7 - - -

100.0 27.3 9.1 - 63.6 - - -
84 15 19 - 45 2 2 1

100.0 17.9 22.6 - 53.6 2.4 2.4 1.2
113 25 26 - 53 3 3 3
100.0 22.1 23.0 - 46.9 2.7 2.7 2.7
1 - - - 1 - - -

100.0 - - - 100.0 - - -
5 3 1 - 1 - - -

100.0 60.0 20.0 - 20.0 - - -
2 1 - - 1 - - -

100.0 50.0 - - 50.0 - - -
159 58 27 - 60 2 6 6
100.0 36.5 17.0 - 37.7 1.3 3.8 3.8
48 13 12 - 21 - 1 1

100.0 27.1 25.0 - 43.8 - 2.1 2.1
15 7 - - 8 - - -

100.0 46.7 - - 53.3 - - -
229 30 37 1 146 7 2 6
100.0 13.1 16.2 0.4 63.8 3.1 0.9 2.6
9 2 1 - 5 - 1 -

100.0 22.2 11.1 - 55.6 - 11.1 -
87 14 13 1 52 5 1 1

100.0 16.1 14.9 1.1 59.8 5.7 1.1 1.1
6 1 - - 4 1 - -

100.0 16.7 - - 66.7 16.7 - -
問１ｂ 27 5 4 - 16 1 1 -

100.0 18.5 14.8 - 59.3 3.7 3.7 -
416 88 57 1 234 14 11 11
100.0 21.2 13.7 0.2 56.3 3.4 2.6 2.6
267 55 55 1 143 4 2 7
100.0 20.6 20.6 0.4 53.6 1.5 0.7 2.6
138 34 28 - 63 3 4 6
100.0 24.6 20.3 - 45.7 2.2 2.9 4.3
4 1 - - 3 - - -

100.0 25.0 - - 75.0 - - -
問３ - - - - - - - -

- - - - - - - -
852 183 144 2 459 22 18 24
100.0 21.5 16.9 0.2 53.9 2.6 2.1 2.8
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問３付問１ 152 23 16 - 98 6 5 4
100.0 15.1 10.5 - 64.5 3.9 3.3 2.6
136 28 25 1 77 1 2 2
100.0 20.6 18.4 0.7 56.6 0.7 1.5 1.5
164 41 14 - 90 6 4 9
100.0 25.0 8.5 - 54.9 3.7 2.4 5.5
396 91 89 1 190 9 7 9
100.0 23.0 22.5 0.3 48.0 2.3 1.8 2.3
4 - - - 4 - - -

100.0 - - - 100.0 - - -
問５ 750 173 139 2 377 20 17 22

100.0 23.1 18.5 0.3 50.3 2.7 2.3 2.9
93 9 3 - 77 1 1 2

100.0 9.7 3.2 - 82.8 1.1 1.1 2.2
9 1 2 - 5 1 - -

100.0 11.1 22.2 - 55.6 11.1 - -
問５付問３ 664 161 128 2 323 16 14 20

100.0 24.2 19.3 0.3 48.6 2.4 2.1 3.0
61 9 11 - 34 3 2 2

100.0 14.8 18.0 - 55.7 4.9 3.3 3.3
25 3 - - 20 1 1 -

100.0 12.0 - - 80.0 4.0 4.0 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 363 102 80 1 154 11 6 9
100.0 28.1 22.0 0.3 42.4 3.0 1.7 2.5
135 36 30 1 55 2 6 5
100.0 26.7 22.2 0.7 40.7 1.5 4.4 3.7
220 32 29 - 142 6 4 7
100.0 14.5 13.2 - 64.5 2.7 1.8 3.2
7 - - - 6 - - 1

100.0 - - - 85.7 - - 14.3
問７ 505 98 98 2 271 10 11 15

100.0 19.4 19.4 0.4 53.7 2.0 2.2 3.0
253 66 40 - 124 10 5 8
100.0 26.1 15.8 - 49.0 4.0 2.0 3.2
85 16 5 - 59 2 2 1

100.0 18.8 5.9 - 69.4 2.4 2.4 1.2
9 3 1 - 5 - - -

100.0 33.3 11.1 - 55.6 - - -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問１２．当該シフト制において、シフト確定後に、事業主の都合でシフトをキャンセルする場合に何らかの代替措置は行っていますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－157－



キ
ャ

ン
セ
ル
し
た
こ
と
が
あ
る

計 キ
ャ

ン
セ
ル
さ
れ
た
勤
務
日
相

当
の
賃
金
全
額
を
支
給
し
て
い

る キ
ャ

ン
セ
ル
さ
れ
た
勤
務
日
相

当
の
賃
金
の
６
割
以
上
１
０
割

未
満
の
手
当
を
支
給
し
て
い
る

キ
ャ

ン
セ
ル
さ
れ
た
勤
務
日
相

当
の
賃
金
の
６
割
未
満
の
手
当

を
支
給
し
て
い
る

代
わ
り
の
勤
務
日
（

シ
フ
ト
）

を
用
意
し
て
い
る

そ
の
他

特
に
な
し

無
回
答

1,202 209 274 5 562 37 68 47
100.0 17.4 22.8 0.4 46.8 3.1 5.7 3.9

問１ａ - - - - - - - -
- - - - - - - -
12 2 1 - 9 - - -

100.0 16.7 8.3 - 75.0 - - -
92 15 14 - 52 3 1 7

100.0 16.3 15.2 - 56.5 3.3 1.1 7.6
1 - - - 1 - - -

100.0 - - - 100.0 - - -
14 5 1 - 6 1 - 1

100.0 35.7 7.1 - 42.9 7.1 - 7.1
93 16 19 - 50 2 5 1

100.0 17.2 20.4 - 53.8 2.2 5.4 1.1
160 35 40 - 62 6 6 11
100.0 21.9 25.0 - 38.8 3.8 3.8 6.9
3 - 1 - 1 - 1 -

100.0 - 33.3 - 33.3 - 33.3 -
15 4 6 - 5 - - -

100.0 26.7 40.0 - 33.3 - - -
2 1 - - 1 - - -

100.0 50.0 - - 50.0 - - -
196 45 47 2 70 4 14 14
100.0 23.0 24.0 1.0 35.7 2.0 7.1 7.1
61 15 20 - 18 2 4 2

100.0 24.6 32.8 - 29.5 3.3 6.6 3.3
60 12 14 1 21 - 12 -

100.0 20.0 23.3 1.7 35.0 - 20.0 -
313 37 68 2 174 12 12 8
100.0 11.8 21.7 0.6 55.6 3.8 3.8 2.6
16 2 1 - 10 - 3 -

100.0 12.5 6.3 - 62.5 - 18.8 -
158 20 41 - 78 6 10 3
100.0 12.7 25.9 - 49.4 3.8 6.3 1.9
6 - 1 - 4 1 - -

100.0 - 16.7 - 66.7 16.7 - -
問１ｂ 37 7 6 - 19 1 3 1

100.0 18.9 16.2 - 51.4 2.7 8.1 2.7
551 99 111 2 268 20 35 16
100.0 18.0 20.1 0.4 48.6 3.6 6.4 2.9
406 71 95 2 189 11 20 18
100.0 17.5 23.4 0.5 46.6 2.7 4.9 4.4
202 31 60 1 83 5 10 12
100.0 15.3 29.7 0.5 41.1 2.5 5.0 5.9
6 1 2 - 3 - - -

100.0 16.7 33.3 - 50.0 - - -
問３ - - - - - - - -

- - - - - - - -
1,202 209 274 5 562 37 68 47
100.0 17.4 22.8 0.4 46.8 3.1 5.7 3.9
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問３付問１ 355 52 63 - 185 14 29 12
100.0 14.6 17.7 - 52.1 3.9 8.2 3.4
192 35 45 3 93 3 9 4
100.0 18.2 23.4 1.6 48.4 1.6 4.7 2.1
201 40 37 1 91 7 10 15
100.0 19.9 18.4 0.5 45.3 3.5 5.0 7.5
447 81 129 1 187 13 20 16
100.0 18.1 28.9 0.2 41.8 2.9 4.5 3.6
7 1 - - 6 - - -

100.0 14.3 - - 85.7 - - -
問５ 1,069 202 263 5 469 31 55 44

100.0 18.9 24.6 0.5 43.9 2.9 5.1 4.1
121 5 8 - 87 5 13 3
100.0 4.1 6.6 - 71.9 4.1 10.7 2.5
12 2 3 - 6 1 - -

100.0 16.7 25.0 - 50.0 8.3 - -
問５付問３ 928 196 244 4 391 23 31 39

100.0 21.1 26.3 0.4 42.1 2.5 3.3 4.2
91 5 18 1 48 6 10 3

100.0 5.5 19.8 1.1 52.7 6.6 11.0 3.3
50 1 1 - 30 2 14 2

100.0 2.0 2.0 - 60.0 4.0 28.0 4.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 483 116 122 1 190 19 16 19
100.0 24.0 25.3 0.2 39.3 3.9 3.3 3.9
199 41 57 2 72 3 14 10
100.0 20.6 28.6 1.0 36.2 1.5 7.0 5.0
329 43 83 2 171 7 11 12
100.0 13.1 25.2 0.6 52.0 2.1 3.3 3.6
8 1 - - 6 - - 1

100.0 12.5 - - 75.0 - - 12.5
問７ 699 117 165 5 330 15 35 32

100.0 16.7 23.6 0.7 47.2 2.1 5.0 4.6
384 74 99 - 164 19 15 13
100.0 19.3 25.8 - 42.7 4.9 3.9 3.4
107 16 7 - 64 2 16 2
100.0 15.0 6.5 - 59.8 1.9 15.0 1.9
12 2 3 - 4 1 2 -

100.0 16.7 25.0 - 33.3 8.3 16.7 -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問１２．当該シフト制において、シフト確定後に、事業主の都合でシフトをキャンセルする場合に何らかの代替措置は行っていますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－158－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

確

定

し

た

シ

フ

ト

表

に

つ

い

て
、

会

社

都

合

で

シ

フ

ト

を

変

更
（

増

加

・

変

更

含

む
）

し

よ

う

と

し

た

と

こ

ろ
、

労

働

者

か

ら

当

該

シ

フ

ト

変

更

に

つ

い

て

不

満

が

出

た

次

の

シ

フ

ト

を

作

成

す

る

に

あ

た
っ

て
、

会

社

都

合

で

労

働

者

に

普

段

よ

り

も

シ

フ

ト

を

増

や

す

又

は

減

ら

す

こ

と

を

打

診

し

た

と

こ

ろ
、

不

満

が

出

た

シ
フ
ト
作
成
の
ル
ー

ル
と
し
て

説
明
を
受
け
て
い
た
内
容
が
守

ら
れ
て
い
な
い
と
労
働
者
か
ら

不
満
が
出
た

会
社
都
合
で
シ
フ
ト
を
キ
ャ

ン

セ
ル
し
た
と
き
に
、

代
替
措
置

が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
労
働
者

か
ら
不
満
が
出
た

シ
フ
ト
表
が
確
定
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

勤
務
予
定
日

間
際
に
労
働
者
都
合
で
シ
フ
ト

を
キ
ャ

ン
セ
ル
さ
れ
た

次
の
シ
フ
ト
を
作
成
す
る
に
あ

た
っ

て
、

労
働
者
の
都
合
で
普

段
よ
り
も
シ
フ
ト
を
増
や
す
又

は
減
ら
す
よ
う
要
求
さ
れ
た

希

望

し

た

シ

フ

ト

と

違

う

と

し

て
、

次

の

シ

フ

ト

期

間

開

始

間

際

に

な
っ

て

労

働

者

か

ら

確

定

し

た

シ

フ

ト

の

変

更

を

要

求

さ

れ

た

そ
の
他

ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ

た
こ
と
は
な

い 無
回
答

2,472 178 116 34 16 250 124 82 30 1,727 287
100.0 7.2 4.7 1.4 0.6 10.1 5.0 3.3 1.2 69.9 11.6

問１ａ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
27 1 1 - - 2 - - 1 20 2

100.0 3.7 3.7 - - 7.4 - - 3.7 74.1 7.4
190 18 9 1 - 9 5 8 1 141 19
100.0 9.5 4.7 0.5 - 4.7 2.6 4.2 0.5 74.2 10.0
2 - - - - - - - - 1 1

100.0 - - - - - - - - 50.0 50.0
32 2 - - - 1 2 - - 28 1

100.0 6.3 - - - 3.1 6.3 - - 87.5 3.1
220 24 16 4 3 25 16 8 3 144 24
100.0 10.9 7.3 1.8 1.4 11.4 7.3 3.6 1.4 65.5 10.9
324 25 15 2 1 23 12 5 3 237 42
100.0 7.7 4.6 0.6 0.3 7.1 3.7 1.5 0.9 73.1 13.0
20 1 - 1 - - - - - 18 1

100.0 5.0 - 5.0 - - - - - 90.0 5.0
15 1 - - - - - 1 - 12 1

100.0 6.7 - - - - - 6.7 - 80.0 6.7
12 - - - - 2 - - - 9 1

100.0 - - - - 16.7 - - - 75.0 8.3
240 20 15 5 5 18 7 8 5 152 44
100.0 8.3 6.3 2.1 2.1 7.5 2.9 3.3 2.1 63.3 18.3
99 6 3 1 - 10 2 - 1 72 10

100.0 6.1 3.0 1.0 - 10.1 2.0 - 1.0 72.7 10.1
57 2 1 1 - 1 - - - 49 5

100.0 3.5 1.8 1.8 - 1.8 - - - 86.0 8.8
919 57 40 15 3 128 61 39 15 613 102
100.0 6.2 4.4 1.6 0.3 13.9 6.6 4.2 1.6 66.7 11.1
46 - - - - 2 1 - - 40 4

100.0 - - - - 4.3 2.2 - - 87.0 8.7
250 19 15 4 4 28 17 12 1 175 29
100.0 7.6 6.0 1.6 1.6 11.2 6.8 4.8 0.4 70.0 11.6
19 2 1 - - 1 1 1 - 16 1

100.0 10.5 5.3 - - 5.3 5.3 5.3 - 84.2 5.3
問１ｂ 103 6 6 1 - 9 5 5 2 71 10

100.0 5.8 5.8 1.0 - 8.7 4.9 4.9 1.9 68.9 9.7
1,305 69 46 13 8 125 58 29 17 952 147
100.0 5.3 3.5 1.0 0.6 9.6 4.4 2.2 1.3 73.0 11.3
737 59 36 13 5 76 35 34 7 503 83
100.0 8.0 4.9 1.8 0.7 10.3 4.7 4.6 0.9 68.2 11.3
311 42 27 7 3 39 26 14 4 189 46
100.0 13.5 8.7 2.3 1.0 12.5 8.4 4.5 1.3 60.8 14.8
16 2 1 - - 1 - - - 12 1

100.0 12.5 6.3 - - 6.3 - - - 75.0 6.3
問３ - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
2,472 178 116 34 16 250 124 82 30 1,727 287
100.0 7.2 4.7 1.4 0.6 10.1 5.0 3.3 1.2 69.9 11.6
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問３付問１ 525 24 21 2 2 32 19 9 5 403 58
100.0 4.6 4.0 0.4 0.4 6.1 3.6 1.7 1.0 76.8 11.0
420 39 24 10 3 48 21 14 5 289 47
100.0 9.3 5.7 2.4 0.7 11.4 5.0 3.3 1.2 68.8 11.2
500 34 25 6 3 56 35 17 5 340 59
100.0 6.8 5.0 1.2 0.6 11.2 7.0 3.4 1.0 68.0 11.8
1,005 80 45 16 8 113 47 41 14 682 118
100.0 8.0 4.5 1.6 0.8 11.2 4.7 4.1 1.4 67.9 11.7
22 1 1 - - 1 2 1 1 13 5

100.0 4.5 4.5 - - 4.5 9.1 4.5 4.5 59.1 22.7
問５ 1,911 146 97 27 13 198 94 64 27 1,314 222

100.0 7.6 5.1 1.4 0.7 10.4 4.9 3.3 1.4 68.8 11.6
534 31 17 7 3 49 27 14 3 397 61
100.0 5.8 3.2 1.3 0.6 9.2 5.1 2.6 0.6 74.3 11.4
27 1 2 - - 3 3 4 - 16 4

100.0 3.7 7.4 - - 11.1 11.1 14.8 - 59.3 14.8
問５付問３ 1,669 135 86 24 12 170 80 53 25 1,154 191

100.0 8.1 5.2 1.4 0.7 10.2 4.8 3.2 1.5 69.1 11.4
143 8 6 2 1 20 9 8 2 87 18
100.0 5.6 4.2 1.4 0.7 14.0 6.3 5.6 1.4 60.8 12.6
99 3 5 1 - 8 5 3 - 73 13

100.0 3.0 5.1 1.0 - 8.1 5.1 3.0 - 73.7 13.1
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問5付問3-4 788 51 33 10 5 60 25 17 8 571 92
100.0 6.5 4.2 1.3 0.6 7.6 3.2 2.2 1.0 72.5 11.7
274 33 15 7 3 29 11 15 5 175 35
100.0 12.0 5.5 2.6 1.1 10.6 4.0 5.5 1.8 63.9 12.8
731 58 43 9 5 100 52 28 14 484 76
100.0 7.9 5.9 1.2 0.7 13.7 7.1 3.8 1.9 66.2 10.4
19 1 1 - - 1 1 1 - 11 6

100.0 5.3 5.3 - - 5.3 5.3 5.3 - 57.9 31.6
問７ 1,371 107 70 17 8 142 75 47 12 949 153

100.0 7.8 5.1 1.2 0.6 10.4 5.5 3.4 0.9 69.2 11.2
748 51 36 12 6 73 35 22 13 516 96
100.0 6.8 4.8 1.6 0.8 9.8 4.7 2.9 1.7 69.0 12.8
319 18 9 5 2 33 13 13 5 239 31
100.0 5.6 2.8 1.6 0.6 10.3 4.1 4.1 1.6 74.9 9.7
34 2 1 - - 2 1 - - 23 7

100.0 5.9 2.9 - - 5.9 2.9 - - 67.6 20.6

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問１３．直近２年間において、「シフト制労働者」との間でトラブルとなったことはありますか。また、そのトラブルの原因は何ですか。（ＭＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－159－



シ
フ
ト
制
労
働
者
が
い
る

計

確

定

し

た

シ

フ

ト

表

に

つ

い

て
、

会

社

都

合

で

シ

フ

ト

を

変

更
（

増

加

・

変

更

含

む
）

し

よ

う

と

し

た

と

こ

ろ
、

労

働

者

か

ら

当

該

シ

フ

ト

変

更

に

つ

い

て

不

満

が

出

た

次

の

シ

フ

ト

を

作

成

す

る

に

あ

た
っ

て
、

会

社

都

合

で

労

働

者

に

普

段

よ

り

も

シ

フ

ト

を

増

や

す

又

は

減

ら

す

こ

と

を

打

診

し

た

と

こ

ろ
、

不

満

が

出

た

シ
フ
ト
作
成
の
ル
ー

ル
と
し
て

説
明
を
受
け
て
い
た
内
容
が
守

ら
れ
て
い
な
い
と
労
働
者
か
ら

不
満
が
出
た

会
社
都
合
で
シ
フ
ト
を
キ
ャ

ン

セ
ル
し
た
と
き
に
、

代
替
措
置

が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
労
働
者

か
ら
不
満
が
出
た

シ
フ
ト
表
が
確
定
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

勤
務
予
定
日

間
際
に
労
働
者
都
合
で
シ
フ
ト

を
キ
ャ

ン
セ
ル
さ
れ
た

次
の
シ
フ
ト
を
作
成
す
る
に
あ

た
っ

て
、

労
働
者
の
都
合
で
普

段
よ
り
も
シ
フ
ト
を
増
や
す
又

は
減
ら
す
よ
う
要
求
さ
れ
た

希

望

し

た

シ

フ

ト

と

違

う

と

し

て
、

次

の

シ

フ

ト

期

間

開

始

間

際

に

な
っ

て

労

働

者

か

ら

確

定

し

た

シ

フ

ト

の

変

更

を

要

求

さ

れ

た

そ
の
他

ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ

た
こ
と
は
な

い 無
回
答

3,187 225 248 48 38 441 331 129 33 2,127 316
100.0 7.1 7.8 1.5 1.2 13.8 10.4 4.0 1.0 66.7 9.9

問１ａ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
40 1 1 - - 2 - 1 1 31 4

100.0 2.5 2.5 - - 5.0 - 2.5 2.5 77.5 10.0
237 21 16 2 1 22 20 10 1 169 24
100.0 8.9 6.8 0.8 0.4 9.3 8.4 4.2 0.4 71.3 10.1
6 - - - - - - - - 5 1

100.0 - - - - - - - - 83.3 16.7
45 2 1 - - 2 3 - - 35 5

100.0 4.4 2.2 - - 4.4 6.7 - - 77.8 11.1
253 20 16 3 2 30 14 8 3 171 30
100.0 7.9 6.3 1.2 0.8 11.9 5.5 3.2 1.2 67.6 11.9
426 40 50 9 4 69 54 17 3 279 34
100.0 9.4 11.7 2.1 0.9 16.2 12.7 4.0 0.7 65.5 8.0
33 1 - 1 - - 1 - - 29 2

100.0 3.0 - 3.0 - - 3.0 - - 87.9 6.1
27 2 3 1 - 3 5 2 - 17 4

100.0 7.4 11.1 3.7 - 11.1 18.5 7.4 - 63.0 14.8
22 - - - - 2 - - - 18 2

100.0 - - - - 9.1 - - - 81.8 9.1
282 35 53 10 10 61 49 22 5 149 26
100.0 12.4 18.8 3.5 3.5 21.6 17.4 7.8 1.8 52.8 9.2
126 6 12 2 1 25 18 2 2 79 8
100.0 4.8 9.5 1.6 0.8 19.8 14.3 1.6 1.6 62.7 6.3
130 6 2 1 1 6 3 - - 110 7
100.0 4.6 1.5 0.8 0.8 4.6 2.3 - - 84.6 5.4
1,086 53 54 11 9 157 117 52 16 705 128
100.0 4.9 5.0 1.0 0.8 14.5 10.8 4.8 1.5 64.9 11.8
67 2 4 2 - 5 5 2 - 52 6

100.0 3.0 6.0 3.0 - 7.5 7.5 3.0 - 77.6 9.0
385 34 33 5 9 56 40 12 2 260 35
100.0 8.8 8.6 1.3 2.3 14.5 10.4 3.1 0.5 67.5 9.1
22 2 3 1 1 1 2 1 - 18 -

100.0 9.1 13.6 4.5 4.5 4.5 9.1 4.5 - 81.8 -
問１ｂ 149 8 9 1 1 15 10 6 3 104 18

100.0 5.4 6.0 0.7 0.7 10.1 6.7 4.0 2.0 69.8 12.1
1,620 79 77 8 18 183 136 37 16 1,145 167
100.0 4.9 4.8 0.5 1.1 11.3 8.4 2.3 1.0 70.7 10.3
1,003 70 81 16 10 151 115 46 8 651 99
100.0 7.0 8.1 1.6 1.0 15.1 11.5 4.6 0.8 64.9 9.9
394 66 80 23 9 90 68 38 5 215 29
100.0 16.8 20.3 5.8 2.3 22.8 17.3 9.6 1.3 54.6 7.4
21 2 1 - - 2 2 2 1 12 3

100.0 9.5 4.8 - - 9.5 9.5 9.5 4.8 57.1 14.3
問３ - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
3,187 225 248 48 38 441 331 129 33 2,127 316
100.0 7.1 7.8 1.5 1.2 13.8 10.4 4.0 1.0 66.7 9.9
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問３付問１ 1,101 49 53 4 8 83 76 19 6 830 106
100.0 4.5 4.8 0.4 0.7 7.5 6.9 1.7 0.5 75.4 9.6
489 40 36 11 4 77 50 21 5 321 48
100.0 8.2 7.4 2.2 0.8 15.7 10.2 4.3 1.0 65.6 9.8
540 39 48 7 10 86 68 20 7 334 67
100.0 7.2 8.9 1.3 1.9 15.9 12.6 3.7 1.3 61.9 12.4
1,026 96 110 26 15 192 134 68 14 619 93
100.0 9.4 10.7 2.5 1.5 18.7 13.1 6.6 1.4 60.3 9.1
31 1 1 - 1 3 3 1 1 23 2

100.0 3.2 3.2 - 3.2 9.7 9.7 3.2 3.2 74.2 6.5
問５ 2,448 190 215 39 34 359 275 99 30 1,594 234

100.0 7.8 8.8 1.6 1.4 14.7 11.2 4.0 1.2 65.1 9.6
705 34 29 9 4 77 53 26 3 511 79
100.0 4.8 4.1 1.3 0.6 10.9 7.5 3.7 0.4 72.5 11.2
34 1 4 - - 5 3 4 - 22 3

100.0 2.9 11.8 - - 14.7 8.8 11.8 - 64.7 8.8
問５付問３ 2,122 168 184 34 26 299 227 83 28 1,397 202

100.0 7.9 8.7 1.6 1.2 14.1 10.7 3.9 1.3 65.8 9.5
179 14 20 3 4 40 34 10 2 96 18
100.0 7.8 11.2 1.7 2.2 22.3 19.0 5.6 1.1 53.6 10.1
147 8 11 2 4 20 14 6 - 101 14
100.0 5.4 7.5 1.4 2.7 13.6 9.5 4.1 - 68.7 9.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問5付問3-4 1,005 71 95 17 12 141 97 30 11 664 103
100.0 7.1 9.5 1.7 1.2 14.0 9.7 3.0 1.1 66.1 10.2
360 44 46 12 9 64 64 24 5 213 26
100.0 12.2 12.8 3.3 2.5 17.8 17.8 6.7 1.4 59.2 7.2
908 67 61 8 9 131 98 37 14 602 82
100.0 7.4 6.7 0.9 1.0 14.4 10.8 4.1 1.5 66.3 9.0
28 - 2 - - 3 2 2 - 14 9

100.0 - 7.1 - - 10.7 7.1 7.1 - 50.0 32.1
問７ 1,761 130 139 24 22 251 190 79 11 1,167 166

100.0 7.4 7.9 1.4 1.2 14.3 10.8 4.5 0.6 66.3 9.4
972 73 86 19 12 145 115 33 18 626 100
100.0 7.5 8.8 2.0 1.2 14.9 11.8 3.4 1.9 64.4 10.3
417 19 20 5 3 41 22 16 4 310 44
100.0 4.6 4.8 1.2 0.7 9.8 5.3 3.8 1.0 74.3 10.6
37 3 3 - 1 4 4 1 - 24 6

100.0 8.1 8.1 - 2.7 10.8 10.8 2.7 - 64.9 16.2

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問３付問１３．直近２年間において、「シフト制労働者」との間でトラブルとなったことはありますか。また、そのトラブルの原因は何ですか。（ＭＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－160－



合
計

内
容
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る

あ
る
程
度
理
解
し
て
い
る

聞
い
た
こ
と
が
あ
る

知
ら
な
い

無
回
答

7,797 5,481 1,956 192 16 152
100.0 70.3 25.1 2.5 0.2 1.9

問１ａ 4 4 - - - -
100.0 100.0 - - - -
341 239 82 13 2 5
100.0 70.1 24.0 3.8 0.6 1.5
1,552 1,250 273 13 1 15
100.0 80.5 17.6 0.8 0.1 1.0
29 21 6 1 - 1

100.0 72.4 20.7 3.4 - 3.4
226 173 45 4 - 4
100.0 76.5 19.9 1.8 - 1.8
589 440 122 8 1 18
100.0 74.7 20.7 1.4 0.2 3.1
1,104 765 282 33 4 20
100.0 69.3 25.5 3.0 0.4 1.8
145 91 46 7 - 1
100.0 62.8 31.7 4.8 - 0.7
67 47 15 2 - 3

100.0 70.1 22.4 3.0 - 4.5
111 86 22 2 - 1
100.0 77.5 19.8 1.8 - 0.9
320 249 58 4 - 9
100.0 77.8 18.1 1.3 - 2.8
178 135 35 4 - 4
100.0 75.8 19.7 2.2 - 2.2
341 207 117 13 - 4
100.0 60.7 34.3 3.8 - 1.2
1,815 1,095 602 64 7 47
100.0 60.3 33.2 3.5 0.4 2.6
97 47 46 3 - 1

100.0 48.5 47.4 3.1 - 1.0
813 596 181 18 - 18
100.0 73.3 22.3 2.2 - 2.2
65 36 24 3 1 1

100.0 55.4 36.9 4.6 1.5 1.5
問１ｂ 393 244 117 13 3 16

100.0 62.1 29.8 3.3 0.8 4.1
4,583 3,075 1,269 134 10 95
100.0 67.1 27.7 2.9 0.2 2.1
2,073 1,536 473 36 2 26
100.0 74.1 22.8 1.7 0.1 1.3
686 579 85 8 1 13
100.0 84.4 12.4 1.2 0.1 1.9
62 47 12 1 - 2

100.0 75.8 19.4 1.6 - 3.2
問３ 4,123 2,948 1,012 113 10 40

100.0 71.5 24.5 2.7 0.2 1.0
3,392 2,355 867 70 6 94
100.0 69.4 25.6 2.1 0.2 2.8
282 178 77 9 - 18
100.0 63.1 27.3 3.2 - 6.4

問３付問１ 1,196 820 319 23 2 32
100.0 68.6 26.7 1.9 0.2 2.7
539 374 139 16 - 10
100.0 69.4 25.8 3.0 - 1.9
569 386 146 14 1 22
100.0 67.8 25.7 2.5 0.2 3.9
1,050 750 254 14 3 29
100.0 71.4 24.2 1.3 0.3 2.8
38 25 9 3 - 1

100.0 65.8 23.7 7.9 - 2.6
問５ 5,322 3,965 1,171 83 7 96

100.0 74.5 22.0 1.6 0.1 1.8
2,403 1,478 759 108 9 49
100.0 61.5 31.6 4.5 0.4 2.0
72 38 26 1 - 7

100.0 52.8 36.1 1.4 - 9.7
問５付問３ 4,770 3,640 980 59 5 86

100.0 76.3 20.5 1.2 0.1 1.8
261 177 79 5 - -
100.0 67.8 30.3 1.9 - -
287 145 111 19 2 10
100.0 50.5 38.7 6.6 0.7 3.5
4 3 1 - - -

100.0 75.0 25.0 - - -
問5付問3-4 2,220 1,812 343 17 2 46

100.0 81.6 15.5 0.8 0.1 2.1
705 549 143 3 - 10
100.0 77.9 20.3 0.4 - 1.4
1,979 1,362 546 41 3 27
100.0 68.8 27.6 2.1 0.2 1.4
127 94 27 3 - 3
100.0 74.0 21.3 2.4 - 2.4

問７ 4,433 3,376 905 60 4 88
100.0 76.2 20.4 1.4 0.1 2.0
2,102 1,478 557 35 3 29
100.0 70.3 26.5 1.7 0.1 1.4
1,150 560 461 94 9 26
100.0 48.7 40.1 8.2 0.8 2.3
112 67 33 3 - 9
100.0 59.8 29.5 2.7 - 8.0

教育、学習支援業

問４．労基法第２６条で、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は労働者に休業手当を支払わなければならないことを知っていますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－161－



合
計

休
業
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
る

休
業
を
命
じ
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

7,797 5,322 2,403 72
100.0 68.3 30.8 0.9

問１ａ 4 1 3 -
100.0 25.0 75.0 -
341 171 168 2
100.0 50.1 49.3 0.6
1,552 1,132 410 10
100.0 72.9 26.4 0.6
29 15 13 1

100.0 51.7 44.8 3.4
226 88 132 6
100.0 38.9 58.4 2.7
589 419 168 2
100.0 71.1 28.5 0.3
1,104 734 362 8
100.0 66.5 32.8 0.7
145 88 57 -
100.0 60.7 39.3 -
67 33 32 2

100.0 49.3 47.8 3.0
111 57 51 3
100.0 51.4 45.9 2.7
320 311 6 3
100.0 97.2 1.9 0.9
178 163 15 -
100.0 91.6 8.4 -
341 201 136 4
100.0 58.9 39.9 1.2
1,815 1,272 520 23
100.0 70.1 28.7 1.3
97 59 37 1

100.0 60.8 38.1 1.0
813 544 263 6
100.0 66.9 32.3 0.7
65 34 30 1

100.0 52.3 46.2 1.5
問１ｂ 393 233 155 5

100.0 59.3 39.4 1.3
4,583 2,978 1,557 48
100.0 65.0 34.0 1.0
2,073 1,528 533 12
100.0 73.7 25.7 0.6
686 538 142 6
100.0 78.4 20.7 0.9
62 45 16 1

100.0 72.6 25.8 1.6
問３ 4,123 2,556 1,535 32

100.0 62.0 37.2 0.8
3,392 2,592 766 34
100.0 76.4 22.6 1.0
282 174 102 6
100.0 61.7 36.2 2.1

問３付問１ 1,196 865 317 14
100.0 72.3 26.5 1.2
539 396 139 4
100.0 73.5 25.8 0.7
569 430 135 4
100.0 75.6 23.7 0.7
1,050 871 167 12
100.0 83.0 15.9 1.1
38 30 8 -

100.0 78.9 21.1 -
問５ 5,322 5,322 - -

100.0 100.0 - -
2,403 - 2,403 -
100.0 - 100.0 -
72 - - 72

100.0 - - 100.0
問５付問３ 4,770 4,770 - -

100.0 100.0 - -
261 261 - -
100.0 100.0 - -
287 287 - -
100.0 100.0 - -
4 4 - -

100.0 100.0 - -
問5付問3-4 2,220 2,220 - -

100.0 100.0 - -
705 705 - -
100.0 100.0 - -
1,979 1,979 - -
100.0 100.0 - -
127 127 - -
100.0 100.0 - -

問７ 4,433 3,177 1,212 44
100.0 71.7 27.3 1.0
2,102 1,634 459 9
100.0 77.7 21.8 0.4
1,150 443 695 12
100.0 38.5 60.4 1.0
112 68 37 7
100.0 60.7 33.0 6.3

教育、学習支援業

問５．今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、労働者に休業を命じたことはありますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－162－



休
業
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
る

計 国
や
地
方
自
治
体
か
ら
の
指

示
、

要
請
へ
の
対
応

売
上
、

利
用
客
の
減
少

取
引
先
の
休
業

従
業
員
に
感
染
者
や
濃
厚
接
触

者
が
出
た
た
め

そ
の
他

無
回
答

5,322 1,668 1,685 634 2,693 523 8
100.0 31.3 31.7 11.9 50.6 9.8 0.2

問１ａ 1 - 1 - 1 - -
100.0 - 100.0 - 100.0 - -
171 58 19 7 113 19 -
100.0 33.9 11.1 4.1 66.1 11.1 -
1,132 189 657 213 387 70 3
100.0 16.7 58.0 18.8 34.2 6.2 0.3
15 3 1 - 11 1 -

100.0 20.0 6.7 - 73.3 6.7 -
88 28 20 18 34 10 -

100.0 31.8 22.7 20.5 38.6 11.4 -
419 73 230 97 161 23 -
100.0 17.4 54.9 23.2 38.4 5.5 -
734 296 192 82 417 65 1
100.0 40.3 26.2 11.2 56.8 8.9 0.1
88 37 4 2 69 12 -

100.0 42.0 4.5 2.3 78.4 13.6 -
33 21 5 1 16 3 -

100.0 63.6 15.2 3.0 48.5 9.1 -
57 15 15 10 26 7 -

100.0 26.3 26.3 17.5 45.6 12.3 -
311 210 215 17 82 4 -
100.0 67.5 69.1 5.5 26.4 1.3 -
163 89 88 15 46 9 -
100.0 54.6 54.0 9.2 28.2 5.5 -
201 146 12 1 65 24 1
100.0 72.6 6.0 0.5 32.3 11.9 0.5
1,272 285 76 10 975 223 2
100.0 22.4 6.0 0.8 76.7 17.5 0.2
59 18 6 - 46 5 -

100.0 30.5 10.2 - 78.0 8.5 -
544 185 135 155 229 44 1
100.0 34.0 24.8 28.5 42.1 8.1 0.2
34 15 9 6 15 4 -

100.0 44.1 26.5 17.6 44.1 11.8 -
問１ｂ 233 64 99 37 76 20 1

100.0 27.5 42.5 15.9 32.6 8.6 0.4
2,978 825 1,041 368 1,385 345 3
100.0 27.7 35.0 12.4 46.5 11.6 0.1
1,528 522 397 149 887 121 3
100.0 34.2 26.0 9.8 58.0 7.9 0.2
538 241 131 78 323 32 1
100.0 44.8 24.3 14.5 60.0 5.9 0.2
45 16 17 2 22 5 -

100.0 35.6 37.8 4.4 48.9 11.1 -
問３ 2,556 621 855 350 1,235 246 4

100.0 24.3 33.5 13.7 48.3 9.6 0.2
2,592 1,006 784 263 1,362 266 1
100.0 38.8 30.2 10.1 52.5 10.3 0.0
174 41 46 21 96 11 3
100.0 23.6 26.4 12.1 55.2 6.3 1.7

問３付問１ 865 315 236 99 445 91 1
100.0 36.4 27.3 11.4 51.4 10.5 0.1
396 152 122 45 206 41 -
100.0 38.4 30.8 11.4 52.0 10.4 -
430 154 121 50 255 40 -
100.0 35.8 28.1 11.6 59.3 9.3 -
871 379 298 67 439 91 -
100.0 43.5 34.2 7.7 50.4 10.4 -
30 6 7 2 17 3 -

100.0 20.0 23.3 6.7 56.7 10.0 -
問５ 5,322 1,668 1,685 634 2,693 523 8

100.0 31.3 31.7 11.9 50.6 9.8 0.2
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

問５付問３ 4,770 1,487 1,627 596 2,333 441 7
100.0 31.2 34.1 12.5 48.9 9.2 0.1
261 105 44 24 153 35 1
100.0 40.2 16.9 9.2 58.6 13.4 0.4
287 72 14 14 205 47 -
100.0 25.1 4.9 4.9 71.4 16.4 -
4 4 - - 2 - -

100.0 100.0 - - 50.0 - -
問5付問3-4 2,220 811 1,312 402 574 115 4

100.0 36.5 59.1 18.1 25.9 5.2 0.2
705 285 293 150 327 53 -
100.0 40.4 41.6 21.3 46.4 7.5 -
1,979 464 47 56 1,505 295 3
100.0 23.4 2.4 2.8 76.0 14.9 0.2
127 32 19 12 80 13 1
100.0 25.2 15.0 9.4 63.0 10.2 0.8

問７ 3,177 962 1,080 458 1,573 272 3
100.0 30.3 34.0 14.4 49.5 8.6 0.1
1,634 569 488 144 818 187 3
100.0 34.8 29.9 8.8 50.1 11.4 0.2
443 120 98 25 263 60 2
100.0 27.1 22.1 5.6 59.4 13.5 0.5
68 17 19 7 39 4 -

100.0 25.0 27.9 10.3 57.4 5.9 -

教育、学習支援業

問５付問１．休業の理由は何ですか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－163－



休
業
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
る

計 雇
用
形
態

職
種
、

業
務
内
容
（

左
記
の
雇

用
形
態
に
よ
る
場
合
を
除
く
）

所
属
す
る
部
署
・
部
門

役
職

勤
務
成
績

年
齢

勤
続
年
数

休
業
予
定
日
の
勤
務
の
状
況

そ
の
他

特
段
の
要
素
を
考
慮
せ
ず
、

全

て
の
労
働
者
を
対
象
と
し
た

無
回
答

5,322 747 1,375 1,486 245 21 43 19 400 423 2,518 31
100.0 14.0 25.8 27.9 4.6 0.4 0.8 0.4 7.5 7.9 47.3 0.6

問１ａ 1 - - - - - - - - - 1 -
100.0 - - - - - - - - - 100.0 -
171 9 33 38 7 - 2 4 11 21 89 1
100.0 5.3 19.3 22.2 4.1 - 1.2 2.3 6.4 12.3 52.0 0.6
1,132 89 353 426 62 3 5 2 83 64 500 3
100.0 7.9 31.2 37.6 5.5 0.3 0.4 0.2 7.3 5.7 44.2 0.3
15 1 2 3 1 - - - 1 2 9 -

100.0 6.7 13.3 20.0 6.7 - - - 6.7 13.3 60.0 -
88 13 32 19 - - 1 1 3 11 32 -

100.0 14.8 36.4 21.6 - - 1.1 1.1 3.4 12.5 36.4 -
419 70 142 104 14 5 9 2 46 24 178 3
100.0 16.7 33.9 24.8 3.3 1.2 2.1 0.5 11.0 5.7 42.5 0.7
734 86 131 186 33 - 3 1 44 56 395 5
100.0 11.7 17.8 25.3 4.5 - 0.4 0.1 6.0 7.6 53.8 0.7
88 4 14 14 3 - 1 1 6 9 58 -

100.0 4.5 15.9 15.9 3.4 - 1.1 1.1 6.8 10.2 65.9 -
33 8 10 11 3 - - - 3 2 17 -

100.0 24.2 30.3 33.3 9.1 - - - 9.1 6.1 51.5 -
57 11 14 11 1 - - - 1 2 31 -

100.0 19.3 24.6 19.3 1.8 - - - 1.8 3.5 54.4 -
311 114 118 114 33 5 5 3 60 7 103 1
100.0 36.7 37.9 36.7 10.6 1.6 1.6 1.0 19.3 2.3 33.1 0.3
163 52 67 69 14 3 3 2 17 4 48 -
100.0 31.9 41.1 42.3 8.6 1.8 1.8 1.2 10.4 2.5 29.4 -
201 56 59 43 14 1 2 - 10 14 82 1
100.0 27.9 29.4 21.4 7.0 0.5 1.0 - 5.0 7.0 40.8 0.5
1,272 134 214 241 34 2 7 1 71 160 718 10
100.0 10.5 16.8 18.9 2.7 0.2 0.6 0.1 5.6 12.6 56.4 0.8
59 5 10 13 2 - - - 3 7 32 1

100.0 8.5 16.9 22.0 3.4 - - - 5.1 11.9 54.2 1.7
544 85 163 183 22 2 4 2 41 37 215 5
100.0 15.6 30.0 33.6 4.0 0.4 0.7 0.4 7.5 6.8 39.5 0.9
34 10 13 11 2 - 1 - - 3 10 1

100.0 29.4 38.2 32.4 5.9 - 2.9 - - 8.8 29.4 2.9
問１ｂ 233 41 68 64 15 1 1 2 26 26 85 1

100.0 17.6 29.2 27.5 6.4 0.4 0.4 0.9 11.2 11.2 36.5 0.4
2,978 359 766 832 132 11 24 10 209 232 1,428 19
100.0 12.1 25.7 27.9 4.4 0.4 0.8 0.3 7.0 7.8 48.0 0.6
1,528 235 395 440 78 8 16 5 115 107 743 9
100.0 15.4 25.9 28.8 5.1 0.5 1.0 0.3 7.5 7.0 48.6 0.6
538 104 138 141 20 1 1 2 47 53 238 2
100.0 19.3 25.7 26.2 3.7 0.2 0.2 0.4 8.7 9.9 44.2 0.4
45 8 8 9 - - 1 - 3 5 24 -

100.0 17.8 17.8 20.0 - - 2.2 - 6.7 11.1 53.3 -
問３ 2,556 238 598 694 105 5 11 6 149 190 1,309 14

100.0 9.3 23.4 27.2 4.1 0.2 0.4 0.2 5.8 7.4 51.2 0.5
2,592 481 731 747 128 16 31 12 235 221 1,128 17
100.0 18.6 28.2 28.8 4.9 0.6 1.2 0.5 9.1 8.5 43.5 0.7
174 28 46 45 12 - 1 1 16 12 81 -
100.0 16.1 26.4 25.9 6.9 - 0.6 0.6 9.2 6.9 46.6 -

問３付問１ 865 134 252 234 40 1 12 4 78 75 367 4
100.0 15.5 29.1 27.1 4.6 0.1 1.4 0.5 9.0 8.7 42.4 0.5
396 72 108 126 12 2 4 1 30 31 166 4
100.0 18.2 27.3 31.8 3.0 0.5 1.0 0.3 7.6 7.8 41.9 1.0
430 87 133 134 20 2 6 3 42 26 196 1
100.0 20.2 30.9 31.2 4.7 0.5 1.4 0.7 9.8 6.0 45.6 0.2
871 184 232 249 56 11 7 4 84 86 382 8
100.0 21.1 26.6 28.6 6.4 1.3 0.8 0.5 9.6 9.9 43.9 0.9
30 4 6 4 - - 2 - 1 3 17 -

100.0 13.3 20.0 13.3 - - 6.7 - 3.3 10.0 56.7 -
問５ 5,322 747 1,375 1,486 245 21 43 19 400 423 2,518 31

100.0 14.0 25.8 27.9 4.6 0.4 0.8 0.4 7.5 7.9 47.3 0.6
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

問５付問３ 4,770 665 1,283 1,377 229 21 39 18 360 350 2,234 23
100.0 13.9 26.9 28.9 4.8 0.4 0.8 0.4 7.5 7.3 46.8 0.5
261 53 61 70 11 - 1 1 26 33 113 3
100.0 20.3 23.4 26.8 4.2 - 0.4 0.4 10.0 12.6 43.3 1.1
287 29 31 39 5 - 3 - 14 38 169 5
100.0 10.1 10.8 13.6 1.7 - 1.0 - 4.9 13.2 58.9 1.7
4 - - - - - - - - 2 2 -

100.0 - - - - - - - - 50.0 50.0 -
問5付問3-4 2,220 390 831 828 142 15 22 12 221 88 835 3

100.0 17.6 37.4 37.3 6.4 0.7 1.0 0.5 10.0 4.0 37.6 0.1
705 126 228 272 47 4 7 5 67 46 268 5
100.0 17.9 32.3 38.6 6.7 0.6 1.0 0.7 9.5 6.5 38.0 0.7
1,979 183 265 318 46 2 9 2 85 227 1,189 16
100.0 9.2 13.4 16.1 2.3 0.1 0.5 0.1 4.3 11.5 60.1 0.8
127 19 20 29 5 - 2 - 13 22 55 2
100.0 15.0 15.7 22.8 3.9 - 1.6 - 10.2 17.3 43.3 1.6

問７ 3,177 426 864 912 147 13 27 13 244 220 1,512 18
100.0 13.4 27.2 28.7 4.6 0.4 0.8 0.4 7.7 6.9 47.6 0.6
1,634 256 415 468 80 6 11 5 124 146 746 6
100.0 15.7 25.4 28.6 4.9 0.4 0.7 0.3 7.6 8.9 45.7 0.4
443 55 82 87 17 1 4 1 25 51 228 6
100.0 12.4 18.5 19.6 3.8 0.2 0.9 0.2 5.6 11.5 51.5 1.4
68 10 14 19 1 1 1 - 7 6 32 1

100.0 14.7 20.6 27.9 1.5 1.5 1.5 - 10.3 8.8 47.1 1.5

教育、学習支援業

問５付問２．休業させる労働者を決定するに当たって、どのような要素を考慮しましたか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－164－



休
業
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
る

計 全
員
に
支
払
っ

た

一
部
の
人
に
支
払
っ

た

支
払
わ
な
か
っ

た

無
回
答

5,322 4,770 261 287 4
100.0 89.6 4.9 5.4 0.1

問１ａ 1 1 - - -
100.0 100.0 - - -
171 153 3 15 -
100.0 89.5 1.8 8.8 -
1,132 1,100 18 13 1
100.0 97.2 1.6 1.1 0.1
15 14 - 1 -

100.0 93.3 - 6.7 -
88 88 - - -

100.0 100.0 - - -
419 390 13 16 -
100.0 93.1 3.1 3.8 -
734 661 34 39 -
100.0 90.1 4.6 5.3 -
88 76 - 12 -

100.0 86.4 - 13.6 -
33 31 2 - -

100.0 93.9 6.1 - -
57 52 1 4 -

100.0 91.2 1.8 7.0 -
311 264 38 9 -
100.0 84.9 12.2 2.9 -
163 155 4 4 -
100.0 95.1 2.5 2.5 -
201 163 16 22 -
100.0 81.1 8.0 10.9 -
1,272 1,062 96 112 2
100.0 83.5 7.5 8.8 0.2
59 47 3 8 1

100.0 79.7 5.1 13.6 1.7
544 481 33 30 -
100.0 88.4 6.1 5.5 -
34 32 - 2 -

100.0 94.1 - 5.9 -
問１ｂ 233 212 9 12 -

100.0 91.0 3.9 5.2 -
2,978 2,689 123 165 1
100.0 90.3 4.1 5.5 0.0
1,528 1,359 85 82 2
100.0 88.9 5.6 5.4 0.1
538 470 43 25 -
100.0 87.4 8.0 4.6 -
45 40 1 3 1

100.0 88.9 2.2 6.7 2.2
問３ 2,556 2,358 70 124 4

100.0 92.3 2.7 4.9 0.2
2,592 2,253 186 153 -
100.0 86.9 7.2 5.9 -
174 159 5 10 -
100.0 91.4 2.9 5.7 -

問３付問１ 865 756 52 57 -
100.0 87.4 6.0 6.6 -
396 347 29 20 -
100.0 87.6 7.3 5.1 -
430 365 33 32 -
100.0 84.9 7.7 7.4 -
871 760 70 41 -
100.0 87.3 8.0 4.7 -
30 25 2 3 -

100.0 83.3 6.7 10.0 -
問５ 5,322 4,770 261 287 4

100.0 89.6 4.9 5.4 0.1
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

問５付問３ 4,770 4,770 - - -
100.0 100.0 - - -
261 - 261 - -
100.0 - 100.0 - -
287 - - 287 -
100.0 - - 100.0 -
4 - - - 4

100.0 - - - 100.0
問5付問3-4 2,220 2,147 73 - -

100.0 96.7 3.3 - -
705 663 42 - -
100.0 94.0 6.0 - -
1,979 1,840 139 - -
100.0 93.0 7.0 - -
127 120 7 - -
100.0 94.5 5.5 - -

問７ 3,177 2,895 153 129 -
100.0 91.1 4.8 4.1 -
1,634 1,494 90 46 4
100.0 91.4 5.5 2.8 0.2
443 322 16 105 -
100.0 72.7 3.6 23.7 -
68 59 2 7 -

100.0 86.8 2.9 10.3 -

教育、学習支援業

問５付問３．休業させた労働者に、休業等に伴う手当を支払いましたか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－165－



支
払
わ
な
か
っ

た

計

法
律
上
支
払
義
務
が
な
い
か
ら

社
内
規
定
等
に
支
払
に
関
す
る

規
定
が
な
い
か
ら

支
払
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
労

働
者
と
合
意
し
た
か
ら

会
社
の
経
営
が
厳
し
か
っ

た
か

ら 労
働
者
自
身
で
休
業
支
援
金
を

請
求
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
た

か
ら

そ
の
他

無
回
答

287 43 38 22 5 52 170 -
100.0 15.0 13.2 7.7 1.7 18.1 59.2 -

問１ａ - - - - - - - -
- - - - - - - -
15 3 - - - 1 13 -

100.0 20.0 - - - 6.7 86.7 -
13 3 3 - 1 - 9 -

100.0 23.1 23.1 - 7.7 - 69.2 -
1 - - - - - 1 -

100.0 - - - - - 100.0 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
16 6 1 1 - 5 4 -

100.0 37.5 6.3 6.3 - 31.3 25.0 -
39 10 7 2 1 5 24 -

100.0 25.6 17.9 5.1 2.6 12.8 61.5 -
12 1 - - - - 11 -

100.0 8.3 - - - - 91.7 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
4 - - - - 1 3 -

100.0 - - - - 25.0 75.0 -
9 2 1 1 2 6 1 -

100.0 22.2 11.1 11.1 22.2 66.7 11.1 -
4 1 - - - 2 1 -

100.0 25.0 - - - 50.0 25.0 -
22 3 3 3 1 4 13 -

100.0 13.6 13.6 13.6 4.5 18.2 59.1 -
112 12 20 13 - 14 69 -
100.0 10.7 17.9 11.6 - 12.5 61.6 -
8 - 1 - - - 7 -

100.0 - 12.5 - - - 87.5 -
30 2 2 2 - 14 12 -

100.0 6.7 6.7 6.7 - 46.7 40.0 -
2 - - - - - 2 -

100.0 - - - - - 100.0 -
問１ｂ 12 1 1 - 1 2 10 -

100.0 8.3 8.3 - 8.3 16.7 83.3 -
165 22 22 16 3 29 97 -
100.0 13.3 13.3 9.7 1.8 17.6 58.8 -
82 14 12 5 1 12 48 -

100.0 17.1 14.6 6.1 1.2 14.6 58.5 -
25 6 3 1 - 9 12 -

100.0 24.0 12.0 4.0 - 36.0 48.0 -
3 - - - - - 3 -

100.0 - - - - - 100.0 -
問３ 124 17 17 10 2 16 82 -

100.0 13.7 13.7 8.1 1.6 12.9 66.1 -
153 21 18 11 2 36 85 -
100.0 13.7 11.8 7.2 1.3 23.5 55.6 -
10 5 3 1 1 - 3 -

100.0 50.0 30.0 10.0 10.0 - 30.0 -
問３付問１ 57 8 8 7 1 11 30 -

100.0 14.0 14.0 12.3 1.8 19.3 52.6 -
20 2 2 1 - 6 13 -

100.0 10.0 10.0 5.0 - 30.0 65.0 -
32 8 3 1 - 9 16 -

100.0 25.0 9.4 3.1 - 28.1 50.0 -
41 3 5 2 1 9 24 -

100.0 7.3 12.2 4.9 2.4 22.0 58.5 -
3 - - - - 1 2 -

100.0 - - - - 33.3 66.7 -
問５ 287 43 38 22 5 52 170 -

100.0 15.0 13.2 7.7 1.7 18.1 59.2 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問５付問３ - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

287 43 38 22 5 52 170 -
100.0 15.0 13.2 7.7 1.7 18.1 59.2 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問７ 129 24 17 8 1 22 79 -
100.0 18.6 13.2 6.2 0.8 17.1 61.2 -
46 7 3 6 1 11 25 -

100.0 15.2 6.5 13.0 2.2 23.9 54.3 -
105 12 17 8 2 17 62 -
100.0 11.4 16.2 7.6 1.9 16.2 59.0 -
7 - 1 - 1 2 4 -

100.0 - 14.3 - 14.3 28.6 57.1 -

教育、学習支援業

問５付問３－１．支払わなかった理由は何ですか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－166－



一
部
の
人
に
支
払
っ

た

計

雇
用
形
態

職
種
、

業
務
内
容
（

左
記
の
雇

用
形
態
に
よ
る
場
合
を
除
く
）

所
属
す
る
部
署
・
部
門

役
職

勤
務
成
績

年
齢

勤
続
年
数

休
業
さ
せ
た
日
数

そ
の
他

無
回
答

261 83 27 18 4 1 - 4 29 137 5
100.0 31.8 10.3 6.9 1.5 0.4 - 1.5 11.1 52.5 1.9

問１ａ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - 2 1

100.0 - - - - - - - - 66.7 33.3
18 3 - - - - - - 2 12 1

100.0 16.7 - - - - - - 11.1 66.7 5.6
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
13 3 2 2 - - - - 5 4 -

100.0 23.1 15.4 15.4 - - - - 38.5 30.8 -
34 11 5 3 2 - - - 3 20 -

100.0 32.4 14.7 8.8 5.9 - - - 8.8 58.8 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
2 1 - - - - - 1 - - -

100.0 50.0 - - - - - 50.0 - - -
1 1 - - - - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - - - - -
38 25 - 1 - 1 - 2 7 7 -

100.0 65.8 - 2.6 - 2.6 - 5.3 18.4 18.4 -
4 2 2 3 1 - - - 1 - -

100.0 50.0 50.0 75.0 25.0 - - - 25.0 - -
16 13 7 4 - - - - - 3 -

100.0 81.3 43.8 25.0 - - - - - 18.8 -
96 12 5 2 1 - - 1 7 74 3

100.0 12.5 5.2 2.1 1.0 - - 1.0 7.3 77.1 3.1
3 1 - - - - - - - 2 -

100.0 33.3 - - - - - - - 66.7 -
33 11 6 3 - - - - 4 13 -

100.0 33.3 18.2 9.1 - - - - 12.1 39.4 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問１ｂ 9 5 1 2 1 - - - - 3 -
100.0 55.6 11.1 22.2 11.1 - - - - 33.3 -
123 41 17 6 1 1 - 2 13 62 2
100.0 33.3 13.8 4.9 0.8 0.8 - 1.6 10.6 50.4 1.6
85 24 8 8 2 - - 1 9 49 2

100.0 28.2 9.4 9.4 2.4 - - 1.2 10.6 57.6 2.4
43 13 1 2 - - - 1 7 22 1

100.0 30.2 2.3 4.7 - - - 2.3 16.3 51.2 2.3
1 - - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - - 100.0 -
問３ 70 19 6 5 2 - - 1 7 38 2

100.0 27.1 8.6 7.1 2.9 - - 1.4 10.0 54.3 2.9
186 62 20 13 1 1 - 2 21 97 3
100.0 33.3 10.8 7.0 0.5 0.5 - 1.1 11.3 52.2 1.6
5 2 1 - 1 - - 1 1 2 -

100.0 40.0 20.0 - 20.0 - - 20.0 20.0 40.0 -
問３付問１ 52 20 10 6 - - - - 4 27 -

100.0 38.5 19.2 11.5 - - - - 7.7 51.9 -
29 10 5 4 - - - 1 3 13 -

100.0 34.5 17.2 13.8 - - - 3.4 10.3 44.8 -
33 8 2 1 - - - - 3 19 2

100.0 24.2 6.1 3.0 - - - - 9.1 57.6 6.1
70 22 3 2 1 1 - 1 10 38 1

100.0 31.4 4.3 2.9 1.4 1.4 - 1.4 14.3 54.3 1.4
2 2 - - - - - - 1 - -

100.0 100.0 - - - - - - 50.0 - -
問５ 261 83 27 18 4 1 - 4 29 137 5

100.0 31.8 10.3 6.9 1.5 0.4 - 1.5 11.1 52.5 1.9
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問５付問３ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

261 83 27 18 4 1 - 4 29 137 5
100.0 31.8 10.3 6.9 1.5 0.4 - 1.5 11.1 52.5 1.9
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問5付問3-4 73 42 7 6 2 1 - 1 11 21 -
100.0 57.5 9.6 8.2 2.7 1.4 - 1.4 15.1 28.8 -
42 14 5 5 - - - 1 5 17 3

100.0 33.3 11.9 11.9 - - - 2.4 11.9 40.5 7.1
139 27 13 7 2 - - 1 12 95 2
100.0 19.4 9.4 5.0 1.4 - - 0.7 8.6 68.3 1.4
7 - 2 - - - - 1 1 4 -

100.0 - 28.6 - - - - 14.3 14.3 57.1 -
問７ 153 47 17 9 3 - - 1 12 87 1

100.0 30.7 11.1 5.9 2.0 - - 0.7 7.8 56.9 0.7
90 30 9 9 1 1 - 1 14 43 2

100.0 33.3 10.0 10.0 1.1 1.1 - 1.1 15.6 47.8 2.2
16 5 1 - - - - 2 1 7 2

100.0 31.3 6.3 - - - - 12.5 6.3 43.8 12.5
2 1 - - - - - - 2 - -

100.0 50.0 - - - - - - 100.0 - -

教育、学習支援業

問５付問３－２．支払った対象者を区別した基準は何ですか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった
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全
員
に
支
払
っ

た
、

ま
た
は
、

一
部
の
人
に
支
払
っ

た

計

「

労
基
法
第
２
６
条
の
休
業
手

当
」

の
認
識
を
持
っ

て
払
っ

た

「

労
基
法
第
２
６
条
の
休
業
手

当
」

の
可
能
性
も
あ
る
も
の
と

し
て
支
払
っ

た

明
確
に
「

労
基
法
第
２
６
条
の

休
業
手
当
」

で
は
な
い
も
の
と

し
て
支
払
っ

た

特
に
意
識
せ
ず
支
払
っ

た

わ
か
ら
な
い

「

労
基
法
第
２
６
条
の
休
業
手

当
」

を
知
ら
な
か
っ

た

無
回
答

5,031 3,724 429 383 355 40 5 95
100.0 74.0 8.5 7.6 7.1 0.8 0.1 1.9

問１ａ 1 - - - 1 - - -
100.0 - - - 100.0 - - -
156 96 17 22 17 1 - 3
100.0 61.5 10.9 14.1 10.9 0.6 - 1.9
1,118 928 55 56 58 5 - 16
100.0 83.0 4.9 5.0 5.2 0.4 - 1.4
14 7 1 5 1 - - -

100.0 50.0 7.1 35.7 7.1 - - -
88 69 6 4 8 - - 1

100.0 78.4 6.8 4.5 9.1 - - 1.1
403 339 23 15 18 4 - 4
100.0 84.1 5.7 3.7 4.5 1.0 - 1.0
695 515 64 56 40 7 2 11
100.0 74.1 9.2 8.1 5.8 1.0 0.3 1.6
76 35 8 13 14 2 - 4

100.0 46.1 10.5 17.1 18.4 2.6 - 5.3
33 19 2 5 6 - - 1

100.0 57.6 6.1 15.2 18.2 - - 3.0
53 42 5 1 2 2 - 1

100.0 79.2 9.4 1.9 3.8 3.8 - 1.9
302 251 25 9 9 1 1 6
100.0 83.1 8.3 3.0 3.0 0.3 0.3 2.0
159 131 10 8 6 3 - 1
100.0 82.4 6.3 5.0 3.8 1.9 - 0.6
179 106 28 20 17 3 - 5
100.0 59.2 15.6 11.2 9.5 1.7 - 2.8
1,158 746 135 120 120 6 2 29
100.0 64.4 11.7 10.4 10.4 0.5 0.2 2.5
50 26 8 4 10 2 - -

100.0 52.0 16.0 8.0 20.0 4.0 - -
514 389 39 42 28 3 - 13
100.0 75.7 7.6 8.2 5.4 0.6 - 2.5
32 25 3 3 - 1 - -

100.0 78.1 9.4 9.4 - 3.1 - -
問１ｂ 221 168 15 13 20 3 1 1

100.0 76.0 6.8 5.9 9.0 1.4 0.5 0.5
2,812 2,051 223 229 233 21 3 52
100.0 72.9 7.9 8.1 8.3 0.7 0.1 1.8
1,444 1,068 137 107 89 12 1 30
100.0 74.0 9.5 7.4 6.2 0.8 0.1 2.1
513 406 51 31 10 4 - 11
100.0 79.1 9.9 6.0 1.9 0.8 - 2.1
41 31 3 3 3 - - 1

100.0 75.6 7.3 7.3 7.3 - - 2.4
問３ 2,428 1,764 197 208 190 17 2 50

100.0 72.7 8.1 8.6 7.8 0.7 0.1 2.1
2,439 1,834 226 164 152 20 3 40
100.0 75.2 9.3 6.7 6.2 0.8 0.1 1.6
164 126 6 11 13 3 - 5
100.0 76.8 3.7 6.7 7.9 1.8 - 3.0

問３付問１ 808 608 78 51 52 6 - 13
100.0 75.2 9.7 6.3 6.4 0.7 - 1.6
376 275 40 28 24 3 1 5
100.0 73.1 10.6 7.4 6.4 0.8 0.3 1.3
398 292 35 34 27 3 2 5
100.0 73.4 8.8 8.5 6.8 0.8 0.5 1.3
830 637 73 51 46 7 - 16
100.0 76.7 8.8 6.1 5.5 0.8 - 1.9
27 22 - - 3 1 - 1

100.0 81.5 - - 11.1 3.7 - 3.7
問５ 5,031 3,724 429 383 355 40 5 95

100.0 74.0 8.5 7.6 7.1 0.8 0.1 1.9
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問５付問３ 4,770 3,571 379 371 339 38 5 67
100.0 74.9 7.9 7.8 7.1 0.8 0.1 1.4
261 153 50 12 16 2 - 28
100.0 58.6 19.2 4.6 6.1 0.8 - 10.7
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 2,220 1,945 99 57 81 17 2 19
100.0 87.6 4.5 2.6 3.6 0.8 0.1 0.9
705 543 77 31 42 5 - 7
100.0 77.0 10.9 4.4 6.0 0.7 - 1.0
1,979 1,177 243 277 227 17 2 36
100.0 59.5 12.3 14.0 11.5 0.9 0.1 1.8
127 59 10 18 5 1 1 33
100.0 46.5 7.9 14.2 3.9 0.8 0.8 26.0

問７ 3,048 2,410 211 196 158 23 1 49
100.0 79.1 6.9 6.4 5.2 0.8 0.0 1.6
1,584 1,144 179 95 126 8 2 30
100.0 72.2 11.3 6.0 8.0 0.5 0.1 1.9
338 127 33 89 68 8 2 11
100.0 37.6 9.8 26.3 20.1 2.4 0.6 3.3
61 43 6 3 3 1 - 5

100.0 70.5 9.8 4.9 4.9 1.6 - 8.2

教育、学習支援業

問５付問３－３．「労基法第２６条の休業手当」として支払いましたか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった
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全
員
に
支
払
っ

た
、

ま
た
は
、

一
部
の
人
に
支
払
っ

た

計

支
払
っ

た
手
当
の
全
額
に
つ
い

て
申
請
し
た

一
部
の
み
申
請
し
た

申
請
し
な
か
っ

た

無
回
答

5,031 2,220 705 1,979 127
100.0 44.1 14.0 39.3 2.5

問１ａ 1 1 - - -
100.0 100.0 - - -
156 41 16 91 8
100.0 26.3 10.3 58.3 5.1
1,118 697 169 219 33
100.0 62.3 15.1 19.6 3.0
14 3 1 10 -

100.0 21.4 7.1 71.4 -
88 38 13 35 2

100.0 43.2 14.8 39.8 2.3
403 257 53 83 10
100.0 63.8 13.2 20.6 2.5
695 305 116 260 14
100.0 43.9 16.7 37.4 2.0
76 18 11 44 3

100.0 23.7 14.5 57.9 3.9
33 14 9 8 2

100.0 42.4 27.3 24.2 6.1
53 20 9 24 -

100.0 37.7 17.0 45.3 -
302 234 54 10 4
100.0 77.5 17.9 3.3 1.3
159 119 30 10 -
100.0 74.8 18.9 6.3 -
179 33 17 126 3
100.0 18.4 9.5 70.4 1.7
1,158 203 94 826 35
100.0 17.5 8.1 71.3 3.0
50 3 8 38 1

100.0 6.0 16.0 76.0 2.0
514 218 100 185 11
100.0 42.4 19.5 36.0 2.1
32 16 5 10 1

100.0 50.0 15.6 31.3 3.1
問１ｂ 221 132 21 64 4

100.0 59.7 9.5 29.0 1.8
2,812 1,333 325 1,078 76
100.0 47.4 11.6 38.3 2.7
1,444 553 229 624 38
100.0 38.3 15.9 43.2 2.6
513 181 128 195 9
100.0 35.3 25.0 38.0 1.8
41 21 2 18 -

100.0 51.2 4.9 43.9 -
問３ 2,428 1,084 308 945 91

100.0 44.6 12.7 38.9 3.7
2,439 1,066 373 972 28
100.0 43.7 15.3 39.9 1.1
164 70 24 62 8
100.0 42.7 14.6 37.8 4.9

問３付問１ 808 331 117 350 10
100.0 41.0 14.5 43.3 1.2
376 172 52 149 3
100.0 45.7 13.8 39.6 0.8
398 148 69 172 9
100.0 37.2 17.3 43.2 2.3
830 403 133 288 6
100.0 48.6 16.0 34.7 0.7
27 12 2 13 -

100.0 44.4 7.4 48.1 -
問５ 5,031 2,220 705 1,979 127

100.0 44.1 14.0 39.3 2.5
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

問５付問３ 4,770 2,147 663 1,840 120
100.0 45.0 13.9 38.6 2.5
261 73 42 139 7
100.0 28.0 16.1 53.3 2.7
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 2,220 2,220 - - -
100.0 100.0 - - -
705 - 705 - -
100.0 - 100.0 - -
1,979 - - 1,979 -
100.0 - - 100.0 -
127 - - - 127
100.0 - - - 100.0

問７ 3,048 1,451 457 1,075 65
100.0 47.6 15.0 35.3 2.1
1,584 615 213 714 42
100.0 38.8 13.4 45.1 2.7
338 123 28 172 15
100.0 36.4 8.3 50.9 4.4
61 31 7 18 5

100.0 50.8 11.5 29.5 8.2

教育、学習支援業

問５付問３－４．雇用調整助成金の申請を行いましたか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－169－



支
払
っ

た
手
当
の
全
額
に
つ
い

て
申
請
し
た
、

ま
た
は
、

一
部

の
み
申
請
し
た

計

手
当
の
支
払
は
元
々
実
施
す
る

予
定
で
あ
り
、

特
例
措
置
の
有

無
や
内
容
に
影
響
さ
れ
た
部
分

は
な
い

特
例
措
置
が
実
施
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ

て
、

支
払
額
や
支
払
対

象
者
が
増
加
し
た
部
分
が
あ
る

特
例
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
、

そ
も
そ
も
手
当
の
支

払
を
す
る
予
定
は
な
か
っ

た

無
回
答

2,925 1,501 1,190 170 64
100.0 51.3 40.7 5.8 2.2

問１ａ 1 1 - - -
100.0 100.0 - - -
57 41 15 - 1

100.0 71.9 26.3 - 1.8
866 430 399 27 10
100.0 49.7 46.1 3.1 1.2
4 2 2 - -

100.0 50.0 50.0 - -
51 29 20 1 1

100.0 56.9 39.2 2.0 2.0
310 137 129 37 7
100.0 44.2 41.6 11.9 2.3
421 237 152 25 7
100.0 56.3 36.1 5.9 1.7
29 25 4 - -

100.0 86.2 13.8 - -
23 16 6 1 -

100.0 69.6 26.1 4.3 -
29 14 14 1 -

100.0 48.3 48.3 3.4 -
288 99 162 18 9
100.0 34.4 56.3 6.3 3.1
149 62 71 13 3
100.0 41.6 47.7 8.7 2.0
50 26 20 2 2

100.0 52.0 40.0 4.0 4.0
297 183 83 21 10
100.0 61.6 27.9 7.1 3.4
11 8 2 1 -

100.0 72.7 18.2 9.1 -
318 181 104 20 13
100.0 56.9 32.7 6.3 4.1
21 10 7 3 1

100.0 47.6 33.3 14.3 4.8
問１ｂ 153 64 72 11 6

100.0 41.8 47.1 7.2 3.9
1,658 832 688 105 33
100.0 50.2 41.5 6.3 2.0
782 419 310 35 18
100.0 53.6 39.6 4.5 2.3
309 178 107 17 7
100.0 57.6 34.6 5.5 2.3
23 8 13 2 -

100.0 34.8 56.5 8.7 -
問３ 1,392 768 541 60 23

100.0 55.2 38.9 4.3 1.7
1,439 683 616 106 34
100.0 47.5 42.8 7.4 2.4
94 50 33 4 7

100.0 53.2 35.1 4.3 7.4
問３付問１ 448 225 182 25 16

100.0 50.2 40.6 5.6 3.6
224 111 93 14 6
100.0 49.6 41.5 6.3 2.7
217 96 102 15 4
100.0 44.2 47.0 6.9 1.8
536 246 233 49 8
100.0 45.9 43.5 9.1 1.5
14 5 6 3 -

100.0 35.7 42.9 21.4 -
問５ 2,925 1,501 1,190 170 64

100.0 51.3 40.7 5.8 2.2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

問５付問３ 2,810 1,452 1,141 158 59
100.0 51.7 40.6 5.6 2.1
115 49 49 12 5
100.0 42.6 42.6 10.4 4.3
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 2,220 1,097 934 138 51
100.0 49.4 42.1 6.2 2.3
705 404 256 32 13
100.0 57.3 36.3 4.5 1.8
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

問７ 1,908 1,014 757 95 42
100.0 53.1 39.7 5.0 2.2
828 406 357 48 17
100.0 49.0 43.1 5.8 2.1
151 62 61 25 3
100.0 41.1 40.4 16.6 2.0
38 19 15 2 2

100.0 50.0 39.5 5.3 5.3

教育、学習支援業

問５付問３－４－１．休業等に伴う手当の労働者への支払に関して、雇用調整助成金の特例措置が講じられていることはどの程度影響しましたか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－170－



合
計

あ
っ

た

な
か
っ

た

「

シ
フ
ト
制
労
働
者
」

が
い
な

い 無
回
答

7,797 1,136 2,737 2,801 1,123
100.0 14.6 35.1 35.9 14.4

問１ａ 4 1 1 2 -
100.0 25.0 25.0 50.0 -
341 10 96 205 30
100.0 2.9 28.2 60.1 8.8
1,552 130 381 847 194
100.0 8.4 24.5 54.6 12.5
29 2 7 15 5

100.0 6.9 24.1 51.7 17.2
226 12 71 113 30
100.0 5.3 31.4 50.0 13.3
589 116 206 183 84
100.0 19.7 35.0 31.1 14.3
1,104 162 341 464 137
100.0 14.7 30.9 42.0 12.4
145 10 32 84 19
100.0 6.9 22.1 57.9 13.1
67 5 16 32 14

100.0 7.5 23.9 47.8 20.9
111 6 21 65 19
100.0 5.4 18.9 58.6 17.1
320 226 49 10 35
100.0 70.6 15.3 3.1 10.9
178 66 54 27 31
100.0 37.1 30.3 15.2 17.4
341 20 71 163 87
100.0 5.9 20.8 47.8 25.5
1,815 224 1,046 304 241
100.0 12.3 57.6 16.7 13.3
97 11 42 19 25

100.0 11.3 43.3 19.6 25.8
813 132 279 239 163
100.0 16.2 34.3 29.4 20.0
65 3 24 29 9

100.0 4.6 36.9 44.6 13.8
問１ｂ 393 56 132 136 69

100.0 14.2 33.6 34.6 17.6
4,583 586 1,602 1,793 602
100.0 12.8 35.0 39.1 13.1
2,073 336 727 672 338
100.0 16.2 35.1 32.4 16.3
686 150 255 180 101
100.0 21.9 37.2 26.2 14.7
62 8 21 20 13

100.0 12.9 33.9 32.3 21.0
問３ 4,123 146 1,043 2,620 314

100.0 3.5 25.3 63.5 7.6
3,392 955 1,591 72 774
100.0 28.2 46.9 2.1 22.8
282 35 103 109 35
100.0 12.4 36.5 38.7 12.4

問３付問１ 1,196 183 412 44 557
100.0 15.3 34.4 3.7 46.6
539 136 283 12 108
100.0 25.2 52.5 2.2 20.0
569 180 326 9 54
100.0 31.6 57.3 1.6 9.5
1,050 448 552 5 45
100.0 42.7 52.6 0.5 4.3
38 8 18 2 10

100.0 21.1 47.4 5.3 26.3
問５ 5,322 1,083 1,693 1,751 795

100.0 20.3 31.8 32.9 14.9
2,403 38 1,031 1,039 295
100.0 1.6 42.9 43.2 12.3
72 15 13 11 33

100.0 20.8 18.1 15.3 45.8
問５付問３ 4,770 992 1,448 1,634 696

100.0 20.8 30.4 34.3 14.6
261 71 108 38 44
100.0 27.2 41.4 14.6 16.9
287 20 134 79 54
100.0 7.0 46.7 27.5 18.8
4 - 3 - 1

100.0 - 75.0 - 25.0
問5付問3-4 2,220 637 466 792 325

100.0 28.7 21.0 35.7 14.6
705 195 174 211 125
100.0 27.7 24.7 29.9 17.7
1,979 218 865 628 268
100.0 11.0 43.7 31.7 13.5
127 13 51 41 22
100.0 10.2 40.2 32.3 17.3

問７ 4,433 710 1,534 1,588 601
100.0 16.0 34.6 35.8 13.6
2,102 331 741 711 319
100.0 15.7 35.3 33.8 15.2
1,150 73 431 474 172
100.0 6.3 37.5 41.2 15.0
112 22 31 28 31
100.0 19.6 27.7 25.0 27.7

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６．今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減したことがありますか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－171－



合
計

あ
っ

た

な
か
っ

た

「

シ
フ
ト
制
労
働
者
」

が
い
な

い 無
回
答

7,797 1,576 2,741 2,620 860
100.0 20.2 35.2 33.6 11.0

問１ａ 4 1 1 2 -
100.0 25.0 25.0 50.0 -
341 16 82 187 56
100.0 4.7 24.0 54.8 16.4
1,552 136 371 807 238
100.0 8.8 23.9 52.0 15.3
29 2 10 14 3

100.0 6.9 34.5 48.3 10.3
226 17 70 103 36
100.0 7.5 31.0 45.6 15.9
589 125 206 163 95
100.0 21.2 35.0 27.7 16.1
1,104 220 364 422 98
100.0 19.9 33.0 38.2 8.9
145 11 43 83 8
100.0 7.6 29.7 57.2 5.5
67 15 16 28 8

100.0 22.4 23.9 41.8 11.9
111 9 26 61 15
100.0 8.1 23.4 55.0 13.5
320 266 33 10 11
100.0 83.1 10.3 3.1 3.4
178 93 48 22 15
100.0 52.2 27.0 12.4 8.4
341 83 78 158 22
100.0 24.3 22.9 46.3 6.5
1,815 329 1,045 295 146
100.0 18.1 57.6 16.3 8.0
97 17 55 19 6

100.0 17.5 56.7 19.6 6.2
813 227 272 223 91
100.0 27.9 33.5 27.4 11.2
65 9 21 23 12

100.0 13.8 32.3 35.4 18.5
問１ｂ 393 67 145 114 67

100.0 17.0 36.9 29.0 17.0
4,583 747 1,571 1,677 588
100.0 16.3 34.3 36.6 12.8
2,073 510 778 633 152
100.0 24.6 37.5 30.5 7.3
686 241 226 174 45
100.0 35.1 32.9 25.4 6.6
62 11 21 22 8

100.0 17.7 33.9 35.5 12.9
問３ 4,123 151 926 2,486 560

100.0 3.7 22.5 60.3 13.6
3,392 1,383 1,723 38 248
100.0 40.8 50.8 1.1 7.3
282 42 92 96 52
100.0 14.9 32.6 34.0 18.4

問３付問１ 1,196 389 672 21 114
100.0 32.5 56.2 1.8 9.5
539 217 268 4 50
100.0 40.3 49.7 0.7 9.3
569 247 279 6 37
100.0 43.4 49.0 1.1 6.5
1,050 519 481 5 45
100.0 49.4 45.8 0.5 4.3
38 11 23 2 2

100.0 28.9 60.5 5.3 5.3
問５ 5,322 1,472 1,667 1,646 537

100.0 27.7 31.3 30.9 10.1
2,403 85 1,061 963 294
100.0 3.5 44.2 40.1 12.2
72 19 13 11 29

100.0 26.4 18.1 15.3 40.3
問５付問３ 4,770 1,306 1,444 1,538 482

100.0 27.4 30.3 32.2 10.1
261 111 90 34 26
100.0 42.5 34.5 13.0 10.0
287 55 130 74 28
100.0 19.2 45.3 25.8 9.8
4 - 3 - 1

100.0 - 75.0 - 25.0
問5付問3-4 2,220 795 465 729 231

100.0 35.8 20.9 32.8 10.4
705 279 153 206 67
100.0 39.6 21.7 29.2 9.5
1,979 327 868 598 186
100.0 16.5 43.9 30.2 9.4
127 16 48 39 24
100.0 12.6 37.8 30.7 18.9

問７ 4,433 940 1,514 1,489 490
100.0 21.2 34.2 33.6 11.1
2,102 495 745 658 204
100.0 23.5 35.4 31.3 9.7
1,150 117 450 445 138
100.0 10.2 39.1 38.7 12.0
112 24 32 28 28
100.0 21.4 28.6 25.0 25.0

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６．今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、２０２０年１月以降に、「シフト制労働者」の出勤日数・時間（シフト）を削減したことがありますか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－172－



「

シ
フ
ト
制
労
働
者
」

の
出
勤

日
数
・
時
間
（

シ
フ
ト
）

を
削

減
し
た
こ
と
が
あ
っ

た

計

国
や
地
方
自
治
体
か
ら
の
指

示
、

要
請
へ
の
対
応

売
上
、

利
用
客
の
減
少

取
引
先
の
休
業

従
業
員
に
感
染
者
や
濃
厚
接
触

者
が
出
た
た
め

そ
の
他

無
回
答

1,136 501 564 180 357 72 30
100.0 44.1 49.6 15.8 31.4 6.3 2.6

問１ａ 1 - 1 - - - -
100.0 - 100.0 - - - -
10 7 3 1 2 1 1

100.0 70.0 30.0 10.0 20.0 10.0 10.0
130 23 84 44 22 5 3
100.0 17.7 64.6 33.8 16.9 3.8 2.3
2 1 - - 2 - -

100.0 50.0 - - 100.0 - -
12 3 3 6 - 2 -

100.0 25.0 25.0 50.0 - 16.7 -
116 24 95 26 19 3 2
100.0 20.7 81.9 22.4 16.4 2.6 1.7
162 105 58 30 49 12 1
100.0 64.8 35.8 18.5 30.2 7.4 0.6
10 7 - 2 2 1 1

100.0 70.0 - 20.0 20.0 10.0 10.0
5 5 3 - 2 - -

100.0 100.0 60.0 - 40.0 - -
6 1 3 1 3 1 -

100.0 16.7 50.0 16.7 50.0 16.7 -
226 157 173 7 46 2 3
100.0 69.5 76.5 3.1 20.4 0.9 1.3
66 37 44 10 17 1 -

100.0 56.1 66.7 15.2 25.8 1.5 -
20 13 5 - 7 2 1

100.0 65.0 25.0 - 35.0 10.0 5.0
224 64 35 1 144 31 12
100.0 28.6 15.6 0.4 64.3 13.8 5.4
11 5 1 - 5 1 1

100.0 45.5 9.1 - 45.5 9.1 9.1
132 48 54 51 37 9 5
100.0 36.4 40.9 38.6 28.0 6.8 3.8
3 1 2 1 - 1 -

100.0 33.3 66.7 33.3 - 33.3 -
問１ｂ 56 19 29 11 11 3 1

100.0 33.9 51.8 19.6 19.6 5.4 1.8
586 212 318 90 155 42 15
100.0 36.2 54.3 15.4 26.5 7.2 2.6
336 170 158 50 122 19 13
100.0 50.6 47.0 14.9 36.3 5.7 3.9
150 94 53 29 65 7 1
100.0 62.7 35.3 19.3 43.3 4.7 0.7
8 6 6 - 4 1 -

100.0 75.0 75.0 - 50.0 12.5 -
問３ 146 43 60 35 39 13 10

100.0 29.5 41.1 24.0 26.7 8.9 6.8
955 446 490 140 308 59 18
100.0 46.7 51.3 14.7 32.3 6.2 1.9
35 12 14 5 10 - 2

100.0 34.3 40.0 14.3 28.6 - 5.7
問３付問１ 183 65 90 39 54 11 8

100.0 35.5 49.2 21.3 29.5 6.0 4.4
136 56 61 30 39 11 1
100.0 41.2 44.9 22.1 28.7 8.1 0.7
180 78 74 34 68 11 3
100.0 43.3 41.1 18.9 37.8 6.1 1.7
448 244 258 36 147 25 6
100.0 54.5 57.6 8.0 32.8 5.6 1.3
8 3 7 1 - 1 -

100.0 37.5 87.5 12.5 - 12.5 -
問５ 1,083 484 547 173 340 63 27

100.0 44.7 50.5 16.0 31.4 5.8 2.5
38 11 8 6 14 8 2

100.0 28.9 21.1 15.8 36.8 21.1 5.3
15 6 9 1 3 1 1

100.0 40.0 60.0 6.7 20.0 6.7 6.7
問５付問３ 992 435 519 162 303 58 24

100.0 43.9 52.3 16.3 30.5 5.8 2.4
71 42 26 7 28 2 3

100.0 59.2 36.6 9.9 39.4 2.8 4.2
20 7 2 4 9 3 -

100.0 35.0 10.0 20.0 45.0 15.0 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 637 301 423 112 128 19 16
100.0 47.3 66.4 17.6 20.1 3.0 2.5
195 107 98 37 61 9 7
100.0 54.9 50.3 19.0 31.3 4.6 3.6
218 66 20 18 136 31 3
100.0 30.3 9.2 8.3 62.4 14.2 1.4
13 3 4 2 6 1 1

100.0 23.1 30.8 15.4 46.2 7.7 7.7
問７ 710 308 353 132 209 42 18

100.0 43.4 49.7 18.6 29.4 5.9 2.5
331 164 166 37 116 22 6
100.0 49.5 50.2 11.2 35.0 6.6 1.8
73 22 39 10 27 7 1

100.0 30.1 53.4 13.7 37.0 9.6 1.4
22 7 6 1 5 1 5

100.0 31.8 27.3 4.5 22.7 4.5 22.7

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問１．シフトの削減を行った理由は何ですか（ＭＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－173－



「

シ
フ
ト
制
労
働
者
」

の
出
勤

日
数
・
時
間
（

シ
フ
ト
）

を
削

減
し
た
こ
と
が
あ
っ

た

計

国
や
地
方
自
治
体
か
ら
の
指

示
、

要
請
へ
の
対
応

売
上
、

利
用
客
の
減
少

取
引
先
の
休
業

従
業
員
に
感
染
者
や
濃
厚
接
触

者
が
出
た
た
め

そ
の
他

無
回
答

1,576 719 765 256 435 127 27
100.0 45.6 48.5 16.2 27.6 8.1 1.7

問１ａ 1 - 1 - - - -
100.0 - 100.0 - - - -
16 11 7 2 3 1 -

100.0 68.8 43.8 12.5 18.8 6.3 -
136 33 89 44 21 6 3
100.0 24.3 65.4 32.4 15.4 4.4 2.2
2 1 - - 2 - -

100.0 50.0 - - 100.0 - -
17 7 6 4 - 3 -

100.0 41.2 35.3 23.5 - 17.6 -
125 25 101 31 19 2 2
100.0 20.0 80.8 24.8 15.2 1.6 1.6
220 137 88 45 61 20 1
100.0 62.3 40.0 20.5 27.7 9.1 0.5
11 7 1 1 2 1 1

100.0 63.6 9.1 9.1 18.2 9.1 9.1
15 13 5 - 5 1 -

100.0 86.7 33.3 - 33.3 6.7 -
9 3 6 2 4 1 -

100.0 33.3 66.7 22.2 44.4 11.1 -
266 178 207 10 55 4 3
100.0 66.9 77.8 3.8 20.7 1.5 1.1
93 46 68 14 20 1 -

100.0 49.5 73.1 15.1 21.5 1.1 -
83 55 20 1 16 14 1

100.0 66.3 24.1 1.2 19.3 16.9 1.2
329 110 71 6 172 54 9
100.0 33.4 21.6 1.8 52.3 16.4 2.7
17 8 5 - 6 1 -

100.0 47.1 29.4 - 35.3 5.9 -
227 80 85 95 49 16 7
100.0 35.2 37.4 41.9 21.6 7.0 3.1
9 5 5 1 - 2 -

100.0 55.6 55.6 11.1 - 22.2 -
問１ｂ 67 26 36 10 15 4 -

100.0 38.8 53.7 14.9 22.4 6.0 -
747 290 392 119 168 69 10
100.0 38.8 52.5 15.9 22.5 9.2 1.3
510 248 239 76 154 38 13
100.0 48.6 46.9 14.9 30.2 7.5 2.5
241 148 90 51 94 14 4
100.0 61.4 37.3 21.2 39.0 5.8 1.7
11 7 8 - 4 2 -

100.0 63.6 72.7 - 36.4 18.2 -
問３ 151 45 68 34 34 13 12

100.0 29.8 45.0 22.5 22.5 8.6 7.9
1,383 661 678 214 389 113 13
100.0 47.8 49.0 15.5 28.1 8.2 0.9
42 13 19 8 12 1 2

100.0 31.0 45.2 19.0 28.6 2.4 4.8
問３付問１ 389 173 160 69 96 41 7

100.0 44.5 41.1 17.7 24.7 10.5 1.8
217 87 109 47 55 19 -
100.0 40.1 50.2 21.7 25.3 8.8 -
247 113 107 44 79 20 1
100.0 45.7 43.3 17.8 32.0 8.1 0.4
519 283 294 53 159 32 5
100.0 54.5 56.6 10.2 30.6 6.2 1.0
11 5 8 1 - 1 -

100.0 45.5 72.7 9.1 - 9.1 -
問５ 1,472 683 729 243 412 111 22

100.0 46.4 49.5 16.5 28.0 7.5 1.5
85 28 25 12 20 15 4

100.0 32.9 29.4 14.1 23.5 17.6 4.7
19 8 11 1 3 1 1

100.0 42.1 57.9 5.3 15.8 5.3 5.3
問５付問３ 1,306 601 677 218 350 94 19

100.0 46.0 51.8 16.7 26.8 7.2 1.5
111 62 40 17 42 8 3
100.0 55.9 36.0 15.3 37.8 7.2 2.7
55 20 12 8 20 9 -

100.0 36.4 21.8 14.5 36.4 16.4 -
- - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 795 379 522 139 157 27 12
100.0 47.7 65.7 17.5 19.7 3.4 1.5
279 147 142 63 79 16 5
100.0 52.7 50.9 22.6 28.3 5.7 1.8
327 132 48 32 150 57 4
100.0 40.4 14.7 9.8 45.9 17.4 1.2
16 5 5 1 6 2 1

100.0 31.3 31.3 6.3 37.5 12.5 6.3
問７ 940 419 465 178 251 65 16

100.0 44.6 49.5 18.9 26.7 6.9 1.7
495 250 236 63 144 46 4
100.0 50.5 47.7 12.7 29.1 9.3 0.8
117 43 56 14 36 15 1
100.0 36.8 47.9 12.0 30.8 12.8 0.9
24 7 8 1 4 1 6

100.0 29.2 33.3 4.2 16.7 4.2 25.0

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問１．シフトの削減を行った理由は何ですか（ＭＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－174－



「

シ
フ
ト
制
労
働
者
」

の
出
勤

日
数
・
時
間
（

シ
フ
ト
）

を
削

減
し
た
こ
と
が
あ
っ

た

計

１
割
未
満

１
割
～

３
割
未
満

３
割
～

５
割
未
満

５
割
～

７
割
未
満

７
割
～

９
割
未
満

９
割
以
上

無
回
答

1,136 286 199 104 71 108 302 66
100.0 25.2 17.5 9.2 6.3 9.5 26.6 5.8

問１ａ 1 1 - - - - - -
100.0 100.0 - - - - - -
10 - - 1 2 - 3 4

100.0 - - 10.0 20.0 - 30.0 40.0
130 18 23 13 7 11 48 10
100.0 13.8 17.7 10.0 5.4 8.5 36.9 7.7
2 2 - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - -
12 4 3 3 - - 1 1

100.0 33.3 25.0 25.0 - - 8.3 8.3
116 14 17 10 6 15 50 4
100.0 12.1 14.7 8.6 5.2 12.9 43.1 3.4
162 34 34 10 10 12 57 5
100.0 21.0 21.0 6.2 6.2 7.4 35.2 3.1
10 2 - - - 1 6 1

100.0 20.0 - - - 10.0 60.0 10.0
5 - - 2 1 - 2 -

100.0 - - 40.0 20.0 - 40.0 -
6 4 2 - - - - -

100.0 66.7 33.3 - - - - -
226 15 29 25 20 41 84 12
100.0 6.6 12.8 11.1 8.8 18.1 37.2 5.3
66 5 15 10 7 10 16 3

100.0 7.6 22.7 15.2 10.6 15.2 24.2 4.5
20 2 6 2 2 1 5 2

100.0 10.0 30.0 10.0 10.0 5.0 25.0 10.0
224 133 42 9 8 8 11 13
100.0 59.4 18.8 4.0 3.6 3.6 4.9 5.8
11 5 1 2 - 1 1 1

100.0 45.5 9.1 18.2 - 9.1 9.1 9.1
132 46 27 17 8 8 17 9
100.0 34.8 20.5 12.9 6.1 6.1 12.9 6.8
3 1 - - - - 1 1

100.0 33.3 - - - - 33.3 33.3
問１ｂ 56 11 6 7 4 4 18 6

100.0 19.6 10.7 12.5 7.1 7.1 32.1 10.7
586 134 91 55 29 64 177 36
100.0 22.9 15.5 9.4 4.9 10.9 30.2 6.1
336 91 57 29 27 35 80 17
100.0 27.1 17.0 8.6 8.0 10.4 23.8 5.1
150 49 43 11 10 5 25 7
100.0 32.7 28.7 7.3 6.7 3.3 16.7 4.7
8 1 2 2 1 - 2 -

100.0 12.5 25.0 25.0 12.5 - 25.0 -
問３ 146 39 24 13 7 4 33 26

100.0 26.7 16.4 8.9 4.8 2.7 22.6 17.8
955 242 160 85 61 104 266 37
100.0 25.3 16.8 8.9 6.4 10.9 27.9 3.9
35 5 15 6 3 - 3 3

100.0 14.3 42.9 17.1 8.6 - 8.6 8.6
問３付問１ 183 49 33 15 10 15 51 10

100.0 26.8 18.0 8.2 5.5 8.2 27.9 5.5
136 38 26 13 7 13 35 4
100.0 27.9 19.1 9.6 5.1 9.6 25.7 2.9
180 57 28 17 15 10 42 11
100.0 31.7 15.6 9.4 8.3 5.6 23.3 6.1
448 98 71 39 29 63 136 12
100.0 21.9 15.8 8.7 6.5 14.1 30.4 2.7
8 - 2 1 - 3 2 -

100.0 - 25.0 12.5 - 37.5 25.0 -
問５ 1,083 259 191 100 66 105 298 64

100.0 23.9 17.6 9.2 6.1 9.7 27.5 5.9
38 23 6 3 2 - 2 2

100.0 60.5 15.8 7.9 5.3 - 5.3 5.3
15 4 2 1 3 3 2 -

100.0 26.7 13.3 6.7 20.0 20.0 13.3 -
問５付問３ 992 221 175 95 60 99 282 60

100.0 22.3 17.6 9.6 6.0 10.0 28.4 6.0
71 25 12 5 5 6 15 3

100.0 35.2 16.9 7.0 7.0 8.5 21.1 4.2
20 13 4 - 1 - 1 1

100.0 65.0 20.0 - 5.0 - 5.0 5.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 637 63 107 64 46 88 236 33
100.0 9.9 16.8 10.0 7.2 13.8 37.0 5.2
195 39 41 24 14 16 47 14
100.0 20.0 21.0 12.3 7.2 8.2 24.1 7.2
218 139 36 12 4 1 14 12
100.0 63.8 16.5 5.5 1.8 0.5 6.4 5.5
13 5 3 - 1 - - 4

100.0 38.5 23.1 - 7.7 - - 30.8
問７ 710 167 127 68 49 76 178 45

100.0 23.5 17.9 9.6 6.9 10.7 25.1 6.3
331 87 55 28 18 24 109 10
100.0 26.3 16.6 8.5 5.4 7.3 32.9 3.0
73 27 15 6 3 7 12 3

100.0 37.0 20.5 8.2 4.1 9.6 16.4 4.1
22 5 2 2 1 1 3 8

100.0 22.7 9.1 9.1 4.5 4.5 13.6 36.4

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問２．出勤日数、労働時間の削減をしたのは、「シフト制労働者」のうち、どの程度の人数ですか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－175－



「

シ
フ
ト
制
労
働
者
」

の
出
勤

日
数
・
時
間
（

シ
フ
ト
）

を
削

減
し
た
こ
と
が
あ
っ

た

計

１
割
未
満

１
割
～

３
割
未
満

３
割
～

５
割
未
満

５
割
～

７
割
未
満

７
割
～

９
割
未
満

９
割
以
上

無
回
答

1,576 420 294 162 110 150 378 62
100.0 26.6 18.7 10.3 7.0 9.5 24.0 3.9

問１ａ 1 1 - - - - - -
100.0 100.0 - - - - - -
16 - 4 4 1 1 5 1

100.0 - 25.0 25.0 6.3 6.3 31.3 6.3
136 17 28 13 10 9 48 11
100.0 12.5 20.6 9.6 7.4 6.6 35.3 8.1
2 2 - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - -
17 6 3 1 3 2 1 1

100.0 35.3 17.6 5.9 17.6 11.8 5.9 5.9
125 21 20 12 9 12 45 6
100.0 16.8 16.0 9.6 7.2 9.6 36.0 4.8
220 57 46 15 14 18 66 4
100.0 25.9 20.9 6.8 6.4 8.2 30.0 1.8
11 1 1 - - 2 6 1

100.0 9.1 9.1 - - 18.2 54.5 9.1
15 4 3 5 1 - 2 -

100.0 26.7 20.0 33.3 6.7 - 13.3 -
9 3 2 1 - 1 1 1

100.0 33.3 22.2 11.1 - 11.1 11.1 11.1
266 9 32 34 31 48 103 9
100.0 3.4 12.0 12.8 11.7 18.0 38.7 3.4
93 13 21 14 7 13 22 3

100.0 14.0 22.6 15.1 7.5 14.0 23.7 3.2
83 18 13 14 5 9 22 2

100.0 21.7 15.7 16.9 6.0 10.8 26.5 2.4
329 191 61 18 12 11 24 12
100.0 58.1 18.5 5.5 3.6 3.3 7.3 3.6
17 7 4 1 1 2 2 -

100.0 41.2 23.5 5.9 5.9 11.8 11.8 -
227 69 54 29 15 21 29 10
100.0 30.4 23.8 12.8 6.6 9.3 12.8 4.4
9 1 2 1 1 1 2 1

100.0 11.1 22.2 11.1 11.1 11.1 22.2 11.1
問１ｂ 67 16 9 7 4 5 21 5

100.0 23.9 13.4 10.4 6.0 7.5 31.3 7.5
747 190 119 70 51 78 209 30
100.0 25.4 15.9 9.4 6.8 10.4 28.0 4.0
510 145 103 51 35 51 107 18
100.0 28.4 20.2 10.0 6.9 10.0 21.0 3.5
241 67 61 32 20 15 37 9
100.0 27.8 25.3 13.3 8.3 6.2 15.4 3.7
11 2 2 2 - 1 4 -

100.0 18.2 18.2 18.2 - 9.1 36.4 -
問３ 151 38 33 12 5 8 28 27

100.0 25.2 21.9 7.9 3.3 5.3 18.5 17.9
1,383 378 242 145 102 139 345 32
100.0 27.3 17.5 10.5 7.4 10.1 24.9 2.3
42 4 19 5 3 3 5 3

100.0 9.5 45.2 11.9 7.1 7.1 11.9 7.1
問３付問１ 389 125 61 41 29 34 89 10

100.0 32.1 15.7 10.5 7.5 8.7 22.9 2.6
217 62 47 29 15 15 46 3
100.0 28.6 21.7 13.4 6.9 6.9 21.2 1.4
247 77 53 23 14 22 51 7
100.0 31.2 21.5 9.3 5.7 8.9 20.6 2.8
519 113 79 51 44 64 156 12
100.0 21.8 15.2 9.8 8.5 12.3 30.1 2.3
11 1 2 1 - 4 3 -

100.0 9.1 18.2 9.1 - 36.4 27.3 -
問５ 1,472 371 276 153 105 143 367 57

100.0 25.2 18.8 10.4 7.1 9.7 24.9 3.9
85 43 15 8 2 4 8 5

100.0 50.6 17.6 9.4 2.4 4.7 9.4 5.9
19 6 3 1 3 3 3 -

100.0 31.6 15.8 5.3 15.8 15.8 15.8 -
問５付問３ 1,306 308 246 140 89 127 342 54

100.0 23.6 18.8 10.7 6.8 9.7 26.2 4.1
111 37 20 8 12 13 18 3
100.0 33.3 18.0 7.2 10.8 11.7 16.2 2.7
55 26 10 5 4 3 7 -

100.0 47.3 18.2 9.1 7.3 5.5 12.7 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 795 92 139 91 70 101 269 33
100.0 11.6 17.5 11.4 8.8 12.7 33.8 4.2
279 61 60 38 24 30 57 9
100.0 21.9 21.5 13.6 8.6 10.8 20.4 3.2
327 189 63 19 6 7 33 10
100.0 57.8 19.3 5.8 1.8 2.1 10.1 3.1
16 3 4 - 1 2 1 5

100.0 18.8 25.0 - 6.3 12.5 6.3 31.3
問７ 940 235 183 96 71 93 220 42

100.0 25.0 19.5 10.2 7.6 9.9 23.4 4.5
495 144 85 52 30 43 133 8
100.0 29.1 17.2 10.5 6.1 8.7 26.9 1.6
117 37 24 12 7 12 22 3
100.0 31.6 20.5 10.3 6.0 10.3 18.8 2.6
24 4 2 2 2 2 3 9

100.0 16.7 8.3 8.3 8.3 8.3 12.5 37.5

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問２．出勤日数、労働時間の削減をしたのは、「シフト制労働者」のうち、どの程度の人数ですか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－176－



「

シ
フ
ト
制
労
働
者
」

の
出
勤

日
数
・
時
間
（

シ
フ
ト
）

を
削

減
し
た
こ
と
が
あ
っ

た

計

１
割
未
満

１
割
～

３
割
未
満

３
割
～

５
割
未
満

５
割
～

７
割
未
満

７
割
～

９
割
未
満

９
割
以
上

無
回
答

1,136 263 310 168 95 60 171 69
100.0 23.2 27.3 14.8 8.4 5.3 15.1 6.1

問１ａ 1 1 - - - - - -
100.0 100.0 - - - - - -
10 - 2 1 - 1 2 4

100.0 - 20.0 10.0 - 10.0 20.0 40.0
130 25 45 21 14 7 9 9
100.0 19.2 34.6 16.2 10.8 5.4 6.9 6.9
2 2 - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - -
12 3 3 1 1 - 3 1

100.0 25.0 25.0 8.3 8.3 - 25.0 8.3
116 20 37 22 10 8 12 7
100.0 17.2 31.9 19.0 8.6 6.9 10.3 6.0
162 35 47 27 18 5 24 6
100.0 21.6 29.0 16.7 11.1 3.1 14.8 3.7
10 3 2 2 - - 2 1

100.0 30.0 20.0 20.0 - - 20.0 10.0
5 - 3 1 - - 1 -

100.0 - 60.0 20.0 - - 20.0 -
6 4 - 2 - - - -

100.0 66.7 - 33.3 - - - -
226 13 50 36 19 22 78 8
100.0 5.8 22.1 15.9 8.4 9.7 34.5 3.5
66 8 18 9 13 3 12 3

100.0 12.1 27.3 13.6 19.7 4.5 18.2 4.5
20 4 6 3 1 1 3 2

100.0 20.0 30.0 15.0 5.0 5.0 15.0 10.0
224 110 50 25 7 4 11 17
100.0 49.1 22.3 11.2 3.1 1.8 4.9 7.6
11 8 - 1 1 - - 1

100.0 72.7 - 9.1 9.1 - - 9.1
132 26 47 17 11 8 14 9
100.0 19.7 35.6 12.9 8.3 6.1 10.6 6.8
3 1 - - - 1 - 1

100.0 33.3 - - - 33.3 - 33.3
問１ｂ 56 9 14 13 2 6 6 6

100.0 16.1 25.0 23.2 3.6 10.7 10.7 10.7
586 130 164 99 44 34 76 39
100.0 22.2 28.0 16.9 7.5 5.8 13.0 6.7
336 79 84 43 32 15 63 20
100.0 23.5 25.0 12.8 9.5 4.5 18.8 6.0
150 43 46 13 13 5 26 4
100.0 28.7 30.7 8.7 8.7 3.3 17.3 2.7
8 2 2 - 4 - - -

100.0 25.0 25.0 - 50.0 - - -
問３ 146 39 36 15 12 4 11 29

100.0 26.7 24.7 10.3 8.2 2.7 7.5 19.9
955 219 263 146 81 56 154 36
100.0 22.9 27.5 15.3 8.5 5.9 16.1 3.8
35 5 11 7 2 - 6 4

100.0 14.3 31.4 20.0 5.7 - 17.1 11.4
問３付問１ 183 55 55 29 10 10 12 12

100.0 30.1 30.1 15.8 5.5 5.5 6.6 6.6
136 32 43 22 15 5 15 4
100.0 23.5 31.6 16.2 11.0 3.7 11.0 2.9
180 47 47 20 19 11 28 8
100.0 26.1 26.1 11.1 10.6 6.1 15.6 4.4
448 85 116 72 37 29 98 11
100.0 19.0 25.9 16.1 8.3 6.5 21.9 2.5
8 - 2 3 - 1 1 1

100.0 - 25.0 37.5 - 12.5 12.5 12.5
問５ 1,083 236 294 167 92 59 168 67

100.0 21.8 27.1 15.4 8.5 5.4 15.5 6.2
38 22 10 1 2 - 1 2

100.0 57.9 26.3 2.6 5.3 - 2.6 5.3
15 5 6 - 1 1 2 -

100.0 33.3 40.0 - 6.7 6.7 13.3 -
問５付問３ 992 208 272 154 87 57 152 62

100.0 21.0 27.4 15.5 8.8 5.7 15.3 6.3
71 18 18 12 4 2 14 3

100.0 25.4 25.4 16.9 5.6 2.8 19.7 4.2
20 10 4 1 1 - 2 2

100.0 50.0 20.0 5.0 5.0 - 10.0 10.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 637 81 177 111 63 44 129 32
100.0 12.7 27.8 17.4 9.9 6.9 20.3 5.0
195 39 59 27 17 12 30 11
100.0 20.0 30.3 13.8 8.7 6.2 15.4 5.6
218 103 51 28 10 3 6 17
100.0 47.2 23.4 12.8 4.6 1.4 2.8 7.8
13 3 3 - 1 - 1 5

100.0 23.1 23.1 - 7.7 - 7.7 38.5
問７ 710 155 200 101 66 35 107 46

100.0 21.8 28.2 14.2 9.3 4.9 15.1 6.5
331 79 88 50 29 22 52 11
100.0 23.9 26.6 15.1 8.8 6.6 15.7 3.3
73 25 18 13 - 2 11 4

100.0 34.2 24.7 17.8 - 2.7 15.1 5.5
22 4 4 4 - 1 1 8

100.0 18.2 18.2 18.2 - 4.5 4.5 36.4

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問３．「シフト制労働者」の出勤日数、労働時間数の削減は最大でどの程度行いましたか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－177－



「

シ
フ
ト
制
労
働
者
」

の
出
勤

日
数
・
時
間
（

シ
フ
ト
）

を
削

減
し
た
こ
と
が
あ
っ

た

計

１
割
未
満

１
割
～

３
割
未
満

３
割
～

５
割
未
満

５
割
～

７
割
未
満

７
割
～

９
割
未
満

９
割
以
上

無
回
答

1,576 317 428 217 127 81 343 63
100.0 20.1 27.2 13.8 8.1 5.1 21.8 4.0

問１ａ 1 1 - - - - - -
100.0 100.0 - - - - - -
16 1 4 3 3 - 4 1

100.0 6.3 25.0 18.8 18.8 - 25.0 6.3
136 20 47 21 10 5 23 10
100.0 14.7 34.6 15.4 7.4 3.7 16.9 7.4
2 2 - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - -
17 5 4 - 3 - 4 1

100.0 29.4 23.5 - 17.6 - 23.5 5.9
125 20 38 25 12 5 17 8
100.0 16.0 30.4 20.0 9.6 4.0 13.6 6.4
220 43 64 33 19 14 43 4
100.0 19.5 29.1 15.0 8.6 6.4 19.5 1.8
11 3 2 3 - - 2 1

100.0 27.3 18.2 27.3 - - 18.2 9.1
15 3 4 3 1 - 4 -

100.0 20.0 26.7 20.0 6.7 - 26.7 -
9 3 2 1 1 - 1 1

100.0 33.3 22.2 11.1 11.1 - 11.1 11.1
266 8 52 30 26 28 115 7
100.0 3.0 19.5 11.3 9.8 10.5 43.2 2.6
93 10 35 12 9 8 17 2

100.0 10.8 37.6 12.9 9.7 8.6 18.3 2.2
83 7 21 12 7 8 24 4

100.0 8.4 25.3 14.5 8.4 9.6 28.9 4.8
329 141 80 42 13 5 34 14
100.0 42.9 24.3 12.8 4.0 1.5 10.3 4.3
17 8 4 2 2 - 1 -

100.0 47.1 23.5 11.8 11.8 - 5.9 -
227 41 68 30 20 7 53 8
100.0 18.1 30.0 13.2 8.8 3.1 23.3 3.5
9 1 3 - 1 1 1 2

100.0 11.1 33.3 - 11.1 11.1 11.1 22.2
問１ｂ 67 9 19 14 6 2 12 5

100.0 13.4 28.4 20.9 9.0 3.0 17.9 7.5
747 157 196 115 54 44 152 29
100.0 21.0 26.2 15.4 7.2 5.9 20.3 3.9
510 99 139 61 48 23 118 22
100.0 19.4 27.3 12.0 9.4 4.5 23.1 4.3
241 49 72 27 15 11 60 7
100.0 20.3 29.9 11.2 6.2 4.6 24.9 2.9
11 3 2 - 4 1 1 -

100.0 27.3 18.2 - 36.4 9.1 9.1 -
問３ 151 38 41 12 9 6 15 30

100.0 25.2 27.2 7.9 6.0 4.0 9.9 19.9
1,383 275 371 200 112 73 322 30
100.0 19.9 26.8 14.5 8.1 5.3 23.3 2.2
42 4 16 5 6 2 6 3

100.0 9.5 38.1 11.9 14.3 4.8 14.3 7.1
問３付問１ 389 104 108 55 30 19 64 9

100.0 26.7 27.8 14.1 7.7 4.9 16.5 2.3
217 37 59 40 23 9 46 3
100.0 17.1 27.2 18.4 10.6 4.1 21.2 1.4
247 53 64 26 19 16 64 5
100.0 21.5 25.9 10.5 7.7 6.5 25.9 2.0
519 81 138 76 40 27 146 11
100.0 15.6 26.6 14.6 7.7 5.2 28.1 2.1
11 - 2 3 - 2 2 2

100.0 - 18.2 27.3 - 18.2 18.2 18.2
問５ 1,472 271 397 210 121 78 336 59

100.0 18.4 27.0 14.3 8.2 5.3 22.8 4.0
85 39 24 6 6 2 4 4

100.0 45.9 28.2 7.1 7.1 2.4 4.7 4.7
19 7 7 1 - 1 3 -

100.0 36.8 36.8 5.3 - 5.3 15.8 -
問５付問３ 1,306 232 350 193 107 71 297 56

100.0 17.8 26.8 14.8 8.2 5.4 22.7 4.3
111 22 31 13 10 5 27 3
100.0 19.8 27.9 11.7 9.0 4.5 24.3 2.7
55 17 16 4 4 2 12 -

100.0 30.9 29.1 7.3 7.3 3.6 21.8 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 795 88 214 129 70 47 214 33
100.0 11.1 26.9 16.2 8.8 5.9 26.9 4.2
279 40 80 32 29 19 72 7
100.0 14.3 28.7 11.5 10.4 6.8 25.8 2.5
327 123 85 44 17 9 35 14
100.0 37.6 26.0 13.5 5.2 2.8 10.7 4.3
16 3 2 1 1 1 3 5

100.0 18.8 12.5 6.3 6.3 6.3 18.8 31.3
問７ 940 194 260 120 78 49 198 41

100.0 20.6 27.7 12.8 8.3 5.2 21.1 4.4
495 94 134 72 38 26 122 9
100.0 19.0 27.1 14.5 7.7 5.3 24.6 1.8
117 25 31 22 10 3 22 4
100.0 21.4 26.5 18.8 8.5 2.6 18.8 3.4
24 4 3 3 1 3 1 9

100.0 16.7 12.5 12.5 4.2 12.5 4.2 37.5

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問３．「シフト制労働者」の出勤日数、労働時間数の削減は最大でどの程度行いましたか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－178－



「

シ
フ
ト
制
労
働
者
」

の
出
勤

日
数
・
時
間
（

シ
フ
ト
）

を
削

減
し
た
こ
と
が
あ
っ

た

計

全
員
に
支
払
っ

た

一
部
の
労
働
者
に
支
払
っ

た

全
く
支
払
っ

て
い
な
い
（

全
員

に
支
払
っ

て
い
な
い
場
合
に
限

る
）

無
回
答

1,136 1,007 46 52 31
100.0 88.6 4.0 4.6 2.7

問１ａ 1 1 - - -
100.0 100.0 - - -
10 6 - 1 3

100.0 60.0 - 10.0 30.0
130 120 2 1 7
100.0 92.3 1.5 0.8 5.4
2 1 - 1 -

100.0 50.0 - 50.0 -
12 10 - 1 1

100.0 83.3 - 8.3 8.3
116 111 2 2 1
100.0 95.7 1.7 1.7 0.9
162 145 10 5 2
100.0 89.5 6.2 3.1 1.2
10 8 - 1 1

100.0 80.0 - 10.0 10.0
5 5 - - -

100.0 100.0 - - -
6 4 1 1 -

100.0 66.7 16.7 16.7 -
226 204 12 6 4
100.0 90.3 5.3 2.7 1.8
66 65 - 1 -

100.0 98.5 - 1.5 -
20 19 - 1 -

100.0 95.0 - 5.0 -
224 180 16 22 6
100.0 80.4 7.1 9.8 2.7
11 8 - 2 1

100.0 72.7 - 18.2 9.1
132 117 3 7 5
100.0 88.6 2.3 5.3 3.8
3 3 - - -

100.0 100.0 - - -
問１ｂ 56 48 1 3 4

100.0 85.7 1.8 5.4 7.1
586 527 18 25 16
100.0 89.9 3.1 4.3 2.7
336 300 10 17 9
100.0 89.3 3.0 5.1 2.7
150 124 17 7 2
100.0 82.7 11.3 4.7 1.3
8 8 - - -

100.0 100.0 - - -
問３ 146 127 1 4 14

100.0 87.0 0.7 2.7 9.6
955 850 44 47 14
100.0 89.0 4.6 4.9 1.5
35 30 1 1 3

100.0 85.7 2.9 2.9 8.6
問３付問１ 183 164 4 9 6

100.0 89.6 2.2 4.9 3.3
136 127 4 5 -
100.0 93.4 2.9 3.7 -
180 151 12 13 4
100.0 83.9 6.7 7.2 2.2
448 400 24 20 4
100.0 89.3 5.4 4.5 0.9
8 8 - - -

100.0 100.0 - - -
問５ 1,083 969 45 38 31

100.0 89.5 4.2 3.5 2.9
38 25 1 12 -

100.0 65.8 2.6 31.6 -
15 13 - 2 -

100.0 86.7 - 13.3 -
問５付問３ 992 930 17 14 31

100.0 93.8 1.7 1.4 3.1
71 38 27 6 -

100.0 53.5 38.0 8.5 -
20 1 1 18 -

100.0 5.0 5.0 90.0 -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 637 603 13 7 14
100.0 94.7 2.0 1.1 2.2
195 174 9 4 8
100.0 89.2 4.6 2.1 4.1
218 182 22 9 5
100.0 83.5 10.1 4.1 2.3
13 9 - - 4

100.0 69.2 - - 30.8
問７ 710 644 20 26 20

100.0 90.7 2.8 3.7 2.8
331 290 23 13 5
100.0 87.6 6.9 3.9 1.5
73 58 3 12 -

100.0 79.5 4.1 16.4 -
22 15 - 1 6

100.0 68.2 - 4.5 27.3

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問４．このシフトを削減された労働者に対して、休業等に伴う手当を支払いましたか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－179－



「

シ
フ
ト
制
労
働
者
」

の
出
勤

日
数
・
時
間
（

シ
フ
ト
）

を
削

減
し
た
こ
と
が
あ
っ

た

計

全
員
に
支
払
っ

た

一
部
の
労
働
者
に
支
払
っ

た

全
く
支
払
っ

て
い
な
い
（

全
員

に
支
払
っ

て
い
な
い
場
合
に
限

る
）

無
回
答

1,576 1,224 142 178 32
100.0 77.7 9.0 11.3 2.0

問１ａ 1 1 - - -
100.0 100.0 - - -
16 10 2 3 1

100.0 62.5 12.5 18.8 6.3
136 115 8 6 7
100.0 84.6 5.9 4.4 5.1
2 1 - 1 -

100.0 50.0 - 50.0 -
17 11 - 5 1

100.0 64.7 - 29.4 5.9
125 111 5 7 2
100.0 88.8 4.0 5.6 1.6
220 183 20 16 1
100.0 83.2 9.1 7.3 0.5
11 9 - 1 1

100.0 81.8 - 9.1 9.1
15 12 1 1 1

100.0 80.0 6.7 6.7 6.7
9 7 - 1 1

100.0 77.8 - 11.1 11.1
266 209 43 13 1
100.0 78.6 16.2 4.9 0.4
93 75 4 14 -

100.0 80.6 4.3 15.1 -
83 55 6 21 1

100.0 66.3 7.2 25.3 1.2
329 234 27 59 9
100.0 71.1 8.2 17.9 2.7
17 12 - 5 -

100.0 70.6 - 29.4 -
227 174 25 22 6
100.0 76.7 11.0 9.7 2.6
9 5 1 3 -

100.0 55.6 11.1 33.3 -
問１ｂ 67 48 5 12 2

100.0 71.6 7.5 17.9 3.0
747 596 51 85 15
100.0 79.8 6.8 11.4 2.0
510 394 41 63 12
100.0 77.3 8.0 12.4 2.4
241 176 45 17 3
100.0 73.0 18.7 7.1 1.2
11 10 - 1 -

100.0 90.9 - 9.1 -
問３ 151 118 7 10 16

100.0 78.1 4.6 6.6 10.6
1,383 1,073 133 164 13
100.0 77.6 9.6 11.9 0.9
42 33 2 4 3

100.0 78.6 4.8 9.5 7.1
問３付問１ 389 285 33 65 6

100.0 73.3 8.5 16.7 1.5
217 178 18 21 -
100.0 82.0 8.3 9.7 -
247 186 27 31 3
100.0 75.3 10.9 12.6 1.2
519 415 54 46 4
100.0 80.0 10.4 8.9 0.8
11 9 1 1 -

100.0 81.8 9.1 9.1 -
問５ 1,472 1,169 139 136 28

100.0 79.4 9.4 9.2 1.9
85 40 2 40 3

100.0 47.1 2.4 47.1 3.5
19 15 1 2 1

100.0 78.9 5.3 10.5 5.3
問５付問３ 1,306 1,142 63 74 27

100.0 87.4 4.8 5.7 2.1
111 24 72 14 1
100.0 21.6 64.9 12.6 0.9
55 3 4 48 -

100.0 5.5 7.3 87.3 -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 795 682 60 40 13
100.0 85.8 7.5 5.0 1.6
279 221 40 13 5
100.0 79.2 14.3 4.7 1.8
327 252 35 34 6
100.0 77.1 10.7 10.4 1.8
16 11 - 1 4

100.0 68.8 - 6.3 25.0
問７ 940 750 79 91 20

100.0 79.8 8.4 9.7 2.1
495 396 54 41 4
100.0 80.0 10.9 8.3 0.8
117 63 9 44 1
100.0 53.8 7.7 37.6 0.9
24 15 - 2 7

100.0 62.5 - 8.3 29.2

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問４．このシフトを削減された労働者に対して、休業等に伴う手当を支払いましたか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－180－



一
部
の
労
働
者
に
支
払
っ

た
、

ま
た
は
、

全
く
支
払
っ

て
い
な

い

計

支

払

義

務

が

な

い

か

ら
（

シ

フ

ト

を

削

減

し

た

上

で

シ

フ

ト

を

確

定

さ

せ

た

の

で
、

休

業

は

発

生

し

て

い

な

い

と

判

断

し

た

か

ら
）

支
払
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
労

働
者
と
合
意
し
た
か
ら

会
社
の
経
営
が
厳
し
い
か
ら

シ
フ
ト
制
労
働
者
は
、

家
計
補

助
者
が
大
半
だ
か
ら

シ
フ
ト
制
労
働
者
は
、

自
社
の

仕
事
だ
け
で
生
計
を
立
て
て
い

る
人
が
少
な
い
か
ら

他
の
代
償
措
置
を
講
じ
た
か
ら

（

ボ
ー

ナ
ス
の
上
乗
せ
な
ど
）

ご
く
短
期
間
の
休
業
だ
っ

た
か

ら 年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
て
も

ら
っ

た
か
ら

そ
の
他

無
回
答

98 19 10 3 - - 3 8 55 28 5
100.0 19.4 10.2 3.1 - - 3.1 8.2 56.1 28.6 5.1

問１ａ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - - 100.0 -
3 2 - - - - 1 - 2 - -

100.0 66.7 - - - - 33.3 - 66.7 - -
1 - - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - - 100.0 -
1 - - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - - 100.0 -
4 - - - - - - - 1 1 2

100.0 - - - - - - - 25.0 25.0 50.0
15 6 - - - - - 3 8 4 -

100.0 40.0 - - - - - 20.0 53.3 26.7 -
1 - - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - - 100.0 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - 2 1 -

100.0 - - - - - - - 100.0 50.0 -
18 2 5 2 - - - - 6 8 2

100.0 11.1 27.8 11.1 - - - - 33.3 44.4 11.1
1 1 - - - - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - - 100.0 -
38 6 5 - - - 1 2 29 6 1

100.0 15.8 13.2 - - - 2.6 5.3 76.3 15.8 2.6
2 - - - - - - 1 1 1 -

100.0 - - - - - - 50.0 50.0 50.0 -
10 2 - 1 - - 1 2 6 2 -

100.0 20.0 - 10.0 - - 10.0 20.0 60.0 20.0 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問１ｂ 4 - - - - - - 1 3 1 1
100.0 - - - - - - 25.0 75.0 25.0 25.0
43 9 4 2 - - 2 1 27 7 3

100.0 20.9 9.3 4.7 - - 4.7 2.3 62.8 16.3 7.0
27 3 1 - - - - 5 12 13 1

100.0 11.1 3.7 - - - - 18.5 44.4 48.1 3.7
24 7 5 1 - - 1 1 13 7 -

100.0 29.2 20.8 4.2 - - 4.2 4.2 54.2 29.2 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問３ 5 1 1 - - - - - 3 2 -
100.0 20.0 20.0 - - - - - 60.0 40.0 -
91 18 9 3 - - 3 8 51 26 4

100.0 19.8 9.9 3.3 - - 3.3 8.8 56.0 28.6 4.4
2 - - - - - - - 1 - 1

100.0 - - - - - - - 50.0 - 50.0
問３付問１ 13 2 - - - - - 3 6 4 1

100.0 15.4 - - - - - 23.1 46.2 30.8 7.7
9 - 1 - - - - - 6 1 1

100.0 - 11.1 - - - - - 66.7 11.1 11.1
25 4 2 1 - - 2 - 14 7 2

100.0 16.0 8.0 4.0 - - 8.0 - 56.0 28.0 8.0
44 12 6 2 - - 1 5 25 14 -

100.0 27.3 13.6 4.5 - - 2.3 11.4 56.8 31.8 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問５ 83 17 10 3 - - 3 7 48 20 4
100.0 20.5 12.0 3.6 - - 3.6 8.4 57.8 24.1 4.8
13 2 - - - - - 1 6 7 1

100.0 15.4 - - - - - 7.7 46.2 53.8 7.7
2 - - - - - - - 1 1 -

100.0 - - - - - - - 50.0 50.0 -
問５付問３ 31 12 2 1 - - 1 1 16 3 2

100.0 38.7 6.5 3.2 - - 3.2 3.2 51.6 9.7 6.5
33 3 6 - - - 1 3 20 11 2

100.0 9.1 18.2 - - - 3.0 9.1 60.6 33.3 6.1
19 2 2 2 - - 1 3 12 6 -

100.0 10.5 10.5 10.5 - - 5.3 15.8 63.2 31.6 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問5付問3-4 20 6 5 - - - - - 5 9 2
100.0 30.0 25.0 - - - - - 25.0 45.0 10.0
13 1 - 1 - - - 2 6 3 2

100.0 7.7 - 7.7 - - - 15.4 46.2 23.1 15.4
31 8 3 - - - 2 2 25 2 -

100.0 25.8 9.7 - - - 6.5 6.5 80.6 6.5 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問７ 46 12 2 - - - 1 4 25 15 2
100.0 26.1 4.3 - - - 2.2 8.7 54.3 32.6 4.3
36 6 6 1 - - 1 2 20 10 2

100.0 16.7 16.7 2.8 - - 2.8 5.6 55.6 27.8 5.6
15 1 2 1 - - 1 2 9 3 1

100.0 6.7 13.3 6.7 - - 6.7 13.3 60.0 20.0 6.7
1 - - 1 - - - - 1 - -

100.0 - - 100.0 - - - - 100.0 - -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問４－１．支払わなかった理由は何ですか（ＭＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－181－



一
部
の
労
働
者
に
支
払
っ

た
、

ま
た
は
、

全
く
支
払
っ

て
い
な

い

計

支

払

義

務

が

な

い

か

ら
（

シ

フ

ト

を

削

減

し

た

上

で

シ

フ

ト

を

確

定

さ

せ

た

の

で
、

休

業

は

発

生

し

て

い

な

い

と

判

断

し

た

か

ら
）

支
払
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
労

働
者
と
合
意
し
た
か
ら

会
社
の
経
営
が
厳
し
い
か
ら

シ
フ
ト
制
労
働
者
は
、

家
計
補

助
者
が
大
半
だ
か
ら

シ
フ
ト
制
労
働
者
は
、

自
社
の

仕
事
だ
け
で
生
計
を
立
て
て
い

る
人
が
少
な
い
か
ら

他
の
代
償
措
置
を
講
じ
た
か
ら

（

ボ
ー

ナ
ス
の
上
乗
せ
な
ど
）

ご
く
短
期
間
の
休
業
だ
っ

た
か

ら 年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
て
も

ら
っ

た
か
ら

そ
の
他

無
回
答

320 163 40 18 8 8 9 29 105 65 8
100.0 50.9 12.5 5.6 2.5 2.5 2.8 9.1 32.8 20.3 2.5

問１ａ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
5 4 1 - - - - 1 - 1 -

100.0 80.0 20.0 - - - - 20.0 - 20.0 -
14 11 1 - - 1 1 1 4 1 -

100.0 78.6 7.1 - - 7.1 7.1 7.1 28.6 7.1 -
1 - - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - - 100.0 -
5 4 1 - - - - - 1 1 -

100.0 80.0 20.0 - - - - - 20.0 20.0 -
12 4 1 - - - 1 1 2 3 2

100.0 33.3 8.3 - - - 8.3 8.3 16.7 25.0 16.7
36 21 2 1 1 - - 5 13 7 -

100.0 58.3 5.6 2.8 2.8 - - 13.9 36.1 19.4 -
1 - - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - - 100.0 -
2 2 - - - - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - - - - -
1 - - - - - - - 1 - -

100.0 - - - - - - - 100.0 - -
56 23 8 13 3 2 1 2 15 16 3

100.0 41.1 14.3 23.2 5.4 3.6 1.8 3.6 26.8 28.6 5.4
18 12 1 1 - 1 - 2 4 2 -

100.0 66.7 5.6 5.6 - 5.6 - 11.1 22.2 11.1 -
27 17 6 - 2 2 2 4 4 5 -

100.0 63.0 22.2 - 7.4 7.4 7.4 14.8 14.8 18.5 -
86 39 15 1 2 1 2 9 38 12 2

100.0 45.3 17.4 1.2 2.3 1.2 2.3 10.5 44.2 14.0 2.3
5 1 1 - - 1 - 2 2 2 -

100.0 20.0 20.0 - - 20.0 - 40.0 40.0 40.0 -
47 22 2 2 - - 2 2 19 13 1

100.0 46.8 4.3 4.3 - - 4.3 4.3 40.4 27.7 2.1
4 3 1 - - - - - 2 - -

100.0 75.0 25.0 - - - - - 50.0 - -
問１ｂ 17 5 2 1 1 1 - 2 6 3 1

100.0 29.4 11.8 5.9 5.9 5.9 - 11.8 35.3 17.6 5.9
136 68 16 5 5 4 4 12 45 27 5
100.0 50.0 11.8 3.7 3.7 2.9 2.9 8.8 33.1 19.9 3.7
104 59 11 6 1 3 4 10 32 19 -
100.0 56.7 10.6 5.8 1.0 2.9 3.8 9.6 30.8 18.3 -
62 31 11 6 1 - 1 5 22 15 2

100.0 50.0 17.7 9.7 1.6 - 1.6 8.1 35.5 24.2 3.2
1 - - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - - 100.0 -
問３ 17 7 2 1 - - 1 2 6 6 -

100.0 41.2 11.8 5.9 - - 5.9 11.8 35.3 35.3 -
297 151 37 16 8 8 8 26 98 59 8
100.0 50.8 12.5 5.4 2.7 2.7 2.7 8.8 33.0 19.9 2.7
6 5 1 1 - - - 1 1 - -

100.0 83.3 16.7 16.7 - - - 16.7 16.7 - -
問３付問１ 98 58 14 - 3 4 2 11 24 17 4

100.0 59.2 14.3 - 3.1 4.1 2.0 11.2 24.5 17.3 4.1
39 22 3 1 - - 1 - 11 6 2

100.0 56.4 7.7 2.6 - - 2.6 - 28.2 15.4 5.1
58 27 6 3 1 1 4 4 24 9 1

100.0 46.6 10.3 5.2 1.7 1.7 6.9 6.9 41.4 15.5 1.7
100 43 14 12 4 3 1 11 37 27 1
100.0 43.0 14.0 12.0 4.0 3.0 1.0 11.0 37.0 27.0 1.0
2 1 - - - - - - 2 - -

100.0 50.0 - - - - - - 100.0 - -
問５ 275 141 35 18 6 6 8 24 89 55 8

100.0 51.3 12.7 6.5 2.2 2.2 2.9 8.7 32.4 20.0 2.9
42 21 5 - 2 - 1 5 15 10 -

100.0 50.0 11.9 - 4.8 - 2.4 11.9 35.7 23.8 -
3 1 - - - 2 - - 1 - -

100.0 33.3 - - - 66.7 - - 33.3 - -
問５付問３ 137 90 16 7 3 4 3 10 39 18 3

100.0 65.7 11.7 5.1 2.2 2.9 2.2 7.3 28.5 13.1 2.2
86 34 10 9 2 1 2 5 32 23 3

100.0 39.5 11.6 10.5 2.3 1.2 2.3 5.8 37.2 26.7 3.5
52 17 9 2 1 1 3 9 18 14 2

100.0 32.7 17.3 3.8 1.9 1.9 5.8 17.3 34.6 26.9 3.8
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問5付問3-4 100 69 9 12 2 3 2 4 18 20 2
100.0 69.0 9.0 12.0 2.0 3.0 2.0 4.0 18.0 20.0 2.0
53 21 4 3 3 2 1 6 20 11 3

100.0 39.6 7.5 5.7 5.7 3.8 1.9 11.3 37.7 20.8 5.7
69 33 13 1 - - 2 5 32 10 1

100.0 47.8 18.8 1.4 - - 2.9 7.2 46.4 14.5 1.4
1 1 - - - - - - 1 - -

100.0 100.0 - - - - - - 100.0 - -
問７ 170 95 18 8 4 7 4 17 58 31 5

100.0 55.9 10.6 4.7 2.4 4.1 2.4 10.0 34.1 18.2 2.9
95 44 13 7 2 1 3 7 30 22 3

100.0 46.3 13.7 7.4 2.1 1.1 3.2 7.4 31.6 23.2 3.2
53 24 9 2 2 - 2 5 15 12 -

100.0 45.3 17.0 3.8 3.8 - 3.8 9.4 28.3 22.6 -
2 - - 1 - - - - 2 - -

100.0 - - 50.0 - - - - 100.0 - -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問４－１．支払わなかった理由は何ですか（ＭＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－182－



全
員
に
支
払
っ

た
、

ま
た
は
、

一
部
の
労
働
者
に
支
払
っ

た

計 支
払
っ

た
手
当
の
全
額
に
つ
い

て
申
請
し
た

一
部
の
み
申
請
し
た

申
請
し
な
か
っ

た

無
回
答

1,053 622 157 239 35
100.0 59.1 14.9 22.7 3.3

問１ａ 1 1 - - -
100.0 100.0 - - -
6 3 2 1 -

100.0 50.0 33.3 16.7 -
122 88 19 11 4
100.0 72.1 15.6 9.0 3.3
1 - - 1 -

100.0 - - 100.0 -
10 7 - 3 -

100.0 70.0 - 30.0 -
113 80 18 9 6
100.0 70.8 15.9 8.0 5.3
155 95 25 28 7
100.0 61.3 16.1 18.1 4.5
8 5 - 2 1

100.0 62.5 - 25.0 12.5
5 5 - - -

100.0 100.0 - - -
5 2 1 2 -

100.0 40.0 20.0 40.0 -
216 169 38 4 5
100.0 78.2 17.6 1.9 2.3
65 52 11 1 1

100.0 80.0 16.9 1.5 1.5
19 9 3 7 -

100.0 47.4 15.8 36.8 -
196 42 17 130 7
100.0 21.4 8.7 66.3 3.6
8 - - 8 -

100.0 - - 100.0 -
120 62 22 32 4
100.0 51.7 18.3 26.7 3.3
3 2 1 - -

100.0 66.7 33.3 - -
問１ｂ 49 34 3 11 1

100.0 69.4 6.1 22.4 2.0
545 340 67 119 19
100.0 62.4 12.3 21.8 3.5
310 179 47 77 7
100.0 57.7 15.2 24.8 2.3
141 64 39 31 7
100.0 45.4 27.7 22.0 5.0
8 5 1 1 1

100.0 62.5 12.5 12.5 12.5
問３ 128 72 11 38 7

100.0 56.3 8.6 29.7 5.5
894 534 137 196 27
100.0 59.7 15.3 21.9 3.0
31 16 9 5 1

100.0 51.6 29.0 16.1 3.2
問３付問１ 168 92 18 51 7

100.0 54.8 10.7 30.4 4.2
131 75 21 30 5
100.0 57.3 16.0 22.9 3.8
163 88 28 43 4
100.0 54.0 17.2 26.4 2.5
424 272 69 72 11
100.0 64.2 16.3 17.0 2.6
8 7 1 - -

100.0 87.5 12.5 - -
問５ 1,014 608 155 218 33

100.0 60.0 15.3 21.5 3.3
26 5 - 19 2

100.0 19.2 - 73.1 7.7
13 9 2 2 -

100.0 69.2 15.4 15.4 -
問５付問３ 947 575 147 197 28

100.0 60.7 15.5 20.8 3.0
65 32 8 21 4

100.0 49.2 12.3 32.3 6.2
2 1 - - 1

100.0 50.0 - - 50.0
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 616 574 17 10 15
100.0 93.2 2.8 1.6 2.4
183 29 136 9 9
100.0 15.8 74.3 4.9 4.9
204 3 - 195 6
100.0 1.5 - 95.6 2.9
9 1 2 4 2

100.0 11.1 22.2 44.4 22.2
問７ 664 396 107 135 26

100.0 59.6 16.1 20.3 3.9
313 177 45 84 7
100.0 56.5 14.4 26.8 2.2
61 38 4 17 2

100.0 62.3 6.6 27.9 3.3
15 11 1 3 -

100.0 73.3 6.7 20.0 -

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問４－２．この休業等に伴う手当の支払いに際して、雇用調整助成金の申請を行いましたか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－183－



全
員
に
支
払
っ

た
、

ま
た
は
、

一
部
の
労
働
者
に
支
払
っ

た

計 支
払
っ

た
手
当
の
全
額
に
つ
い

て
申
請
し
た

一
部
の
み
申
請
し
た

申
請
し
な
か
っ

た

無
回
答

1,366 729 240 350 47
100.0 53.4 17.6 25.6 3.4

問１ａ 1 1 - - -
100.0 100.0 - - -
12 7 3 2 -

100.0 58.3 25.0 16.7 -
123 84 22 13 4
100.0 68.3 17.9 10.6 3.3
1 - - 1 -

100.0 - - 100.0 -
11 8 1 2 -

100.0 72.7 9.1 18.2 -
116 82 16 10 8
100.0 70.7 13.8 8.6 6.9
203 116 34 41 12
100.0 57.1 16.7 20.2 5.9
9 6 - 2 1

100.0 66.7 - 22.2 11.1
13 9 3 1 -

100.0 69.2 23.1 7.7 -
7 3 3 1 -

100.0 42.9 42.9 14.3 -
252 193 49 5 5
100.0 76.6 19.4 2.0 2.0
79 59 17 2 1

100.0 74.7 21.5 2.5 1.3
61 13 9 38 1

100.0 21.3 14.8 62.3 1.6
261 58 30 165 8
100.0 22.2 11.5 63.2 3.1
12 - - 12 -

100.0 - - 100.0 -
199 87 51 54 7
100.0 43.7 25.6 27.1 3.5
6 3 2 1 -

100.0 50.0 33.3 16.7 -
問１ｂ 53 33 4 15 1

100.0 62.3 7.5 28.3 1.9
647 379 90 152 26
100.0 58.6 13.9 23.5 4.0
435 217 81 127 10
100.0 49.9 18.6 29.2 2.3
221 93 64 55 9
100.0 42.1 29.0 24.9 4.1
10 7 1 1 1

100.0 70.0 10.0 10.0 10.0
問３ 125 61 17 38 9

100.0 48.8 13.6 30.4 7.2
1,206 646 215 308 37
100.0 53.6 17.8 25.5 3.1
35 22 8 4 1

100.0 62.9 22.9 11.4 2.9
問３付問１ 318 145 45 117 11

100.0 45.6 14.2 36.8 3.5
196 103 39 50 4
100.0 52.6 19.9 25.5 2.0
213 103 49 54 7
100.0 48.4 23.0 25.4 3.3
469 287 81 86 15
100.0 61.2 17.3 18.3 3.2
10 8 1 1 -

100.0 80.0 10.0 10.0 -
問５ 1,308 710 236 317 45

100.0 54.3 18.0 24.2 3.4
42 9 2 29 2

100.0 21.4 4.8 69.0 4.8
16 10 2 4 -

100.0 62.5 12.5 25.0 -
問５付問３ 1,205 671 209 284 41

100.0 55.7 17.3 23.6 3.4
96 37 26 30 3

100.0 38.5 27.1 31.3 3.1
7 2 1 3 1

100.0 28.6 14.3 42.9 14.3
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 742 673 27 18 24
100.0 90.7 3.6 2.4 3.2
261 29 206 16 10
100.0 11.1 78.9 6.1 3.8
287 2 1 276 8
100.0 0.7 0.3 96.2 2.8
11 4 1 4 2

100.0 36.4 9.1 36.4 18.2
問７ 829 463 154 177 35

100.0 55.9 18.6 21.4 4.2
450 215 78 149 8
100.0 47.8 17.3 33.1 1.8
72 41 7 21 3

100.0 56.9 9.7 29.2 4.2
15 10 1 3 1

100.0 66.7 6.7 20.0 6.7

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問４－２．この休業等に伴う手当の支払いに際して、雇用調整助成金の申請を行いましたか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－184－



支
払
っ

た
手
当
の
全
額
に
つ
い

て
申
請
し
た
、

ま
た
は
、

一
部

の
み
申
請
し
た

計

手
当
の
支
払
は
元
々
実
施
す
る

予
定
で
あ
り
、

特
例
措
置
の
有

無
や
内
容
に
影
響
さ
れ
た
部
分

は
な
い

特
例
措
置
が
実
施
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ

て
、

支
払
額
や
支
払
対

象
者
が
増
加
し
た
部
分
が
あ
る

特
例
措
置
が
実
施
さ
れ
な
け
れ

ば
、

そ
も
そ
も
手
当
の
支
払
を

す
る
予
定
は
な
か
っ

た

無
回
答

779 330 387 48 14
100.0 42.4 49.7 6.2 1.8

問１ａ 1 1 - - -
100.0 100.0 - - -
5 2 3 - -

100.0 40.0 60.0 - -
107 40 64 1 2
100.0 37.4 59.8 0.9 1.9
- - - - -
- - - - -
7 4 2 - 1

100.0 57.1 28.6 - 14.3
98 40 44 13 1

100.0 40.8 44.9 13.3 1.0
120 55 60 4 1
100.0 45.8 50.0 3.3 0.8
5 5 - - -

100.0 100.0 - - -
5 2 2 1 -

100.0 40.0 40.0 20.0 -
3 1 2 - -

100.0 33.3 66.7 - -
207 68 119 14 6
100.0 32.9 57.5 6.8 2.9
63 23 33 5 2

100.0 36.5 52.4 7.9 3.2
12 7 5 - -

100.0 58.3 41.7 - -
59 29 26 3 1

100.0 49.2 44.1 5.1 1.7
- - - - -
- - - - -
84 52 26 6 -

100.0 61.9 31.0 7.1 -
3 1 1 1 -

100.0 33.3 33.3 33.3 -
問１ｂ 37 15 17 2 3

100.0 40.5 45.9 5.4 8.1
407 167 205 29 6
100.0 41.0 50.4 7.1 1.5
226 94 118 11 3
100.0 41.6 52.2 4.9 1.3
103 51 45 6 1
100.0 49.5 43.7 5.8 1.0
6 3 2 - 1

100.0 50.0 33.3 - 16.7
問３ 83 36 42 3 2

100.0 43.4 50.6 3.6 2.4
671 281 336 43 11
100.0 41.9 50.1 6.4 1.6
25 13 9 2 1

100.0 52.0 36.0 8.0 4.0
問３付問１ 110 51 50 7 2

100.0 46.4 45.5 6.4 1.8
96 43 47 5 1

100.0 44.8 49.0 5.2 1.0
116 50 60 4 2
100.0 43.1 51.7 3.4 1.7
341 135 175 25 6
100.0 39.6 51.3 7.3 1.8
8 2 4 2 -

100.0 25.0 50.0 25.0 -
問５ 763 322 380 47 14

100.0 42.2 49.8 6.2 1.8
5 4 1 - -

100.0 80.0 20.0 - -
11 4 6 1 -

100.0 36.4 54.5 9.1 -
問５付問３ 722 307 358 45 12

100.0 42.5 49.6 6.2 1.7
40 15 22 2 1

100.0 37.5 55.0 5.0 2.5
1 - - - 1

100.0 - - - 100.0
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 591 243 302 36 10
100.0 41.1 51.1 6.1 1.7
165 75 76 11 3
100.0 45.5 46.1 6.7 1.8
3 2 1 - -

100.0 66.7 33.3 - -
3 2 1 - -

100.0 66.7 33.3 - -
問７ 503 227 248 23 5

100.0 45.1 49.3 4.6 1.0
222 86 116 15 5
100.0 38.7 52.3 6.8 2.3
42 14 18 9 1

100.0 33.3 42.9 21.4 2.4
12 3 5 1 3

100.0 25.0 41.7 8.3 25.0

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問４－２－１．休業等に伴う手当の支払に関して、雇用調整助成金の特例措置が講じられていることは、どの程度影響しましたか（ＳＡ）

正社員

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－185－



支
払
っ

た
手
当
の
全
額
に
つ
い

て
申
請
し
た
、

ま
た
は
、

一
部

の
み
申
請
し
た

計

手
当
の
支
払
は
元
々
実
施
す
る

予
定
で
あ
り
、

特
例
措
置
の
有

無
や
内
容
に
影
響
さ
れ
た
部
分

は
な
い

特
例
措
置
が
実
施
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ

て
、

支
払
額
や
支
払
対

象
者
が
増
加
し
た
部
分
が
あ
る

特
例
措
置
が
実
施
さ
れ
な
け
れ

ば
、

そ
も
そ
も
手
当
の
支
払
を

す
る
予
定
は
な
か
っ

た

無
回
答

969 424 461 70 14
100.0 43.8 47.6 7.2 1.4

問１ａ 1 1 - - -
100.0 100.0 - - -
10 7 3 - -

100.0 70.0 30.0 - -
106 41 61 2 2
100.0 38.7 57.5 1.9 1.9
- - - - -
- - - - -
9 4 4 - 1

100.0 44.4 44.4 - 11.1
98 38 47 12 1

100.0 38.8 48.0 12.2 1.0
150 68 69 12 1
100.0 45.3 46.0 8.0 0.7
6 6 - - -

100.0 100.0 - - -
12 8 3 1 -

100.0 66.7 25.0 8.3 -
6 3 3 - -

100.0 50.0 50.0 - -
242 74 144 19 5
100.0 30.6 59.5 7.9 2.1
76 30 39 6 1

100.0 39.5 51.3 7.9 1.3
22 15 7 - -

100.0 68.2 31.8 - -
88 45 36 5 2

100.0 51.1 40.9 5.7 2.3
- - - - -
- - - - -

138 82 44 12 -
100.0 59.4 31.9 8.7 -
5 2 1 1 1

100.0 40.0 20.0 20.0 20.0
問１ｂ 37 17 14 4 2

100.0 45.9 37.8 10.8 5.4
469 197 224 41 7
100.0 42.0 47.8 8.7 1.5
298 126 158 12 2
100.0 42.3 53.0 4.0 0.7
157 79 63 13 2
100.0 50.3 40.1 8.3 1.3
8 5 2 - 1

100.0 62.5 25.0 - 12.5
問３ 78 39 32 4 3

100.0 50.0 41.0 5.1 3.8
861 370 417 64 10
100.0 43.0 48.4 7.4 1.2
30 15 12 2 1

100.0 50.0 40.0 6.7 3.3
問３付問１ 190 87 85 14 4

100.0 45.8 44.7 7.4 2.1
142 68 65 8 1
100.0 47.9 45.8 5.6 0.7
152 64 75 10 3
100.0 42.1 49.3 6.6 2.0
368 147 189 30 2
100.0 39.9 51.4 8.2 0.5
9 4 3 2 -

100.0 44.4 33.3 22.2 -
問５ 946 410 454 68 14

100.0 43.3 48.0 7.2 1.5
11 9 1 1 -

100.0 81.8 9.1 9.1 -
12 5 6 1 -

100.0 41.7 50.0 8.3 -
問５付問３ 880 383 424 61 12

100.0 43.5 48.2 6.9 1.4
63 26 29 7 1

100.0 41.3 46.0 11.1 1.6
3 1 1 - 1

100.0 33.3 33.3 - 33.3
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 700 291 348 51 10
100.0 41.6 49.7 7.3 1.4
235 112 103 17 3
100.0 47.7 43.8 7.2 1.3
3 2 1 - -

100.0 66.7 33.3 - -
5 4 1 - -

100.0 80.0 20.0 - -
問７ 617 284 291 34 8

100.0 46.0 47.2 5.5 1.3
293 119 146 25 3
100.0 40.6 49.8 8.5 1.0
48 18 19 10 1

100.0 37.5 39.6 20.8 2.1
11 3 5 1 2

100.0 27.3 45.5 9.1 18.2

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

１００人未満

問６付問４－２－１．休業等に伴う手当の支払に関して、雇用調整助成金の特例措置が講じられていることは、どの程度影響しましたか（ＳＡ）

非正規雇用労働者

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売業、小売業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

無回答

－186－



合
計

規
定
が
あ
る

規
定
は
な
い
が
支
払
う
こ
と
が

あ
る

休
業
手
当
の
支
払
い
は
想
定
し

て
お
ら
ず
規
定
も
な
い

無
回
答

7,797 4,433 2,102 1,150 112
100.0 56.9 27.0 14.7 1.4

問１ａ 4 1 2 - 1
100.0 25.0 50.0 - 25.0
341 217 64 55 5
100.0 63.6 18.8 16.1 1.5
1,552 1,054 371 105 22
100.0 67.9 23.9 6.8 1.4
29 15 5 9 -

100.0 51.7 17.2 31.0 -
226 135 45 39 7
100.0 59.7 19.9 17.3 3.1
589 373 138 66 12
100.0 63.3 23.4 11.2 2.0
1,104 654 290 144 16
100.0 59.2 26.3 13.0 1.4
145 56 36 50 3
100.0 38.6 24.8 34.5 2.1
67 36 15 16 -

100.0 53.7 22.4 23.9 -
111 63 24 24 -
100.0 56.8 21.6 21.6 -
320 194 99 21 6
100.0 60.6 30.9 6.6 1.9
178 100 59 18 1
100.0 56.2 33.1 10.1 0.6
341 91 123 125 2
100.0 26.7 36.1 36.7 0.6
1,815 876 586 329 24
100.0 48.3 32.3 18.1 1.3
97 35 36 25 1

100.0 36.1 37.1 25.8 1.0
813 503 196 102 12
100.0 61.9 24.1 12.5 1.5
65 30 13 22 -

100.0 46.2 20.0 33.8 -
問１ｂ 393 218 91 79 5

100.0 55.5 23.2 20.1 1.3
4,583 2,622 1,179 713 69
100.0 57.2 25.7 15.6 1.5
2,073 1,169 604 269 31
100.0 56.4 29.1 13.0 1.5
686 389 210 82 5
100.0 56.7 30.6 12.0 0.7
62 35 18 7 2

100.0 56.5 29.0 11.3 3.2
問３ 4,123 2,372 1,027 665 59

100.0 57.5 24.9 16.1 1.4
3,392 1,887 1,019 445 41
100.0 55.6 30.0 13.1 1.2
282 174 56 40 12
100.0 61.7 19.9 14.2 4.3

問３付問１ 1,196 687 329 165 15
100.0 57.4 27.5 13.8 1.3
539 297 155 83 4
100.0 55.1 28.8 15.4 0.7
569 317 173 74 5
100.0 55.7 30.4 13.0 0.9
1,050 568 350 118 14
100.0 54.1 33.3 11.2 1.3
38 18 12 5 3

100.0 47.4 31.6 13.2 7.9
問５ 5,322 3,177 1,634 443 68

100.0 59.7 30.7 8.3 1.3
2,403 1,212 459 695 37
100.0 50.4 19.1 28.9 1.5
72 44 9 12 7

100.0 61.1 12.5 16.7 9.7
問５付問３ 4,770 2,895 1,494 322 59

100.0 60.7 31.3 6.8 1.2
261 153 90 16 2
100.0 58.6 34.5 6.1 0.8
287 129 46 105 7
100.0 44.9 16.0 36.6 2.4
4 - 4 - -

100.0 - 100.0 - -
問5付問3-4 2,220 1,451 615 123 31

100.0 65.4 27.7 5.5 1.4
705 457 213 28 7
100.0 64.8 30.2 4.0 1.0
1,979 1,075 714 172 18
100.0 54.3 36.1 8.7 0.9
127 65 42 15 5
100.0 51.2 33.1 11.8 3.9

問７ 4,433 4,433 - - -
100.0 100.0 - - -
2,102 - 2,102 - -
100.0 - 100.0 - -
1,150 - - 1,150 -
100.0 - - 100.0 -
112 - - - 112
100.0 - - - 100.0

教育、学習支援業

問７．現在の就業規則（賃金規程など別規程となっているものを含む。）に、労働基準法第２６条の休業手当について規定はありますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－187－



規
定
が
あ
る
、

ま
た
は
、

規
定

は
な
い
が
支
払
う
こ
と
が
あ
る

計 使
用
者
の
都
合
に
よ
り
労
働
者

を
休
業
さ
せ
た
場
合

事
業
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
労

働
者
を
休
業
さ
せ
た
場
合

天
候
不
良
や
災
害
な
ど
に
よ
っ

て
営
業
が
で
き
ず
、

労
働
者
を

休
業
さ
せ
た
場
合

所

定

労

働

日

数

等

が

決

ま
っ

て

い

な

い

シ

フ

ト

制

の

労

働

者

に

つ

い

て
、

前

月

や

前

年

同

月

等

と

比

較

し

て
、

シ

フ

ト

を

入

れ

る

日

数

を

減

ら

し

た

場

合

所

定

労

働

日

数

等

が

決

ま
っ

て

い

な

い

シ

フ

ト

制

の

労

働

者

に

つ

い

て
、

週

ご

と

や

月

ご

と

の

所

定

労

働

日

数

や

所

定

労

働

時

間

よ

り

も

少

な

い

シ

フ

ト

し

か

入

れ

な

か
っ

た

場

合

所

定

労

働

日

で

あ

る

が
、

労

働

者

か

ら

の

申

し

出

に

よ

り
、

休

み

に

し

た

場

合

（

労

働

者

が

年

次

有

給

休

暇
、

特

別

休

暇

を

取

得

し

た

場

合

は

含

ま

な

い
）

無
回
答

6,535 6,000 3,272 2,224 56 55 129 154
100.0 91.8 50.1 34.0 0.9 0.8 2.0 2.4

問１ａ 3 3 1 2 - - - -
100.0 100.0 33.3 66.7 - - - -
281 253 131 104 1 1 6 8
100.0 90.0 46.6 37.0 0.4 0.4 2.1 2.8
1,425 1,324 880 581 6 5 19 31
100.0 92.9 61.8 40.8 0.4 0.4 1.3 2.2
20 20 11 8 - - 1 -

100.0 100.0 55.0 40.0 - - 5.0 -
180 174 99 66 1 1 4 4
100.0 96.7 55.0 36.7 0.6 0.6 2.2 2.2
511 457 256 143 3 1 9 14
100.0 89.4 50.1 28.0 0.6 0.2 1.8 2.7
944 879 453 386 10 8 16 20
100.0 93.1 48.0 40.9 1.1 0.8 1.7 2.1
92 84 32 38 - 1 3 3

100.0 91.3 34.8 41.3 - 1.1 3.3 3.3
51 47 24 17 - - 2 -

100.0 92.2 47.1 33.3 - - 3.9 -
87 80 42 34 - - 4 4

100.0 92.0 48.3 39.1 - - 4.6 4.6
293 272 150 82 13 10 3 4
100.0 92.8 51.2 28.0 4.4 3.4 1.0 1.4
159 149 95 58 1 2 1 -
100.0 93.7 59.7 36.5 0.6 1.3 0.6 -
214 190 90 81 6 5 8 5
100.0 88.8 42.1 37.9 2.8 2.3 3.7 2.3
1,462 1,315 578 358 5 11 41 38
100.0 89.9 39.5 24.5 0.3 0.8 2.8 2.6
71 66 27 29 2 1 - 4

100.0 93.0 38.0 40.8 2.8 1.4 - 5.6
699 647 379 224 8 9 11 18
100.0 92.6 54.2 32.0 1.1 1.3 1.6 2.6
43 40 24 13 - - 1 1

100.0 93.0 55.8 30.2 - - 2.3 2.3
問１ｂ 309 260 152 80 2 1 8 12

100.0 84.1 49.2 25.9 0.6 0.3 2.6 3.9
3,801 3,503 1,915 1,307 26 21 80 75
100.0 92.2 50.4 34.4 0.7 0.6 2.1 2.0
1,773 1,636 863 611 19 20 35 45
100.0 92.3 48.7 34.5 1.1 1.1 2.0 2.5
599 555 325 212 8 12 3 18
100.0 92.7 54.3 35.4 1.3 2.0 0.5 3.0
53 46 17 14 1 1 3 4

100.0 86.8 32.1 26.4 1.9 1.9 5.7 7.5
問３ 3,399 3,113 1,786 1,254 11 11 67 84

100.0 91.6 52.5 36.9 0.3 0.3 2.0 2.5
2,906 2,679 1,380 891 45 44 54 62
100.0 92.2 47.5 30.7 1.5 1.5 1.9 2.1
230 208 106 79 - - 8 8
100.0 90.4 46.1 34.3 - - 3.5 3.5

問３付問１ 1,016 952 516 337 15 15 18 20
100.0 93.7 50.8 33.2 1.5 1.5 1.8 2.0
452 414 198 136 5 6 9 8
100.0 91.6 43.8 30.1 1.1 1.3 2.0 1.8
490 449 243 143 10 8 6 10
100.0 91.6 49.6 29.2 2.0 1.6 1.2 2.0
918 838 405 265 13 14 19 21
100.0 91.3 44.1 28.9 1.4 1.5 2.1 2.3
30 26 18 10 2 1 2 3

100.0 86.7 60.0 33.3 6.7 3.3 6.7 10.0
問５ 4,811 4,428 2,448 1,641 42 42 84 108

100.0 92.0 50.9 34.1 0.9 0.9 1.7 2.2
1,671 1,525 802 571 14 12 41 42
100.0 91.3 48.0 34.2 0.8 0.7 2.5 2.5
53 47 22 12 - 1 4 4

100.0 88.7 41.5 22.6 - 1.9 7.5 7.5
問５付問３ 4,389 4,052 2,290 1,539 39 39 73 92

100.0 92.3 52.2 35.1 0.9 0.9 1.7 2.1
243 223 106 61 3 3 6 5
100.0 91.8 43.6 25.1 1.2 1.2 2.5 2.1
175 150 50 40 - - 5 10
100.0 85.7 28.6 22.9 - - 2.9 5.7
4 3 2 1 - - - 1

100.0 75.0 50.0 25.0 - - - 25.0
問5付問3-4 2,066 1,921 1,180 717 24 18 22 36

100.0 93.0 57.1 34.7 1.2 0.9 1.1 1.7
670 614 390 244 6 8 12 10
100.0 91.6 58.2 36.4 0.9 1.2 1.8 1.5
1,789 1,651 779 608 11 15 43 40
100.0 92.3 43.5 34.0 0.6 0.8 2.4 2.2
107 89 47 31 1 1 2 11
100.0 83.2 43.9 29.0 0.9 0.9 1.9 10.3

問７ 4,433 4,100 2,124 1,441 32 37 85 114
100.0 92.5 47.9 32.5 0.7 0.8 1.9 2.6
2,102 1,900 1,148 783 24 18 44 40
100.0 90.4 54.6 37.3 1.1 0.9 2.1 1.9
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

教育、学習支援業

問７付問１．労基法第２６条の休業手当について、どのような場合に支払うことになっていますか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－188－



規
定
が
あ
る
、

ま
た
は
、

規
定

は
な
い
が
支
払
う
こ
と
が
あ
る

計 所
定
労
働
日
で
は
な
い
休
日

は
、

労
基
法
第
２
６
条
の
休
業

手
当
の
支
払
対
象
と
な
る
こ
と

は
な
い

所
定
労
働
日
で
は
な
い
休
日
で

も
、

労
基
法
第
２
６
条
の
休
業

手
当
の
支
払
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
る

所
定
労
働
日
で
は
な
い
休
日
に

つ
い
て
も
、

一
律
に
労
基
法
第

２
６
条
の
休
業
手
当
を
支
払
っ

て
い
る

無
回
答

6,535 4,923 791 435 386
100.0 75.3 12.1 6.7 5.9

問１ａ 3 2 1 - -
100.0 66.7 33.3 - -
281 180 42 39 20
100.0 64.1 14.9 13.9 7.1
1,425 1,119 142 77 87
100.0 78.5 10.0 5.4 6.1
20 15 4 1 -

100.0 75.0 20.0 5.0 -
180 126 31 14 9
100.0 70.0 17.2 7.8 5.0
511 395 43 41 32
100.0 77.3 8.4 8.0 6.3
944 691 126 76 51
100.0 73.2 13.3 8.1 5.4
92 56 18 9 9

100.0 60.9 19.6 9.8 9.8
51 35 7 7 2

100.0 68.6 13.7 13.7 3.9
87 67 5 6 9

100.0 77.0 5.7 6.9 10.3
293 225 42 18 8
100.0 76.8 14.3 6.1 2.7
159 122 22 9 6
100.0 76.7 13.8 5.7 3.8
214 168 22 10 14
100.0 78.5 10.3 4.7 6.5
1,462 1,117 175 82 88
100.0 76.4 12.0 5.6 6.0
71 55 10 3 3

100.0 77.5 14.1 4.2 4.2
699 518 92 42 47
100.0 74.1 13.2 6.0 6.7
43 32 9 1 1

100.0 74.4 20.9 2.3 2.3
問１ｂ 309 237 34 20 18

100.0 76.7 11.0 6.5 5.8
3,801 2,834 475 274 218
100.0 74.6 12.5 7.2 5.7
1,773 1,335 215 114 109
100.0 75.3 12.1 6.4 6.1
599 476 65 23 35
100.0 79.5 10.9 3.8 5.8
53 41 2 4 6

100.0 77.4 3.8 7.5 11.3
問３ 3,399 2,506 395 265 233

100.0 73.7 11.6 7.8 6.9
2,906 2,262 364 154 126
100.0 77.8 12.5 5.3 4.3
230 155 32 16 27
100.0 67.4 13.9 7.0 11.7

問３付問１ 1,016 789 136 49 42
100.0 77.7 13.4 4.8 4.1
452 356 55 27 14
100.0 78.8 12.2 6.0 3.1
490 364 70 33 23
100.0 74.3 14.3 6.7 4.7
918 728 102 44 44
100.0 79.3 11.1 4.8 4.8
30 25 1 1 3

100.0 83.3 3.3 3.3 10.0
問５ 4,811 3,749 536 279 247

100.0 77.9 11.1 5.8 5.1
1,671 1,135 249 150 137
100.0 67.9 14.9 9.0 8.2
53 39 6 6 2

100.0 73.6 11.3 11.3 3.8
問５付問３ 4,389 3,424 485 259 221

100.0 78.0 11.1 5.9 5.0
243 192 27 11 13
100.0 79.0 11.1 4.5 5.3
175 130 24 9 12
100.0 74.3 13.7 5.1 6.9
4 3 - - 1

100.0 75.0 - - 25.0
問5付問3-4 2,066 1,681 186 121 78

100.0 81.4 9.0 5.9 3.8
670 516 104 27 23
100.0 77.0 15.5 4.0 3.4
1,789 1,354 210 114 111
100.0 75.7 11.7 6.4 6.2
107 65 12 8 22
100.0 60.7 11.2 7.5 20.6

問７ 4,433 3,303 528 347 255
100.0 74.5 11.9 7.8 5.8
2,102 1,620 263 88 131
100.0 77.1 12.5 4.2 6.2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

教育、学習支援業

問７付問２．労基法第２６条の休業手当について、例えば１か月間などのまとまった期間休業させる場合に、本来所定労働日ではない休日（シフト制の場合でシフトが作成
されておらず、所定労働日として決まっていない日を含む。）も含めて、休業手当を支払うことになっていますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－189－



規
定
が
あ
る
、

ま
た
は
、

規
定

は
な
い
が
支
払
う
こ
と
が
あ
る

計 平
均
賃
金
の
６
０
％
以
上

１
日
当
た
り
の
賃
金
額
の
６

０
％
以
上

通
常
ど
お
り
の
賃
金
を
、

減
額

せ
ず
に
支
給
す
る

そ
の
他

無
回
答

6,535 3,578 923 1,328 262 444
100.0 54.8 14.1 20.3 4.0 6.8

問１ａ 3 - 1 1 1 -
100.0 - 33.3 33.3 33.3 -
281 148 29 71 16 17
100.0 52.7 10.3 25.3 5.7 6.0
1,425 781 273 224 66 81
100.0 54.8 19.2 15.7 4.6 5.7
20 9 3 6 2 -

100.0 45.0 15.0 30.0 10.0 -
180 108 25 31 8 8
100.0 60.0 13.9 17.2 4.4 4.4
511 290 66 87 22 46
100.0 56.8 12.9 17.0 4.3 9.0
944 512 108 221 33 70
100.0 54.2 11.4 23.4 3.5 7.4
92 33 8 42 3 6

100.0 35.9 8.7 45.7 3.3 6.5
51 30 5 10 3 3

100.0 58.8 9.8 19.6 5.9 5.9
87 40 18 20 4 5

100.0 46.0 20.7 23.0 4.6 5.7
293 151 52 60 11 19
100.0 51.5 17.7 20.5 3.8 6.5
159 87 24 34 6 8
100.0 54.7 15.1 21.4 3.8 5.0
214 88 25 75 16 10
100.0 41.1 11.7 35.0 7.5 4.7
1,462 837 176 294 45 110
100.0 57.3 12.0 20.1 3.1 7.5
71 39 2 22 2 6

100.0 54.9 2.8 31.0 2.8 8.5
699 400 103 121 21 54
100.0 57.2 14.7 17.3 3.0 7.7
43 25 5 9 3 1

100.0 58.1 11.6 20.9 7.0 2.3
問１ｂ 309 170 45 58 7 29

100.0 55.0 14.6 18.8 2.3 9.4
3,801 2,057 556 792 145 251
100.0 54.1 14.6 20.8 3.8 6.6
1,773 978 244 365 74 112
100.0 55.2 13.8 20.6 4.2 6.3
599 348 68 107 34 42
100.0 58.1 11.4 17.9 5.7 7.0
53 25 10 6 2 10

100.0 47.2 18.9 11.3 3.8 18.9
問３ 3,399 1,802 482 734 153 228

100.0 53.0 14.2 21.6 4.5 6.7
2,906 1,663 402 548 104 189
100.0 57.2 13.8 18.9 3.6 6.5
230 113 39 46 5 27
100.0 49.1 17.0 20.0 2.2 11.7

問３付問１ 1,016 573 136 212 35 60
100.0 56.4 13.4 20.9 3.4 5.9
452 263 76 71 17 25
100.0 58.2 16.8 15.7 3.8 5.5
490 274 68 93 20 35
100.0 55.9 13.9 19.0 4.1 7.1
918 538 120 164 30 66
100.0 58.6 13.1 17.9 3.3 7.2
30 15 2 8 2 3

100.0 50.0 6.7 26.7 6.7 10.0
問５ 4,811 2,542 714 1,070 178 307

100.0 52.8 14.8 22.2 3.7 6.4
1,671 1,003 204 249 84 131
100.0 60.0 12.2 14.9 5.0 7.8
53 33 5 9 - 6

100.0 62.3 9.4 17.0 - 11.3
問５付問３ 4,389 2,277 653 1,017 166 276

100.0 51.9 14.9 23.2 3.8 6.3
243 151 39 30 7 16
100.0 62.1 16.0 12.3 2.9 6.6
175 112 22 22 5 14
100.0 64.0 12.6 12.6 2.9 8.0
4 2 - 1 - 1

100.0 50.0 - 25.0 - 25.0
問5付問3-4 2,066 1,081 365 422 77 121

100.0 52.3 17.7 20.4 3.7 5.9
670 352 114 132 31 41
100.0 52.5 17.0 19.7 4.6 6.1
1,789 948 204 462 62 113
100.0 53.0 11.4 25.8 3.5 6.3
107 47 9 31 3 17
100.0 43.9 8.4 29.0 2.8 15.9

問７ 4,433 2,775 610 668 108 272
100.0 62.6 13.8 15.1 2.4 6.1
2,102 803 313 660 154 172
100.0 38.2 14.9 31.4 7.3 8.2
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

教育、学習支援業

問７付問３．労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法は、どのように規定されています（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－190－



平
均
賃
金
の
６
０
％
以
上

計

６
０
～

７
０
％
未
満

７
０
～

８
０
％
未
満

８
０
～

９
０
％
未
満

９
０
～

１
０
０
％

無
回
答

有
効
回
答
数

平
均

中
央
値

標
本
標
準
偏
差

3,578 3,016 41 113 145 263 3,315 62.5 60.0 8.7
100.0 84.3 1.1 3.2 4.1 7.4 92.6

問１ａ - - - - - - - - - -
- - - - - - -

148 128 1 7 1 11 137 61.5 60.0 5.9
100.0 86.5 0.7 4.7 0.7 7.4 92.6
781 639 10 33 34 65 716 62.9 60.0 9.0
100.0 81.8 1.3 4.2 4.4 8.3 91.7
9 8 - - - 1 8 60.0 60.0 0.0

100.0 88.9 - - - 11.1 88.9
108 95 1 3 3 6 102 61.9 60.0 7.5
100.0 88.0 0.9 2.8 2.8 5.6 94.4
290 219 8 15 23 25 265 64.9 60.0 11.8
100.0 75.5 2.8 5.2 7.9 8.6 91.4
512 445 7 13 20 27 485 62.2 60.0 8.2
100.0 86.9 1.4 2.5 3.9 5.3 94.7
33 27 - 1 3 2 31 64.2 60.0 11.5

100.0 81.8 - 3.0 9.1 6.1 93.9
30 28 - 1 - 1 29 60.7 60.0 3.7

100.0 93.3 - 3.3 - 3.3 96.7
40 35 - 4 1 - 40 63.0 60.0 8.5

100.0 87.5 - 10.0 2.5 - 100.0
151 109 1 6 19 16 135 66.5 60.0 13.9
100.0 72.2 0.7 4.0 12.6 10.6 89.4
87 72 1 2 7 5 82 64.2 60.0 11.6

100.0 82.8 1.1 2.3 8.0 5.7 94.3
88 80 - - 5 3 85 62.4 60.0 9.5

100.0 90.9 - - 5.7 3.4 96.6
837 737 7 15 17 61 776 61.4 60.0 6.4
100.0 88.1 0.8 1.8 2.0 7.3 92.7
39 36 1 - 1 1 38 61.3 60.0 6.6

100.0 92.3 2.6 - 2.6 2.6 97.4
400 334 4 13 11 38 362 62.1 60.0 7.8
100.0 83.5 1.0 3.3 2.8 9.5 90.5
25 24 - - - 1 24 60.0 60.0 0.0

100.0 96.0 - - - 4.0 96.0
問１ｂ 170 133 3 9 9 16 154 63.6 60.0 9.9

100.0 78.2 1.8 5.3 5.3 9.4 90.6
2,057 1,725 22 63 86 161 1,896 62.6 60.0 8.8
100.0 83.9 1.1 3.1 4.2 7.8 92.2
978 840 13 30 34 61 917 62.3 60.0 8.2
100.0 85.9 1.3 3.1 3.5 6.2 93.8
348 298 3 10 15 22 326 62.5 60.0 8.9
100.0 85.6 0.9 2.9 4.3 6.3 93.7
25 20 - 1 1 3 22 62.7 60.0 9.4

100.0 80.0 - 4.0 4.0 12.0 88.0
問３ 1,802 1,526 26 65 63 122 1,680 62.4 60.0 8.2

100.0 84.7 1.4 3.6 3.5 6.8 93.2
1,663 1,400 14 45 77 127 1,536 62.7 60.0 9.2
100.0 84.2 0.8 2.7 4.6 7.6 92.4
113 90 1 3 5 14 99 62.6 60.0 9.0
100.0 79.6 0.9 2.7 4.4 12.4 87.6

問３付問１ 573 484 4 17 23 45 528 62.5 60.0 8.7
100.0 84.5 0.7 3.0 4.0 7.9 92.1
263 222 - 10 8 23 240 62.2 60.0 8.0
100.0 84.4 - 3.8 3.0 8.7 91.3
274 243 4 7 8 12 262 61.9 60.0 7.5
100.0 88.7 1.5 2.6 2.9 4.4 95.6
538 440 6 11 36 45 493 63.5 60.0 10.6
100.0 81.8 1.1 2.0 6.7 8.4 91.6
15 11 - - 2 2 13 66.2 60.0 15.0

100.0 73.3 - - 13.3 13.3 86.7
問５ 2,542 2,100 35 92 132 183 2,359 63.1 60.0 9.6

100.0 82.6 1.4 3.6 5.2 7.2 92.8
1,003 895 6 20 8 74 929 60.8 60.0 4.7
100.0 89.2 0.6 2.0 0.8 7.4 92.6
33 21 - 1 5 6 27 67.8 60.0 15.3

100.0 63.6 - 3.0 15.2 18.2 81.8
問５付問３ 2,277 1,864 34 88 128 163 2,114 63.4 60.0 10.0

100.0 81.9 1.5 3.9 5.6 7.2 92.8
151 132 1 2 4 12 139 61.5 60.0 7.1
100.0 87.4 0.7 1.3 2.6 7.9 92.1
112 102 - 2 - 8 104 60.4 60.0 2.8
100.0 91.1 - 1.8 - 7.1 92.9
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問5付問3-4 1,081 839 18 55 83 86 995 64.6 60.0 11.4

100.0 77.6 1.7 5.1 7.7 8.0 92.0
352 291 11 10 15 25 327 62.8 60.0 9.0
100.0 82.7 3.1 2.8 4.3 7.1 92.9
948 829 5 23 33 58 890 62.1 60.0 8.0
100.0 87.4 0.5 2.4 3.5 6.1 93.9
47 37 1 2 1 6 41 62.2 60.0 7.6

100.0 78.7 2.1 4.3 2.1 12.8 87.2
問７ 2,775 2,359 30 89 99 198 2,577 62.3 60.0 8.3

100.0 85.0 1.1 3.2 3.6 7.1 92.9
803 657 11 24 46 65 738 63.3 60.0 10.0
100.0 81.8 1.4 3.0 5.7 8.1 91.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

教育、学習支援業

問７付問３．労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法が規定されている具体的な割合〈平均賃金の６０％以上の場合〉（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－191－



１
日
当
た
り
の
賃
金
額
の
６

０
％
以
上

計

６
０
～

７
０
％
未
満

７
０
～

８
０
％
未
満

８
０
～

９
０
％
未
満

９
０
～

１
０
０
％

無
回
答

有
効
回
答
数

平
均

中
央
値

標
本
標
準
偏
差

923 538 42 163 118 62 861 69.4 60.0 13.4
100.0 58.3 4.6 17.7 12.8 6.7 93.3

問１ａ 1 - - - 1 - 1 90.0 90.0 0.0
100.0 - - - 100.0 - 100.0
29 22 1 3 - 3 26 62.7 60.0 6.7

100.0 75.9 3.4 10.3 - 10.3 89.7
273 112 19 67 57 18 255 73.7 75.0 13.7
100.0 41.0 7.0 24.5 20.9 6.6 93.4
3 1 1 1 - - 3 70.0 70.0 10.0

100.0 33.3 33.3 33.3 - - 100.0
25 13 3 4 4 1 24 71.3 60.0 15.1

100.0 52.0 12.0 16.0 16.0 4.0 96.0
66 35 2 12 12 5 61 72.2 60.0 15.6

100.0 53.0 3.0 18.2 18.2 7.6 92.4
108 75 4 13 12 4 104 67.6 60.0 13.4
100.0 69.4 3.7 12.0 11.1 3.7 96.3
8 4 1 2 - 1 7 67.1 60.0 9.5

100.0 50.0 12.5 25.0 - 12.5 87.5
5 2 1 1 - 1 4 67.5 65.0 9.6

100.0 40.0 20.0 20.0 - 20.0 80.0
18 10 1 5 1 1 17 69.0 60.0 12.1

100.0 55.6 5.6 27.8 5.6 5.6 94.4
52 22 3 12 11 4 48 75.0 70.0 16.2

100.0 42.3 5.8 23.1 21.2 7.7 92.3
24 11 1 4 5 3 21 73.0 60.0 15.7

100.0 45.8 4.2 16.7 20.8 12.5 87.5
25 16 1 6 2 - 25 68.4 60.0 12.8

100.0 64.0 4.0 24.0 8.0 - 100.0
176 144 1 14 5 12 164 62.9 60.0 8.4
100.0 81.8 0.6 8.0 2.8 6.8 93.2
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
103 67 2 19 8 7 96 67.5 60.0 12.3
100.0 65.0 1.9 18.4 7.8 6.8 93.2
5 2 1 - - 2 3 63.3 60.0 5.8

100.0 40.0 20.0 - - 40.0 60.0
問１ｂ 45 23 3 5 8 6 39 70.4 60.0 14.3

100.0 51.1 6.7 11.1 17.8 13.3 86.7
556 332 27 92 72 33 523 69.0 60.0 13.2
100.0 59.7 4.9 16.5 12.9 5.9 94.1
244 139 9 46 30 20 224 69.7 60.0 13.7
100.0 57.0 3.7 18.9 12.3 8.2 91.8
68 37 3 18 8 2 66 70.9 60.0 13.5

100.0 54.4 4.4 26.5 11.8 2.9 97.1
10 7 - 2 - 1 9 64.4 60.0 8.8

100.0 70.0 - 20.0 - 10.0 90.0
問３ 482 259 29 93 69 32 450 70.3 60.0 13.4

100.0 53.7 6.0 19.3 14.3 6.6 93.4
402 257 11 61 45 28 374 68.2 60.0 13.4
100.0 63.9 2.7 15.2 11.2 7.0 93.0
39 22 2 9 4 2 37 69.3 60.0 12.5

100.0 56.4 5.1 23.1 10.3 5.1 94.9
問３付問１ 136 83 6 24 13 10 126 68.1 60.0 12.6

100.0 61.0 4.4 17.6 9.6 7.4 92.6
76 46 1 14 10 5 71 69.5 60.0 14.1

100.0 60.5 1.3 18.4 13.2 6.6 93.4
68 48 1 6 9 4 64 67.5 60.0 13.9

100.0 70.6 1.5 8.8 13.2 5.9 94.1
120 78 3 17 13 9 111 68.1 60.0 13.7
100.0 65.0 2.5 14.2 10.8 7.5 92.5
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問５ 714 390 29 135 108 52 662 70.6 60.0 14.0

100.0 54.6 4.1 18.9 15.1 7.3 92.7
204 144 12 28 10 10 194 65.5 60.0 10.2
100.0 70.6 5.9 13.7 4.9 4.9 95.1
5 4 1 - - - 5 62.0 60.0 4.5

100.0 80.0 20.0 - - - 100.0
問５付問３ 653 348 28 125 105 47 606 71.0 60.0 14.1

100.0 53.3 4.3 19.1 16.1 7.2 92.8
39 27 - 7 2 3 36 66.3 60.0 11.7

100.0 69.2 - 17.9 5.1 7.7 92.3
22 15 1 3 1 2 20 65.5 60.0 11.0

100.0 68.2 4.5 13.6 4.5 9.1 90.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 365 157 16 83 79 30 335 74.0 75.0 14.7
100.0 43.0 4.4 22.7 21.6 8.2 91.8
114 56 7 28 15 8 106 71.3 60.0 13.6
100.0 49.1 6.1 24.6 13.2 7.0 93.0
204 155 5 19 13 12 192 64.9 60.0 11.1
100.0 76.0 2.5 9.3 6.4 5.9 94.1
9 7 - 2 - - 9 64.4 60.0 8.8

100.0 77.8 - 22.2 - - 100.0
問７ 610 360 25 110 66 49 561 68.7 60.0 12.7

100.0 59.0 4.1 18.0 10.8 8.0 92.0
313 178 17 53 52 13 300 70.7 60.0 14.5
100.0 56.9 5.4 16.9 16.6 4.2 95.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

教育、学習支援業

問７付問３．労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法が規定されている具体的な割合〈１日当たりの賃金額の６０％以上の場合〉（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－192－



規
定
が
あ
る
、

ま
た
は
、

規
定

は
な
い
が
支
払
う
こ
と
が
あ
る

計 正
社
員
と
非
正
規
雇
用
労
働
者

に
同
じ
内
容
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
（

正
社
員
の
規
定
が
準
拠

さ
れ
る
場
合
を
含
む
）

正
社
員
と
は
内
容
の
異
な
る
、

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
み
を
対

象
と
し
た
規
定
が
あ
る

非
正
規
雇
用
労
働
者
を
対
象
と

し
た
規
定
は
な
い

も
と
も
と
非
正
規
雇
用
労
働
者

が
い
な
い
た
め
、

規
定
も
な
い

無
回
答

6,535 4,001 796 1,228 185 325
100.0 61.2 12.2 18.8 2.8 5.0

問１ａ 3 1 2 - - -
100.0 33.3 66.7 - - -
281 163 27 51 26 14
100.0 58.0 9.6 18.1 9.3 5.0
1,425 952 179 188 47 59
100.0 66.8 12.6 13.2 3.3 4.1
20 10 4 4 1 1

100.0 50.0 20.0 20.0 5.0 5.0
180 115 21 28 9 7
100.0 63.9 11.7 15.6 5.0 3.9
511 306 53 96 24 32
100.0 59.9 10.4 18.8 4.7 6.3
944 579 112 179 24 50
100.0 61.3 11.9 19.0 2.5 5.3
92 56 10 21 1 4

100.0 60.9 10.9 22.8 1.1 4.3
51 33 6 11 - 1

100.0 64.7 11.8 21.6 - 2.0
87 56 6 13 5 7

100.0 64.4 6.9 14.9 5.7 8.0
293 154 46 76 5 12
100.0 52.6 15.7 25.9 1.7 4.1
159 103 22 31 1 2
100.0 64.8 13.8 19.5 0.6 1.3
214 106 29 69 1 9
100.0 49.5 13.6 32.2 0.5 4.2
1,462 885 177 312 12 76
100.0 60.5 12.1 21.3 0.8 5.2
71 36 13 18 1 3

100.0 50.7 18.3 25.4 1.4 4.2
699 421 87 119 26 46
100.0 60.2 12.4 17.0 3.7 6.6
43 25 2 12 2 2

100.0 58.1 4.7 27.9 4.7 4.7
問１ｂ 309 174 34 69 13 19

100.0 56.3 11.0 22.3 4.2 6.1
3,801 2,317 430 714 147 193
100.0 61.0 11.3 18.8 3.9 5.1
1,773 1,106 243 322 21 81
100.0 62.4 13.7 18.2 1.2 4.6
599 374 83 113 2 27
100.0 62.4 13.9 18.9 0.3 4.5
53 30 6 10 2 5

100.0 56.6 11.3 18.9 3.8 9.4
問３ 3,399 2,135 345 595 143 181

100.0 62.8 10.2 17.5 4.2 5.3
2,906 1,740 418 602 21 125
100.0 59.9 14.4 20.7 0.7 4.3
230 126 33 31 21 19
100.0 54.8 14.3 13.5 9.1 8.3

問３付問１ 1,016 603 166 196 7 44
100.0 59.4 16.3 19.3 0.7 4.3
452 286 61 90 2 13
100.0 63.3 13.5 19.9 0.4 2.9
490 279 73 113 2 23
100.0 56.9 14.9 23.1 0.4 4.7
918 556 114 195 10 43
100.0 60.6 12.4 21.2 1.1 4.7
30 16 4 8 - 2

100.0 53.3 13.3 26.7 - 6.7
問５ 4,811 2,966 604 911 115 215

100.0 61.7 12.6 18.9 2.4 4.5
1,671 999 190 309 67 106
100.0 59.8 11.4 18.5 4.0 6.3
53 36 2 8 3 4

100.0 67.9 3.8 15.1 5.7 7.5
問５付問３ 4,389 2,741 543 807 111 187

100.0 62.5 12.4 18.4 2.5 4.3
243 124 38 66 1 14
100.0 51.0 15.6 27.2 0.4 5.8
175 101 22 36 3 13
100.0 57.7 12.6 20.6 1.7 7.4
4 - 1 2 - 1

100.0 - 25.0 50.0 - 25.0
問5付問3-4 2,066 1,325 254 358 57 72

100.0 64.1 12.3 17.3 2.8 3.5
670 414 100 117 10 29
100.0 61.8 14.9 17.5 1.5 4.3
1,789 1,068 220 375 43 83
100.0 59.7 12.3 21.0 2.4 4.6
107 58 7 23 2 17
100.0 54.2 6.5 21.5 1.9 15.9

問７ 4,433 2,980 598 543 135 177
100.0 67.2 13.5 12.2 3.0 4.0
2,102 1,021 198 685 50 148
100.0 48.6 9.4 32.6 2.4 7.0
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

教育、学習支援業

問７付問４．労基法第２６条の休業手当に関する規定では、正社員とは別に、非正規雇用労働者（有期契約労働者、短時間労働者等）を対象とした規定がありますか（Ｓ
Ａ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－193－



正
社
員
と
は
内
容
の
異
な
る
、

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
み
を
対

象
と
し
た
規
定
が
あ
る

計

平
均
賃
金
の
６
０
％
以
上

１
日
当
た
り
の
賃
金
額
の
６

０
％
以
上

通
常
ど
お
り
の
賃
金
を
、

減
額

せ
ず
に
支
給
す
る

そ
の
他

無
回
答

796 393 157 139 60 47
100.0 49.4 19.7 17.5 7.5 5.9

問１ａ 2 - 1 - 1 -
100.0 - 50.0 - 50.0 -
27 8 7 6 4 2

100.0 29.6 25.9 22.2 14.8 7.4
179 101 31 26 12 9
100.0 56.4 17.3 14.5 6.7 5.0
4 - 3 1 - -

100.0 - 75.0 25.0 - -
21 9 4 2 5 1

100.0 42.9 19.0 9.5 23.8 4.8
53 26 12 9 2 4

100.0 49.1 22.6 17.0 3.8 7.5
112 57 18 27 8 2
100.0 50.9 16.1 24.1 7.1 1.8
10 3 1 3 1 2

100.0 30.0 10.0 30.0 10.0 20.0
6 4 - 2 - -

100.0 66.7 - 33.3 - -
6 2 1 1 - 2

100.0 33.3 16.7 16.7 - 33.3
46 20 11 7 6 2

100.0 43.5 23.9 15.2 13.0 4.3
22 13 6 3 - -

100.0 59.1 27.3 13.6 - -
29 11 8 4 3 3

100.0 37.9 27.6 13.8 10.3 10.3
177 81 35 34 11 16
100.0 45.8 19.8 19.2 6.2 9.0
13 8 1 3 - 1

100.0 61.5 7.7 23.1 - 7.7
87 48 18 11 7 3

100.0 55.2 20.7 12.6 8.0 3.4
2 2 - - - -

100.0 100.0 - - - -
問１ｂ 34 17 3 5 4 5

100.0 50.0 8.8 14.7 11.8 14.7
430 213 93 73 33 18
100.0 49.5 21.6 17.0 7.7 4.2
243 114 49 48 12 20
100.0 46.9 20.2 19.8 4.9 8.2
83 46 11 11 11 4

100.0 55.4 13.3 13.3 13.3 4.8
6 3 1 2 - -

100.0 50.0 16.7 33.3 - -
問３ 345 171 63 63 28 20

100.0 49.6 18.3 18.3 8.1 5.8
418 208 89 68 28 25
100.0 49.8 21.3 16.3 6.7 6.0
33 14 5 8 4 2

100.0 42.4 15.2 24.2 12.1 6.1
問３付問１ 166 73 34 36 11 12

100.0 44.0 20.5 21.7 6.6 7.2
61 33 13 7 5 3

100.0 54.1 21.3 11.5 8.2 4.9
73 42 18 8 4 1

100.0 57.5 24.7 11.0 5.5 1.4
114 58 23 17 7 9
100.0 50.9 20.2 14.9 6.1 7.9
4 2 1 - 1 -

100.0 50.0 25.0 - 25.0 -
問５ 604 288 122 116 42 36

100.0 47.7 20.2 19.2 7.0 6.0
190 104 35 23 18 10
100.0 54.7 18.4 12.1 9.5 5.3
2 1 - - - 1

100.0 50.0 - - - 50.0
問５付問３ 543 257 107 111 35 33

100.0 47.3 19.7 20.4 6.4 6.1
38 19 11 4 3 1

100.0 50.0 28.9 10.5 7.9 2.6
22 11 4 1 4 2

100.0 50.0 18.2 4.5 18.2 9.1
1 1 - - - -

100.0 100.0 - - - -
問5付問3-4 254 132 53 40 17 12

100.0 52.0 20.9 15.7 6.7 4.7
100 46 20 16 9 9
100.0 46.0 20.0 16.0 9.0 9.0
220 97 45 54 12 12
100.0 44.1 20.5 24.5 5.5 5.5
7 1 - 5 - 1

100.0 14.3 - 71.4 - 14.3
問７ 598 323 117 84 40 34

100.0 54.0 19.6 14.0 6.7 5.7
198 70 40 55 20 13
100.0 35.4 20.2 27.8 10.1 6.6
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

教育、学習支援業

問７付問４－１．非正規雇用労働者を対象とする労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法は、どのように規定されていますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－194－



平
均
賃
金
の
６
０
％
以
上

計

６
０
～

７
０
％
未
満

７
０
～

８
０
％
未
満

８
０
～

９
０
％
未
満

９
０
～

１
０
０
％

無
回
答

有
効
回
答
数

平
均

中
央
値

標
本
標
準
偏
差

393 338 6 6 11 32 361 61.6 60.0 6.9
100.0 86.0 1.5 1.5 2.8 8.1 91.9

問１ａ - - - - - - - - - -
- - - - - - -
8 8 - - - - 8 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
101 85 1 1 4 10 91 61.8 60.0 7.3
100.0 84.2 1.0 1.0 4.0 9.9 90.1
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
9 8 - 1 - - 9 62.3 60.0 6.6

100.0 88.9 - 11.1 - - 100.0
26 23 - - - 3 23 60.0 60.0 0.0

100.0 88.5 - - - 11.5 88.5
57 49 3 1 2 2 55 62.2 60.0 7.4

100.0 86.0 5.3 1.8 3.5 3.5 96.5
3 2 - - 1 - 3 73.3 60.0 23.1

100.0 66.7 - - 33.3 - 100.0
4 4 - - - - 4 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
20 15 - 1 1 3 17 63.5 60.0 10.6

100.0 75.0 - 5.0 5.0 15.0 85.0
13 10 - - 1 2 11 63.6 60.0 12.1

100.0 76.9 - - 7.7 15.4 84.6
11 11 - - - - 11 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
81 73 1 - 1 6 75 60.7 60.0 4.7

100.0 90.1 1.2 - 1.2 7.4 92.6
8 8 - - - - 8 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
48 38 1 2 1 6 42 62.1 60.0 7.5

100.0 79.2 2.1 4.2 2.1 12.5 87.5
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問１ｂ 17 15 - - 1 1 16 62.5 60.0 10.0

100.0 88.2 - - 5.9 5.9 94.1
213 179 3 4 7 20 193 61.8 60.0 7.2
100.0 84.0 1.4 1.9 3.3 9.4 90.6
114 101 3 1 1 8 106 60.8 60.0 4.6
100.0 88.6 2.6 0.9 0.9 7.0 93.0
46 41 - 1 2 2 44 62.3 60.0 8.9

100.0 89.1 - 2.2 4.3 4.3 95.7
3 2 - - - 1 2 60.0 60.0 0.0

100.0 66.7 - - - 33.3 66.7
問３ 171 146 5 3 7 10 161 62.2 60.0 7.8

100.0 85.4 2.9 1.8 4.1 5.8 94.2
208 180 - 3 4 21 187 61.2 60.0 6.3
100.0 86.5 - 1.4 1.9 10.1 89.9
14 12 1 - - 1 13 60.8 60.0 2.8

100.0 85.7 7.1 - - 7.1 92.9
問３付問１ 73 67 - 1 - 5 68 60.3 60.0 2.4

100.0 91.8 - 1.4 - 6.8 93.2
33 26 - - 1 6 27 61.5 60.0 7.7

100.0 78.8 - - 3.0 18.2 81.8
42 40 - - - 2 40 60.0 60.0 0.0

100.0 95.2 - - - 4.8 95.2
58 45 - 2 3 8 50 63.2 60.0 10.2

100.0 77.6 - 3.4 5.2 13.8 86.2
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問５ 288 247 4 4 10 23 265 61.8 60.0 7.4

100.0 85.8 1.4 1.4 3.5 8.0 92.0
104 90 2 2 1 9 95 61.1 60.0 5.2
100.0 86.5 1.9 1.9 1.0 8.7 91.3
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問５付問３ 257 221 4 4 9 19 238 61.9 60.0 7.4

100.0 86.0 1.6 1.6 3.5 7.4 92.6
19 14 - - 1 4 15 62.7 60.0 10.3

100.0 73.7 - - 5.3 21.1 78.9
11 11 - - - - 11 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問5付問3-4 132 107 2 1 8 14 118 62.8 60.0 9.3

100.0 81.1 1.5 0.8 6.1 10.6 89.4
46 39 1 2 1 3 43 62.1 60.0 7.4

100.0 84.8 2.2 4.3 2.2 6.5 93.5
97 88 1 1 1 6 91 60.8 60.0 4.8

100.0 90.7 1.0 1.0 1.0 6.2 93.8
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問７ 323 280 5 3 8 27 296 61.4 60.0 6.4

100.0 86.7 1.5 0.9 2.5 8.4 91.6
70 58 1 3 3 5 65 62.8 60.0 8.8

100.0 82.9 1.4 4.3 4.3 7.1 92.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

教育、学習支援業

問７付問４－１．非正規雇用労働者を対象とする労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法が規定されている具体的な割合〈平均賃金の６０％以上の場合〉（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－195－



１
日
当
た
り
の
賃
金
額
の
６

０
％
以
上

計

６
０
～

７
０
％
未
満

７
０
～

８
０
％
未
満

８
０
～

９
０
％
未
満

９
０
～

１
０
０
％

無
回
答

有
効
回
答
数

平
均

中
央
値

標
本
標
準
偏
差

157 109 5 20 14 9 148 66.6 60.0 12.1
100.0 69.4 3.2 12.7 8.9 5.7 94.3

問１ａ 1 - - - 1 - 1 90.0 90.0 0.0
100.0 - - - 100.0 - 100.0
7 5 - 2 - - 7 65.7 60.0 9.8

100.0 71.4 - 28.6 - - 100.0
31 15 2 8 5 1 30 71.5 65.0 13.1

100.0 48.4 6.5 25.8 16.1 3.2 96.8
3 2 1 - - - 3 65.0 65.0 5.0

100.0 66.7 33.3 - - - 100.0
4 3 - - - 1 3 60.0 60.0 0.0

100.0 75.0 - - - 25.0 75.0
12 5 1 1 3 2 10 75.5 67.5 18.3

100.0 41.7 8.3 8.3 25.0 16.7 83.3
18 14 - 2 1 1 17 64.7 60.0 11.2

100.0 77.8 - 11.1 5.6 5.6 94.4
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 - - 1 - - 1 80.0 80.0 0.0

100.0 - - 100.0 - - 100.0
11 6 1 2 2 - 11 71.8 60.0 16.0

100.0 54.5 9.1 18.2 18.2 - 100.0
6 5 - - 1 - 6 66.7 60.0 16.3

100.0 83.3 - - 16.7 - 100.0
8 5 - 2 1 - 8 70.0 60.0 15.1

100.0 62.5 - 25.0 12.5 - 100.0
35 32 - 1 - 2 33 60.6 60.0 3.5

100.0 91.4 - 2.9 - 5.7 94.3
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
18 15 - 1 - 2 16 61.3 60.0 5.0

100.0 83.3 - 5.6 - 11.1 88.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問１ｂ 3 2 - - 1 - 3 73.3 60.0 23.1
100.0 66.7 - - 33.3 - 100.0
93 63 3 12 10 5 88 67.2 60.0 12.5

100.0 67.7 3.2 12.9 10.8 5.4 94.6
49 34 1 7 3 4 45 66.0 60.0 11.8

100.0 69.4 2.0 14.3 6.1 8.2 91.8
11 9 1 1 - - 11 62.7 60.0 6.5

100.0 81.8 9.1 9.1 - - 100.0
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問３ 63 39 4 9 9 2 61 68.9 60.0 13.2

100.0 61.9 6.3 14.3 14.3 3.2 96.8
89 67 1 10 5 6 83 64.9 60.0 11.1

100.0 75.3 1.1 11.2 5.6 6.7 93.3
5 3 - 1 - 1 4 65.0 60.0 10.0

100.0 60.0 - 20.0 - 20.0 80.0
問３付問１ 34 23 1 6 1 3 31 65.5 60.0 10.3

100.0 67.6 2.9 17.6 2.9 8.8 91.2
13 12 - - - 1 12 60.0 60.0 0.0

100.0 92.3 - - - 7.7 92.3
18 13 - - 3 2 16 67.5 60.0 16.1

100.0 72.2 - - 16.7 11.1 88.9
23 18 - 4 1 - 23 65.2 60.0 10.8

100.0 78.3 - 17.4 4.3 - 100.0
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問５ 122 84 3 18 11 6 116 67.0 60.0 12.4

100.0 68.9 2.5 14.8 9.0 4.9 95.1
35 25 2 2 3 3 32 65.0 60.0 10.8

100.0 71.4 5.7 5.7 8.6 8.6 91.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問５付問３ 107 74 3 15 11 4 103 67.3 60.0 12.8
100.0 69.2 2.8 14.0 10.3 3.7 96.3
11 8 - 2 - 1 10 64.0 60.0 8.4

100.0 72.7 - 18.2 - 9.1 90.9
4 2 - 1 - 1 3 66.7 60.0 11.5

100.0 50.0 - 25.0 - 25.0 75.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 53 33 - 12 5 3 50 68.6 60.0 12.8
100.0 62.3 - 22.6 9.4 5.7 94.3
20 12 1 3 4 - 20 71.3 60.0 15.5

100.0 60.0 5.0 15.0 20.0 - 100.0
45 37 2 2 2 2 43 63.3 60.0 9.4

100.0 82.2 4.4 4.4 4.4 4.4 95.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問７ 117 83 4 14 9 7 110 65.9 60.0 11.3
100.0 70.9 3.4 12.0 7.7 6.0 94.0
40 26 1 6 5 2 38 68.7 60.0 14.1

100.0 65.0 2.5 15.0 12.5 5.0 95.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

教育、学習支援業

問７付問４－１．非正規雇用労働者を対象とする労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法が規定されている具体的な割合〈１日当たりの賃金額の６０％以上の場合〉
（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－196－



合
計

規
定
が
あ
る

規
定
は
な
い
が
支
払
う
こ
と
が

あ
る

そ
の
よ
う
な
手
当
を
支
払
う
こ

と
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、

規
定

も
な
い

無
回
答

7,797 1,416 2,088 3,867 426
100.0 18.2 26.8 49.6 5.5

問１ａ 4 1 2 - 1
100.0 25.0 50.0 - 25.0
341 67 82 175 17
100.0 19.6 24.0 51.3 5.0
1,552 291 408 763 90
100.0 18.8 26.3 49.2 5.8
29 5 8 15 1

100.0 17.2 27.6 51.7 3.4
226 42 53 114 17
100.0 18.6 23.5 50.4 7.5
589 111 161 279 38
100.0 18.8 27.3 47.4 6.5
1,104 202 299 536 67
100.0 18.3 27.1 48.6 6.1
145 34 28 73 10
100.0 23.4 19.3 50.3 6.9
67 8 19 36 4

100.0 11.9 28.4 53.7 6.0
111 24 18 61 8
100.0 21.6 16.2 55.0 7.2
320 59 113 137 11
100.0 18.4 35.3 42.8 3.4
178 21 63 90 4
100.0 11.8 35.4 50.6 2.2
341 49 70 206 16
100.0 14.4 20.5 60.4 4.7
1,815 316 501 908 90
100.0 17.4 27.6 50.0 5.0
97 25 26 43 3

100.0 25.8 26.8 44.3 3.1
813 150 227 393 43
100.0 18.5 27.9 48.3 5.3
65 11 10 38 6

100.0 16.9 15.4 58.5 9.2
問１ｂ 393 76 75 212 30

100.0 19.3 19.1 53.9 7.6
4,583 793 1,206 2,333 251
100.0 17.3 26.3 50.9 5.5
2,073 386 591 989 107
100.0 18.6 28.5 47.7 5.2
686 144 200 308 34
100.0 21.0 29.2 44.9 5.0
62 17 16 25 4

100.0 27.4 25.8 40.3 6.5
問３ 4,123 726 1,026 2,095 276

100.0 17.6 24.9 50.8 6.7
3,392 626 989 1,658 119
100.0 18.5 29.2 48.9 3.5
282 64 73 114 31
100.0 22.7 25.9 40.4 11.0

問３付問１ 1,196 235 305 619 37
100.0 19.6 25.5 51.8 3.1
539 90 160 271 18
100.0 16.7 29.7 50.3 3.3
569 97 188 261 23
100.0 17.0 33.0 45.9 4.0
1,050 196 323 492 39
100.0 18.7 30.8 46.9 3.7
38 8 13 15 2

100.0 21.1 34.2 39.5 5.3
問５ 5,322 1,023 1,661 2,397 241

100.0 19.2 31.2 45.0 4.5
2,403 379 413 1,439 172
100.0 15.8 17.2 59.9 7.2
72 14 14 31 13

100.0 19.4 19.4 43.1 18.1
問５付問３ 4,770 938 1,527 2,092 213

100.0 19.7 32.0 43.9 4.5
261 48 92 111 10
100.0 18.4 35.2 42.5 3.8
287 37 40 192 18
100.0 12.9 13.9 66.9 6.3
4 - 2 2 -

100.0 - 50.0 50.0 -
問5付問3-4 2,220 420 669 1,028 103

100.0 18.9 30.1 46.3 4.6
705 139 254 290 22
100.0 19.7 36.0 41.1 3.1
1,979 405 657 833 84
100.0 20.5 33.2 42.1 4.2
127 22 39 52 14
100.0 17.3 30.7 40.9 11.0

問７ 4,433 1,204 925 2,105 199
100.0 27.2 20.9 47.5 4.5
2,102 124 1,059 840 79
100.0 5.9 50.4 40.0 3.8
1,150 77 77 896 100
100.0 6.7 6.7 77.9 8.7
112 11 27 26 48
100.0 9.8 24.1 23.2 42.9

教育、学習支援業

問８．現在の就業規則（賃金規程など、別規程となっているものを含む。）に、労働基準法第２６条の休業手当の支払いが必要でない場合でも、労働者の休業に対する補償
として手当を支払う規定はありますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－197－



規
定
が
あ
る
、

ま
た
は
、

規
定

は
な
い
が
支
払
う
こ
と
が
あ
る

計 労
基
法
第
２
６
条
の
休
業
手
当

の
算
定
方
法
と
同
じ

労
基
法
第
２
６
条
の
休
業
手
当

の
算
定
方
法
と
は
異
な
る

無
回
答

3,504 2,574 776 154
100.0 73.5 22.1 4.4

問１ａ 3 2 1 -
100.0 66.7 33.3 -
149 100 40 9
100.0 67.1 26.8 6.0
699 515 147 37
100.0 73.7 21.0 5.3
13 9 4 -

100.0 69.2 30.8 -
95 60 34 1

100.0 63.2 35.8 1.1
272 219 42 11
100.0 80.5 15.4 4.0
501 378 103 20
100.0 75.4 20.6 4.0
62 36 25 1

100.0 58.1 40.3 1.6
27 16 9 2

100.0 59.3 33.3 7.4
42 23 18 1

100.0 54.8 42.9 2.4
172 139 23 10
100.0 80.8 13.4 5.8
84 69 13 2

100.0 82.1 15.5 2.4
119 76 40 3
100.0 63.9 33.6 2.5
817 575 203 39
100.0 70.4 24.8 4.8
51 38 11 2

100.0 74.5 21.6 3.9
377 304 57 16
100.0 80.6 15.1 4.2
21 15 6 -

100.0 71.4 28.6 -
問１ｂ 151 124 21 6

100.0 82.1 13.9 4.0
1,999 1,482 413 104
100.0 74.1 20.7 5.2
977 713 230 34
100.0 73.0 23.5 3.5
344 228 108 8
100.0 66.3 31.4 2.3
33 27 4 2

100.0 81.8 12.1 6.1
問３ 1,752 1,263 411 78

100.0 72.1 23.5 4.5
1,615 1,212 334 69
100.0 75.0 20.7 4.3
137 99 31 7
100.0 72.3 22.6 5.1

問３付問１ 540 395 129 16
100.0 73.1 23.9 3.0
250 188 54 8
100.0 75.2 21.6 3.2
285 210 61 14
100.0 73.7 21.4 4.9
519 403 86 30
100.0 77.6 16.6 5.8
21 16 4 1

100.0 76.2 19.0 4.8
問５ 2,684 1,964 609 111

100.0 73.2 22.7 4.1
792 588 163 41
100.0 74.2 20.6 5.2
28 22 4 2

100.0 78.6 14.3 7.1
問５付問３ 2,465 1,793 570 102

100.0 72.7 23.1 4.1
140 113 21 6
100.0 80.7 15.0 4.3
77 57 18 2

100.0 74.0 23.4 2.6
2 1 - 1

100.0 50.0 - 50.0
問5付問3-4 1,089 864 177 48

100.0 79.3 16.3 4.4
393 275 102 16
100.0 70.0 26.0 4.1
1,062 728 297 37
100.0 68.5 28.0 3.5
61 39 15 7

100.0 63.9 24.6 11.5
問７ 2,129 1,627 415 87

100.0 76.4 19.5 4.1
1,183 841 287 55
100.0 71.1 24.3 4.6
154 77 71 6
100.0 50.0 46.1 3.9
38 29 3 6

100.0 76.3 7.9 15.8

教育、学習支援業

問８付問．支払額の算定方法はどのようになっていますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－198－



合
計

規
定
が
あ
っ

た

規
定
は
な
か
っ

た

無
回
答

7,797 4,277 3,416 104
100.0 54.9 43.8 1.3

問１ａ 4 1 2 1
100.0 25.0 50.0 25.0
341 204 132 5
100.0 59.8 38.7 1.5
1,552 1,030 503 19
100.0 66.4 32.4 1.2
29 15 14 -

100.0 51.7 48.3 -
226 133 89 4
100.0 58.8 39.4 1.8
589 350 228 11
100.0 59.4 38.7 1.9
1,104 626 469 9
100.0 56.7 42.5 0.8
145 54 90 1
100.0 37.2 62.1 0.7
67 31 35 1

100.0 46.3 52.2 1.5
111 63 46 2
100.0 56.8 41.4 1.8
320 187 124 9
100.0 58.4 38.8 2.8
178 97 80 1
100.0 54.5 44.9 0.6
341 95 245 1
100.0 27.9 71.8 0.3
1,815 841 950 24
100.0 46.3 52.3 1.3
97 36 61 -

100.0 37.1 62.9 -
813 484 315 14
100.0 59.5 38.7 1.7
65 30 33 2

100.0 46.2 50.8 3.1
問１ｂ 393 206 176 11

100.0 52.4 44.8 2.8
4,583 2,519 2,001 63
100.0 55.0 43.7 1.4
2,073 1,136 917 20
100.0 54.8 44.2 1.0
686 384 294 8
100.0 56.0 42.9 1.2
62 32 28 2

100.0 51.6 45.2 3.2
問３ 4,123 2,291 1,779 53

100.0 55.6 43.1 1.3
3,392 1,822 1,529 41
100.0 53.7 45.1 1.2
282 164 108 10
100.0 58.2 38.3 3.5

問３付問１ 1,196 650 532 14
100.0 54.3 44.5 1.2
539 290 242 7
100.0 53.8 44.9 1.3
569 303 262 4
100.0 53.3 46.0 0.7
1,050 561 474 15
100.0 53.4 45.1 1.4
38 18 19 1

100.0 47.4 50.0 2.6
問５ 5,322 3,060 2,199 63

100.0 57.5 41.3 1.2
2,403 1,177 1,193 33
100.0 49.0 49.6 1.4
72 40 24 8

100.0 55.6 33.3 11.1
問５付問３ 4,770 2,772 1,945 53

100.0 58.1 40.8 1.1
261 157 98 6
100.0 60.2 37.5 2.3
287 131 152 4
100.0 45.6 53.0 1.4
4 - 4 -

100.0 - 100.0 -
問5付問3-4 2,220 1,376 816 28

100.0 62.0 36.8 1.3
705 445 253 7
100.0 63.1 35.9 1.0
1,979 1,041 918 20
100.0 52.6 46.4 1.0
127 67 56 4
100.0 52.8 44.1 3.1

問７ 4,433 4,078 309 46
100.0 92.0 7.0 1.0
2,102 141 1,938 23
100.0 6.7 92.2 1.1
1,150 18 1,123 9
100.0 1.6 97.7 0.8
112 40 46 26
100.0 35.7 41.1 23.2

教育、学習支援業

問９．新型コロナウイルス感染症の発生前（２０１９年１２月以前）に、労基法第２６条の休業手当の支払について、就業規則等に規定はありましたか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－199－



規
定
が
あ
っ

た

計

異
な
る
（

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
後
、

規
定
内

容
を
変
更
し
た
）

同
じ
（

元
の
規
定
内
容
の
ま

ま
）

無
回
答

4,277 227 4,038 12
100.0 5.3 94.4 0.3

問１ａ 1 - 1 -
100.0 - 100.0 -
204 6 197 1
100.0 2.9 96.6 0.5
1,030 56 969 5
100.0 5.4 94.1 0.5
15 1 14 -

100.0 6.7 93.3 -
133 2 131 -
100.0 1.5 98.5 -
350 25 325 -
100.0 7.1 92.9 -
626 26 598 2
100.0 4.2 95.5 0.3
54 - 54 -

100.0 - 100.0 -
31 - 31 -

100.0 - 100.0 -
63 2 61 -

100.0 3.2 96.8 -
187 19 168 -
100.0 10.2 89.8 -
97 7 90 -

100.0 7.2 92.8 -
95 3 92 -

100.0 3.2 96.8 -
841 60 779 2
100.0 7.1 92.6 0.2
36 2 34 -

100.0 5.6 94.4 -
484 16 466 2
100.0 3.3 96.3 0.4
30 2 28 -

100.0 6.7 93.3 -
問１ｂ 206 9 197 -

100.0 4.4 95.6 -
2,519 132 2,380 7
100.0 5.2 94.5 0.3
1,136 60 1,072 4
100.0 5.3 94.4 0.4
384 24 359 1
100.0 6.3 93.5 0.3
32 2 30 -

100.0 6.3 93.8 -
問３ 2,291 92 2,192 7

100.0 4.0 95.7 0.3
1,822 126 1,691 5
100.0 6.9 92.8 0.3
164 9 155 -
100.0 5.5 94.5 -

問３付問１ 650 36 612 2
100.0 5.5 94.2 0.3
290 25 264 1
100.0 8.6 91.0 0.3
303 25 277 1
100.0 8.3 91.4 0.3
561 38 522 1
100.0 6.8 93.0 0.2
18 2 16 -

100.0 11.1 88.9 -
問５ 3,060 202 2,850 8

100.0 6.6 93.1 0.3
1,177 24 1,150 3
100.0 2.0 97.7 0.3
40 1 38 1

100.0 2.5 95.0 2.5
問５付問３ 2,772 189 2,576 7

100.0 6.8 92.9 0.3
157 11 145 1
100.0 7.0 92.4 0.6
131 2 129 -
100.0 1.5 98.5 -
- - - -
- - - -

問5付問3-4 1,376 94 1,278 4
100.0 6.8 92.9 0.3
445 34 410 1
100.0 7.6 92.1 0.2
1,041 69 970 2
100.0 6.6 93.2 0.2
67 3 63 1

100.0 4.5 94.0 1.5
問７ 4,078 217 3,849 12

100.0 5.3 94.4 0.3
141 8 133 -
100.0 5.7 94.3 -
18 - 18 -

100.0 - 100.0 -
40 2 38 -

100.0 5.0 95.0 -

教育、学習支援業

問９付問１．規定の内容は、現在（新型コロナウイルス感染症の影響後）の規定内容と異なりますか、それとも同じ（元の規定内容のまま）ですか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－200－



現
在
の
規
定
内
容
と
異
な
る

（

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
後
、

規
定
内
容
を
変

更
し
た
）

計

支
払
対
象
と
な
る
労
働
者

支
払
う
金
額
や
そ
の
算
定
方
法

支
払
対
象
と
な
る
日

そ
の
他

無
回
答

227 55 149 42 19 6
100.0 24.2 65.6 18.5 8.4 2.6

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
6 4 4 1 - -

100.0 66.7 66.7 16.7 - -
56 8 41 10 3 1

100.0 14.3 73.2 17.9 5.4 1.8
1 - - - 1 -

100.0 - - - 100.0 -
2 1 1 - - -

100.0 50.0 50.0 - - -
25 2 21 2 1 1

100.0 8.0 84.0 8.0 4.0 4.0
26 4 14 9 4 1

100.0 15.4 53.8 34.6 15.4 3.8
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2 - 1 - 1 -

100.0 - 50.0 - 50.0 -
19 2 17 3 - -

100.0 10.5 89.5 15.8 - -
7 4 5 1 - -

100.0 57.1 71.4 14.3 - -
3 1 2 - - -

100.0 33.3 66.7 - - -
60 20 33 13 6 2

100.0 33.3 55.0 21.7 10.0 3.3
2 2 1 1 - -

100.0 100.0 50.0 50.0 - -
16 7 8 1 3 1

100.0 43.8 50.0 6.3 18.8 6.3
2 - 1 1 - -

100.0 - 50.0 50.0 - -
問１ｂ 9 1 8 1 - 1

100.0 11.1 88.9 11.1 - 11.1
132 32 88 24 13 2
100.0 24.2 66.7 18.2 9.8 1.5
60 14 38 13 3 1

100.0 23.3 63.3 21.7 5.0 1.7
24 7 15 3 3 2

100.0 29.2 62.5 12.5 12.5 8.3
2 1 - 1 - -

100.0 50.0 - 50.0 - -
問３ 92 20 57 25 8 -

100.0 21.7 62.0 27.2 8.7 -
126 33 88 15 10 5
100.0 26.2 69.8 11.9 7.9 4.0
9 2 4 2 1 1

100.0 22.2 44.4 22.2 11.1 11.1
問３付問１ 36 10 27 4 2 1

100.0 27.8 75.0 11.1 5.6 2.8
25 7 17 3 2 -

100.0 28.0 68.0 12.0 8.0 -
25 5 14 5 2 3

100.0 20.0 56.0 20.0 8.0 12.0
38 10 29 3 4 1

100.0 26.3 76.3 7.9 10.5 2.6
2 1 1 - - -

100.0 50.0 50.0 - - -
問５ 202 50 135 36 16 6

100.0 24.8 66.8 17.8 7.9 3.0
24 5 14 5 3 -

100.0 20.8 58.3 20.8 12.5 -
1 - - 1 - -

100.0 - - 100.0 - -
問５付問３ 189 50 124 34 15 6

100.0 26.5 65.6 18.0 7.9 3.2
11 - 10 2 - -

100.0 - 90.9 18.2 - -
2 - 1 - 1 -

100.0 - 50.0 - 50.0 -
- - - - - -
- - - - - -

問5付問3-4 94 18 73 12 6 2
100.0 19.1 77.7 12.8 6.4 2.1
34 8 25 7 - 2

100.0 23.5 73.5 20.6 - 5.9
69 23 35 16 9 2

100.0 33.3 50.7 23.2 13.0 2.9
3 1 1 1 - -

100.0 33.3 33.3 33.3 - -
問７ 217 51 144 41 17 6

100.0 23.5 66.4 18.9 7.8 2.8
8 4 3 1 2 -

100.0 50.0 37.5 12.5 25.0 -
- - - - - -
- - - - - -
2 - 2 - - -

100.0 - 100.0 - - -

教育、学習支援業

問９付問１－１．新型コロナウイルス感染症の発生の前後で変更した内容は何ですか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－201－



現
在
の
規
定
内
容
と
異
な
る

（

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
後
、

規
定
内
容
を
変

更
し
た
）

計

平
均
賃
金
の
６
０
％
以
上

１
日
当
た
り
の
賃
金
額
の
６

０
％
以
上

通
常
ど
お
り
の
賃
金
を
、

減
額

せ
ず
に
支
給
す
る

そ
の
他

無
回
答

227 115 39 54 5 14
100.0 50.7 17.2 23.8 2.2 6.2

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
6 3 - 2 - 1

100.0 50.0 - 33.3 - 16.7
56 32 15 7 - 2

100.0 57.1 26.8 12.5 - 3.6
1 - - 1 - -

100.0 - - 100.0 - -
2 - 1 1 - -

100.0 - 50.0 50.0 - -
25 12 4 6 1 2

100.0 48.0 16.0 24.0 4.0 8.0
26 15 2 7 - 2

100.0 57.7 7.7 26.9 - 7.7
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2 2 - - - -

100.0 100.0 - - - -
19 9 4 5 - 1

100.0 47.4 21.1 26.3 - 5.3
7 5 1 1 - -

100.0 71.4 14.3 14.3 - -
3 2 1 - - -

100.0 66.7 33.3 - - -
60 24 8 19 3 6

100.0 40.0 13.3 31.7 5.0 10.0
2 - - 2 - -

100.0 - - 100.0 - -
16 9 3 3 1 -

100.0 56.3 18.8 18.8 6.3 -
2 2 - - - -

100.0 100.0 - - - -
問１ｂ 9 6 1 1 - 1

100.0 66.7 11.1 11.1 - 11.1
132 63 25 36 2 6
100.0 47.7 18.9 27.3 1.5 4.5
60 33 8 13 2 4

100.0 55.0 13.3 21.7 3.3 6.7
24 11 5 4 1 3

100.0 45.8 20.8 16.7 4.2 12.5
2 2 - - - -

100.0 100.0 - - - -
問３ 92 47 17 23 1 4

100.0 51.1 18.5 25.0 1.1 4.3
126 64 20 28 4 10
100.0 50.8 15.9 22.2 3.2 7.9
9 4 2 3 - -

100.0 44.4 22.2 33.3 - -
問３付問１ 36 18 6 8 1 3

100.0 50.0 16.7 22.2 2.8 8.3
25 14 4 7 - -

100.0 56.0 16.0 28.0 - -
25 11 3 6 1 4

100.0 44.0 12.0 24.0 4.0 16.0
38 20 7 7 2 2

100.0 52.6 18.4 18.4 5.3 5.3
2 1 - - - 1

100.0 50.0 - - - 50.0
問５ 202 100 36 48 5 13

100.0 49.5 17.8 23.8 2.5 6.4
24 15 3 5 - 1

100.0 62.5 12.5 20.8 - 4.2
1 - - 1 - -

100.0 - - 100.0 - -
問５付問３ 189 91 33 47 5 13

100.0 48.1 17.5 24.9 2.6 6.9
11 9 1 1 - -

100.0 81.8 9.1 9.1 - -
2 - 2 - - -

100.0 - 100.0 - - -
- - - - - -
- - - - - -

問5付問3-4 94 50 17 20 1 6
100.0 53.2 18.1 21.3 1.1 6.4
34 17 11 4 - 2

100.0 50.0 32.4 11.8 - 5.9
69 32 5 23 4 5

100.0 46.4 7.2 33.3 5.8 7.2
3 1 1 1 - -

100.0 33.3 33.3 33.3 - -
問７ 217 111 38 50 4 14

100.0 51.2 17.5 23.0 1.8 6.5
8 2 1 4 1 -

100.0 25.0 12.5 50.0 12.5 -
- - - - - -
- - - - - -
2 2 - - - -

100.0 100.0 - - - -

教育、学習支援業

問９付問１－２．コロナ前の労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法は、どのように規定されていましたか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－202－



平
均
賃
金
の
６
０
％
以
上

計

６
０
～

７
０
％
未
満

７
０
～

８
０
％
未
満

８
０
～

９
０
％
未
満

９
０
～

１
０
０
％

無
回
答

有
効
回
答
数

平
均

中
央
値

標
本
標
準
偏
差

115 89 3 5 9 9 106 64.4 60.0 11.0
100.0 77.4 2.6 4.3 7.8 7.8 92.2

問１ａ - - - - - - - - - -
- - - - - - -
3 3 - - - - 3 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
32 21 2 1 4 4 28 66.3 60.0 12.1

100.0 65.6 6.3 3.1 12.5 12.5 87.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
12 7 - 1 4 - 12 75.0 60.0 19.3

100.0 58.3 - 8.3 33.3 - 100.0
15 14 - - - 1 14 60.0 60.0 0.0

100.0 93.3 - - - 6.7 93.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
9 8 - - 1 - 9 64.4 60.0 13.3

100.0 88.9 - - 11.1 - 100.0
5 5 - - - - 5 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
24 20 1 - - 3 21 60.5 60.0 2.2

100.0 83.3 4.2 - - 12.5 87.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
9 5 - 3 - 1 8 67.9 60.0 10.9

100.0 55.6 - 33.3 - 11.1 88.9
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問１ｂ 6 6 - - - - 6 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
63 44 2 3 7 7 56 66.0 60.0 12.5

100.0 69.8 3.2 4.8 11.1 11.1 88.9
33 29 1 - 1 2 31 61.6 60.0 7.3

100.0 87.9 3.0 - 3.0 6.1 93.9
11 8 - 2 1 - 11 67.5 60.0 13.8

100.0 72.7 - 18.2 9.1 - 100.0
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問３ 47 34 2 2 4 5 42 64.6 60.0 10.5

100.0 72.3 4.3 4.3 8.5 10.6 89.4
64 53 1 2 5 3 61 64.1 60.0 11.5

100.0 82.8 1.6 3.1 7.8 4.7 95.3
4 2 - 1 - 1 3 67.7 60.0 13.3

100.0 50.0 - 25.0 - 25.0 75.0
問３付問１ 18 15 1 1 - 1 17 61.8 60.0 5.3

100.0 83.3 5.6 5.6 - 5.6 94.4
14 13 - - - 1 13 60.0 60.0 0.0

100.0 92.9 - - - 7.1 92.9
11 10 - - - 1 10 60.0 60.0 0.0

100.0 90.9 - - - 9.1 90.9
20 15 - - 5 - 20 70.0 60.0 17.8

100.0 75.0 - - 25.0 - 100.0
1 - - 1 - - 1 80.0 80.0 0.0

100.0 - - 100.0 - - 100.0
問５ 100 75 3 5 9 8 92 65.1 60.0 11.7

100.0 75.0 3.0 5.0 9.0 8.0 92.0
15 14 - - - 1 14 60.0 60.0 0.0

100.0 93.3 - - - 6.7 93.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問５付問３ 91 67 3 5 8 8 83 65.2 60.0 11.6
100.0 73.6 3.3 5.5 8.8 8.8 91.2
9 8 - - 1 - 9 64.4 60.0 13.3

100.0 88.9 - - 11.1 - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 50 40 1 1 5 3 47 64.7 60.0 12.1
100.0 80.0 2.0 2.0 10.0 6.0 94.0
17 12 1 1 2 1 16 67.4 60.0 14.3

100.0 70.6 5.9 5.9 11.8 5.9 94.1
32 22 1 3 2 4 28 64.6 60.0 9.6

100.0 68.8 3.1 9.4 6.3 12.5 87.5
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
問７ 111 86 3 4 9 9 102 64.4 60.0 11.1

100.0 77.5 2.7 3.6 8.1 8.1 91.9
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
2 1 - 1 - - 2 70.0 70.0 14.1

100.0 50.0 - 50.0 - - 100.0

教育、学習支援業

問９付問１－２．コロナ前の労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法が規定されている具体的な割合〈平均賃金の６０％以上の場合〉（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－203－



１
日
当
た
り
の
賃
金
額
の
６

０
％
以
上

計

６
０
～

７
０
％
未
満

７
０
～

８
０
％
未
満

８
０
～

９
０
％
未
満

９
０
～

１
０
０
％

無
回
答

有
効
回
答
数

平
均

中
央
値

標
本
標
準
偏
差

39 17 - 8 6 8 31 71.8 60.0 14.2
100.0 43.6 - 20.5 15.4 20.5 79.5

問１ａ - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
15 3 - 5 4 3 12 78.8 80.0 12.5

100.0 20.0 - 33.3 26.7 20.0 80.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
4 1 - 2 1 - 4 80.0 80.0 16.3

100.0 25.0 - 50.0 25.0 - 100.0
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
4 3 - 1 - - 4 65.0 60.0 10.0

100.0 75.0 - 25.0 - - 100.0
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
8 4 - - 1 3 5 68.0 60.0 17.9

100.0 50.0 - - 12.5 37.5 62.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
3 1 - - - 2 1 60.0 60.0 0.0

100.0 33.3 - - - 66.7 33.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問１ｂ 1 - - 1 - - 1 80.0 80.0 0.0
100.0 - - 100.0 - - 100.0
25 10 - 5 5 5 20 73.8 70.0 15.3

100.0 40.0 - 20.0 20.0 20.0 80.0
8 4 - 1 - 3 5 64.0 60.0 8.9

100.0 50.0 - 12.5 - 37.5 62.5
5 3 - 1 1 - 5 70.0 60.0 14.1

100.0 60.0 - 20.0 20.0 - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問３ 17 4 - 4 3 6 11 75.9 80.0 13.6
100.0 23.5 - 23.5 17.6 35.3 64.7
20 12 - 3 3 2 18 69.4 60.0 14.7

100.0 60.0 - 15.0 15.0 10.0 90.0
2 1 - 1 - - 2 70.0 70.0 14.1

100.0 50.0 - 50.0 - - 100.0
問３付問１ 6 4 - - 1 1 5 66.0 60.0 13.4

100.0 66.7 - - 16.7 16.7 83.3
4 2 - 1 - 1 3 66.7 60.0 11.5

100.0 50.0 - 25.0 - 25.0 75.0
3 1 - 1 1 - 3 80.0 80.0 20.0

100.0 33.3 - 33.3 33.3 - 100.0
7 5 - 1 1 - 7 68.6 60.0 15.7

100.0 71.4 - 14.3 14.3 - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問５ 36 17 - 7 6 6 30 71.5 60.0 14.3
100.0 47.2 - 19.4 16.7 16.7 83.3
3 - - 1 - 2 1 80.0 80.0 0.0

100.0 - - 33.3 - 66.7 33.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問５付問３ 33 14 - 7 6 6 27 72.8 60.0 14.6
100.0 42.4 - 21.2 18.2 18.2 81.8
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 17 7 - 4 3 3 14 72.5 70.0 13.7
100.0 41.2 - 23.5 17.6 17.6 82.4
11 4 - 3 2 2 9 74.4 80.0 15.1

100.0 36.4 - 27.3 18.2 18.2 81.8
5 4 - - 1 - 5 68.0 60.0 17.9

100.0 80.0 - - 20.0 - 100.0
1 - - - - 1 - - - -

100.0 - - - - 100.0 -
問７ 38 16 - 8 6 8 30 72.2 60.0 14.2

100.0 42.1 - 21.1 15.8 21.1 78.9
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

教育、学習支援業

問９付問１－２．コロナ前の労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法が規定されている具体的な割合〈１日当たりの賃金額の６０％以上の場合〉（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－204－



現
在
の
規
定
内
容
と
異
な
る

（

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
後
、

規
定
内
容
を
変

更
し
た
）

計

正
社
員
と
非
正
規
雇
用
労
働
者

に
同
じ
内
容
の
規
定
が
適
用
さ

れ
て
い
た
（

正
社
員
の
規
定
が

準
拠
さ
れ
る
等
を
含
む
）

正
社
員
と
は
内
容
の
異
な
る
、

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
み
を
対

象
と
し
た
規
定
が
あ
っ

た

非
正
規
雇
用
労
働
者
を
対
象
と

し
た
規
定
は
な
か
っ

た

も
と
も
と
非
正
規
雇
用
労
働
者

が
い
な
か
っ

た
た
め
、

規
定
も

な
か
っ

た

無
回
答

227 167 26 20 6 8
100.0 73.6 11.5 8.8 2.6 3.5

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
6 3 - - 2 1

100.0 50.0 - - 33.3 16.7
56 42 10 2 1 1

100.0 75.0 17.9 3.6 1.8 1.8
1 1 - - - -

100.0 100.0 - - - -
2 2 - - - -

100.0 100.0 - - - -
25 18 1 4 1 1

100.0 72.0 4.0 16.0 4.0 4.0
26 19 2 2 2 1

100.0 73.1 7.7 7.7 7.7 3.8
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2 2 - - - -

100.0 100.0 - - - -
19 15 3 1 - -

100.0 78.9 15.8 5.3 - -
7 6 - 1 - -

100.0 85.7 - 14.3 - -
3 2 - 1 - -

100.0 66.7 - 33.3 - -
60 42 7 8 - 3

100.0 70.0 11.7 13.3 - 5.0
2 1 1 - - -

100.0 50.0 50.0 - - -
16 12 2 1 - 1

100.0 75.0 12.5 6.3 - 6.3
2 2 - - - -

100.0 100.0 - - - -
問１ｂ 9 6 - 2 - 1

100.0 66.7 - 22.2 - 11.1
132 93 16 14 6 3
100.0 70.5 12.1 10.6 4.5 2.3
60 49 7 3 - 1

100.0 81.7 11.7 5.0 - 1.7
24 17 3 1 - 3

100.0 70.8 12.5 4.2 - 12.5
2 2 - - - -

100.0 100.0 - - - -
問３ 92 69 12 4 6 1

100.0 75.0 13.0 4.3 6.5 1.1
126 91 14 15 - 6
100.0 72.2 11.1 11.9 - 4.8
9 7 - 1 - 1

100.0 77.8 - 11.1 - 11.1
問３付問１ 36 24 8 3 - 1

100.0 66.7 22.2 8.3 - 2.8
25 21 1 3 - -

100.0 84.0 4.0 12.0 - -
25 18 1 3 - 3

100.0 72.0 4.0 12.0 - 12.0
38 28 4 5 - 1

100.0 73.7 10.5 13.2 - 2.6
2 - - 1 - 1

100.0 - - 50.0 - 50.0
問５ 202 150 24 17 3 8

100.0 74.3 11.9 8.4 1.5 4.0
24 16 2 3 3 -

100.0 66.7 8.3 12.5 12.5 -
1 1 - - - -

100.0 100.0 - - - -
問５付問３ 189 141 22 15 3 8

100.0 74.6 11.6 7.9 1.6 4.2
11 8 1 2 - -

100.0 72.7 9.1 18.2 - -
2 1 1 - - -

100.0 50.0 50.0 - - -
- - - - - -
- - - - - -

問5付問3-4 94 73 5 11 1 4
100.0 77.7 5.3 11.7 1.1 4.3
34 21 8 3 - 2

100.0 61.8 23.5 8.8 - 5.9
69 53 9 3 2 2

100.0 76.8 13.0 4.3 2.9 2.9
3 2 1 - - -

100.0 66.7 33.3 - - -
問７ 217 163 24 16 6 8

100.0 75.1 11.1 7.4 2.8 3.7
8 4 2 2 - -

100.0 50.0 25.0 25.0 - -
- - - - - -
- - - - - -
2 - - 2 - -

100.0 - - 100.0 - -

教育、学習支援業

問９付問２．コロナ前の労基法第２６条の休業手当に関する規定では、正社員とは別に、非正規雇用労働者を対象とした規定がありましたか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－205－



正
社
員
と
は
内
容
の
異
な
る
、

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
み
を
対

象
と
し
た
規
定
が
あ
っ

た

計

平
均
賃
金
の
６
０
％
以
上

１
日
当
た
り
の
賃
金
額
の
６

０
％
以
上

通
常
ど
お
り
の
賃
金
を
、

減
額

せ
ず
に
支
給
す
る

そ
の
他

無
回
答

26 11 4 8 1 2
100.0 42.3 15.4 30.8 3.8 7.7

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
10 7 1 1 - 1

100.0 70.0 10.0 10.0 - 10.0
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1 - 1 - - -

100.0 - 100.0 - - -
2 - - 1 - 1

100.0 - - 50.0 - 50.0
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
3 2 1 - - -

100.0 66.7 33.3 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
7 1 - 5 1 -

100.0 14.3 - 71.4 14.3 -
1 - - 1 - -

100.0 - - 100.0 - -
2 1 1 - - -

100.0 50.0 50.0 - - -
- - - - - -
- - - - - -

問１ｂ - - - - - -
- - - - - -
16 7 2 7 - -

100.0 43.8 12.5 43.8 - -
7 3 - 1 1 2

100.0 42.9 - 14.3 14.3 28.6
3 1 2 - - -

100.0 33.3 66.7 - - -
- - - - - -
- - - - - -

問３ 12 7 2 2 - 1
100.0 58.3 16.7 16.7 - 8.3
14 4 2 6 1 1

100.0 28.6 14.3 42.9 7.1 7.1
- - - - - -
- - - - - -

問３付問１ 8 3 1 2 1 1
100.0 37.5 12.5 25.0 12.5 12.5
1 - - 1 - -

100.0 - - 100.0 - -
1 - - 1 - -

100.0 - - 100.0 - -
4 1 1 2 - -

100.0 25.0 25.0 50.0 - -
- - - - - -
- - - - - -

問５ 24 9 4 8 1 2
100.0 37.5 16.7 33.3 4.2 8.3
2 2 - - - -

100.0 100.0 - - - -
- - - - - -
- - - - - -

問５付問３ 22 8 3 8 1 2
100.0 36.4 13.6 36.4 4.5 9.1
1 1 - - - -

100.0 100.0 - - - -
1 - 1 - - -

100.0 - 100.0 - - -
- - - - - -
- - - - - -

問5付問3-4 5 3 - - - 2
100.0 60.0 - - - 40.0
8 4 2 2 - -

100.0 50.0 25.0 25.0 - -
9 2 1 5 1 -

100.0 22.2 11.1 55.6 11.1 -
1 - - 1 - -

100.0 - - 100.0 - -
問７ 24 11 4 6 1 2

100.0 45.8 16.7 25.0 4.2 8.3
2 - - 2 - -

100.0 - - 100.0 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

教育、学習支援業

問９付問２－１．コロナ前に非正規雇用労働者を対象とする労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法は、どのように規定されていましたか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－206－



平
均
賃
金
の
６
０
％
以
上

計

６
０
～

７
０
％
未
満

７
０
～

８
０
％
未
満

８
０
～

９
０
％
未
満

９
０
～

１
０
０
％

無
回
答

有
効
回
答
数

平
均

中
央
値

標
本
標
準
偏
差

11 6 3 - 1 1 10 67.5 60.0 12.7
100.0 54.5 27.3 - 9.1 9.1 90.9

問１ａ - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
7 3 2 - 1 1 6 70.8 65.0 15.6

100.0 42.9 28.6 - 14.3 14.3 85.7
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 - 1 - - - 1 70.0 70.0 0.0

100.0 - 100.0 - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問１ｂ - - - - - - - - - -
- - - - - - -
7 5 2 - - - 7 63.6 60.0 6.3

100.0 71.4 28.6 - - - 100.0
3 1 1 - - 1 2 65.0 65.0 7.1

100.0 33.3 33.3 - - 33.3 66.7
1 - - - 1 - 1 100.0 100.0 0.0

100.0 - - - 100.0 - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問３ 7 3 2 - 1 1 6 70.8 65.0 15.6
100.0 42.9 28.6 - 14.3 14.3 85.7
4 3 1 - - - 4 62.5 60.0 5.0

100.0 75.0 25.0 - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問３付問１ 3 2 1 - - - 3 63.3 60.0 5.8
100.0 66.7 33.3 - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問５ 9 4 3 - 1 1 8 69.4 65.0 13.7
100.0 44.4 33.3 - 11.1 11.1 88.9
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問５付問３ 8 3 3 - 1 1 7 70.7 70.0 14.3
100.0 37.5 37.5 - 12.5 12.5 87.5
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 3 1 1 - - 1 2 65.0 65.0 7.1
100.0 33.3 33.3 - - 33.3 66.7
4 2 1 - 1 - 4 73.8 67.5 18.9

100.0 50.0 25.0 - 25.0 - 100.0
2 1 1 - - - 2 65.0 65.0 7.1

100.0 50.0 50.0 - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問７ 11 6 3 - 1 1 10 67.5 60.0 12.7
100.0 54.5 27.3 - 9.1 9.1 90.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

教育、学習支援業

問９付問２－１．コロナ前に非正規雇用労働者を対象とする労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法が規定されている具体的な割合〈平均賃金の６０％以上の場合〉
（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－207－



１
日
当
た
り
の
賃
金
額
の
６

０
％
以
上

計

６
０
～

７
０
％
未
満

７
０
～

８
０
％
未
満

８
０
～

９
０
％
未
満

９
０
～

１
０
０
％

無
回
答

有
効
回
答
数

平
均

中
央
値

標
本
標
準
偏
差

4 3 - - - 1 3 60.0 60.0 0.0
100.0 75.0 - - - 25.0 75.0

問１ａ - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 - - - - 1 - - - -

100.0 - - - - 100.0 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問１ｂ - - - - - - - - - -
- - - - - - -
2 1 - - - 1 1 60.0 60.0 0.0

100.0 50.0 - - - 50.0 50.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問３ 2 1 - - - 1 1 60.0 60.0 0.0
100.0 50.0 - - - 50.0 50.0
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問３付問１ 1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0
100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問５ 4 3 - - - 1 3 60.0 60.0 0.0
100.0 75.0 - - - 25.0 75.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問５付問３ 3 2 - - - 1 2 60.0 60.0 0.0
100.0 66.7 - - - 33.3 66.7
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - 1 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問5付問3-4 - - - - - - - - - -
- - - - - - -
2 2 - - - - 2 60.0 60.0 0.0

100.0 100.0 - - - - 100.0
1 - - - - 1 - - - -

100.0 - - - - 100.0 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

問７ 4 3 - - - 1 3 60.0 60.0 0.0
100.0 75.0 - - - 25.0 75.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

教育、学習支援業

問９付問２－１．コロナ前に非正規雇用労働者を対象とする労基法第２６条の休業手当の支払額の算定方法が規定されている具体的な割合〈１日当たりの賃金額の６０％以
上の場合〉（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－208－



合
計

休
業
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
る

休
業
を
命
じ
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

7,797 1,129 6,512 156
100.0 14.5 83.5 2.0

問１ａ 4 - 4 -
100.0 - 100.0 -
341 31 305 5
100.0 9.1 89.4 1.5
1,552 260 1,269 23
100.0 16.8 81.8 1.5
29 2 27 -

100.0 6.9 93.1 -
226 17 202 7
100.0 7.5 89.4 3.1
589 64 511 14
100.0 10.9 86.8 2.4
1,104 176 909 19
100.0 15.9 82.3 1.7
145 14 130 1
100.0 9.7 89.7 0.7
67 6 60 1

100.0 9.0 89.6 1.5
111 16 95 -
100.0 14.4 85.6 -
320 58 254 8
100.0 18.1 79.4 2.5
178 30 146 2
100.0 16.9 82.0 1.1
341 58 274 9
100.0 17.0 80.4 2.6
1,815 258 1,514 43
100.0 14.2 83.4 2.4
97 9 86 2

100.0 9.3 88.7 2.1
813 121 672 20
100.0 14.9 82.7 2.5
65 9 54 2

100.0 13.8 83.1 3.1
問１ｂ 393 33 344 16

100.0 8.4 87.5 4.1
4,583 575 3,923 85
100.0 12.5 85.6 1.9
2,073 322 1,712 39
100.0 15.5 82.6 1.9
686 193 480 13
100.0 28.1 70.0 1.9
62 6 53 3

100.0 9.7 85.5 4.8
問３ 4,123 526 3,525 72

100.0 12.8 85.5 1.7
3,392 561 2,756 75
100.0 16.5 81.3 2.2
282 42 231 9
100.0 14.9 81.9 3.2

問３付問１ 1,196 187 987 22
100.0 15.6 82.5 1.8
539 76 451 12
100.0 14.1 83.7 2.2
569 102 457 10
100.0 17.9 80.3 1.8
1,050 191 830 29
100.0 18.2 79.0 2.8
38 5 31 2

100.0 13.2 81.6 5.3
問５ 5,322 994 4,226 102

100.0 18.7 79.4 1.9
2,403 125 2,235 43
100.0 5.2 93.0 1.8
72 10 51 11

100.0 13.9 70.8 15.3
問５付問３ 4,770 874 3,808 88

100.0 18.3 79.8 1.8
261 70 184 7
100.0 26.8 70.5 2.7
287 50 230 7
100.0 17.4 80.1 2.4
4 - 4 -

100.0 - 100.0 -
問5付問3-4 2,220 360 1,818 42

100.0 16.2 81.9 1.9
705 180 514 11
100.0 25.5 72.9 1.6
1,979 376 1,567 36
100.0 19.0 79.2 1.8
127 28 93 6
100.0 22.0 73.2 4.7

問７ 4,433 713 3,637 83
100.0 16.1 82.0 1.9
2,102 346 1,724 32
100.0 16.5 82.0 1.5
1,150 59 1,069 22
100.0 5.1 93.0 1.9
112 11 82 19
100.0 9.8 73.2 17.0

教育、学習支援業

問１０．コロナ前のおおむね５年間に、所定労働日に、労働者に休業を命じたことはありますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－209－



休
業
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
る

計 地
震
や
大
雨
、

火
災
等
に
よ
り

会
社
を
運
営
で
き
な
か
っ

た
た

め 経
営
不
振
に
よ
る
休
業
（

需
要

の
低
下
、

製
品
が
売
れ
な
い
、

資
金
調
達
が
困
難
な
ど
）

会
社
の
設
備
、

工
場
の
機
械
の

不
備
・
欠
陥
に
よ
る
休
業

取
引
先
の
事
情

従
業
員
不
足
に
よ
る
休
業

そ
の
他

無
回
答

1,129 600 104 61 156 9 316 3
100.0 53.1 9.2 5.4 13.8 0.8 28.0 0.3

問１ａ - - - - - - - -
- - - - - - - -
31 24 1 2 4 1 5 -

100.0 77.4 3.2 6.5 12.9 3.2 16.1 -
260 133 81 30 49 2 24 1
100.0 51.2 31.2 11.5 18.8 0.8 9.2 0.4
2 2 - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - -
17 10 - - 4 - 3 -

100.0 58.8 - - 23.5 - 17.6 -
64 19 3 1 28 1 16 -

100.0 29.7 4.7 1.6 43.8 1.6 25.0 -
176 128 5 6 3 - 44 -
100.0 72.7 2.8 3.4 1.7 - 25.0 -
14 10 - 1 - - 3 -

100.0 71.4 - 7.1 - - 21.4 -
6 4 - - 1 - 2 -

100.0 66.7 - - 16.7 - 33.3 -
16 11 2 - 1 - 3 -

100.0 68.8 12.5 - 6.3 - 18.8 -
58 31 3 6 4 - 17 -

100.0 53.4 5.2 10.3 6.9 - 29.3 -
30 21 1 4 - - 7 -

100.0 70.0 3.3 13.3 - - 23.3 -
58 51 1 1 - - 8 -

100.0 87.9 1.7 1.7 - - 13.8 -
258 99 1 2 6 4 158 1
100.0 38.4 0.4 0.8 2.3 1.6 61.2 0.4
9 5 - - - - 4 -

100.0 55.6 - - - - 44.4 -
121 46 6 8 56 1 19 1
100.0 38.0 5.0 6.6 46.3 0.8 15.7 0.8
9 6 - - - - 3 -

100.0 66.7 - - - - 33.3 -
問１ｂ 33 20 5 3 8 - 4 -

100.0 60.6 15.2 9.1 24.2 - 12.1 -
575 283 60 28 81 7 169 1
100.0 49.2 10.4 4.9 14.1 1.2 29.4 0.2
322 186 28 15 32 2 93 1
100.0 57.8 8.7 4.7 9.9 0.6 28.9 0.3
193 109 10 15 34 - 48 1
100.0 56.5 5.2 7.8 17.6 - 24.9 0.5
6 2 1 - 1 - 2 -

100.0 33.3 16.7 - 16.7 - 33.3 -
問３ 526 287 76 25 83 5 109 -

100.0 54.6 14.4 4.8 15.8 1.0 20.7 -
561 286 26 35 70 4 196 2
100.0 51.0 4.6 6.2 12.5 0.7 34.9 0.4
42 27 2 1 3 - 11 1

100.0 64.3 4.8 2.4 7.1 - 26.2 2.4
問３付問１ 187 99 12 13 33 - 54 -

100.0 52.9 6.4 7.0 17.6 - 28.9 -
76 45 4 2 10 - 21 1

100.0 59.2 5.3 2.6 13.2 - 27.6 1.3
102 44 4 4 13 2 43 -
100.0 43.1 3.9 3.9 12.7 2.0 42.2 -
191 95 6 16 14 2 75 1
100.0 49.7 3.1 8.4 7.3 1.0 39.3 0.5
5 3 - - - - 3 -

100.0 60.0 - - - - 60.0 -
問５ 994 523 95 55 144 8 284 2

100.0 52.6 9.6 5.5 14.5 0.8 28.6 0.2
125 70 8 6 11 1 31 1
100.0 56.0 6.4 4.8 8.8 0.8 24.8 0.8
10 7 1 - 1 - 1 -

100.0 70.0 10.0 - 10.0 - 10.0 -
問５付問３ 874 473 87 49 128 4 233 2

100.0 54.1 10.0 5.6 14.6 0.5 26.7 0.2
70 33 5 6 12 3 23 -

100.0 47.1 7.1 8.6 17.1 4.3 32.9 -
50 17 3 - 4 1 28 -

100.0 34.0 6.0 - 8.0 2.0 56.0 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 360 184 69 26 77 4 56 1
100.0 51.1 19.2 7.2 21.4 1.1 15.6 0.3
180 99 17 17 38 - 41 -
100.0 55.0 9.4 9.4 21.1 - 22.8 -
376 209 3 9 22 3 153 1
100.0 55.6 0.8 2.4 5.9 0.8 40.7 0.3
28 14 3 3 3 - 6 -

100.0 50.0 10.7 10.7 10.7 - 21.4 -
問７ 713 365 70 45 113 4 195 2

100.0 51.2 9.8 6.3 15.8 0.6 27.3 0.3
346 199 29 16 40 4 95 1
100.0 57.5 8.4 4.6 11.6 1.2 27.5 0.3
59 31 2 - 2 1 24 -

100.0 52.5 3.4 - 3.4 1.7 40.7 -
11 5 3 - 1 - 2 -

100.0 45.5 27.3 - 9.1 - 18.2 -

教育、学習支援業

問１０付問１．休業の理由は何ですか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－210－



休
業
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
る

計 雇
用
形
態

職
種
、

業
務
内
容
（

１
．
の
雇

用
形
態
に
よ
る
場
合
を
除
く
）

所
属
す
る
部
署
・
部
門

役
職

勤
務
成
績

年
齢

勤
続
年
数

休
業
予
定
日
の
勤
務
の
状
況

そ
の
他

特
段
の
要
素
を
考
慮
せ
ず
、

全

て
の
労
働
者
を
対
象
と
し
た

無
回
答

1,129 161 268 294 61 4 3 3 68 92 541 6
100.0 14.3 23.7 26.0 5.4 0.4 0.3 0.3 6.0 8.1 47.9 0.5

問１ａ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
31 4 7 9 2 - - - 5 1 16 -

100.0 12.9 22.6 29.0 6.5 - - - 16.1 3.2 51.6 -
260 31 94 100 20 1 1 2 12 7 111 -
100.0 11.9 36.2 38.5 7.7 0.4 0.4 0.8 4.6 2.7 42.7 -
2 1 1 1 1 - - - - - 1 -

100.0 50.0 50.0 50.0 50.0 - - - - - 50.0 -
17 1 4 1 - - - - 1 - 12 -

100.0 5.9 23.5 5.9 - - - - 5.9 - 70.6 -
64 9 32 15 4 - 1 - 7 5 21 1

100.0 14.1 50.0 23.4 6.3 - 1.6 - 10.9 7.8 32.8 1.6
176 23 19 32 9 - - - 7 16 108 1
100.0 13.1 10.8 18.2 5.1 - - - 4.0 9.1 61.4 0.6
14 1 - - - - - - - 1 11 1

100.0 7.1 - - - - - - - 7.1 78.6 7.1
6 2 2 2 1 - - - 1 - 1 -

100.0 33.3 33.3 33.3 16.7 - - - 16.7 - 16.7 -
16 3 5 7 1 - - - - 1 7 -

100.0 18.8 31.3 43.8 6.3 - - - - 6.3 43.8 -
58 19 8 15 4 1 - - 8 5 19 -

100.0 32.8 13.8 25.9 6.9 1.7 - - 13.8 8.6 32.8 -
30 7 11 11 2 - - - 3 1 9 1

100.0 23.3 36.7 36.7 6.7 - - - 10.0 3.3 30.0 3.3
58 12 13 16 2 1 - - 5 6 28 1

100.0 20.7 22.4 27.6 3.4 1.7 - - 8.6 10.3 48.3 1.7
258 30 31 37 10 1 - 1 13 34 145 1
100.0 11.6 12.0 14.3 3.9 0.4 - 0.4 5.0 13.2 56.2 0.4
9 1 2 2 2 - - - - 1 5 -

100.0 11.1 22.2 22.2 22.2 - - - - 11.1 55.6 -
121 15 37 43 2 - 1 - 6 13 43 -
100.0 12.4 30.6 35.5 1.7 - 0.8 - 5.0 10.7 35.5 -
9 2 2 3 1 - - - - 1 4 -

100.0 22.2 22.2 33.3 11.1 - - - - 11.1 44.4 -
問１ｂ 33 5 7 6 1 - - - - 3 17 1

100.0 15.2 21.2 18.2 3.0 - - - - 9.1 51.5 3.0
575 52 132 140 23 - 2 3 35 45 290 2
100.0 9.0 23.0 24.3 4.0 - 0.3 0.5 6.1 7.8 50.4 0.3
322 59 78 97 28 3 1 - 17 27 149 3
100.0 18.3 24.2 30.1 8.7 0.9 0.3 - 5.3 8.4 46.3 0.9
193 44 49 48 9 1 - - 16 17 82 -
100.0 22.8 25.4 24.9 4.7 0.5 - - 8.3 8.8 42.5 -
6 1 2 3 - - - - - - 3 -

100.0 16.7 33.3 50.0 - - - - - - 50.0 -
問３ 526 56 125 148 29 2 1 - 25 38 267 3

100.0 10.6 23.8 28.1 5.5 0.4 0.2 - 4.8 7.2 50.8 0.6
561 98 129 131 28 2 2 3 40 53 255 2
100.0 17.5 23.0 23.4 5.0 0.4 0.4 0.5 7.1 9.4 45.5 0.4
42 7 14 15 4 - - - 3 1 19 1

100.0 16.7 33.3 35.7 9.5 - - - 7.1 2.4 45.2 2.4
問３付問１ 187 25 44 46 4 - 1 2 16 13 89 -

100.0 13.4 23.5 24.6 2.1 - 0.5 1.1 8.6 7.0 47.6 -
76 14 18 16 4 - - - 3 7 37 -

100.0 18.4 23.7 21.1 5.3 - - - 3.9 9.2 48.7 -
102 17 30 22 6 - - 1 6 16 40 -
100.0 16.7 29.4 21.6 5.9 - - 1.0 5.9 15.7 39.2 -
191 41 37 47 14 2 1 - 15 17 85 2
100.0 21.5 19.4 24.6 7.3 1.0 0.5 - 7.9 8.9 44.5 1.0
5 1 - - - - - - - - 4 -

100.0 20.0 - - - - - - - - 80.0 -
問５ 994 146 237 261 55 4 3 2 59 80 477 6

100.0 14.7 23.8 26.3 5.5 0.4 0.3 0.2 5.9 8.0 48.0 0.6
125 15 28 29 4 - - 1 9 11 60 -
100.0 12.0 22.4 23.2 3.2 - - 0.8 7.2 8.8 48.0 -
10 - 3 4 2 - - - - 1 4 -

100.0 - 30.0 40.0 20.0 - - - - 10.0 40.0 -
問５付問３ 874 126 218 231 50 4 3 2 51 58 426 6

100.0 14.4 24.9 26.4 5.7 0.5 0.3 0.2 5.8 6.6 48.7 0.7
70 16 12 20 1 - - - 4 13 27 -

100.0 22.9 17.1 28.6 1.4 - - - 5.7 18.6 38.6 -
50 4 7 10 4 - - - 4 9 24 -

100.0 8.0 14.0 20.0 8.0 - - - 8.0 18.0 48.0 -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

問5付問3-4 360 59 110 108 25 1 2 - 26 16 150 3
100.0 16.4 30.6 30.0 6.9 0.3 0.6 - 7.2 4.4 41.7 0.8
180 32 56 66 14 1 - - 10 20 65 1
100.0 17.8 31.1 36.7 7.8 0.6 - - 5.6 11.1 36.1 0.6
376 46 58 68 9 2 - 2 15 34 226 1
100.0 12.2 15.4 18.1 2.4 0.5 - 0.5 4.0 9.0 60.1 0.3
28 5 6 9 3 - 1 - 4 1 12 1

100.0 17.9 21.4 32.1 10.7 - 3.6 - 14.3 3.6 42.9 3.6
問７ 713 101 183 188 40 1 3 1 44 50 348 3

100.0 14.2 25.7 26.4 5.6 0.1 0.4 0.1 6.2 7.0 48.8 0.4
346 55 80 93 21 2 - 2 23 31 153 3
100.0 15.9 23.1 26.9 6.1 0.6 - 0.6 6.6 9.0 44.2 0.9
59 5 3 8 - - - - 1 10 36 -

100.0 8.5 5.1 13.6 - - - - 1.7 16.9 61.0 -
11 - 2 5 - 1 - - - 1 4 -

100.0 - 18.2 45.5 - 9.1 - - - 9.1 36.4 -

教育、学習支援業

問１０付問２．休業させる労働者を決定するに当たって、どのような要素を考慮しましたか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－211－



休
業
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
る

計 全
員
に
支
払
っ

た

一
部
の
人
に
支
払
っ

た

支
払
っ

て
い
な
い

無
回
答

1,129 925 73 125 6
100.0 81.9 6.5 11.1 0.5

問１ａ - - - - -
- - - - -
31 28 3 - -

100.0 90.3 9.7 - -
260 240 12 8 -
100.0 92.3 4.6 3.1 -
2 2 - - -

100.0 100.0 - - -
17 16 1 - -

100.0 94.1 5.9 - -
64 57 3 4 -

100.0 89.1 4.7 6.3 -
176 150 12 14 -
100.0 85.2 6.8 8.0 -
14 12 - 1 1

100.0 85.7 - 7.1 7.1
6 5 - - 1

100.0 83.3 - - 16.7
16 13 2 1 -

100.0 81.3 12.5 6.3 -
58 42 3 13 -

100.0 72.4 5.2 22.4 -
30 23 1 6 -

100.0 76.7 3.3 20.0 -
58 34 12 10 2

100.0 58.6 20.7 17.2 3.4
258 186 16 54 2
100.0 72.1 6.2 20.9 0.8
9 5 2 2 -

100.0 55.6 22.2 22.2 -
121 105 5 11 -
100.0 86.8 4.1 9.1 -
9 7 1 1 -

100.0 77.8 11.1 11.1 -
問１ｂ 33 29 2 2 -

100.0 87.9 6.1 6.1 -
575 479 30 64 2
100.0 83.3 5.2 11.1 0.3
322 258 22 40 2
100.0 80.1 6.8 12.4 0.6
193 154 18 19 2
100.0 79.8 9.3 9.8 1.0
6 5 1 - -

100.0 83.3 16.7 - -
問３ 526 470 21 32 3

100.0 89.4 4.0 6.1 0.6
561 418 50 90 3
100.0 74.5 8.9 16.0 0.5
42 37 2 3 -

100.0 88.1 4.8 7.1 -
問３付問１ 187 153 16 17 1

100.0 81.8 8.6 9.1 0.5
76 56 9 11 -

100.0 73.7 11.8 14.5 -
102 74 11 17 -
100.0 72.5 10.8 16.7 -
191 132 13 44 2
100.0 69.1 6.8 23.0 1.0
5 3 1 1 -

100.0 60.0 20.0 20.0 -
問５ 994 814 68 108 4

100.0 81.9 6.8 10.9 0.4
125 102 5 16 2
100.0 81.6 4.0 12.8 1.6
10 9 - 1 -

100.0 90.0 - 10.0 -
問５付問３ 874 770 34 66 4

100.0 88.1 3.9 7.6 0.5
70 27 31 12 -

100.0 38.6 44.3 17.1 -
50 17 3 30 -

100.0 34.0 6.0 60.0 -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 360 321 13 25 1
100.0 89.2 3.6 6.9 0.3
180 144 14 21 1
100.0 80.0 7.8 11.7 0.6
376 306 36 32 2
100.0 81.4 9.6 8.5 0.5
28 26 2 - -

100.0 92.9 7.1 - -
問７ 713 622 46 43 2

100.0 87.2 6.5 6.0 0.3
346 264 24 54 4
100.0 76.3 6.9 15.6 1.2
59 29 3 27 -

100.0 49.2 5.1 45.8 -
11 10 - 1 -

100.0 90.9 - 9.1 -

教育、学習支援業

問１０付問３．休業させた労働者に、休業等に伴う手当を支払いましたか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－212－



支
払
っ

て
い
な
い

計

法
律
上
支
払
義
務
が
な
い
か
ら

社
内
規
定
等
に
支
払
に
関
す
る

規
定
が
な
か
っ

た
か
ら

支
払
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
労

働
者
と
合
意
し
た
か
ら

会
社
の
経
営
が
厳
し
か
っ

た
か

ら 他
の
代
償
措
置
を
講
じ
た
か
ら

（

ボ
ー

ナ
ス
の
上
乗
せ
な
ど
）

ご
く
短
期
間
の
休
業
だ
っ

た
た

め 年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
て
も

ら
っ

た
た
め

そ
の
他

無
回
答

125 21 14 6 - 4 18 68 32 -
100.0 16.8 11.2 4.8 - 3.2 14.4 54.4 25.6 -

問１ａ - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
8 1 1 1 - 1 1 1 3 -

100.0 12.5 12.5 12.5 - 12.5 12.5 12.5 37.5 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4 1 1 1 - - 1 2 2 -

100.0 25.0 25.0 25.0 - - 25.0 50.0 50.0 -
14 5 - - - - 2 7 3 -

100.0 35.7 - - - - 14.3 50.0 21.4 -
1 - - - - - - 1 1 -

100.0 - - - - - - 100.0 100.0 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1 1 - - - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - - - -
13 4 2 - - 2 3 7 2 -

100.0 30.8 15.4 - - 15.4 23.1 53.8 15.4 -
6 3 1 - - - - 3 2 -

100.0 50.0 16.7 - - - - 50.0 33.3 -
10 - 1 - - 1 1 2 5 -

100.0 - 10.0 - - 10.0 10.0 20.0 50.0 -
54 5 4 3 - - 5 38 13 -

100.0 9.3 7.4 5.6 - - 9.3 70.4 24.1 -
2 - - - - - - 1 1 -

100.0 - - - - - - 50.0 50.0 -
11 1 4 1 - - 4 6 - -

100.0 9.1 36.4 9.1 - - 36.4 54.5 - -
1 - - - - - 1 - - -

100.0 - - - - - 100.0 - - -
問１ｂ 2 - 1 1 - - 2 1 - -

100.0 - 50.0 50.0 - - 100.0 50.0 - -
64 9 8 4 - 2 11 38 16 -

100.0 14.1 12.5 6.3 - 3.1 17.2 59.4 25.0 -
40 6 3 1 - 1 3 21 11 -

100.0 15.0 7.5 2.5 - 2.5 7.5 52.5 27.5 -
19 6 2 - - 1 2 8 5 -

100.0 31.6 10.5 - - 5.3 10.5 42.1 26.3 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

問３ 32 3 4 4 - - 7 20 8 -
100.0 9.4 12.5 12.5 - - 21.9 62.5 25.0 -
90 17 10 2 - 4 11 47 23 -

100.0 18.9 11.1 2.2 - 4.4 12.2 52.2 25.6 -
3 1 - - - - - 1 1 -

100.0 33.3 - - - - - 33.3 33.3 -
問３付問１ 17 - - - - 2 1 8 6 -

100.0 - - - - 11.8 5.9 47.1 35.3 -
11 2 4 - - 1 2 4 3 -

100.0 18.2 36.4 - - 9.1 18.2 36.4 27.3 -
17 5 1 1 - 1 1 7 4 -

100.0 29.4 5.9 5.9 - 5.9 5.9 41.2 23.5 -
44 10 4 1 - - 7 28 10 -

100.0 22.7 9.1 2.3 - - 15.9 63.6 22.7 -
1 - 1 - - - - - - -

100.0 - 100.0 - - - - - - -
問５ 108 19 12 6 - 4 16 57 30 -

100.0 17.6 11.1 5.6 - 3.7 14.8 52.8 27.8 -
16 2 1 - - - 1 10 2 -

100.0 12.5 6.3 - - - 6.3 62.5 12.5 -
1 - 1 - - - 1 1 - -

100.0 - 100.0 - - - 100.0 100.0 - -
問５付問３ 66 16 8 4 - 4 11 31 17 -

100.0 24.2 12.1 6.1 - 6.1 16.7 47.0 25.8 -
12 1 - - - - 2 9 2 -

100.0 8.3 - - - - 16.7 75.0 16.7 -
30 2 4 2 - - 3 17 11 -

100.0 6.7 13.3 6.7 - - 10.0 56.7 36.7 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

問5付問3-4 25 5 4 3 - 3 10 11 7 -
100.0 20.0 16.0 12.0 - 12.0 40.0 44.0 28.0 -
21 8 2 1 - 1 - 10 3 -

100.0 38.1 9.5 4.8 - 4.8 - 47.6 14.3 -
32 4 2 - - - 3 19 9 -

100.0 12.5 6.3 - - - 9.4 59.4 28.1 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

問７ 43 7 3 2 - 2 4 29 9 -
100.0 16.3 7.0 4.7 - 4.7 9.3 67.4 20.9 -
54 11 5 4 - 1 11 26 15 -

100.0 20.4 9.3 7.4 - 1.9 20.4 48.1 27.8 -
27 3 6 - - 1 3 13 7 -

100.0 11.1 22.2 - - 3.7 11.1 48.1 25.9 -
1 - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - 100.0 -

教育、学習支援業

問１０付問３－１．支払っていない理由は何ですか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－213－



一
部
の
人
に
支
払
っ

た

計

雇
用
形
態

職
種
、

業
務
内
容
（

左
記
の
雇

用
形
態
に
よ
る
場
合
を
除
く
）

所
属
す
る
部
署
・
部
門

役
職

勤
務
成
績

年
齢

勤
続
年
数

休
業
さ
せ
た
日
数

そ
の
他

無
回
答

73 38 11 13 4 - - - 8 21 1
100.0 52.1 15.1 17.8 5.5 - - - 11.0 28.8 1.4

問１ａ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
3 2 1 - - - - - - 1 -

100.0 66.7 33.3 - - - - - - 33.3 -
12 3 1 1 - - - - 1 7 -

100.0 25.0 8.3 8.3 - - - - 8.3 58.3 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1 1 - - - - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - - - - -
3 - - - - - - - 2 1 -

100.0 - - - - - - - 66.7 33.3 -
12 7 1 4 1 - - - - 4 -

100.0 58.3 8.3 33.3 8.3 - - - - 33.3 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
2 1 1 1 - - - - - - -

100.0 50.0 50.0 50.0 - - - - - - -
3 3 - 1 - - - - - - -

100.0 100.0 - 33.3 - - - - - - -
1 - 1 1 - - - - - - -

100.0 - 100.0 100.0 - - - - - - -
12 10 3 1 - - - - - 2 -

100.0 83.3 25.0 8.3 - - - - - 16.7 -
16 5 1 1 2 - - - 4 6 1

100.0 31.3 6.3 6.3 12.5 - - - 25.0 37.5 6.3
2 2 1 1 - - - - - - -

100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - - - -
5 3 - 1 - - - - 1 - -

100.0 60.0 - 20.0 - - - - 20.0 - -
1 1 1 1 1 - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - - - - - -
問１ｂ 2 - - - - - - - - 2 -

100.0 - - - - - - - - 100.0 -
30 14 7 6 2 - - - 5 6 1

100.0 46.7 23.3 20.0 6.7 - - - 16.7 20.0 3.3
22 13 3 5 1 - - - 2 7 -

100.0 59.1 13.6 22.7 4.5 - - - 9.1 31.8 -
18 10 1 2 1 - - - 1 6 -

100.0 55.6 5.6 11.1 5.6 - - - 5.6 33.3 -
1 1 - - - - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - - - - -
問３ 21 8 1 2 - - - - 3 10 -

100.0 38.1 4.8 9.5 - - - - 14.3 47.6 -
50 30 9 10 4 - - - 4 11 1

100.0 60.0 18.0 20.0 8.0 - - - 8.0 22.0 2.0
2 - 1 1 - - - - 1 - -

100.0 - 50.0 50.0 - - - - 50.0 - -
問３付問１ 16 11 4 3 2 - - - 1 3 -

100.0 68.8 25.0 18.8 12.5 - - - 6.3 18.8 -
9 5 2 2 - - - - - 2 -

100.0 55.6 22.2 22.2 - - - - - 22.2 -
11 6 2 3 1 - - - 2 1 1

100.0 54.5 18.2 27.3 9.1 - - - 18.2 9.1 9.1
13 8 1 2 1 - - - - 5 -

100.0 61.5 7.7 15.4 7.7 - - - - 38.5 -
1 - - - - - - - 1 - -

100.0 - - - - - - - 100.0 - -
問５ 68 36 11 13 4 - - - 7 18 1

100.0 52.9 16.2 19.1 5.9 - - - 10.3 26.5 1.5
5 2 - - - - - - 1 3 -

100.0 40.0 - - - - - - 20.0 60.0 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問５付問３ 34 21 5 6 2 - - - 4 6 -
100.0 61.8 14.7 17.6 5.9 - - - 11.8 17.6 -
31 13 4 7 2 - - - 3 11 1

100.0 41.9 12.9 22.6 6.5 - - - 9.7 35.5 3.2
3 2 2 - - - - - - 1 -

100.0 66.7 66.7 - - - - - - 33.3 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

問5付問3-4 13 6 2 2 1 - - - 3 3 -
100.0 46.2 15.4 15.4 7.7 - - - 23.1 23.1 -
14 7 5 6 2 - - - 1 2 1

100.0 50.0 35.7 42.9 14.3 - - - 7.1 14.3 7.1
36 20 2 4 1 - - - 3 11 -

100.0 55.6 5.6 11.1 2.8 - - - 8.3 30.6 -
2 1 - 1 - - - - - 1 -

100.0 50.0 - 50.0 - - - - - 50.0 -
問７ 46 23 6 9 2 - - - 5 13 1

100.0 50.0 13.0 19.6 4.3 - - - 10.9 28.3 2.2
24 13 4 4 2 - - - 3 7 -

100.0 54.2 16.7 16.7 8.3 - - - 12.5 29.2 -
3 2 1 - - - - - - 1 -

100.0 66.7 33.3 - - - - - - 33.3 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

教育、学習支援業

問１０付問３－２．支払った対象を区別した基準は何ですか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－214－



全
員
に
支
払
っ

た
、

ま
た
は
、

一
部
の
人
に
支
払
っ

た

計

支
払
っ

た
手
当
の
全
額
に
つ
い

て
申
請
し
た

一
部
の
み
申
請
し
た

申
請
し
な
か
っ

た

無
回
答

998 110 48 703 137
100.0 11.0 4.8 70.4 13.7

問１ａ - - - - -
- - - - -
31 - - 26 5

100.0 - - 83.9 16.1
252 71 19 130 32
100.0 28.2 7.5 51.6 12.7
2 - - 2 -

100.0 - - 100.0 -
17 - 1 16 -

100.0 - 5.9 94.1 -
60 8 5 40 7

100.0 13.3 8.3 66.7 11.7
162 8 2 126 26
100.0 4.9 1.2 77.8 16.0
12 - 1 8 3

100.0 - 8.3 66.7 25.0
5 1 - 3 1

100.0 20.0 - 60.0 20.0
15 - - 13 2

100.0 - - 86.7 13.3
45 7 4 28 6

100.0 15.6 8.9 62.2 13.3
24 - 2 20 2

100.0 - 8.3 83.3 8.3
46 - 1 40 5

100.0 - 2.2 87.0 10.9
202 8 3 159 32
100.0 4.0 1.5 78.7 15.8
7 - - 7 -

100.0 - - 100.0 -
110 7 10 77 16
100.0 6.4 9.1 70.0 14.5
8 - - 8 -

100.0 - - 100.0 -
問１ｂ 31 6 - 18 7

100.0 19.4 - 58.1 22.6
509 64 22 352 71
100.0 12.6 4.3 69.2 13.9
280 30 12 201 37
100.0 10.7 4.3 71.8 13.2
172 9 14 127 22
100.0 5.2 8.1 73.8 12.8
6 1 - 5 -

100.0 16.7 - 83.3 -
問３ 491 75 26 319 71

100.0 15.3 5.3 65.0 14.5
468 34 20 356 58
100.0 7.3 4.3 76.1 12.4
39 1 2 28 8

100.0 2.6 5.1 71.8 20.5
問３付問１ 169 16 7 132 14

100.0 9.5 4.1 78.1 8.3
65 5 3 53 4

100.0 7.7 4.6 81.5 6.2
85 2 3 67 13

100.0 2.4 3.5 78.8 15.3
145 10 7 101 27
100.0 6.9 4.8 69.7 18.6
4 1 - 3 -

100.0 25.0 - 75.0 -
問５ 882 105 41 621 115

100.0 11.9 4.6 70.4 13.0
107 2 6 78 21
100.0 1.9 5.6 72.9 19.6
9 3 1 4 1

100.0 33.3 11.1 44.4 11.1
問５付問３ 804 97 41 560 106

100.0 12.1 5.1 69.7 13.2
58 6 - 43 9

100.0 10.3 - 74.1 15.5
20 2 - 18 -

100.0 10.0 - 90.0 -
- - - - -
- - - - -

問5付問3-4 334 89 13 191 41
100.0 26.6 3.9 57.2 12.3
158 4 26 107 21
100.0 2.5 16.5 67.7 13.3
342 8 1 291 42
100.0 2.3 0.3 85.1 12.3
28 2 1 14 11

100.0 7.1 3.6 50.0 39.3
問７ 668 85 41 448 94

100.0 12.7 6.1 67.1 14.1
288 20 7 220 41
100.0 6.9 2.4 76.4 14.2
32 3 - 27 2

100.0 9.4 - 84.4 6.3
10 2 - 8 -

100.0 20.0 - 80.0 -

教育、学習支援業

問１０付問３－３．雇用調整助成金の申請を行いましたか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－215－



合
計

高
い

適
当

低
い

無
回
答

7,797 439 6,295 993 70
100.0 5.6 80.7 12.7 0.9

問１ａ 4 - 4 - -
100.0 - 100.0 - -
341 12 287 39 3
100.0 3.5 84.2 11.4 0.9
1,552 42 1,247 250 13
100.0 2.7 80.3 16.1 0.8
29 - 27 2 -

100.0 - 93.1 6.9 -
226 6 193 25 2
100.0 2.7 85.4 11.1 0.9
589 38 468 76 7
100.0 6.5 79.5 12.9 1.2
1,104 51 903 141 9
100.0 4.6 81.8 12.8 0.8
145 4 124 16 1
100.0 2.8 85.5 11.0 0.7
67 1 59 7 -

100.0 1.5 88.1 10.4 -
111 8 89 13 1
100.0 7.2 80.2 11.7 0.9
320 15 235 66 4
100.0 4.7 73.4 20.6 1.3
178 14 138 25 1
100.0 7.9 77.5 14.0 0.6
341 31 285 21 4
100.0 9.1 83.6 6.2 1.2
1,815 147 1,447 204 17
100.0 8.1 79.7 11.2 0.9
97 4 84 9 -

100.0 4.1 86.6 9.3 -
813 62 654 91 6
100.0 7.6 80.4 11.2 0.7
65 4 51 8 2

100.0 6.2 78.5 12.3 3.1
問１ｂ 393 22 305 57 9

100.0 5.6 77.6 14.5 2.3
4,583 246 3,695 605 37
100.0 5.4 80.6 13.2 0.8
2,073 119 1,692 246 16
100.0 5.7 81.6 11.9 0.8
686 46 554 81 5
100.0 6.7 80.8 11.8 0.7
62 6 49 4 3

100.0 9.7 79.0 6.5 4.8
問３ 4,123 189 3,366 528 40

100.0 4.6 81.6 12.8 1.0
3,392 235 2,713 421 23
100.0 6.9 80.0 12.4 0.7
282 15 216 44 7
100.0 5.3 76.6 15.6 2.5

問３付問１ 1,196 75 962 155 4
100.0 6.3 80.4 13.0 0.3
539 36 428 73 2
100.0 6.7 79.4 13.5 0.4
569 39 466 62 2
100.0 6.9 81.9 10.9 0.4
1,050 82 831 124 13
100.0 7.8 79.1 11.8 1.2
38 3 26 7 2

100.0 7.9 68.4 18.4 5.3
問５ 5,322 306 4,222 761 33

100.0 5.7 79.3 14.3 0.6
2,403 127 2,026 217 33
100.0 5.3 84.3 9.0 1.4
72 6 47 15 4

100.0 8.3 65.3 20.8 5.6
問５付問３ 4,770 260 3,783 698 29

100.0 5.5 79.3 14.6 0.6
261 25 202 30 4
100.0 9.6 77.4 11.5 1.5
287 21 234 32 -
100.0 7.3 81.5 11.1 -
4 - 3 1 -

100.0 - 75.0 25.0 -
問5付問3-4 2,220 101 1,730 374 15

100.0 4.5 77.9 16.8 0.7
705 48 555 98 4
100.0 6.8 78.7 13.9 0.6
1,979 129 1,603 234 13
100.0 6.5 81.0 11.8 0.7
127 7 97 22 1
100.0 5.5 76.4 17.3 0.8

問７ 4,433 225 3,599 582 27
100.0 5.1 81.2 13.1 0.6
2,102 127 1,677 286 12
100.0 6.0 79.8 13.6 0.6
1,150 78 943 111 18
100.0 6.8 82.0 9.7 1.6
112 9 76 14 13
100.0 8.0 67.9 12.5 11.6

教育、学習支援業

問１１．労基法第２６条の休業手当について、「平均賃金の１００分の６０以上」という基準は適当だと思いますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－216－



高
い

計

売
上
げ
や
収
益
が
な
い
場
合
が

あ
り
、

企
業
の
支
払
い
負
荷
が

高
す
ぎ
る
か
ら

災
害
な
ど
の
理
由
に
よ
り
休
業

期
間
が
長
期
化
す
る
場
合
、

企

業
の
支
払
能
力
を
超
え
る
こ
と

も
あ
る
か
ら

労
働
者
は
実
際
に
働
い
て
な
い

か
ら

労
働
者
の
生
活
保
障
は
、

本
来

企
業
が
負
担
す
る
も
の
で
は
な

い
と
思
う
か
ら

民
法
の
規
定
が
あ
れ
ば
十
分
で

あ
り
、

罰
則
付
き
の
義
務
に
す

る
必
要
は
な
い
と
思
う
か
ら

そ
の
他

無
回
答

439 334 309 209 82 28 21 -
100.0 76.1 70.4 47.6 18.7 6.4 4.8 -

問１ａ - - - - - - - -
- - - - - - - -
12 11 9 6 1 - - -

100.0 91.7 75.0 50.0 8.3 - - -
42 28 24 19 8 2 3 -

100.0 66.7 57.1 45.2 19.0 4.8 7.1 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
6 3 4 2 1 - - -

100.0 50.0 66.7 33.3 16.7 - - -
38 35 27 12 4 2 - -

100.0 92.1 71.1 31.6 10.5 5.3 - -
51 37 37 32 9 2 - -

100.0 72.5 72.5 62.7 17.6 3.9 - -
4 2 2 1 - - 1 -

100.0 50.0 50.0 25.0 - - 25.0 -
1 1 - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - -
8 7 6 4 1 - 3 -

100.0 87.5 75.0 50.0 12.5 - 37.5 -
15 12 9 5 4 2 2 -

100.0 80.0 60.0 33.3 26.7 13.3 13.3 -
14 13 12 6 4 3 - -

100.0 92.9 85.7 42.9 28.6 21.4 - -
31 20 24 20 7 2 2 -

100.0 64.5 77.4 64.5 22.6 6.5 6.5 -
147 105 107 69 30 9 8 -
100.0 71.4 72.8 46.9 20.4 6.1 5.4 -
4 3 2 3 1 - - -

100.0 75.0 50.0 75.0 25.0 - - -
62 53 44 30 11 6 2 -

100.0 85.5 71.0 48.4 17.7 9.7 3.2 -
4 4 2 - 1 - - -

100.0 100.0 50.0 - 25.0 - - -
問１ｂ 22 20 19 9 4 2 - -

100.0 90.9 86.4 40.9 18.2 9.1 - -
246 199 181 111 51 20 7 -
100.0 80.9 73.6 45.1 20.7 8.1 2.8 -
119 84 77 56 15 4 13 -
100.0 70.6 64.7 47.1 12.6 3.4 10.9 -
46 29 28 31 10 1 1 -

100.0 63.0 60.9 67.4 21.7 2.2 2.2 -
6 2 4 2 2 1 - -

100.0 33.3 66.7 33.3 33.3 16.7 - -
問３ 189 146 131 93 39 11 8 -

100.0 77.2 69.3 49.2 20.6 5.8 4.2 -
235 175 164 110 40 17 12 -
100.0 74.5 69.8 46.8 17.0 7.2 5.1 -
15 13 14 6 3 - 1 -

100.0 86.7 93.3 40.0 20.0 - 6.7 -
問３付問１ 75 62 53 35 11 6 1 -

100.0 82.7 70.7 46.7 14.7 8.0 1.3 -
36 23 24 18 9 2 3 -

100.0 63.9 66.7 50.0 25.0 5.6 8.3 -
39 28 28 15 7 3 3 -

100.0 71.8 71.8 38.5 17.9 7.7 7.7 -
82 61 57 41 13 6 4 -

100.0 74.4 69.5 50.0 15.9 7.3 4.9 -
3 1 2 1 - - 1 -

100.0 33.3 66.7 33.3 - - 33.3 -
問５ 306 227 208 149 55 21 19 -

100.0 74.2 68.0 48.7 18.0 6.9 6.2 -
127 101 96 56 23 7 2 -
100.0 79.5 75.6 44.1 18.1 5.5 1.6 -
6 6 5 4 4 - - -

100.0 100.0 83.3 66.7 66.7 - - -
問５付問３ 260 196 179 116 43 16 17 -

100.0 75.4 68.8 44.6 16.5 6.2 6.5 -
25 18 17 18 7 4 - -

100.0 72.0 68.0 72.0 28.0 16.0 - -
21 13 12 15 5 1 2 -

100.0 61.9 57.1 71.4 23.8 4.8 9.5 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

問5付問3-4 101 78 67 36 17 9 5 -
100.0 77.2 66.3 35.6 16.8 8.9 5.0 -
48 41 34 23 10 4 2 -

100.0 85.4 70.8 47.9 20.8 8.3 4.2 -
129 90 92 73 22 7 9 -
100.0 69.8 71.3 56.6 17.1 5.4 7.0 -
7 5 3 2 1 - 1 -

100.0 71.4 42.9 28.6 14.3 - 14.3 -
問７ 225 177 161 105 40 19 10 -

100.0 78.7 71.6 46.7 17.8 8.4 4.4 -
127 97 83 68 25 4 7 -
100.0 76.4 65.4 53.5 19.7 3.1 5.5 -
78 53 58 32 16 5 4 -

100.0 67.9 74.4 41.0 20.5 6.4 5.1 -
9 7 7 4 1 - - -

100.0 77.8 77.8 44.4 11.1 - - -

教育、学習支援業

問１１付問１．「高い」と考える理由は何ですか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－217－



低
い

計

そ
の
金
額
で
は
生
活
で
き
な
い

だ
ろ
う
と
思
う
か
ら

「

使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事

由
に
よ
る
」

休
業
な
の
だ
か

ら
、

も
っ

と
使
用
者
が
責
任
を

負
う
べ
き
だ
か
ら

企
業
が
果
た
す
社
会
的
責
任
な

ど
を
考
え
れ
ば
、

よ
り
多
く
の

負
担
が
あ
っ

て
も
よ
い
と
思
う

か
ら

民
法
の
規
定
と
同
じ
に
す
べ
き

だ
か
ら

そ
の
他

無
回
答

993 754 395 228 35 39 1
100.0 75.9 39.8 23.0 3.5 3.9 0.1

問１ａ - - - - - - -
- - - - - - -
39 28 16 10 1 - -

100.0 71.8 41.0 25.6 2.6 - -
250 181 105 67 6 10 -
100.0 72.4 42.0 26.8 2.4 4.0 -
2 1 1 2 - - -

100.0 50.0 50.0 100.0 - - -
25 18 15 9 - 1 -

100.0 72.0 60.0 36.0 - 4.0 -
76 65 25 13 2 2 -

100.0 85.5 32.9 17.1 2.6 2.6 -
141 108 57 29 6 4 -
100.0 76.6 40.4 20.6 4.3 2.8 -
16 11 9 2 1 2 -

100.0 68.8 56.3 12.5 6.3 12.5 -
7 3 4 2 2 - -

100.0 42.9 57.1 28.6 28.6 - -
13 8 8 4 1 - -

100.0 61.5 61.5 30.8 7.7 - -
66 63 11 9 2 1 -

100.0 95.5 16.7 13.6 3.0 1.5 -
25 19 8 5 - 1 -

100.0 76.0 32.0 20.0 - 4.0 -
21 17 10 5 1 - -

100.0 81.0 47.6 23.8 4.8 - -
204 148 80 42 7 13 1
100.0 72.5 39.2 20.6 3.4 6.4 0.5
9 3 6 1 - 1 -

100.0 33.3 66.7 11.1 - 11.1 -
91 75 33 25 6 4 -

100.0 82.4 36.3 27.5 6.6 4.4 -
8 6 7 3 - - -

100.0 75.0 87.5 37.5 - - -
問１ｂ 57 45 22 11 - 1 -

100.0 78.9 38.6 19.3 - 1.8 -
605 448 256 144 27 18 -
100.0 74.0 42.3 23.8 4.5 3.0 -
246 203 82 58 4 15 -
100.0 82.5 33.3 23.6 1.6 6.1 -
81 54 33 13 3 5 1

100.0 66.7 40.7 16.0 3.7 6.2 1.2
4 4 2 2 1 - -

100.0 100.0 50.0 50.0 25.0 - -
問３ 528 386 236 139 17 11 -

100.0 73.1 44.7 26.3 3.2 2.1 -
421 334 143 73 16 27 1
100.0 79.3 34.0 17.3 3.8 6.4 0.2
44 34 16 16 2 1 -

100.0 77.3 36.4 36.4 4.5 2.3 -
問３付問１ 155 117 68 29 9 12 1

100.0 75.5 43.9 18.7 5.8 7.7 0.6
73 53 26 15 4 6 -

100.0 72.6 35.6 20.5 5.5 8.2 -
62 50 19 10 1 4 -

100.0 80.6 30.6 16.1 1.6 6.5 -
124 110 25 18 1 5 -
100.0 88.7 20.2 14.5 0.8 4.0 -
7 4 5 1 1 - -

100.0 57.1 71.4 14.3 14.3 - -
問５ 761 590 290 168 22 32 1

100.0 77.5 38.1 22.1 2.9 4.2 0.1
217 154 97 54 11 6 -
100.0 71.0 44.7 24.9 5.1 2.8 -
15 10 8 6 2 1 -

100.0 66.7 53.3 40.0 13.3 6.7 -
問５付問３ 698 541 266 156 19 31 1

100.0 77.5 38.1 22.3 2.7 4.4 0.1
30 24 12 3 1 - -

100.0 80.0 40.0 10.0 3.3 - -
32 24 11 8 2 1 -

100.0 75.0 34.4 25.0 6.3 3.1 -
1 1 1 1 - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 - - -
問5付問3-4 374 315 127 75 5 8 -

100.0 84.2 34.0 20.1 1.3 2.1 -
98 77 32 22 4 6 1

100.0 78.6 32.7 22.4 4.1 6.1 1.0
234 160 110 59 10 15 -
100.0 68.4 47.0 25.2 4.3 6.4 -
22 13 9 3 1 2 -

100.0 59.1 40.9 13.6 4.5 9.1 -
問７ 582 447 229 146 25 25 1

100.0 76.8 39.3 25.1 4.3 4.3 0.2
286 223 116 54 9 10 -
100.0 78.0 40.6 18.9 3.1 3.5 -
111 77 46 24 1 3 -
100.0 69.4 41.4 21.6 0.9 2.7 -
14 7 4 4 - 1 -

100.0 50.0 28.6 28.6 - 7.1 -

教育、学習支援業

問１１付問２．「低い」と考える理由は何ですか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－218－



合
計

そ
う
思
う

や
や
そ
う
思
う

特
に
思
わ
な
い

無
回
答

7,797 953 2,630 3,911 303
100.0 12.2 33.7 50.2 3.9

問１ａ 4 - 2 2 -
100.0 - 50.0 50.0 -
341 28 97 203 13
100.0 8.2 28.4 59.5 3.8
1,552 185 538 784 45
100.0 11.9 34.7 50.5 2.9
29 3 8 17 1

100.0 10.3 27.6 58.6 3.4
226 31 79 105 11
100.0 13.7 35.0 46.5 4.9
589 62 193 311 23
100.0 10.5 32.8 52.8 3.9
1,104 155 364 545 40
100.0 14.0 33.0 49.4 3.6
145 11 39 87 8
100.0 7.6 26.9 60.0 5.5
67 9 16 40 2

100.0 13.4 23.9 59.7 3.0
111 17 33 54 7
100.0 15.3 29.7 48.6 6.3
320 54 110 143 13
100.0 16.9 34.4 44.7 4.1
178 29 58 88 3
100.0 16.3 32.6 49.4 1.7
341 43 126 157 15
100.0 12.6 37.0 46.0 4.4
1,815 232 633 868 82
100.0 12.8 34.9 47.8 4.5
97 5 34 52 6

100.0 5.2 35.1 53.6 6.2
813 84 280 418 31
100.0 10.3 34.4 51.4 3.8
65 5 20 37 3

100.0 7.7 30.8 56.9 4.6
問１ｂ 393 38 117 219 19

100.0 9.7 29.8 55.7 4.8
4,583 505 1,534 2,359 185
100.0 11.0 33.5 51.5 4.0
2,073 281 728 986 78
100.0 13.6 35.1 47.6 3.8
686 122 232 315 17
100.0 17.8 33.8 45.9 2.5
62 7 19 32 4

100.0 11.3 30.6 51.6 6.5
問３ 4,123 450 1,321 2,166 186

100.0 10.9 32.0 52.5 4.5
3,392 473 1,214 1,608 97
100.0 13.9 35.8 47.4 2.9
282 30 95 137 20
100.0 10.6 33.7 48.6 7.1

問３付問１ 1,196 151 438 575 32
100.0 12.6 36.6 48.1 2.7
539 88 196 242 13
100.0 16.3 36.4 44.9 2.4
569 73 199 276 21
100.0 12.8 35.0 48.5 3.7
1,050 155 369 498 28
100.0 14.8 35.1 47.4 2.7
38 6 12 17 3

100.0 15.8 31.6 44.7 7.9
問５ 5,322 740 1,906 2,526 150

100.0 13.9 35.8 47.5 2.8
2,403 204 704 1,351 144
100.0 8.5 29.3 56.2 6.0
72 9 20 34 9

100.0 12.5 27.8 47.2 12.5
問５付問３ 4,770 668 1,709 2,264 129

100.0 14.0 35.8 47.5 2.7
261 39 102 112 8
100.0 14.9 39.1 42.9 3.1
287 33 93 149 12
100.0 11.5 32.4 51.9 4.2
4 - 2 1 1

100.0 - 50.0 25.0 25.0
問5付問3-4 2,220 337 803 1,029 51

100.0 15.2 36.2 46.4 2.3
705 120 284 283 18
100.0 17.0 40.3 40.1 2.6
1,979 232 691 999 57
100.0 11.7 34.9 50.5 2.9
127 18 33 65 11
100.0 14.2 26.0 51.2 8.7

問７ 4,433 601 1,507 2,195 130
100.0 13.6 34.0 49.5 2.9
2,102 243 771 1,017 71
100.0 11.6 36.7 48.4 3.4
1,150 102 314 649 85
100.0 8.9 27.3 56.4 7.4
112 7 38 50 17
100.0 6.3 33.9 44.6 15.2

教育、学習支援業

問１２．労基法第２６条の休業手当の「平均賃金の１００分の６０以上」という計算方法は複雑だと思いますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－219－



合
計

見
直
し
は
必
要
な
い

見
直
し
を
行
う
べ
き

無
回
答

7,797 5,800 1,604 393
100.0 74.4 20.6 5.0

問１ａ 4 3 - 1
100.0 75.0 - 25.0
341 266 57 18
100.0 78.0 16.7 5.3
1,552 1,170 325 57
100.0 75.4 20.9 3.7
29 21 8 -

100.0 72.4 27.6 -
226 163 47 16
100.0 72.1 20.8 7.1
589 440 122 27
100.0 74.7 20.7 4.6
1,104 828 232 44
100.0 75.0 21.0 4.0
145 114 24 7
100.0 78.6 16.6 4.8
67 52 13 2

100.0 77.6 19.4 3.0
111 79 25 7
100.0 71.2 22.5 6.3
320 213 87 20
100.0 66.6 27.2 6.3
178 122 45 11
100.0 68.5 25.3 6.2
341 263 54 24
100.0 77.1 15.8 7.0
1,815 1,332 375 108
100.0 73.4 20.7 6.0
97 72 22 3

100.0 74.2 22.7 3.1
813 615 158 40
100.0 75.6 19.4 4.9
65 47 10 8

100.0 72.3 15.4 12.3
問１ｂ 393 296 77 20

100.0 75.3 19.6 5.1
4,583 3,411 915 257
100.0 74.4 20.0 5.6
2,073 1,563 419 91
100.0 75.4 20.2 4.4
686 484 183 19
100.0 70.6 26.7 2.8
62 46 10 6

100.0 74.2 16.1 9.7
問３ 4,123 3,104 789 230

100.0 75.3 19.1 5.6
3,392 2,486 768 138
100.0 73.3 22.6 4.1
282 210 47 25
100.0 74.5 16.7 8.9

問３付問１ 1,196 895 255 46
100.0 74.8 21.3 3.8
539 387 132 20
100.0 71.8 24.5 3.7
569 419 125 25
100.0 73.6 22.0 4.4
1,050 761 245 44
100.0 72.5 23.3 4.2
38 24 11 3

100.0 63.2 28.9 7.9
問５ 5,322 3,892 1,210 220

100.0 73.1 22.7 4.1
2,403 1,860 378 165
100.0 77.4 15.7 6.9
72 48 16 8

100.0 66.7 22.2 11.1
問５付問３ 4,770 3,481 1,095 194

100.0 73.0 23.0 4.1
261 192 58 11
100.0 73.6 22.2 4.2
287 216 56 15
100.0 75.3 19.5 5.2
4 3 1 -

100.0 75.0 25.0 -
問5付問3-4 2,220 1,597 536 87

100.0 71.9 24.1 3.9
705 496 180 29
100.0 70.4 25.5 4.1
1,979 1,495 406 78
100.0 75.5 20.5 3.9
127 85 31 11
100.0 66.9 24.4 8.7

問７ 4,433 3,269 971 193
100.0 73.7 21.9 4.4
2,102 1,594 422 86
100.0 75.8 20.1 4.1
1,150 864 189 97
100.0 75.1 16.4 8.4
112 73 22 17
100.0 65.2 19.6 15.2

教育、学習支援業

問１３．労基法第２６条の休業手当の計算方法について、見直しを行うべきだと思いますか（ＳＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった

－220－



見
直
し
が
必
要
な
い

計

今
の
算
定
方
法
は
問
題
が
な
い

と
思
う
か
ら

他
に
適
切
な
算
定
方
法
が
思
い

つ
か
な
い
か
ら

現
在
の
算
定
方
法
を
下
回
ら
な

い
形
で
、

各
企
業
で
簡
便
な
算

定
方
法
を
用
い
れ
ば
よ
い
だ
け

だ
か
ら

そ
の
他

無
回
答

5,800 2,976 2,113 1,096 53 86
100.0 51.3 36.4 18.9 0.9 1.5

問１ａ 3 2 - 1 - -
100.0 66.7 - 33.3 - -
266 148 93 44 1 5
100.0 55.6 35.0 16.5 0.4 1.9
1,170 594 384 283 12 14
100.0 50.8 32.8 24.2 1.0 1.2
21 10 8 4 - -

100.0 47.6 38.1 19.0 - -
163 78 70 26 2 1
100.0 47.9 42.9 16.0 1.2 0.6
440 249 128 82 5 8
100.0 56.6 29.1 18.6 1.1 1.8
828 425 315 152 10 8
100.0 51.3 38.0 18.4 1.2 1.0
114 65 39 17 1 1
100.0 57.0 34.2 14.9 0.9 0.9
52 29 16 11 - 1

100.0 55.8 30.8 21.2 - 1.9
79 34 24 23 2 1

100.0 43.0 30.4 29.1 2.5 1.3
213 107 86 35 3 8
100.0 50.2 40.4 16.4 1.4 3.8
122 46 53 27 1 3
100.0 37.7 43.4 22.1 0.8 2.5
263 119 113 44 2 4
100.0 45.2 43.0 16.7 0.8 1.5
1,332 689 516 215 11 22
100.0 51.7 38.7 16.1 0.8 1.7
72 37 31 8 - 1

100.0 51.4 43.1 11.1 - 1.4
615 318 222 115 2 8
100.0 51.7 36.1 18.7 0.3 1.3
47 26 15 9 1 1

100.0 55.3 31.9 19.1 2.1 2.1
問１ｂ 296 158 86 66 3 4

100.0 53.4 29.1 22.3 1.0 1.4
3,411 1,749 1,235 649 31 53
100.0 51.3 36.2 19.0 0.9 1.6
1,563 796 582 272 15 22
100.0 50.9 37.2 17.4 1.0 1.4
484 250 188 106 3 5
100.0 51.7 38.8 21.9 0.6 1.0
46 23 22 3 1 2

100.0 50.0 47.8 6.5 2.2 4.3
問３ 3,104 1,611 1,090 605 29 44

100.0 51.9 35.1 19.5 0.9 1.4
2,486 1,257 948 451 22 39
100.0 50.6 38.1 18.1 0.9 1.6
210 108 75 40 2 3
100.0 51.4 35.7 19.0 1.0 1.4

問３付問１ 895 432 340 182 13 9
100.0 48.3 38.0 20.3 1.5 1.0
387 189 150 72 1 2
100.0 48.8 38.8 18.6 0.3 0.5
419 225 152 68 2 8
100.0 53.7 36.3 16.2 0.5 1.9
761 403 293 127 5 19
100.0 53.0 38.5 16.7 0.7 2.5
24 8 13 2 1 1

100.0 33.3 54.2 8.3 4.2 4.2
問５ 3,892 1,974 1,418 772 36 60

100.0 50.7 36.4 19.8 0.9 1.5
1,860 975 674 318 17 26
100.0 52.4 36.2 17.1 0.9 1.4
48 27 21 6 - -

100.0 56.3 43.8 12.5 - -
問５付問３ 3,481 1,757 1,251 719 31 54

100.0 50.5 35.9 20.7 0.9 1.6
192 96 78 27 3 4
100.0 50.0 40.6 14.1 1.6 2.1
216 119 88 26 2 2
100.0 55.1 40.7 12.0 0.9 0.9
3 2 1 - - -

100.0 66.7 33.3 - - -
問5付問3-4 1,597 808 576 334 15 22

100.0 50.6 36.1 20.9 0.9 1.4
496 217 185 114 6 9
100.0 43.8 37.3 23.0 1.2 1.8
1,495 774 541 291 13 24
100.0 51.8 36.2 19.5 0.9 1.6
85 54 27 7 - 3

100.0 63.5 31.8 8.2 - 3.5
問７ 3,269 1,776 1,123 592 29 53

100.0 54.3 34.4 18.1 0.9 1.6
1,594 747 625 342 17 23
100.0 46.9 39.2 21.5 1.1 1.4
864 421 339 143 6 10
100.0 48.7 39.2 16.6 0.7 1.2
73 32 26 19 1 -

100.0 43.8 35.6 26.0 1.4 -

教育、学習支援業

問１３付問１．なぜ「見直しが必要ない」と思いますか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった
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見
直
し
を
行
う
べ
き

計

年
次
有
給
休
暇
取
得
時
の
賃
金

の
よ
う
に
、
「

通
常
の
賃
金
」

な
ど
と
の
選
択
制
に
す
る
べ
き

平
均
賃
金
の
算
定
時
と
同
様

に
、

労
働
日
だ
け
で
な
く
休
日

も
支
払
い
対
象
と
す
べ
き

算
定
に
当
た
っ

て
平
均
賃
金
を

使
う
こ
と
を
や
め
る
べ
き

そ
の
他

無
回
答

1,604 1,094 212 289 108 21
100.0 68.2 13.2 18.0 6.7 1.3

問１ａ - - - - - -
- - - - - -
57 39 12 9 2 1

100.0 68.4 21.1 15.8 3.5 1.8
325 228 46 67 12 2
100.0 70.2 14.2 20.6 3.7 0.6
8 8 - - - -

100.0 100.0 - - - -
47 34 4 8 1 1

100.0 72.3 8.5 17.0 2.1 2.1
122 94 15 12 4 4
100.0 77.0 12.3 9.8 3.3 3.3
232 163 26 43 13 3
100.0 70.3 11.2 18.5 5.6 1.3
24 13 5 5 2 -

100.0 54.2 20.8 20.8 8.3 -
13 5 4 3 1 -

100.0 38.5 30.8 23.1 7.7 -
25 16 1 6 4 -

100.0 64.0 4.0 24.0 16.0 -
87 51 8 22 9 2

100.0 58.6 9.2 25.3 10.3 2.3
45 31 2 9 4 -

100.0 68.9 4.4 20.0 8.9 -
54 33 9 8 8 1

100.0 61.1 16.7 14.8 14.8 1.9
375 253 55 70 29 2
100.0 67.5 14.7 18.7 7.7 0.5
22 13 3 4 2 1

100.0 59.1 13.6 18.2 9.1 4.5
158 107 21 20 16 4
100.0 67.7 13.3 12.7 10.1 2.5
10 6 1 3 1 -

100.0 60.0 10.0 30.0 10.0 -
問１ｂ 77 52 13 10 4 3

100.0 67.5 16.9 13.0 5.2 3.9
915 622 133 164 56 11
100.0 68.0 14.5 17.9 6.1 1.2
419 287 49 77 30 5
100.0 68.5 11.7 18.4 7.2 1.2
183 127 16 35 17 1
100.0 69.4 8.7 19.1 9.3 0.5
10 6 1 3 1 1

100.0 60.0 10.0 30.0 10.0 10.0
問３ 789 548 111 127 43 10

100.0 69.5 14.1 16.1 5.4 1.3
768 515 94 154 62 9
100.0 67.1 12.2 20.1 8.1 1.2
47 31 7 8 3 2

100.0 66.0 14.9 17.0 6.4 4.3
問３付問１ 255 173 33 52 19 1

100.0 67.8 12.9 20.4 7.5 0.4
132 92 16 20 12 4
100.0 69.7 12.1 15.2 9.1 3.0
125 87 9 25 12 1
100.0 69.6 7.2 20.0 9.6 0.8
245 155 34 54 19 2
100.0 63.3 13.9 22.0 7.8 0.8
11 8 2 3 - 1

100.0 72.7 18.2 27.3 - 9.1
問５ 1,210 826 153 229 82 16

100.0 68.3 12.6 18.9 6.8 1.3
378 257 56 58 26 4
100.0 68.0 14.8 15.3 6.9 1.1
16 11 3 2 - 1

100.0 68.8 18.8 12.5 - 6.3
問５付問３ 1,095 753 138 204 73 14

100.0 68.8 12.6 18.6 6.7 1.3
58 33 8 16 7 -

100.0 56.9 13.8 27.6 12.1 -
56 40 7 8 2 2

100.0 71.4 12.5 14.3 3.6 3.6
1 - - 1 - -

100.0 - - 100.0 - -
問5付問3-4 536 364 71 110 26 7

100.0 67.9 13.2 20.5 4.9 1.3
180 124 13 35 18 2
100.0 68.9 7.2 19.4 10.0 1.1
406 277 58 69 35 5
100.0 68.2 14.3 17.0 8.6 1.2
31 21 4 6 1 -

100.0 67.7 12.9 19.4 3.2 -
問７ 971 662 135 182 53 10

100.0 68.2 13.9 18.7 5.5 1.0
422 293 44 77 38 6
100.0 69.4 10.4 18.2 9.0 1.4
189 125 31 27 17 2
100.0 66.1 16.4 14.3 9.0 1.1
22 14 2 3 - 3

100.0 63.6 9.1 13.6 - 13.6

教育、学習支援業

問１３付問２．どのように見直すべきと考えますか（ＭＡ）

合計

鉱業、採石業、砂利採取業

主
た
る
業
種
（

Ｓ
Ａ
）

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

従
業
員
規
模

〈

4
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

１００～２９９人

３００～９９９人

１０００人以上

無回答

医療、福祉

複合サービス事業
（郵便局、農業組合など）

サービス業
（他に分類されないもの）

その他

１００人未満

無回答

固定・交代制勤務者群
（１，２のみを選択）

労

働

者

の

勤

務

形

態

〈

２

区

分
〉

（

Ｓ

Ａ
）

シフト制勤務者を含む群
（３，４，５のいずれか又は全てを選択している群）

無回答

３割未満

従
業
員
の
う
ち
、

シ

フ
ト
制
労
働
者
の
割

合〈

４
区
分
〉

（

Ｓ
Ａ
）

３割～６割未満

６割～８割未満

８割以上

無回答

休業を命じたことがある

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

よ

る

休

業

の

有

無

（

Ｓ

Ａ
）

休業を命じたことはない

無回答

全員に支払った

休
業
手
当
の

規
定

（

Ｓ
Ａ
）

規定はないが支払うことがある

休業手当の支払いは想定しておらず規定
もない

無回答

支払った手当の全額について申請した

雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請

（

Ｓ
Ａ
）

一部のみ申請した

申請しなかった

無回答

規定がある

休
業
等
に
伴

う
手
当

（

Ｓ
Ａ
）

一部の人に支払った

支払わなかった
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